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　経済統計研究会（1985年に経済統計学会へ
と名称変更）は，「社会科学に基礎を置く統計
理論の研究」を目的として1953年に創立さ
れた。1955年6月に研究会の機関誌である『統
計学』が創刊され，それ以来その発行は年2

回を基本として続けられてきた。その間
1976年8月に創刊20周年記念号（第30号），
1986年8月に創刊30周年記念号（第49・50合
併号），1996年 3月に創刊40周年記念号（第
69・70合併号）を発行し，それぞれの期間に
おける学会の研究経過を振り返り，会員の研
究成果と統計学各分野の動向をサーベイして
きた。今回の記念号は，創刊50周年という
大きな節目に当るとともに21世紀最初の記
念号であるということで，この10年間の会
内外の業績を踏まえ，次の半世紀を展望する
という視点から，今日の激動する世界と日本
の社会経済状況が社会科学としての統計学に
問いかけている諸課題を明らかにし，それに
答えようという大志をもって取り組んだ。
　経済統計学会は全国研究大会を1957年以
来毎年開催しているだけでなく，月例研究会
を関東，関西，北海道，九州などで，並行し
て50年以上に亘って続けている稀有な学会
である。1つ1つの報告に充分な時間を使い
じっくり討論する月例研究会は経済統計学会
の特徴のある研究を形成する重要な場であり
続けている。また最近21世紀に入ってから
はミクロ統計部会，労働統計部会，日中統計
部会，ジェンダー統計部会，健康・生活統計
部会，政府統計部会などの研究部会を設けそ
れぞれの分野の統計の研究を深めようとして
いる。我々はこれらの現時点までの成果を出
来うるかぎりこの記念号に盛り込もうと努力
した。
　50年という期間は相当に長い期間である。

経済統計研究会の創立あるいはその基礎を築
くうえで大きな役割を果たされた会員のうち
には，現在もなお御元気で会の行く末を心配
しながら温かく見守って下さっている方々も
おられるが，既に亡くなられた方も多い。時
代は変化し，統計研究の内容も方法も変わっ
ていく。しかし我々は，長年の間に先輩会員
の残して下さった貴重な研究成果を徹底的に
大事にしてそれを踏まえて新たな研究に立ち
向かいたいと考える。そうした時にのみ着実
な前進が可能になると思うからである。10

年ごとに記念号を編集し，また今回は50年
の節目という観点も入れて，会と会員の研究
活動を総括しているのはそのためである。
　経済統計学の研究は，50年を経，取り巻
く社会・経済と社会科学・思想状況の変化の
なか，新しく入ってこられた若い世代の研究
が中心になるにつれ，変化しつつある。しか
し経済統計学会の先輩の形成してきた伝統は
今も生きているし今後も生き続けていくであ
ろうと思う。その伝統の一端を述べると以下
のようになる。
　第1に，経済統計学会は，社会・経済統計
そのものを大事にし，それを研究することが
誰よりも好きな人たちの集まりであるという
ことである。我々は社会経済統計そのものを
我々の研究対象と考える。社会経済統計がど
のように作成されているか，社会経済統計を
どのように作成すべきであるか，社会経済統
計は何をどう反映しているか，必要であるに
もかかわらず作成されていない社会経済統計
にどのようなものがあるか，社会経済統計は
どのように利用されているか，社会経済統計
どのように利用すべきであるか等々，社会・
経済統計に関するあらゆる問題を統計学の課
題と考え，協力して研究している。この点で
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我々の研究対象は，統計数理学の研究対象と
重なる部分もあるが，それとは別の非常に広
く複雑な内容を擁している。
　第2に我々は，経済学をはじめとする諸社
会科学の成果に依拠し，またその発展に貢献
するということをめざして社会・経済統計を
研究している。この50年において経済学・
社会科学の潮流はかなり変化した。経済統計
研究会の創立に重要な役割を果たされた会員
のうちには社会科学としてマルクス経済学を
想定されていた方々が相当数おられた。現在，
若手・中堅会員の想定する社会科学には新古
典派経済学をはじめいろいろなものがあり多
様性に富んでいる。もちろん若手・中堅会員
の中にもマルクス経済学を受け継ぎ新しい方
法を取り入れ発展させようと考えている者も
いる。我々は社会・経済統計を研究するとい
う場で多様な社会科学の相互批判と相互協力
を推し進めていこうと考える。社会・時代の
変化に取り残されることなく，しかし流行に
流されることなく，無用な対立はさけつつも
曖昧な妥協はせず，真に学問的な研鑽を積ん
でいきたいと思う。
　第3に，我々は，国民生活の向上と社会の
進歩に役立ちたいという願いを心に秘めて，
統計学の研究に取り組んでいる。統計学は，
生活をまもり豊かにする国民の諸分野の活動
に貢献すべきであるし，その学問的質を真に
高めることを通じてそれが可能になると考え
ている。いろいろな分野で闘っている人たち
に社会・経済統計と統計方法という優秀な武
器を提供できたらと願っている。
　経済統計研究会を創立した先輩から我々が
受け継がねばならない最も大事な点は，なに
ものにもとらわれない鋭い批判精神であると
思う。批判精神という牙をぬいてしまうと学
会は魅力の乏しいものにおちぶれてしまうで

あろう。
　現在の日本では，強行に推し進められてい
る大学改革とも関係して，かつてないほどに
業績主義が蔓延している。しかし我々は，学
会を単にスマートにそつ無く業績を作ってい
く場ではなく，社会・経済統計を本気で研究
する，あるいは統計を道具として社会・経済
を本気で研究していく場としていきたいと志
している。その点で，経済統計学会は，若い
会員が成長しやすいよう配慮しなければと考
えるとともに，試行錯誤をふくむ長期の泥臭
い研究，なかなか形になる成果は得られない
が本当に重要だと信じて日夜努力している会
員の研究にも温かい眼を注いでいる。
　現在日本でも世界でも政府統計・社会・経
済統計をどう改革していくかという論議が盛
んに行われている。第2次世界大戦後に作ら
れた統計制度をその後の大きな社会経済の変
化に対応するよう改革しようという議論であ
る。本書で扱われている研究は，このような
議論に貢献できる内容を含んでいると思う。
そのような議論を深めていく手がかりとして
も本書が読まれることを期待したい。そのよ
うな議論と切り結ぶ中で我々もさらに研究を
深めたいと考えている。
　この記念号は，全ての会員と社会・経済統
計に関心をもつ多くの人々の座右におかれ，
長期にわたって，今後の社会・経済統計研究
の出発点，展開のヒントを得るための尽きせ
ぬ泉となることをめざして執筆された。本書
は，社会統計・経済統計の研究者のみならず
社会科学の諸分野の研究者，社会統計・経済
統計を使用する種々の分野の方々に参考して
もらえることを期待するとともに，多くの
方々から批判・コメント等をいただけると幸
甚である。

経済統計学会会長　　　
泉　　弘志　
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はじめに

　周知のように，ある研究分野の主題・方法
等は，社会的環境の変化によって，学問的伝
統を保持しつつも変化していく。たとえば経
済学・歴史学でいえば，戦前の日本資本主義
論争で提起された視点は，戦後しばらくは主
流にあったが，現在では多様な主題を対象と
するように変化している。ここ十数年，政府
統計をめぐる環境は，情報通信技術の発達を
背景に，国際的には統計の品質論，国内的に
は現状把握が不十分な領域の統計整備などを
内容とする統計整備構想や統計改革論議など
の動きが見られ，2005年国勢調査では統計
調査環境の悪化が新聞各紙をにぎわせるなど，
激変しつつある。このような変化に対応して，
経済統計学の領域においても，統計の真実性
を主内容とする政府統計の批判的利用から一
歩進んだ研究課題が提起されつつあるように
思われる。
　本稿では，このような問題意識のもとに，
現在「公共財」として位置づけられつつある
政府統計は，非競合性・非排除性をもつ公共
財としてとらえるだけでは不十分であり，政
府統計が持つ特質から公共性という視点を導
入しなければならないことを主張したい。

１．政府統計と公共性

　2005年9月に設置された統計制度改革検討

委員会の第2回委員会において，ある委員か
ら「標語的に言えば，今までの政府統計は，『政
府の政府による政府のための統計』というこ
とで，これを変える必要があり，特に『政府
のための統計』が『国民のための統計』に変
わることが重要と考える。」という発言がみ
られた。ここで指摘されているように，これ
までの日本の統計が分散型統計制度のもとで，
主として個別行政のために統計が作成されて
きたことはしばしば指摘されてきた。
　ところで，日本の統計が「行政のための統
計」であったことの責任は，統計行政機関だ
けにあるのではなく，国家の政治・行政のあ
り方自体にある。村松岐夫（2001）によれば，
戦前には明治憲法体制によって官僚の下に権
力が集中し「弱い議会，弱い内閣，弱い政党
システム」であったし，戦後においても，占
領期にはGHQの権限のもとで官僚が大きな
裁量を持っていた。1955年以降には，いわ
ゆる五五年体制のもとで次第に政権党の優位
が確定していくが，政権党の優位は必ずしも
強い議会を意味しなかった。行政領域の拡大
とともに，行政による許認可や行政指導を手
段とする経済発展は，政府の市場への介入を
重視するケインズ経済学の隆盛とも相まって，
いわゆる行政国家として行政の裁量を維持・
増大させた。このように行政の裁量が大きい
場合には，個別施策を決定するための情報＝
統計は行政内部に存在していればよいのであ
り，国民一般はもちろん，指定統計を除けば
立法機関にさえ統計を公開しなければならな

第１章　統計の作成・公表・利用における公共性
金　子　治　平
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いという必然性は持たなかったのであろう。
付言しておけば，行政の裁量が大きかったこ
とは必ずしも官僚だけで裁量が決定されてい
たことを意味しない。重要なことは，政権党
の政治家が官僚の意志決定に及ぼす影響が，
国会の場ではなく非公開の下で行なわれてき
たことである。
　しかし，1990年代半ばにおける55年体制
の崩壊によって，日本においても小さい政府
を目指し，官僚の裁量による行政から脱却し
つつある。その背景としては，財政赤字を抱
えるアメリカやイギリスのレーガンやサッ
チャーによって採用された1980年代の小さ
な政府への志向という実体的側面や，政府の
失敗を重視するスティグラーのキャプチャー
ド理論やボーモルのコンテスタビリティ理論
などの新古典派経済学の研究が主流となった
という理論的側面を指摘されている。
　現在の日本の小さい政府論が，サッ
チャー・レーガン時代の小さい政府論と大き
く異なっているのは，大住（1999，2003）など
で紹介された1990年代以降のニュー・パブ
リック・マネージメント（NPM）論の影響を
受けていることである。NPM論は，業績・
成果による統制，市場メカニズムの活用，統
制の基準を顧客主義へ転換，統制しやすい組
織への変革などを特徴とするものである。つ
まり，国民を政府行政サービスの顧客とみな
して，限られた行政リソースのもとで顧客の
満足度を高めることを目的とし，そのために，
効率性を求めて行政の階層構造を簡素化した
り，行政活動を市場化したりすることを求め
るものである。また，行政内部においてはモ
ニタリング（監視・監査）を重視するのも，
NPMの特徴と言われている。このNPM論の
もと，欧米では電力・ガス・交通などの準公
共財を供給していた公企業の多くが民営化さ
れた。

　小泉内閣の構造改革の一環として，既存統
計の抜本的見直し等，統計制度の充実をはか
るため，2004年11月に経済社会統計整備推
進委員会が設置され，数回の討議を経て
2005年6月に『政府統計の構造改革に向けて』
という報告書が提出された。この報告書の内
容は多岐にわたり，経済センサスの具体化，
GDP関連統計の整備，サービス分野の統計
整備，ストック統計の整備，統計の体系化，「司
令塔」機能の強化，行政記録の活用，統計情
報の多様かつ高度な利用，統計調査の民間開
放，法制度の見直しなどについて提言が行わ
れている。
　政府の統計行政の行方を示唆するものとし
て，1995年『統計行政の新中・長期構想』，
2003年『統計行政の新たな展開方向』から，
2005年『政府統計の構造改革に向けて』（以下，
単に『委員会報告』と呼ぶ）において，統計
の役割（意義）がどのように変化しているかを
みておこう。『統計行政の新中・長期構想』
では，「行政施策の企画・立案のための基礎
的情報の提供に止まらず，広く国民一般の利
活用のための情報提供という面についても十
分配慮していく必要がある。また，国民の負
担と協力によって得られる統計は，国民の共
有財産として迅速かつ継続的に提供され，広
くその利活用がはかられていくことが肝要で
ある」と書かれており，政府内での利用を主
とし，国民への情報提供を従とする位置づけ
となっている。このような統計利用主体を
主・従として位置づけているのは，『統計行
政の新たな展開方向』でも同様であった。し
かし，『委員会報告』では，基礎的な政策運
営や行政施策の企画・立案目的，政策効果の
事前・事後評価目的などの政府内での統計利
用とならんで，事業者や個人の合理的な意志
決定目的，学術研究目的などの政府以外での
統計利用が並列的に位置づけられるように変
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化している。すなわち，事業者や個人などに
よるニーズへの対応が強く打ち出されている。
　このように『委員会報告』においても，統
計の社会的ニーズを重視する顧客主義，「司
令塔」の設置によるヒエラルヒーの簡素化，
統計調査の民間開放による市場メカニズムの
活用など，NPM論の影響を受けている。
　ところで，政府による経済活動の主要なも
のは，公共財の供給である。『委員会報告』
でも，「政府が作成する統計は，本来幅広い
目的に提供されることを意図した『公共財』
としての性格を持つべきであり，政府にはそ
れを供給する役割がある」（経済社会統計整
備推進委員会『政府統計の構造改革』p.8）と
書かれている。ここで用いられている「公共
財」とは，経済学で非競合性・非排除性とい
う特質を持つ財・サービスとして定義される
公共財概念とは異なり，「行政以外の主体に
よっても幅広く利用されることを念頭に置い
て作成され，社会が必要とする基礎的な情報
を提供するという性格を持っていることをシ
ンボリック（象徴的）に表現する語」（『経済社
会統計整備推進委員会報告書（案）』2005年5

月30日の第7回委員会での配付資料，p.8）と
して，独自に定義されている。つまり，公表
されることによって多様な主体が利用できる
こと，および社会が必要とする基礎的な情報
であること，の二つを要件として「公共財」
としての統計が特徴づけられている。前者は
一般的な公共財概念に近いものを意味してい
るが，後者は一般の公共財にはない性質であ
る。
　さらに，「行政以外の利用が制限されてい
る場合のように，ここでいう『公共財』に該
当しない場合もあり得るが，それらの統計の
中にも，高い公共性や公益性を有するものが
あることを否定する趣旨ではない」（前掲『報
告書（案）』p.8）とも書かれているように，公

表されていなくても，公共性や公益性を有す
る場合もありうると主張している。ここでい
う公共性とは，「公共財」の要件のうち，社
会が必要とする基礎的な情報とほぼ同等のも
のであろう。
　一般的な公共財として公共図書館を想定し，
一般的な公共財と政府統計との相違を考えて
みよう。図書館においては，図書を蔵書し，
それを広く社会に公開することによって「国
民の教育と文化の発展に寄与することを目
的」（図書館法第一条）としている。「すべて
の国民は，いつでもその必要とする資料を入
手し利用する権利を有する」（図書館の自由
に関する宣言）と言われるように，その主た
る利用主体は不特定多数であるし，図書・資
料の提供自体が目的となり，その図書・資料
を利用主体がどのように利用し，どのような
文化発展に寄与しているかは問題とされない。
つまり，一般的な公共財の場合には，政府は
その供給のみに関与し，利用者としての国民
がどのように利用するかは問題とされない。
　しかし，政府統計は広く社会に公表されて
いるが，実際的な統計利用者は不特定多数で
はなく，政府，企業，政治的活動を行う市民，
研究者などに限定される。したがって，統計
を利用する事業者や個人を主たる利用者と位
置づけることはできない。欧米で，統計作成
者による統計作成目的に対応する統計利用を
第一次分析（primary analysis），それ以外の統
計利用を第二次分析（secondary analysis）と呼
ぶように，政府統計は第一義的には統計作成
者である政府による統計利用を前提に作成さ
れる。政府による統計利用は，現状を把握し，
経済政策や社会福祉政策などを立案し，さら
に政策の効果を評価するなど，国民へ大きな
影響を持っている。すなわち，政府統計の場
合，政府は供給者であるばかりではなく，そ
の主たる利用者であり，その利用結果が国民
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に影響を及ぼすのであり，一般の公共財とは
異なっている。『委員会報告』において「公
共財」の要件として，社会が必要とする基礎
的な情報と指摘しているのは，この意味であ
ろう。
　以上のように，政府統計を公共財と理解す
るだけでは不十分なのであり，公共性を持つ
ものとして理解する必要がある。一般に公共
性という語は，善あるいは良というイメージ
でとらえられることが多いが，本稿ではさし
あたり，善・良という価値観を持たないもの
として公共性を考える。ところで，統計のも
つ公共性を，上記のように「広く社会一般の
利害に関わる性質」と定義するならば，その
性質が成立するための条件は何であろうか。
　広く社会一般の利害に関わるための条件と
して，法による支配・権力分立・参政権など
を特徴とする自由民主主義国家においては，
全体主義国家や権威主義国家とは異なり，対
象となることがらは，特定の集団に限定され
ることなく広く社会に対して，公開される必
要がある。なぜならば，あることがらが広く
社会一般の利害に関わっていたとしても，仮
に特定の個人や集団にだけ開かれている場合
には，それ以外の個人・集団は，そのことが
らが正当性を持つのかどうかを判断できない
し，そのことがらに対して政治的な権利を行
使することもできないからである。
　ここで，主題を統計に限定すると，公開と
は大きく二つの内容を持っている。一つは，
個人ないしは法人が意志決定を行うための情
報として統計の利用は重要な意義を持つため，
プライバシー権を侵害しないように秘匿措置
を施しつつも，統計データそのものが公開さ
れる必要がある，ということである。もう一
つは，個人が政治的な権利を行使するための
情報として，立法・行政・司法機関から構成
される政府において統計がどのように利用さ

れているか公開されていなければならない，
ということである。つまり，政府の立法過程
や行政過程におけるどの領域においてどのよ
うに統計が利用されているか，あるいは広く
社会一般に利害を及ぼすものとして統計利用
がどのように行われているか，が公開される
必要がある。さらに後者の意味での公開は，
統計の利用が正統性原理に合致しているかを
公開の場で議論し判断すること，換言すれば，
特定の集団に限定されることなく広く社会に
おける討議の場が設定され，そこで統計の利
用が適切であるかが判断される必要がある，
という公開性を要請する。国連統計委員会『官
庁統計の原則』では，「民主的な社会情報シ
ステムにおける不可欠な要素」「公的な情報
に対する国民の権利」という言葉で，これら
のプロセスとしての自由民主主義を保証する
公開性を表現しているといえよう。このよう
な公開性を，山田満（2000）は「公民権として
の統計学」と呼んでいる。
　さらに，社会一般の利害に関わる性質は社
会の歴史的条件によって左右されるため，事
前には措定できない，ということが問題にな
る。たとえば，1960年代以前にはジェンダー
問題自体が社会問題となっていなかった。し
かし，「女性問題」が1975年頃から国会でも
とりあげられるようになり，経済統計学会内
外の活発な研究や運動の成果として，ジェン
ダーの領域に関する統計は整備が進み，現在
では国立女性教育会館の「女性と男性に関す
る統計データベース」として公開されている。
したがって，社会一般の利害に関わるものと
しての統計の主題も，特定の集団ではなく広
く社会において討議され，合意形成される必
要がある。
　すなわち，自由民主主義国家においては，
統計が広く社会一般の利害に関わる性質であ
るための条件として，⑴統計データの公開性，
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⑵統計の利用や使用の公開性，⑶統計の利用
や使用の正統性を判断する場の公開性，⑷統
計の主題を決定する場の公開性，という四つ
の公開性が必要であるといえよう。統計の作
成・公表・利用における公共性という本稿の
題目に即していえば，さしあたり⑷は作成過
程，⑴は公表過程，⑵および⑶は利用過程に
おける公共性＝公開性と整理することができ
る。『委員会報告』で言及されている公共財
概念のうち，社会が必要とする基礎的な情報
は公開性を持つかどうかが不明であるので，
『委員会報告』では基本的に⑴だけが考慮さ
れていると考えてよいだろう。なお，統計の
利用を通じてあるべき統計が吟味されるなど，
当然のことながら作成・公表・利用はそれぞ
れ独立しておらず，相互作用を伴っている。
　公開性の概念について，付言しておこう。
瀧川裕英（2001）は，広義の公開性のレベルを，
情報提供，情報公開（狭義），説明責任にいう
説明という3つのレベルに区分している。情
報提供とは，情報の送り手によって解釈し
フィルタリングされた事実を提供する場合で
あり，いわゆる一方的な広報活動が該当する。
狭義の情報公開とは，あるがままの事実をそ
のまま提供する場合であり，議会・審議会等
の議事録の公開が該当する。説明責任にいう
説明とは，情報の送り手と受け手のコミュニ
ケーションを通じ，受け手によって解釈が可
能な情報として公開される場合であり，公共
性を保証するための公開性とはこのレベルで
ある。
　ここで重要なことは，説明責任にいう説明
のレベルでは，情報の一方向の流れではなく，
双方向のコミュニケーションが要求されるこ
とである。ある事物に対する理解はその事物
の背景にある理論的枠組みや事実等によって
左右されるが，情報の送り手が持つ理論・事
実と，受け手が持つ理論的枠組みや事実は異

なることが一般的であり，一致するのは送り
手と受け手が同一の特定集団に属するなどの
特異な場合に限定される。また，情報の受け
手には多様性があり，送り手が事前にすべて
の受け手の理論的枠組みや事実を想定して情
報を公開することは不可能である。したがっ
て，情報の送り手と受け手のコミュニケー
ションを通じて，受け手が解釈可能な情報と
して整序していくことが要求される。
　なお，本稿のようにアーレント，ハーバー
マスを嚆矢として公共性を公共圏 public 

sphereとして把握する以外に，種々多様の定
義があり，作間（1998）のように「権力による
自由」を保証するものとして公共性を定義し
たものもある。この定義に関しては，本稿で
主張する公開性を保証した後のあるべき正統
性原理を示しており注目されるが，あるべき
正当性の原理そのものも公共圏の討議の場に
置くことが必要であるというのが本稿の主張
である。

２．統計データの公開性

　一般的な公共財の定義から考えても，統計
データは公開性を持っているし，『委員会報
告』でも統計データの公開を強く推進しよう
としている。その技術的な背景として，この
十年間に，インターネットをはじめとする情
報通信技術（ICT）が急速に進歩し，国民に普
及したことを指摘しておこう。インターネッ
トの利用者人口比率は1997年には1割弱で
あったが，2004年には6割を超え，しかも自
宅でのインターネットへの接続は，ブロード
バンド使用比率が2000年の7％弱から2004

年の6割強へと増加した（総務省『平成17年
版情報通信白書』）。このように国民へのイン
ターネットの普及は量・質ともに急速に進展
し，多くの政府統計が「統計データ・ポータ
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ルサイト～政府統計の総合窓口～」などで公
開されるようになっている。
　ところで，統計データの公開には，公開さ
れる内容と，公開の程度が関連している。統
計データの内容の公開性とは，統計表，メタ
データ，マイクロ・データの公開に関する問
題であり，統計データの公開の程度とは，統
計の品質論でいう入手可能性（Availability）や
容易性（Accessibility）の問題である。これら
のうち，入手可能性については周知のことと
して，メタデータとは何か，についてのみ説
明しておこう。
　統計表を正しく利用する場合には，統計表
だけではなく，調査の方法，サンプリング方
法，調査方法，集計方法，使用されている用
語の説明，指標の算出方法，調査票の様式な
どの，いわゆるメタデータを十分に理解する
ことが必要である。これらのメタデータは，
一般的な統計書では，調査の概要，付録，利
用上の注意等の名称で収録されている。メタ
データの内容に関しては，国連欧州経済委員
会がインターネット上に統計データを掲載す
る場合のガイドラインを，検索用のメタデー
タ，解釈用のメタデータ，ダウンロード後の
処理のためのメタデータに分類して作成して
いる（国連ヨーロッパ統計委員会，2000）。こ
のうち，解釈用のメタデータに関しては，母
集団，統計の四要素，原資料，問い合わせ先
などの必須項目に加えて，他の資料との比較
可能性，報道発表や要約へのリンク，収集・
改訂・計算方法の記述や推計方法，誤差情報
や正確性，統計の背景や目的の公開を勧告し
ている。すなわち，メタデータには統計作成
の作業過程に関連した情報が含まれており，
その公開は統計の品質論での透明性（Trans-

parence）や検証可能性（Verifiability）を高める
ことになる。このメタデータは，現在でも一
部が「統計データ・ポータルサイト」などで

提供されており，次第に入手可能性が高まっ
ていくと予想される。しかし，現時点での大
きな問題は，国民経済計算の推計方法が公表
されていないことである。2005年4月には，
1989年以降，輸入額に輸入関税を加えてか
ら消費税率を求めるところを，輸入関税を加
える前に消費税率をかけて消費税額を求めて
いたり，消費税率の3％から5％への変更後
も3％で計算していたりする誤りを犯してい
たことが発覚した（内閣府経済社会総合研究
所国民経済部「『平成15年度国民経済計算確
報』の計数の修正について」2005年4月28日）。
これが問題であるのは，推計過程に誤りが
あったこと自体ではない。長期にわたる誤謬
の直接的原因は，2003年12月に外部から指
摘があったにもかかわらず1年間以上放置さ
れてきたことであるが，間接的原因は，推計
方法が公表されていないために推計を追体験
して推計方法の正当性を検証することが不可
能であったという点にある。この点に関して，
『委員会報告』で「内閣府は，SNAの推計手
法について情報公開を進める……べきであ
る」ことが指摘されており，改善が予想され
る。このように統計の公開性においてメタ
データの公開が重要であるのは，統計の品質
論において定義される正確性（Accuracy）は，
少数の統計をのぞいて生産された統計データ
そのものからは検証することが不可能であり，
メタデータに記載されている統計作成の作業
過程のチェックを通じてのみ行うことができ
るからである。
　さて，統計表の公開の程度は，『委員会報告』
の「公共財」概念でも「行政以外の主体によっ
ても幅広く利用される」ことだと認識されて
いる。日本の場合，業務統計や産業連関表作
成の基礎資料となる一部の調査統計など公表
されないものもあるが，原則的に統計表は公
表されており，入手可能性が満たされており，
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とくに指定統計については，統計法第16条
第一項において「結果は，速やかにこれを公
表しなければならない」と定められている。
ここで，統計法にいう公表とは主管省庁で閲
覧可能であることが要件であり，従来では，
広くは公開されておらず閲覧のみ可能で，容
易性を満たさない非収録統計表も多く存在し
ていた。たとえば，2001年家計調査の結果
表一覧によれば全55集計区分の結果表が作
成されていたが，『家計調査年報』に収録さ
れているのは8区分に過ぎなかった。しかし，
前述のように ICTの発展・普及によってイン
ターネットで結果表の公開は急速に進みつつ
あり，家計調査については2002年からはす
べての結果表がインターネットで公表される
ようになった。今後も統計表のインターネッ
トでの公開は急速に整備されると予想される。
　また，日本の標本調査においては，家計調
査のように目標とする標本数に達するまで繰
り返しサンプリングを行うような調査が多い
こともあり，回収率や誤差情報が公表されな
いものが多かった。最近では，政府も公表を
漸次進めようとしているが，「誤解のないよ
うに公表するというのは大変難しい」（第
626統計審議会（2005年5月13日）での美添会
長の発言）といわれている。公開が情報提供
のレベルにとどまっている場合，提供されて
いない他の情報との矛盾がみつかると，誤解
を発生させる可能性が高まる。このような誤
解を生じさせないためにも，説明責任のレベ
ルでの情報公開が望まれる。
　統計データの公開に関するもう一つの問題
は，いわゆるマイクロ・データの公開である。
欧米では1960年代以降，カナダのようにオー
ダーメイド集計の場合や英米のように一定の
条件の下にマイクロ・データそのものを研究
者その他に提供している場合など多様性があ
るが，調査票を匿名化したマイクロ・データ

の公開が進められてきた（松田・濱砂・森，
2000など）。このマイクロ・データの公開と
理論研究の発展によって「欧米諸国における
社会科学の実証分析は，1950年代には公表
された集計表に基づく分析が主流であったが，
70年代にはミクロデータによる分析に移行」
（松井博，2004）した。しかし，日本では統計
法第15条によって，社会全般の利益に貢献
することを要件として総務大臣が承認する場
合を例外として調査票の目的外使用が禁止さ
れているために，欧米に比して学術研究が立
ち後れているといわれている。2～ 3年をめ
どに専門的・技術的な検討を行うように指摘
された『統計行政の新中・長期構想』の後，
1996～98年の文部省科学研究費補助金（特定
領域研究）「統計情報活用のフロンティアの拡
大　ミクロデータによる社会構造解析　」
（領域代表　松田芳郎），日本学術振興会科学
研究費補助金「ミクロ統計データベース」（ミ
クロ統計活用研究会　代表2004年度まで井
出満，2005年度から森博美），一橋大学経済
研究所附属社会科学統計情報研究センター
「学術研究のための政府統計ミクロデータの
試行的提供」など，限定的・試行的なマイク
ロ・データの公開が進められてきた。しかし，
行政内部での検討は進められているようであ
るが，統計法の改正がないために本格的なマ
イクロ・データの提供は進んでいない。
　ところで現在，厚生労働省はニートと呼ば
れる在学していない若年非労働力への対策に
力を入れつつあるが，ニートが社会問題化し，
それへの対策を企画・実現するためには，ニー
ト人口の把握やその要因等の把握，すなわち
事実認識が必須である。この事実認識は，労
働経済白書や労働政策研究・研修機構（2005）
に見られるように，労働力調査や就業構造基
本調査のマイクロ・データの利用（白書等で
は特別集計と呼ばれる個票の集計）にもとづ
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いている。このように，マイクロ・データの
利用は，通常の集計による統計資料では把握
できない事実を統計的に認識することによっ
て，政策の企画立案や政策効果の測定にも有
効な手段となる。このように，統計の作成過
程で収集された情報を社会に有用な情報とし
て還元するためにも，マイクロ・データは行
政部内の利用に限定せず広く公開されること
が望まれる。

３．統計利用の公開性

　前述したように，統計利用の公開性は，一
般の公共財では要件とされないものであり，
社会に必要な基礎的な情報として政府統計に
固有のものである。
　2004年11月に経団連がまとめた報告書で
は，「企業は，統計によって，景況をはじめ，
市場環境，所属業界の生産動向や経営状況な
どを把握」しているのであり，政府統計は合
理的な意志決定に必要であると書かれている
（経団連，2004）。このような企業や個人の統
計ニーズを重要視する視点は，政府統計の主
たる役割が，戦後直後においては国民の生活
レベルや地域間の経済格差の把握にあったが，
高度経済成長期には景気判断や経済成長率の
評価になり，現在においてはマーケット参加
者が先行きの金融経済政策を判断していく上
での材料に変化しているとみる元日銀統計局
長村山昇作（座談会，1999）の視点と同様であ
ろう。
　下図に示したように，統計は情報の一つで

あるから，かならず利用主体の意志決定とそ
の行動に何らかの寄与をする。しかし，その
主体の意志決定と行動が，広く社会に影響を
及ぼさない場合には，利用は単なる私的領域
にとどまり，公共性を持たない。逆に言えば，
利用主体の意志決定と行動が広く社会に影響
を及ぼす場合には，その利用は公的領域に属
し，どのように利用されたかが公開されるこ
とによって公共性を持つ。たとえば，研究者
による統計利用は，その利用結果が論文とし
て公開されるならば公開性＝公共性を持つが，
企業に所属する研究者が利用結果を企業内部
にとどめるならば公開性は持たない。また，
この利用過程は，被調査者が公開された統計
の利用過程を見ることにより，自分を取り巻
く社会にとって統計がどのような影響を与え
ているかを判断することができることを示し
ている。
　このような公開性を持つ統計利用の典型と
して，立法過程，すなわち議事録の公開が原
則とされる国会や地方議会での統計の利用が
あげられる。そこで，国会での統計利用の実
態をさぐる第一歩として，機械的ではあるが
国会会議録検索システムによって，指定統計
について指定年から2005年4月までに国会で
言及された回数をまとめてみたものが上表で
ある。国勢調査と家計調査については1000

回以上の言及が行われており，年間20回以
上国会で取り上げられた。また，毎月勤労統
計調査，労働力調査など14統計調査につい
ては100～999回，就業構造基本調査，全国
消費実態調査など7指定統計については50～

統計 利用主体の意志決定と行動 社会

私的領域

公的領域
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99回言及されている。しかし，全く言及さ
れていないものが26指定統計，9回以下のも
のが29指定統計あり，この2区分で約6割を
占めている。すなわち，我が国で重要と位置
づけられている指定統計においても，その半
数以上がほとんど国会では言及されていない。
もちろん，単に「政府統計」あるいは「統計」
として言及された場合も多いので，一概には
言えないが，全般的にみて立法過程での統計
利用は少ないといえるであろう。
　次に，行政機関での利用は広く社会一般に
及ぼす影響は大きいが，影響の大きさだけが
公開性の要件ではない。すなわち，どのよう
に利用されているかが公開されていなければ，
企業等の私的利用と変らず，理法方法が公開
されて初めて公開性を持つ。国勢調査がどの
ように利用されているかを説明した総務省統
計局のウェブサイトによれば，法令に基づい
て利用されている事例として，衆議院議員選
挙区画定審議会設置法による議員定数の決定，
地方自治法による地方自治体の設置要件，地
方交付税法による地方交付税の配分額の決定
などがあげられている。これらの事例は，一
票の格差をめぐって，議員定数是正が裁判で
争われることがあるものの，法律によってど
のように利用されるかが明らかになっている。
一方，行政施策での利用の事例としては，少

子高齢社会に対応した政策，住みよい街づく
り，防災対策などがあげられており，具体的
な一例をあげると，少子高齢化社会に対応し
た政策の一つである子育て環境の充実をはか
るために，0～ 5歳人口に6歳人口の半分を
加えた就学前の人口が使用されていると書か
れている。この統計利用は，就学前の人口を
子育て環境の充実という政策領域に利用して
いるという説明にはなっているが，どのよう
に利用されているか，具体性を持った説明に
はなっていない。このように，行政機関によ
る行政施策での統計利用は，どこで利用され
ているかは明らかな場合があるが，どのよう
に利用されているかは明らかにされていない。
　『統計調査総覧』によって指定統計・承認
統計・届出統計の目的をみても，「～行政の
ための基礎資料とする」という目的であるも
のが大半を占めており，どのように利用され
ているかが不明なものが多い。若干古いデー
タだが，1989年に総理府広報室が実施した
統計調査に関する世論調査でも，統計調査の
結果が行政に利用されていると思っているも
のは 38％に過ぎず，そうは思わないもの
32％，わからないもの 30％であった（山田
茂，1990）。
　以上のように，どのように利用されている
かが明らかにされない場合，当然，その統計

国会で言及された指定統計の回数（指定年～2005年4月）

回数 指定統計数 指定統計の例
1000回以上  2   2％ 国勢調査・家計調査
100～999回 14  15％ 毎月勤労統計調査・労働力調査など
50～99回  7   7％ 就業構造基本調査・全国消費実態調査など
20～49回  9  10％ 科学技術研究調査・建築着工統計など
10～19回  7   7％ 工業統計調査・自動車輸送統計など
1～9回 29  31％ 民間給与実態統計・全国物価統計など
0回 26  28％ ガス事業生産動態統計・薬事工業生産動態統計など
合計 94 100％

注 1）国会会議録検索システムを使用して作成した。
　 2）単発で実施された統計調査は除くが，すでに廃止された指定統計も含む。
　 3）本会議のほか委員会での発言も含む。
　 4）一回の本会議・委員会で複数の言及があった場合は，1回と数えている。
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を利用して国民にとって有益な施策を講じて
実施しているか否かを，明らかにすることは
できない。つまり，行政内部の情報にアクセ
スできる特定の集団だけが統計利用の正当性
を吟味できるのであり，統計の利用や使用の
正統性を判断する場の公開性は保証されてい
ない。
　このように統計の利用における公開が進ん
でいないことは，国民にとって政府統計の利
用結果の是非の判断ができないことを意味し，
統計への無理解と拒否感を増長することにな
る。例えば，前述した1989年の世論調査に
よれば，統計調査に非協力な理由として，プ
ライバシーと関連すると考えられる「個人の
秘密を知られないから」が22％，「統計を作
る目的以外に利用されるおそれがあるから」
が4％に対して，統計の利用過程とその結果
に関連する「どのように利用されているかわ
からないから」が30％，「調査に協力しても
自分の利益にならないから」が12％と多く，
さらには「面倒だから」が63％であった（山
田茂，1990）。また，2005年国勢調査で，国
勢調査の見直しを求める会が設置した電話
ホットラインで受け付けた相談件数は1306

件で，「国勢調査が役に立っているのか」「650

億円を投入する意味があるのか」「なぜここ
まで聞かれるのか」「見直すべきだ」という
意見が多かったという（「国勢調査を見直す
会」ウェブサイト。同様の記事は2005年9月
27日・10月8日付け毎日新聞朝刊など）。こ
れらの意見は，プライバシー権を統計調査が
侵害しているのではないかという問題ではな
く，個々人にとって統計調査の有益性を見出
すことができないという問題が底流にあるこ
とを示している。個人にとって統計調査が有
益であると判断されれば，プライバシー意識
は表面化しないであろう。たとえば，個人に
とってセンシティブな情報といわれる所得に

関する情報は所得税額の決定に使用されてい
るが，政府によるこれらの情報取得がプライ
バシーを侵害しているとはいわれない。なぜ
ならば，これらの情報は住民基本台帳制度に
よって教育や社会福祉政策などの権利とリン
クされているからである。したがって，政府
統計の政府による利用が公開され公共性をも
つならば，統計への拒否感や「面倒くさい」
という感情は減少するだろう。
　ところで2004年6月の経済財政運営と構造
改革に関する基本方針2004において「国・
地方で，時代の変化を反映した的確な情報把
握と迅速な情報開示のため，農林水産統計な
どに偏った要員配置等を含めて，既存の統計
を抜本的に見直す。一方，真に必要な分野を
重点的に整備し，統計制度を充実させる」こ
とが決定されている。実査機関である農林統
計・情報センターの職員減少は農林統計の精
度の低下を招くであろうが，戦後の食糧難時
代とは異なって，ある程度の農林統計作成の
リソースの減少はやむを得ないであろう。と
ころで，「真に必要な分野」の統計とは何な
のであろうか。『委員会報告』によれば，早
急に整備すべき統計として，経済センサス，
GDP関連統計，サービス分野の統計，ストッ
ク統計などをあげている。これらの統計は早
急に整備されるべき統計であることは疑いな
いであろうし，統計の必要の度合いに応じて
政府統計のスクラップ・アンド・ビルドを行っ
ていくことは必要である。これらは，行政の
必要とする統計だけが作成され，政府以外の
統計利用者のニーズを表明する場が設定され
ていなかったなかで，統計審議会の『統計行
政の新中・長期構想』によって提言されてき
たものである。しかし，統計審議会が政策審
議・基準作成機能を失い法執行型審議会へ移
行し，建議機能を失ってしまった現在，社会
が必要とする統計とは何かを決定する場はど
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こにあるのであろうか。そのため，統計デー
タの公開・統計利用の公開とともに，統計体
系の整合性を担保しつつ，どのような統計を
整備することが必要なのかを，特定の集団に
限定されることなく幅広い社会階層に開かれ
た討議の場が必要とされている。例えば，イ
ギリスのNational Statisticsで設定されている
ユーザーズ・グループのような利用者会議の
ような場を設定することが考えられる。大切
なことは，政府内での統計利用者，政府以外
での統計利用者，統計作成機関が，統計デー
タや統計利用の公開を通じて相互作用を及ぼ
し，より社会とって有益な統計を作成し利用
していくことである。

おわりに

　以上のような公開性の強調が，現在の政府
統計がもつ諸問題にどのように対応しうるか
という一つの含意として，被調査者の非協力
意識からくる統計調査環境の悪化との関連に
ついて言及しておこう。
　政府調査統計は，政府が作成しているが，
被調査者の協力なしには生産することができ
ない。その点で一般の純粋公共財とは異なり，
環境汚染の削減投資のように，社会の参加者
が自己所有の私的財を自発的に出し合う公共
財であると考えられる。このような公共財の
場合，ゲーム理論によれば，すべての人が協
力したときに全員に対する便益が総コストよ
りも大きくても，各個人のコスト負担が自己
の便益よりも大きい場合には，非協力的な態
度，つまりフリーライドすることが最善の戦
略になる（大岩雄次郎，2005）。統計調査に関
していえば，被調査者が調査に協力する時間
やプライバシー意識等がコストに相当すると
考えられる。現在の統計調査環境の悪化は，
このコストが政府統計から得られる便益を上

回り，フリーライドすることが最善の戦略に
なっている状態であると推測される。このよ
うな社会的ジレンマを脱するには，調査負担
の軽減によってコストを低減するとともに，
政府統計から得られる便益を増大させ，自己
の便益が自己のコストを上回るようにしてや
ればよい。そのためには，これまで非顕示的
であった政府統計の便益を，政府統計そのも
のを有効利用し，公開することによって顕示
的なものに変化させることが必要である。以
上のような点からみて，とくに利用過程にお
ける統計の公開性は，統計調査環境の悪化に
対応する一つの処方箋となりうるのではない
だろうか。
　そこでは，統計データのみならず，統計が
どのように利用されているか，また，どのよ
うな統計が必要かについても公開性が要求さ
れるし，真に社会に必要な統計が作成される
必要がある。その際，何が社会にとって必要
な統計であるかを見極め，政府において正し
い統計利用が行われているかの責任は，統計
利用者としての我々の課題となる。我々には，
より積極的な政府統計の利用，政府での統計
利用過程のチェック，そして社会に必要な政
府統計に対する積極的な発言が求められるで
あろう。
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コメント
山　田　　　満

１．統計をめぐる公共性とは何か
　「公共性」という言葉には，ある種の曖昧
さといかがわしさが付きまとう。「公的なも
の」とは何かが明確に定義されないまま，「私
的なもの」と「公的なもの」が対置され，「公
（おおやけの利益）」の名の下に「私的なもの」
が抑制され，統御されていく。今日のように
「官」から「民」への仕事と権限の委譲が取
りざたされる時代に，それに伴って「公共性」
に関する語りが前面に出てくることは当然の
ことである。「事前規制」の対象から外れた
「民」の活動における「社会性」が「公共性」
という形で「事後的に」問われないはずはな
いからである。
　金子は小泉改革を支える「小さな政府論」
が1990年代以降のNPM論の影響を受けてい
ることを指摘しているが，行政によるマクロ
な指標管理的な政策や行政指導を支えてきた
「行政のための」（統計）情報システムが，「官」
から「民」への仕事と権限の委譲のなかで，
「官」のためだけでなく「民」の活動も支え
るものとして再編されなければならないこと
は時代の趨勢というものだ。「官」の主要な
仕事のひとつは，政府行政サービスの顧客で

ある「民」の要求に応えて，「民」の自律的
活動を下支えする情報基盤の整備を「民活」
を含んで効率良く行なうことにあるというわ
けだ。ここでは「官」が領有するものを「民」
へと開放するにあたって，統計の作成・公表・
配布・利用の仕方のあらゆる側面で「公共性」
が問われることになるのである。「官のもの」
とは定義によって「公のもの」であるはずな
のだから，「公のもの」である（統計）情報シ
ステムを「民」へと開放するには，「公共性」
が先ず担保されなければならないからである。
しかし，担保されるべき「公共性」とは何か
を問うことは，逆に，「公のもの」の「公共性」
を問い返す契機となるかもしれないのである。
先ず，問われるべきものは，「官」が作成し
提供 /秘匿してきた（あるいは作成せず提供し
てこなかった）統計情報システムの「公共性」
なのかもしれないのである。
　「政府，とくに諸省庁が作成してきた統計
は「行政による行政のための統計」であり，
その作成の論理も，その利用についての便宜
も「民」の要求に十分応えていない。だから，
政府統計を「公共財」として位置づけ，「パ
ブリックな」要求に応えるものにしなければ
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ならない」といったレトリカルな議論は（「民」
を「パブリック」に置き換え，「官（政府）」
を「非パブリック」の利権関係者にしてしまっ
ているという点で）奇妙に聞こえるが，そこ
にあるのは行政の諸施策に対する「不信」で
あり，行政とそれに係わる一部の者たちによ
る情報の独占に対する「恐れ」と「不公平感」
であり，多額の税金を投入して調査 /収集さ
れた情報が有効に利用されていないのではな
いかという「もったいなさ」への感覚である。
要するに，「公」の「公共性」への不信，「官」
が十分に「公共的に」機能していないのでは
ないかという苛立ちである。

２． ハバーマスの公共圏の理論とブレア政
権の英国統計改革

　「公共性」という言葉から抑圧性を取り除き，
開放的な空間として再定義しようとしたのは，
フランクフルト学派の社会哲学者ハバーマス
であった。ハバーマスにとって「公共性」と
は，「公共圏 public sphere」のことである。
例えば，それは公園であり，市民が集い散策
し時に論議し殴り合う「オープンな共有ス
ペース」である。共有スペースとは，排他的
に誰かが場所を占有できない，誰のものでも
ない空間であり，それゆえに誰もが「自由に」
使うことができない空間である。そのスペー
スを「自由に」使うには，定められたルール
に従うことが要求されるのであり，それゆえ
に誰もがその空間の設置と空間の利用の仕方
（その使用の規則，管理運営の方法，維持管
理の資金，等）に対し関心を持ち，関与せざ
るを得ない性質の空間である。誰もが関心を
持ち，関与し，それらに「信頼」を寄せるか
らこそ，公園は開かれた空間として，「市民
の憩いの場」であり，「市民の自己表現の場」
でありうることができるのである。
　英国の政府統計 /政府統計システムは，「中

央統計局の主たる任務は，中央政府の要求に
応えることである」という基本的認識の下，
予算の削減と民間セクターに課された義務の
軽減に取り組んだ1980年代前半のレイナー
改革の推進によって決定的な打撃を被ったが，
1980年代の末以降，それを建て直す際に，
合言葉となったのは「公衆からの信任（public 

confidence）」と「他から干渉されない高潔さ 

（integrity）」であった。本格的な建て直しに
は1997年のブレア労働党政権の誕生を待た
なければならなかったが，失われた信頼を取
り戻し，建て直すには，政府統計情報システ
ムに自律性と専門性をもたせ，それを「公共
性の空間（public sphere）」に置き，公衆に信
任され，公衆に支えられるものとする必要が
あったのである。国家・政府の活動が政府・
国家ということだけで「公のもの」として信
頼され信任された時代が去った後に，問われ
たのは，政府・国家の活動の「高潔さ」と「公
共性」だったのである。広範囲な公衆に信頼
されない統計は利用されないし，信用されな
い統計数字に基づいた国家の政策は公衆の信
任を得られない。信頼されず使われない統計
を作成する統計調査に公衆が協力するはずも
ない。統計作成に必要な情報がどこからどの
ように収集され，どのように蓄積されデータ
ベース化され，どのような手続きを経て統計
数字化されるのか，また，それがどのように
して公表・配布され，どのように利用され，
その利用の結果，社会経済生活にどのような
影響がもたらされるのか等，が知ろうと思え
ば，少しの努力を払えば，分かるようになっ
ていることが信頼を得るための制度的条件と
なろう。信頼の回復には，中央統計局の機関
としての「専門性」と「独立性」を確保した
上で，統計情報システムを「制御可能な」も
のとして構築し，統計の作成・公表・配布・
利用の諸過程とそれに係わる諸論議を「公共
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性の空間」に載せ，「公共的な」ものとして
社会の組織体のなかに組み込み直さなければ
ならなかったのである（re－articulation）。
　金子は，「公共圏」の核心を，統計データ（メ
タデータを含む）の公開と（政府による）統計
利用の諸過程の公開を主たる内容とする「公
開性」に置いているが，公開性（あるいは，

情報への「等アクセス性」）が公共圏の成立の
ための基礎条件であるとすれば，妥当な主張
であろう。しかし，金子の論議は，公開性が
如何に重要であるかということの論証に留
まっているように思う。今後，さらに進んで
公開性をキーコンセプトとした統計の制度設
計の問題に踏み込むことが期待される。
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はじめに－地状学への期待

　統計学は国の状態を記述する学問である
「国状学」として出発したとされるが，今や「地
域」という地平で地

ちじょうがく

状学としてもその役割が
大きく求められていると思われる。ここに「地
状学」とは，「地域の状態を記述・分析する
学問領域」を指す。もちろん，「地域」とは
相対的な概念であり，例えば，地球規模で考
えれば，それは，グローバリズム（Globalism）
　地球主義　の対抗概念としてのリージョ
ナリズム（Regionalism）との係わりで，国あ
るいは地理的領域を単位に措定できるし，国
内に限定すれば，全国ベースのマクロ的単位
（政府）に対するミクロ的な単位（地方自治体）
として，あるいは，都市あるいは地方として
措定することも可能となる。
　その意味では，「地域とは何か？」という
問いは最初に答えなければならない問いであ
るが，ここでは「地域」を差し当たり「国家」
というレベルとは異なる「地方公共団体」と
いう行政単位・行政区域もしくは「地域社会」
とも呼びうる生活行動圏としておく。
　さて，所謂「地方分権」の時代が強調され
始めた1990年代以降，地域においては様々
な変化が生じてきている。大きな変化の一つ
は，地域における経済・経営・労働・生活・
健康・福祉・教育・安全等多くの分野での諸
問題の累積である。所謂「市場メカニズム」
の導入と「小さな政府」化，グローバル・ス

タンダードとの調和のための国内諸制度・諸
規制・諸慣行の緩和は社会に「格差」「不安」
「危険」等を生み出し，「自立・自助」という
原則の下，地域レベルでその解決が求められ
てきている。そして，第二には，こうした諸
課題の解決方法に係わり，その発生・増幅要
因とも考えられる民営化・外部委託を軸に進
められてきていた1980年代以降の「行政改
革」　長期的には，「道州制」も視野に入れ
た国・地方の行政組織の再編成　の流れの
延長線上に，1990年代後半には地方財政危
機を直接の契機とした「地方行政改革」が進
行し，これと連動しつつ地域における統治（ガ
バナンス）主体，行政サービスの担い手の多
様化という変化が生じてきたことである。
　こうした諸問題の地域における発生と統治
（ガバナンス）構造の変化は，統計の対象・作
成・利用にも影響を与え，新たな取組みを展
開させてきている。すなわち，「調査対象」
という点では，「地域」における住民の教育・
福祉・健康などの生活環境や生活状況，中小
企業・産業活動の状況（業況），そしてNPO

非営利組織やボランティアを行う個人・団体，
コミュニティビジネス・SOHO，また市民活
動支援を行う行政組織・NPOなどの中間支
援組織の活動，そして行政の提供する事業や
サービスの内容，その事業パフォーマンスや
財政パフォーマンスの評価等が重要な対象に
加わってきている。
　また，地域における統治主体や行政サービ
スの担い手の多様化との係わりでは，統計の

第２章　地域における統計の作成と利用
藤　江　昌　嗣
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作成・利用主体が重要なものとなるが，地域
において新たに登場した担い手であるNPO

非営利組織やボランティアを行う個人・団体，
コミュニティビジネス・SOHO，また市民活
動支援を行う行政組織（担当部署）・NPOな
どの中間支援組織などの活動は，地域におけ
る「統計の作成や利用」に変化を与えてきて
いる。統計の作成を含め，利用における諸主
体間の協働（Collaboration）が進んできたこと
はこの間の大きな特徴である。こうした統計
の作成・利用主体における変化を把握するこ
とも重要な課題である。
　「地状学」すなわち，「地域の状態を記述・
分析する学問領域」は地域における統計「地
域統計」の作成と利用を内包するのであり，
一つの政治・経済・社会システムの複合体と
しての「地域」の把握と分析，問題の発見・
解決のためにその役割が求められてきている
のである。
　また，忘れてならないことは，この地平に
統計研究者の地域での役割が大きく開かれ，
また，期待されていることである。
　そして，統計学の「地状学」としての展開
は情報通信技術（Information Technology）の発
展を抜きにしては語れない。インターネット
を代表とする IT（情報通信技術）の発展は，
私たちの生活，経済・社会，そしてコミュニ
ケーション（情報伝達）の範囲や手法を大きく
変革しつつあり，“いつでも，どこでも，誰
でもが情報の受発信をできる社会”であるユ
ビキタス社会の登場として紹介されてもいる。
「情報ネットワークを視野に含めることに
よってはじめて，統計学は現代の統計活動の
特徴を十分にとらえ，現代の社会・経済に即
した方法を発展させることができる」（野澤
正徳，2002，p.8）のである。その意味で，統
計学を「統計情報学」に広げる必要性は説得
力をもつのであり，本論で展開する「地状学」

において，統計は「地域において収集・整理・
作成・公表・利用される情報（Information）の
一部をなすもの」（同前）と考えられるのであ
る。

１．「地域統計」　地状学　の
展開

1.1　 「地域統計」・「地域統計情報」の
展開

　「地域統計」あるいは「地域統計情報」に
ついては，統計学を始め，社会学，地理学，
農学，環境学等諸分野の研究者がその作成・
利用について説明を行ってきている。
　例えば，地域統計の整備については，宍戸
邦彦，川口清史他の論考があり，川口はすで
に1980年代半ば，経済の構造変化が進む下，
「高度成長末期から諸矛盾が地域レベルで現
れるなかで，地域統計の整備が問題とされた」
（川口清史，1986）と指摘している。
　また，木下滋は同じ時期に「高齢化を中心
とする人口構造の変化，コンピュータ化，コ
ンピュータと通信の結合，サービス経済化，
ソフト化，情報化，脱工業化……産業構造の
変化，円の国際化をはじめとする経済の国際
化……このような構造変化の方向を発見し，
混迷する運動に指針を与えることは，あらゆ
る社会科学者の任務である。もちろん経統研
もその任務からまぬかれることはない」（木下，
1986，p.220）と，経済にとどまらない構造変
化を予感しつつ，地域統計を課題解決のため
に利活用することの重要性を指摘していた。
　また，藤岡光夫はその教育実践において「地
域統計情報論」を開講し，地域統計情報とし
ての社会統計情報の収集と作成，加工・利用
方法について学ぶことを目的に，地域統計の
中でも人口，労働，生活，健康，家計等に関
する統計を中心に，⑴地域統計情報の収集－
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政府統計や自治体統計の情報収集，⑵地域統
計情報の吟味・検討，⑶データ加工・処理方
法－それらの統計の作成，加工・利用方法
（データ処理）について講義を行なっている。
地域統計そのものと地域統計に関する情報と
いう2つの構成部分を総称して「地域統計情
報」としているようにも理解でき，地域統計
に加え，地域統計情報も対象にしたより広い
概念となっている。
　また，宮内泰介（環境社会学）（2004）は，地
域の問題，社会的な問題を的確に把握し，解
決するための調査を念頭に置きながら，私た
ちの社会がどう成り立っていて，どこへ向か
えばいいのかといった問題を考えるための調
査について論じている。そして，「NPOの活動，
市民活動は，正しい情報に基づき，今何が求
められているのかを的確に把握して，初めて
社会的に意味が出てくること」（宮内泰介，
2004，p.9）を強調する。
　こうした地域統計・地域統計情報へのニー
ズの高まりは，統治主体の多様化も踏まえた
地域政策あるいは地域政策学との係りで理解
することが必要である。

1.2　 「地域統計」・「地域統計情報」の
類型

　このような考えを踏まえると，「地域統計」
あるいは「地域統計情報」は，①小地域統計，
②実態調査，③業務記録（第二義統計），④市
民による調査　といった4つに分類して考え
ることが可能となる。以下ではいま少し，そ
れぞれについて解説を行うことにする。

①　小地域統計
　従来，地域調査は，「小地域統計」もしく
は全体調査（悉皆調査）に対する部分調査（典
型調査）と位置付けられてきた。全体調査が
国（政府）のマクロ政策に資する調査であるこ

とを踏まえれば，「小地域統計」は，マクロ
政策のための調査単位・報告単位における集
計・分析として位置付けられるものである。
全体調査（悉皆調査）であれ部分調査であれ，
その報告単位は地方自治体（行政単位）である
ことに変わりはないが，仮に地方自治体を国
（マクロ）に対してミクロと呼ぶとすれば，「小
地域統計」はミクロレベルのマクロ政策に資
する統計ということになる。小地域統計に関
しては，その推計手法については美添泰人
（2001）が，また，人口については上野健一
（2004）がある。

②　実態調査
　部分調査の中でも公害問題における被害実
態調査などは上記のマクロ・ミクロ関係とは
異なる独自の目的と価値をもつ調査として位
置付けられるが，後に見るように，この間，
地域において発生した諸問題　経済・経営・
労働・生活・健康・福祉・教育・安全等多く
の分野での諸問題　に係わる実態調査が困
難な状況下にもかかわらず実施されてきたこ
とは重要である。

③　業務記録（第二義統計）
　地方自治体は，従来から，国の委任事務を
始め，現物給付，人的サービスを行ってきた。
こうした業務は，行政の組織ごとに行われる
ので，その行政記録・業務記録として蓄積さ
れている場合が多い。また政府による e－
JAPAN戦略Ⅰ，Ⅱ1）の推進もあり，コンピュー
タネットワークを活用した行政活動や市民と
の双方向のコミュニケーションは，多くの情
報記録を生み出している。こうした情報記録
も，経済，財政，公営企業経営，労働，生活，
健康，福祉，教育，安全等多くの分野にまた
がるものであり，各分野での諸問題の実態把
握や解決における役割は非常に大きい。
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　インターネットを活用した情報記録は，低
コストで，行政の取組みや市民との協働を伝
え，政策に反映させるための財産でもあり，
業務記録（第二義統計）の意義・役割は益々大
きくなっていくと思われる。
　地方自治体レベルでのミクロデータの公
開・利用という課題もあるが，個人情報の保
護と統計調査における情報の保護を正確に区
別し，かつ保証しつつ，積極的な統計情報・
業務記録の公開がすすめられるべきである。

④　市民による調査
　地域の諸政策における主体－統治主体の構
造，すなわちガバナンス構造の転換が進行し
ていることも1990年代以降の特徴である。
そうした中で，市民やNPO，ボランティア
組織などによる調査が増加してきている。
　宮内泰介（2004）によれば，「市民による調
査は，行政・専門家・マスコミによる調査の
代替物，簡易版ではありません。たとえば研
究者の調査の多くは，その研究者が所属する
学会で評価されることを目的としています。
また，調査に「学問的な厳密さ」を求めます。
……それに対し，市民による調査は，具体的
な問題発見・問題解決が目的であり，自分た
ち自身の状況を知って，何が望ましいのか，
何をなすべきかを考えるために行われます。
……有効な方法はいろいろと組み合わせて
使ってみることができますし，学問的な厳密
さよりも実践的な説得力に重きを置くことが
できます。さらに市民による調査は，調査を
する人自身と，問題を解決しようとする人自
身が同じである（あるいは，近いところにい
る）という最大の特徴をもっています。調べ
て発表して終わり，ではなくて，調べる中で
やらなければならないことが出てきたら，ど
んどん実践する，ということもできます。」
（p.13～14）「厳密な「科学的」調査より，市

民による調査の方が本当の意味で“有効”な
場合が多い，ということです。専門家がちゃ
んとやればわざわざ市民が調査する必要はな
い，という話ではないのです。」（宮内泰介
2004，p.14）
　また，大阪経済大学地域政策学科（2003）は
「地域主義」「現場主義」を前提に，商店街，
伝統産業の都市，中小企業の都市，農村，経
済，政治などを対象にした地域，自治体の調
査事例を含め，フィールドワークの方法を体
系的に紹介している。
　近昭夫・岩井浩・木村和範・福島利夫編
（2006）も市民による調査・結果の利用に資す
ることを期待しつつ，現代経済の諸課題につ
いて統計・統計情報を用いた分析・考察の実
例とその際の注意点に触れた書である。

２．地域における統計の作成と
利用

2.1　 地域における厳しい財政環境 

－戦後3回目の財政危機
　地方自治体は戦後3回目の財政危機を迎え
ている。1回目の危機は，戦後復興の混乱期で，
1954年度には赤字団体が34都道府県，2,247

市町村という大規模なものであった。また，
2回目の危機は，1974年の第1次オイルショッ
ク後の不況に伴うもので，1975年度には赤
字団体が27都道府県，269市町村となった。
しかしながら，1回目の危機は高度経済成長
による税収増で，また，2回目の危機は，
1980年代前半の対米輸出主導による景気回
復と1987年からのバブル景気の税収増で解
消された。福祉国家の追求との関連で，国の
財政赤字が話題にされることはあっても，地
方自治体は相対的に豊かで，仮に地方財政の
赤字に陥ったとしてもそれは景気循環の中で
解消されていくフロー面での財政危機（財政
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赤字）であって，構造的な危機という認識は
弱かった。こうした過去の2回の財政危機に
比べ，現在の3回目の財政危機は，バブル経
済最中のリゾート計画，その後のサッカー・
ワールド・カップ誘致合戦におけるスタジア
ム建設に象徴される無駄な建設事業を含め，
健康・福祉などの分野を除き，高度成長期以
降の公共事業（ハコ物・道路）中心の歳出構造
がそのまま維持され　むしろ，景気対策と
して地方の財源がフルに出動され　たため，
地方自治体は財政調整基金を中心とするその
貯金を吐き出し，フロー・ストック両面での
財政危機に陥ったのである。
　財政学者である重森暁は今回の戦後3回目
の地方財政危機を，①国家財政危機との同時
進行，②先進国中最悪の地方財政赤字，③大
都市圏先行型の財政危機，④借金依存体質の
蔓延として特徴づけているが，地域における
統計の作成と利用という取組みにもこの地方
財政危機はボディ・ブローのように効いてき
ているのである。
　いち早く財政危機に直面した国から始まっ
た行政改革は，現在，地方行政改革　「三位
一体改革」，「地方分権」　という形で急ピッ
チに進められている。財政危機を理由にした
合併自治体，合併しない地方自治体いずれの
行政改革も，公務員制度の「改革」と相俟っ
て進行している中央・地方官庁組織の改変を
通じて「統計改革」「統計制度改革」にも連
動するものである。
　すなわち，国の行政改革は国家レベルにお
ける統計の作成・利用の見直しという動きを
生み出してきているが，地方財政危機を背景
にした地方行政改革は，地方自治体レベルで
の統計の作成への抑制効果をもつことが懸念
される。しかしながら，こうした厳しい状況
の下でも，地域における統計の作成利用はさ
まざまな形，すなわち「協働」の形態をとり

つつ実施されてきている。
　ここでは前記4つの類型の枠を外して，地
方・地域における会員の研究，新たな主体に
よる，あるいは新たな協働の形態での地域に
おける統計の作成・利用，そして地域課題の
研究について紹介を行うことにする。
　具体的には，地域景況統計，人口・労働・
生活・健康・子育ての研究，費用便益分析・
経済効果分析をテーマにした研究，自治体財
政分析，自治体の行政評価，公会計制度の導
入，地域の構成員（ガバナンスの主体・構成員）
を主体とした統計・調査などについて触れて
いく。

2.2　地域景況統計の研究
　菊地進，坂田幸繁，佐藤智秋，鈴木幸明，
田浦元らは地域経済・地域企業の分析，とり
わけ「景況調査」の企画・実施・分析に取り
組んできている（菊地1998，2000，2004，田
浦2004）。菊地によれば，それは①中小企業
家同友会の景況調査，②中小企業庁の景況調
査の研究などからなり，「地域景況統計の総
合的研究」として最終仕上げの状況となって
いる。
　中小企業家同友会全国協議会（中同協DOR，
2004年）は特別調査『転換期における雇用と
労働の変化』を実施し，非正規雇用増大の実
態について解明を行った。
　また，中小企業庁の景況調査の研究では，
中小企業庁・中小企業基盤整備機構『中小企
業景況調査』（商工会，商工会議所，中央会
が実査）の100回記念事業として，調査に関
する評価・分析も行なっている。
　また，佐藤智秋も愛媛県を対象に「地域景
況統計」の実施への協力並びに実施状況の研
究を精力的に行っている。すなわち，愛媛大
学法文学部総合政策学科のスタッフからなる
総合地域政策研究会と愛媛県中小企業家同友
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会（EDOR）が相互に協力し実施している愛媛
大学・愛媛県中小企業家同友会「景況調査
（EDOR）」が2003年度から公表されている。
　地域景況調査は，1970年代以降，故木村
太郎，故山田貢そして，岸啓二郎（後に藤江
も参加）が四半期雑誌『埼玉県の経済』で先
鞭をつけていたが，地方財政危機が進む中，
民間委託事業化され，全国ベースでみても自
治体による調査が減少してきており，菊地，
坂田，佐藤，鈴木，田浦らの共同調査並びに
研究は，貴重かつ重要なものとなっている。

2.3　 人口・労働・生活・健康・子育て
の研究

　菊地らの作業が中小企業との協働作業であ
るのに対し，藤岡光夫は人口・労働（職業別
死亡率調査）から生活・健康そして子育てへ
と研究の翼を広げつつ行政職員・市民との協
働作業を実践し，ネットワークを着実に構築
してきた。とりわけ，近年は精力的に保健師
との協働作業を進めてきた。やや詳しく跡付
けてみよう。
　藤岡は，藤岡（1999）においてミクロデータ
を用いた職業別死亡統計比較方法の検討，ま
た，同（2001）では，センサスデータによる産
業・職業別労働移動の推計を行い，さらに同
（2000）では職業別死亡統計の日・北欧比較と
年齢別死亡分析を，また，同（2002）ではフィ
ンランドと日本における年齢別・職業別死亡
という国際比較を行ってきていたが，それは
日本という国（地域）の労働現場・職業と健
康・生活の特性の関係への注目と疑問そして
その改革を展望した実証研究である。
　その藤岡は，近年，生活・健康・保健・子
育てに研究と協働の領域を拡げてきている。
たとえば，その健康問題・保健調査と社会統
計学の役割に関する問題意識は藤岡（2002a）
に示されており，経済統計学会第49回総会

においては長崎原子爆弾被爆者の生活・健康
調査（SPA法による社会調査と統計的研究）の
報告（藤岡・吉峯悦子（2005a）を行っている。
　また，渡辺訓子（2005）は個人情報保護法が
全面的に施行された状況を踏まえた上での保
健活動の中の調査研究と個人情報保護の問題
について報告を行い，田中美穂・瀧口京子も
横浜市鶴見区を例に，10年をかけた周到で
丁寧な準備に基づく地域における母子保健・
2歳児育児実態調査とその支援活動について
報告を行った。
　調査テーマの重要性や困難はもとより，個
人情報やプライバシー保護の問題が指摘され
る中で，市民・行政（保健師等）・研究者の協
働で行う統計調査の準備・利用過程での配慮
と協同作業並びに結果の意義が明らかにされ
た。

2.4　 費用便益分析・経済効果分析を
テーマにした研究

　1970年代から公共投資の経済効果につい
て産業連関分析を用いて研究を継続してきた
両雄が木下滋と土居英二である。フィール
ド・スタディを重視し，テクノポリスを含め
「地域開発」に対する検証を続けてきた木下は，
木下（1996）並びに絶筆となった木下（1997）
で，都市間競争や日米比較を通して都市問
題・都市の行く末について改めて考察した。
開発と都市というフィルターを通して「人
間」・「地域」・「社会」を考え続けた研究者の
憤死は経済統計学会にとり大きな喪失であっ
た。
　他方の雄である土居は1989年の消費税導
入前後における消費税の効果の研究に高い水
準とアドボカシーを示し，また，地域産業連
関分析の普及という裾野の広い重厚な取組み
を行ったが，現在は，公共投資の経済効果の
延長上に位置づけられる，しかし，新たな要
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素を含む「政策評価」にかかわる研究・調査
に取り組んでいる。ここに政策評価とは，あ
る地域政策の費用便益分析・経済効果分析を
指す。その主な成果は，政策評価システムと
統計情報については土居（1997），公立病院の
地域経済効果については土井・中野（2001），
また，CVM法を用いた自然系博物館整備の
費用便益分析として土居・望月（2002）が，さ
らに熱海梅園を例にとり公共観光施設の整備
と有料化の経済的影響について検証した論文
が（土居2004）である。このほか，土居には
熱海市の小売価格統計調査（1998）がある。

2.5　自治体財政分析
　第3の地方財政危機が発生するまでは，市
民・住民は，自らが住み，働く自治体の財政
分析への関心は弱く，また，財政関係の業務
記録・統計である『地方財政状況調査票』，『決
算概況』，『決算カード』などが担当部署の非
公開統計情報のような取り扱いであったため，
市民，場合によっては議員でさえその所在す
ら知らず，ましてや，これらを用いて自治体
の財政分析をするという状況には程遠かった。
こうした状況に大きな変化が見られたのも，
この間の地域における統計利用の大きな変化
である。
　藤江昌嗣は 1980年代の終わりに経済の
サービス化と地方自治体の歳入・歳出構造の
関係の分析を東北地方の主要都市を対象に
行ったが，その際，『地方財政状況調査票』，『決
算概況』，『決算カード』などの業務記録（第
二義統計）を用いた分析を行った。その後，
1990年代に入り，バブル経済が破綻した後，
国のみならず地方自治体の財政危機も進行し，
市民や自治体職員が『決算概況』あるいは『決
算カード』を用いて行える平易な自治体財政
分析の手法を提唱した。
　また，企業活動の国際化　多国籍企業と

しての活動　が2国間の間に引き起こす新た
な国際税務問題である移転価格問題の解決が，
ある国（例えば，アメリカ）での企業の追加納
税（追徴）を生み出す一方で，他方において第
2国（例えば，日本）での企業の申告による国
税・地方税の還付という問題を惹き起こし，
この還付問題が地方自治体とりわけ企業城下
町と呼ばれる地方自治体に深刻な影響を与え
た問題をトヨタや日産という自動車メーカー
をケース（オートケース）に分析したのが藤江
（1994）である。ここでも，関係する自治体の
多年度にわたる「決算書」，『地方財政状況調
査票』，『決算概況』，『決算カード』，議会議
事録などの業務記録（第二義統計）を含む多く
の統計情報等が用いられた。
　その後，市町村合併や政令都市化，中核都
市化など地方自治体における変化は大きく，
統計情報・会計情報という点でも貸借対照表
（BS）や損益計算書（PL）の作成などが自治省
（現総務省）の主導で推進されてきており，「公
会計制度」の変更なども新たな目標になって
いる。地方自治体における業務記録を中心と
した統計情報の作成・公開は IT（情報通信技
術）の発展や e－Japan戦略Ⅰ，Ⅱの国による推
進もあり進んできている。しかしながら，利
活用という点ではまだまだ課題は少なくない。
　市町村財政分析の手法については，千波主
税（1997），大阪自治体問題研究所（2003），大
和田一紘（2005）などがある。
　また，決算統計を用いた自治体財政分析に
は，決算統計を用いて自治体財政分析と
SWOT 分析を行った藤江（1997），新潟・中
越地震前の長岡市を対象にその厳しい財政状
況と「都市経営」を扱った藤江（1999），また，
「平成の大合併」の先鞭の一つとなった浦和，
大宮，与野3市合併を例にその「合併と財政
問題」を扱った藤江（2000）などがあり，財政
危機の全体構造を解明した論考には「財政危
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機の構造」藤江（2002b）がある。

2.6　行政評価・評価指標の作成
　我が国では，1990年代以降，アカウンタ
ビリティ（説明責任）を高めるという目的で，
多くの地方自治体が企業と同様，貸借対照表
（BS），損益計算書（PL），キャッシュ・フロー
計算書等の財務情報を作成してきており，そ
の様はまさに“ブーム”と呼びうるものであっ
た。その後，三重県などを皮切りに事務事業
を中心とした「事業評価」も行われており，
国・地方政府・公団・公社・大学・協働事業
等での評価の取り組みは弥増すばかりである。
　こうした情報は，質的情報と量的情報を含
んでいるが，とりわけ後者は業務上の記録（第
二義統計）もしくはその加工物を多く含んで
いる。限られた財源の「効果的・効率的活用」
を目的に，納税者である市民（taxpayer）に対
する，税の「費消者」であり，サービス提供
者である行政の説明能力（アカウンタビリ
ティ）が試されているのであり，予算制約下
での統計・情報の利用形態が具体的に表れて
くる場面といえよう。
　その予算（策定）過程（Budgeting Cycle）　予
算策定，実行，評価（決算・監査），戦略策定
と い う サ イ ク ル　並 び にManaging For 

Results Cycle　に重要な役割を果たしている
統計・情報が各事業の予算・決算数値であり，
その効率性や有効性を測定する指標である。
　予算・決算数値は毎年議会において審議・
承認・議決を経て公表されていくものであり，
すでに存在しているものであるが，財政危機
を背景に行政組織等で少しずつ導入されてき
たのが行政評価（Performance Measurement），
そのための評価指標の作成である。その特徴
は，地方政府内・非営利組織内で作成され，
その評価が翌年度の予算策定に反映されてい
くというPlan－Do－Check－ActionというPDCA

サイクルに組み込まれるという点である。
　行政評価（Performance Measurement）には，
事業評価と財政評価があるが，初期には①バ
ランスシート，②有形固定資産明細表，③土
地明細表，④普通建設事業費に関わる補助金，
⑤負担金の状況，⑥主な施設の利用状況など
が用いられた。
　現在は，行政組織の部門別に評価指標を作
成している自治体も増加しているが，PDCA

サイクルにうまく組み込まれているとは必ず
しも言えない。こうした評価システムの導入
は，人件費を中心とする財政支出の削減が目
的であるため，もし，こうした問題が解消す
れば，システム自体が有効に活用されるのか
どうかも分からない。これも，ブームに終わ
る懸念がある。この分野での会員の研究とし
て は， 藤 江（2003b）， 藤 江（2003c），M.J. 

Smith著藤江・矢代訳（2006）がある。
　このように見てくると，財政分析のみなら
ず，行政評価・パフォーマンス評価・予算評
価過程への市民参加が期待されるところであ
る。
　さて，こうした評価に関しては，大学評価
学会の取組みもユニークである。
　橋本勝が委員長である編集委員会は2005

年に『大学評価を評価する』2）（大学評価学会
年報）を刊行したが，その創刊の目的は，「大
学評価は，決して一元的な価値視点から行わ
れるべきものでないこと」（編集委員会委員
長  橋本勝），また，「狭く限定的に議論され
るべきものではなく，今日の大学のあり方を
根源的に問い，また，国際的な視点から大学
を捉える，そのようなものとして多くの人々
によって多面的に議論される必要がある」（同
前）という認識の下，その議論の場を提供し
ようという点にある。大学評価は「定性的目
標の数値的評価」（質的データの順位尺度化）
という課題を含む，データ分類の基本に係わ
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る問題をも提起している（池内了2005）。

2.7　公会計制度の導入
　財政分析，評価に加え，新たな公会計制度
の導入の動きがある。すなわち「複式簿記・
発生主義会計」の導入，統一的会計基準の導
入，財務諸表（貸借対照表，行政コスト計算書，
キャッシュ・フロー計算書）の導入である。
東京都によれば，その狙いとして，従来の公
会計制度において欠けていたとされる点，す
なわち①自治体経営の視点の欠落，②説明責
任の弱さ，③職員の意識改革（コスト意識）を
変え，この改革により「都民サービスの向上
を図ること」（東京都2005）にあるとされて
いる。
　とくに，新たな公会計制度の導入において
は「財務諸表の活用」にウェイトが置かれて
おり，マクロ面での「全体の財務状況の把握」，
ミクロ面での「各事業部門における事業運営
の評価に対する情報を得る」というその役割
と組織別や事業別の財務諸表の活用方策の検
討が強調されている。
　財政赤字の規模が膨らむ中で，フロー面で
の財政バランスとストック面での資産・負債
バランスを把握し，フロー面での組織，事業
バランスの把握，活用すべき資産の搾り出し
と評価，公務員のコストとパフォーマンスの
評価を行う仕組みづくりと会計監査（監督）を
行うことに行政（公務）の役割をシフトしてい
くことが志向されている。
　予算・決算に関する現行の財務会計は，そ
の作成単位が評価の単位と必ずしも一致せず，
また，別組織であることも少なくないため，
もし，目標達成度の評価のために数値化され
た指標として金額を用いるとすれば，現行の
公会計制度の下では，評価指標に必要なデー
タが得られない可能性が出てくる。かかる事
態を避けるために，行政評価の導入に伴い，

公会計制度を見直すことが必要となるのであ
る。
　自治体の債務報告に関してはワシントン州
バンクーバー市を紹介した藤江（2000）があ
る。

2.8　 市民・NPO・ボランティア組織（地
域ガバナンスの構成員）を主体と
した統計・調査

　1998（H.10）年12月に特定非営利活動促進
法（NPO法）が施行されてから7年あまりが経
過し，2万 6千以上の特定非営利法人（NPO

法人）が認証される一方で，他方においては，
地方分権・地方行革の推進が図られ，地域に
おける社会システムの維持やサービスの提供
あるいはまちづくり（地域開発）といった領域
において業務委託を含むさまざまな協働が進
んできている。こうした協働の進行において
NPOと行政，企業，地縁組織，市民との協
働において，コーディネーターとしての役割
が期待されている。その一つが中間支援組織
で，「市民活動の発展に向けた基盤整備のため，
他の団体や個人に対して，組織の運営や活動
にかかわる助言や相談，人材育成などのサー
ビスを提供したり，人材，資金，または情報
などの資源提供者との仲立ちをしたり，行政
や企業などとのパートナーシップの構築や
コーディネイトを行ったり，あるいは市民活
動全般の振興を図ったりすることを主要な目
的としている組織」のことを指す。
　こうした中間支援組織を含めNPO（非営利
組織），ボランティアなどによる行政サービ
スの提供を含め，地域において新しい統治（ガ
バナンス）の構成員が登場してきている。こ
うした新しい主体による統計の作成と利用も
広がりを見せてきている。
　地域におけるNPO非営利組織やボラン
ティアを行う個人・団体，コミュニティビジ
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ネス・SOHOなどの新たな担い手の登場が，
地域における統計の作成や利用にどのような
変化をもたらし，また統計研究者のその関わ
り方にどのようなニーズをもっているのかを
研究することも大きな課題である。
　この関連では，藤江も加わっている明治大
学経営学研究所及びアーバン・コミュニティ
プラットホームが独自の調査を行い，協働事
業が各部署が所管する事業ベースで実施され
るにとどまり，組織全体としての体系的な戦
略を欠いている点を確認した（藤江昌嗣
2005b）。

結　論

　地域における統計の作成と利用　地状学
への期待　という展望の下，この間の会員
を中心とした取組みを検証してきたが，稿を
結ぶにあたり改めて指摘しておかなければな
らないのは，2つの環境の変化である。
　一つは，バブル経済が弾け，長期不況が続
く中，国・地方において進行している市場化
テストを含む行政改革，官庁組織改革という
環境変化が統計改革や統計制度改革に偏りや
歪みを与えるのではないかという環境変化へ
の懸念である。この意味では，薮内武司，橋
本勝が手がけた「統計調査と統計行政におけ
る中央に対する地方統計制度・統計行政」と
いう問題設定は基本的に有効である。統計行
革における「司令塔」の役割とも絡む重要な
テーマである。
　また，第二の変化としては，地域における
統計の作成と利用を包み込む環境として IT

環境の発展がある。野澤の指摘する通り「情
報ネットワーク化と統計学，統計情報学」と
いう視座からの現代の統計学の新しい課題と
は，「統計活動の三極面　統計の調査・作成，
統計体系・データベース，利用・分析　の

それぞれにおいて，情報ネットワーク時代に
対応して生じた新しい変化を特徴づけ，分析
すること」（野澤2002，p.8）である。地域に
おける統計の作成と利用，特に利用という点
では，この環境変化は大きな意味をもつ。
　こうした中で，本稿では地域景況統計の研
究，人口・労働・生活・健康・子育ての研究，
費用便益分析・経済効果分析をテーマにした
研究，自治体財政分析，行政評価・評価指標
の作成，公会計制度の導入，市民・NPO・
ボランティア組織（地域ガバナンスの構成員）
を主体とした統計・調査を取り上げたが，何
れにも共通するのは，地域政策に反映させる
べく，市民・行政・NPOと統計研究者が協
働して統計の作成・利用等における作業を
行っている点である。統計の作成・利用にお
ける主体間の協働という点で，コミュニケー
ションとしての統計学と呼びうる状況が現出
している。
　地状学の地平において，統計研究者という
主体の役割の重要性と協働する相手・主体で
ある市民の意識の高さを確認して結びとする
が，地域において統計研究者も統計方法とい
う道具を携えて白足袋（研究）と地下足袋（実
践・協働）を履くことが期待されている。

注

1．IT戦略会議が2002年に策定した「2005年までに
世界最先端の IT国家となる」を目標に進められた
『e－Japan戦略Ⅰ』で，これに続き，2003年 7月に
発表されたのが『e－Japan戦略 II』である。e－Japan

戦略Ⅰから2年半で各種施策を実施し，IT基盤が
ほぼ整備されつつあることを受け，第2期 IT戦略
として IT利活用のための方策を示している。分野
として（⑴医療，⑵食，⑶生活，⑷中小企業金融，
⑸知，⑹就労・労働，⑺行政サービス）の推進など
の7分野と，新たな IT社会基盤を整備するための
方策などが盛り込まれている。

2．同書は2004年3月28日に設立された大学評価学
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会の学会誌『現代社会と大学評価』でもある。

参考文献

新田俊三・川口清史（1995）「社会的経済・協同経済（シ
ンポジウム）」『生活協同組合研究』（237）生協総
合研究所．

池内了（2005）「法人化の影ひたひたと……」大学評価
学会年報編集委員会編集『大学評価を評価する』（大
学評価学会年報「現代社会と大学評価」創刊号）晃
洋書房．

上田和宏（1994）「岐阜アパレル産業に関する若干の考
察」『社会科学研究所年報』（8）日本福祉大学社会
科学研究所．

上野健一（2004）「小地域統計による人口分析－板橋区
の一事例」『経済論集』（82）大東文化大学経済学会．

愛媛大学・愛媛県中小企業家同友会（2003）「2003年度
景況調査（EDOR）」

大阪経済大学地域政策学科『フィールドワークのす
すめ　アクティブ地域政策学』法律文化社．

大阪自治体問題研究所（2003）『地方財政危機と住民生
活』文理閣．

大和田一紘（2005）『これならできる市町村財政分析』
自治体研究社．

川口清史（1986）「構造転換期における統計・統計学の
課題」『統計学　社会科学としての統計学』経済統
計学会  第2集．

　　　　（1996）「オランダの福祉，医療改革と非営利
組織」『政策科学』4（1）立命館大学政策科学会．

川口清史・宮本太郎・北島健一（1998）「（特集）協同経
済」『生活協同組合研究』（270）生協総合研究所．

川口清史・池田直樹・横山寿一（1998）「（特集）What’s 

NPO？」『経済科学通信』（88）基礎経済科学研究所．
川口清史（1998）「イギリスの福祉改革とボランタリー
組織－コントラクトカルチャーの展開と転機」『経
済論叢』161（1）京都大学経済学会．

　　　　（2004）「日本型NPOと社会企業」『政策科学』
11（3）立命館大学政策科学会．

菊地進（1998）「平成不況下での中小企業財務－DOR

企業の経営実態」『企業環境研究年報』（3）中小企
業家同友会全国協議会企業環境研究センター．

　　　（2002）「DOR特別調査による企業環境の変容」
『企業環境研究年報』（7）中小企業家同友会全国協
議会企業環境研究センター．

　　　（2004）「「新卒」の採用・育成を重視する経営

－若者の就職意識の希薄化が進む中で」『企業環境
研究年報』（9）中小企業家同友会全国協議会企業
環境研究センター．

木下滋（1986）「構造転換期における統計・統計学の課
題」『統計学　社会科学としての統計学』経済統計
学会  第2集．

　　　（1996）「都市間競争の論理」『阪南論集（社会科
学編）』阪南大学学会．

　　　（1997）「産業の構造変化と都市－アメリカと日
本」『阪南大学叢書』（48）産業統計研究社．

近昭夫・岩井浩・木村和範・福島利夫編（2006）『現代
の社会と統計』産業統計研究社．

近昭夫・藤江昌嗣編著（2002）『日本経済の分析と統計』
北海道大学図書刊行会．

坂元慶行（2002）「日本人の考えはどう変わったか」国
民性調査委員会『統計的日本人研究の半世紀』．

坂元慶行・土屋隆裕・前田忠彦（2005）「（特集）日本人
の国民性調査50年」『統計数理』統計数理研究所．

田浦元（2004）「中小企業の雇用と労働についての統計
的分析－「転換期における雇用・労働の変化」特別
調査をもとに」『企業環境研究年報』（9）中小企業
家同友会全国協議会企業環境研究センター．

高橋桂子・保坂仁美（2003）「地方の時代における「中
間支援組織」の在り方に関する予備的考察」『新潟
大学教育人間科学部紀要（人文・社会科学編）』6（1） 

新潟大学教育人間科学部．
田中美穂・瀧口京子「横浜市鶴見区における母子保
健・2歳児育児実態調査と支援活動」経済統計学会
第49回総会報告．

千波主税（1997）『今日から始める市町村財政分析（改
訂版）』自治体研究社．

土居英二（1997）「政策評価システムと統計情報」『経
済研究』1（3）静岡大学人文学部．

　　　　（1998）「熱海市小売価格統計調査について」
『経済研究』3（2）静岡大学人文学部．
土居英二・中野親徳（2001）「公立病院の地域経済効果」
『経済研究』6（3）静岡大学人文学部．
土居英二・望月勝司（2002）「自然系博物館整備の費用
便益分析とCVM」『経済研究』6（4）静岡大学人文
学部．

土居英二（2004）「公共観光施設の整備と有料化の経済
的影響について－熱海梅園のケーススタディ」『経
済研究』9（1）静岡大学人文学部．

東京都（2005）『東京都の新たな公会計制度』8月．
野澤正徳「統計学の現代化と情報ネットワーク」
（1995）泉弘志・木下滋・藤江昌嗣・大西広・藤井



28　　　『統計学』第90号　2006年

輝明編著『経済統計の現代化』所収　晃洋書房．
橋本勝・大学評価学会（2005）大学評価学会年報編集
委員会編集『大学評価を評価する』（大学評価学会
年報「現代社会と大学評価」創刊号） 晃洋書房．

藤江昌嗣（1994）『移転価格税制と地方税還付－トヨ
タ・日産の事例を中心に』中央経済社．

　　　　（1997）「埼玉県経済動向研究会の景気分析に
ついて」『企業環境研究年報』（2）中小企業家同友
会全国協議会企業環境研究センター．

　　　　（1997）「決算統計を用いた自治体財政分析と
SWOT分析」『経営論集』44（3）明治大学経営学研
究所．

　　　　（1999）「岐路に立つ地方財政－長岡市の「都
市経営」の示すもの」『経営論集』46（2）明治大学
経営学研究所．

　　　　（2000）「合併と財政問題－浦和，大宮，与野
3市合併を例に」『経営論集』48（2）明治大学経営
学研究所．

　　　　（2000）「自治体の「債務報告」のあり方につ
いて－オレゴン州マルトノーマ郡のTSCCの「長
期債務報告」を通して」『経営論集』47（4）明治大
学経営学研究所．

　　　　（2001）「「IT革命」と地域産業政策－川口市
“SKIPシティ”構想を例に」『経営論集』48（3）明
治大学経営学研究所．

　　　　（2002a）「アメリカ地方政府のイントラネッ
トワークと債務・財務情報公開の現状－ワシント
ン州ヴァンクーバー市を例に」『経営論集』49（1） 

明治大学経営学研究所．
　　　　（2002b）「財政危機の構造」『日本経済の分析
と統計』北海道大学図書刊行会．

　　　　（2003a）‘Financial Evaluation of Multnomah 

County, OR and Citizen Participation Through Budget-

ing in Japan’，『経営論集』50（3）明治大学経営学研
究所．

　　　　（2003b）「ポートランド市（U.S.A. OR）の事業
評価・予算関連の統計・報告書について」経済統
計学会47回総会報告．

藤江昌嗣（2003c）「予算過程を通じた市民参加」
『ニューヨークだけがアメリカではない』梓出版社．
　　　　（2005a）「合併・政令指定都市化と財政の変
容－静岡市・さいたま市を例に」『経営論集』52（3） 

明治大学経営学研究所．
　　　　（2005b）「自治体アンケート調査結果の分析
と見解」明治大学経営学研究所『地域づくりにお
けるNPO・自治体の協働の事業化・制度化・シス
テム化の現状に関する全国自治体アンケート調査』．
藤岡光夫（1999）「ミクロデータを用いた職業別死亡統
計比較の方法」『経済研究』3（4）静岡大学人文学部．
　　　　（2000）「職業別死亡統計の日・北欧比較と年
齢別死亡分析」『経済研究』4（4）静岡大学人文学部．
　　　　（2001）「センサスデータによる産業・職業別
労働移動の推計」『経済研究』5（4）静岡大学人文
学部．
　　　　（2002a）「健康問題・保健調査と社会統計学」
『統計学』82号  経済統計学会．
　　　　（2002b）「フィンランドと比較した日本にお
ける年齢別・職業別死亡の特徴」『経済研究』7（2） 

静岡大学人文学部．
藤岡光夫・吉峯悦子（2005）「長崎原子爆弾被爆者の生
活・健康調査　SPA法による社会調査と統計的研
究　」経済統計学会第49回総会報告．

M.J. Smith著　藤江昌嗣・矢代隆二訳（2006）『人的サー
ビスにおけるプログラム評価』梓出版社．
宮内泰介（2004）『自分で調べる技術　市民のための調
査入門』岩波書店．
山内直人・松永佳甫・高橋智子（2004）「非営利サテラ
イト勘定によるNPO法人の統計的把握」ESRI dis-

cussion paper series  内閣府経済社会総合研究所．
美添泰人（2001）「小地域統計の推定手法と応用」『経
済研究』52（3）一橋大学経済研究所．
吉田忠彦（2004）「NPO中間支援組織の類型と課題」『経
営学論集』44（2）龍谷大学経営学会．
渡辺訓子（2005）「保健活動の中の調査研究と個人情報
保護」経済統計学会第49回総会報告．

コメント
菊　地　　　進

　記念号第4集では，本学会でこれまであま
り取り上げられてこなかった領域にも研究面

で踏み出すことが期待された。その一つに本
章の「地域における統計の作成と利用」があ
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る。むろん，これを政府統計における地域集
計の利用と解せば，これまでも対象の範囲内
でなかったわけではない。しかし，地域には
地域独自の課題があり，全国一律の調査票で
は捉えられない問題が少なくない。ここに地
域独自の調査が必要とされる理由がある。
　かつて，地方自治体が独自に地域企業の調
査を行い，地域の産業振興策を講じてきた。
しかし，そうした取り組みは年々弱まってき
ている。その背景には，地方自治体における
統計力の後退がある。政府統計は国が企画立
案し，地方自治体の統計担当課が実査を担う。
そのことによって効率的に政府統計が作成さ
れてきた。そして，それに基づき都道府県別，
市町村別集計がなされ，地域のデータとして
公表されてきた。さらには，それらを加工す
ることにより，独自の景気動向指数や産業連
関表が作られてきた。多くの自治体でここま
ではかろうじて進んできた。
　しかし，決定的に変化してきているのは，
地域企業の動向をはじめ，継続的に独自に調
査する力である。地域経済の再生は地域自ら
の手でといわれながら，継続的な調査がなさ
れなくなっているのはなぜか。わが国の統計
制度の中では，国が企画，地方が実査という
関係のみが規定され，地方での統計調査の企
画力を位置づける枠組みがもともとなかった。
統計法上も何の位置づけもない。そうしたな
かで，地方自治法の改正により機関委任事務
が廃止され，法定受託事務として政府統計の
実査事務が行われるようになってきている。
すなわち，依然として事務は義務付けられて
いるが，対応する体制は自治体に任されると
いうことである。
　こうした状況下で地方財政の制約が進むと
なると，地方自治体において統計の担当者を
継続的に養成する余裕がなくなり，独自の継
続調査を実施することが困難になる。実施予

算も制約される。さらには，アドホックな調
査ですら，独自調査が困難になってくる。そ
うなると，政府統計の実査の力の後退へとつ
ながることになる。
　藤江の指摘するように，地方財政危機が急
速に進行しており，破産が懸念される自治体
すらある。高度成長期以降の公共事業中心の
歳出構造を切り替えられないまま財政危機に
陥っているケース，大企業の海外展開により
大工場が撤退する中で地方財政構造が急速に
悪化するケース，人口流出による過疎化の中
で財政が悪化していくケースなど様々ある。
こうしたなかで，少子高齢化の進行をも見据
えながら，自治体職員の大幅削減計画が競う
ように策定されてきている。統計調査が法定
受託事務として義務づけられているとはいえ，
これが実査の質に影響を与えないとは考えら
れない。藤江は，「地方財政危機を背景にし
た地方行政改革は，地方自治体レベルでの統
計作成への抑制効果を持つことが懸念され
る」としているが，実態は「懸念」というレ
ベルにとどまらないほど深刻であるように思
われる。
　バブル崩壊後の経済社会の変化に政府統計
ならびに統計制度が対応しきれなくなってき
ているとの認識から，今世紀に入って以降，
『統計行政の新たな展開方向』（各府省統計主
管部局長会議の申し合わせ，2003年3月），『政
府統計の構造改革に向けて』（経済社会統計
整備検討委員会報告，2005年6月），『統計制
度改革検討委員会報告』（2006年6月）と矢継
ぎ早に，答申・報告がまとめられ，統計法改
正を射程に入れた検討が進められている。
　地方統計を見るとき，こうした改革の中で，
地方での実査の力の後退がどのように認識さ
れ，どのような解決方向を見出そうとしてい
るのか，この点の検証・検討がまず第1に行
われなければならないであろう。本学会会
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員・森博美が委員として加わった統計制度改
革検討委員会は，「統計制度改革」の狙いを，
「行政のための統計」から「社会の情報基盤
としての統計」へと切り替え，作成・利用双
方の視点に立った情報を提供することにより，
「国民経済の健全な発展・国民生活の向上に
寄与」するよう統計の役割を改めることであ
ると定式化した。まったく異論のないところ
である。
　問題は，その位置づけを可能とする実査の
体制と情報提供の体制が本当に作りうるかと
いう点である。このことが，最も先鋭的に問
われてくるのが地方統計である。藤江は，こ
の点についてすでに先を見越して考えている
のか，地方自治体レベルの統計作成への抑制
効果の懸念があるとしながらも，「しかしな
がら，こうした厳しい状況の下でも，地域に
おける統計の作成利用はさまざまな形，すな
わち『協働』の形態をとりつつ実施されてき
ている」として，地域景況統計の研究，人口・
労働・生活・健康・子育ての研究，公共投資
の費用便益分析・経済効果分析，自治体財政
分析，行政評価・行政指標作成の研究，公会
計制度の導入の研究，地域の構成員を主体と
した統計・調査などについて近年の成果を
サーベイしている。これらの研究の重要性に
ついてもまったく異論のないところである。
　しかし，ここで挙げられた調査研究が進ん
だとしても，政府統計の実査の力の後退を克
服し，統計情報提供が十分なされるような状

況には直ちには結びつかないように思われる。
藤江の紹介した研究を引き続き重視しながら
も，政府統計とこれらの研究を結びつける力
を身につけ，さらには，政府統計の実査の力
を後退させないための関わり方，適切な情報
提供がなされ，統計を名実ともに「社会の情
報基盤」としうるための関わり方，本学会に
おいては，これらの点にもっと関心が寄せら
れてよいように思われる。社会統計学とは，
統計の作成からその利用まで，そしてその背
景たる社会経済構造にまで思いを寄せて研究
を深めようとするところにその核心がある。
藤江は，「統計研究者も統計方法という道具
に加えて白足袋（研究）と地下足袋（実践・協
働）を履くことが期待されている」と指摘し
ているが，社会統計学の研究にはとりわけそ
のことが求められているように思われる。
　統計学を作り上げてきた先達はすべて実践
の学として統計学との関わりを持ってきてい
る。このあり方はこれからも変わらないので
はなかろうか。藤江の言に付け加えるならば，
白足袋と地下足袋を履くには，社会経済構造
についてのなにがしかの理解，これが不可欠
であるという点である。統計学研究のために
は社会経済構造についての理解が不可欠であ
り，研究を数理の及ぶ範囲内に止めてはなら
ないというのが本学会の創立の精神であり，
それは今でも間違っていないように思われる。
そのことを最も考えさせられるテーマの一つ
が地域統計の作成と利用の問題である。
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はじめに

　ミクロデータをはじめとする個票データの
利用・分析は，欧米に大きく水をあけられな
がら，日本においても『統計行政の新中・長
期構想』（1995年），それを受けた90年代の
文部省科学研究費補助金による特定領域研究
（旧称重点領域研究）「統計情報活用のフロン
ティア：ミクロデータによる社会構造解析」
（1996－1999年）さらにはそのフォローアップ
プロジェクト等を契機に広がりをみせ，世紀
変わりを挟み，これまでの研究蓄積が一挙に
刊行物などの形で公開，公表されつつある1）。
とくにこのような変化を顕著に示してくれる
のは，『経済財政白書』（内閣府）に示される
統計分析の形態と特徴である。ちなみに2005

年度版でみると，主に地域別データ，ミクロ
データ，パネルデータ，個票データなどの使
用を前提とした分析手法が顕著であり，50

年代，60年代を席巻したマクロ集計値によ
る計量分析のアプローチは影を潜めた観があ
る。もちろん，その背景にはケインズ理論・
政策＝集計値分析から恒常所得仮説やトービ
ンのq理論などをキーワードするマクロ経済
理論への乗り移りがあり，期待形成を分析変
数として含むミクロレベルの個体行動に基づ
く理論的実証的分析と経済政策の評価が必要
とされていることと密接に関連している。い
ずれにしても，日本の分析実態は，欧米レベ
ルの計量分析の潮流をようやく認識し，その

追体験と検証作業が終わったという段階かも
しれない。
　このような潮流に対して，社会統計学の立
場からも本格的に検討を加える時期が来てい
るように思われる。計量分析や統計利用の実
態にはさまざまなバリエーションがみられる
が，その核には個票データが直接間接利用さ
れるか，もしくは強く意識（前提）された分析
が想定されている。本章では，そのような個
票データとその統計利用について考察を加え，
社会統計学の課題を考えてみたい2）。なお，
対象として取り上げる個票データの範囲は，
政府統計を中心に，統計作成を目的として収
集された個々の単位情報の集合とする。つま
り，統計作成の経路にかからない情報，さら
には個票概念が必ずしも明瞭でない業務統計
の該当情報は，今回の考察の対象外とする。

１．社会統計学と調査個票

　蜷川をはじめとする社会統計学の系譜にお
いて，統計利用の問題は，調査過程において
獲得された統計数字の利用法をめぐって展開
されてきた。ここで統計数字とは，集計計画
に基づいて，実査を通じて回収された調査個
票（記入済み調査票）の集計値である。調査事
項は集計事項へ，調査標識は表章形式へ昇華
されて統計化するため，利用者は統計作成者
の調査・集計の全過程を利用上の制約条件と
して背負わざるを得ない。そして，利用者の
社会認識が統計作成者のそれと異なる場面で

第３章　個票データと統計利用
坂　田　幸　繁
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は，統計作成の理論的過程に関する信頼性批
判，技術的過程の正確性吟味が統計利用の前
提をなしていた。これを形式的に図式化すれ
ば図－1のようになる3）。
　統計作成と利用の主体が異なり，その社会
科学理論（A，B）や目的（a，b）の違いや隔た
りの程度により，批判と吟味の濃度は当然異
なる。利用のための基礎データが集計表に記
載される統計数字に限定されているかぎり，
個々の統計表は統計的概念＝集計表章概念と
指標複合として形成され，統計表の全体は作
成主体がもつ対象の理論的モデルに規定され
てしまうからである。そのため利用者の社会
科学の理論（B）が作成主体のそれ（A）と大き
く異なる場合には，実際には統計利用の途は
断たれ，その場合批判だけが残ることになる。
それでも分析を進めようとすれば，強引な仮
定に基づく推計や利用者自ら調査を企画・実
施するといった方策を検討するしかなく，一
般の利用者にとって多くの場合，それは実行
困難であるか，正確性を犠牲にせざるをえな
い。
　ところで，個票データとは，直接には実査

を経て回収された記入済み調査個票（の集合）
である。大屋に倣い，これを統計単位情報と
呼べば，統計作成の過程は，単位情報が「調
査目的に適合するように設計された一連の統
計表の様式に従って集計され，表示あるいは
表章される。」4） このような統計単位情報が利
用可能であるとすれば，統計利用はどのよう
に変りうるであろうか。
　いまあるべき統計的研究（統計利用）のプロ
セスを図－2のように模式化しよう。
　理論的過程はともかくとして，実査を中心
とする技術的過程の遂行を考慮すると，研究
の全体は一般には実行が困難なプロセスであ
る。このとき，統計作成機関の集計表しか使
えないとすれば，研究を断念するか，先の既
存統計を利用する図－1の【統計利用】のプ
ロセスに戻るしかない。これに対して，個票
データの利用はもう一つの可能性を与えてく
れる。
　図－2の過程で獲得されるべき調査個票の
統計単位情報が，既存の統計作成過程で得ら
れる統計単位情報と同じであるか，その近似
として代用できる，あるいは加工によって再

社会科学の理論（社会認識）－認識（分析・利用）目的
⎧
⎨
⎩
非解析的－調査計画・集計計画－調査票＊

　解析的－調査計画・解析計画－調査票＊＊
＊－実査－ 調査個票 －分類・集計－統計系列
＊＊－実査－ 調査個票 －分類・整理－解析値集合

図－２　統計的研究のプロセス

【統計作成】 　　　　＜理論的過程－信頼性＞
　社会科学の理論A－調査目的a－調査計画・集計計画－調査票＊

　　　（社会認識）　　　　　　　＊－実査－ 調査個票 －分類・集計－［統計表］
　　＜技術的過程－正確性＞

【統計利用】
　社会科学の理論B－利用目的b
　　　（社会認識） ⎧

⎨
⎩
非解析的－［統計表］－批判，吟味－加工・組替・編成統計表
　解析的－［統計表］－批判，吟味－統計値集合

図－１　統計利用のプロセス
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構成できるとしよう。このとき，統計作成者
ではなく実際にはその利用者であるにもかか
わらず，個票データの利用は，調査を含む全
過程を利用者自ら企画・実施するかのような
統計的研究のプロセスを実現させる。逆に，
個票データがそのように機能するとすれば，
研究計画，分析計画を許容できる範囲で修正
することによって対応できることもあり，ま
た計画の一部だけでも実現できるかもしれな
い。統計表形態での統計情報の提供と比べ，
個票データの提供によって分析者は次のよう
な追加的な利用可能性を享受できるからであ
る。
　 a．集計過程における調査者の理論的，技
術的過程の制約が弱まる。例えば，集計過程
では理論規定による統計的表章概念（労働力
概念など）を中心とする集計計画のもとに集
計表が作成されるが，個票データの利用に
よってそのような理論的制約からある程度の
自由度が保てる。また集計・公表上の技術面
の制約から，すべての意味のある集計表が作
成されるわけではなく，目的と重要性に応じ
て集計範囲（集計表の数やクロス表の次元数
など）は限られている。この点についても，
利用者は個票データを用いることで自らの分
析目的に応じた多次元クロス集計を行うこと
ができる。
　 b．調査実施者，調査目的の如何にかかわ
らず，調査事項は調査票に具体化され，調査
票は被調査者の回答（実査）とその後の運用を
円滑に行うことができるよう設計されねばな
らない。そのためには，質問内容と回答項目
（質問事項）は，被調査者はもちろん社会的に
了解可能な形で設けられねばならない（現実
適合性－技術的制約，社会的制約）5）。その
結果，程度の差こそあれ調査者の理論的規定
性は薄められる。また，調査事項をさらにい
くつかの質問事項に分解して調査するなどの

工夫もされる。このような制約は，利用者が
想定する統計的研究プロセスでも同様に背負
わざるを得ないものであり，その結果，統計
単位情報として同一，同種・類似のものであ
る可能性をもたらす。

２．個票データの類型と特徴

　個票データが問題となるのは，当初個票が
獲得されたときの調査目的とは異なる利用の
局面（二次利用）である。調査論の視点から，
個票データはその作成主体，作成過程（調査，
集計），および調査体系（方法）によってその
形態と性格が大きく規定される6）。

⑴　統計作成主体とデータアクセス
　統計は，いわゆる政府統計と非政府統計と
に大別される。その区別は統計の公表性とあ
いまって個票データへのアクセスにかかわる
制度的保証（不保証）という点で重要である。
民主社会における政府統計は，その公共性を
基本性格の一つとすることから，民間統計と
は一線を画する。民間統計の個票データは，
ビジネスベースで作成されているものを除い
て，原則的に個票データへのアクセスを可能
とする公共性原則はない7）。
　政府統計については，統計法などの網がか
けられていることから，統計データとして一
定の質を確保することが法制度上要求される。
当然，それに応じて個票データレベルでも申
告やその内容・形式について一定の質は確保
されているとみてよい。なお政府統計の中で
も，指定統計と任意統計の区分は調査標本の
協力と調査事項への回答状況の点で個票デー
タの制度的品質に影響する。
　民間統計（業界団体，企業，調査・研究機関，
個人）にはその種の法規定はないが，調査主
体と調査客体に信頼関係が形成されている，
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もしくは共通の利害関係が形成されているな
どの要因から，実質的な個票データの質が確
保されている場合もある。ただし，民間統計
は，政府指定統計にみられるように母集団－
標本設計を含めて厳密な統計調査の手続きを
経るものばかりではない。その個票データの
利用については，別途検討が加えられねばな
らない。

⑵　調査体系（方法）
　調査類型により個票データとしての性格が
異なり，その利用目的や利用可能性が規定さ
れる。とくに政府統計の調査体系という観点
からセンサスと標本調査の区別が重要である。
さらに標本調査ではセンサスに準じた内容と
精度をもつ構造統計作成のための大規模サン
プルサーベイ（サンプルセンサス）と経常的水
準把握，速報型の標本統計が区別されねばな
らない。個票データには，標本抽出などの調
査法上の情報も集計に必要な記録として保持
されている。そのような情報も二次利用のた
めの源泉となる。単一調査の個票データの利
用という側面から特徴を整理しておこう。
　全数調査という性格を持つセンサスの個票
データは，調査対象の全構成要素を把握する
という特長とともに，センサス目的に規定さ
れ調査項目が基本的属性や事項に絞られてし
まうという短所を持つ。また調査間隔も一般
に5年前後と長い。このため，あまり複雑な
関係分析には適していないが，全数調査のた
めかなり深い多重クロスでの部分集団，小集
団の大きさの確定を可能にする。またセンサ
ス個票データセットの逐次系列は，縦断面調
査としての性格をもつので，各調査時点の個
体をマッチングできるとすれば，個体レベル
での生成発展消滅といった長期の動態面の統
計的把握に適したデータを得ることができ
る8）。

　サンプルセンサスは，特定分野に絞った構
造的情報の把握にねらいがあり，そのため相
対的に調査事項も多岐にわたり，分析変数も
多い。変数間の関係を分析するなどの二次利
用には最もニーズが高いタイプである。しか
し標本調査である以上，計画精度を超えるよ
うな多重クロスや多変数の分析には限界があ
る。さらに，個体レベルでの完全マッチング
は個人や世帯調査については，標本設計上無
理があり，パネル的な利用には限界がある9）。
しかし企業や事業所対象の調査については，
抽出率の高さ（階層の一部については全数の
場合もある）などから一定数のマッチングサ
ンプルが予想され，分析上有用な情報が獲得
できるものと思われる10）。
　経常的標本調査は，月次，四半期，年次と
定期的に実施され，その目的も水準変動や特
定の構造情報の把握とさまざまであるが，い
ずれにしても，サンプル数の関係から，詳細
なクロス分析などには限界があり，集計・分
析変数の増加は精度の犠牲につながる。しか
し，労働力調査などかなりの調査が1年間の
固定サンプル方式やサンプルローテーション
方式を採用しており11），このような調査につ
いては，該当サンプルをリンクすることで，
短期的なパネル的情報が抽出できる場合があ
る。また，構造把握と動向調査（速報統計）を
組み合わせて実施する方式の調査12） もあり，
これは構造特性を考慮した時系列パネル的処
理の可能性を与える。
　この他，不定期もしくは1回限りの特殊な
テーマや時宜的な問題を捉える調査について
も個票データが存在する。これらは一般に規
模も小さく行政や経営上の必要から実施され
たという意味で，結果利用面では汎用性に欠
けるが，特定の分析関心には貴重な情報源と
なりうる。
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⑶　作成プロセス
　現在，学術面での利用に提供されている個
票データは，一般に個体（人）識別が困難であ
るように何らかの匿名化処理が施されている。
いわゆるミクロ（あるいはマイクロ）データと
呼ばれるものがそれである13）。調査はミクロ
データを作成するために実施されているわけ
ではないので，公表される正規の結果表とは
異なり，ミクロデータはこれまでのところあ
くまで統計作成の副産物，派生品に留まって
いる。したがって個票データは，本来の統計
目的に規定された実査から集計にいたる過程
のなかにしばられた中間形態のデータとして
存在する。
　個票データとして情報量が最も多いのは，
実査され審査終了後の個体識別子を含む調査
個票の集合である。これが，前節でみた研究
過程にもっとも適した有望な形態の個票デー
タといえる。これを個票原データと呼んでお
こう。本来，統計単位情報は統計目的で収集
されているのであり，個票データの取得が目
的ではない。むしろその利用は統計調査が成
立する前提条件にかかわるため，極めて狭く
限定されるべきものと考えられている14）。個
体識別を前提とした特殊な使用を除いて，こ
のような個票原データの利用は現実的ではな
い。
　調査個票は，集計目的に適合する形式と内
容で維持・管理される。内容検査，コーディ
ング，データチェック（論理整合性など）を経
て，（集計時も含めて）必要な修正を施される
とともに，個体識別子は抹消される。このよ
うなデータセットは，統計処理のみを想定し
ていることから，統計的個票データともいう
べきものであり，個票原データとは区別され
ねばならない。当然，統計的個票データから
個票原データに戻ることはできない。一般に
個票データの利用は，この種の統計的個票

データを出発点とする。
　ところで，個票原データと統計的個票デー
タとの差は，個体識別子の有無であり，また
正確性という点を除けば実質的に差は無いよ
うに思われる。指定統計に見られるようによ
く練られた統計調査では，両者の差はほとん
どなく，区別する意味は少ない。しかし，調
査の性質上複雑な構造をもつ調査票（企業・
事業所統計，農家統計，調査単位と統計単位
の関係が複雑な調査の多く）については，統
計的個票データに個票原データのデータ構造
や情報が十分汲み尽くされているかどうかの
検討の余地がある。なぜなら，集計目的に沿っ
て，それに必要なデータ構造と情報だけが少
なくとも統計的個票データに組み込まれれば，
調査のプロセスとして十分事は足りるからで
ある。そのため二次利用に対して，このよう
な意味で調査過程の理論的制約が課されてし
まう。それにしても政府統計における統計的
個票データへのアクセスは，いまのところ目
的外利用の枠内できわめて限定された形で利
用されるにすぎない。
　統計的個票データに匿名化処理を徹底し，
一般利用に供するものがミクロデータである。
直接的な個体識別子を抹消しても，調査項目
への回答特性によっては間接的に個体識別の
可能性が高まる。このようなリスクを除くた
め，高度に数理的なものまでさまざまな匿名
化手法が議論されているが，実際には，リサ
ンプリング，地域区分範囲の広域化，トップ
コーディングなどの処理法が多用されてい
る15）。ミクロデータでは統計的個票データに
さらに匿名化措置という利用上の制限が付加
される。
　ところで個票データの利用に際しては，方
法的に以下の点のチェックが不可欠である。
　 a．本来，異なる分析目的に基づく（頭脳
上の）調査法と調査票に対して，既存の統計
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調査の個票原データがどの程度近いのか，ど
のように転用できるか。
　 b．実際には統計的個票データが利用でき
るのであるから，転用すべき情報・関係はそ
こから再抽出できるのか（保持されているの
か，歪められているのか）。
　 c．ミクロデータによる匿名化処理で分析
上支障がないのか，支障がある場合回避策は
あるのか。

３．個票データ利用の特殊性（制
約）

　利用者の分析に必要な個票データが，既成
の調査の個票データで代用できるとしても，
利用者にとってその作成プロセスは関与でき
ない外的なものである。集計値とは異なる個
票データ固有の作成事情と性格を意識する必
要がある16）。

⑴　調査票設計の技術的，社会的制約
　個票データの利用可能性は，言うまでもな
く調査者の調査票設計の論理に本質的に規定
される。調査目的に照らして不可欠な特性だ
けが調査事項に選ばれ，利用者が求める特性
に関する情報がない虞はある。さらにこのよ
うな理論的制約に加えて，調査事項が利用者
の必要とするものと同じか，もしくは類似し
ていても，調査票設計の技術的，社会的制約
から生じる問題もある。
　例えば，質問は一般に選択肢法によるもの
が多い。個人や世帯を対象とするのか，企業
や事業所を対象とするのか，調査対象によっ
ても異なるが，本来計数，計量ベースで測定
可能な場合でも，しばしば階級区分による回
答肢が使用される。利用者のあるべき調査票
においても選択肢法になるかもしれず，選択
肢法の採用が問題なのではない。問題は利用

者の階級区分と個票データのそれとが同じで
ある保証がない点である。異なる場合には何
らかの処理や工夫が必要となる。
　同様にして特性がそもそも質的である場合
でも，用意されたカテゴリー区分が利用者の
それと一致しない場合が多い。また利用者に
は複数の標識（質問項目）の組合せで捉えたい
事象が，個票データでは単一の質問項目で集
計・分類表章に直結する複合標識型の選択肢
で調査される場合もある。また調査票の質問
法によっては，特定標識をもつ集団だけに付
随質問という形式で調査が実施されることが
ある。付随質問に利用者の関心がある場合，
当該集団以外についての情報は得られない。
このような調査票設計にかかわる問題につい
ては，分析計画の変更や修正を含めて，個票
データに特有な処理を要求する17）。

⑵　 調査無回答および項目無回答（あるい
は欠測値）

　全数調査であれ，標本調査であれ，実査の
場面では，本来調査対象となるべきものの協
力が得られない事態が生ずる。調査環境の悪
化はこのような無回答サンプルの増加を招い
ている。無回答サンプルが発生した場合どの
ように処理されたのか，例えば，再調査，あ
るいは追加サンプルといった処理がなされた
のか，利用者にはそれらの情報が個票データ
とともに提供されねばならない。利用者は無
回答によって分析にバイアスが生じないか検
討する必要がある。多数の標識によるクロス
集計など特定の小集団の構造把握を目的とす
る場合もあり，無回答との相関が結果にバイ
アスをもたらす可能性があるからである。ま
た，無回答がかなりの数にのぼるときには，
確率的標本抽出とは異なるサンプル評価の基
準から分析対象について代表性などの検討も
考えざるを得ない。
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　さらにサンプルの中には，調査項目の一部
について回答が得られていないものも存在し，
また回答内容に論理的に矛盾したものが含ま
れるケースもある。本来ならば，これらは利
用者の目的にとって分析に偏りをもたらさな
いように処理すべき性格のものである。しか
し，これらについては，統計作成の過程です
でに特定の値が補完されていたり，修正や不
詳といった処理が施されている。このような
処理後の個票データが利用者には提供される
ことから，利用者側でそれらの処理法につい
ての選択の余地はない。この点については，
むしろ，このような処理の規則，補完の方法
などの情報が開示され，利用者側でその吟味
を行えるようになることが望ましい。

⑶　外れ値
　集計値を利用する限りはさほど問題となら
ないが，個票データでは必ず外れ値の存在が
分析結果に大きく影響する。外れ値は測定や
記録上のミスや入力ミスなどに起因する場合
もあれば，異質な単位が混入している，ある
いはそうでなく正しいにもかかわらず極端に
大きな値をとるケースなどがある。前者の場
合には修正が必要であり，後者であれば解析
上結果に大きく影響を与える場合があるので，
注意が必要となる。
　各変数の値ごとの外れ値，あるいは異常値
については，実際には集計時にすでにチェッ
ク済みであると考えられ，また集計計画にか
かわる変数間の関係からみた外れ値について
もほぼチェックが終わっていると予想される。
したがってその点では，個票データの利用者
が改めて判断を下し，処理する機会はほとん
どない。しかし，利用目的によっては，統計
作成時のチェックにかからない変数間で外れ
値が新たに問題となることもあり，利用者は
その事前点検を含めて，分析を進めねばなら

ない。

⑷　標本抽出法
　全数調査であるいくつかのセンサスを除き，
大部分は調査対象（目標母集団）の一部（調査
単位）を抽出し調査される。抽出方法には，
確率的な無作為抽出と有意抽出法があるが，
二次利用にあたって，抽出に関する情報の開
示と，利用可能な抽出情報が個票データに記
載されていることが前提となる。調査対象（特
に個人・世帯と企業・事業所）や目的によっ
て調査方法や標本設計も異なる。さらに，現
実の調査では予算，人員，組織など技術面の
制約の下で調査精度を追及する。標本調査の
理論面では，層化，集落抽出，比例抽出，層
化多段抽出など確率数理の方法規定を論ずれ
ばよいが，現実は複数の関心のある対象範囲，
集団レベルで特定の推計精度を確保するよう
に標本調査が具体化される。
　当然，このような個票データの集合に対し
ては，無限母集団からの無作為抽出を想定し
た教科書的な推定や分析では，推定値に偏り
をもたらす。そのため標本設計を考慮した分
析と標本誤差の評価が不可欠となる。
　また層化基準や抽出クラスターの定義など
標本設計にもよるが，分析目的によっては，
抽出方法，抽出単位レベルの操作が必要とな
ることも想定される。例えば，分析に必要な
推定対象の区分や範囲（地域）を事後的に変更
するために，他の情報を用いて抽出クラス
ターを再抽出（リサンプリング）することなど
考えられる。加えて，複数の調査個票データ
のリンケージが必要な場合には，調査区コー
ド，世帯番号，事業所番号など抽出情報を用
いてマッチング作業を実行しなければならな
い。
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⑸　ミクロデータ
　個票原データや統計的個票データはすでに
述べたように集計までのプロセスで生成され
るファイルであり，それが利用できるのであ
れば，上記のような個票データの特殊性を考
慮（逆用，利用）して分析を計画することが望
ましい。しかし実際には，これらの多くは詳
細な情報が開示されているわけではなく，当
該統計の作成当事者以外の者は，このような
タイプの個票データの特性を利用することが
できない。実際この種の個票データに関して
は利用者も狭く限定されており，これまでの
ところ，指摘の多くは作成機関の内部的利用
のための留意点というにとどまる。これに対
して利用者の制限を緩め目的外利用を実現す
る方法のひとつが，すでに述べたミクロデー
タであり，個体識別を困難にする秘匿処理が
施されている。
　しかしミクロデータにおいては，匿名化処
理の技術的制約だけでなく，実は上記項目⑵
から⑷に関わる問題は回避されており，その
特徴を考慮した分析は多くの場合不可能であ
る。それが，一般利用というミクロデータの
目的に適合したデータセットとして作成され
るためである。ミクロデータの基本型という
ものがあるとすれば，それは，調査無回答に
関する処理の情報は含まれない（回答集団だ
けのデータである），調査の基本となる調査
事項に対する無回答サンプルは含まれない，
調査目的に対して基本的な外れ値，異常値は
処理済のデータであり，多くは個票データか
らのリサンプリングデータであり復元乗率を
用いた集計・解析ですむようなデータセット
である。言い換えれば，ミクロデータでは現
実の調査過程の痕跡は消去されている。
　統計的個票データを基礎にする以上，ミク
ロデータにおいて無回答や外れ値の問題が解
決したわけではない18）。また標本抽出情報な

どの活用についても，ミクロデータでは匿名
化のため一般には限定（消去）されている。し
かし他方で，ミクロデータのデータ処理は単
純で，容易である。限界はあるものの，この
ような長所を活かした分析にミクロデータの
意義がある。

４．個票データの利用可能性

　社会的に重要な基本情報は主に政府統計に
依拠せざるを得ず，それは利用者の目的に応
じて企画・調査されているわけではないから，
個票データの利用には集計値利用に共通する
制約がある。しかし，調査者の集計計画に基
づくレディメードの集計表（値）だけに依存し
てきたこれまでの分析限界を考えると，利用
者が享受する利益は大きい。以下に，その代
表的な利用形態を整理しておこう。

⑴　 集計表にない集団構成・分布の把握（再
集計）

　推定精度の問題を度外視すれば，個票デー
タセットに盛り込まれた調査事項（質問項目）
の範囲内で，集団を細分化し，その大きさや
特性，さらには分布を比較することができる。
それは，既存集計表の下位集団である場合（詳
細集計）もあれば，それとは異なる分類標識
からの集団の再構成であることもある19）。と
くに地域区分の自由度は，小地域集計を含め
て，地域統計分析に貢献する20）。また，調査
によっては，現在の状態とともに過去の状態
についての質問を設けている調査票がある。
このような個票データについては，現在と過
去の状態とをクロスしたいわば動態類型によ
り，静態的集団構成だけでなく，動態的集団
構成を分析できる場合がある。なお，調査者
とは異なる理論に基づく概念規定による集団
構成の把握についても，必要な調査事項と分
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析標識が個票データとして提供されているな
らば，統計表の組替え推計ではなく再集計の
論理で処理することになる。

⑵　 利用者によるミクロ計量分析（統計解
析）

　集計値によるマクロデータ分析に対して，
個票データではn個のサンプルに基づく個体
（ミクロ）ベースの統計解析を適用できる。集
計値分析が個体レベルの均質性（同質性）を仮
定としていたとすれば，個票データ分析は個
体レベルでの異質性を前提として分析にとり
こむことができる。また現在のマクロ経済理
論が企業や家計の個別主体のミクロ的最適化
行動を基礎におくことから，計量経済分析や
それに基づく政策評価分析には，不可欠な
データリソースである。分析モデルに使用で
きる変数は，個票（調査票）の調査事項の質問
項目に基本は限られ，標本設計も単純無作為
抽出というケースは少ない。また非標本誤差
など現実の調査過程では固有の処理が施され
ており，解析上注意すべき点も含まれている。
何より政府統計は因果的研究を目的に作成さ
れているわけではない。しかし，個票データ
の提供により，他の情報を利用して追加的な
変数を導入したり，次項で述べるデータリン
ケージを行うなど，利用者の理論や分析目的
に応じたデータセットを作成し，自らミクロ
計量分析を実行できる可能性は高まる。いく
つか利用の特徴点を指摘しておこう21）。
　 a．集団の異質性を前提とした解析である。
男女別など属性や要因によって関係が異なる
ことを想定したモデルが多用される。そのた
め多くのダミー変数などがモデルに組み込ま
れる。なお多重クロス表により，複数の要因
を固定して特定の関心のある変数の特性（規
則性や傾向）を比較，検討する場合にも，回
帰などのこのような解析的アプローチが有効

な場合が多い。この場合は，いわば要約的，
記述的な利用と位置づけられる22）。
　 b．個体ベースであるため目的変数が質的
であるケースが多く，ロジット，プロビット
モデルの使用が不可欠である。また，計数デー
タも多く，ポアソンタイプのカウントデータ
モデルが用いられる場合もある。
　 c．目的変数が質的側面と量的側面を併せ
もつ場合がある。株式保有高など，保有，非
保有（0）があり，保有の場合にその保有高が
観測されるというケースである。この場合，
切断分布モデルやトービットモデルが利用さ
れる。
　 d．目的変数（賃金）がある特定の標本（就
業者）だけしか観測されない場合がある。他
の標本を無視するか，あるいは標本の選別プ
ロセスを考慮する（標本選別モデル）などの工
夫が必要となる。
　 e．個票データ分析の異時点間の結果系列
は，比較静学の観点から集団的構造の変化を
分析できる。しかし，個票レベルで時系列リ
ンクしたパネルデータについては，個体レベ
ルでの動的変化を利用したモデル分析が可能
となる23）。

⑶　 データリンケージ（新規調査　パネル
調査の代用）

　異なる統計調査間での個票データの結合，
および同一調査の個票データの異時点間の結
合は，統計利用の大きな可能性を与える。事
実上前者は，関心のある諸変数間の関係を把
握する新規調査を実施したことと同種の効果
を与えるとともに，後者については，パネル
化までに要する時間を待たず，個票データを
遡及的に結合することでパネルデータを構築
できる。その結果，既存の調査から新しい追
加的な情報セットが構築され，分析に使用で
きることになる。
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　データリンケージには，個体識別子による
完全照合の方法と，いくつかの変数セット
（キー変数）の一致に基づく統計的マッチング
の手法がある24）。統計的マッチングの手法に
ついては理論的にはともかく現実のデータに
適用するにはまだ検討の余地があり，実際的
な方法としては完全照合による結合に頼らざ
るを得ない。しかし，政府統計において，仮
に個体識別子情報が維持・管理されていると
して，そのようなリンクが可能な場面は限ら
れている。全数調査と全数調査（一部階層に
ついての全数も含む），標本調査とその抽出
フレームとなるセンサス型調査，同一の抽出
フレームをもつ標本調査同士，（標本交代方
式の）固定サンプル型標本調査同士などであ
る。標本設計にもよるが，標本調査において
2つの調査に同時に含まれる標本数は限られ
ることから，実際にリンケージが有効なのは，
センサスやサンプルセンサスなどの大標本を
前提とする。
　個体識別子の管理問題を考えると，このよ
うな作業は現状では統計作成機関内部で行わ
れるほかなく25），また秘匿性の観点からも，
一般の利用者が個票データを完全照合する状
況は考えられない。しかしその統計情報とし
ての重要性を考えると，個票データ公開の促
進とともに，リンケージデータの作成と利用
を可能にする制度と仕組みが早急に実現され
る必要がある。

むすび－ 個票データが提起する
課題

　「統計利用者のための統計学」を標榜して
きた本学会では，統計生産者と利用者との分
離を前提に，政府が最大の統計生産者であり
利用者であるという状況のなかで，統計調査
の過程を明らかにし，統計の性格を批判・吟

味し，統計利用の実際や統計解析の手法を批
判的に検討し，統計利用の道を示すことに多
くの努力が積み重ねられてきた。しかし個票
データの利用は，これまでの本学会での統計
利用の議論の枠組みには想定されていない新
しい問題状況である。もちろん，個票データ
が統計作成過程のなかで生まれる中間産物で
ある以上，これまでの本会の研究成果は個票
データの利用にも妥当し，それを援用するこ
ともできる。しかし，統計（＝集計値）の利用
とは本質的に異なり，個票データの利用者に
は利用面でのより大きな自由度が与えられて
いる。ここに二次利用の特質があり，個票デー
タ利用の良さがある。反面，それを十全に活
かすために，個票データの生成過程を明らか
にし，個票データの性格を批判・吟味すると
いう形で，従来，批判者の立場から正確性を
論じてきたものを利用主体として自ら遂行し
なければならない。本稿はそのための論点提
起の試みである。
　ところでこのような利用者＝作成者となる
関係では，統計的研究方法論の立場，いわゆ
る社会科学方法論説が改めて見直されねばな
らない。個票データの利用はいわば統計利用
の限界的形態であり，そこでは対象反映性が
重要な評価の基準となり得る。そもそも集計
値分析からミクロデータの利用やパネルデー
タ志向への方法論の拡大にはこのような対象
反映性が大きな契機となっていたと思える。
個票データの解析モデルに関する数理と事物
論理の明確化（有効性とその限界），有限母集
団への確率モデル適用の是非とその解釈，パ
ネルデータの現実反映性－非反映性（内海科
学方法論との対比26））など，検討すべき素材
は現実化している。
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注

1．特定領域研究の成果は，松田（1999）や松田他
（2000，2003）の『講座ミクロ統計分析』（1－4巻）
としてまとめられている。内閣府経済社会研究所
をはじめ，労働政策研究・研修機構や経済産業研
究所など政府系の研究機関を中心に，かなりの数
の個票データを用いた分析が進められており，ワー
キングペーパーなどの形で研究成果が公表されて
いる。またその成果を踏まえた清水谷（2005）など
もある。政府内部や独立行政法人における利用は
活発化し常態化しつつあるように見受けられる。

2．本学会におけるミクロデータ利用をめぐる議論
としては，森（2004），吉田（2004）があり，本稿の
問題意識と密接にかかわっている。なお法政大学
日本統計研究所『研究所報』ではミクロデータ利
用に関する本学会員を中心とした研究成果が精力
的に刊行されている。例えば，『研究所報』No. 25

（1999）では「ミクロ統計データの現状と展望」，
No. 32（2004）では「ミクロデータとその利用」，No. 

34（2005）では「政府統計の二次的利用」について
特集テーマが設定されている。

3．本学会には統計利用をめぐる豊富な議論の蓄積
があるが，以下の整理に当たっては蜷川（1932），
大橋・野村（1980），大屋（1995）に拠るところが大
きい。

4．大屋（1995），p.78。
5．調査票設計に関する論理については，大屋（1995）
を参照されたい。

6．政府統計の作成と利用に関する詳細は，例えば
工藤（1997）参照。

7．二次利用の促進の観点から，民間統計を含む個
票データのためのデーアーカイブの構築が進んで
いる。詳細は，佐藤・石田・池田編（2000），前田
幸男（2004）参照。

8．イギリスのLSデータ（longitudinal study data）など。
森（2004）参照。

9．統計的マッチング，あるいはサンプル移動が少
ない小集団に分割できれば擬似パネルなどの可能
性は残されている。

10．事業所や企業を対象とする場合，大規模な事業
所では極端に分布が歪んでおり，全数的把握を必
要とすることが多い。また動態調査においてもそ
のため特殊な抽出法が用いられる。

11．例えば，毎月勤労統計調査（厚生労働省）では3年，
法人企業統計調査（財務省）では1年となる。

12．例えば，個人企業経済調査（総務省）では，1年の
固定サンプルで動向調査票（年4回）と構造調査票
（年1回）に分けられ実施される。

13．近年，一橋大学経済研究所社会科学統計情報研
究センターにおいて，秘匿処理を施したリサンプ
リング形式で，学術研究のために政府統計ミクロ
データを提供するシステムが試行的に運用され始
めた。

14．「個体識別子を含め個々の申告内容が明らかとな
る調査個票の使用は，秘密の保護や調査対象者の
信頼の確保という統計法制度がこれまで保護して
きた利益にかんがみれば，公益性が高いと認めら
れる場合に限って例外的に認められるべきものと
考える。」（総務省「統計法制度に関する研究会報
告書－中間とりまとめ」2005年12月，p.21）

15．統計調査制度とミクロ統計の開示については松
田・濱砂・森（2000）参照。

16．松田・伴・美添（2000）においてはミクロ統計固
有の集計解析にかかわる問題が詳細に議論されて
いる。

17．労働力調査や就業構造基本調査におけるミクロ
データ利用の問題について，例えば坂田（2005）を
参照されたい。

18．指定統計についてはそのような制約は分析に大
きな歪みを与えないと想定できるが，任意統計に
ついては深刻である。

19．例えば，日本統計研究所『研究所報』No. 34（2005） 
では，この種の再集計に基礎を置くミクロデータ
利用がみられる。

20．地域分析へのミクロ的利用の詳細と分析事例に
ついては，松田・垂水・近藤（2000）参照。

21．ミクロデータの解析モデルについては，制限従
属変数モデルを中心に山下（2004）による整理があ
る。

22．説明変数を固定して，言い換えれば説明変数の
セットに意味があり，その目的変数への効果に関
心がある場合。例えば，多重クロスなどの再集計
により細分化したグループ間の特性値から傾向を
読み取りたい場合がある。しかし，グループ数や
そのサンプルサイズの差による確率誤差などの要
因から，一般に傾向把握が困難な場合が多い。使
用した変数の数やその標識数に比例して困難は増
していく。このとき，細分化に用いた質的変数に
ついてはダミー変数などを用い解析的に処理する
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ことは傾向把握の助けとなる。
23．パネルデータ分析の詳細については北村（2005）
参照。

24．統計的マッチングについては松田・伴・美添
（2000）参照。

25．すでに試行的にそのようなリンケージはかなり
進められており，研究成果も公表されている。最
近では，早見（2005）において「事業所・企業統計
調査」，「商業統計調査」，「賃金構造基本調査」の
リンケージが行われている。

26．内海（1962）参照。
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コメント
岩　井　　　浩

１　歴的経緯
　記念号第3集（1995年）の「情報化と統計」
（金子）で，ミクロデータの提供と利用の検討
の必要性が言及された。その後の10年の経
緯において，この課題をめぐる状況は一定の
前進がみられ，本記念号の坂田論文では，社
会統計学の統計の信頼性と正確性の視点から
統計作成の一過程の産物である個票データと
その統計利用について，理論的方法論に検討
が加えられるに至った。その歴史的理論的意
義はおおきいと言えよう。

　諸外国における個票データ（ミクロデータ）
の提供と利用が大きな蓄積と広がりを見せて
いるのと対比して，わが国のそれは限定され
たものに止まっている。しかし各界の個票
データ利用の要請の広がりの中で，政府の統
計改革をめぐる論議，『統計行政の新中・長
期構想』（1995年），最近の統計制度改革委
員会の「中間整理案」（2005年12月）等にお
いて，個票データの提供と利用が政策的課題
とされている。統計利用者の側からも積極的
な調査研究と問題提起（1996年「統計情報活
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用のフロンティアの拡大」，『講座ミクロ統計
分析』）がなされ，その成果として2000年～
2004年「ミクロ統計データ活用研究会」（統
計情報開発研究センター），2005年以降，一
橋大学経済研究所社会科学研究センター「政
府ミクロ統計の提供の試験的システム」が運
用されおり，個票データの目的外使用による
リサンプリングデータの提供・利用が限定的
だが継続している。先の「中間整理案」に対
して，ミクロデータの提供と利用の積極的推
進の意見が各界から要請されている。

２　社会統計学と個票デ－タ利用
　個票データ（ミクロデータ）の提供と利用の
広がりは，これらのデータの作成と利用の諸
過程と諸形態の考察を課題とさせている。以
下，統計の作成過程と個票データの作成・利
用に係わる論点にコメントを限定する。
　個票データは，統計調査の企画（調査目的，
集計計画）に規定された調査結果としての調
査個票の内容検査，データチェック等を経た
集計のための統計記録であり，最終集計の統
計表作成にいたる過程で中間的に作成され
データである。特に匿名化処理された個票
データがミクロデータとされている。ミクロ
データ利用によって，統計調査の枠組み（調
査項目とその構成）に規定されて集計された
既存の統計表（一定の既存の標識による分
類・クロス統計表）の限界に対して，個票デー
タの再集計によって標識選択による自由な分
類・組み合わせが可能になり，制約はあるが，
統計対象の新たな枠組みと構成を明らかにで
きるようになった。この意味で，個票データ
の作成がいかなる対象の反映なのか，一定の
制約における個票データの利用が社会的現実
のいかなる分析・利用でありうるのか。歴的
社会的に規定された「大量」（社会的集団）を
調査者の目的，理論と社会的技術的制約で，

「大量の四要素」から調査可能な「大量観察
の四要素」に具体的に規定（調査票の設計）し，
調査票の運用による調査の実査，調査結果の
集計の諸過程を個票データの作成・利用の諸
関係において，社会統計学の統計の信頼性と
正確性の視点から考察する課題が提起されて
いる。これらの考察・分析には，統計調査の
諸過程，特に調査結果の調査個票が，集計さ
れ，統計表として作成される具体的なプロセ
スの考察が対象となる。
　これらの視点からの最初の問題提起は吉田
によってなされた。統計の信頼性・正確性の
視点から，統計調査の諸過程，特に調査結果
の点検・集計・公表過程において作成された
ミクロデータの対象反映性と利用可能性につ
いて，統計利用論からの独自な検討の必要性
を提起された。森は，大屋の統計単位情報を
基礎に，個別識別情報を含めた調査個票の情
報を統計原単位情報，統計に編成される個体
情報を統計単位情報と区別し，統計単位情報
とミクロデータの関係を検討し，ミクロデー
タで利用が，「統計作成・提供の基本的在り
方とされてきた集計表によるデータ提供と統
計利用面でどのような違いがあるか」を考察
した。統計の二次的利用としてのミクロデー
タ利用が，既存の集計表からは得られなかっ
た「数多くの新たな fact findingsが得られる」
ことを明らかにしている。
　坂田は，さらに社会統計学の信頼性，正確
性の視点から，統計作成の諸過程における個
票データの作成と利用に焦点を当てて考察を
加えている。⑴個票データの類型と特徴を個
票データの作成主体と作成過程（調査，集計）
に即して，統計調査の主体とデータアクセス，
調査体系（方法），作成プロセスの三つの視角
から考察し，その特性を分析する。個票デー
タの匿名化処理されたものがミクロデータ
（マイクロデ－タ）であり，ミクロデータは統
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計作成の中間物，派生品であると規定する。
調査結果の記入済み調査個票の集合（大屋の
統計単位情報）を，森の規定に従い個票原デー
タと統計的個票データに区分し，後者は調査
個票から，内容検査，コーデイング，データ
チェック，必要な修正を経て，匿名化処理さ
れたものであると規定する。⑵また個票デー
タ利用の特殊性（制約）として，「統計集計値
とは異なる個票データの固有の作成事情と性
格」を視点に入れて，①調査票設計の技術的，
社会的制約，②無回答（あるいは欠損値），③
外れ値，④標本抽出の諸論点を考察し，目的
外利用としての調査個票から匿名化処理され
たミクロデータでは，⑵～⑷に係わる項目は
回避されており，それの特徴を考慮した分析
はできないとされる。「ミクロデータでは現
実の調査過程の痕跡は消去されている」こと
が指摘される。

３　 統計作成過程とデータ・エディティング
　坂田は，無回答や外れ値等の処置を論じて
いるが，「個票原データと統計的個票データ
の差は個体識別子の有無，正確性の視点をの
ぞけば，両者の差はほとんどない」と規定し
ている。調査済み個票から集計目的のための
統計記録（統計単位情報）が作成される過程は
統計作成者によって人力また一定の数式的に
処理される内容検査，データ・チェックの過
程であり，統計調査の技術的過程，統計の正
確性の視点に係わるとされる。しかし例えば

この過程にはいわゆるデータ・エディティン
グの問題がある（国連『データ・エディティ
ングに関する用語集（対訳）」http://www.

nstac.go.jp/services/pdf/skk-yogosyu1.pdf， 参
照）。例えばこの用語集にある「14歳以下で
あるが，結婚している」などの調査個票内の
項目の無効・矛盾について，データ・エディ
ティングや imputationを施すことは，正確性
の視点からのみで処理できない論点が含まれ
ている。上記の矛盾項目も，法律婚としては
14歳以下の有配偶はありえないが，事実婚
ならありえるケースである。法律婚を前提に
しているのも，一定の社会認識を前提してい
るといえる。このように調査結果の集計過程
の諸論点も，単に技術的視点に止まらず，理
論的視点が内在しているといえる。集計過程
が統計利用論の一過程になってきたのがミク
ロデータ利用の特徴であるが，それによって
「集計過程は，統計調査論に入るのか，統計
利用論に入るのか」，あるいは，より根本的
に「調査論と利用論を時間的流れの中で二分
できるのか，できないとすれば，調査論と利
用論を区別するものは何なのか」という基本
問題を派生していると思われる。これらの視
点からの個票データの提供・利用と社会統計
学と諸論点の考察も，研究課題の一つである
と言えよう。
（本文中に言及した文献は，坂田論文の文末
の参考文献，参照。）
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はじめに

　本稿では，近年の経営実務における統計的
方法の適用に係わり，とくに新しい手法であ
るデータマイニングをとりあげる。従来，政
府作成・公表統計が社会統計学の前提とされ
ていたが，経済のデジタル化の著しい進展に
よって民間企業（おもに公開会社）が自社業務
にまつわる記録をほとんど網羅的にデータ
ベースDB化することが行われるようになり，
統計に類似した現象が政府の制度外で広範に
見られるようになった。さらに，そのような
DBに対し，従来の統計的方法よりもふさわし
いと思われる解析方法とされるデータマイニン
グが勃興し経営実務への導入が始まってきた。
　ここでは，おもにマーケティングに関連し
た顧客との取引記録に係わるデータのDB化
およびそれに対するデータマイニングの考え
方と実践とについて，従来のマーケティング
リサーチや統計的方法と比較対照しながら考
察する。それによって，データマイニングを
めぐる統計現象について経営統計学・社会統
計学上の位置づけを試みる。

１．経営におけるデータの獲
得・蓄積

1.1　 OLTPによる業務記録の蓄積
　近時デジタル化の飛躍的な進展にともない，

企業等組織における情報処理の能力が飛躍的
に向上している。ITを利用した経営情報処
理が企業の競争優位の源泉となってきている。
たとえば，大規模小売店では商品マスターの
データベースDBと照合された1件1品SKU1）

毎のアイテムが最小単位として識別され，仕
入からの全取引がトラッキング可能となる。
このシステムの出口を担うPOSは販売の商
品情報と顧客情報とをマスターと照合しつつ
業務用の基幹系DBに反映する。このような
サイクルでDB管理システムに支援された単
品の管理OLTPが行われ，業務の合理化や品
揃えに貢献している。
　他方，OLTPは記録として蓄積される。従来，
これらの業務記録は日次や月次決算のための
帳簿システムへの入力とされているが，会計
情報としては基本的に勘定・科目毎に集計値
として表章されることになる。また，OLTP

の記録は，証憑という点を除けば消去（揮発）
してもかまわない。むしろ，ディスクスペー
スが貴重であれば，無駄な記録を止めておく
理由はない。
　ところが，前世紀末から情報処理のハード
ウエア資源が安価になり，TCP/IPによるネッ
トワーク化が促進され，システム的にも並列
処理が行われるようになると，情報処理の資
源が急速に安価かつ大規模に利用可能となっ
た。このことは当然OLTPを含めた基幹系の
経営情報システムそのものを進化させること
となり，ますます大量の記録がとどまるよう

第４章　民間企業におけるデータの蓄積と利用
　　マーケティングリサーチ，データマイニング，統計　　

池　田　　　伸
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になった。また，近年web上の閲覧のログや
クリックストリームもOLTP同様に情報源と
みなされるようになっている。膨大になるこ
れらデジタル記録を処理することによって経
営上有益な情報が得られるのではないか，と
大いに期待が高まった。
　しかし，そのためには二つの大きな課題が
残されていた。すなわち，大規模になるデー
タにふさわしい蓄積と解析とについての各方
法論が要求された。

1.2　 データウエアハウスによるDB管理
　一つめの課題であるデータ蓄積の方法論は，
OLTPの記録をデータとしていかにして利用
可能とするかであった。すでに基幹系の情報
システムにはOLTPの記録がTB単位で蓄積
されているが，業務用DBのままではデータ
解析に利用することはできない。迅速・確実・
非公開に取引を処理すべき基幹系DBの上で，
対照的な性格のデータ解析を行うことは望ま
しくなく，またOLTPの生データのままでは
解析に耐えうるデータではない（図－1の左側。
ただし，本図は一つのモデルである）。
　そこで企業の情報システムにおいて，基幹
系とは別に解析用DBをデータウエアハウス
DWHとして構築するというアイディアが生
まれてきた。このシステムを提唱したインモ
ン（1999）によると，DWHの基本アーキテク
チュアとして，1）サブジェクト型データの
格納，2）統合・単一化，3）時間的変化が追
跡可能，4）不揮発性，5）詳細データにサマ

リーを付加したデータの形態，の特徴があげ
られている。つまりDWHでは，業務記録で
あるOLTPを揮発させることなく蓄積し，あ
まり処理は経ないが解析に耐えうるようには
洗浄され正規化されたデータとして，メタ
データが整備され統合されたDBに格納され
ることになる。さらに，実際の解析にあたっ
ては，研究目的に応じてDWHから抽出され
たサブセットのDBであるデータマートを直
接の対象とする（図－1のなかほど）。
　そもそもDWHに入るデータは，顧客 IDが
付されたものも（たとえば，クレジットカー
ドでの支払や通信販売），そうでないものも
（POSによるSKUの管理）ある。顧客の購買
等の情報はまずこのいずれかでデータとして
記録される。これらに外部で購入された種々
の情報が付加されて利用されることもある。

２．経営における大規模DBの
利用

2.1　 OLAPによるリポーティング
　DWHが構築されると，デーマートのDB

を端末から操作することで，これまでは，「オ
フライン」で専門的に扱われていたさまざま
な情報が，エンドユーザであるマネジャー自
身によって文字通り「オンライン」で入手す
ることができる2）。蓄積されたデータに対し，
このような利用・解析法をOLAPという。
　たとえば，マーケティング担当者は日付－
商品－店舗等からなる多次元のデータ（ 3次元

データ
ウエア
ハウス

データ
マート

データ
マイニング

等
の構築

図－１　データマイニングにおけるワークフローの概要
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以上も含め「キューブ」と称される）の様子
を瞬時に知ることができる。さらに関心に応
じて，データを対話的に処理するクエリを送
ることができる。すなわち，データの断面を
変えて再集計したり一部だけを呼び出したり
（キューブのスライス＆ダイス），より詳細を
掘り下げたり（ドリル）するような指示や，そ
の結果を視覚化することができる。これを従
来の非同期的オフラインの固定された製表に
よるリポートとは大きく異なる優位点を持つ
（ベリー・リノフ（2002），鈴木（2003）などを
参照）。

2.2　データマイニングによる解析
　OLAPは以前には非常な投資を伴うシステ
ムであったものの，原理的にはクエリによる
集計のような通常のDB処理であった。
OLAPのためだけにDWHへの投資は正当化
されず，オフラインにおいてより集中的・本
格的にDWHのデータを解析するための手法
が開発されねばならなかった。大規模DBの
解析においては，データの「汚染」は別にし
て，通常の統計処理における小標本のように
データを節約する必要はなかったが，見通し
が悪いデータの中を組合せによる爆発を避け
ながら新たな発見に至ることができるような
アルゴリズムが求められたからである。
　この課題と可能性とを一般化していうと，
大規模DBからの知識発見であり，データマ
イニングとはKDDのための手法の総称であ
る。KDDは必ずしも経営データのみに適用
されるものではないし，データマイニングの
諸手法は経営分野で発達したものではない。
また，経営実務においても種々の部門で用い
られている。しかし，本稿で対象とするよう
にマーケティング関連の分野は，データマイ
ニングの一つの主要適用分野といえる。（以上，
図－1の右側）。

2.3　CRMへの実装
　これらKDDを競争優位に寄与させるため
には，得られた知識を何らかの政策に反映さ
れねばならない。DBから発見されたパター
ンから，たとえば電話会社の「乗り換え」
（churn）防止や併売（クロス /アップセリング）
に役立てられて十分な効果を上げれば，
KDDへの少なからぬ投資に対するリターン
を生み出したことになる。
　データマイニングによって得られた知見は，
CRMとよばれる経営手法に活用される。顧
客データのRFM解析などによって，市場や
顧客を発見的にセグメンテーションすること
ができ，セグメント毎に柔軟に顧客に対応す
ることが可能となる。一般に，顧客をあるモ
デルに基づきスコアリングすると，スコア十
分位（デシル）毎にリフト（後述）を求めること
が可能となる。各モデルによってデシルのリ
フトが異なるので，ゲインが大きくなるよう
な手法を選択することが有効である。たとえ
ば，DMへの反応に対するスコアリングを行
うと，上位デシルのリフトが最も高くなるよ
うなモデルが望ましく，それらのデシルに
DMを送付することになる（マルトハウス
（2003）参照）。オンラインでの利用法として，
コールセンターにおけるオペレータを支援す
るためのCTIにKDDの成果を反映したモデ
ルによる情報処理エンジンを構築することが
あげられる。顧客とのインバウンド/アウト
バウンドのテレマーケティングに際して，会
話中のキーワードや顧客属性を入力して，
データマイニングによって確立されたルール
に基づくリコメンデーションによる併買促進
や「乗り換え」防止に必要な手段をオペレー
タに指示することを自動化することができる。
このように，デジタル化されたCRMは，マ
ス市場での平均ではなく，個別の顧客への対
応を実現し，その効果や効率を高める手段で
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ある3）。

３．データマイニングの代表的
手法

　ここではデータマイニングの代表的手法の
概要について紹介する（全般に，ベリー・リ
ノフ（1999），豊田（2001），月本（2004），山口・
高橋・竹内（2004）などを参照している）。

3.1　連関規則
　もっともよく知られたデータマイニング手
法かもしれない。「Aを購入する顧客は，B

も購入する割合が高い」のような，条件Aが
与えられたなら結果Bが成立しがちであると
いう規則抽出を連関規則（association rule）と
いい，POSのようなOLTPに基づく点でマー
ケットバスケット分析ともいう。見かけは単
純であるが，アイテム数が増えると組合せが
簡単に爆発してしまいがちなので，大量の
データからすばやく連関を見つけるためには
ハードウエアの性能向上とともに，アルゴリ
ズムを工夫する必要がある。
　連関規則の実例として紹介されているもの
としては，たとえば

　①　 木曜日には食料雑貨店でビールと紙お
むつとが買われる

　②　 家電の製品保証契約をつけるときは高
額のものが買われる

　③　 荒物店の新規開店ではトイレットリン
グ（便器の部品）がよく売れる

がある。上記①は経営上有益，②は自明，③
は説明困難の各例とされている（ベリー・リ
ノフ（1999）pp.17－8）。規則が発見されたから
といってすべてが有効なわけではない。
　連関規則を定式化するために，使用される

用語を定義しよう。「サポート」とはAとB

とを事象とする同時確率 p（A，B）をいい，A

が与えられたときにBが生じるであろう「信
頼度」はBのAという条件付き確率 p（B｜A）
＝p（A，B）/p（A）をいう。つまり，サポートを
条件の妥当する割合で除すと信頼度が求めら
れる。また，リフト＝p（B｜A）/p（B）は条件A

の有無によるBにおける効果である。AとB

とに関して，信頼度は非対称であるが（有名
な例では，紙おむつ売場でのビールの訴求で
あって，逆のビール売場に紙おむつ，ではな
い），リフトは対称的である。規則においては，
信頼度が高いことは必要条件であるが，サ
ポートがある程度大きくてリフトも高くない
と経営上の意義は薄い。
　実際の計算にあたっては，単品（SKU）から
商品グループまでアイテムの取り方によって
組合せ数や発見が期待される規則が変わって
くる。とくに，A，Bそのものが組合せにな
るので，計算量の指数的増大が生じる。それ
を避けるために，アイテムでグループ化を
行ったり，些少ではあるが重要な兆候の見落
としのリスクを勘案しつつサポートに最小閾
値を設けたりする。

3.2　決定木
　基準（被説明）変数がカテゴリーの場合（た
とえば，購入する・しない），それに一番大
きな影響を与えるのはどのような要因（説明
変数）であろうか。また，どのような要因の
組合せが購入に結びつくのであろうか。これ
らの問に答えられるようにデータを分類する
のが決定木（decision tree）である（基準変数が
量的な場合は回帰木）。決定木が図示される
場合，通常上にルートとして基準変数の平均
値が置かれ，その値に最も大きな影響を与え
るように集団を分割するように変数（または
その水準）が選択されると分岐のノードから
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「枝」が生じる。これを次々繰り返すと，分
割終了時にはターミナルノードを「葉」とす
る樹状の分類系統図ができる。
　この分類は複数の有力そうな説明変数が多
数あり交互作用が予想される場合に，予想外
の有力要因を発見し見かけの関連を排する点
で有効である。分割のためのアルゴリズムは，
情報エントロピー，ジニ・インデックス，対
数尤度比カイ自乗に基づくモデルが代表的で
ある。いずれも，ノードでの分割を行うばら
つきの指標であり，これらが最大になるよう
なグループ分けを行う。これらのアルゴリズ
ム毎の特徴には，初期の尤度比モデルやジ
ニ・モデルのように説明変数の水準で2分割
を行うものや，ノードを最大まで広げてから
過学習を回避するために枝の分岐にペナル
ティを与えて「剪定」を行うか（情報エント
ロピーおよびジニ・モデル），有意水準を先
に与えて分岐を早期に終了させるか（尤度比
モデル）などがある。いずれの方法においても，
リフトを上げるようなグループ分けをルール
化して，予測に用いられる。
　決定木は応用範囲が大きいが，一例として
携帯電話会社は，顧客の他社への「乗り換え」
を予測して防止策を考案できるかがある。ベ
リー（2002「事例編」，第3章）では，加入者
の契約の継続・乗り換えを基準変数として，
そのリフトに影響力を与えそうな情報（クラ

ブへの加盟，年齢等の顧客データ，料金プラ
ン等のサービス内容，通話回数・料金等の請
求システムからのデータ）を説明変数として
モデルが構成され，モデルの比較・評価から
CRMへの実装までが述べられている。また，
表－1は，尤度比モデルに基づく決定木を用
いて，都市化の下で属性や意識に応じた国勢
調査員のグループ分けの一部である。ここで
は，次回国勢調査においても再度調査員を引
き受ける意向があるかを調査員に尋ねて再任
率に影響を与えそうなルールの抽出を試みて
いる。その結果，再任を忌避するものは全体
で約半数であったが，動機が依頼による場合
は忌避感のリフトが高くなり，それが特定の
地区に限ると忌避率は実に9割近くに達する
一方，再任忌避率がとくに低くなるような属
性の組合せも識別された。

3.3　ニューラルネットワーク
　生体の脳の神経細胞（ニューロン）において，
他のニューロンから樹状突起を経由してもた
らされた神経伝達物質は一定の条件で細胞体
のパルスを発生させ，その信号は軸索を通り
シナプスからまた他のニューロンに伝播され
る。これらニューロン相互のシナプス結合は
学習によって強化されることでネットワーク
が形成され，脳における認知等の機能を果た
していると考えられている。これを一般化し

表－１　1995年国勢調査員調査における調査員の再任の条件＊

もし（条件） ならば 再任忌避率 n リフト
データ全体（平均）では， → 53％ 1,839 1.00
調査員になるのが，頼まれたから仕方なく， → 70％   811 1.33
　かつ，地域が福岡市 → 89％   249 1.69
調査員になるのが，頼まれたから仕方なく，ではなく → 39％ 1,028 0.74
　かつ地域が長崎県である → 21％   178 0.40
調査員になるのが，頼まれたから仕方なく，ではなく
　かつ，地域が町田市および福岡市，
　かつ，社会奉仕のため，ではない → 57％   359 1.09

＊）調査，調査票，解析方法等に関して詳しくは資料を参照。
資料）池田（1998），p.123から作成。
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て（機械）学習のモデルとしたのが（人工的）
ニューラルネットワーク（artificial neural 

network）である。なお，ニューラルネットワー
クの種類としては構造上フィードフォワード
型と相互結合型とに分けられ，また学習方法
上は教師付きかどうかで分類することもでき
る。本項では，理論史上および応用上の観点
から代表的といえるパーセプトロン
（perceptron）をおもに取り上げることとする。
　初期のモデルである単純パーセプトロンは，
図－2aにおいて s＝Σ

i
ωxのような形でユニッ

トへのn個の入力が重みづけられ，s≥ 0のと
き y＝1（さもなくば0）となるような関数を表
している。ここで，一般性を失うことなく重
み係数ωのうち一つを閾値とすることができ
る。信号は図の左から右に流れ，モデルの出
力 yをデータである教師信号 y＊と照合し，正
誤（二乗誤差）に応じて逐次ωを変更すること
が学習の課題である。
　単純パーセプトロンはニューロンのよいモ
デルであり，その後の「教師付き学習」（su-

pervised training）の基本となった。しかし，
このままでは通常の回帰と同じく線形分離で
きないようなデータには不適合であった（た
とえばXOR回路）。その克服は入力層と出力
層の間に中間層を設けることで前進を見た。
中間層は隠れ層ともいわれ，見えない内部構
造を持つことで非線形のデータを処理できる
ようになった。図－2bは，2つのユニットの

入力層，3つのユニットの隠れ層が一つ，そ
してユニット 2つの出力層からなる多層（階
層型）フィードフォワード・パーセプトロン
を表している。なお，出力はステップ関数か
ら微分可能なように自由度を持たせたシグモ
イド関数 y＝1/（1＋exp［－αs］）等に置き換え
られるが，基本的に定義域・値域とも0から
1の範囲である。中間層数やユニット数を与
えるモデルのトポロジーはデータとの適合性
を考慮しつつ試行錯誤的に設定することにな
る。
　多層パーセプトロンにおける効果的な学習
方法として考案されたのが，「δルール」ま
たは「誤差逆伝播法」（error－backpropaga-

tion）である。出力の誤差が直前の中間層の
ωを勾配法によって修正し，順次入力層の係
数まで遡行して修正し，誤差が収束する（か
局所解に達する）まで繰り返しこれを行う。
多層パーセプトロンにおけるフィードフォ
ワードされる信号とは逆方向で係数が修正さ
れるのでこの名称がある。
　多層パーセプトロンモデルは与えられた
データに対して学習によって出力の関数を適
度に組合せることで，あらゆるパターンに適
応することが保証されているため汎化性が高
い。とくにパターン認識や画像処理など工学
上の成果があげられる（手書きの郵便番号の
認識やNETalk）。経営での応用事例は金融の
予測や不正使用防止，与信管理，医療診断等

ω

図－２a　単純パーセプトロン
入力 xiが重みωi付きで合計され，値が閾値を超える
と出力 y＝1，さもなくば y＝0（i＝1, 2 …, n）。

図－２b　多層パーセプトロン
左から入力2，中間3，出力2の層を持つ
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多岐にわたる。たとえばベリー・リノフ
（1999）ではボストンの不動産鑑定が取り上
げられ，ある物件の評価額を出力するために，
入力として居住面積，車庫の広さ，築年数な
どを与えている。ある条件の組合せや一定の
値を超えると評価額が変わるような場合にと
くに有効と思われる。もちろんリフトの高い
顧客層のセグメンテーションにも用いられる4）。
　データマイニングについて既存分野へのあ
るいは自立した分野としての位置づけが議論
されてきた。たとえば，同時確率をサポート
というように統計学と等価な用語が増殖して
いる。他方，脳の認知活動の模擬から始まっ
たニューラルネットワークの研究であるが，
実際のニューロンは決して階層型パーセプト
ロンやδルールのようには作動しないので，
「ニューラル」という形容は議論の対象となる。
多層パーセプトロンは入力を伴うとはいえ，
波形を周波数に分解するフーリエ解析のよう
な関数近似法でもある5）。

3.4　テキストマイニング
　テキストマイニングの対象とするデータは
企業に寄せられた自然言語によるある程度非
定型的な発話・記述を対象とする。具体的に
は，CTIに記録されたクレームや故障情報，
web掲示板・ログ，アンケートの自由記述欄
のような文章に対し，キーワード化や分類検
索にはじまり，有用な知識を得ようとするも
のである。コールセンターの例では，顧客の
発するキーワードがテキストマイニングに
よって処理され，従来は組織的な知識の開
発・利用は難しかった。その結果に基づきオ
ペレータはCTIを通じて瞬時に経験を要さず
に対応することが可能となる。
　統計データはコード化によってあらかじめ
指定され類型化された回答や測定値だけから
構成されるが，文章はそうではない。テキス

トデータの解析に先立って自然言語処理を行
われるが，日本語などの文章表記では分かち
書きを行わないため，予めテキストの品詞分
解を行う形態素解析が必要となる。形態素や
構文は解析することができても，発話の趣旨
をかなりの程度再現するのは困難である。意
味を特定するためには直接書かれていない
（話されていない）文脈を取り扱わねばならな
いからである。
　それでも，ある程度定型的な発話状況を前
提して語の類似性から検索・FAQや自動分類
を行うことをテキストマイニングとして，
メーカー（コールセンターや営業日報），web

のフィルタリング，大学の講義（試験・授業
評価の自由回答）などの実践例がある（石井，
2002参照）。

3.5　その他の手法
　何がデータマイニングに属するかがあらか
じめ決められているのではなく，KDDに用
いられうる方法が結果的にデータマイニング
とされる。上記以外の方法としては，ここで
は単に名称をあげるに止めるが，たとえばベ
リー・リノフ（1999）にしたがえば，記憶ベー
ス推論，クラスタ分析（（k－means法），リン
ク分析，相互結合型ニューラルネットワーク
である自己組織化マップSOM，コホーネン
ネット，遺伝的アルゴリズムGAなどが紹介
されている。これらの手法は単独で使用され
るだけでなく，同一課題に対してパフォーマ
ンスが比較されたり組合せたりされて柔軟に
用いられる。

４．データマイニングと統計学

　まとめとして，まず従来の統計的方法とを
比較してデータマイニングの特徴を明らかに
し，次いで社会統計学においてKDDのよう
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な統計的実践がどのように位置づけられうる
かを考察する。経営におけるデータマイニン
グの特徴について理解するために，表－2の
ように統計的方法やマーケティングリサーチ
と比較対照しながら以下の三点について整理
を行った（芝村（2006），Hand（1999）参照）。

4.1　解析の目的
　マーケティングリサーチや他の工学的手法
同様，経営におけるデータマイニングについ
ては，解析の目的が経営上の課題に従属して
いる。このことは解析の方向性や結果の求め
方に基本的な相違をもたらしているので，両
者の相違は認識論上の差異に還元できない。
一般に，統計的学術研究の目的は，自立的も
しくは当該学科あるいはパラダイムの内で法
則定立志向的に設定される。具体的には，過
去の事実に関するある言明が一定のケース数
の関連するデータに照らし矛盾していないか
について過誤確率付きで判定される。統計学
はきわめて普遍的な方法論という形態をとる。
　しかし，このような方法論は，「誰がこれ
を買いそうか」というような経営実務上の意
思決定にふさわしいとは限らない。マーケ

ティングリサーチにおいては通常の統計的方
法が適用されるが，外部にある収益等の経営
上の目的が当該研究計画に付与されていると
考えられる。そのため，マーケティングリサー
チであれ経営におけるデータマイニングであ
れ，当面の行動の指針に役立つような予測や
パターンであるルール，つまり試す価値のあ
りそうな仮説の導出の発見が課題である。経
営上の意思決定における「仮説検証」と法則
定立的な学術的な仮説の「推定・検定」とは
用語ほどには似ていない6）。
　マーケティングリサーチやデータマイニン
グによって得られた結果はルールにまとめら
れ，当該企業においてたとえばCRMに反映
されるなどして公開されずに私的に利用され
ることになる。これらルールは，おそらく局
所的，非永続的，発見的，非理論的であり，
普遍的な「法則」や真理（が存在するとして）
の探究とは異なる。手法としては，経営以外
の分野においてもたとえば遺伝子のマイクロ
アレイの解析などにも用いられるが，発見的
な使用法といえる（あるいは工学上の応用で
ある）。

表－２　データマイニングと統計的方法との比較

方法＊ 統計学
（統計的方法）

マーケティング
リサーチ

経営におけるデータ
マイニング

目的 基本価値 科学 → 収益
目標 検証 → 予測・発見
成果 科学的知見 （業務に反映）→ CRM等に反映
結果の公表 あり → なし

データ ソース 調査または統計 ← OLTPのDB等
パラダイム 母集団/標本 ← 記録
サイズ 小 ← （きわめて）大
獲得形態 一括 ← 逐次

モデル 目的 パラメータの推定 ← パターン検出・識別
条件 一意性・最適性 ← 安定性
解析主体 手動 ← 自動
チェック モデルの検定 ← 過学習
チェック方法 有意性検定 ← クロスバリデーション
理論 分布論 ← 機械学習

＊）典型的な場合を想定しているので，個々の手法・条件では妥当しないこともある。
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4.2　データの性質
　データに関しては，制度的な官庁統計にせ
よ学術的な質問紙調査にせよ，また経営上の
マーケティングリサーチにせよ，調査目的に
したがってデータが収集される7）。それに対
し，データマイニングの対象は逐次更新され
る大規模な業務の記録であるOLTPが正規化
されて蓄積されたDWHである。企業と顧客
との接点の痕跡から何か有用な知識獲得を行
うことがデータマイニングの動機であった。
統計調査では調査（設計）段階と後の解析段階
とでのカテゴリーの理論的同一性（蜷川の「信
頼性」）が強く要請または観念されるが，デー
タマイニングの場合はそもそもどのような性
質のデータかがほとんど不明である。
　このようなデータ取得の経過から，データ
マイニングにおいてデータの質の確保には固
有の課題がある。一つは，取引その他の記録
が残らないようなケースが完全に脱落するこ
とである。統計調査の意義は母集団の性質の
解明にあるが，データマイニングにおける
OLTPには半分（以上）の取引のないデータが
そもそも欠落している8）。さらに，データの
DB化にあたっては，正規化や洗浄に多大の
コストや情報流出・悪用のリスクが発生する。
OLTPはもともと解析を予定する調査データ
とは異なる2次データである9）。
　データのサイズはマクロ経済時系列の数十
からDWHのTBのオーダーのスケール差が
あり，そのため小標本のような統計学の基本
的な考え方が不要になることはよく知られて
いる。軽微な差異が膨大なケースによって検
出されて帰無仮説が棄却されがちになるが，
その結果経営上の意思決定（あるいは学術的
にも）に有益な情報がもたらされるとはいえ
ない。データマイニングの対象は，単に大き
なデータセットというだけでなくDBである
ことからその性質の予測がつかないのでそこ

に記されたテキストそのものであり，また集
計量ではないので製表された「統計」とはほ
とんどかかわりがなくなっている。
　なお，大規模DBを前提として，データマ
イニングでは，データを背後に実際もしくは
仮設的な母集団から抽出されたサンプルとは
みなさず，直接テキストそのものからパター
ンを検出しようとする。そのため，注目する
現象を含むケースがデータ全体に僅少な場合，
そのようなケースとそうでないケースとがバ
ランスするように，オーバーサンプリングを
行って感度を増そうとすることもある。パラ
メータの推定のためのランダムサンプリング
とは異なり，あえて偏ったサンプリングが行
われる。

4.3　モデル化
　近代の統計的経済モデルでは，変数（しば
しば集計量）および関数型（しばしば線形）と
誤差項とについて真の関係や分布を想定し，
それにデータをあてはめてパラメータを推定
し，またそのような想定が無矛盾かを検定す
る，というパラダイムが卓越している10）。こ
のモデルは実証主義的な真理発見という学術
的枠組みに適したものでありつつ，要求され
る条件はほとんど満たされない点で特異とい
わざるをえない。これに対し，データマイニ
ングでは，モデルが実用的な範囲で結果を返
すことが重要である。
　実用性には，一つひとつのデータセットに
はそれほど敏感でない安定性が必要である。
反応が安定していて，また，目的に応じて設
定されるパラメータやランダムシードがモデ
ルの根幹に少なからぬ影響を与えるが
（ニューラルネットワークの重み係数や決定
木のノード），形式的な一意性や最適性より
も微少な差を無視した結果の安定性が優先す
る。たとえば，階層型ニューラルネットワー
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クにおいては勾配法が局所解によって支配さ
れてしまう可能性があるため，同一データ
セットにおいても，境界条件を変化させて複
数回推定が繰りかえされ，個々のモデルの各
係数値やその一意性については問題としない。
またモデルの人間的理解も困難なので入出力
関係はブラックボックスとして扱われる。モ
デル化が統計的現象の理解ではなく，それが
何であれパターン検出のために行われる。モ
デルの評価は結局経営上の目的に照らして効
果的かどうかで行われることになる。
　実用性のチェックとして，データマイニン
グにおいては学習用のデータセットにのみ
フィットネスが高い過学習（over training）を
避けることを重視している。経済時系列デー
タなどではデータセットは原理的にサイズの
小のものが1セットのみしかないが，他方膨
大なDWHやデータマートのデータをすべて
学習させるのは不合理である。そこで，複数
のデータセットに分割し，その一つでモデル
を構築・学習させ，もう一つでそれをチェッ
クする。その結果を，残りのデータセットに
ついて予測するようにさせることで，実用的
なモデルを作り上げる。データマイニングに
おいては，通例このようなブーツストラップ
的なクロスバリデーションがケースを節約せ
ずに行われる。
　通常の学術研究においては研究主体である
研究者がデータの設定とモデル化・解析とを
自らが一回の作業で行うことが想定されるが，
データマイニングではこれらの過程の自動化
が志向されている。見通しの悪いデータから
の知識の発見を逐次的に行うためには，機械
学習を用いざるをえないためであるが，ある
パターンがジャンクルールではなく経営上有
益な知識と判断するのは人間の役割である。

結　論

　社会統計学が広い意味で人びとの統計実践
を対象としているなら，企業における統計実
践も含まれると考えられるが，データマイニ
ングは非確率的基礎付け・非国家・非公表・
非科学的真理追究性等の点で従来の統計概念
からははずれている。ここまで，データマイ
ニングの実態と位置づけについて，どのよう
な統計的実践かについて検討を行ったところ，
統計学の想定とは異なるデータの状況に対処
するための統計的実践であるとの結論を得た。
　経営上のデータマイニングの目的は究極的
には収益や株主価値への貢献にあり，そのた
めの意思決定の支援への有効性で効果は測ら
れる。情報諸資源の活用によって単なる個人
的経験主義的でない（ではできない）意思決定
の費用対効果からDWH，データマイニング
からCRMに至るシステム導入が考量される。
このような経営上の統計実践としてのデータ
マイニングは学術研究ではない。
　大規模で見通しが悪く，調査目的で収集さ
れていないデータにおけるパターンを探索的
に逐次的自動的非確率的に処理しておもに
ルールの発見（それに基づく個別ケースの判
定）を行う点で，データマイニングを通常の
統計学よりも機械学習や脳科学，EDAの伝
統に近づけている。このことは，観測数の少
ないマクロな集計量による経済時系列の解析
や母集団－標本パラダイムにおいては事実上
解の一意性がシステムの安定性よりも重視さ
れ，データセットが比較的小さいことや順序
づけられていたこともありクロスバリデー
ション等による過学習のチェックは等閑視さ
れてきた。このように方法論は革新的である
が，経営におけるデータマイニングの成果は
発見された知識が適用されるCRMの有効性
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に大きく依存している。現在までのところ，
KDDとしては理論的，実践的に限定された
効果しかえられていないようであるが，デー
タの蓄積は進行しているといえる。
　この点をデータマイニングに関連しつつよ
り広い領域にかかわって述べると，「統計」
からデータやDBへ統計的実践の対象が，し
たがってそれに応じた方法論も移ろうとして
いるように見える。19世紀に成立した近代
統計が統計の調査と公開とを通じて国民国家
を表象していたが，資本主義のデジタル化，
グローバル化によってその意義が変容してき
ているためと思われる。反対に ICTの発展に
よって個人情報が各所で記録されDB化され
ることが可能となり，実際にますますそうさ
れてきている。KDDの対象は，統計ではな
くこのように社会情報化された個人情報の集
合である。データマイニングの結果である条
件付確率（信頼度）のルールに基づくプロファ
イリングによって，集団や個人への予断や監
視に結びつく可能性が検討されなければなら
ないであろう。このことは，民間企業はもち
ろん，それら情報を名寄せして管理しようと
する国家についていっそうあてはまる。
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注

1．本文中の経営管理および経営情報に関する略語
については付表を参照。

2．戦後日本の総合的品質管理TQCにおいて，オン

ラインとはワークフローに従ったラインメンバー
による同期処理を指し，オフラインとはスタッフ
メンバーによる非定型的非同期的でより研究的な
処理を指す。以下もこの用語法を借用しているので，
通信状態をさすのではない。

3．Berson, Smith and Thearling（2000）参照。たとえ
ばラブマン（2003）によると，デジタル化されたカ
ジノではカード利用と併せデータの収集・解析と
CRMにはかっこうの分野であった。

4．中敷領（1995）は計量経済学の手法と比較して少
なくとも同程度の結果を得たように報告して，解
析手法としての位置づけの検討の必要性を説いて
いる。

5．Cheng and Titterington（1994）およびそれへの
Bienestock E. and S. Geman, Comment, pp.36－7参照。
フーリエ解析との相似については熊沢（1998），4章
参照。ここでは，ボルツマンマシンのような「教
師なし学習」モデルについてはふれていない。また，
学習理論での位置については，渡辺他（2005）参照。

6．何が売れそうかという実務上の「仮説検証」が
行われるとき，通常の統計学的仮説検定がほとん
ど行われない理由である。他の例として，池田
（2000）では，経営実務としての品質管理における
統計的方法の認識論的還元に反対している。

7．官庁統計においてもレジスターベースに基づく
作成やマイクロデータ利用，また各種社会調査結
果のアーカイブ化やメタアナリシスなどの2次利
用の諸形態についても検討が必要であろう。

8．もっとも，統計調査においても悉皆調査であれ
標本調査であれデータの汚染や欠落は大きな問題
である。

9．Hand et al.（2000）ではさまざまな分野から取られ
たデータについて吟味しつつ，データマイニング
においてとくに解析の前提となるデータの特質を
考慮にいれることが強調されている。

10．マクロ経済学以外の経営経済の研究やマーケティ
ングリサーチでは非集計量が扱われる。その場合
でも以下の記述はおおむね妥当するものと思われ
る。
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SKU Stock Keeping Unit

コメント
佐　野　一　雄

社会科学は可能か？
　情報技術革命は人間社会に計り知れない影
響を与えつつある。とりわけ営利を目的とす
る民間企業にとって，顧客情報と取引記録の
管理と分析は経営の死活問題であろう。他方
で，個人情報の漏洩による犯罪被害なども後
を絶たない。国家もまた，膨大な情報を適切
に管理することなしには成り立たない。池田
論文は，民間企業における情報の蓄積と利用
を概観することにより，従来の統計概念の限
界を明らかにしようと試みている。池田が指
摘するデータマイニングの「非科学的真理追
究性」は，社会科学の可能性と限界について
の問いでもある。そこで，社会統計学の伝統
でもある社会科学方法論という観点から，池
田論文の提起する問題について考察してみよ
う。

１　データマイニングとは何か？
　池田によれば，データマイニングとは大規
模データからの知的発見のための手法の総称

である。何らかの原理に導かれた演繹的な知
的発見のプロセスとは対照的に，データ解析
の現場では，帰納的な試行錯誤のプロセスを
辿るのが普通である。商用のデータマネージ
メントソリューションにおいては，メタデー
タと呼ばれるべき不定形なデータベースが
データウエアハウスとして再構築され，デー
タマイニングの対象に変換される。分析可能
な多次元データはキューブと呼ばれ，ネット
ワークを介して任意の解析手法によって切り
刻まれる。このような概観は，原データが不
定形かつ大規模であること，ネットワークを
利用したフレキシブルな分析が可能であるこ
と以外に，格別に革新的な理論や方法を含む
ものでないことを示す。条件的確率を基礎と
する連関規則の発見，決定木やニューラル
ネットワークの応用，テキストマイニング，
その他の手法は，いずれもデータ主導型の分
析方法であり，帰納的な知的発見の道具であ
る。ではなぜデータマイニングの「非科学的
真理追究性」が，社会科学の可能性と限界に
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ついての問いとして意味をもつのか。この点
について，池田は，データマイニングと従来
の統計方法とを比較して考察している。

２　従来の統計方法とどう違うのか？
　池田の論点は，解析の目的，データの性質，
モデル化の三点である。池田は「経営におけ
るデータマイニングについては，解析の目的
が経営上の課題に従属している」ことを最初
に指摘する。この点は，従来の統計学におけ
る理論主導型とデータ主導型の対立が，あく
までも科学的真理追究を基軸としていたのに
対し，収益等の経営上の目的が真理追究に優
先し，池田の主張する「非科学的真理追究性」
の有力な根拠となっている。続いて「統計調
査では調査（設計）段階と後の解析段階とでの
カテゴリーの理論的同一性（信頼性）が強く要
請または観念されるが，データマイニングの
場合はそもそもどのような性質のデータかが
ほとんどまったく不明である」と指摘する。
さらに池田は，「モデル化が統計的現象の理
解ではなく，それが何であれパターン検出の
ために行われる。モデルの評価は結局経営上
の目的に照らして効果的かどうかで行われる
ことになる」と結論する。
　経営の現場は常に動いており，想定外の事
象を経験することも少なくないであろう。状
況をリアルタイムに記録するメタデータと
データウエアハウスの必要性も，経営上の重
要な課題として認識されることも想像に難く
ない。実際，データマネジメントソリューショ
ンやCRMソリューションに対する需要は強
く，様々なベンダーがソフトウエアを提供し
ている。
　結局，池田の論点は，いずれも経営上の課
題からもたらされる必然的帰結であり，デー
タマイニング固有の本来的な特性とは言えま
い。官庁統計においても，民主的であるか否

かを問わず，国家による支配という目的が優
先されることを考えれば，データマイニング
そのものが従来の統計方法からの大きな逸脱
であるとも言えないのではなかろうか。

３　社会科学は可能か？
　それにもかかわらず，池田論文は馴染み深
い古典的な問題をわれわれに再認識させる。
それは自然と社会の違い，さらに科学と工学
の違いの問題である。池田が「経営上のデー
タマイニングの目的は究極的には収益や株主
価値への貢献にあり，そのための意思決定の
支援への有効性で効果は測られる」と述べ，
「経営上の統計実践としてのデータマイニン
グは学術研究ではない」と言うとき，その言
外にあるのは社会科学の可能性に対する疑問
ではなかろうか。社会研究において科学的真
理の追究は可能かという問題である。
　自然と社会という対立軸において，最もわ
かりやすい例は，天気予報と景気予測の違い
である。バリ島の祈祷師などを除けば，人間
の意識が気象に影響を与えると信じる者は少
ないであろうが，景気や相場となると話は別
であろう。およそ社会現象に関して，人間が
意識するか否かに関わらず客観的に存在する
真理を，科学の名において追究し確立するこ
とは極めて困難である。それは形而上学が担
うべき課題であろう。
　このような社会科学の本質的な困難性に対
し，経営工学の可能性は無限の広がりと奥行
きを感じさせる。営利企業に限らず，国家に
おいても，支配目的を達成するための有用な
方法であるからこそ，官庁統計，業務統計，
業務記録が利用されているのであり，経営に
おけるデータマイニングが経営上の課題に従
属するのは当然なのである。したがって，官
庁統計を利用する場合と同様に，データマイ
ニングに科学的な価値があるかどうかは，そ
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の目的とはまったく別の問題であると考える
べきであろう。政治や経営においては「勝て
ば官軍」なのであり，正しいものが勝つとは
限らず，勝者が正しいとも言えない。
　それでは，経営工学の可能性と有用性に対
して，社会科学は，専門家集団による言語ゲー
ムのフィールドとしてだけの存在意義しか持
たないのだろうか。実は「科学」に対する拘
りが，このような疑問そのものを生んでいる
ことは明らかである。数学の定理や物理の法
則に対するプラトニックな憧憬が，社会研究
に過度の科学性を要求させるのである。しか
し，仮に社会現象に真の法則と呼ぶべきもの
が発見されたとしても，人々はその法則を学
習し，行動を変化させるだろう。つまり，社

会現象の研究は，どこまで進んでも人間自身
との対話でしかありえない。その意味で，経
営におけるデータマイニングは，健全な明る
さを持っているようである。
　最後に，池田が指摘するように，プロファ
イリングによる集団や個人への予断や監視は，
おそらく不可避であろう。すでに特定の犯罪
前歴者に対する監視や，出入国管理の現場が
それを示している。真の問題は，プロファイ
リングにあるのではなく，民主的支配におけ
る合意形成のプロセスにある。情報技術や
データマイニングには何の罪もないのであり，
まさに社会に関する形而上学が必要とされる
所以である。
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はじめに

　統計の調査環境の悪化により1970年代以
降，欧米諸国では，人口センサス実施の困難
性が顕在化し，北欧諸国を中心に，統計調査
に基づくセンサス（「調査型センサス」）から行
政レジスターに基づくセンサス（「登録簿型セ
ンサス」）への移行が進行する（工藤，1995）。
その後，登録簿型は北欧諸国以外の国々へも
広がりつつある。調査型を維持する場合も，
たとえば，標本調査をもとに調査結果の補正
を実施する国が現れている。他方，事業所セ
ンサスに関して，欧米諸国では，近年，事業
所や企業を対象とする標本調査のための母集
団情報の提供という事業所センサスの機能に
特化したビジネスレジスターの整備が急速に
進展している。
　このような欧米諸国の動向に対して，我が
国では，今のところ伝統的な調査方式（全数
調査の実施）が堅持されている。しかし，人
口センサス（国勢調査）に関しては，人口構造
の転換期を迎えている今日，その実施の困難
性が顕在化してきている（濱砂，2005）。また
事業所センサス（事業所・企業統計調査）に関
しても，最近，事業所や企業の把握漏れが深
刻化し，その対策として税務記録等の行政情

報の活用を採り入れた経済センサスの実施が
計画されている（舟岡，2005）。
　従来，センサスには構造統計表の作成と標
本設計のための母集団情報の提供という二重
の機能（あるいは目的）があるとされてきた。
以下では，当該分野の統計に関する国際動向
を踏まえ，これらの二重機能の変化という観
点から，今日のセンサスの多様化を特徴付け
るとともに，我が国の政府統計の課題につい
て論じてみることにしたい。

１．人口センサスの変容

　ここではまず，すでに登録簿型センサスに
移行を完了した北欧諸国等や現在移行を計画
中のドイツの事情を紹介する。次に，調査型
を維持しつつも，伝統的な調査方式とは異な
る英米仏におけるセンサスの変容について言
及する。

1.1　登録簿型への移行
⑴　北欧諸国

　世界で最も早く登録簿型センサスに移行し
た国はデンマークである。同国では，早くも
1966年に所要の法制度を整備し，統計作成
を統計調査によることなくレジスターだけを
源泉としたレジスターベースの統計制度への

Ⅰ　センサスと統計調査の変容
西　村　善　博
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移行を行った。そこでは中央人口レジスター
が68年に設置され，それに基づく登録簿型
センサスが 81年に実施されている（工藤，
1989，1995，2000）。
　デンマークに続き，1990年にはフィンラ
ンドも登録簿型に完全に移行した。ノル
ウェーでは，2001年センサスが，人口の項
目についてはレジスター，住宅の項目につい
ては統計調査に基づき実施された（Harald, U., 

1999）。80年代からそれへの移行が検討され
ていたスウェーデンでは，2005年センサス
を完全にレジスターに基づき実施する予定で
ある（Bruhn, Å., 2001）。
　登録簿型センサスでは，基本レジスター（中
央人口，住居・建物，企業・事業所）が個人
識別番号によって結合され，そのサテライト
レジスターとして各種の行政レジスターが結
合される。このようなシステムの整備によっ
て，公式統計の作成だけでなく，任意の時点・
地域・フォーマットで集計・作表を行った統
計の提供や，人員・経費の大幅な削減が可能
となる。その反面で登録簿型センサスは，①
行政資料の概念が統計上の概念と必ずしも一
致しないので変換や推計が必要であり，②源
泉を異にする行政資料は相互リンクができな
いものが多く，③レジスターでカバーできな
いデータは，統計調査により収集する必要が
あるといった欠点も持っている（工藤，2000）。
　このような登録簿型センサスは，北欧諸国
以外にも広がりつつあり，たとえば，オラン
ダでは，2001年センサスが，人口の項目に
ついてはレジスター，住宅の項目については
標本調査に基づいて実施された（Linder, F., 

2004）。また，次に紹介するように，ドイツ
では，個人識別番号を利用できない条件下で
の登録簿型センサスが構想されている。

⑵　ドイツの登録簿型センサス構想
　ドイツ連邦政府は，1996年夏期に1983・
87年センサスの経験を踏まえて，2000年ラ
ウンド人口センサスを全数調査として実施し
ないことを決定した。その結果，連邦内務省
と連邦・州統計局は，行政レジスターのデー
タを連結する統計レジスター構築に関する調
査研究プロジェクトを発足させた（濱砂，
2000）。連邦・州統計局は，登録簿型センサ
スモデルの開発を担当し，試験調査の結果も
加味して次期センサスのモデルを勧告する。
以下，ドイツ連邦統計局職員の報告（Szen-

zenstein, J., 2004）に依拠して，その主な内容
を紹介する。
　登録簿型センサスモデルの主なデータ源は，
地方自治体の人口レジスター（PR），連邦雇
用庁（FEA）の雇用レジスター，それに郵送調
査として実施される住宅調査である。これら
を連結するために，①自治体PRを中央人口
レジスター（CPR）として統合し，②CPRデー
タファイルをFEAデータファイルとミクロ
レベルで結合し，③世帯編成のために，住宅
調査データとCPRデータを照合する必要が
ある。これら一連の作業には，個人情報保護
上の法的制約から個人識別番号の利用を禁じ
られていることから，それは諸特性値（名前，
性，出生地，住所）をもとに行われる必要が
ある。
　CPRの作成に先立って，各自治体PRの記
録が連邦標準と整合的かどうかを点検する必
要があるが，それらには重複登録や登録漏れ
といった不備がある。なお，一時的・永続的
重複登録問題については，独自の点検方法が
考案されている。
　他方，世帯の編成に関しては，CPRと住
宅調査の結果に基づいて，個々人のグループ
化が必要となる。世帯の定義は，基本的に世
帯・住居概念であり，住宅単位を占有してい
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る総人数が世帯を形づくるとみなされ，その
概念の具体化として，5段階からなる世帯の
編成方式が提示される。
　さらに試験調査によって，自治体PRの質
やCPRにおける重複登録の発見・除去方法
の効率性が評価され，世帯編成のためのさま
ざまな種類のデータリンケージとアルゴリズ
ムがテストされる。その結果，個人識別番号
によらなくても，ミクロデータの正確な1対
1のレコードリンケージが実現可能であり，
氏名等の特性値が利用可能ならば十分に正確
であることが経験的に確認された。しかし，
精度の観点からセンサス結果として受け入れ
難い点もあり，いくつかの改善方策が提案さ
れている。
　こうして連邦・州統計局は，①2つの基準
日に関する全自治体PRファイル，②FEAや
他の行政機関からのレジスターデータ，③家
主を対象とする住宅調査，④施設や学生宿舎
を対象とする調査，⑤CPRの重複登録の点検，
⑥CPRと住宅調査による世帯の編成，⑦大
規模な補完的標本調査（人口1万人以上の地
方自治体を対象），といった要素からなる次
期センサスのモデルを政策決定者に勧告して
いる。
　2011年EUセンサスラウンドへの参加が期
待されているこの新構想センサスは，従来の
センサスの1/3の実施費用で済み，また回答
負担の大幅な軽減に寄与するものと期待され
ている。しかし，詳細な地域レベルで完全な
センサス情報あるいは信頼できるセンサス結
果を保証できないという問題がある。

1.2　調査型センサスの変容
⑴　英国のワンナンバーセンサス

　英国のセンサスにおける重要な問題は人口
の過小把握（濱砂，2000）である。そのため英
国では，2001年センサスでワンナンバーセ

ンサスが実施された。以下では，Cruddas, M. 

and Diamond, I. （2000）をもとに，その概略を
述べる。
　英国におけるセンサスの主な利用の一つは，
年次人口推計値の基準データの提供にある。
その基準は，センサスの把握漏れ水準を考慮
に入れる必要がある。伝統的に，これはセン
サス事後調査（PES）による収集データおよび
（全国レベルでは）以前のセンサスに基づく人
口推計値との比較をもとに測定されてきた。
1991年センサスの場合，把握漏れのレベル
は推定2.2％とさほど高くなかったものの，
すべての社会人口層や地域において一様に生
じたものではなく，またPESに基づく推計
値と以前のセンサスに基づく推計値との間に
大きな乖離が存在した。これは，PESが把握
漏れレベル及びその変化の程度を適切に評価
できなかったことによる。
　このため2001年センサスでは，カバレッ
ジの最大化が優先課題となり，それを達成す
るために多数の手段が講じられた。たとえば，
記入が容易になるように調査票が再設計され，
人口の定義が再検討され，調査票の郵送によ
る返却が実施され，回答率が最低レベルと見
なされた地域に調査員が集中投入された。
　このような努力にも拘らず，ある程度の把
握漏れが生じることが予想されたことから，
把握漏れを測定し，センサスカウントと人口
推計値との間の明確な関係を提供し，把握漏
れに合わせて全センサスカウントを調整する
ことを目的とするワンナンバーセンサス
（ONC）計画が立案された。その処理過程は，
大要次の通りである。
　①センサス捕捉調査（CCS）の実施によって，
郵便コード（地理的単位で平均15世帯）標本
を再調査する。CCSでは把握漏れを測定する
ために，少数の重要な変数に関するデータを
収集する。CCSデータは，確率に基づくマッ
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チング手続きを使って，個々のセンサス記録
と照合される。②センサス及びCCSの結果
をもとに，英国の各地域について，性・年齢
別人口推計値を求める。地域は，設計集団
（Design Group），大規模な地方自治体地区
（LAD），小規模LAD集団から成る。設計集
団の推計値を求め，それから全国・LADレ
ベルの推計値を導出する。④全国・設計集団・
LADレベルの推計値が，それらの妥当性を
評価するために，以前のセンサスに基づく推
計値と比較される。⑤個人・世帯レベルの記
録を推定把握漏れレベルによって補定
（imputation）し，調整済み個人・世帯データ
及び個人・世帯表を作成する。

⑵　 米国における2010年センサスの再設計
　米国では，1970年センサス以来郵送調査
が実施されている。当初2000年センサスでは，
把握率を改善するために，本調査（全数調査）
の回答率の改善に加えて第2次調査として標
本調査（総合捕捉測定調査）が計画されていた
（濱砂，2000）。しかし最高裁の違憲判決
（1999年1月）により，標本調査による調整済
みセンサスデータを議員定数の配分に使うこ
とが不可能になった。このため米国では英国
のようなワンナンバーセンサスの導入が断念
され，センサスのロングフォーム（詳細票）に
ついては，年次大規模標本調査としてアメリ
カ地域社会調査（ACS）を別途実施することで，
センサス本体については，マスター住所ファ
イル・デジタル地図（MAF・TIGER）強化計
画に基づいて，ショートフォーム（基本票）の
みで実施するというセンサス再設計計画が策
定 さ れ た（Waite, P.J., 2002，Vitrano, F.A., 

2004）。その結果，センサスは基本票のみと
なり把握度の改善が期待できることから，法
令上の使命（議員定数の配分，選挙区画改正
のためのデータ収集）をより直接的に充足す

るものと考えられている。なお，ACSは，
1996年以降，試験的に実施され，2005年に，
フルサイズ（300万世帯を対象）で実施される
予定である。
　ところで，MAF・TIGER強化計画とは，
センサス局の人口統計データ収集計画を支援
するため使われる地理・住所ファイルの総合
的な整備のことである。MAFは米国（プエル
トルコ等を含む）の居住区，施設，企業等に
関する最新の郵送先住所リストであり，ACS

によって更新される。住所はセンサスブロッ
クに割当てられ，米国のデジタル地図である
TIGERとリンク可能である。TIGERは，調
査員が位置を確認するために利用するすべて
の街路・川などや，センサス・世帯調査デー
タを表章するために使われるすべての行政区，
センサス調査区，センサスブロックに関する
境界，名称，地理コードを記録している。さ
らには，すべての住宅単位の所在地を記録し
ている。
　センサス局では，街路の位置等を修正する
ことでTIGERの再調整を行い，その精度を
高め，GPSを活用した調査員への活動支援シ
ステム（都市部とは違う住所表示地域におい
て住宅を見つけるなど）を構築する計画であ
る。これによって，調査員の作業量の軽減や
センサスの把握度の改善が期待されている。
　以上のほかにも，多数の処理がセンサスの
費用を削減し，精度を改善するために再構築
される予定である。今後，2005年に第2回全
国センサス試験調査，06年に第2回現地調査，
08年に最終的なリハーサル・センサスが予
定されている。

⑶　フランスのローリングセンサス
　フランスでは，当初1997年に予定されて
いた第33回一般人口センサスが99年に延期
されたのを契機に，予算の平準化への対応も
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射程に入れた新センサスの導入が計画され，
2004年1・2月，ローテーション方式に基づ
く新たなセンサスへと移行した。
　計画は1999年以降本格化し，全国統計情
報評議会（CNIS）における国立統計経済研究
所（INSEE：中央統計局）と統計利用者グルー
プ間の長期的な協議（1999年），センサスの
革新に関するSFdS－INSEE方法論セミナー
（2000年10月等に開催，なおSFdSはフラン
ス統計学会の略号），2002年統計方法論会議
（2002年12月）において，センサス設計の基
本方針が検討される。他方，センサス関連法
に関しては，2002年2月末，身近な民主主義
に関する2002年2月27日法第2002－276号（特
に，その第V編「センサス実施作業（République 

française, 2002）」）として公布され，2003年の
中頃以降，センサスの主要な実施規則が制定
される。
　このような経過を経て2003年10月，次の
ような調査の基本方針が示される（INSEE, 

2003）。すなわち，人口 1万人未満の小コ
ミューンについては5グループに分けられ，
5年ローテーションで毎年，各グループを構
成する全コミューンが悉皆的に調査される。
一方，人口1万人以上の大コミューンについ
ては，毎年，住所標本に対する調査によって
実施される。INSEEはコミューンと連携し
建物登録簿（RIL）を絶えず更新するが，それ
を標本抽出枠として利用する。住所は5グルー
プに分けられ，毎年グループのうち1つが選
択される。そのグループにおいて，コミュー
ン住宅の8％に相当する住所標本が抽出され，
その住所に属する住宅の全体が調査される。
5年後に，グループのローテーションによって，
大コミューン全域の40％の人口が調査され
ることになる。
　なお，共同利用施設，家のない人々・移動
住宅居住者については特別の調査規定が設け

られる。海外領土に関しては，新センサスの
適用外であって，従来の伝統的なセンサスが
5年毎に実施される。
　このような調査の基本方針は，2002年の
中頃に，ほぼ決定的となっていた（Grosbras, 

J－M., 2003a）。これに対して，5年間の調査
結果に基づきその中間年の推計値として求め
られる詳細な統計結果については，その時点
で，決定的な推計方法を提示するまでには達
していない（Grosbras, J－M., 2003b）。

２．事業所センサスの変容とビ
ジネスレジスター

　現在，世界の主要各国では，企業・事業所
を対象とする調査実施のためのフレームとし
ていわゆるビジネスレジスターが本格的に整
備され，稼動している。ビジネスフレームに
関しては定期的に国際円卓会議（International 

Roundtable on Business Survey Frames）が開
催され，各国間での経験交流が行われている。
また，欧州諸国ではビジネスレジスターの整
備がEUの共通統計政策として推進されてお
り，なかでも英国とオランダが最も先進的で
あるとされている（森，2004）。そこで以下で
は，米国センサス局の新ビジネスレジスター
と英国国家統計局（ONS）の省庁間ビジネスレ
ジスター（IDBR）の概要を紹介する。

2.1　 米国センサス局の新ビジネスレジ
スター

　これまでの米国では，ビジネスレジスター
として，センサス局の標準統計事業所リスト
（SSEL）や労働統計局（BLS）のロンジチュー
ディナル（縦断的）データベースが知られてい
た。センサス局の新ビジネスレジスター（BR）
は，このSSELに代わるもので，2002年経済
センサスに向けて構築・整備され，2004年1
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月からその完全な運用が開始された。
　センサス局BRは，企業は有給雇用者あり
企業（雇用主企業）と有給雇用者なし企業（非
雇用主企業）から構成される。その中に非雇
用主企業が含まれることや行政データ利用の
拡充といった点がSSELとの顕著な違いであ
る。 以 下，Hanczaryk, P.S.（2003），Winters, 

F.（2005b）をもとに，センサス局BRの情報源
等に言及する。
　センサス局BRの主要な情報源は，5年周
期で実施される経済センサスである。2002

年経済センサスでは，雇用主企業の事業所の
うち複数事業所企業と大規模単独事業所企業
を対象に郵送調査が実施された。雇用主企業
のうち小規模単独事業所企業については，後
述の連邦行政記録が用いられる。なお，セン
サス局BRは，経済センサスの実施に際して，
メールリスト，結果の受取りと追跡のための
チェックインファイル，返却情報の保管庫と
して役立つ。
　経済センサスの非実施年では，会社組織調
査（COS）が大規模複数事業所企業の組織構造
を把握するための主要な手段である。COS

は年次標本調査（約5万の企業を対象）であり，
対象企業は，各事業所の活動状況，新設，閉
鎖，スピンオフ，買収（スピンオフや買収の
場合，関係会社の名称と所在地）についての
報告を求められる。
　また，その非実施年では，COSとともに
行政記録がBR更新の主要情報源である。そ
こでは，内国歳入庁（IRS），労働統計局（BLS），
社会保障庁（SSA）から提供される行政情報が
広範に利用されている。とくに IRSは，単独
事業所雇用主企業とすべての複数事業所企業
に対応した雇用主識別番号（EIN）登録済み雇
用保険雇用主負担分支払企業について，その
名称，所在地，第1四半期の雇用，全四半期
給与支払額，売上高等のデータを提供する。

　このようなデータの提供は，センサス局に，
小規模雇用主企業に対する郵送調査を実施す
る場合に比べて効率的，低コストの情報収集
をもたらしている。さらにセンサス局は，非
雇用主企業（零細企業）の情報源として，もっ
ぱら企業所得税申告書を利用している。IRS

データの最大の利点はその適時性にあり，セ
ンサス局は，IRSから週1回の頻度でデータ
を受取り，レジスターの更新を行っている。
　新規に開業した企業や組織の納税者は，
EIN，申告様式SS－4の適用を IRSに届け出る。
それを受けて IRSは，SSAに記録ファイルを
転送し，SSAはその様式で報告された主要活
動などの情報をもとに，申請者の産業分類上
の格付けを行う。SSAはセンサス局に対し，
EIN，北米産業分類（NAICS）コード，推定雇
用等を月次ベースで提供する。
　上記以外の情報源として，労働統計局
（BLS）から提供されるものもある。BLSは，
州職業安定局から，雇用・賃金四半期センサ
ス（QCEW）プログラムの一環として，民間・
公共部門の産業分類等のデータを受取る。
BLSはセンサス局と産業分類を共有しており，
センサス局の産業分類格付け作業に協力して
いる。
　センサス局BRはそれ自体が統計としても
公表されており，雇用主企業に関して，州や
郡といった地域レベルでの事業所数，第1四
半期雇用者数，第1四半期給与支払額および
年次給与支払額が得られる。また，非雇用主
企業に関する情報についても，州・郡レベル
で公表されている。この他にも毎年の最終
BRは，センサス局職員および外部利用者（セ
ンサス局の州データセンターを通じて）によ
る経済分析のためのビジネス母集団に関する
ロンジチューディナルファイルを構築・整備
するために，センサス局の経済調査研究セン
ターによって保管・利用されている。
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　最後に，センサス局BRの技術的な構成と
問題点について付言する。BRは，オラクル
データベースとして，4つの基本となる親表
（EIN_UNITS等）とそれに関連する子表，さ
らには3つのコア表（LINKS等）から構成され
る。現状の問題点として，BR上の種々の表，
単位を関係付けるLINKS表が効率的，体系
的に設計されていないことが指摘されている。

2.2　英国国家統計局（ONS）の IDBR

　英国における省庁間共同利用のビジネスレ
ジスターとして，1994年にIDBRが導入された。
IDBR創設の主な契機として，国内的には，
それまで旧中央統計局と旧雇用省が独自に維
持していたレジスターを調査フレームとした
調査結果に基づく推計値の間に耐え難い不整
合の存在，他方対外的には，EU統計局の統
計基準化政策の一環としてのビジネスレジス
ター（BR）整備の推進がある。以下，これら
の主な内容を紹介する（森，2004，ONS，
2001，Perry, P. and Vale, S., 2003）。
　1993年のEUの発足に伴い，域内の貿易・
企業活動が大幅に自由化された結果，統計作
成の新たな課題（域内貿易統計の作成，企業
活動のより正確な把握）が生じた。これを受
けて，「統計目的のためのビジネスレジスター
構築における共同体の調整に関する1993年7

月 22日付理事会規則第2186/93号」（EEC，
1993b）が公表される。この規則制定後，EU

諸国はBRの創設あるいは既存BRのEU基準
への適応を進めるとともに，95年以降，こ
の規則の勧告に対する取組状況の報告をEU

統計局から求められることになった。
　IDBRは，英国税関当局（HMCE）のVAT登
録業者データと内国歳入庁（IR）のPAYE登録
雇用主に関するデータを主たる情報源として
いる。国家統計局（ONS）は，HMCEからは
毎週，毎月あるいは四半期毎に，IRからは

四半期毎に，業務データの提供を合法的に受
けている。またONSは，会社登記所（Companies 

House）の四半期毎の企業情報を法人のVAT

レコードとPAYEレコードのリンク支援情報
として利用している。さらに，ダンアンドブ
ラッドストリート社による英国の会社，その
海外の子会社や親会社に関する年次情報を企
業グループデータの更新に利用している。こ
うした情報源のほかにONSでは，IDBRの維
持・更新情報を入手するために，年次レジス
ター調査（ARI）等も実施している。
　IDBRのカバレッジはVATとPAYEの 2つ
のレジスター情報の質に制約される。VAT登
録については年間取引額により登録義務対象
企業の下限が設定され，それ未満の企業には
VAT登録の義務がない。その他，VAT適用免
除産業や非課税取引に属する企業も対象外で
ある。PAYE登録については，雇用者全員の
所得がいずれも所得税の課税限度額に満たな
い企業については登録を免除される。VAT登
録義務の適用外企業等であっても，PAYE等
の情報によって，その存在や事業活動が確認
できた場合には，IDBR登録に加えられる。
　ビジネスレジスターの情報源としてVAT

あるいはPAYE情報を利用する時の大きな限
界の一つは，それらが場所的単位（local 

unit：事業所）に関する情報を保有していな
いことである。このためARIが全経済（農業
を除く）にわたって場所的単位を確認するた
めのツールとして開発された。すなわち，
ARIは年次企業調査（ABI）とともに，小地域
に関する統計の提供という利用者の要求を満
たすように設計されている。
　IDBRでは，行政単位，統計単位，報告単
位（reporting unit）という3つの単位が設定さ
れている。行政単位は情報源の制度上の区分
に係わり，VAT登録業者（VAT traders），
PAYE登録雇用主（PAYE employers）からなる。
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統計単位として，企業，企業集団，場所的単
位，活動種類単位（KAU）がある。これらは
統計単位に関するEU規則（EEC, 1993a）に準
拠したものである。報告単位は企業の郵送先
住所を有し，企業が自身の調査データを
ONSに報告するための単位である。報告単
位は一般に企業と同じであるが，企業内の場
所的単位等に分割されることもある。なお
IDBRに収録されている項目は基本的に上記
の理事会規則第2186/93号付録Ⅱに準拠して
いるが，他にも独自に追加されている項目が
ある。
　IDBRの利用には統計利用と限定的な行政
利用がある。統計利用については，ビジネス
サーベイのための標本抽出枠（フレーム），郵
送先リストとしての利用と直接的な分析ツー
ルとしての利用に分けられる。前者には分析
の分野を特定するための情報の提供，非回答
企業等について，推定が可能となるような補
助的な情報の提供，企業の報告負担のモニタ
リングの促進などの役割も含まれる。後者の
直接的な分析として，ビジネス分布に関する
静態調査，ビジネス動態分析，利用者から要
求される特別分析（これはしばしば政府の政
策変更に関する評価を支援するものである）
がある。他方，行政面での利用では，通商産
業省（DTI）やウェールズ議会等による産業界
へのサービス提供や，HMCEによる標準産
業分類（SIC（92））コードの更新などがある。
　IDBRの将来として，行政データ利用の拡
充や小地域統計の利用増等が課題とされてい
る。前者は，企業の報告負担の軽減の観点か
ら，統計調査の積極的統廃合の可能性を，後
者については，他のいかなる行政資料からも
得られない事業所ベースでの詳細な小地域情
報を提供するものとして，中央，地方政府か
ら期待されている。

３．今後の課題－むすびにかえて

3.1　センサスの多様化と我が国の課題
　人口センサスに関して，近年，多様化の傾
向が強まっている。そのベクトルの一つの軸
は，調査型から登録簿型への移行である。こ
の場合，住宅の項目を含め，完全に移行した
かどうかにより相違がある。現在移行が計画
中のドイツでは，2011年EUセンサスラウン
ドへの参加が期待されており，今後の動向に
ついて注視していく必要がある。なお我が国
の国勢調査は，現状ではその対極に位置する。
　すでに本文でも見たように，英米仏といっ
た調査型センサスを維持している諸国におい
ても，調査実施の形態は必ずしも一様ではな
い。英国では，別途大規模標本調査から得ら
れた本調査での調査漏れの規模と分布情報を
用いて本調査結果を補正し，調整済み統計値
を作成するワンナンバーセンサス方式を採用
している。英国型ワンナンバーセンサスへの
移行を断念せざるを得なかった米国では，詳
細票の調査事項を標本調査としてセンサスか
ら分離し，センサス本体の調査事項を軽減す
ることで把握精度の確保を図ることになった。
そのために，マスター住所ファイル・デジタ
ル地図（MAF・TIGER）強化計画に基づいた
調査区整備作業が現在精力的に行われている。
米国の場合，センサスそれ自体としては全数
調査として計画され，この限りでは，我が国
と同様の方式への回帰ともいえる。一方，フ
ランスは，標本調査を組み込んだローテー
ション型センサスという新たなモデルの構築
を目指している。そこでは，標本抽出枠とし
て使用する建物登録簿（RIL）の整備が重要な
課題である。
　人口センサスにおける標本調査の位置づけ
からみると，我が国と米国は伝統的なセンサ
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ス方式であり，英国とフランスは相互に異質
な形で標本調査を組み込んだ人口センサスモ
デルとなっている。他方，調査の実施基盤と
してのフレームの整備という点では，米国の
MAF・TIGERは潜在的にフランスのRIL的
な役割を内包しており，人口・世帯調査の共
通調査基盤の構築を指向するものとして注目
される。
　事業所センサスの分野に関して，欧米諸国
では，企業，事業所等を対象とする各種標本
調査での標本抽出枠ならびに調査結果復元の
ための母集団情報としてのビジネスレジス
ターの整備が急速に進展している。特にその
構築・維持にあたっての主要な情報源として，
行政記録（特に税務記録）が重視されている。
そのために，所要の法令の制定や関係省庁間
の協力関係がすでに制度化されている。
　ところで，我が国における国勢調査ならび
に事業所・企業統計調査の現状はどうであろ
うか。
　2005年10月の平成17年国勢調査の実施が
様々な困難に直面したことから，今後の国勢
調査の在り方を検討するために，2006年1月，
総務省に「国勢調査の実施に関する有識者懇
談会」（06年1～7月を予定）が設置された。
そこでの検討内容として，①国民の理解がよ
り得られやすい調査票の配布・回収方法の改
善方策，②調査困難の状況等を勘案した調査
員業務の見直し，③国民がより記入しやすい
調査項目や記入方法の検討などが予定されて
いる（総務省，2006a）。これらの検討課題を
見る限り，現段階では調査型センサスが指向
されているように思われる。しかし，地方自
治体や調査員からのヒヤリングをみると，調
査事項の軽減や行政資料の利用を求める声も
ある（総務省，2006b）。いずれにせよ，懇談
会の議論も含め，今後の事態の展開を注視す
る必要がある。

　他方，我が国の事業所・企業統計調査は，
事業所及び企業の産業，従業者規模等の基本
的構造を全国及び地域別に明らかにするとと
もに，各種標本調査実施のための母集団情報
となる事業所及び企業の名簿を整備すること
を目的としている（総務省統計局，2003）。し
かし，最近では，SOHO形態の小規模事業主
や個人事業主の出現，法人企業の特定の部署
を事務所として商業登記された子会社企業の
存在を背景にして，調査員の目視による事業
所の把握では捉えられない企業・事業所が増
えている。このため，法人企業統計の会社法
人数と事業所・企業統計の会社法人数が大き
く乖離する状況が生じていると指摘されてい
る（松田・菅，2005）。
　こうした事業所・企業統計調査における深
刻な把握漏れを受けて，2009，11年に実施
が計画されている経済センサス（仮称）では，
限定的な形での税務登録情報さらには企業登
記情報といった業務情報の活用が検討されて
いる。なお，経済センサスは，09年は名簿
整備，11年は経理項目の調査を目的として
いる（舟岡，2005，松田・菅，2005）。我が国
の場合，行政情報を統計目的で活用するため
の法制度が未整備であることから，少なくと
もその本格的な整備が実現するまでの間は，
基本的に調査に依拠して事業所・企業名簿の
整備を行わざるを得ないように思われる。し
かし，開廃業といった企業動態の実際動向を
考慮に入れると，行政記録の利用とそれに必
要な省庁間の協力体制の早急な構築が課題で
あるように考えられる。

3.2　センサスの多様化と統計学の課題
　本節で考察したような近年のセンサスの多
様化について，統計学においてどのように理
論的に一般化あるいは特徴付けが可能であろ
うか。構造統計表作成と母集団情報の提供と
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いうセンサスが本来有していた二重の機能と
いう観点から検討を試みる。
　人口センサスに関して，登録簿型センサス
の場合，その二重機能が行政レジスターに基
づいて実現される必要がある。たとえば，行
政資料の概念と統計上の概念の整合性をとる
ための処理など，調査型センサスでは不要な
課題に取組む必要が生じる。調査型センサス
を維持している英国の場合，地域的に均一で
ない把握漏れの存在により，本調査の結果は
母集団情報として偏りを持つことから，構造
統計表の作成についても標本調査による調整
済みの推計値に依拠することになる。米国の
場合，母集団情報の提供が可能であるにせよ，
構造統計表の作成に関しては，別途，ACS（標
本調査）の結果を利用することになるだろう。
フランスの場合，ローテーションセンサスに
移行したので，フランスの全行政区域につい
て，個々の年次調査の次元で，二重機能を確
保することは難しい。ただし，5年間の調査
結果をもとに，その中間年の時点における推
計値として詳細な統計結果が作成されること
から，推計値として構造統計表の提供が行わ
れる。
　このように，人口センサスが調査型を維持
している場合でも，ある特定時点での一回限
りの調査実施によって，その二重機能を一元
的に確保することは難しい。
　他方，ビジネスレジスターは，事業所セン
サスが本来的に有していた機能のうち母集団
情報の提供という機能要素に特化したもので
ある。ビジネスレジスターの場合，一般に行
政記録への依存度が高く，逆に，母集団情報
の提供という機能も行政記録の質に制約され
る。このため，ビジネスレジスターの質を担
保する目的で，実態把握のための統計調査が
実施されている。
　ところで，センサスを多標識の静態調査と

して捉えるとき，そこでは統計単位の全数性，
同時性が含意されている。しかしセンサスの
多様化は，その全数性，同時性を一回限りの
実査ではなく別の手段で確保することを迫っ
ている。登録簿型人口センサスの場合，この
二つの性質は統計調査とは別の次元で確保さ
れなければならない。一方，調査型の場合，
一回の実査ではそれらの確保が難しいことか
ら，推計や補正することで全数性の要件が確
保される。さらに，異時点の調査結果を基礎
資料として利用する場合には，同時性の確保
も求められる。この問題は，フランスの新セ
ンサスが直面している課題である。また，上
記の母集団情報と全数性を一体的に捉えるこ
とが不可能であり，両者間に齟齬が生じてい
る。ビジネスレジスターの場合，行政記録へ
の依存が高く，全数性も同時性も行政記録に
基づき確保される必要がある。統計調査の結
果をその情報源として利用する場合は，当然，
それと行政記録との接合が課題となる。
　近年のセンサス多様化は，統計調査という
組織的な情報獲得方式を採らない統計作成方
式の拡充（登録簿型人口センサス），調査型人
口センサスを維持する場合でも，一回の実査
ではセンサスの二重機能，全数性・同時性を
確保できないという状況の出現，事業所セン
サスの母集団情報の機能に特化したビジネス
レジスターの整備として整理できる。
　これまでの社会統計学では，センサスの二
重機能，全数性・同時性を一回限りの実査に
よって確保できることを前提に構成されてき
た。しかし現在，世界で進行しつつあるセン
サスの多様化は，我が国の国勢調査や経済セ
ンサスの将来，ひいては政府統計体系の新た
な視点からの再構築という統計行政上の課題
を提起しているだけでなく，統計学に対して
も，伝統的なセンサス観，さらには統計調査
そのものの在り方についての基本的な発想の
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転換を迫っているように思われる。その意味
で，センサスの多様化に伴って生じている諸
問題は，現代統計学が取り組むべき新たな重
要課題として位置付けられる。
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コメント
岩　崎　俊　夫

　「センサスと統計調査の変容」のテーマは，
執筆者の西村会員によれば，欧米諸国の人口
センサス，事業所センサスで，統計調査が困
難性になってきていることへの対応を，とく
に統計表の作成と標本設計のための母集団情
報の提供という二重機能の変化に焦点を絞っ
て紹介し，日本の政府統計の課題を展望する
ことである。
　このテーマを掲げる当該の論稿へのコメン
トの視点を，以下のように定めたい。第一に，
センサス統計の調査環境の悪化に対する欧米
諸国の対応への西村会員の評価，姿勢の確認
である。第二に，当該の論稿が学会誌『統計

学』記念号への寄稿であることに関わって期
待される，当該分野での会員による研究業績
の整理の範囲についてみておく必要がある。
第三に，学会の研究活動のなかでの当該の論
稿の位置づけ，あるいは従来研究との繋がり
について評価をしておきたい。そして第四に，
重要な課題はわが国のセンサスが直面してい
る困難をどのように克服するかという点であ
るから，他の国々での経験および従来研究の
整理，検討という観点から，このことについ
てどのような展望が示されているかが点検さ
れなければならない。
　わたし自身は，統計調査論，統計制度論の
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専門家ではないので，コメンテーターとして
の限界を自覚している。信頼にたる正確な社
会経済統計を保証する統計調査，統計制度の
あり方がわたしの関心事である。くわえて，
わたしは調査への個人的な関心から，昨年
（2005年）の国勢調査では調査員の活動を経
験した。とくにその経験から学んだことをこ
こでは書かないが，わが国の国際調査が曲が
り角にあることの新たな実感をもちながら，
以下でコメンテーターとしての責務を果たし
たい。

＊　　　　　＊　　　　　＊
　上記の視点にたって，西村論文の特徴をあ
らかじめ簡単にまとめておきたい。第一の点
について，西村会員は諸外国で事情はかなり
異なるが，センサスは多様化の方向にあり，
その変容のベクトルのひとつの軸を「調査型
から登録簿型への移行」（p.70）と考えている。
第二に学会会員の研究業績の整理では，工藤
弘安会員，濱砂敬郎会員，森博美会員の業績
を踏まえ，それらに依拠し，継承しながら，
さらに発展的な議論を行っている。第三の点
について，当該論稿は「統計調査環境の悪化」
という論点でかつて本学会でも取り上げられ
た議論の延長にある。また，本稿はかつて大
屋祐雪会員が提起された「客観の視座」から
見た調査論をベースにしていることは疑いな
い。西村会員はそのことには何も言及してい
ないが，理論的系譜は明瞭である。ここでは，
そのことを指摘するにとどめる。第四の点に
ついて，既に各国で多様化が進行している統
計調査あるいは統計制度の改革を細かく追跡
し，社会統計学はセンサスにおける統計単位
の全数性，同時性の保証に関して発想の転換
をすべしとの問題提起を行っている。この議
論の延長上に，わが国のセンサスが直面して
いる課題への指針を期待したが，この点につ
いては，主張がやや曖昧との印象を受けた。

　西村会員の論稿ではまず，「人口センサス
の変容」で諸外国の動向を正確にまとめてい
る。その際，変容のあり方を登録簿型センサ
スに移行完了した北欧諸国，この型への移行
を計画中のドイツ，調査型を維持しながらも
伝統的な方式におさまらない型を模索するイ
ギリス，アメリカ，フランスといった国々の
3タイプに類型化している。ドイツについては，
「ドイツ連邦統計局職員の報告」に依りながら，
登録簿型センサス構想が詳細に紹介されてい
る。またイギリスのワンナンバーセンサス，
アメリカのマスター住所ファイル（MAF）・
デジタル地図（TIGER）強化計画，フランス
のローリングセンサスの基本方針が簡明に解
説されている。
　これら一連の諸国でのセンサス行政の改革
は，人員，経費の削減，回答負担の軽減，精
度の向上を結果としてもたらした，あるいは
もたらすであろうとの指摘がある。なお，登
録簿型センサスの難点として列挙されている
「①行政資料の概念が統計上の概念と必ずし
も一致しないので変換や推計が必要である，
②源泉を異にする行政資料は相互リンクがで
きないものが多い，③レジスターでカバーで
きないデータは，統計調査により収集する必
要がある」といった諸点が人口現象の統計的
認識にどのように具体的に欠陥としてあらわ
れるのかについて，簡単にでも説明がほし
かった。また，ドイツのセンサス構想との関
連で触れられている登録簿型センサスモデル
の開発の試験調査についての記述のなかで，
「精度の観点からセンサス結果として受け入
れ難い点もあり」（p.65）という指摘があるが，
その具体的内容を知りたかった。
　ここで一点だけ，疑問をあげる。それはセ
ンサスの改革によって期待される精度の向上
（客観的事実を反映する統計の真実性の保証）
が，コストの削減，回答負担の軽減など制度
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的な事柄と並列して記述されていることであ
る。効率性や低コストの実現は制度独自の目
標課題であるが，同時に統計の真実性の保証
と無関係ではない。しかし，真実性の保証は，
制度の改善だけに限られない。両者は議論す
る次元を異にする問題である。並列ではなく
構成的（立体的）な論点整理が必要であろう。
　西村論文は，次いで「事務所センサスの変
容とビジネスレジスター」に言及している。
各国が取り組むビジネスレジスターのなかで，
とくにアメリカセンサス局の新ビジネスレジ
スターとイギリス国家統計局の省庁間ビジネ
スレジスターへの展望がある。諸外国で各種
標本調査での標本抽出枠ならびに調査結果復
元のための母集団情報であるビジネスレジス
ター整備の進展状況，とくにその構築・維持
にあたっての主要な情報源である行政記録
（特に税務記録）重視の実情，法整備の現状が
詳らかにされている。文献リストとあわせて
評価に値する情報提供である。

＊　　　　　＊　　　　　＊
　西村会員による人口センサス，事業所セン
サスの国際的動向の分析は手堅くかつ詳細で
あり，記念号にふさわしい成果である。学会
のこの分野での貴重な貢献であり，正確な里
程標になっている。この点を強調してなお，
若干，気がついたことがあるので，それらに
ついて述べてみたい。
　西村会員は，かつて「統計調査環境の悪化」
との関わりで問題提起された調査統計（とく
にセンサスにおける構造統計表作成と母集団
情報の提供という二重の機能の確保）の諸問
題を，近年のセンサスの多様化という新しい
条件のもとでどのように考えるのか，その点
を新しい次元の問題設定のなかで考えなけれ
ばならないと主張している。それは統計行政
上の課題であるが，同時に「統計学に対して
も，伝統的なセンサス観，さらには統計調査

そのものの在り方についての基本的な発想の
転換を迫っている」（pp.72－73）と述べている。
この主張はおそらく，人口センサスは世界的
にみて，調査型から登録簿型へ移行の方向に
あるという認識を前提としてのことであろう。
　ところで，西村会員にはわが国の国勢調査
の現状をどのように位置づけ，そして進むべ
き方向，指針をどのように展望されているの
であろうか？　現状については，次の言及が
ある，「欧米諸国の動向に対して，わが国では，
今のところ伝統的な調査方式（全数調査の実
施）が堅持されている」「人口センサスにおけ
る標本調査の位置づけからみると，我が国と
結果的に米国が最も伝統的センサス方式」
（pp.70－71）である，「米国の場合，センサス
それ自体としては全数調査が実施され，この
限りでは，我が国と同様の方式への回帰とも
いえる」（p.70）と。これらの指摘から，現在
のわが国のセンサスが世界的な流れである
「多様化」のなかにあるのか，そこから取り
残されているのかを読み取るとすれば，どの
ようになるのであろうか。この点が今ひとつ，
はっきりしない。また，将来像のあるべき姿
については，明確に書かれていない。判断は
保留されている。諸外国のセンサスの動向の
詳しい整理がありながら，ひるがえってわが
国の国勢調査の現状を見たときの，その指針
となるべき方向性の提言がない。わたしは，
この点で隔靴掻痒の感を否めなかった。
　当該の論稿では，従来の社会統計学がセン
サスの二重機能，全数性・同時性を一回限り
の実査によって確保できることを前提として
きたが，その前提は今日ではもはや覆されて
いて，発想の転換を行って問題に対処すべき
ことが強調されているが，この視点はわが国
の人口センサス，事業所センサスの現状の分
析，あるいは今後のあり方の提示に，どのよ
うな具体的な効力と成果をもたらすと了解さ
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れているのであろうか？　「現代統計学が取
り組むべき新たな重要課題として位置づけら
れる」（p.73）のは確かであるが，それ以上の
指摘がないのは，残念である。
　2005年の国勢調査が多くの困難に直面し
たことは，周知である。いろいろな検討がな
され，細かな点の改善が今後なされるであろ
うが，次回も従来型の調査型が継続されるよ
うである。西村会員の見通しもそうである。
西村会員のこの見通しは，国勢調査が実査の
あり方を抜本的に変えるべきであるとか，登

録簿型に方向転換すべきとか，というように
考えておられるのであろうか。あるいは，大
胆に発想を転換して改革の方向を打ち出すべ
き時期にきているが，そうはなりそうもない
現状を追認した言い方なのであろうか。この
論稿からはよく分からない。「懇談会の議論
を含め，今後の事態への展開を注視する」
（p.71）だけでなく，この点へのより踏み込ん
だ考察と言及があれば，西村会員が言いた
かったことをもっと正確に深く理解でき，論
点も明確になったと思われる。
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はじめに

　過去10年間における産業分類および職業
分類についての研究動向を見ると，本学会の
会員であるか否かを問わず，アカデミックな
立場からの研究論文が少なくなっていること
をまずあげなければならない。会員の研究と
しては，かつては取り組まれていた歴史的・
理論的な研究（例えば，三潴，1983，杉森，
1991）が見られなくなり，このテーマに関わ
る論文が極めて少なくなっており，研究関心
が低下していることが伺える。また，会員外
の研究も含めた全般的な動向をみても，実務
家サイドからの実践的なアプローチ・改訂内
容紹介が見られる以外は同様な傾向がうかが
える。英文論文についても，各種データベー
ス，検索エンジンで調べる限り出てくるもの
はほとんどが実務家サイドからの文献であり，
日本に限らず世界的な傾向であるとも考えら
れる。
　理論的・歴史的なアプローチによる研究は
もとより，分類の改訂内容・改訂動向それ自
体についてもあまりフォローされてこなかっ
た観があるため，本節ではこの間の産業分
類・職業分類の改訂動向をフォローしつつ，
改訂をめぐる論点をまとめることとするが，
主な対象は国内および国際的な標準産業分
類・標準職業分類である。また，この間の社
会経済構造の変化を分析するためにつくられ
た産業分類・職業分類を，社会経済の ICT化1）

の実態分析にかかわるものに限定して取り上
げ紹介・検討する。

１．産業分類について

1.1　国際標準産業分類（ISIC）の改訂
　国際標準業分類（ISIC）は1948年に創設さ
れた後，1958年（Rev.1），1968年（Rev.2），1990

年（Rev.3）にそれぞれ改訂を行い，2002年の
部分的改訂（Rev.3.1）を経て現在に至ってい
る。第3次改訂（Rev.3）は，サービス業を中心
に大分類の増加（10から17へ）がはかられと
いう大幅な改訂であったが，これについては
藤江（1990b）が解説と検討を加えている。
Rev.3.1では，Rev.3の基本構造を保持したま
まで，補助分類の設定などの軽微な改訂にと
どまった。現在は，2007年に実施される予
定の第4次改訂（Rev.4）の最終的なとりまとめ
作業が，国連統計委員会によって設置された
国際経済社会分類専門家グループによって行
われている。以下では，本稿執筆時点で確認
可能な範囲で，Rev.4のポイントについてま
とめてみる2）。
　前回改訂（Rev.3.1）の基本的骨格をなして
いる第3次改訂からすでに15年が経過し，こ
の間に情報通信産業の興隆を始めとして，各
種サービス産業，バイオテクノロジーなど新
産業が拡大・勃興し，新たな社会的・経済的
変化を適切に反映する分類が必要となったこ
とはいうまでもない。また，世界各国・地域
で採用されている産業分類の改訂がこの間に

Ⅱ　産業・職業分類の変容
長　澤　克　重
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進んだことで，これらの諸分類とのあいだで
の比較可能性の確保が重要となったことも背
景としてあげられる。特に北米産業分類
（NAICS）との相違が大きくなっており，これ
との調和をはかることが課題として指摘され
ている。さらに，改訂以前の分類との継続性
を確保することも当然ながら改訂における重
要な視点である。
　具体的な基本構造の改訂内容としては，
2005年8月のdraft3）によると，①Rev.3.1にお
ける大分類「A農業，狩猟業および林業」と「B

漁業」を一つにまとめて「A農林漁業」とす
ること，②「E水道，下水処理，廃棄物管理，
修復業」，「J情報通信業」，「M専門的，科学的，
技術的サービス業」「N管理及び支援サービ
ス業」「R芸術，娯楽及びレクリエーション」
の5つの大分類の新設，が主要なものとして
あげられる。これによって，大分類（Section）
は21分類となる。また，中分類（Division）は
88，小分類（Group）は238となり，いずれも
Rev.3.1よりは増加することになる。
　分類の方法論に関わる問題については，
TSG（2002），UNEG（2005），松尾（2003）でま
とめられているが，以下の諸点があげられる。
① ISICはSNAでカバーする財とサービスの
生産に関わる経済活動であること，② ISIC

のカテゴリーと叙述は活動にもとづくこと，
③統計単位とその同定についてはSNAとの
整合性を保ち，SNAにおける扱いが変わら
なければ，補助的活動を行う事業所について
はダブルコーディング（本来の事業活動と補
助的活動そのもの二重格付け）を推奨する，
③分類規準は，従来どおり，投入，生産プロ
セス，産出の3つによるが，改訂にあたって
は生産機能により重点をおく，④多種類の活
動を行っている統計単位の主要活動の決定に
ついては付加価値基準を適用し，垂直的統合
のケースについても同様とする。

　その他の点については，「修理・整備業」
の大分類としての新設について賛否が分かれ
ることから，中分類の中に振り分けること，
また，国際的な比較可能性を確保する課題と
しては，2桁レベル（中分類）での統一を目標
とすること，SNAデータの表章と分析のた
めに，21の大分類の上に約10の超大分類を
おくが，これは ISICの正規の構造とはしない，
などがあげられる。
　以上でとりあげた点，さらにはそれ以外の
さまざまな点も含めて，合意をはかりながら
2007年にむけた改訂作業が進められている。

1.2　 北米産業分類（NAICS）の創設と改訂
　北米産業分類（North American Industry 

Classification System, NAICS）は，1997年 に
アメリカ，カナダ，メキシコ3カ国の共通分
類として創設された。NAICS創設の背景に
ついては，Ambler（1998）や米国商務省セン
サス局WebサイトのNAICS紹介ページ4）など
で述べられているが，主な点としては，それ
まで使われていたSIC（1987年改訂版）が製造
業中心の分類で，サービス業が拡大・発展し
た現在の経済構造を反映していなかったこと，
そして1993年の北米自由貿易協定（NAFTA）
の成立によって域内の共通分類が必要とされ
たこと，があげられる。
　NAICSの構造や方法論について分析を加
えた文献は多くはなく，NAICSの概要を紹
介した通商産業大臣官房調査統計部企画・国
際室（1999），JSICとNAICSを比較検討して
いる飯盛（2002）以外は，日本語での文献はあ
まり見られない。
　NAICSは，財・サービスの生産に同様の
生産プロセスを用いている経済単位は同一分
類にグルーピングされるという，「生産指向」
（production－oriented）的な分類原理をとって
いる点で，これまでにないユニークな分類で
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ある5）。この原理は，統計局が，生産性や単
位労働コスト，資本集約度に係わるデータ，
投入産出関係，雇用産出関係，他の投入と産
出を同時に必要とするデータを生産するうえ
での利点となる。
　NAICSはサービス経済化したアメリカと
北米の経済構造を反映するために，サービス
部門の拡張を行っている。20ある大分類の
うち，サービス業関連が16を占めているこ
とからもわかる。また，NAICSに含まれる
1,170産業のうちサービス関係の産業は565

であるが，前身のSICでは，1,004産業のう
ちで416産業であった。NAICSでは358の新
しい産業が加えられたが，そのうちサービス
関連産業は250であった。
　NAICSは6桁分類であるがそのうち5桁ま
では北米三カ国での同一化をはかり，残りの
1桁を各国の事情に応じた分類に使用してい
る。
　NAICSは2002年の改訂で，建設業と卸売
業で大きな分類変更があり，小売業および情
報産業などにおいても変更が加えられている。
　ISICとの比較可能性については，ISICの2

桁レベル（中分類）での比較可能性を考慮して
作られている。近年は，欧州共同体産業分類
（NACE）が ISICとの高い比較可能性を保持し
ているのに対し，NAICSと ISICでは相違点
が出てきているため，2007年予定の ISIC改
訂では，この点の改善が留意点の一つとして
あげられている。

1.3　日本標準産業分類（JSIC）の改訂
⑴　改訂の背景と内容
　日本標準産業分類は，2002年に第11回改
訂が行われたが，45年ぶりに大分類項目が
新設するなどのこれまでにない大幅な改訂と
なった。改訂内容全般の概説としては，坂巻
（2001），白金他（2002），舟岡（2003）が，個

別産業の分類規準・方法については，片岡・
見目（2003），引頭（2003），清水（2003）がある。
また，次期改訂に向けて残された課題につい
ては，これらの諸文献の他に，片岡（2002），
坂巻（2002）による指摘がある。江見（2000a，
2000b）は，日本標準産業分類の創設から今次
改訂にいたるまで，各改訂時の要点について
まとめている。以下，これらにもとづいて今
次改訂の特徴と今後の課題をまとめてみる。
　今次改訂を行うにいたった背景としては，
情報通信の高度化，経済活動のソフト化・サー
ビス化，少子・高齢化社会への移行等にとも
なう産業構造の変化があり，また国際的な分
類との比較可能性の向上への要請などがあげ
られる。改訂内容としては，5つの大分類項
目が新設されたことが最大の特徴で，具体的
には，「情報通信産業」，「飲食店，宿泊業」，「医
療・福祉」，「教育，学習支援業」，「複合サー
ビス事業」が大分類として新設された。また，
中分類，小分類，細分類のレベルでも新設と
廃止が行われ，大分類項目数は増えたが，そ
れ以外の分類の項目数は減少している（大分
類：14→19，中分類：99→97，小分類：463→
420，細分類：1,322→1,269）。大分類項目数
の増加は国際的な産業分類の改訂動向を見て
も趨勢であり，ISIC，NAICSなどとの比較可
能性を考えると，大分類項目数を増やすこと
が必要であったといえる6）。
　今回の改訂が分類体系の大幅な変更を伴っ
た理由として，舟岡（2003）は，これまでの「L

－サービス業」に対する見方，捉え方が大き
く変化したことをあげている。経済サービス
化により「L－サービス業」が著しく肥大化
（就業者構成比，事業所構成比で4分の1を超
える）し，複数の大分類への分割が必要であっ
たが，異質な活動の集合であるため統一した
分類基準の作成が困難であったが，これに含
まれていた各種サービス業を独立させること
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で，「L－サービス業」を「バスケット項目」
（残余からなる大分類，分類大項目への分離・
新設を待つ集合所）とする見方に立ったとし
ている。

⑵　次回改訂に向けてむけて残された課題
　今次改訂は大規模なものであったが，他方
で，今回は実施が見送られ，次回の改訂に向
けて検討課題として残された課題も少なから
ずある。
　舟岡（2003）は，今後の検討課題として，①
主として管理業務を行う本社等と持株会社の
位置付け，②大分類「製造業」の見直し，③
大分類「林業」「鉱業」のあり方，④Q－サー
ビス業の再編成，⑤国際基準との整合性確保，
をあげている。①については，今回改定にお
いては，本社等の管理的業務を単に付随的経
済活動とせず，管理的活動と現業的業務のど
ちらか主要な方に産業格付けされることと
なったが，その際の判断基準の方法がまだ検
討を要すること，また将来的に持ち株会社が
一般化した場合の産業格付けの問題をあげて
いる。②については，近年の新素材の登場や
生産工程の技術革新により，従来の分類基準
が統一性を欠くようになったことをあげてい
るが，詳しくは清水（2003）で展開されている。
③については，林業，鉱業はともに従業者数，
事業所数が極めて少なく，何らかの統合が必
要であるが，産業分類が法令，省令，施行令，
施行規則，通達等の適用業種に規定されてい
るため迅速な対応ができない点をあげている。
④については，分類改訂でサービス業をスリ
ム化したが，依然として10数％のウェイト
を占めるため，今後も引き続き規模の大きい
産業については分離検討が必要であること，
またファイナンシャル・リースの取り扱いを
SNAや国際標準分類との比較可能性の点か
ら検討すべきとしている。⑤については，

ISICの第4回改訂（2007年）の検討内容を十分
に吟味して，国際比較可能性確保をはかる必
要をあげている。
　坂巻（2002）は，製造業の分類体系の問題と
分類における「旧密新粗」の問題を指摘して
いる。分類体系の問題については，「分類の
規準が，ⅰ生産する財または提供するサービ
スの種類，ⅱ財貨生産又はサービス提供の方
法，ⅲ原材料の種類及び性質，サービスの対
象及び取り扱われるもの，という3次元（た
だし，ⅰ，ⅱ，ⅲの順に優先度は高い）であ
るにもかかわらず，並び方を1次元にしてい
るために生じる問題点が根底にある」7）とし，
特に製造業においては，中分類からの3規準
が産業によってさまざまに適用されているこ
とが問題であると指摘している。分類におけ
る「旧密新粗」とは，かつての基幹産業（繊
維産業など）の分類が密であるのに対して，
高度成長期以降の基幹産業（機械産業など）の
分類が粗っぽいことを意味している。このよ
うなことが生じる理由の一つとして，産業分
類が各種行政施策の業種指定に使用されてい
るために，分類統廃合にあたって省内外の協
議・調整が困難になっていることがあり，解
決方向としては，「産業分類が統計分類のた
めの規準であることを周知する必要がある」8）

としている。また，機械器具製造業（特に精
密機械器具製造業），新製品・複合製品の取
り扱い，卸・小売業と製造業の境界の曖昧性
（本社・本店，製造小売，製造問屋の扱い），
生産活動の多角化と産業格付けの問題，につ
いても検討課題をあげている。
　片岡（2002）は，今後早急に検討すべき分類
の問題として，産業区分の曖昧さの拡大，情
報産業の範囲の確定，事業所における経済活
動の多面性，イノベーションの成果と既存産
業区分との不整合，販売業分野の革新と分類
のあり方（e－コマースなど），物財にサービ
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ス・システム・情報を加味した「融合型」商
品（ブランド商品）の分類，NPO型経済活動
の評価，企業分類の設定，をあげている。
　清水（2003）は，製造業の分類規準となって
いる品目の同質性について，需要条件（用途・
機能等）から供給条件（生産技術，原材料の種
類と構成等）へと重視する側面が移行してき
たが，いずれについても明確な基準概念がな
いことを問題として指摘し，今後の検討方向
の一つとして，産業連関分析におけるアク
ティティ概念を分類規準とする品目分類をあ
げている。

1.4　その他の産業分類に関わる研究
　産業分類に関わる上記以外の研究として，
坂田（1998）は，業種概念を主軸に中小企業統
計を分析することで，中小企業の多様な事業
実態を解明している。美添・細倉（1998）は，
クラスター分析の手法を用いた産業分類案を
提示している。飯盛（2002）は，JSICとNAICS

の分類改訂内容を比較検討し，また情報業に
ついての生産的労働論の点から理論的検討を
行っている。

２．職業分類について

2.1　 国際標準職業分類（ISCO）の改訂動向
　国際標準産業分類（ISCO）は，ILOによっ
て作成・改訂が行われており，現行分類であ
る ISCO－88は，1988年に ILOで採択され現
在にいたっている。職業分類とは，職業を仕
事の類似性によって分類するものであるが，
ISCO－88の場合，仕事の類似性を技能の類似
性で見ていることが以前の ISCO－68と異なる
特徴である。さらに，技能の類似性を「技能
のレベル」と「技能の専門性」の2つの次元
からみており，技能のレベルの判断基準とし
て，ユネスコの国際標準教育分類（ISCED）を

利用して，4レベルに分けている。
　この間の ISCOに関する研究としては，三
浦（1996）は，職業分類の概念，定義，分類原
則をあげながら ISCOの変遷過程についてま
とめている。また西澤（1999，2000a，2000b）
は，日本標準産業分類（JSCO）と労働省編職
業分類（ESCO）との関わりで ISCOの内容と
改訂について取り上げている。
　ISCO－88は現在，2010年の人口センサス
での採用を念頭に置き，2007年改訂にむけ
た作業中にある。ISCO改訂については，
2003年12月に開かれた第17回国際労働統計
家会議（ICLS）では，現行分類の基本原則と
主要構造は変更すべきでないが，いくつかの
分野で改善をはかるために修正がはかられる
べきことが合意された。ISCO－88の改訂が必
要される理由として，ILOは以下の4点をあ
げている9）。第一に，ISCO－88が採用されて
から16年以上が経過し，この間の各国経済
の発展（とりわけ ICT部門）を反映させる必要
があること。第二に，各国で ISCO－88を適用
して得られた経験を反映させて問題点の改善
をはかる必要があること。第三に，第17回
ICLSでの合意が ILOに現行分類の改善を求
めていること。第四に，ISCOの改訂はこれ
まで ISICの改訂サイクルに合わせて行われ
てきたが，今回もこれを踏襲すべきであるこ
と。
　なお，改訂を必要とする分野における一般
的な問題については，ILOのWebページで取
り上げられている10）。

2.2　 日本標準職業分類（JSCO）の 改 訂
動向

　日本標準職業分類（JSCO）の改訂動向につ
いては，労働省大臣官房政策調査部産業労働
調査課（1998），西澤（1999，2000a，2000b）がある。
西澤（1999，2000a，2000b）の研究は，公共職
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業安定機関における職業紹介・指導のために
開発された分類体系である労働省編職業分類
（ESCO）に関するものであり，方法論やこれ
までの改訂経過に関して詳細な分析を行って
いるが，ESCOが依拠する JSCOについても
詳しく取り上げており，改訂過程の各委員会
での議論状況の紹介，国際分類との比較可能
性の検討を行いながら改訂内容についてまと
めている。
　日本標準職業分類は，1997年に第4回改訂
が行われたが，1986年の第3回改訂以来，11

年ぶりの改訂となった。改訂の主な内容とし
ては，前回改定以後の職業別就業者数の増
加・減少，職業の専門分化の進展，さらに国
際比較性などを考慮した分類項目の新設・統
合・廃止が行われた結果，項目数は，大分類
が10項目（増減なし），中分類が81項目（4増），
小分類が364項目（12減）となった。また，新
たな職業の採用や時代の変化に応じた職業名
の変更なども行われたが，男女共同参画社会
を実現する立場から，①原則として性別を表
す語の使用を避ける（例，マネキン嬢→マネ
キン，洗濯婦→洗濯人），②性別の故障を両
方併記する（例，保健婦→保健婦・保健士，
飲食店マダム→飲食店マダム・マスター），
という方針が取り入れらたこともひとつの特
徴である。国際比較可能性については，「議
会議員」「秘書」のように，ISCOに対応した
項目の新設があったが，分類体系全体の整合
性という点では，第4回改訂において ISCO

の体系を採用することはできなかった。
　JSCOの国際比較可能性に関して，西澤
（1999，2000a，2000b）は，「統計の継続性を
重視すると，ISCO－68に準拠して分類体系・
構造が構築されている JSCOには，ISCO－88

の考え方を採り入れることができず，逆に，
ISCO－88との整合性を優先すると統計の継続
性を保つことができないという二律背反的な

問題が生じる」11）ことを指摘している。ISCO－
88は，大分類レベルの区分に「技能（skill）レ
ベル」という新しい概念を採り入れているこ
と，また ISCO－68にはない大分類項目を設定
するなど，ISCO－68の全面改訂版になってい
るため，JSCOが ISCO－88との整合性を追及
することは，統計の継続性の点で重大な問題
に直面するということである。
　松尾（2005）によれば，JSCOの次回改訂に
むけて2002年度より政府部内で調査研究が
とりくまれ，その結果が「日本標準職業分類
に関する調査研究報告書」（総務省統計局統
計基準部，2005年）にとりまとめられている。
具体的な成果の例として，スキルレベルの取
り込みにつての検討結果などがあげられてい
る。国際的比較可能性の確保については，こ
の政府部内の調査研究の主要対象にもあげら
れており，ISCOが採用している「技能レベル」
を JSCOの基本構造に採り入れることには，
次回改訂の際の重要な問題となろう。

３．社会・経済の ICT化と産業・
職業分類

　この10年間の産業構造変化の趨勢として
は，世界的に見て ICT化が機軸であったこと
は疑いがないだろう。実際，産業・職業分類
の 改 訂 に お い て は，NAICS，JSIC，ISIC 

Rev.4 draftのいずれにおいても情報通信業，
情報産業が大分類として設定されていること
は，ICT化の反映である。
　以下では，ICT化の実態とその進展による
影響を分析するために，ICT産業や ICT関連
職業を独自に定義した事例について，OECD

と米国商務省の事例を中心にとりあげるが，
これらの分析の方法は，基本的には標準産業
分類の組替えであり，マッハループやポラト
といった古典的な情報産業・情報経済研究の
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延長にあるといってよい。

⑴　OECDによるICT部門の定義
　情報通信技術（ICT）の急速な発達と普及に
よって，ICT部門の動向が経済全体に与える
影響が大きくなったことを受けて，OECDで
は，経済政策に必要な ICT部門の実態把握の
ための統計整備に着手したが，手始めとして
1998年に ICT部門の定義を行った12）。定義の
内容は，「データと情報を電子的に捕捉，伝
達あるいは表示するような生産物を生産する，
製造業とサービス業の組み合わせ」を ICT部
門とするものである。この定義に該当する具
体的な経済活動を，ISICの分類に対応させて
まとめられている。具体的な産業としては，
製造業としては，事務機器，コンピュータ，
ケーブル，電子部品，テレビ・ラジオ，通信
機器，計測器・検査機器，産業制御器などが，
サービス業としては，コンピュータや通信機
器の卸売業，通信業，事務機器・コンピュー
タのレンタル業，コンピュータ関係サービス
業，などが含まれている。
　OECD（2003）では，上記の定義に基づいて，
世界各国別に ICT部門の規模，構成が計測さ
れ，成長率などのマクロ経済面のパフォーマ
ンスとの関係の分析がまとめられている。

⑵　 米国商務省によるIT産業，IT職業の
定義

　米国商務省（1999a）では，IT革命がマクロ
経済に与える影響（経済成長，生産性，イン
フレ，雇用など）を分析するために，IT産業
を定義し，IT産業それ自体の分析および IT

産業が他産業に与える影響を考察している。
ここで定義されるIT産業は，ハードウェア（コ
ンピュータ関係，半導体，計測器など），通
信機器，ソフトウェアとサービス，通信サー
ビス（通信と放送）から構成されている。IT

産業については，米国経済の中で拡大を続け，
他の産業よりも成長率と生産性が高いという
分析がなされている。
　この定義は，若干の変更を含みながら，デ
ジタル経済に関するこれ以後の米国商務省報
告書（米国商務省（1999b，2000，2002））の中
で使われている。
　IT職業としては，米国商務省（1999a）の中
では，コンピュータシステム管理者やプログ
ラマーのほかに電子部品・電子機械関係の技
術者や組立工なども含まれている。IT産業
雇用者や全産業の IT職業従事者は，全体的
に賃金が高く，労働需要の増加も大きいと分
析されている。IT職業についての分析は，
米国商務省（1999b，2000，2002）の中でも引
き続いて行われている。

⑶　その他の分類事例
　日本標準産業分類の第11回改訂が行われ
るまでは，情報通信産業の拡大と ICT利用の
浸透が進む一方で，情報通信産業が独立して
いなかったため，独自分類の試みがいくつか
んされている。
　倉沢（1996，1997）は，情報化が進む一方で，
情報産業についての共通の理解，日本標準産
業分類に「情報産業」が存在しないことを指
摘し，情報産業に関わる既存の統計調査を概
観した後で，情報産業の定義と分類を試みて
いる。具体的には，売上の対価としての物理
的なモノの移動を伴う「物流型情報産業」と
モノの移動を伴わない「サービス型情報産業」
に分け，さらに前者を，「情報関連製造業」「情
報関連卸売業」「情報関連小売業」の3つに，
後者を「情報関連制作業」「情報サービス業」
の2つに分類している。
　高田（2000）は，既存の標準産業分類の組換
えによる「情報・通信業」の構成を示した後，
ITの浸透に伴う産業構造の変化に対応しう
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る「新しい産業分類」として，情報インプッ
ト軸（情報投入度合い）と情報アウトプット軸
（ユーザーから見た財・サービスの情報価値）
の2つの軸を設定し，情報財産業，情報多使
用産業，情報少使用産業の3区分を提案して
いる。
　稲葉（2005）は，個別事業所における経済活
動や従業員の職業構成の変化を捉えるために，
事業所の履歴データか，事業所を固定したパ
ネルデータが必要であるとしている。行政記
録（税務や雇用保険）を活用した「ビジネス・
レジスター」を整備し，それに基づいたパネ
ルデータによる「事業所の構造変化を捉える
統計」の作成が，社会構造の変化を捉えるう
えで急務だとしている。

おわりに

　本節の最初に述べたように，産業分類・職
業分類に関する研究がこの 10年をふりか
えってあまり見られなくなってきた。背景の
一つとしては，20世紀末の政治状況の変化
と相俟って，社会科学の分野においてマルク
ス主義的研究が大きく退潮したことがあげら
れるだろう。例えば，産業分類・職業分類に
ついての研究は，サービス労働論，生産的労
働論争と結びついて展開されてきた部分が少
なからずあり，マルクス主義への関心低下に
ともなってこの研究への関心も低下した部分
があろう。また，本学会会員による研究蓄積
があった階級・階層論（とりわけ階級構成表
作成）が，最近の学会の研究動向であまり見
られなくなったことも産業分類・職業分類へ
の関心低下と関係するのではないかと思われ
る。大橋方式以降，階級構成表についての会
員による研究展開があまり見られないが，社
会的情勢としては，日本社会の階層化，所得
格差拡大が進んでいるとする認識が広まり，

これに関する論争が活発になるなど（13章，
大井論文参照），階級・階層論の新たな展開
を求めている。この点で新たな研究展開が見
込まれる余地があるといえよう。
　本節でとりあげた，ICT化と関連する産業
分類・職業分類の研究展開については，国際
機関での取り組みを始めとする海外の研究と
比べて，日本国内の研究状況がそれほど活発
とはいえない。21世紀は知識・情報・技術
が社会のあらゆる領域の基盤として重要性を
増す知識基盤社会（Knowledge－based Society）
であるともいわれている。そうだとすれば，
知識生産や情報処理，技術開発などと関わる
産業・職業がより重要になってくるであろう
し，このような点から産業分類・職業分類の
再編・見直しが必要になってくる。
　いずれにせよ，現実の経済社会の変化・展
開にともなって提起されるさまざまな問題と
のかかわりで，産業・職業についての構造分
析が今後とも求められることは明らかである。
そのような問題提起に応えるためにも，今後
とも産業分類・職業分類の研究がますます深
められる必要がある。

注

1．『平成17年版情報通信白書』（総務省）では国際
機関の利用動向をふまえて「IT」の代わりに「ICT」
を使うとしており，本稿の記述もそれにならって
いる。ただし，参照文献の原文で「IT」を利用し
てあるものについては，そのままにしてある。

2．国連統計委員会およびその下にある作業グルー
プでの議論状況については，以下に詳しい。

　http://unstats.un.org/unsd/class/intercop/default.htm

3．http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic－4.asp に
draftがアップロードしてある。

4．http://www.census.gov/epcd/www/naics.html

5．Triplett（2003）は，生産指向的な分類原理が持つ
利点について，分類をめぐる政治的駆け引きなど
に関わる点も含めて強調している。
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6．大分類数は，NAICS1997が20. ISIC Rev.3が17で
あった。

7．坂巻（2002），p.14

8．坂巻（2002）p.16

9．ILOの Webペ ー ジ（http://www.ilo.org/public/eng 

lish/bureau/stat/isco/isco88/intro.htm）より。
10．http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/

isco88/intro4.htm

11．西澤（2000），p.39

12．Roberts（2004）に，OECDによる ICT部門に関す
る統計整備の動向がまとめられている。
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コメント
松　川　太一郎

　筆者は，標準分類の改訂動向を次の3項目
を焦点にしてフォローしている。①経済構造

の変化に対応した分類項目の統合と新設，
②分類基準の理論的性格，③分類格付けであ
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る。そして，論述の力点もこの順に置いてい
る。そのため，第4節では，産業構造の ICT

化に対応した分類項目の設定とデータ分析の
紹介に留まり，稲葉（2005）の紹介では，「事
業所の構造変化を捉える統計」が分類格付け
に起因する統計分析上の問題への対応策とし
ても意義付けられている，という文脈に触れ
ていない。ここでは，先行研究に依拠して，
③と②の順に論点を補う形で研究方向に関す
る見解を述べたい。
　大屋（1995）は，統計調査された統計単位情
報の分類項目への格付けについて，統計の情
報性格を規定する論理的技術的要因として，
次のように述べている。「いまここで標準分
類について詳論するつもりはない。指摘して
おきたいことは，標準分類にかぎらず分類原
則が確定されると，単位情報は定められた分
類の“約束ごと”に準拠して形式的に分類さ
れるということ，しかも項目への格付けは，
通常，回答をどれか一つの項目に“押し込む”
あるいは“落とす”ことであるから，ボーダー
ラインの事象，不特定事象，複合多義的な事
象の格付けには“割り切り”の論理が使われ
るということである。そのため分類格付けの
誤差が生じる。」（大屋，1995，p.105）
　この誤差を具体的に分析することが，統計
学の研究方向の一つとして考えられる。その
線での業績に，松田（1991）を挙げることがで
きる。それは，企業行動の統計的分析に必要
な統計の情報量の拡大と素材的情報を提供す
る統計の正確性の検討を目的として，事業所
および企業を調査対象とする諸統計を，また
は，調査個票における統計単位情報を接合す
るという，統計データの組み合わせ利用との
関連において，格付けによる誤差を考察して
いる。その概要は下記のように示されよう。
　企業統計の情報量拡大を目的とする統計の
接合の前提は，組み合わせの素材となる統計

の間で，統計単位の範囲が一致することであ
る。これが成立していない時には，範囲の異
なりを示す標識に関して詳細な分類の施され
た多重分類集計表を用いて，範囲の一致する
統計値を抽出して接合するという調整作業が
必要になる。この作業において，接合される
企業統計が事業所の名寄せ集計に基づくもの
と企業そのものを調査単位としたものである
場合，両統計の間で同一の産業分類項目に包
摂される企業の範囲が産業格付け法の違いに
より異なるので，その検討の必要性が述べら
れている。
　また，接合対象の統計間で，規模別分類標
識が，一方は従業者規模のみ，他方は資本金
規模のみ，と異なる時，直接に同一階層に関
する統計値の接合はできない。その場合，両
標識の階層間の関係を産業別に回帰分析を用
いて規定し，対応する階層を明らかにした上
での接合が必要となる。この回帰分析に必要
なデータの調査単位が企業である時，その
各々は産業分類において同一項目上に格付け
されていても，実際には異種の産業項目に渡
る複数の事業所を含むことがあるから，回帰
が示す関係には企業が格付けされている産業
における関係のみならず，企業の副次的活動
が該当する異種産業における関係も混在する
ため，接合の精度を損ねる可能性が指摘され
ている。
　松田は，企業行動の分析に最も重要な標識
として，企業の活動である産業概念を挙げて
いる。これに伴って，産業分類の格付けによ
り引き起こされる，産業活動の統計的把握上
の問題点を重視している。これは，氏の研究
対象である統計の接合法においても，産業格
付けによって同一産業分類項目に分類される
統計単位の斉一性の検討が必要なことから，
当然の言及であろう。そして，産業格付けに
よる誤差への理論的分析と具体的量的な把握



第 5 章　社会・経済の変容と政府統計の変化　　　89

を試みている。
　ところで，分類された統計データに対し，
把握対象の斉一性がそもそも前提とならない
場合がある。この時，松田と異なる研究方向
が求められる。一例はSNAの支出額の不変
価格表示に関係する。支出の細分項目を財・
サービスごとに設定し，数量と不変価格を一
対一に対応させる操作は，データの制約によ
りできない。項目は財・サービスのバリエー
ションを含むのに，あてがわれる不変価格は
代表品目の価格に過ぎず，多対一の対応であ
る。ここで，不変価格表示額＝不変価格×数
量という関係を考える時，数量を単純に代表
品目の物量として解釈することはできない。
数量の意味を理論的に解明する必要がある。
そのための作業はReich（2001）に示唆されて
いる。
　Reichは自らの研究アプローチを次のよう
に述べる。「それ（経済理論のこと。引用者注）
は，百年間の統計実践で発展してきたルーチ
ンを観察して記録し，それに適した論理的根
拠を探し，そして，矛盾が直面されるならば，
それがいかにして解決されうるかを，必ずし
も新しい規定を指示することによるのではな
く，統一された解釈を提示することによって，
考える。」（Reich, 2001, p.104）
　この方向で，Reichは，まず，物価指数作
成の価格調査のための実務的規定とSNA・
ESAにおける関連規定から，それ自体にある
理論的含意を引き出し，価格統計により捉え
られる価格の変化を「純粋な価格変化」とし
て概念規定する。それは，物質的特性上の品
質のみならず，供給または需要のパターンに
対応して市場が評価を与える社会的な品質の

面でも同一な品目の価格変化を意味する。こ
の考察過程で，財・サービスのバリエーショ
ン間で異なる品質を，価格で表現される価値
として規定する。以上の規定に基づき，細分
項目額を「純粋な価格変化」を測定する品目
の価格で除した値に「総量」（volume）とい
う概念を規定する。それは，財・サービスの
物量と，「純粋な価格変化」の測定品目に対
する，それ以外の財・サービスの品質差を成
分とする。
　最後に，論点②の分類基準の理論的性格に
触れることにしよう。筆者は，産業分類基準
の行政的統計ニーズからの被規定性をも指摘
している。その具体的様相を明らかにして，
分類基準の本質を，理論と行政目的双方から
の被規定性の総体として把握する必要がある。
それは，すでに40年前になされた産業分類
基準に対する指摘，「いまの産業分類は原則
と例外が多様で混んでいる。しかし，これら
は手引などでよく理解する以外に方法はな
い。」（日野，1966，p.37）に対する，研究者
側からの回答である。
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はじめに

　業務統計は調査統計と共に統計情報の主要
な二大源泉のひとつである。政府業務統計は
行政記録を統計源情報とし，それを加工・集
計して得られる統計である。ここで行政記録
とは行政行為の一環としてその活動範囲内で
確認された事象に関する記録の集合である。
そこには，登録，届出，申告，認可にもとづ
く記録から，行政が行うサービス，処理事案，
所管事務等の活動記録やその他文書に至る多
様な記録が含まれる。本稿は行政記録の様々
な統計的利用に関する内外の主要な研究動向
を取り上げ，現状と課題を総括する。
　政府業務統計の利用価値は行政記録の形成
プロセスを制約する組織的・社会的諸条件を
研究しなければ評価できない。行政記録は行
政行為の一環として形成されるため，行政組
織の内情と行政環境に強く制約されるからで
ある。データ形成の社会的文脈に敏感な理論
的伝統ゆえに，もともと経済統計学会にとっ
て政府業務統計の研究は優位分野の一つで
あった。実際，かなり早い時期から先駆的研
究が生まれている（上杉，1960a，1960b，大屋，
1960など）。しかし，これまで統計学界で業
務統計の利用価値に関する大規模な議論はな
かった。第1に，数理統計学の学界は統計解
析の数理研究に偏重する傾向が強かったため，
業務統計の特殊なデータ形成プロセスに遡及
する体系的な議論は立てにくかった。第2に，

データ形成プロセスに強い関心を寄せる社会
統計学の学界においてすら，調査統計こそが
主要な統計形態であり，統計の主要なデータ
ソースは直接的な集団観察であるという通念
が非常に根強かった。たしかに20世紀はセ
ンサスや標本調査が著しく発達を遂げた世紀
である。まさに調査統計の世紀であったと
いっても過言ではない。そのため業務統計を
「第二義統計」と最初に概念規定したG. v. マ
イヤー以降，社会統計学派の継承者たちが業
務統計を副次的な統計として軽視したことは
否めない（岡部，2000，2001a）。第 3に，業
務統計は行政組織外部の研究者にとって容易
ならざる研究対象である。業務統計を深く研
究するためには行政組織の内部記録の利用に
精通した統計実務家からの問題提起がきわめ
て重要である。しかしこれまで統計実務家か
らの問題提起は少なかったのである。

１．レジスターベース統計の有
効性　　最近のヨーロッパ
での議論

　ところが20世紀末になって統計学界は大
きな転換期を迎えた。統計予算の制約や調査
環境の変容によって調査統計の生産が難しく
なるなか，ヨーロッパを中心とする統計実務
家が，電算化された行政記録システムから統
計を生産する道を模索しはじめたからである。
　周知のようにデンマーク統計局は，1981

年以来，行政レジスターのみに基づく人口・

Ⅲ　政府業務記録と統計利用
岡　部　純　一
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住宅センサスを実施し，国際機関や国際学会
から注目を集めている。デンマーク統計局は，
個別データの保護を条件に，個人，住宅，事
業所等々に関する夥しい数の行政レジスター
を行政機関から受け入れ，それを整理・編集
して各種データベースに変換し，各データ
ベースを個体識別番号によってリンク可能な
状態で保管している（Thygesen, 1995）。これ
は国家的規模のデータウエアハウスといえる。
デンマークではセンサスのみならず基礎統計
の多くがそこから生産されている。ここでい
う「レジスター（register）」とは民事上の強
制的な全数記録のことであり，広義の行政記
録（administrative records）の一形態といえる。
ヨーロッパではフィンランド，アイスランド，
オランダ，スウェーデンなどもレジスター
ベースの（register－based）人口センサスを実
施し，あるいは予定している。伝統的人口セ
ンサスとレジスターベースセンサスの混合を
図る国も多い。ドイツ統計局もレジスターを
併用した新しいセンサスに向けて実験を開始
している。このようにレジスターベースの統
計制度はいくつかの国ですでに実現しており，
実現を見合わせている国においても試行実験
が報告されている。
　行政記録の統計的利用を現在最も活発に議
論しているのは，ヨーロッパ統計家会議
（Conference of European Statisticians）である。
ヨーロッパ統計家会議は1995年1月に，ジェ
ノバで作業部会：Work Session on Registers 

and Administrative Records for Social and 

Demographic Statistics を開催した。この作業
部会には国際諸機関と24カ国の代表が参加
した。この作業部会はその後，1999年と
2002年にも開催されている。ヨーロッパ統
計家会議はヨーロッパの統計実務家の自由な
意見交換と意見調整の場である。アメリカ合
衆国やカナダも参加している。事務局は国連

欧州経済委員会統計部である。ヨーロッパ統
計家会議の議論は国際統計協会（ISI）などの
国際学会の議論にも影響し，ヨーロッパ以外
の諸国にも波及している。
　デンマーク統計局は，最近，レジスターベー
ス統計の品質を維持するためにレジスターの
カバレッジや正確性を継続的にチェックして
いる。結果は良好といわれている。ただ，レ
ジスターベースの労働力データを標本調査
ベースの労働力データと個人番号を介して試
験的に照合したところ，いずれか一方または
双方のデータの不備により，9.7％のデータ
について産業大分類コードの不照合が報告さ
れている（Poulsen, 1999）。
　レジスターベース統計を使った応用研究の
発表は，欧米では年々増えている。その多く
は個別分野に深く関わるのでここでは紹介し
きれない。行政記録を利用した縦断的統計
データ（longitudinal data）による研究や，複雑
なリンケージによって構成されたレジスター
ベース統計によってこれまで分析しにくかっ
た諸事項について小規模集団や小地域に及ぶ
多面的な研究が可能になってきたのである
（藤岡，2000）。企業組織のデータマイニング
技法を行政記録に活用しようという提案もあ
る（Priest, 1996）。
　調査統計の統計源情報を行政記録とミクロ
レベルでリンクすることによって可能となる
様々な統計利用についても研究されている。
行政記録は，業務統計・レジスターベース統
計として直接統計利用されるだけでなく，セ
ンサスや標本調査の調査リストや標本フレー
ムを補完・代替することを通じて間接的に統
計生産に寄与する場合も多い。行政記録と標
本調査のサンプルをミクロレベルでリンクす
ることによって，標本誤差や非回答の影響を
除去する研究，小地域推計（small area estima-

tion）の精度を高める研究などがある
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（Thomsen, 1998）。
　統計機関が行政機関から行政記録を取得す
る制度的諸条件と，統計機関がプライバシー
を保護する制度的諸条件についてはすでに日
本でも紹介されている（工藤，1989）。
　Harala and Reinikainen（1996）は，フィンラ
ンドの行政諸機関から統計局への情報提供を，
行政情報の公開という観点から説明している。
「市民に行政活動を監視する権利を保障する
ためにそうした情報はできるだけ公開すべき
というのが，フィンランドとスカンジナビア
諸国の民主主義の基本的な考え方」であると
いう。デンマーク統計局は，行政記録の記録
事項やその一貫性について，行政機関と交
渉・協力することによって介入を図る，「統
合的データ収集（integrated data collection）」
という制度を模索している（Poulsen, 1999）。
　一方，個人・法人に関する行政記録情報の
統計機関への流れは，調査統計の個票データ
の場合と同様に，厳密に一方向に規制され，
秘匿義務（confidentiality）が優先されている。
行政記録の統計目的への利用は個人・法人情
報の目的外使用にあたるため，Harala and 

Reinikainen（1996）は，目的外使用の事実を記
録対象者である当該市民たちにいかに説明す
べきかという問題が最大の課題であるとして，
その対応策を紹介している。統計法でこの説
明責任を完全に義務付けるのは実際上不可能
に近いことを認めている。
　異なるデータソースから得られた行政記録
同士をリンクするキー変数として，共通の個
体識別番号は技術的には有用である。だが，
ヨーロッパでもドイツのように個人識別番号
による行政記録のリンクを認めない国もある。
ドイツ連邦統計局は新センサスの実験段階で，
氏名，生年月日，出生地などの文字列をキー
変数にしてレジスターをリンクすることに成
功した（Szenzenstein, 2005）。だが，最近欧

米では，研究目的で匿名化した行政記録をミ
クロデータとして大学や研究機関の研究者に
使用を認めるケースが増えている。その場合，
匿名化とは単に一定の個体識別変数を匿名化
するだけでなく，過剰な時間と費用と労力を
費やさない限り個体識別できない「事実上の
匿名化（factual anonymity）」が工夫される。
だがBender et al.（2001）は，事実上の匿名化
が施されたレジスターの個人データについて
追加的な情報を持つ侵入者（intruder）が，パ
ソコンの手軽なソフトウエアを用いて諸変数
の特異な組み合わせから当該諸個人を再識別
（re－identification）するリスクを計量し，その
確率がゼロでないことを例証している。
Harala and Reinikainen（1996）は，フィンラン
ド統計局の情報保護は市民から信頼されてお
り，まだ懸念の声は上がっていないが，「市
民のこの信頼はほんの些細な出来事で揺らぐ
であろうし，もしそうなった場合，信頼の回
復には相当時間がかかるだろう」と注意を喚
起している。
　行政記録の品質についても多くの議論があ
る。ILO統計局のHoffmann（1995，1997）の
問題提起が代表的である。Hoffmannは，ヨー
ロッパ統計家会議の前述の1995年作業部会
で，行政記録は行政行為の一環として収集さ
れるから，その品質は必然的に以下の次元で
制約を受けると説明している。すなわち，
・カバレッジ（coverage）：行政記録が法律上
カバーすべき社会集団の範囲と現実の社会
集団が一致するとは限らない。各国の「グ
レー」エコノミーの規模と構造に制約され
る。

・信頼性（validity, representation and coverage 

of variables）：行政目的による行政記録は
統計利用者の求める変数を有効に記録する
ようデザインされるとは限らない。

・正確性（reliability）：記録された情報が意図
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した特性を正確に反映するとは限らない。
・速報性（timeliness）：事象や行為が迅速に
報告され処理されるとは限らない。

・集計頻度（frequency）：記録を総括し集計
する周期が行政処理手順に制約される。

・一貫性（consistency）：行政機関の作業規則
やその運用方法が地域間で一貫し，あるい
は時系列的に一貫しているとは限らない。

　そこでHoffmannは，行政データの品質を
確保するために次の対策を勧告している。す
なわち，ⅰ行政組織のデータ収集プロセスの
実際について詳しく知り，ⅱしかもそのプロ
セスをたえずモニターし続け，ⅲ統計機関の
側から行政データ作成機関に収集データの品
質向上の支援を行い，ⅳ独立に実施された統
計調査を行政記録と対比することによってレ
ジスター統計の精度を評価・修正し，ⅴ行政
データに関する十分な理解を前提に各種統計
表の推計方法を確立し，ⅵ統計利用者にレジ
スターベース統計の長所・短所について責任
ある説明をすべきである，と勧告している。
Hoffmannは，もし統計機関が行政報告シス
テムの内容とその作業規則に影響力を行使し，
行政データの品質に働きかけられるとしても，
このもし（if）は「大きなもし（a big if）」であり，
「統計機関が行政報告システムの実際の運用
や，行政ルールへの公衆の反応を変えるのは
難しい」と示唆している。
　レジスターベース統計の長所・欠点につい
ては，論者によって評価が異なる。
　フィンランド統計局のMyrskylä（1999）は，
レジスターベース統計制度の長所を，コスト
を低く抑えられること，報告者負担を軽減で
きること，既存のレジスターデータを有効活
用できること，統計分析の可能性が広がるこ
と，毎年データが得られること，小地域や小
規模人口集団のデータが得られること，短期
の活動・多角的な活動・副次的な活動が捕捉

できること，様々なタイプのデータセットと
リンクできること，縦断的統計データの作成
が容易であること，などをあげている。
　その一方で，Myrskyläはレジスターベー
ス統計制度の第一の欠点として，調査統計に
比べて設問を自由に追加できず，柔軟性
（flexibility）に欠ける点をあげている。実際，
Thygesen（1995）もデンマークのレジスター
ベース統計が「全ての統計ニーズに応えるわ
けではない」と説明している。「ある種のデー
タ，とくに世論や生活時間などの『ソフトな』
データはそこから得られない」ため，レジス
ターベース統計制度はインタビューや郵送調
査など他のデータ収集方法で補完されている。
第二の欠点としてMyrskyläは，統計機関が
縦断的統計データファイルなど詳細な個人
データを取得することによって，市民のライ
フヒストリーの全体像を把握し，プライバ
シーや個人の利害・権利を侵害する監視社会
を招く可能性について，公衆が不安を抱く傾
向について指摘している。
　レジスターベース統計制度に対しては懐疑
論もある。ヨーロッパ統計家会議事務局の 

Griffin（当時国連欧州経済委員会統計部長）は，
退任直前の1999年に，彼の人口センサスに
関する論評の中で，一方で「レジスターベー
ス人口センサス方式は今やセンサスを将来実
施する場合に可能な唯一の方式になりつつあ
る」と主張する統計家がいるが，他方で「こ
のタイプの『センサス』は非常に特殊な状況
にあるごく少数の限られた国でしか実際的で
ない」と信じる懐疑論者がいることを指摘す
る。そして彼自身はその懐疑論者を自認する。
なぜなら，第一に，レジスターベース人口セ
ンサスが安価に実施できるという通念は幻想
にすぎないという。安価に実施できるのは，
非常に良好な人口登録がすでに確立し，費用
をかけてそれを周到に維持する国のみであっ
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て，そのような人口登録を確立し維持するに
は相当費用がかかるという。費用は統計家か
ら登録行政機関に転嫁されるだけであるとい
う。第二に，行政レジスターの利用が容認さ
れているのは，ヨーロッパでも比較的人口動
向が安定した国であり，かつ，正常な社会的
政治的生活の一部として人口登録がごく普通
に受け入れられた国においてのみであるとい
う。それ以外の国々ではプライバシー問題が
重大な障壁となるし，民族や宗教等々を特定
できるレジスターやリストに対する市民の抵
抗感も強いと指摘する。第三に，伝統的人口
センサスが提供する完全なデータをレジス
ターに期待するのは幻想にすぎないという。
行政家はレジスターの品質を自らの使用に足
る水準に維持すれば十分と考え，住民の側も，
例えば，移動のたびに人口登録を変更するな
どのインセンティブが働くとはいえないとい
う。第四に，伝統的人口センサスを採用する
国は，既存のレジスターや行政システムにつ
いてすでに利用経験を積み問題点を熟知して
いるという。例えば多くの国は年次人口推計
に既存レジスターを利用するが，その推計値
は伝統的人口センサスの確定値が出るたびに
改訂を余儀なくされている。Griffinは，多額
の資金を人口センサスに振り向けるよう政治
家や市民を説得するのがただでさえ至難の業
なのに，伝統的人口センサスは不要になりつ
つあると一部専門家が根拠希薄な希望を吹聴
すると，彼らを説得するのはますます難しく
なると警告している（Griffin, 1999）。
　Griffinの懐疑論は，北欧福祉国家の経験の
重要性自体を疑うものではなく，それがヨー
ロッパ全域に普遍的に妥当する点を疑ってい
るだけである。だが，Griffinの懐疑論にもか
かわらず，その後，ヨーロッパ統計家会議で
の議論は続いている。
　以上のヨーロッパの新動向は，統計学界に

とってきわめてショッキングといえる。
　第一に，政府業務統計と行政記録の利用可
能性について，統計実務家の側からはじめて
本格的に問題提起され，国際的な議論に発展
した意義は大きい。各国の統計実務家は行政
記録の利用経験を蓄積しながら，行政記録の
具体的内実に即したきわめて多様な問題を提
起している。業務統計論議はこれを契機に一
挙に豊富化したのである。
　第二に，ヨーロッパの統計家は行政記録の
データ形成プロセスを詳しく研究する必要に
迫られている。ヨーロッパ統計家会議の前述
の2002年作業部会では「データ利用者にデー
タの限界をよく理解してもらい，データ収集
とデータ更新の実際について明瞭な説明を与
えるために，それぞれの行政記録データセッ
ト毎に，品質レポートとメタデータの包括的
リストを提供し，また，欠落データの編集処
理の効果についても情報提供することが是非
とも必要である」（CES, 2003）という合意が
成立した。
　第三に，ヨーロッパの新動向は，何より
20世紀の調査統計中心の統計観が崩壊する
予兆といえる。これまで副次的な統計として
扱われてきた業務統計が，調査統計を補完す
るどころか代替する統計として機能する可能
性が出てきたからである。たしかに21世紀
に北欧福祉国家以外の国々にレジスターベー
ス統計制度が波及するという展望には懐疑的
見解もある。北欧諸国ですらレジスターベー
ス統計制度が全ての統計ニーズを十分満たし
ているわけではない。したがって調査統計中
心の統計制度から業務統計中心の統計制度に
世界の統計制度がシフトしていると現段階で
いうのは難しい。しかし，ヨーロッパの最近
の議論から，電算化された行政記録の統計的
利用が今後発達し，行政記録が調査統計と相
互に比較され，相互に補完する試みが繰り返
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されると予想するのは難しくない。
　第四に，行政記録の統計的利用は，その副
産物として行政機関の官僚制システムに関す
る驚くほど精密なデータを公開させる契機と
なっている。この問題を明示的に追究する統
計実務家はほとんどいない。だが，ヨーロッ
パを中心とする統計実務家は，行政機関に行
政記録の提供を求めたり，行政記録の形成メ
カニズムを詳しく調査したり，行政記録を他
の行政記録や調査データと比較照合する中で，
否応なく，行政機関の官僚制度と直接向き合
う立場に立たされているのである。例えば，
「行政レジスターの品質問題は一つの行政レ
ジスターを他の行政レジスターや統計情報と
照合してはじめて発見されることが多い。そ
のような照合は主として統計目的で行われる
ため，ノルウェー統計局は行政記録の全シス
テムの品質に関して情報を収集し蓄積すると
いう特殊な立場におかれている」（Thomsen 

and Holmøy, 1998）という。この場合，行政記
録の品質情報はノルウェーの官僚制度に関す
る情報と無関係ではあり得ない。
　しかし，ヨーロッパを中心とする最近の統
計実務家の議論は次の点で限界もある。
　第一に，彼らの議論はもともと統計実務に
限定されているため，統計制度の大枠をとら
えた社会科学的な議論には発展しにくい状況
にある。行政記録の統計的利用がなぜ北欧福
祉国家で発達したのか？  欧米の他の国々や
世界の国々にこの議論がどこまで妥当するの
か？  この統計行政の将来戦略に関わる重要
な問いに答えるためには当然各国行政システ
ムや社会制度の違いを研究しなければならな
いはずである。ところが，そうした議論がま
だ本格的には提起されていない。Griffinの懐
疑論がわずかにそれを暗示している程度であ
る。さらに，彼らは行政記録の統計的利用の
ために行政機関の官僚制度と直接向き合う立

場にありながら官僚制度に関する社会科学的
研究にもほとんど無関心である。
　第二に，現在，ヨーロッパの統計実務家の
関心は調査統計を補完する情報や調査統計に
代替する統計を得る可能性を問うことに集中
している。それはもっぱら第二義統計とそれ
に関連する行政記録の利用論議に関心が限定
されていることを意味する。第3節で見るよ
うに，今日，行政記録を行政評価・政策評価
に統計的に利用しようという全く別次元の関
心も高まっているので，この点でも彼らの関
心は限定的であるといわねばならない。
　第三に，欧米で議論されている行政記録の
利用領域は未だ限定的である。ヨーロッパ統
計家会議の前述の作業部会自体が，人口レジ
スターやビジネスレジスター（森，2004）など
特定領域に集中し，行政記録の他の利用領域
に必ずしも議論が広がっていない。例えば，
後に述べるインド統計評議会（2000－2001

年）が，行政記録の利用領域として，社会・
人口統計，企業統計以外に農業統計から通商
統計，インフラ統計，金融統計，国際統計に
及ぶきわめて包括的な領域を検討しているの
に比べて，欧米での議論はまだ範囲が狭い。

２．業務統計の比較体制論　　
開発途上国，移行経済国，そ
して日本

　以上で見たヨーロッパ統計家会議での華々
しい議論にもかかわらず，現在のところレジ
スターベースの統計制度はヨーロッパの一部
地域でしか確立していない。同じヨーロッパ
でもイギリス（岩井他，2003）やフランスをは
じめ多くの国々が今のところ伝統的センサス
方式を基本的に維持し，レジスターベース人
口センサスへのシフトを見合わせている。
　冷戦体制崩壊後におけるヨーロッパの焦眉
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の課題はむしろ旧ソ連地域を含む東欧の移行
経済諸国で統計制度をどう立て直すかという
問題である。国連欧州経済委員会統計部長（当
時）のGriffin自らが，レジスターベース人口
センサスに前述の懐疑論を唱えたのは，実は，
国連欧州経済委員会が直面する課題の反映と
いえる。国連欧州経済委員会及びヨーロッパ
統計家会議は第二次世界大戦終結以来，東西
ヨーロッパ諸国の対話・協調の場であり，冷
戦体制崩壊後は，旧ソ連地域を含む東欧の移
行経済諸国の統計局への支援・協力にも優先
的に取り組んでいる。移行経済諸国のなかに
は，国内や近隣諸国間の紛争で出生率・死亡
率の急速な変化を伴う大規模な国内・国家間
人口移動を経験する国もあり，そうした国々
で人口センサスを実施する意義はますます大
きくなっている。実際のところ，ラトビアと
スロベニア以外のほとんどの移行経済諸国は
伝統的人口センサスを実施あるいは計画して
いる。例えば，ハンガリー中央統計局（1999）
によると，現在，ハンガリーでは人口レジス
ターの構築が図られているが，「それをセン
サス目的に利用するにはまだ初期的段階にす
ぎない」と説明している。ハンガリーには
1990年まで総人口をカバーする行政レジス
ターがなく，逆に伝統的センサスがレジス
ターの作成に利用されていたという。
　山口秋義（2003）は，「現在ロシアでは事業
所を調査単位とした統計作成方法として，レ
ジスターと統計報告制度とが並存しており，
レジスターベースで作成された事業所統計と
統計報告制度によって作成された統計との間
には数値の大きな誤差がある」と指摘し，そ
の原因を究明している。零細企業の増加，シャ
ドーエコノミーの増長と脱税の広がりなどに
よって，旧ソ連時代から続く統計報告制度が
捕捉する事業所数は，新しく構築された事業
所レジスターの1/10から1/2程度に過ぎない

という。山口はまた一次資料に基づいてソ連
の統計報告制度の成立経緯を明らかにし，そ
の中で報告統計を業務統計とも調査統計とも
性格の異なる独特の統計形態として性格付け
ている。もっとも，調査主体の日常的組織系
統の内部で生起する現象を対象とする業務統
計を，その外部で生起する現象を対象とする
調査統計との対照から特徴付けるなら，ソ連
の報告統計は，計画経済組織の内部に包摂さ
れた事業所を報告単位に得られた統計である
から，限りなく業務統計に近い統計形態で
あったと見るべきではなかろうか。「経済計
画の遂行状態を点検し次期経済計画における
ノルマを作成するという過程の中で，統計報
告制度が統計の真実性を歪める『水増し報告』
を生みだす基盤となった」のもそうした経緯
と無関係ではないだろう。現在日本で調査統
計と考えられている生産動態統計調査も，戦
時経済統制組織では業務統計に近い性格を
持っていた（上杉，1960b）。行政記録には行
政行為による散発的な経験を順次動態的に記
録したものが多いが，行政行為が一時点に集
中したり周期的に集中する場合には大量の事
象が一定時点に記録されることになる。森
（1992）が問題提起するように調査統計と業
務統計の中間には調査論理の違いに応じて統
計形態の様々なスペクトルが存在するのであ
る。
　中国の統計報告制度についても批判的研究
が待たれるがそれは今後の課題である。
　アメリカ合衆国には北欧諸国のような人口
レジスターが存在しないので，合衆国センサ
ス局は内国歳入局（Internal Revenue Service）
の税務申告ファイルや社会保険行政ファイル
等の行政記録をベースに「行政記録センサス
（administrative records census）」の試験調査
を実施している。しかし，1995年試験調査
で調査対象地域の行政記録から得られた世帯
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リストを実査世帯と直接マッチングしたとこ
ろ，わずか11％－25％程度しか符合しなかっ
たという（Leggieri, 1999）。その後，合衆国
センサス局は2000年人口センサスと並行し
て 2000年試験調査（Administrative Records 

Census Experiment 2000）を実施した。この
時には，ほとんどの人口を個人単位でカバー
することに成功したと報告されている。
Judson（2002）は，この試験調査の成功が2010

年人口センサスに影響を及ぼすと予想してい
る。だが，この試験調査でも世帯像を行政記
録から再構成することに成功したとはいえな
い。しかも，Leggieri（1999）は，プライバシー
保護の観点からアメリカ合衆国市民が行政記
録のセンサス目的での利用を受け入れるかど
うか未だ流動的だと見ている。
　レジスターベースの統計制度にシフトした
国はアジア地域ではきわめてまれである。シ
ンガポール統計局が世帯登録データベース
（Household Registration Database）と 20％抽
出標本調査を利用して2000年人口センサス
を実施した事例が報告されている程度である
（B. Leow, 2001）。むしろ最近の研究で明らか
になっているのは，開発途上国における行政
記録に依存した統計制度が，経済自由化以降
あるいはそれ以前から機能不全に陥っている
という実態である。そうした国々ではレジス
ターベースの統計生産どこか，逆に行政記録
に過剰に依存した統計制度が反省されている
のである。例えば，インドでは2000年から
2001年にかけて国家統計評議会（National 

Statistical Commission）が，第二義統計や，国
民経済計算の推計データや，各種標本調査フ
レームを作成するための情報源として利用さ
れるインドのあらゆる種類の行政記録につい
て総括的な検討を加えた（National Statistical 

Commission, 2001，岡部，2003）。インドでは，
行政組織それ自体が機能不全に陥った結果，

行政記録の収集システムが末端レベルで深刻
な劣化を生じ，そのことが行政統計制度の行
き詰まりを招き，統計制度全体を衰弱させて
いるといわれている。インドの統計制度の機
能不全は以前から常態化していたが，1990

年代の経済自由化後に一層深刻化している。
例えば，インドでは出生・死亡登録のカバレッ
ジは 50％前後である。産業の膨大なイン
フォーマルセクターについては事業所名簿す
ら未確立である。むしろ標本調査が重要な役
割を果たしている。したがって，このような
タイプの開発途上国を視野に入れると，政府
業務統計をめぐる世界の論議は必ずしも単線
的でないということになる。
　日本では統計審議会が『統計行政の新中・
長期構想』（1995）で，行政記録を統計の作成
や母集団名簿の整備に活用するよう提案して
いる。総務庁統計局統計基準部はその予備作
業として『行政記録に基づき集計された統計
の印刷物等による公表状況調査結果』（1998）
をまとめた。しかし，この10年間「総体と
してみれば，行政記録の統計への活用は依然
として期待されたほどには至っていない」と
いわれている。その背景には「統計の作成に
活用される行政記録の側に目的外の使用禁止
や秘密の保護といった制度的あるいは運用上
の制約がある場合が少なくないこと，行政記
録のデータの範囲や内容等に均一性が十分で
はなく統計の作成に容易に活用できないと
いった事情がある」（内閣府経済社会統計整
備推進委員会『政府統計の構造改革に向けて』
（2005））といわれる。「統計の作成に行政記録
をより広範に活用するための統計法制上の根
拠規定の整備」が，現在，焦点になっている。
　今後，日本の行政記録を統計的に利用する
ためには海外での議論を参考にしながら，そ
れら諸国と日本の行政記録の比較研究を進め
る必要があろう。例えば，もし日本がドイツ
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の模索するレジスターベースの新センサスを
試みても，それは社会制度の違いから無理で
あろう。ドイツ連邦統計局は新センサスのた
めに自治体の人口レジスターと連邦雇用庁の
雇用者レジスターとのリンクを試みているが，
仮に日本の住民基本台帳データ（金子，2001）
を雇用保険被保険者データとリンクしても同
様の効果は期待できないだろう。少なくとも
日本の雇用保険行政記録のカバレッジは非正
規労働部門に関してドイツよりはるかに不十
分である。北欧とインドの行政記録の状況を
両極とすれば，日本の行政記録の状況は，そ
の両性格を複雑に兼ね備えた特殊な状況にあ
るといえよう。
　以上見たように世界各国の行政記録の統計
的利用は，各国の社会制度の違いに応じて一
律には評価できない。各国行政記録の差異は，
各国社会体制の微妙な差異を反映した比較体
制論ともいうべき問題を提起している。同様
に，森（2000）は，20世紀の国家介入強化の
時代から80年代以降の「新保守主義経済体
制」への移行に伴って，各国で規制緩和や民
営化が進むなか，業務統計のあり方に変化が
生じている点に注意を喚起している。

３．業務統計の自己言及性と行
政評価・政策評価

　行政記録に基づく業務統計は，全く次元の
異なる2つの社会事象を同時に表現する統計
である。調査統計は何か外部の客体を対象に
それを表現する統計であることは明らかなの
に，業務統計が表現する対象は，　たとえ外
部からの届出・報告から作られた統計であっ
ても　それほど単純なものではない。なぜ
なら行政記録に基づく業務統計には，
ⅰ　直接的に行政それ自身，
ⅱ　行政対象としての社会現象，

という全く次元の異なる2つの事象が，通常，
同時に表現されているからである。行政記録
は行政行為の一環としてその活動範囲内で確
認された諸事象の記録だから，それを集計し
た統計は自ずとⅰ「行政それ自身」の全体像
を一定側面から表現することになる。岡部
（2000，2001b）は，業務統計を「自己言及的
（self－reflexive）」な統計と性格規定している。
例えば，インドでは出生・死亡登録統計です
ら，登録行政の影響範囲の狭さと機能不全を
表現し，評価する数値として利用されている
（岡部，2001b）。ましてや行政の行うサービス，
事案処理，所管事務等に関する活動量統計が
「行政それ自身」を表現する数値であること
は明らかである。その一方で，通常，行政行
為は抽象的に自己完結するものではなく，何
らかの行政対象を前提とすることもまた明ら
かである。だからこそ，われわれは行政記録
からⅱ「行政対象としての社会現象」に関係
する記録を抽出し，第二義統計と呼ばれる統
計を作ることができるのである。業務統計の
対象規定にはこのように二重性がある。
　問題は，これまで統計家や統計理論家が，
業務統計をもっぱら第二義統計としてのみ扱
い，行政それ自身に対する計測値として扱う
ことがほとんどなかったということである。
調査主体の日常的組織系統の内部で生起する
現象を対象とする業務統計を，その外部で生
起する現象を対象とする調査統計から区別す
る，それまでにない画期的な知見を提示した
大屋（1995）も，これまでそこから進んで行政
それ自身に対する統計的研究という課題を提
示したことはなかった。また，すでに見たよ
うに，レジスターベース統計に関する統計実
務家の近年の関心事も，行政記録の中から調
査統計の対象と類似する社会集団に関係する
記録を抽出し，「ⅱ行政対象としての社会現
象」を統計化する試みであって，行政記録か
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ら「ⅰ行政それ自身」を再構成することが課
題ではない。彼らは行政記録の統計的利用の
ために行政機関の官僚制度と直接向き合う立
場にありながら，「ⅰ行政それ自身」の姿に
あまり触れようとしないし，それを計測する
という問題提起も今のところない。
　ところが，行政学や経営学などの組織科学
の分野では，業務統計が組織のパーフォーマ
ンスを表現する数字であるという理解が一般
的になっている。例えば，行政学者西尾勝
（1993）は，H． A．サイモンの組織科学に倣っ
て統計情報を分類し，業務が適切に遂行され
ているか否かを点検し確認するための「成績
評価情報」と，注意を振り向けるべき問題の
所在を探知するための「注意喚起情報」に類
型区分している。西尾によると行政組織では，
業務統計の多くが，第一次的には成績評価情
報として記録され整理されているが，第二次
的には注意喚起情報としても活用されている，
という。調査統計の多くは，第一次的には注
意喚起情報として調査し収集されるものであ
るが，第二次的には政策・施策の効果を確認
し評価する成績評価情報として活用されるこ
ともないことはない，としている。西尾の統
計情報論は行政組織の日常的な統計利用の姿
をよく示している。行政組織は行政記録を個
別データとして利用するだけでなく，集計
データとしても独特の仕方で利用しているの
である。業務統計が行政の成績評価情報とし
て機能しているならば，それは少なくとも「ⅰ
行政それ自身」を表現する情報として機能し
ていることを意味する。そのことが重要であ
る。もっとも，岡部（2000）は西尾の業務統計
論を批判して，「業務統計が表現する行政活
動の内容は，行政能率の成績情報に限られる
ものではない」と指摘している。業績評価統
計を批判的に再構成すれば，そこには行政の
「官僚制的組織が社会体制内に占める複雑な

位置関係が統計的に表現される」。例えば，
日本の雇用保険業務の低いカバレッジは，雇
用保険法制の問題や市民社会の反応など，雇
用保険行政の行政的努力をこえた社会構造上
の問題を多く含んでいる。
　近年，行政記録と業務統計は，行政評価・
政策評価を目的とした業績測定の評価指標と
して一定の役割を期待されている（古川，
2000，梅田他，2004）。1980年代後半以降，
民間企業の経営手法を行政現場に導入して公
共部門の活性化を図る「ニュー・パブリック・
マネジメント（NPM）」を標榜して，内外で，
中央政府や地方自治体に関する定量的な行政
評価・政策評価が求められているからである。
これによって行政パーフォーマンスの向上が
図られるばかりでなく，説明責任が果たされ
るものと信じられている。日本でも無数の自
治体が急速に行政評価に取り組み，中央省庁
も「行政機関が行う政策の評価に関する法律」
（2002年4月）の施行に伴い評価結果を公表す
るようになっている。
　行政評価及び（広義の）政策評価とは「行政
機関（あるいは公共機関）の活動を客観的に評
価する」取り組みのことである（梅田他，
2004）。「行政それ自身」を表現する業務統計
が行政評価・政策評価の評価指標体系の中で
重要な位置を占めるのは当然のことといえよ
う。なぜなら行政活動の「アウトプット指標」
（事業量の指標）として業務統計は不可欠な情
報だからである。だが，その一方で「行政評
価においては（数値）指標を作るのが難しい，
というのが定説になりつつある」といわれて
いる（梅田他，2004）。行政記録のなかで行政
評価・政策評価に関係する情報は，公式な第
二義統計を作成するために使われる情報に比
べても，内容的に格段に複雑かつ多様である。
しかも，80年代以降の新保守主義経済体制
の下で，社会体制内に占める行政機関の複雑
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な位置関係を社会科学的に評価することなし
に，小さな政府論のイデオロギーや行政管理
上の行政能率のみを追求するきわめて歪んだ
行政評価・政策評価が横行する可能性もある。
さらに，行政記録を行政評価・政策評価に統
計的に利用する場合，情報公開と個人情報の
保護について解決すべき問題も多い。たしか
に，統計による行政評価・政策評価をめぐる
最近の動きは，一面で，市民に行政活動を監
視する権利を保障する説明責任を追求するも
のであり，その限りで民主主義の発達に向け
てきわめて望ましい動きといえる。だが，そ
の一方で，行政評価・政策評価と統計利用の
あり方について社会科学に基礎を置いた批判
的な研究がなければ，国家と市民社会の複雑
な構造を研究することは難しいし，公共政策
のあるべき具体的な姿について冷静で広範な
議論は期待できないだろう。これは今日統計
学のきわめて実践的な課題といえる。
　統計による行政評価・政策評価は官僚制度
の計測という従来にない新しい統計利用であ
り，社会統計学のパラダイム転換に匹敵する
研究課題のシフトを意味する。こうした統計
利用によって，統計学は国家の病根を透視で
きるほど深く体制の中枢に浸透した研究課題
を扱える可能性も出てくる。統計行政のあり
方も新しく問われてくる。これまで統計行政
にとって行政評価・政策評価は越権行為に近
い行為であった。行政統計の劣化に悩むイン
ド国家統計評議会も「政府や地方公共団体が
提供するサービスの範囲を統計的に監査する
制度」すなわち統計的監査（statistical audit）
制度を検討課題にしたが挫折した（岡部，
2003）。日本でも『統計行政の新たな展開方
向』（各府省統計主管部局長等会議）のなかで
「最近では，政策効果の事前・事後の評価を
行うために統計の重要性が高まっている」と
謳われているが，このような統計活動が未だ

統計行政の主要任務になっていない。
　一方，統計による行政評価・政策評価（「ア
ウトカム指標」等）のためには非公式なアン
ケートはもとより公式の調査統計も新しい機
能を果たす。実際，「インドの調査統計（セン
サスや標本調査）は，行政統計とパラレルに
対比することによって，しばしば行政機能を
外側からチェックし相対化する積極的役割を
果たす」（岡部，2003）。調査統計をレジスター
ベース統計で置き換えるという統計政策は，
一面で，官僚制組織を外側からチェックする
調査統計の機能を軽視する危険をはらんでい
る。この点も検討課題である。

まとめ

　電算化された行政記録の統計的利用に関す
る日本での議論は欧米諸国に相当立ち遅れて
いる。しかし，今後，電算化された行政記録
が，第二義統計と行政評価統計という次元の
異なる二重の統計目的から脚光を浴び，検討
が進むことは避けられない状況である。これ
は統計学の将来にとってきわめて重要な研究
フロンティアといえよう。そうしたなか，社
会科学に基礎を置く統計の批判的研究がます
ます重要になっている。
　しかも，行政記録を統計的に利用するため
にわれわれは行政機関の官僚制度と直接向き
合わなければならなくなっている。社会統計
学は近代官僚制度の研究という一つの人類史
的課題に直面する新たな段階に入っている。
　しかしながら，今後の課題として，金融，
環境，福祉をはじめ社会経済のもっと多様で
広範な諸領域に関する行政記録について，議
論の展開が必要であろう。
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コメント
森　　　博　美

　これまでの調査統計全盛時代にあって業務
統計研究は，統計学研究においても「第二義
的」位置づけしか与えられてこなかった。本
論文の著者はこの分野での数少ない専門研究
者として，このサーベイの中で，わが国にお
ける研究の到達点を適切に位置づけるととも
に，欧州を中心とする行政記録の統計利用に
ついての最新の動向も踏まえ，また行政と行
政記録に対する新たなパラダイムを意欲的に
提起している。その意味で本論文は，単なる
サーベイの域を超えた本記念号を代表する本
格的研究となっている。そのレベルは到底評
者の及ぶところではない。論点はすでにほぼ
尽くされており，もし追加すべき点があると
しても，それは紙幅の関係で意図的に簡略に
触れるに留められたものに他ならない。そこ
で以下では，おそらく筆者が十分承知してい
るにも拘らず充分な説明スペースが確保でき
なかったと思われる2，3の論点に限定して，
紙幅の許す範囲で若干のコメントを行うこと
で今回の責めを果たしたい。
　今後も人類が歴史を刻んでいったとして，
100年後に現在を改めて振り返った場合，恐
らく20世紀末から21世紀初頭の時期は，統

計史における大きな転換点として記録されて
いるであろう。かつて主流であった業務記録
に基づく統計作成は，19世紀半ばにヨーロッ
パを中心に調査統計にその支配的地位を奪わ
れた。今後の政府統計の将来を展望した場合，
20世紀中盤以降に特徴的な業務統計の再評
価，復権は，それが大きな転換点に差し掛か
りつつあることを暗示している。
　転換の最大の契機は，いわゆる統計調査の
実施環境の悪化である。調査への協力度の低
下は報告負担削減を，また破産状態にある国
家財政は一層厳しい統計予算の洗い直しを求
めている。その一方で多様化する統計ニーズ
は，従来にはない新たなタイプの統計も含め，
追加的情報提供を政府統計に要求している。
実は業務統計再評価の背景には，このような
二重の意味の現実の変化がある。
　北欧諸国を中心にレジスター・ベースの統
計制度が構築され，人口センサスについては，
標本調査の組み込み（英国），ローリング・セ
ンサス（フランス），レジスター（ドイツ）と
いった様々な方向が模索されている。また，
企業統計についても，多くの国で，税務デー
タその他の情報をベースにしたビジネス・フ
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レームが，調査実施のインフラとして整備さ
れている。調査統計全盛時代を支えてきたセ
ンサスの形態や機能が大きく変容しつつあり，
そのような動きの中で行政記録がそのキー情
報として構造的に組み込まれている。多くの
国で行政情報の統計目的への使用（統計情報
の行政目的での使用禁止）規定が，それを法
制度面で担保するものとして制定されている。
なお，レジスター・ベースの統計制度の下で
は，行政情報が統計作成のための原単位情報
の提供源であり，ノルウェーは行政情報その
ものへの統計基準の適用という局面にまで進
展している。
　行政情報の統計活用という場合，業務統計
そのものの拡充利用と調査データとのリン
ケージによる追加的統計情報の獲得という2

つの形態が考えられる。本論文でも的確に指
摘されているように，行政情報は様々な利用
上の制約を持っている。にも拘わらず，その
有効性が再評価されているのは，それが調査
統計の対応し得ない分野や短い周期での悉皆
的動態把握など独自な情報特性を持つためで
ある。その意味で行政情報は，調査統計の静
態属性とリンクすることで既存の調査・業務
統計にない新たな現実認識素材を獲得できる
可能性を持っている。国連が1994年に採択
した「官庁統計の基本原則」の第5原則が多
様な源泉からの政府統計の作成を掲げている
のは，単なる調査環境への対応だけでなく，
このような積極側面も含まれている。
　行政情報の活用による追加的報告負担なし
に新たな統計情報を獲得する際に問題となる
のが，企業統一コード等のリンクのための
キー情報についての厳格な管理とリンク行為

の事前告知に関するシステムの構築である。
わが国では，プライバシーの尊重をいわば口
実に，統計情報の有効活用については極めて
制限的に制度の運用が行われてきた。行政情
報の有効活用という場合に，G. Orwell的世
界にならないためにも，そのリンクについて
の合意形成並びにそれを体現するシステムの
構築が必要であり，またその論議についても，
原理主義的見地からではなく現実的な歴史認
識に立ったものであって欲しい。
　明治期以来，わが国の行政は一貫して情報
主権を維持してきた。それは戦後の民主化改
革のもとでも揺るぐことはなく，行政の各組
織にとって行政情報に対する主権は内堀，そ
して統計データに対するそれは外堀としての
役割をこれまで果たしてきた。本論文の中で
原著者は，統計に行政評価・政策評価という
新たな機能を付与している。これについては，
政府統計の公共財的性格が行政における情報
主権の見直しを求め，多様な情報源に基づく
政府統計の作成・提供が，多様な政策の選択
肢の提案，合理的政策選択及び政策結果の評
価という一連のサイクルの中に行政情報を位
置づけることになろう。ちなみに1997年の
「共同体統計の提供に係るEU統計局の責務」
を規定したEU規則（EC322/97）第11条は，「EU

統計局が，共同体の政策の実施，監視，評価
のために，共同体の組織，加盟各国組織，社
会経済組織，学界，及び一般市民に対して「共
同体統計」を提供する責務を負う」と規定し
ている。このような視点は，行政情報と統計
データとのリンクについての合意形成にも有
効に寄与するものと考えられる。



はじめに

　日本および社会経済的な状況が類似してい
るアメリカや西欧の国々において政府の統計
部局が編集する統計年鑑や統計リスト類に民
間機関が作成した統計資料が数多く収録され
ている1）。このことから多くの民間作成統計
がその国の統計部局から政府統計がカバーし
ていない分野の資料として一定の評価を得て
おり，また民間作成統計に対する広範な利用
需要が存在していると考えられる。他方，上
記の国々では民間作成統計の結果をインター
ネットサイトに収録する動きが急速に広がっ
ている2）。
　本稿では，このような民間作成統計の現状
と利用可能性について次のように考察の範囲
を限定する。「民間作成統計」の範囲としては，
政府機関・地方自治体以外の機関，すなわち
個別企業・業界団体・政府関係機関・労働団
体・その他の団体などが，主として自機関と
その構成員および顧客が利用する目的で作成
する調査統計および業務統計とする。また，
「利用」は作成機関自身が作成した結果を利
用する場合および公表された結果を作成機関
とは特定の関係がない第三者が利用する場合
に限定する。第三者の利用については主に研
究目的の場合を想定している。したがって，
政府機関など他の機関からの委託に基づく民
間機関による統計作成（統計調査・世論調査・
市場調査など）については本稿では取り上げ

ない3）。また，民間作成統計の実態反映上の
問題点の立ち入った検討は，別の機会に譲る。

１．作成活動の現状把握と作成
結果利用のための手段

　民間作成統計の結果を第三者が利用するた
めには，まず作成活動自体を把握し，それに
基づいて結果を入手しなければならない。公
正取引委員会による業界団体に対する独占禁
止法関連の規制関連を除いて，民間機関の統
計作成活動に関わる承認・届出などの手続き
は不要であるので，政府統計に関する『統計
調査総覧』のような民間作成統計を網羅的に
収録したリストが自動的に作成される仕組み
は存在しない。

1.1　作成活動の存在自体の把握
　民間作成統計の作成主体として最大の存在
である業界団体の活動については，公正取引
委員会（1993）・日経広告研究所（1995）・日本
経済新聞社（1997）・流通科学大学・業界団体
研究会（2001）などによって紹介されている
調査がある。このうち流通科学大学・業界団
体研究会（2001）によれば，業界団体が行う5

種類の活動の中で「調査・統計的な活動」は
過去・現在において多くの団体の中で最も重
視されている。
　民間機関の統計作成活動を把握するための
資料源としては，大別して結果を含む統計関
連の情報を掲載した刊行物とインターネット

第６章　民間統計の現状と利用可能性
山　田　　　茂
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サイトの収録内容が現在利用できる。
⑴　刊行物

　ここでは作成機関自身が発行する刊行物，
刊行物のリスト類の順に紹介する。
　作成された統計の結果を掲載した機関誌・
報告書の発行状況や掲載内容を，作成主体が
想定している利用者（専門調査機関の顧客・
業界団体の会員企業など）以外の者が把握す
ることは非常に困難である。統計を収録して
いる資料に限定しなければ，国立国会図書館
のサイト（2005）など大規模な図書館が提供
する民間団体・企業に関する情報が利用でき
る。なお，経済広報センターのサイトには，
加盟している38の業界団体（の広報誌）のサ
イトへのリンク集が設けられているので，発
行状況の把握に利用できる。
　刊行物のリストは，実用上の便宜から政府
統計を併載したものが多い。このうち経済団
体連合会（1971）は，1956年以降6次にわたり
作成されていた民間統計のリストの最後のも
のであり，320の民間機関が作成した統計（業
務統計・加工統計を含む）の概要が収録され
ている。1998年には経済団体連合会（1998）
として復刻版が発行された。
　最近のリストには，日本能率協会総合研究
所（2002）・1992年以降毎年発行されている
日本能率協会総合研究所（2004）・全国統計協
会連合会によるものなどがある。日本能率協
会総合研究所によるものは，営利企業がその
企業活動の方針立案に利用するための統計資
料が掲載内容の中心である。全国統計協会連
合会（1997）とその改訂版である全国統計協
会連合会（2001）は，民間作成統計に限定した
ものである。
　刊行物に掲載されたリストへの掲載は，作
成が新たに開始された統計の場合は遅れがち
ではあるが，対象・調査項目などに関する相
当量の情報が収録されているので検索の出発

点として利用できる。
　このようなリストをインターネット上で提
供する試みも始まっている。全国統計協会連
合会（2001）の電子版は日本財団のサイトに
収録されており，作成主体が結果をサイト上
で公表している統計には同連合会のサイトか
らリンクが設けられている。日本能率協会総
合研究所が設けた「eReport」というサイト
には，300以上の調査機関が無償公開するレ
ポート（他機関が作成した統計の分析を含む）
が掲載されているサイトへのリンク集が設け
られている。なお，作成結果に関するメディ
アの報道は専門紙の場合でもごく簡単な内容
が多いが，記事データベースに収録されてい
る場合は，作成活動を検索する出発点として
利用できる。
⑵　インターネットサイトの検索

　日本では1997年前後から民間作成統計の
各作成主体が，結果を自ら開設したインター
ネットサイトに収録し始めており，それに
よって作成活動の把握と結果自体の入手も格
段に容易になった。また，閲覧者にとって入
手したデータの保存・加工および作成機関へ
の問い合わせの便宜の点でも優れている。
　インターネットサイトに収録されている民
間統計に関連する情報の検索は，刊行物から
得られた情報を別にすれば，主に「キーワー
ド検索」とリンク集を利用して行うのが，一
般的である。
　表1に，1998年～2005年に行った検索によ
る民間機関が全国を対象に定期的に作成して
いる統計の結果を収録したサイト数4）を示し
た。全体として急速な勢いで増加していると
いえる。
　他方，作成した統計の結果をメディアなど
には公表していながら，自身のサイトが未開
設であったり，未収録の場合が，調査機関，
部品・建材業界などの業界団体を中心に
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2005年8月現在少なくとも30件程度は残っ
ている。
　つぎに，作成機関へのリンク集は，ポータ
ルサイトが設けている「（分野別のリンク集
である）ディレクトリ」，所管官庁・専門紙・
上部団体などのものが利用できる。特に業界
団体および法人格を取得している調査機関の
サイトは，所管官庁のサイトからのリンク集
に含まれていることが多い。なお，山田
（1998b）は，民間機関が作成している統計が
さまざまな名称で呼ばれていることや作成機
関の名称が多様であることが「キーワード検
索」の制約になることを指摘している。
　さらに，特定地域を対象とした統計も，景

況判断調査を中心に多数作成されている。山
田（2003）によれば，定期作成分だけで約210

件（地域金融機関などの個別企業91件，個別
商工会議所65件，商工会議所の連合会・中
小企業団体の県域団体など49件）の景況判断
調査の結果収録が2003年12月現在サイト上
で確認されている。山田（2003）は，独自景況
判断調査実施の主な理由として地域レベルと
全国レベルの景気動向の間の相違を挙げてい
る。
　同一主体が複数の統計を作成している場合
もあり，アドホック的に作成されているもの
も含めれば，結果が公表されているものだけ
でも膨大な数の民間作成統計が存在するとい

表１　全国を対象とする定期作成統計を収録したサイト数の推移

検索時期 1998年 2000年 2005年8月
業務統計1）

サイト総数 166 290 454 65
①個別企業 42 64 87 17
　⑴情報関連業種 24 41 54 1
　　メディア 5 7 11 0
　　専門調査機関・シンクタンク 13 28 35 1
　　広告 4 4 6 0
　　HP検索サービス 2 2 2 0
　⑵「社会的インフラストラクチャ」 14 21 31 16
　　不動産業 5 5 7 0
　　サービス・流通業 3 5 11 7
　　金融機関と系列シンクタンク 6 9 11 8
　　運輸・通信系企業と系列シンクタンク 0 2 2 1
　⑶その他の個別企業 4 2 2 0

②企業の上部団体 89 166 297 36
　　メディア系 0 2 5 1
　　情報・通信系 7 7 8 1
　　エネルギー・運輸系 4 6 12 1
　　金融・証券・商品取引系 23 27 33 14
　　農林漁業系 3 8 12 7
　　製造業系 19 62 139 3
　　環境・リサイクル系 1 5 14 4
　　建設・不動産業系 5 8 13 2
　　流通・貿易系 9 14 23 0
　　サービス業系 11 16 26 3
　　業界横断全国団体 7 11 12 0

③労働団体・関係研究機関 3 8 9 0

④その他の団体 32 52 61 12
　　政府・地方自治体系 26 39 41 9
　　純民間系 6 13 20 3

1）業務統計だけを収録しているサイト。
この表は，筆者の個人サイト（http://home.t06.itscom.net/ecyamada/）に収録。
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えよう。

1.2　作成結果の公開
　作成された統計結果の利用のためには，作
成主体による公開が前提になる。公表の動機
は，作成主体が業界団体である場合には当該
団体自体あるいは統計作成活動への参加の促
進，顧客・潜在的投資家・マスメディア・関
連情報業者などへのサービス，有料サービ
ス・刊行物購入への誘導，作成機関（企業・
団体）自体のPRなどであろう。組織外または
顧客以外への公表には，料金の負担・公表内
容の限定・利用可能時期などの制限がある場
合が多い。
　なお，委託調査の場合には，当然のことな
がら，委託元が了承しない限り委託先の調査
機関は結果を公表しないので，第三者による
結果の利用は不可能である。

２．作成主体の動機と第三者に
よる結果利用

　民間機関が統計作成に着手する動機は，作
成主体の本業の属性によって異なる。専門調
査機関の場合は，結果の提供自体が企業活動
の中心であり，その他の個別企業・業界団体
の場合は，会員企業への提供および事務局自
身の利用が目的である。業界団体および調査
機関の中には「自主統計」という名称を使用
している場合がある。これは，所管官庁およ
び顧客の指導・依頼によるのではなく，その
統計を「自らが使うから作る」，「無償での提
供を目的として自発的に作る」という作成主
体の意識が顕在化したものであろう。
　以下では，調査統計と業務統計に分けて作
成主体の作成動機と第三者による結果利用の
際の問題点を考察する。

2.1　調査統計
　調査統計は，作成主体の組織運営のための
通常業務の遂行を通じて半ば自動的に作成さ
れる業務統計とは異なり，特別の経費・労力
の負担，調査客体の協力確保など特別の措置
が必要である。1.1節において紹介した業界
団体に対する最近の調査が示すように，各団
体の財政状況は厳しく，経費などの負担はで
きれば避けたいところであろう。
　山田（1997）は，作成主体の属性別に民間作
成統計を整理して，実地調査が最も困難であ
るのは，協力が得にくい調査客体が組織外の
個人・企業などである場合であると指摘して
いる。ただし，調査客体による自発的な公表
物（企業業績関係のデータ，広告・テレビ番
組など）が利用できる場合は，例外である。
　政府機関が実施する統計調査においてさえ
非協力が指摘されるようになって久しい。民
間機関が実施する統計調査への協力は，結果
利用の意向が強ければ，抵抗感は緩和される
と考えられる。この点は，政府機関が実施す
る各種の景況判断調査の中で最高の回収率を
長期間維持している日本銀行「短観」の結果
に対する調査客体である企業の利用率の高
さ5）が示唆している。近藤（2001）が指摘する
ように，調査客体が業界団体の会員企業の場
合には，調査結果を利用する意向が強いので
協力は得やすいのではないだろうか。
　専門調査機関の場合は外部へ提供する予定
のサービスや顧客からの具体的な依頼内容と
経費のバランスの判断に基づいて作成の着手
が判断されており，業界団体の場合は団体事
務局の組織・資金力と会員会社の回答能力が
前提条件となっていると考えられる。した
がって，これらの条件を満たす限られた場合
にだけ作成が着手されているのであろう。
　既存の政府統計に重大な不満がなければ，
経費や調査客体の抵抗などを考慮して着手さ
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れることはないと考えられる。このような利
用需要の具体的な状況を把握するために同じ
分野を対象とする政府統計を中心とする既存
統計と民間統計を対比する必要がある。山田
（1998）は，1997年前後に作成されていた民
間統計について公表時期・調査周期6）・実施
時期・カバレッジ・分類の5つの側面から関
連する政府統計との対比を行っている。その
中で最も多いのは，結果の公表時期（17件）
であった。
　これらの点に関わる民間作成統計の状況を
その後の推移を含めて簡単にみてみよう。
　筆者が把握できた対象の範囲に関連して統
計の改廃が生じた場合は次の通りである。民
間機関による調査統計が政府統計の対象分野

の関連で着手または中止された例には，所管
官庁が作成を中止した統計または集計を民間
機関が継承している場合（保有船腹量，味噌・
麦茶・次亜塩素酸ナトリウムの生産）7）およ
び民間作成統計の対象が政府統計に含まれる
ようになり中止された場合（石灰石・化粧品
生産）がある8）。
　つぎに調査項目についてみてみる。業種に
よって異なるが，政府統計には基本的な項目
が採用されているのに対して，民間統計の場
合には営業活動の成否に直結する項目が付加
されている。たとえば，製造業の企業の場合
は，製品の販売経路・顧客層・容器などには，
政府の生産統計の調査項目である製品の成
分・製造方法と同様に関心が強いと考えられ

表２　全国を対象とする定期作成統計を収録したサイト数（作成周期別）

（2005年8月現在）
作成周期1） 日以下 週 月 2～ 6ヶ月 1年～ 3年 合計

サイト総数 21 13 159 64 197 454
①個別企業 10 8 31 19 19 87
　⑴情報関連業種 2 6 23 14 9 54
　　メディア 1 3 6 0 1 11
　　専門調査機関・シンクタンク 1 2 13 12 7 35
　　広告 0 0 4 1 1 6
　　HP検索サービス 0 1 0 1 0 2
　⑵「社会的インフラストラクチャ」 8 2 8 5 8 31
　　不動産業 0 0 4 1 2 7
　　サービス・流通業 1 2 3 0 5 11
　　金融機関と系列シンクタンク 7 0 0 3 1 11
　　運輸・通信系企業と系列シンクタンク 0 0 1 1 0 2
　⑶その他の個別企業 0 0 0 0 2 2

②企業の上部団体 11 4 111 32 139 297
　　メディア系 0 0 2 0 3 5
　　情報・通信系 0 0 2 0 6 8
　　エネルギー・運輸系 0 1 6 2 3 12
　　金融・証券・商品取引系 8 1 15 4 5 33
　　農林漁業系 3 0 2 2 5 12
　　製造業系 0 1 57 13 68 139
　　環境・リサイクル系 0 1 4 1 8 14
　　建設・不動産業系 0 0 4 2 7 13
　　流通・貿易系 0 0 12 3 8 23
　　サービス業系 0 0 4 2 20 26
　　業界横断全国団体 0 0 3 3 6 12

③労働団体・関係研究機関 0 0 0 2 7 9

④その他の団体 0 1 17 11 32 61
　　政府・地方自治体系 0 1 12 9 19 41
　　純民間系 0 0 5 2 13 20

1）収録されている統計のうち周期が最も短いものを基準に分類した。
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る9）。機械振興協会経済研究所（2005）は，機
械製造業の業界団体が作成している統計を中
心に関連する統計との調査項目・分類の相違
などを多数指摘している10）。
　さらに結果の利用可能時期は，作成主体お
よび想定されている主な利用主体が，迅速な
判断を日常的に迫られている営利企業である
ので結果の利用可能時期（作成周期および集
計の公表時期）は重要である。ただし，研究
的利用にとって利用可能時期の意味はあまり
大きくはない。
　そこで各民間作成統計の作成周期をみてみ
よう。表2に，表1の民間作成統計が収録さ
れている各サイトを作成周期別に分類したも
のを掲げた。状況の変化が一般に激しい金融
業・エネルギー供給業・製造業などの分野の
統計において月次以下の短周期のものが多い
ことがわかる。
　他方，集計結果の公表時期は政府統計より
も早い場合が多い。たとえば，サイト上の結
果の更新またはメディアへの公表が定期的に
行われている製造業の生産関連の月次調査の
2005年6月分の結果36件のうち22件が，経
済産業省「生産動態統計」の結果が公表され
た7月29日までに公表されている。小売業・
サービス業・エネルギー供給業などの分野に
おいても同一分野の政府機関が作成している
統計よりも早期に公表されているものが多い。
結果を早期に提供する努力が幅広く行われて
いるといえよう。

2.2　業務統計
　業務統計は，種々の取引仲介業を除いて組
織外への公表を当初は前提とせずに，作成主
体自身の運営上の必要性から作成されている。
調査統計と異なり通常の業務活動を遂行する
結果作成されるので，追加的な経費はそれほ
ど必要とされない。しかし，組織外の利用者

にとっても関心ある分野についての業務統計
の公表例は，調査統計と比べて一般に少ない
（表1参照）。その機関の活動の社会全体にお
ける同種の活動ないし取引における「占有率」
が高い場合には，情報としての価値は大きい
と考えられる。たとえば，取引の集中度の高
い証券取引所・商品取引所などの取引記録・
独占的行政代行機関の業務遂行記録に関する
統計に対する注目度は高い。

３．民間作成統計を第三者が利
用する際の利点と制約

3.1　政府統計と比較した利点
　民間作成統計は，結果に対する利用需要の
高まりに対応して比較的短期間で作成が着手
されることが多いので，新しい現象の把握が
政府統計よりも早く行えることがある。作成
主体の利用需要のほか，会員企業・所管官庁・
顧客・投資家などの要請が着手への促進要因
と考えられる。山田（1998a）は，第2次世界
大戦前から1990年代半ばまでに作成・公表
が開始された統計の一覧表を掲げている。表
3には，その後作成され始めた民間統計の例
を掲げた。
　最近重要性が急速に増大しているものの，
政府統計がまだカバーしていない分野に関す
る統計が比較的早期に作成され始めているこ
とがうかがえる。山田（2005a）は，最近の作
成における特徴的な傾向として企業活動など
の国際化に伴う対応・急成長業界に関する統
計の作成開始・短周期化の3点を指摘している。

3.2　制　約
⑴　作成方法などについての情報の提供

　調査方法・対象の範囲・基本的な概念など
についての情報提供は一般に少ない。特にそ
の統計に参加していない（調査票を提出して
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いない）アウトサイダーのシェアなどについ
ては触れられていないことが多い。近藤
（2001）は，「業界内部の人でさえ統計数値の
背景となる情報がないと的確に数値を読み切
ることは難しい」と指摘している。なお，笠
原（1997）・富沢（1997）・日高（1997）は，実
地調査の細部に関する貴重な情報を提供して
いる。
⑵　作成活動の不安定性
　1990年代前半以降の長期不況の影響は，
大手企業およびその構成する業界団体にまで
及んでいる。長期間にわたって作成されてき
た相当数の統計の作成または公表が，その作
成主体の消滅・会員企業の経営不振などのた
めに中止されている11）。
⑶　長期データ・構造データなどの提供
　表4に示した収録データの始期別サイト数
からわかるように，1990年代半ば以前から
のデータの収録は少ない。特に個別企業が設
けたサイトでは少ない。これは，作成主体の
主な関心の対象が最近の状況であること，サ

イト開設時に直近の結果が収録され，その後
は新しい結果の追加だけが行われたためでは
ないかと考えられる。
　インターネットサイトで提供されている
データは，刊行物の掲載内容よりも限定され
ている場合が多い。総額についての時系列統
計12）が大半で，研究上必要性が高い企業規模
別・地域別などの構造統計表は少ない。
⑷　利用できる調査項目

　民間作成統計の大半を占める業界団体・営
利企業が作成している統計において採用され
ている項目は，企業の営業状態の把握に直結
する売上・出荷・生産の金額・数量などが多
い。何らかの審査を経ている政府機関による
統計とは異なり作成機関の作成目的をスト
レートに反映している。したがって，作成さ
れた結果を作成機関以外の利用者が利用可能
かどうかは，利用目的における作成機関と利
用者の相違の程度によって左右される。

表３　作成が最近開始された民間統計

作成開始 作成主体「統計の名称」
1996年1月 電気通信事業者協会「携帯電話 /PHS/無線呼出しの累計加入者数」
1996年 電通「インターネット広告推計」
1996年 マルチメディア総合研究所「PCサーバーの国内出荷台数」
1996年 日本映像ソフト協会「売上金額」
1997年 日本クレジット産業協会「クレジットカード不正使用被害の発生状況調査」
1997年 生駒データサービスシステム「23区内大型ビル空室率」
1997年 日本旅行業協会「旅行市場動向調査」
1998年 リクルートエイブリック「中途採用求人件数」
1998年 日本工作機械工業会「輸出向け受注額」
1998年 不動産経済研究所「ペット飼育可能マンションの普及率」
1998年 日本電機工業会「燃料電池納入量統計」
1999年 カメラ映像機器工業会「デジタルカメラ世界出荷」
1999年 BCN「ビジネスソフト販売シェア調査」
2000年4月 電子情報技術産業協会「移動電話国内出荷台数」
2001年6月 日本貿易振興会「アジア・クイックDI調査」
2003年1月 学生援護会「アルバイト職種別平均賃金」
2005年4月 日本卸電力取引所「スポット取引価格インデックス」
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４．残された課題

　本稿では，特定地域を対象とした民間統計
の作成状況の動向，業界団体・業界紙などに
よる関連政府統計の組み替えなどの加工利用，
業界団体と官庁との関係の変化の統計作成へ
の影響，海外の民間作成統計の状況などにつ
いては立ち入って検討することができなかっ
た。別の機会に取り上げることにしたい。

注

1．総務省統計局（2005b）には200件以上の民間作成
統計が収録されている。米国の Bureau of the 

Census（2005）は，国内外の約100の民間機関が作
成した約210件の資料を掲載しており，イギリス
のOffice for National Statistics（2005）は民間機関が
作成した十数件の統計資料を掲載している。日本
の総務省統計局（2005a）も，約40の民間機関が作
成した統計資料を掲載している。

2．山田（1999）は，1999年に実施した検索結果に基
づいてアメリカ・イギリス・カナダを中心に200

件余りのサイトが民間作成統計を収録しているこ
とを紹介している。Mort D.（2002）には，イギリス
の民間機関が作成した約900の統計資料と約300の
関連サイトが収録されている。このMort D.（2002）

表４　収録データの始期別にみたサイト数

（2005年8月現在）
収録始期 個別企業 業界団体 労働団体 その他 計
～1994年 4 85 0 14 103
1995年 1 13 0 2 16
1996年 4 10 1 2 17
1997年 4 12 0 1 17
1998年 4 23 1 3 31
1999年 5 14 1 10 30
2000年 6 34 1 10 51
2001年 8 19 3 3 33
2002年 8 23 0 3 34
2003年 8 32 0 3 43
2004年 15 19 1 7 42
2005年 20 13 1 3 37

計 87 297 9 61 454

1）収録されているデータのうち始期が最も早いものを基準に分類した。

は，1985年が初版で5回目の改訂版にあたる。
3．毎年発行されている『統計調査総覧』『世論調査
年鑑』『市場調査白書』が，民間機関が他機関から
委託されている統計関連業務の実情把握の手がか
りとなる。これらの2005年時点の最新版は，総務
省統計局統計基準部（2005）・内閣府大臣官房政府
広報室（2005）・日本マーケティング・リサーチ協
会（2005）。

4．次の6つのケースについては，カウントから除
外している。①他の機関が作成した統計を加工し
た統計，②他の機関から実地調査ないし集計だけ
を委託された統計，③「社会的インフラストラク
チャ」以外の個別企業が自社の通常の活動から得
られる情報に基づいて作成している業務統計（例  

小売業企業の売上高統計），④業界団体の収支計算
書などの作成機関の運営状況だけを専ら反映した
業務統計，⑤技術開発のための実験データ，⑥ス
ポーツ関係団体が競技記録を対象に作成した統計。

5．日本経済団体連合会（2004）。
6．このうちコンビニエンスストアの月次販売額統
計は，1998年に通商産業省（当時）によって開始さ
れている。他方，日本フランチャイズチェーン協
会による同種の統計の作成開始は1983年であった。

7．日本船主協会「日本商船船腹統計」（1972年～）・
全国味噌工業協同組合連合会「容器別出荷数量」
（2000年～）・日本ソーダ工業会「次亜塩素酸ナト
リウム生産量」（2002年～）・全国麦茶工業協同組
合「麦茶生産動向」（2003年～）。

8．石灰協会「石灰用途別出荷実績調査」（1963年～
1965年）・東京化粧品工業会「化粧品工業年報」（～
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1984年）。
9．食糧庁「米麦加工食品生産動態統計調査」が容
器別・販売先別出荷数量の集計を2000年以降中止
した後，全国味噌工業協同組合連合会がこれらの
項目について会員社を対象に独自の調査を実施し
て集計を公表している。

10．たとえば，「［家庭用電気機器　国内出荷実績］
同工業会の調査による家庭用電気機器の国内出荷
統計（販社出荷ベース）である。品目数は前出の生
産動態統計調査（機械統計）よりも多くなってい
る。」のような業界団体作成の統計と政府統計の対
比が示されている。

11．日本貿易会「大手商社輸出入成約高統計」・日本
長期信用銀行「設備投資計画調査」・日本債券信用
銀行「設備投資計画調査」・日本興業銀行「設備投
資アンケート調査」・富士総合研究所「景況感調
査」・日本電気大型店協会「主要家電製品販売実績」
などが1998年以降中止されている。なお，公正取
引委員会（2004）によれば，業界団体の実数自体は，
分野によって多少の差異はあるものの，減少する
傾向はみられない。

12．総務省統計局のサイトの「日本の長期統計系列」
のページには，30件余りの民間作成統計が収録さ
れている。
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コメント
佐　藤　智　秋

　山田会員による民間統計に関する主な研究
は，民間統計の概要と作成主体の諸類型（山田，
1997），業界団体による統計作成状況（山田，
1997，1998a），民間統計のホームページへの
掲載状況（山田，1998b，2000，2005a，2005b），
海外における同状況（山田，1999），民間によ
る景況調査実施状況（山田，2002），地域レベ
ルでの景況統計作成活動（山田，2001，2003）
からなる。そして，当論文はこれらの著作か
ら抜粋されたものである。山田会員による民
間統計研究の特徴は，刊行物やインターネッ
トの徹底的な調査をもとに研究対象の特徴を
整理するところにあるが，当論文に関しては
抜粋されすぎているために，研究内容のエッ
センスがうまく活かされていないように思わ
れる。そこで，参考文献にあげられた山田会
員の論文内容も含めてコメントを行うことに

する（引用に際しては，山田論文の参考文献
をお借りする）。なお，山田会員は，民間統
計ではなく民間作成統計という用語を使用し
ているが，コメントでは，民間統計という表
現を使う。
　まず，当論文のタイトルは「民間作成統計
の現状と利用可能性」であるが，山田会員の
研究内容は民間統計全体に関するものではな
く，特に変化の見られる領域に，かつ，刊行
物とインターネットから把握できるものに限
定されており，山田会員自身，冒頭において，
取り上げる民間統計の範囲を，作成主体，利
用主体，統計の種類について限定する。また，
この限定も，この範囲内で考察するというこ
とであって，この限定された範囲の民間統計
を概観するということではない。この点を踏
まえておかないと，民間統計の全体像はもち
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ろん，限定された民間統計についても，どう
いう状況なのか，増えているのか減っている
のかの記述もないために，肩すかしの感が残
るかもしれない。民間統計の広がりを考慮す
ると限定はやむを得ないが，一工夫欲しい。
さらに，考察の大半は結果統計に関するもの
である。民間における統計の作成過程や作成
能力についての言及はこれまでの著作におい
ても全体的に少ない。
　それでは，第2節の作成活動の現状把握と
作成結果利用のための手段からみていくこと
にする。この10年のあいだに，情報処理技
術の進歩は，統計調査方法，結果統計の公表
形態・利用方法等，統計の環境を大きく変え
ている。山田会員は，インターネットを利用
し民間機関のサイトを検索することにより，
この間の民間統計を掲載するサイト数の推移，
作成主体，作成周期等を整理する。この手法
により業界団体の活発な統計作成の動きや，
その他の把握できた民間統計の特徴を示して
いく。
　第2節では，さらに，地域レベルでの独自
の統計作成への取り組みが取り上げられる。
山田（2001，2003）では，全国と特定地域との
景気動向の相違により，地域においては独自
統計に対する需要が存在するとみなす。そし
て，とりわけ動きのみられる景況調査，景気
動向指数の作成，県民経済計算の推計・公表
等の動きが整理される。ここでは，地方銀行，
第2地方銀行，信用金庫を中心とする地域金
融機関，および複数の経済団体による取り組
みが多数を占め，また増加傾向にあることが
示される。例えば，景況調査に関しては，ホー
ムページへの収録状況，開始年次，調査企業
数，調査周期を調査・整理し，全国レベルの
統計との相違点を示すことで，地域レベルで
の独自統計に対する具体的な需要を指摘する。
今日多くの地域において，地域経済の活性化

が重要課題になっており，地域独自に景気動
向や経済規模を捕捉するために関連する統計
が整備されつつある。地域統計の領域におい
て地域間競争が展開されているわけだが，こ
うした状況がわかりやすく整理されており，
関係者にとっては貴重な情報になっている。
　つづく第3節では，民間統計の作成主体の
動機が取り上げられる。山田会員は，民間が
独自に統計を作成する理由を，既存の政府統
計が，民間の統計需要に適合していないため
と捉える（山田，1998a，第2章）。政府統計
と民間統計を整理・比較し，民間統計の方が，
調査項目では営業活動により直結したもの，
作成周期では短いもの，公表時期では早いも
のが多いという特徴点を導き出し，政府統計
に対する民間統計の補完的な関係を指摘する。
　ところで，山田会員の他の論文に対しても
いえるのであるが，民間は何のために独自に
統計を作成するのか・利用するのかという目
的や意義に関する考察が弱いように思われる。
動機，理由，目的，意義という言葉は繰り返
しでてくるが，やや曖昧なままに使用されて
おり，目的や意義そのものに対する焦点の当
て方が弱いようである。重要な点であるが，
わかりづらいところでもあるので，他の会員
の記述もお借りして説明したい。
　近藤会員は，業界統計の役割について，「業
界統計は企業においては，業界動向の把握の
ほか，事業計画や経営計画の策定などに利用
できる非常に役に立つ統計である」と述べ（近
藤，2001，p.1），その上で，「業界統計は，
業界の業況を把握するという大きな目的のほ
かに，マクロの経済統計（官庁統計（引用者））
を補完するという役割を結果的に持っている。
結果的にと書いたのは，業界統計はマクロ経
済統計を補完することを念頭に置いて作成さ
れている訳ではないが，経済動向を見る際に
結果的には大いにマクロ経済統計を補完して
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いるからである」と述べる（同，2001，p.26）。
　また，菊地会員は，地域における景況調査
について，「……地域の企業調査も単に行政
による内部資料づくりのための調査というの
ではなく，結果が公表され，地域の認識が深
められるような，地域の公共財となるような
ものとして作られるのでなければならない。
その際大事なのは，地域の行政自らが調査を
企画し調査を実施することである。そのこと
により対象をより深く捉えようとする力が形
成されると共に，他方で，国の統計を活用す
る力を要請することにも繋がる。そうした視
点に立つとき，地域景況統計の活用は大変重
要な意味を持ってくるように思われる」と述
べる（菊地，2005，pp.1－2）。引用箇所は地方
自治体が独自に統計を作成する意義に関する
ものであるが，内容は行政以外の地域の経済
団体や金融機関等の民間機関であっても当て
はまるであろう。
　つまり，山田会員が民間統計に対して与え
る政府統計の補完という役割は二義的・副次
的なものであり，民間統計について論じるの
であれば，補完を越えた独自の目的あるいは
意義を考察することが欠かせないのである。
　これと関連するが，第3節で第三者による
結果利用，第4節で民間作成統計を第三者が
利用する際の利点と制約が取り上げられる。
山田会員によれば，第三者は研究者や一般消
費者などであり，主に研究上の制約になる。
山田（1998）では，第三者が利用する際の制約
として，民間統計の代表性の問題，作成主体
の個別の目的に合わされた調査項目・集計方
法が指摘される。事実，政府統計と比較する
ならば，民間統計の大半は，質的に劣るであ
ろうし，第三者が利用する上での制約も多い。
しかし，民間統計における第三者の制約は，
あくまでも二次的なものに留まるのであり，
作成主体による利用の実態まで踏み込み，作

成主体自体が抱える制約あるいは問題を考察
していくことも必要であろう。
　社会における統計需要は今後も拡大を続け
ていく。そして，民間統計が拡大する需要の
多くを満たしていくことは間違いなく，それ
に対応し，研究対象としても，民間統計は重
要度を増していくことは明らかである。こう
した中で，既存の政府統計と新たに動きの見
られる民間統計を比較し，民間統計の補完的
な特徴を整理していくことは大切な研究作業
であるが，あわせて，民間統計の独自の役割
や積極的役割を示していくことも不可欠であ
る。
　中央省庁，地方自治体，業界団体，企業，
民間専門調査機関では，それぞれ統計を作成
し利用する理由・目的は異なる。一方，こう
した組織が，新たな役割を持ったり，あるい
は協力関係を築いて，統計作成を行うケース
もますます増えてこよう。山田会員は，全国
レベルの統計について，「行政側からの独自
統計作成への直接的な誘導・作成費用に対す
る補助金支給などによる積極的な働きかけ」
（山田，1998a，p.11）に言及している。資金
や人員の面で絶対的な制約がある地域にあっ
ては，統計の作成形態は，民間委託であれ産
官学の連携であれ，さらに広がっていくであ
ろう。全国レベルでは，すでに統計事務の効
率化のための政府統計の民間開放・委託が日
程に上がってきている（この民間委託につい
ては，山田（2005b）において，委託件数の推移，
分野，調査方法・調査の整理を行っている）。
補完的関係を指摘するだけでは，無原則な民
間開放に歯止めをかけることはできない。社
会における統計利用のあり方を方向づけてい
くためにも，個々の統計について，その目的
や意義を語っていくことが統計研究に求めら
れよう。



はじめに

　本章の課題は，統計制度改革の国際動向と
して1990年代後半から広がりを見せている
国際的な統計の品質論に注目し，その内容に
ついて特に最近の動向と先行研究を紹介・検
討しつつ，日本の社会統計学における諸理論
との関係について論じることにある。
　国際的な統計品質論は，先進諸国および国
際（統計）機関がイニシアチブをとって1990

年代に特に活発になった動きで，統計の品質
というタイトルの下に集まった，統計データ
の質，統計の生産から配布までの過程の質，
さらにその過程を支える統計制度の質を問う
一連の論議を指す。統計品質論で重視される
のは①統計利用者のニーズを重視し，②統計
の質を評価し結果を公表するところまで進も
うとし，③統計的生産物（1次統計資料や分
析結果をふくむ最終生産物および統計基準等
をふくむ中間生産物）を経済活動における生
産物一般の品質管理論として捉えようとして
いること，である。
　本章では次の4点について考察する。第1に，
各国および各国際機関で様々な統計制度の諸
改革がこの10年で実施されているが，本稿
ではそれらの諸改革の底流を形成していると
見うる統計の品質というテーマのもとに集
まっている論議をとりあげる。第2に，日本
におけるこの論議の到達点と目される伊藤陽
一の先行研究を紹介し，この論議を検討する。

第3に，伊藤の先行研究では十分に議論され
ていなかった最近の国際的な品質論議に関す
る動向として，特に国際通貨基金（IMF），ヨー
ロッパ連合統計局（Eurostat）主催の統計品質
に関する国際会議，国連統計委員会による国
際統計の品質に関する国際会議，さらに国連
統計部が2003年に第3版として発行した『統
計組織ハンドブック』，における議論を紹介・
検討することである。第4に，日本の社会統
計学が早くから研究してきた分野である統計
の品質論議の多く，例えば統計の正確性や信
頼性についての論議を含め，日本の社会統計
学の諸理論とこの論議の共通点や相違点につ
いて考察する。現在の国際的論議は研究対象
の広がりと深さ，さらには具体的な実践の積
み重ねがあることから，我々経済統計学会が
基調とする社会科学に基礎を置いた統計学に
とって多くの学ぶ点があるのと同時にこの論
議に我々が貢献できる点があるのでないかと
思う。

１．統計品質論の主な経過と概要

　1989年の東西ドイツ統合や91年の旧ソ連
崩壊を契機として，多くの社会主義体制の
国々が市場経済への移行を始める中で，中央
による計画経済体制に組み込まれる形で報告
義務によって統計が作成され公表されていた
統計制度もまた変革に迫られることになった。
1990年前後に中東欧地域の移行国が統計制
度の新たな体制構築の問題に直面する中で，
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ヨーロッパでは国連ヨーロッパ経済委員会を
中心として，移行国だけでなく，すべての国
に適用可能な政府統計の基本的な原則づくり
の機運が高まった。これが，1991年の国連
ヨーロッパ統計家会議，1992年の国連ヨー
ロッパ経済委員会，そして1994年の国連統
計委員会での「政府統計の基本原則」の採択
へとつながったのである（United Nations 

Economic Commission for Europe, 2003）。
　国際的な統計の品質論はこの「政府統計の
基本原則」が国連の普及活動や実施状況調査
（Unite Nations Economic and Social Council, 

2004a）等を通じて国際社会に周知されていく
のと時を同じくして始まった動きでもある。
また，1990年代後半という時期には，アジ
ア通貨・経済危機による統計への不信，先進
国においては統計予算の抑制や統計活動に対
する国民的協力の低下，情報公開とプライバ
シー意識の浸透等が国際的な統計品質論議の
背景としてあった。そして21世紀に入り，
国連ミレニアム開発目標に象徴されるように，
世界的規模の諸問題を統計によって把握し改
善の方策を探りさらに改善の進捗度を測るこ
との重要性が国際諸機関や統計学界において
強く意識されるのと連動して，統計の品質論
議も具体的な実践と研究の積み重ねを経てよ
り包括的になってきた。
　第1に，IMFの活動がある。IMFは1990年
代後半の通貨危機の際に統計への不信が高ま
る中で，1990年代後半から経済・金融分野
を中心に統計の作成および公表における基準
を定め，それにもとづいた加盟国の統計情報
（メタデータ）や評価などをウェブサイトで公
開している。第2に，Eurostat主催による「政
府統計の品質と方法論に関する欧州会議」が
ある。1990年代後半からEurostatによって進
められていた統計の品質をめぐる研究成果は
2001年の第1回会議（通称Q2001）で初めて発

表された。第2回会議は2004年（Q2004）に開
かれ，2006年には英国で開催される予定で
ある。第3に，国連統計委員会・Q2004サテ
ライト会議がある。Q2004のサテライト会議
として「国際機関のテータ品質に関する会議」
を初めて開催した国連統計部・統計活動調整
委員会（CCSA: Committee for the Coordination 

of Statistical Activities）は，世界のさまざまな
国際機関が発行する国際統計の品質について
基準づくりを試みようとするもので，Q会議
と同様2年おきに開催予定である。第4に，
国連統計部が改訂版として発表した『統計組
織ハンドブック』がある。これは上記3点に
代表されるの統計品質論議をうけて，国連統
計部が1980年に発行した第2版を全面的に改
訂したものである。
　その他の注目すべき主な動向としては，①
The Economists誌に 1991年と 1993年に掲載
されたOECD主要国の統計制度の評価と順位
付けの記事（The Economists, 1991, 1993），②
統計制度の整備と発展の途上にある主に開発
途上国に対して政府統計活動の能力を高める
支援，いわゆる「統計能力の構築」（Statistical 

capacity building）を通じて当該国の統計の品
質を高めようとするWorld BankやPARIS21: 

Partnership in Statistics for development in the 

21st centuryの動き，③統計の品質に対する
各国の最近の取り組み1），④品質を構成する
次元，品質のチェックリストなどをふくむ
OECDが提供する統計の品質に関する枠組
（OECD, 2003）および統計データ公表の速報
性について各国統計機関の優れた実践例の公
開，がある。
　以上，統計の品質論議に関わる国際的な動
向を簡単にみてきた。統計の品質をめぐる論
議が，第1に，従来からあった統計の誤差に
ついての議論を超えた一国の統計制度全体の
在り方まで及んでいること，第2に，一国が
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生産する統計の品質だけでなく，国連委員
会・CCSAの初の国際会議にみられるような
国際機関の生産・編集する国際統計の品質に
ついても論じられるようになるなど内容の深
化と論議の全面化が窺えることがここからわ
かる。

２．日本国内における関連先行
研究の概観

　先行研究について経済統計学会会員とそれ
以外に分けて説明した上で，特に本学会会員
の伊藤陽一の先行研究を筆者なりに整理し，
伊藤による貢献と筆者が参考にすべき点につ
いて検討する。

2.1　経済統計学会会員
　現在，国際的な統計品質論については，伊
藤陽一による一連の研究（伊藤 1999b，1999c，
2002，2005）と張（2005）による中国の経済統
計の品質についての研究がある。本学会会員
外についてみてもこのテーマについては伊藤
の先行研究がもっとも有力であるとみなせる
ので，後で詳しく取り上げて論じることにす
る。統計品質論には統計組織や統計制度の検
討が欠かせないが，それらに関する先行研究
はいくつかある。国連統計委員会をはじめと
する国際的な統計組織の1980，90年代にお
ける動向について工藤（1996）が前回の記念
号で論じた。各国の統計制度研究に関しては，
山口（2003）がロシアにおける政府統計制度
の成立期の分析から，通説とされていた社会
主義経済体制における集中型統計組織と統計
報告制度を再検討した。岡部（2003a，b）はイ
ンド統計制度の現状と課題について総括した
インド統計評議会による議論を紹介・検討し
た。森（1999，2000）はイギリスにおける統計
機構の変遷と政府統計機関における統計の作

成状況について論じた。伊藤（1999a）は1990

年代後半の米国連邦統計に関する諸改革につ
いて取り上げた。また，最近の人口センサス
の制度改革については濱砂（2000）がドイツ，
杉森（2000）と西村（2003）がフランスを論じ
た。さらに，日本の統計制度については，ミ
クロ統計データの提供や個人情報の保護につ
いて濱砂（1999）と森（2004，2005a）が論じ，
統計制度の今日的課題を考える基礎のために
森（2005b，c）が「統計法」成立過程を検討し
た。

2.2　経済統計学会会員以外
　国際的な統計品質論についてはまず，川崎
（2001）が国際的な品質論議の背景，IMFの統
計品質の枠組を紹介し，日本の政府統計にお
ける課題として，統計利用者の目的に合致し
た統計を作成することによって統計の有用性
を高めること，統計の精度や利用上の留意点
を統計利用者に対して積極的に提供し，統計
の透明性を確保することを指摘した。
　これ以外では，大戸（2001）が IMFの統計
品質セミナー，また福井（2001）がQ2001，熊
埜御堂（2004）がQ2004での論議について紹介
しており，さらに吉澤（2003）が最近の品質管
理の動向からみた統計および統計機関の質に
ついて論じている。伊藤彰彦（2003a，b，c，d）
はQ2001で報告された論文を翻訳紹介してい
る。統計の品質論議とは直接関わらないが，
島村（2005，2006）が世界各国および国際統計
機関の統計制度について紹介・検討した。ま
た，総務省統計局統計基準部国際統計課がほ
ぼ毎年刊行している『諸外国における統計の
制度と運営』では，各国の統計制度の動向に
関わる重要文書の翻訳等が収録されていて参
考になる。最近では2001年に同省同部が諸
外国政府に対して郵送した統計関係の法律及
び統計の総合調整機能等の統計制度に関する
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調査の結果を発表した。

2.3　伊藤陽一による到達点の検討
　これまで日本国内における統計品質論議に
関する先行研究をみてきたが，研究の数が少
ない上に，その大半は国際会議（Q2001，
Q2004，Q2004サテライト会議）での報告論
文紹介に若干のコメントを加えたものにとど
まっている。川崎（2001）はこの論議の背景や
IMFの統計品質の枠組の内容に関わる検討の
上で，日本の政府統計活動に対する含意を論
じているが，この論議について最も包括的に
検討を加えているのは伊藤陽一である。
　伊藤が国際的な統計品質論議について初め
て言及したのは伊藤（1999b）であり，ここで
は日本の社会統計学の蓄積，特に統計の真実
性や統計制度論をふまえて，Eurostatが提出
した統計品質の考え方や品質の構成要素に一
定の整理を与えた。また，伊藤（1999c）には，
Eurostatが1990年代後半に発表した統計の品
質の関する主要論文が訳出されている。伊藤
（2000）では国際的な動向や文献を紹介した
上で国際的論議の注意点と統計品質および統
計制度の品質評価に対する意見を述べた。
Q2001へ実際に参加（伊藤 2001）した後に，
伊藤（2002）では，Q2001に提出された主要論
文の訳出と IMFのデータ品質参考文献サイ
ト（DQRS）の訳出，等を収録した。最後に伊
藤（2005）では，Q2004サテライト会議を紹介
した上で日本の統計学や政府統計活動及び最
近の統計改革論議について意見を述べた。
　以上の研究における伊藤の貢献点は，第1

に，政府統計機関，国際（統計）機関，統計学
界においてこの議論が特に1990年代以降に
加速している背景要因を数多く指摘している
点である（伊藤 2000）。第2に，多様な議論
を持つ品質論議がカバーする分野を，①品質
評価（・管理）の対象，②評価対象ごとの品質

構成要素とその相互関係，③品質評価者と品
質評価の方法，④品質評価結果の公表，⑤品
質管理とその体制，の5つに整理したことで
ある（伊藤 2000）。なお，②については伊藤
独自の整理を与えたが，それでも各要素がな
お並列的に語られている点に注意を促してい
る。第3に，統計品質論に対する以下のよう
な指摘，すなわち，ⅰ この国際論議は，個
別的には日本の社会統計学でも特に統計の信
頼性・正確性論議および統計調査過程論とし
て取り上げられてきたが，統計データの内容
にとどまらず，統計利用者のアクセスの良さ，
経済性，各構成要素間のトレードオフ関係を
問題にしている点で，日本の社会統計学の議
論を超えていること（伊藤 2000，以下ⅴまで
同様），ⅱ 一国の統計活動・統計制度は絶え
ず問われ続けてきたが，世界規模の社会問題
を抱える今日的段階においてそれがあらため
て問われていること，ⅲ 一国の統計制度を
評価する研究は興味深いが，経済統計に偏っ
た評価が多く社会統計まで含めた広い評価と
はなっていないこと，ⅳ 統計的生産物や統
計制度をふくめた品質を問うことによって，
より多面的で現実的な検討が可能となり，ま
た現実的改善策を提起しうること，ⅴ この
論議は，地方統計，中央政府統計，国際統計
のレベルにおいて検討されるべきこと，ⅵこ
の論議が徹底して統計利用者のニーズを重視
することは優れた意味を持つ一方で，それを
強調し過ぎることによって統計の真実性を確
保する見地が弱まりうること（伊藤 2002），
ⅶ この論議の積極的側面を認めつつも，統
計諸機関におけるコスト削減や効率化本位の
中では現在のこの論議の適用が統計機関構成
員の意思を無視し，長時間労働を要求する可
能性があること（伊藤 2002），という指摘が
それである。
　このように，国際的な統計品質論議に関し
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てはすでに，伊藤による広範でしかも多岐に
わたる研究成果が存在する。このため以下で
は，そこではあまり取り上げられていない統
計の品質をめぐる最近の動向，すなわち品質
論議での強力な先導役を演じている IMFの
最近の活動，Q2004でのEurostatによる統計
の品質に関する新たな取り組み，国連統計委
員会が開催したQ2004のサテライト会議での
新たな動き，そして国連統計部が改訂版を発
行した『統計組織ハンドブック』に絞ってそ
の内容を紹介・検討する。

３．国際的な品質論議における
最近の注目すべき動向の紹
介・検討

3.1　 IMF の DSBB（Data Standards Bul-

letin Board）
　IMFの統計品質に関わる現在の活動は
DSBBサイトに集約されている2）。活動の契
機となったのは，1994年に国連統計委員会
が採択し「政府統計の基本原則」である。
IMFはまず経済・財政統計を作成・公表する
際の基準を定めた SDDS（Special Data Dis-

semination Standard）を 1996年に設置し，次
に経済・財政統計に加えて社会統計を作成・
公表する基準を定めたGDDS（General Data 

Dissemination System）を 1997年に設置し，
その後，統計データの品質に関する情報源サ
イ ト と し て DQRS（Data Quality Reference 

Site）を公開し，現在ではDSBBをトップペー
ジとしてその下に以上の3つ（SDDS，GDDS，
DQRS）のサイトが集まっている。以下では，
先行研究では十分紹介されていない IMFの
サイトについて簡単に紹介する。

3.1.1　SDDS3）

　SDDSの目的は，加盟国に対して経済・財

政統計公表のガイドラインを提供することに
よって，適時的で網羅的な統計の入手可能性
を高め，健全なマクロ経済政策の実現に貢献
することである。SDDSでは，経済・財政統
計の作成・公表に対する基準を定め，この基
準に対する情報提供を加盟国に要請している。
なお，これらの基準はあくまでも指針であっ
て，加盟国にこの基準の遵守を求めるもので
はない。この基準には4つの次元（dimension），
①データ（カバレッジ，定期刊行，適時性），
②公衆によるアクセス，③高潔性（integrity），
④品質，がある。IMFはこの基準についての
参加と情報提供をSDDS設立時の1996年以来，
加盟国に要請している。ただし，SDDSの基
準を満たすだけの経済・財政統計が整備され
た統計制度を有するのは先進諸国が中心であ
ることから，SDDS参加国はその大半が先進
国である（IMF加盟184国のうち61国：2005

年8月現在）。SDDS参加各国の統計機関から
提供されたSDDSの各次元に関する情報は，
SDDSのサイトで公開されている。日本は，
SDDS設立直後の1996年に参加し，IMFに情
報提供している。

3.1.2　GDDS4）

　1997年に設置されたGDDSの目的は，「⑴
データの品質改善を加盟国に促し，⑵データ
改善の必要性とその優先順位の設定を評価す
るための枠組を与え，⑶経済・金融の統合が
増す世界において，網羅的で適時的で入手が
容易で信頼性のある経済・金融統計ならびに
社会統計の公表について加盟国を手引きする
こと」であり，そこでは統計整備の途上にあ
る開発途上国の参加が念頭に置かれている。
2005年8月現在で参加国は84である。
　参加国には，統計開発の枠組としてGSS

を使うこと，国との調整役を選任すること，
政府統計の作成と公表に関わる情報や短期・
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長期的な統計実践の改善計画を用意すること
が要請される。IMFはこのような要請をする
一方で，参加国には関連する技術支援を行っ
ている。GDDSの枠組は，SDDSと同じ 4つ
の次元（データ，公衆によるアクセス，高潔性，
品質）をもつ。ただし，データの次元の内容（カ
バレッジ，定期刊行，適時性）に関しては
SDDSの基準より緩いものを採用している。
また，SDDSとは異なり，GDDSでは経済・
財政統計の他に社会統計の基準を定めている。
この社会統計は国連ミレニアム開発目標にお
ける指標を意識しており，その中には，人口，
教育，健康，貧困が含まれる。参加国は，経
済・財政統計だけでなくこれらの社会統計に
ついてもGDDSの基準にそって情報を提供し，
統計作成・配布の改善に取り組んでいる。

3.1.3　DQRS5）

　このサイトはマクロ経済データの品質に関
する参考資料や文献リストなどを集めたもの
である。特にこのサイトで注目されるのは，
IMFが統計の品質評価の枠組として独自に開
発 し た Data Quality Assessment Framework

（DQSF）と，このDQAFを使って IMFと対象
国の関係者とが合同で自国の統計の品質を評
価した報告書（ROSC: Reports on the Obser-

vance of Standards and Codes）である。DQAF

開発の背景としては，各国から自主的に報告
されるSDDSやGDDS情報の公開と共有から
一歩進めて，その国の統計の品質を評価でき
る枠組の提供というねらいがあるものと思わ
れる。またROSCは 2001年に始まった IMF

の事業である。2005年8月現在でROSCを提
出している国は合計51であり，すべてこの
サイトで公開されているが，日本からの報告
はまだ提出されていない。

3.2　 Q2004での統計の品質に関する
Eurostatの活動

　統計の品質に関するEurostatの指導グルー
プ（Leadership  Group  on  Quality:  LEG）は，
Q2001で「ESSの品質宣言」と統計品質につ
いての22の勧告（以下LEG勧告）を提出した
が，この勧告を受けて開かれたQ2004では，
Eurostat関係者からQ2001以降の取り組みに
ついて一連の報告がなされた。ここではその
うち主要な報告の概要を紹介するとともに筆
者なりの意見を加えてみたい。

3.2.1　 ESSにおける品質問題の基調報告
（Öberg, 2004）

　Q2004の開会にあたっての全体会議で，
ÖbergはESS（欧州統計システム：EU各国の
統計機関や省庁や中央銀行の合同組織）にお
ける品質活動についての基調報告を行った。
品質評価の作業グループによる評価枠組の次
元と説明が示された。Eurostatの品質要素は
IMFのDQAFに比べると統計データを中心に
考えており，IMFとは品質要素に対する接近
方法は異なるが，両者は補完する関係にある
とみるべきであろう（United Nations Statistics 

Division, 2004a）。

3.2.2　 LEG勧告の実施状況についての報
告（Karlberg and Probst, 2004）

　ヨーロッパ各国・各機関でのLEG勧告の
実行状況について6段階評価による報告がな
された。ヨーロッパで統計の品質改善にむけ
てEurostatの主導の下に提出された諸勧告が，
単なるスローガンではなく，各勧告の具体的
な実行状況を様々な調査にもとづいて検討・
点検していることがわかる。
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3.2.3　 統計調査の品質に関する自己評価
についての報告（Laiho and Nimmer-

gut, 2004）
　Eurostatの品質枠組やLEGの品質に関する
勧告をもとづき，特に個別の統計生産の現場
で指揮 /監督業務にあたる管理者が統計の質
を評価し品質改善するためのチェックリスト
が，LEG勧告を受けて作業グループとして
組織されたDESAP（Development of a Self－As-

sessment Programme for Surveys）から発表さ
れた。このチェックリストは統計調査の各段
階毎に設定されており，日本の社会統計学に
おける統計調査過程論との共通点をもつ。

3.2.4　 標準品質指標について（Linden and 

Papageorgiou, 2004）
　Eurostatによる7つの次元を持つ品質評価
枠組にもとづいて実際の評価に使用する指標
がLinden他から提案された。提案された指
標は全部で20からなるが，そのうちの12は
必ず満たされるべき指標，4は間接的に品質
に影響を与える指標，そして残りの4がESS

の統計機関によってさらなる経験と議論を要
する指標として提示されている。品質の指標
化の確定にはさらに検討を要する課題がなお
残されているものの，この報告から評価枠組
の具体的な構築に向けての作業が進行してい

ることがわかる。

3.3　 国連統計委員会主催によるQ2004

サテライト会議6）

　国連統計委員会の統計活動調整委員会の主
催によるこの会議は，国内を対象に統計の品
質を議論してきたQ2001，Q2004とは異なり，
国際（統計）機関が公表する国際統計の品質を
問題とした初めての国際会議という点で画期
的であった。この会議での主要報告の詳細な
内容については伊藤（2005）にゆずり，ここで
は，一国並びに国際レベルでの政府統計の品
質に関して公表・採択されている様々な要素
を整理した国連統計部の報告（Havinga et al., 

2004）についてとりあげる（表1参照）。なぜ
なら，この表に国際（統計）機関の統計品質に
対する今後の考え方が集約的に示されている
と考えられるからである。なお，表頭の「原
則」は統計の品質枠組についての哲学的な内
容，「評価枠組」は原則を実現するための戦
略的な評価枠組，「基準」は評価枠組を測定
可能なように操作化したものと考えられる。
この分類によれば，一国レベルでは既に表に
も示されたような要素が存在しており，国際
レベルでも統計の品質論について，一国レベ
ルと同様に3つの要素が準備されるべきでは
ないか，というのがこの報告の1つの主張で

表１　国際政府統計の品質枠組

原則
（哲学的）

評価枠組
（戦略的）

基準
（操作的）

国
レ
ベ
ル

FPOS :
Fundamental Principles for 
Official Statistics
政府統計の基本原則

DQAF :
Data Quality Assessment 
Framework
データ品質評価の枠組

SDDS/GDDS
Special Data Dissemination 
Standards/General Data 
Dissemination System
特別データ配布基準・一般
データ配布システム

国
際
レ
ベ
ル

DPIS :
Declaration of Principles for 
International Official Statistics
国際政府統計の原則宣言

QFIS :
Quality Framework for 
International Official Statistics
国際政府統計の品質枠組

IDDS :
International Data
Dissemination Standards
国際データ配布基準

Havinga et al. (2004), p.3の図1より筆者が作成
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ある。提出された論文には，国際レベルの原
則にあたるDPISと評価枠組にあたるQFISの
草案を，一国レベルのFPOSとDQAFをもとに，
新たに付け加えるべき項目や削除する項目を
示しながら一覧表にまとめている。
　国際レベルでの統計品質論議はまだ始まっ
たばかりであり今後の動向には引き続き注目
する必要があるが，DPISやQFISが具体的に
提案され議論されており，今後はこのような
動きが本格化するものとみられる。また，国
際レベルの品質枠組に IMFの枠組が引用さ
れていることから，IMFの枠組，具体的には
DQAFが国際的な品質枠組の議論を主導して
いるように見受けられる。これには，DQAF

がFPOSにもとづいていること，品質枠組に
統計制度をふくむより広い要素を考慮に入れ
ていること，などが考えられる。ただし，先
に紹介したように，Eurostatでは品質評価の
要素の他にも多様な調査・研究（統計調査過
程の研究，自己評価システムの開発など）が
進行中であり，IMFだけが国際的論議を主導
しているわけではなく，両者の研究を総合的
に見ていく必要がある。

3.4　 国連統計部『統計組織ハンドブッ
ク』第3版

　『統計組織ハンドブック』（以下『ハンドブッ
ク』）は，先進諸国を中心にその経験と知識を
集約させた統計制度および統計組織における
国際的な指針について論じた注目すべき文献
である。過去に発行された1954年の第1版，
1980年の第2版はその時期の時代背景を反映
して書かれた。2003年発行の第3版の「まえ
がき」には，第 3版が 1999年に IMFと国連
によって開催されたデータの品質に関するセ
ミナーでの第2版の改訂要請を受けてまとめ
られたとある。最近の統計品質論をふまえて
『ハンドブック』がどのようにまとめられて

いるかも注目するところである。
　『ハンドブック』第3版は全13章からなっ
ており，その内容は統計機関の原則から始ま
り，統計制度，統計利用者，統計組織，統計
職員，プライバシーの保護等をふくむ。この
第3版の特徴に関しては川崎（2005）が第1，2

版との比較においてすでに論じている。主な
点は，①「政府統計の基本原則」を基礎とし
ていること，②中央統計機関の長（Chief 

Statistician）のリーダーシップが重視されて
いること，③マイクロデータの提供を論じて
いること，④新たに統計法を制定しようとす
る主に発展途上国にむけて統計法のモデル事
例が注釈付きで掲載されていること，⑤行政
記録の統計への活用が明記されていることで
ある。川崎の指摘以外に重要と思われるのは，
第1に，統計利用者とそのニーズについての
記述が充実している点である。第Ⅲ章におい
て，統計利用者を政府，公衆，企業，研究者
等の4分類にし，さらに各分類の中で利用者
とそのニーズを詳細化している。これは統計
利用者の視点を重視する統計の品質論議と一
致する点である。第2に，統計組織の調整機
能についての記述が充実している点である。
この中で特に中央統計機関の長，国家統計委
員会（The national statistical council），統計法，
統計予算の役割とあり方に重点がおかれてい
る。統計組織論として古くから問題とされて
きた集中型と分散型における議論を強調する
のではなく，程度の差こそあれ多くの国で採
用されている，分散した統計組織における調
整機能の現実的なあり方が重視されていると
言えよう。
　以上の点はいずれも統計制度における最近
の国際的にも重要な論点を『ハンドブック』
が取り込んだ結果であると言えよう。『ハン
ドブック』は，IMFやEurostat等の統計の品
質論議では十分に取り上げられていない，統
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計組織・制度に関するより具体的で詳細な指
針を提供している点で注目される。

４．結論：日本の社会統計学と
の関係

　本章では国際的な統計の品質論議に関して，
特に IMFの品質活動，Q2004，CCSAによる
Q2004サテライト会議，『ハンドブック』に
注目して最近の動向を検討した。本章の結び
として，伊藤をふまえてこれらの新しい動向
についての意味づけを与えることにする。
　第1に，統計の品質評価の対象に統計制度
を含め，その要素も示されているが，それに
関して伊藤が強調する民主制の視点は依然と
して重要である。その点で統計調査の企画の
段階における民主制，情報公開とプライバ
シー保護の確保，現場にいる統計調査員の意
見の汲み上げ，などは引き続き議論されるべ
きである。第2に，統計の品質評価における
構成要素の整理はなお独自性を持っている。
統計の品質の対象を統計的生産物，統計基
準・方法，統計制度までふくめるべきとする
伊藤の論点は引き続き有効であると思われる。
IMFによる品質評価の枠組であるDQAFの中
に統計制度の評価に関わる要素として「前提
条件」があるが，これは伊藤の主張と共通す
るものである。なお，統計的生産物の品質構
成要素を内的構成要素と外的構成要素に分類
し，さらに重視されるべきは内的構成要素で
あるとした伊藤の指摘は，国際的な論議には
ない独自点である。第3に，国際的な論議へ
のアジアや途上国の参加が十分でないと伊藤
は指摘しているが，これについては両面ある
ように思われる。確かに現在の議論を主導し
ているのは欧米先進国であるが，同時に IMF

や世銀やPARIS21は，統計の整備を進めよう
とする国に対しては知識および技術支援の面

で「統計能力構築」に積極的に関与している
（World Bank, 2002）。また，国連ミレニアム
開発目標達成の進捗度合いの統計による検証
が重要であるとの先進国の認識も，途上国の
統計能力構築への支援を通じてこれらの国の
統計の品質向上に貢献している。これは非統
計専門家への統計知識普及によって統計への
理解を高めて，間接的に統計の品質を高めう
ることを強調する伊藤の指摘とも重なる。し
かし，一方でこの統計能力構築の活動は途上
国の意思を尊重しているか，先進国の支援が
自らの要求と重なる経済統計の整備に偏重し
ていないか，従来からの例えば国連アジア太
平洋統計研修所を通じての支援・協力体制と
整合的かどうかが絶えず問われなければなら
ない。第4に，国際的品質論議において品質
枠組の構成要素が並列的であるという伊藤の
指摘は引き続き現在の国際論議にも当てはま
ると思われる。その他にも，伊藤は，日本の
社会統計学で重視されてきた統計調査過程論
と品質評価の関係についての整理の必要性を
指摘しているが，これについては，日本の統
計調査過程論ほどに精緻ではないが，先に
Eurostatの取り組みで紹介した自己評価
（DISAP）において，統計生産の過程にそった
品質の自己評価枠組の作成が試みられていた。
Eurostatのこの取り組みをさらに精査する必
要があるが，日本の統計調査過程論との接点
が生まれつつあるようにも思う。第5に，限
られた予算・人員と効率化の要請強化の中で
この品質論議によって発生しうる追加的作業
について，現場の統計機関構成員との意識共
有と負担軽減をどう確保していくかという伊
藤の指摘に対する答えは先行研究からはまだ
見あたらない。複眼的な視野でこの論議の今
後を注視すべきである。
　最後に，日本の社会統計学との関係で幾つ
か指摘したい。これまでみてきた国際的な品
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質論議と日本の社会統計学の共通する点は，
第1に，統計利用者の視点から統計および統
計制度を捉え直すこと，第2に，統計の正確
性と信頼性を併せて検討すること，第3に，
統計的生産物だけでなくそれを支える統計基
準や統計制度を重視することである。この国
際的論議は日々統計活動で諸問題に直面して
いる現場の統計関係者が推進役となっている
ことから，統計調査過程論や統計制度論での
蓄積をもつ日本の社会統計学は，この国際的
な論議に積極的に貢献できるであろう。他方
で日本の社会統計学は，国際的な論議の品質
構成要素の緻密さ，統計の品質についての理
念や概念を測定し評価するという具体的な実
践について，一国並びに国際レベルでのより
網羅的な品質論議の展開から学ぶこともでき
るであろう。残念ながら，先行研究を見る限
り，この分野に関心を持ち連携を取ろうとす
る研究者あるいは政府統計関係者は少ない。
日本の政府統計では，統計データの公表の面
でインターネット公表の広がりにより利用者
の利便性が高まっているが，国際的な論議に
あるような統計的生産物や統計制度・統計活
動の品質を評価し積極的に公表しようとする
ような動きは見られない。また，統計の品質
あるいは『ハンドブック』に見られる統計組
織・統計制度に関する国際的な論議をふまえ
ることなく経済構造改革の一環として現在，
統計制度改革論議が進行している。そのよう
な状況の中で，急速な盛り上がりと研究の深
化をみせているこの国際論議に連携できる学
問的枠組をもつ経済統計学会は，政府統計関
係者や地域の統計職員と連携することで，こ
の論議を現実の統計並びに統計制度の改善に
活かす必要がある。

注

1．IMFのDQRSで紹介されているものに限ってみ
ると，ニュージーランド統計局では1999年に「政
府統計の議定書」（Statistics New Zealand, 1999），
カナダ統計局では2002年に「カナダ統計局品質保
証枠組」と2003年に「カナダ統計局品質指針（第4

版）」（Statistics Canada, 2002, 2003），イギリス国家
統計局では2005年に「統計の品質測定のための指
針」（Office for National Statistics, 2005），フィンラ
ンド統計局では2002年に「政府統計に関する品質
指針」（Statistics Finland, 2002），ノルウェイ統計
局では統計の品質と方法について明記した「2002

年戦略」（http://www.ssb.no/english/about_ssb/（2005

年8月アクセス））や2004年に「ノルウェイ統計局
の品質とメタデータ」（Statistics Norway, 2004），
オーストラリア統計局では1998～2000年にかけて
経済統計およびセンサスの品質についてレポート
（Australian Bureau of Statistics 1998; Dopita 1999; 

McDonald and Hamilton 1999; Robertson 2000; Brady, 

Dopita and Robertson 2000; Gibbs and Knight 2000; 

Finlay, Quine and Cronin 2000; Zarb 2001），米国で
は統計方法論に関する連邦委員会（FCSM）によっ
て1990年代後半から政府統計の品質についてまと
めた報告書（Kasprzyk and Giesbrecht, 2003），が発
行されている。

2．http://dsbb.imf.org/Applications/web/dsbbhome/

（2005年8月アクセス）。
3．http://dsbb.imf.org/Applications/web/sddshome/

（2005年8月アクセス）。SDDS手引き書（IMF 1998）
も参照した。

4．http: / /dsbb. imf.org/Applicat ions/web/gdds/

gddshome/（2005年8月アクセス）。GDDS手引き書
（IMF 2001, 2004）も参照した。
5．http: / /dsbb. imf.org/Appl icat ions/web/dqrs/

dqrshome/（2005年8月アクセス）。
6．http://unstats.un.org/unsd/accsub/cdqio.htm（2005

年8月アクセス）。
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⑴　品質論の位置付け
　経済統計学会は，社会的過程の産物として
統計の真実性が検討されるべきであり，また
それと密接に関連した統計作成過程自体が研
究課題であるべきだ，と長年にわたり主張し
研究を蓄積してきた。大屋理論はもちろんだ
が，蜷川統計学においても調査過程の信頼性
は体系の柱の1つである。水野谷論文が指摘
しているとおり，これらの理論を基盤とした
個別の実証においても品質論以前から経済統
計学会では制度・調査についての研究があり，
労働統計等の個別統計についてはさらに多数
の研究蓄積がある。品質論においては，この
ような研究方向が国際機関でも重要な問題と

して取り上げられている。
　また品質論は，現在の日本で進行中の「統
計改革」においても統計制度の改善または改
悪阻止に利用できる可能性を持つ。
　したがって，水野谷論文ならび伊藤陽一会
員（伊藤 1999c，2002）と同様に，統計の品質
論は基本的に歓迎すべき動きである，と筆者
も考える。
　制度・機構・調査過程を研究対象とする大
屋理論は，品質論と重なる部分が大きい。水
野谷論文も統計調査論に関係付けており，伊
藤会員も日本の社会統計学における調査過程
論との関係の整理の必要性を指摘している
（水野谷 4）。日本の社会統計学との関係で言

コメント
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えば，さらに蜷川統計学でいう正確性・信頼
性にも関連する。統計調査制度およびそれを
対象にする品質論は，技術的過程の正確性だ
けではなく，理論的過程の信頼性にも関連す
る。利用者ニーズそれ自体およびそれを調査
へ反映させる制度が，調査票・調査項目へ影
響するからである。調査項目と統計制度の関
係を利用者のニーズとして視野に入れている
点は，品質論の長所である。調査票・調査項
目と利用者ニーズの相互関係を統計制度・調
査機構まで含めて探求していくことは，本会
の今後の課題の1つだろう。

⑵　品質論の特徴
　水野谷論文も紹介している伊藤会員による
品質論評価（水野谷 2.3），および水野谷自身
による品質論の特徴指摘に加えて，品質論に
はさらに2つの大きな特徴がある。作成から
利用者の手元に至るまでの総体を対象とする
点，および1国の統計を全体として評価する
という点である。
　前者は，とくに調査票・調査項目への利用
者ニーズの反映，および結果の配布・結果へ
の利用者のアクセスを対象にする点である。
従来の統計制度研究ではやや軽視されていた
この過程に明示的に注目するのは，品質論の
大きな特徴であり，従来の本会の議論を発展
させる点である。この点については，伊藤会
員による評価　統計利用者のニーズの重視，
利用者へのアクセス・経済性・構成要素間の
トレードオフ関係についての議論　を水野
谷論文も紹介している（水野谷 2.3）。伊藤
（1999c）による統計の品質の評価項目分類に
したがえば，もっぱら「外的」項目に相当す
る過程である。ユーザーの視点の重視が品質
論の特徴として通常は挙げられており，国連
統計部『統計組織ハンドブック』第3版が統
計利用者を政府・公衆・企業・研究者に分類

し各々のニーズを論じていることを水野谷も
紹介している。蜷川統計学が利用者の視点を
強調することは言うまでもないが，実は既に
蜷川『統計学の基本問題』も利用者をほぼ同
様に分類している。蜷川の「利用者の視点」
と品質論の相違は，統計利用者を理論に組み
込む点よりも，利用者と統計の関連を上記の
2つの過程まで広げて見る点にある。
　もう1つの特徴は，1国の統計を作成から
配布にいたる全過程にわたって単一指標に集
計して評価する点である。たとえば，水野谷
も紹介しているEconomist誌による試みであ
る。この作業で算出された統計の品質指標に
よって一国の統計を評価し，国際比較や時系
列比較をするのが，統計の品質論の目的であ
り最大の特徴である。したがって，統計の品
質論は厚生指標や生活水準を単一尺度で測定
する試み等いわゆる社会指標の一種と位置づ
けられる。なお，品質管理の応用という性格
付けは重視するべきではなく，生産物　品
質論においては一国の統計　を評価すると
いう点だけが，統計の品質論と製造物にかん
する品質管理の共通点である，と筆者は考え
る。製造物にかんする品質管理の手法に準じ
る試みもあるが（『統計研究資料』No. 79所収
のBergdahl et al等），成功しているは思えない。

⑶　問題点と課題
　品質論に関する伊藤会員による問題点指摘
（水野谷 2.3）は適切だと考えるが，さらに次
の3つの問題・課題について述べたい。
　第1に，伊藤会員も指摘する並列性であり，
相互連関・体系性の弱さである。上述のよう
に品質論の特徴は，複数の評価項目から単一
の品質指標を集計して求める点にある。その
際，集計関数・評価関数が明示されている場
合はもちろん，明示されていなくとも何らか
の集計・変換手続きが暗示的に存在すること
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が必要である。そこで集計関数の形状の客観
的根拠付けの困難という，社会指標に共通の
根本的な問題が現れるのである。集計方法や
その際に用いるウェイトや評価関数の関数型
が検討対象になり，説得的な解は難しい。評
価項目の並列性は，社会指標における集計の
問題と言い換えられる。伊藤会員による統計
の品質項目の分類・構造化は有力な改善方法
であるが，この問題は完全には解消されない
だろう。諸項目をいくつかの分野に分けても，
各分野内での集計および各分野間の集計とい
う問題は残るからである。ただし，筆者はこ
れを理由に統計の品質論を無意味と言うつも
りは無い。
　次に，IMFなど国際機関による国際的な統
一基準の設定をどう見るかということである。

これについては筆者も基本的には前進と考え
るが，同時に南米諸国への介入や1998年ア
ジア通貨危機における IMFの役割＝「グロー
バル化」の押し付けという危険も考慮する必
要がある。統計分類や調査機構・過程におけ
る各国の政治制度・文化の独自性を，どこま
で尊重するかという問題である。
　最後に，本会の大屋・浜砂会員らが取り組
んできた統計環境論の視点である。品質論は，
もっぱら作成者・利用者を対象にして統計を
論じている。被調査者しかも個々の被調査者
ではなく社会としての被調査者等々も，統計
の真実性を規定している。ここに注目する統
計環境論の視点も，一国さらに国際的な統計
調査・統計制度を見る際に必要だろう。



第３部　統計利用をめぐる諸問題
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はじめに

　計量経済学の応用範囲は，近年非常に広
がっている。従来の応用範囲に加え，最近で
はミクロ経済学や金融工学の分野にも応用さ
れている。これに伴い計量モデルに用いられ
るデータの形式も，横断面データや時系列
データに加え，パネルやミクロ（個票）データ
等多様化した。モデルの面でも，同時方程式
など従来のモデルに加え，ベクトル自己回帰
モデルや不連続変数に対するLogitモデル，
生存期間や失業期間を説明するDurationモデ
ル等も用いられるようになっている。計量経
済学の推計方法に関しても同様に多様化して
おり，最尤法や最小2乗法だけでなくより複
雑な手法も用いられるようになった。
　これらの推定・検定法が近年計量経済学の
応用分野，いわゆる実証分析において使われ
るようになった要因のひとつに，コンピュー
タと統計解析ソフトウェアの急速な発達と普
及があったことは間違いない。実際，理論的
には相当に複雑な推定方法であっても，推定
作業としてはOLSと同程度の簡単な作業で
行えるようになっている。これは実証分析の
参入障壁を下げた反面，モデルや推定方法の
適切さに関して深く考えないままに推定結果
を得るという弊害を招きやすい。現に近年の
計量経済学テキストでは，直感的な分かりや
すさに配慮しつつ，安易な「理論なき計測
（measurement without theory）」に陥ること

を戒めるということがなされている。
　上の状況を鑑みて，本稿では改めて「理論
にもとづく計測（measurement with theory）」
について考える。無論，多様化した計量経済
分析の全ての分野を論じることは困難である。
そこで，『統計学』創刊40年記念号〔『統計学』
（1996），以下前記念号と記す〕の計量経済学
モデルの項をふまえ，時系列分析の手法を例
としてこの課題を考える。
　本稿の構成は以下の通りである。 1．で前
記念号において論じられていた内容と課題を
確認する。 2．でその後の計量分析の発展状
況と評価ならびに課題をまとめ，計量モデル
分析に関する一定の見解をまとめる。その後
3．で本学会会員の近年の業績を振り返ると
ともに，本稿のまとめを記す。

１．計量経済学モデル分析の課題

　本節では，前記念号の第Ⅲ部11章「計量
経済学モデル」における木村（1996）ならびに
中敷領・藤井（1996）の論点を簡単にまとめ，
計量経済分析にまつわる課題を整理する。
　まず，両論文共通する認識としては以下の
ことがあげられる。第1は，1970年代におけ
るマクロ計量モデルに対する批判が計量分析
の目的の再検討につながったことである。第
2は，従来のマクロ計量モデルの問題点として，
予測精度の低さ以外にもモデルの頑健性の問
題や外生変数の選択の恣意性の問題が存在す
るということである。

第８章　計量モデル分析
井　口　泰　秀

＜統計解析＞
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　加えて木村（1996）においては，計量モデル
の意義・有効性の再検討に関する考察がなさ
れている。そして，マクロ計量モデルの現実
との適合性を高めるための試みがなされてい
る事が報告されている。具体的には，モデル
ビルディングについての経済理論の重要性に
関する指摘と，データの重視という視点から
の様々な試みがまとめられている。
　また，中敷領・藤井（1996）では，同時方程
式モデルを中心とする伝統的方法と比較する
形で現代的方法とよばれる手法を紹介してい
る。そして現代的手法が上記の問題点に対す
る一定の解答として認識されている。
　なお中敷領・藤井（1996）の現代的方法は，
木村（1996）においてデータ重視のモデルビ
ルディングとされている手法とほぼ同一の手
法ならびに概念を指すと思われる。ここには
時系列分析の近年の手法を理解するうえでき
わめて重要な概念がふくまれる。①general 

to specific modeling，②単位根ならびに共和
分の概念およびその検定手法，③診断検定（回
帰診断），そして④因果性または外生性に関
する検定，である。これらは本稿においても
きわめて重要なキーワードを含むので，前2

者について簡単に説明しておく。
　①は次のようなモデル構築法である。まず
自己回帰分布ラグモデル（Autoregressive 

Distributed Lag: ADL）と呼ばれる，なるべく
一般的包括的なモデルにおいてラグ次数を長
めにとって推定を始める。そこから係数の有
意性検定や誤差項が回帰分析の条件を満たす
かを判断する検定（診断検定）により，モデル
を特定化する。
　次に②の中の単位根検定について説明する。
これはデータ系列が和分過程か否かを検定す
る諸検定の総称である。和分過程はランダム
ウォークあるいは確率的トレンドともいわれ
る。系列が和分過程に従う場合について，以

下が指摘されている。第1に和分過程の変数
間の回帰式は見せかけの回帰を起こしやすい。
第2に和分過程の変数間で次に述べる共和分
が成立する場合があり，その場合には和分過
程の変数をそのまま用いた分析が可能となる。
第3に和分過程の場合は誤差項であらわされ
るショックが減衰せずに影響を残し続けるが，
和分過程でない場合は一時的な影響を与えた
だけで系列はもとの均衡に戻る。
　さらに共和分（cointegration）について説明
する。変数間に共和分関係があるとは和分過
程に従う変数の一次結合が非和分過程（定常
過程）となることである。つまり共和分は個
別にはランダムウォークしている変数が，じ
つは一定の法則にもとづいて相互変動してい
る事を意味する。よって，共和分関係は経済
学的な長期均衡関係と解釈される。共和分関
係を組み込んだモデルが誤差修正モデル
（error correction model: ECM）であり，長期
均衡と短期的変動双方を明示的に扱えるモデ
ルとなっている。
　最後に，両論文においてあげられている
データ主導の方法または現代的方法の問題点
をみておく。第1に単位根検定においては，
有限データにおいて判別が困難なものがある。
第2にトレンドの有無や構造変化への対処が
不明確である。第3に，より本質的な問題と
して経済理論をどの程度モデルに反映させる
かといった点や初期段階での変数選択等，な
お分析者の裁量が入る。最後に，診断検定に
より推定式の問題が示唆された場合にも原因
が複数ありうるため，対処法が必ずしも確定
できなかったり，場合によっては一方の原因
に対処すると技術的に他方への対処が出来な
くなったりすることがありうる。
　結局のところ⑴計量経済学的な方法の問題，
⑵データの問題，⑶モデルの背後にある経済
理論，の3点の関係が問題となっていること
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は間違いない。そして，計量経済学がこれら
の問題の解決の方向として，データの変動を
なるべく経済学的な先験的仮定なしにとらえ
ようとする方向性で発展しつつあることが指
摘されている。ただし，その方向性に対する
評価は必ずしも定まっていない。なおデータ
主導やデータ重視の分析，あるいは現代的方
法等と呼ばれていた手法を，本稿ではデータ
主導分析と呼ぶことにする。
　なお，ここに登場した諸概念について紙幅
の都合上十分に説明できなかった。これらの
諸概念，ならびに次節以降に登場するいくつ
かの手法や概念については，Banerjee.et.al

（1993），Hendry（1995），Richar and Sollis

（2003），畠中（1996），蓑谷（1996），森棟（1999）
等を見られたい。

２．データ主導分析の展開と評価

　本節では，前節で紹介した見解を引き継ぎ
つつ，時系列分析を例としてその後の諸概念
の展開や現時点での課題を紹介する。論点の
中心は経済理論と計量モデル分析（推定，検定，
定式化）である。本論に入る前に，本稿での「経
済理論に基づくモデル分析」に対する立ち位
置について，若干の補足をしておく。
　当然のことであるが，経済理論が計量モデ
ル分析において検証の対象となる（もしくは
検証の前提となる）には，その理論的枠組み
が数理的に定式化できかつ検証内容が数量的
に表現できることが必要となる。この意味で
いわゆる近代経済学という枠組みに限定する
必要はないが，親和性が高いことは事実であ
ろう。事実以下で述べる時系列の分析におい
ては，単位根や共和分が効率市場仮説や均衡
概念と結び付けられた。特に，共和分関係が
均衡と結び付けられたことで，例えば貨幣の
中立性や，景気変動のリアルビジネスサイク

ル等において，長期均衡関係と均衡からの乖
離に変動を明示的に分割した分析が可能と
なった。また構造変化の疑いがある変動，例
えば日本のバブル期における通貨の需給が，
均衡の変動によるものかそれとも均衡からの
大きな乖離とみなせるかという検証も可能と
なっている。また，逆にこれらの概念と結び
ついたからこそ，当該分析手法が多く採用さ
れたという側面もある。モデル分析が現象の
質的変容を含む構造的変化の分析において，
なお不十分な点を多く抱えることはもちろん
事実である。しかし，統計による反証可能性
を担保した形で経済的な命題を検証するに当
たっては，計量モデル分析で何がなしうるか
は，モデルを推し進めるにせよ乗り越えるに
せよ，常に踏まえられなければならない情勢
にあるといってよい。このことを，ふまえた
上で以下さらに経済理論とモデル分析の関係
について，近年の動向を概括しながら見てみ
たい。

⑴　計量モデル選択と経済理論
　はじめに計量モデルと経済理論の関係を考
えるためにMckenzie（1997）の報告を紹介す
る。Mckenzie（1997）は 1995年における経済
学系ジャーナルにおけるキーワード別論文数
を紹介している。その報告によれば，共和分
がキーワードとして現れることが極めて多い。
そして「共和分検定は長期の経済的関係（均
衡関係）を検定する手段として利用されてお
り，“共和分だけが「経済仮説」と直接リン
クしている”」ことが共和分をキーワードと
する論文数の多さの重要な理由と指摘されて
いる。
　また，単位根検定によって系列が和分過程
と判断されるか否かも，経済学的に一定の意
味を持っている。Hatanaka（1998）において，
経済成長等の長期にわたる経済の趨勢に関す
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る分析は「異なる変数の確定的トレンドの間
の関係を分析することが重要」と指摘されて
いる。そのためには単位根検定の判定にもと
づいて確率的トレンドと確定的トレンドを分
離することが必要になる。また2変数それぞ
れの確率的トレンド間の関係と確定的トレン
ド間の関係が同一とは限らないことも同時に
指摘されている。その他に長期・短期の変動
の概念など，単位根検定の結果もしばしば経
済学的な意味づけや解釈と不可分な関係にあ
る。
　計量モデルと経済理論の関係について
Pesaran（1997）は，異なる経済理論から同一
の性質を持つ長期関係（モデル）が導出される
場合があることを指摘している。また，共和
分にみられる長期関係と経済学的な均衡を結
びつけについて，必ずしも経済理論から共和
分モデルが演繹的に導出されることなく長期
均衡として扱われていると指摘し，その有効
性をみとめつつ注意を促している。そのうえ
で，経済学的に論理整合的なモデルという観
点から，伝統的な手法も存在意義があるとす
る。GrangerはET INTERVIEW（1997）におい
て複数の異なるモデルが同一の性質を持つ可
能性に言及し，その識別と比較に関して経済
理論の果たす役割について言及している。特
に注目すべきは，データの変動を最もよく説
明する計量モデルとは別に，最も経済学的な
意義と解釈可能性のある計量モデルが存在す
る可能性の指摘であろう。さらにGranger

（1997）は，計量モデルの役割をデータの生成
過程（DGP）の十分な近似とした上で，ベイ
ス推定等の多様な手段によって多角的にモデ
ル構築や評価がなされることを全体としては
好ましいことと評価している。
　結局のところ，経済学的意義付けが可能な，
計量経済学の手法と概念が実証分析上利用さ
れやすいことになる。すなわちデータ主導分

析においても，分析者はいかなる知見が結果
として得られるか，または得られることが期
待されるかを考えざるを得ない。ゆえに，分
析が成功した場合の経済理論による解釈や理
論整合的な明快さが，分析法選択の重要な要
因になる。そもそも，実証分析の主眼が計量
モデルの構築それ自体よりも，モデルから導
かれる結論であったことを考えればこれは当
然のことかもしれない。いわゆるデータ主導
分析の方法も，この様な基調としての解釈・
結論重視の流れの中における，可能な範囲で
の先験的制約の除去という観点から評価され
るべきとおもわれる。

⑵　各種検定の開発，利用の展開
　診断検定等を含む各種検定の発達は，LSE

学派と呼ばれる計量経済学者による概念と検
定の開発が大きな原動力となっている。その
基本理念は「経済理論そのものを検定対象に
するべき」というものである。この観点から，
できるだけ先験的制約を課さない推定方法や，
回帰モデルの前提そのものを検定するような
各種の検定が生み出された。以下，いくつか
例を挙げデータ主導分析の意義と課題をみる
ことにする。
　はじめに，単位根検定と共和分のその後の
展開を簡単に紹介しておく。まず，構造変化
を含む単位根検定は開発されており，現在も
様々なパターンについて研究がなされている。
もっとも基本的にサンプル数がかなり大きい
ことが検定の前提にあることに変わりはない。
非定常と定常の境界近辺の事例における検定
力の低さ問題もあまり解消されていない。そ
れでも，見せかけの回帰の問題を回避するた
め，時系列データを用いた実証分析において
は，単位根検定を行うことが常態化しており，
その認知度と利用度は非常に高い。また，デー
タの持つ特定の性質を検証した上で分析をお
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こなうという，計量経済学的な事前テストの
役割を広めた意味でもその意義は大きい。ま
た，共和分の利用も相変わらず盛んである。
最近では，いわゆる時系列データの場合だけ
でなく，パネルデータにおける共和分検定や，
季節変動を考慮した季節共和分等の方法も開
発されている。この共和分が経済的長期均衡
関係として解釈されることは前述したとおり
であり，そのことを利用したECMによる実
証分析は相当量の実績があるといってよい
（市川，2003）。なお，単位根検定については
後で再度，経済理論との関連で詳述する。
　次に因果性検定と外生性検定を紹介してお
く。これは計量経済モデル全般に対して，と
りわけ同時方程式モデルに対する，外生変数
の選択の恣意性問題と大きくかかわっている。
外生性の定義はEngel, Hendry and Richard

（1983）によって与えられた。このEHRによっ
て再定義された概念のもとで，因果性を検定
する手法（Grenger因果性テスト）と外生性に
関する検定を統一的に把握し検定することが
出来るようになった。外生性の問題は，同時
方程式モデルの内生変数と外生変数の区別に
直接的に絡む問題であるだけではない。ルー
カス批判への計量経済学側からの解答であり，
政策変更後のモデルの安定性や頑健性の問題
をモデルが回避しているか否かを検定対象に
することを可能としている。外生性の検定に
よって，恣意的，あるいは先験的に決定され
ていた外生変数と内生変数の問題それ自身を，
検定の対象とすることが出来たという意味で，
まさに計量モデルによる仮説の検証可能性を
広げたものと理解できる。
　ARCHモデルについても触れておく。
ARCHモデルはR.F. Engleの開発したモデル
で，英国のマクロ経済問題を扱うために考案
された。当時の関心事は，インフレ率の変動
の不安定性でありインフレ率の分散

（volatility）の変動を，予測できるモデルが必
要とされた。ここでは，それまでパラメータ
推定のためクリアすべき障害でしかなかった
分散不均一が，データ変動のダイナミクスと
してデータからとらえなおされている。いわ
ば経済理論ではなく統計理論によってデータ
の変動を把握し，変動を適切に近似できるこ
とを重視したモデルである。ARCHはその後，
金融工学等の分野で応用がなされているが，
モデル開発の背景にマクロ経済の動向として
そもそもインフレ率に関心が集まっていたこ
と，さらに合理的期待学派からインフレ率は
その水準よりも分散が重要との指摘が集まっ
ていたことは，計量モデルが何のために構築
されるかを考える上で興味深い。ARCHとそ
の発展モデルであるGARCHについて，くわ
しくはEngle（1995）等を参照されたい。
　これらのほかに，包括検定と呼ばれるもの
もLSE学派によって提案されている。これは，
説明変数の数や種類だけではなくモデルの関
数形自体がことなる場合に，モデル選択の基
準を提示するものである。これにより統計的
な適合性を基準として，経済理論においては
必ずしも明らかでない関数形の選択が，少な
くとも理論的には可能になった。
　以上，いくつかの手法ならびに概念に関し
て，近年の動向をまとめた。たしかに，検定
手法は存在するものの，現実に実証分析をお
こなった場合，必ずしも明確に判定可能な検
定結果が得られないといった問題がある。ま
た，回帰診断によって推定式に問題があるこ
とが示唆された場合にいかなる対処をとるべ
きかについて，必ずしも明確でないといった
問題も依然残されている。しかし，いわゆる
データ主導分析は，経済理論を出来る限り先
験的情報として利用しないモデル構築手法を
上記のいくつかの点で確立したと評価するこ
とが出来る。特に，計量モデル作成上の不可
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避の前提であった，外生変数と内生変数の恣
意的選択，見せかけの回帰などをその問題の
存在・非存在自体を検定対象に，事前テスト
や診断検定として解決したことは高く評価で
きるであろう。

⑶　 単位根検定の新展開における検定不可
能性と経済理論

　ここで紹介する単位根検定に関する展開の
一つは，理論とモデル構築の問題と密接に関
連する。Tanaka（2001），田中（2001）では単位
根検定が前提とするデータの性質に関する識
別問題が議論される。そこでは，単位根検定
が判別しようとしているトレンドが確率的
（和分過程）か確定的かの検定について以下の
点を指摘している。
　第1に確定的トレンドとして通常用いられ
るTの一次式ではなく，多項式を考える。こ
の時，多項式の次数kを十分大きくすれば，
和分過程は無数の確定的トレンドの一時結合
（Tの多項式）によって十分に近似可能となる。
この近似はTの多項式以外に三角関数による
周期関数でも可能である。第2に上記の意味
で，確定的トレンドの多項式まで考慮するモ
デルでは，確率的トレンドモデルと確定的ト
レンドモデルは互いの否定や代替物にはなら
ない（識別不能）。第3に和分過程の系列にお
いて，本来不要なトレンドを含めてしまうと
和分過程か否かの境界近辺の事例について検
定統計量の分布が同じになり，この意味でも
単位根検定は無効化する。従来は検定力に問
題はあるものの，少なくとも漸近的には識別
可能であったので，大きく識別可能性が異な
るといえる。
　ただし，Tの一次式の場合には検定の一致
性は保持される。そして，当該論文でも述べ
られているように，Tの多項式はおそらく
GDPからかけ離れた不自然なモデルである。

よって，事前情報からこの様なモデルは通常
選択されないであろう。それでも，事前情報
なしの場合には，トレンドの特定化が困難に
なることが無限標本の場合にもありうること
が示された。最も典型的な計量経済学理論に
もとづく定常性の検定ですら，理論的には他
の事前情報なしにはモデル識別が困難な場合
があることが示唆されている。

⑷　計量モデルと経済理論
　以上の⑴～⑶のような近年の計量分析の展
開をふまえ，計量モデルによる実証分析と計
量経済学的理論および経済理論について以下
のようにまとめることが出来る。
　まず一つはデータ主導分析の方法により，
経済理論や計量モデルのより多くの部分が直
接検定の対象となったことである。これは，
経済理論は所与の前提ではなく検証されるべ
き命題であるという実証分析の意義から正当
な方向性として高く評価できる。今日の数量
モデル分析利用の普及を可能としたハード面
の要因がコンピュータの発達であるとすれば，
学問的（ソフト）側面の要因は，本稿でも紹介
したLSE学派の基本理念とその基本理念の
現実化策としていくつかの検定法や推定法が
具体的に提案されたことにあるであろう。
　しかし，経済理論を含む何らかの先験的情
報なしに，データからのみ決定することの限
界も存在する。異なる経済理論から同一の計
量モデルが構築されることや，異なる計量モ
デルが解釈の面からは同一の性質を持つこと
もある。さらに最もデータ変動への適合性が
高いモデルが必ずしも最も経済学的に意義あ
る解釈と含意を持つとは限らない，との指摘
も重い。そもそも分析手法そのものが，分析
後になされる解釈の明快さや整合性から選ば
れる側面は常に存在する。これも実証分析の
評価という点からは無視できない。
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　従って，計量経済モデルによる実証分析の
今後のあり方ならびに計量モデルの評価とし
て，次のことが重要であろう。まず分析前の
段階で何を先験的情報（所与）としているかと，
それをふまえて検証される命題は何かを明確
にすることである。多くの実証分析において
は明示的な前提以外に暗黙の前提が存在する。
現実問題として全ての前提を明示することは
困難であろうが，制約となっている重要な先
験情報は明示されるべきであろう。また，用
いる手法によって必要とされる先験情報が異
なることにも配慮が必要であり，各分析・手
法において不可避の前提と，その前提のもと
で検証可能な命題とを明確に区別することで，
個別の実証分析の意義を考えるべきであろう。
　もちろん，回帰診断やその他の諸検定の発
展を考えれば，先験的情報に，統計的にその
真偽を検定可能なものは含めないのは当然で
ある。また先験的情報や手法を可能な範囲で
変更し，結果の頑健性を検証することは，こ
れまで以上に重要だと考えられる。そもそも
事前情報を全く使用しない事はできない。し
たがって，複数の推定が行われている場合に
各分析において用いられている先験的情報が
同じとは限らないことに注意しつつ，頑健性
が確かめられることが重要であろう。
　本節の最後に，ここまでにおもに取り上げ
てきた時系列分析の手法に関連して，今後の
発展が注目されることを簡単にあげておきた
い。まず，一つは⑶でも取り上げたトレンド
の識別問題である。この問題に関しては直接
観測不能なトレンドを特定化するという数理
的な問題以外に，経済にとってトレンドとは
何かという問が含まれる。単なる推定式の適
合性をあげるための方便であれば，推定式の
当てはまり具合とは別に識別問題を論じる意
味はない。方便でないとすれば，トレンドに
は経済学的にいかなる意味があるのかが，識

別と同時に問題にされなければならず，この
点における有効な解釈と分析は今後の重要課
題であろう。他にもう一つあげると，今後の
展望としてはミクロモデル分析が今後一層盛
んになって行くとおもわれる。その中でのマ
クロ分析の位置づけを考えた場合，単にミク
ロの積み上げがマクロになるのかという問題
を，数量モデル的に検証することも必要であ
ろう。もちろん現在の方法では十分に対応で
きない問題が生じた場合には，定義と検定法
の再検討が必要であろうが，本稿でも取り上
げた外生性の検定がモデル内と外部の関連を
検出するという意味で，大いに利用価値があ
るのではないかと考えられる。

３．むすびにかえて

　本節では，ここまでの議論をふまえ近年の
本学会会員の業績を振り返り，今後の方向性
を見出す助けとしたい。
　まず，方法論的な批判や検討，計量分析の
位置づけにかかわるものからはじめる。
　菊地（1996）では計量経済学における「理論
にもとづく計測」の「理論」が何を意味して
いたかについて言及されている。そして，モ
デルの大型化の過程で計量経済学は変数の理
論的規定よりもデータへの適合性を重視する
姿勢を示したとし，ゆえに計量経済学におけ
る「理論」とは，「しいていえば，パラメー
タの安定性についての仮説と実際の統計デー
タをつなぐ統計的方法についての理論」とす
る。さらに，その結合は複雑な構造にならざ
るを得ず，回帰分析や時系列分析，ベイス推
定等の各種理論が適用範囲を補う形でどのよ
うな位置をしめるかを把握することの重要性
を指摘している。
　一方経済理論と計量モデルについて木村
（2000）ならびに木村（2003）では，70年代マ
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クロ計量モデル批判と論争は突き詰めれば，
モデル構築にとって経済理論が必要か不要か
の問題であると述べている。そして「グレン
ジャー因果性」は経済理論とモデルの適合性
より，データとモデルの適合性を重視してい
るとする。これは経済理論との関係が希薄な
まま「経済」分析が可能なことを示唆すると
して，それが経済分析の名にふさわしいかに
ついて疑問を呈している。岩崎（2003）におい
てマクロモデルではモデルそのものの対象反
映性が議論されることなく計算が進められて
いるという批判も同様の問題認識であろう。
また，佐野（2000）では診断検定について解説
し，総合的な診断という観点から仮説・モデ
ル・データの相互依存関係について考察して
いる。ここでは一貫してモデルによる予測力
が最重要視されているが，これはデータへの
適合性重視に外生性の観点を加えたものと理
解できる。
　時系列分析の手法以外にも触れておくと，
松田・濱砂・森編（2000）および伊藤（2002）で
は実証的なミクロ計量モデルの体系化の論理
について扱われている。我が国においてもミ
クロモデルの利用がいっそう広まるのは確実
であり，重要な論考であろう。
　次に，個別の実証分析における業績にもふ
れておく。ただし，本学会会員が実証分析を
適用する諸分野は多岐にわたる。当然，各分
野の論理的・実際的なインプリケーションを
総合的に正しく評価することは，本稿では困
難である。したがって，各実証分析における
計量経済学的な分析手法の扱われ方に論点を
絞る。
　伝統的な同時方程式モデル分析には，依拠
した理論モデルにほぼ完全に整合した計量モ
デルを構築できるという特徴がある。その代
償として推計されたモデルの適合度やモデル
の恣意性に対しては，より厳しいチェックが

欠かせないと考えられるが，上記の特徴を生
かせば，依然有効な分析手段である。特に，
比較可能な他の計量モデルがほとんどない場
合には，依拠した理論的枠組が明確なベンチ
マークとしての価値は，大きいと思われる。
本学会会員の業績としては，尹（2000），大西
（2000）はこれまで計量モデルによる定量的
な分析がほとんどなされていない地域におけ
る，連関モデル構築の初の試みという側面を
持っており，現時点で国際比較上のデータの
問題やモデルの安定性等検討が必要な課題が
多いものの，当該地域に対するマクロ数量分
析の嚆矢となることが期待される。また三浦
（2001）は一定の枠組みでの過去の政策評価
をおこなうための推計である。
　本学会では，共和分の概念を用いた分析は
さほど多くないが，陳（1997），井口（1999），
矢野（2000）がある。矢野（2000）ではパネル
データによる共和分分析がおこなわれている。
また前2者では関数の安定性が検証の対象に
なっている。
　計量モデルの関数形選択の問題を扱ってい
るものとして，石上（1996）は複数の経済理論
が存在することと，分析目的とを総合的に勘
案して，意図的に誘導系を用いた分析がなさ
れている。矢野（1998）では資源配分方程式に
かかわる仮定を緩めたうえで，その後検定に
よって複数の方程式の中から特定するという
手法がとられている。
　特定の経済理論モデルやそこから導かれた
計量モデルを利用し，主に推定式の係数にか
かわる検定によって，経済的な命題の検証を
おこなっているものもある。これは，経済実
証分析の一つの典型ないし王道とも呼べるも
のであり，業績数も多い。そこで，いくつか
にポイントを分けて紹介する。まず大西
（1997），陳（2000），田浦（2002），木下（2004）
等では従来必ずしも変数に加えられていな
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かった要因や，従来内生化されていなかった
要因を内生化することで経済構造に関する新
たな知見を加えている。白石（2002）ではそれ
に加えて，理論モデルのパラメータと計量モ
デルのパラメータの対応に特に注意が払われ
ている。また，矢野（1997），木下（2000）では
計量モデルを用いて，直接観測不能な変数の
推計をおこなっている。ほかに仙田・藤井・
広岡（2002）や大西他（2004）ではこれまで数
量分析がなされたことがあまり無かった領域
における，多面的な実態解明を試みるために
重回帰モデルが利用されており，山下・矢野
（2002）では理論モデルの現実の説明可能性
を確かめる意味で実証分析がなされている。
また仙田（1997），仁文（1999）および仁文
（2000）は回帰分析と他の数量分析の組合せ
により分析をおこなっている。
　以上，本学会においては，計量的手法とデー
タ，経済理論間の関係については，従来から
多面的な論考がおこなわれており，今後も発
展が期待される。また個別の実証分析では，
経済理論に照らしての解釈や含意，現状分析，
政策提言，予測など様々な観点が分析目的と
して存在する。いずれにおいても本学会の強
みであるデータの性質そのものへの検証と洞
察に加えて，本稿で述べてきたような分析に
おける計量分析上の諸前提の把握や，モデル
の前提自体の検証と結果の頑健性チェックが
なされる事でより大きな説得力を持つかたち
で発展してゆくことが期待される。複数の手
法を組み合わせる分析がおこなわれているも
のもあり効果的により多角的な検証がなさる
ことが期待されるが，この様な場合はより
いっそう各手法の限界と持ち味が把握されな
ければならない。
　最後に，上記にあげた実証分析のいくつか
は，それぞれ「中国経済の数量分析」と題さ
れた『調査と研究』誌の特集としてまとめて

刊行されている。またいわゆる計量経済学分
析の手法による分析ではないが，近・藤江編
（2001）といった実証分析集も本学会会員が
加わって刊行されている。このような分析集
は多様な手法によるその持ち味と限界を相互
に把握し生かした全体像の把握を，比較的効
果的になしうる可能性がある。その可能性を
最大限追求する観点から，数量モデル分析の
みの論集や近・藤江編のような非モデル分析
のみの論集にも，もちろん大きな意義がある
が，それだけではなく双方の融合的な論集も
視野に入れることも，本学会の強みを生かし
ていく上で重要ではないかと思われる。
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はじめに

　経済統計解析における最近10年の特徴の
ひとつとして，ミクロデータを利用した分析
の一般化が挙げられる。ミクロデータを利用
した分析は自然科学の分野では古くから一般
的な手法であったが，近年の情報技術の発達
による大量データの蓄積とコンピュータの普
及により経済統計分野においても広く用いら
れるようになってきた。また，最近では蓄積
された大量データを利用したデータマイニン
グも活発に行なわれている。これらはいずれ
も大量データの利用により可能となった分析
手法といえよう。本稿では，ミクロデータを
利用した代表的な分析手法であるパネルデー
タ分析と質的選択モデル分析，さらにデータ
マイニングの手法と課題を概観し，ミクロ
データ，大量データを利用した分析が求めら
れる今日におけるデータ解析法について考え
る。

１．ミクロデータ分析の一般化

　本学会では統計解析について，マクロ計量
モデル分析と時系列分析との対比，計量モデ
ル分析の有効性についての論議を中心に研究
が蓄積されてきた。前者について前記念号（第
3集）では，マクロ計量モデル分析との比較
において理論に依らない計測とされてきた時
系列分析が，AR（Auto Regression：自己回帰）

モデルを多変量に拡張したVAR（Vector Auto 

Regression：多変量自己回帰）モデルへと複
雑化，構造化してゆく経緯が述べられた。ま
た，当期の説明変数の使用まで拡張した
SVAR（Structural VAR：構造的多変量自己回
帰）モデルや，BVAR（Bayesian VAR：ベイジ
アン多変量自己回帰）モデルへの展開が示さ
れた（坂田，1996）。さらに，探索的データ解
析（EDA, Exploratory Data Analysis）とそれに
基づく回帰診断の動向が示された（上藤，
1996）。
　第3集以降のこれらの論点について，木村
（2003）は，経済理論，モデル，データのそれ
ぞれの関連のうち，近年は関心がモデルと
データの関連，すなわちモデルのデータへの
適合性の問題へ偏重し，経済理論とモデルの
適合性について注意が払われないことを問題
とした。この経済理論に基づくモデルビル
ディングという課題は，広田・山田（1957）な
どから継承されている課題といえる。また，
菊地（1996）は，マクロ計量モデル分析と時系
列分析との対立ではなく，これらが総合的に
補完されることにより真実に接近するべきと
の考えを示し，ベイズ的アプローチにその可
能性を見出した。
　加えて第3集では当時の情報化の様子につ
いても紹介されている。当時は，「パーソナ
ルコンピュータを中心としたコンピュータの
利用が一般化するとともに，データベースの
発展，インターネットをはじめとするコン
ピュータ・ネットワークの急速な発展が見ら
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れるようになってきた」（金子，1996，p.46）
時期であった 1）。その後10年間で情報化は目
覚しく進展し，安価で高性能な情報処理機器
が普及し，大量データの蓄積が可能となった。
大量データの蓄積を可能とした背景には，
1980年代に中央演算装置（CPU）の高速化，
記憶装置の大容量化が進み，データベース処
理言語SQLが広く用いられるようになった
ことが挙げられる。また，POS（Point of 

Sales）システムの開発により，企業には自動
的に大量データが蓄積されるようになった。
このような中で，日々処理されるデータを蓄
積しようという考えからデータウェアハウス
（Data Warehouse）の 構 築 が 提 唱 さ れ た
（Inmon, 1996）。データウェアハウスとは，
基幹系データベースに蓄積されているデータ
を，試行錯誤が可能な情報系データへ変換し，
管理，蓄積するデータベースである。さらに，
最近ではSQL言語によるデータベースソフ
トウェアが家庭用パーソナルコンピュータに
まで広く普及し，手軽に大量データの分析が
行なえるようになった。これらの影響は統計
解析の方法にも及び，近年では経済統計分野
など社会科学分野においてもミクロデータを
利用した分析が広く用いられるようになった2）。
　時系列分析は，第3集以降，金融分野にお
いて目覚ましい発展を遂げた。Engle（1982）
によるARCH（Autoregressive Conditional Het-

eroscedastic：自己回帰条件付分散不均一）モ
デルは，ARモデルを基礎とし，誤差の分散
が過去の誤差の分散に影響を受けて決まると
したものである。このARCHモデルを一般化
できるように拡張したものが，GARCH

（Generalized ARCH：一般化ARCH）モデル
（Bollerslev, 1986）である。その後，金融時系
列モデル分析の分野では，ARCH－M（ARCH 

in the Mean）モデル（Engle et al., 1987）等，
ARCHモデルを基礎とした多様な応用ARCH

モデルが誕生し，金融時系列モデル分析とい
う新しい時系列分析の分野が築かれた。もう
一方の計量モデル分析の有効性についての論
議の展開は，他章へ譲り本稿では取り上げな
い。
　第3集において統計解析論議の中心であっ
たマクロ計量モデル分析と時系列分析は，い
ずれも集計量に基づく分析手法，あるいはそ
れを基礎として発展してきた分析手法である
といえるだろう。近年，これら集計量に基づ
く分析の限界が見出される中で，ミクロデー
タに基づく分析の必要性が高まり，多くの分
析が行われている。前述の情報技術の発達に
より，経済統計分野など社会科学の領域にお
いても，ようやくミクロデータを利用した分
析が可能となってきたともいえる。本学会会
員によるものとしては，政府統計のリサンプ
リングデータを利用した分析が近年活発であ
る。就業構造基本調査のリサンプリングデー
タを利用したものとして，森・坂田・山田
（2005），水野谷（2005）などがある。また，全
国消費実態調査のリサンプリングデータを利
用したものとして坂田・伊藤（2005），社会生
活基本調査のリサンプリングデータを利用し
たものとして井出・安井（2004）などがある。

２．パネルデータ分析

　ミクロデータを利用した分析の中で，経済
統計分野において最も定着したもののひとつ
がパネルデータ分析である。パネルデータ
（Panel Data）は，同一の対象についてのクロ
スセクションデータを時間的に継続して収集
したものである。長期的に調査されたデータ
という意味でロンジチューディナルデータ
（Longitudinal Data）とも呼ばれる。パネルデー
タ分析では，クロスセクションデータに時系
列分析の特徴を持たせた分析や，個々のサン
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プル特有の効果の観測が可能となる。また，
誤差項の一部をサンプル特有の効果と考える
ことにより，モデルの安定性の向上も図られ
る。これらの利点から，パネルデータ分析は
近年多くの分析に利用されている。本学会会
員によるものとしては，坂田（2000，2002），
矢野（2000）などがある。
　パネルデータ分析は，自然科学分野では古
くから一般的な手法であった。社会科学分野
のパネルデータ分析はR.A. フィッシャー
（R.A. Fisher）の実験計画法に始まるといわれ
るが，初期のパネル調査として有名なものは，
アメリカ連邦政府統計局によるNLS（The 

National Longitudinal Survey of Labor Market 

Experience, 1964～）と，ミシガン大学による
PSID（The Panel Study of Income Dynamics, 

1968～）である。現在では，欧州委員会統計
局のECHP（The European Community House-

hold Panel, 1994～）が，国際比較可能なパネ
ル調査として整備されつつある。
　パネルデータ分析では，複数年に渡り同一
サンプルのクロスセクションデータが収集さ
れる。このようにして得られたデータについ
て，時間軸を考慮せずにクロスセクション
データとしたものがプールデータ（Pool Data）
である。プールデータは，ごく一般的な回帰
分析と同様に，yit＝a＋bxit＋eitの回帰式で推
計することができるが，この場合，各サンプ
ル特有の効果は無視されている。パネルデー
タ分析ではこの各サンプル特有の効果をαiと
して，yit＝ai＋bxit＋eitの形で推計できる。こ
の時，αiとxitが相関関係にあると仮定したモ
デルが固定効果（Fixed Effect）モデルであり，
説明変数を前提とした被説明変数の違いは，
各サンプル固有の理由に依るところが大きい
と考える。他方，αiとxitが無相関と仮定した
モデルが変量効果（Random Effect）モデルで
あり，説明変数を前提とした被説明変数の違

いは各サンプル固有の理由に依るのではなく，
誤差や偶然によるものと考える。このように
パネルデータ分析では，従来のマクロモデル
分析では不可能であった，個々のサンプル独
自の個別効果の測定が可能となる。また，こ
のことから誤差のうちαiに相当する部分をそ
のサンプルの特性に照らして理論的に説明す
ることが可能となり，モデルの安定性を向上
させることができる。
　ただし，パネルデータ分析には以下の問題
が存在する。最大の問題はサンプルの脱落
（Attrition）である。前述のとおりパネル調査
は，同一の調査対象を複数年に渡り調査する
ものである。逆に言えば，最も一般的なパネ
ル調査では途中で調査対象の追加を行なわな
い。そのため，時間の進行とともに回答が行
なわれない脱落サンプルが累積してゆくこと
に な る（Kasprzyk et al., 1989, Fitzmaurice et 

al., 2004）。脱落が発生すると，たとえ第1回
目のパネル調査で充分に母集団を代表するこ
とができる標本調査を行なったとしても，時
間の進行とともに調査結果が母集団を代表し
なくなる。また，脱落は特定のサンプルに多
く発生する可能性があり，この場合，一層パ
ネル調査の母集団の代表性が疑わしくなる。
例えば，PSIDについての脱落の分析では，
社会扶助，低所得，低学歴，未婚，高齢者，
有色人種，非持家などで脱落が多くなること
が示されている（Fitzgerald et al., 1998, Lillard

－Panis, 1998）。わが国の「消費生活に関する
パネル調査」（家計経済研究所）についても同
様に詳細な脱落の分析が行なわれ，低学歴，
未婚，若年齢，高所得，有業者，核家族など
で脱落が多くなることが示されている（坂本，
2003）。また，多忙，転居先不明，長期不在，
結婚などのライフイベントの発生に伴う脱落
が多いことが示されている（村上，2003）。サ
ンプルの脱落自体は自然科学分野におけるパ
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ネルデータにも発生する現象であるが，脱落
が上記のように特定のサンプルに偏して発生
することは，パネルデータ分析を社会科学分
野に移植したことによる新たな課題といえる。
　同様に，社会科学分野特有の問題として，
サンプルの不追加と社会構造の変化の問題が
ある。第1回目の調査時点と最新の調査時点
とでは，時間の経過に従い社会構造も変化し
ている可能性がある。社会科学分野のパネル
データ分析では，特にこの点に注意が必要で
ある。この場合，第1回目の調査時点での母
集団を代表するように抽出されたサンプルは，
現在の母集団特性を正確に反映しているとは
いえない。仮に第1回目調査から最新の調査
時点までに社会構造の変化が全く発生しな
かったとしても，第1回目調査時点で母集団
を代表するように抽出されたサンプルは，最
新の調査時点ではある程度高齢化したものに
なってしまう。さらに，回答者が同一調査に
何度も回答することがもたらす調査慣れによ
る歪み（松田，2002）も社会科学分野のパネル
データ分析特有の問題として指摘されている。

３．質的選択モデル

　近年利用が高まっているミクロデータには，
カテゴリカルデータを含むものが多く，これ
らの分析に質的選択モデルが不可欠である。
質的選択モデルは，被説明変数が二者択一的
な場合や，不連続な回答についての分析に用
いられる。
　質的選択モデル分析は，医学分野における
Dawber et al.（1951）に始まる。これは，疾病
の発症（y）を，病原菌を説明変数（x）として説
明しようとするものであるが，病原菌（x）の
存在する患者の全てが発症（y）するわけでは
ない。そこで，病原菌（x）と疾病の発症（y）の
間に，高血圧，高コレステロール，喫煙など

によるリスクを足し合わせた多重リスクファ
クター（Multiple Risk Factor）という潜在的な
リスク要因を考慮し，「発症する」，「発症し
ない」の二者択一な質的被説明変数をロジス
ティック関数により推計したものである。こ
のような分析手法は社会科学の分野にも広く
応用されるようになり，経済学の分野では，
自動車購入の有無（Cragg－Uhler, 1970）等の消
費者の購買行動についての分析，ある条件の
下で労働者が働くか働かないかについての労
働供給の分析（Heckman, 1974），交通選択に
ついての消費者行動の分析（McFadden, 1974），
住宅ローンの貸与審査（Maddala－Trost, 1982）
等に応用されている。本学会会員によるもの
としては，金子・杉橋（2003）などがある。
　「買う」，「買わない」や「働く」，「働かない」
など二者択一的な行動の場合，回帰式を通常
通り，yi＝a＋bxi＋eiとすると，被説明変数は
0あるいは1のみとなってしまう。そこで，
連続的な潜在変数 yi

＊＝a＋bxi＋uiを想定し，
閾値 yi

＊＝0として
⎧
⎨
⎩

yi＝1：yi
＊＞0

yi＝0：yi
＊＜0

とする。導関数にロジスティック曲線を想定
したものがロジットモデル（Logit Model）で
あり，標準正規分布を想定したものがプロ
ビットモデル（Probit Model）である。ロジッ
トモデルは，居住人口，就業人口，工業出荷
額，商品販売額，自動車保有台数などがロジ
スティック関数とフィットするという理由か
ら，これらの分析によく用いられる。プロビッ
トモデルは，標準正規分布を仮定するという
理由から用いられることが多い。
　ただし，プロビットモデルによる推計には
煩雑な尤度関数の計算を要するため，仮説と
する経済理論においては標準正規分布を仮定
しているにもかかわらず，比較的計算の簡単
なロジットモデルを採用している例も見受け
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られる。しかし，最近ではこれらについてマ
ルコフ連鎖モンテカルロ（Markov Chain 

Monte Carlo: MCMC）法を応用し，潜在変数
yi
＊＝xiβ＋εi，εi～N（0,1）として，βの事前分
布から条件付事後分布を計算する方法も提案
されている3）。これは，ベイズ的アプローチ
に基づく計算機能の向上により，経済理論に
より適合的なモデルを採用できるようになっ
た例といえよう。
　また，質的選択モデルと通常の回帰モデル
との複合を試み，閾値 yi

＊＝0の時に，yi＝yi：
yi
＊＞0　yi＝0：yi

＊＜0としたトービットモデ
ル（Tobit Model）も一般的である。なお，この
ような閾値による行動選択と後述するニュー
ラルネットワークとに構造的な共通点が多い
ことが，ニューラルネットワーク分析が経済
分野に応用されるきっかけとなった。さらに
質的選択モデルは，二項選択（Binary Choice）
に と ど ま ら ず， 多 項 選 択（Multinomial 

Choice）モデルへ拡張され，被説明変数が特
定の順序に従う場合に用いられる順序反応
（Ordered Response Model）モデル，類似性の
強い被説明変数が存在する場合に用いられる
ネステッド・ロジットモデル（Nested Logit 

Model）などが広く用いられている（McFadden, 

1981, 1983）。また，これら質的選択モデルを
パネルデータに応用しようとする試みもみら
れる（Maddala, 1987）。パネル・ロジットモデ
ル，パネル・プロビットモデル，パネル・トー
ビットモデルなどが考えられるが，いずれも
誤差項に前述の個別効果αiを考慮しなければ
ならない点が，従来の質的選択モデルと異な
る点である。パネルデータでない質的選択モ
デルの場合，誤差項は全サンプルに対し共通
であるが，パネル質的選択モデルの場合，個
別効果αiを考慮した誤差項はサンプルごとに
異なる。この場合，このような誤差項が識別
できないという付随パラメータ問題（Inciden-

tal Parameter Problem）が存在する（Neyman 

and Scott, 1948）。
　このように，質的選択モデル分析が経済学
の分野にも応用され，カテゴリカルデータの
分析に不可欠な分析手法として定着した。し
かしここでも，自然科学分野のデータと異な
り，経済学においては推計結果が人間の感情
に影響を受けることに留意する必要がある。
誤差項の中身には，期待，バンドワゴン効果，
目移り，その時の気分などが混入しており，
本来ある財を「買う」はずのサンプルが「買
わない」ことも，「買わない」はずのサンプ
ルが「買う」こともあり得る。

４．データマイニング

　前述のとおりミクロデータ分析は大量デー
タの蓄積とコンピュータの普及により可能と
なったが，この大量データの蓄積により可能
となった分析手法にデータマイニング（Data 

Mining）がある。データマイニングは，「意味
あるパターンやルールを発見するために大量
のデータを自動的ないし半自動的手段で分析
および検索するプロセス」（Berry－Linoff, 

1997），あるいは「以前には知られていない，
そして潜在的には有用な知識を引き出す方
法」（Addrians－Zantinge, 1996）と定義される4）。
もっと広義には，一定の規則の自動抽出とそ
のための大量データの高速処理ということも
できる。具体的には，データウェアハウスと
呼ばれる原データを蓄積した大規模なデータ
ベースからパターンを見つけ出し，そのパ
ターンから一定の法則を導き出そうとするも
のである。このデータマイニングからは，予
想のつかない法則の発見が期待される。例え
ば，「ビールとポテトチップは同時に購入さ
れる」というような仮説は容易に想像がつく
ので，統計学的分析ではこの仮説に基づくモ
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デルを構築し，分析を行なう。しかし，デー
タマイニングからは「ビールと紙おむつは同
時に購入される」というような，予想し難い
法則が発見されることがある。
　データマイニングで用いられる方法は，相
関分析，回帰分析，主成分分析，因子分析，
クラスタ分析など，統計学的分析でもよく用
いられる手法が中心的である。この他に，決
定木やニューラルネットワーク分析がよく用
いられる。
　決定木（Decision Tree）は，多変量解析の一
手法として，60年代からMorgan－Sonquist

（1963）による2値の質的変数の分類（Classifi-

cation）を 行 な う AID（Automatic Interaction 

Detector）などが存在していたが，あまり利
用される手法ではなかった。しかし80年代
に入り，CHAID（Chi－squared AID）により 3

値以上の分類が可能（Kass, 1980）となると，
当時の情報技術の発展を背景にデータマイニ
ングの代表的手法として広く用いられるよう
になった。経済学の分野では，不動産価格の
分類（Harrison－Rubinfeld, 1978）などに決定木
が用いられている。これは，部屋数，部屋の
古さ，地域の犯罪率，地域の窒素酸化物濃度
などを予測変数として住宅価格を基準変数と
して分類を行なうものである。また，顧客の
属性分類などのマーケティング分野，ローン
の貸与審査などにも決定木が利用されている。
　ニューラルネットワーク（Neural Net-

works）は，人間の脳の働きをコンピュータ
で再現しようとする工学分野の研究に基づく
ものであり，これも自然科学分野で発展して
きた分析手法といえる5）。脳内では，多数の
神経細胞が集まって回路を形成し，情報は神
経細胞間を電気信号として伝達される。神経
細胞は，通常は外部よりも膜電位の低い平静
状態にあるが，電気信号が与えられると外部
よりも膜電位の高い興奮状態になり，先端の

シナプス（Synapse）から，隣の神経細胞へ電
気信号を放出する。脳ではこの繰り返しによ
り情報が伝達される。ニューラルネットワー
クでは，並列したネットワーク上で，「平静
＝0」，「興奮＝1」の2種類の電気信号を流す
ことにより，脳の情報伝達の仕組みを模して
いる。この平静状態と興奮状態との臨界の膜
電位の値である閾値は，前述の質的選択モデ
ルの閾値と同様の計算処理が可能である。w：
荷重（0＜w＜1），θ：閾値，nj（t）：ニューロ
ン Iの時刻 tにおける出力，α：バイアス，f：
関数（ロジスティック関数等）とし，nj（t）＝
I（Σwijni（t－1）＞θi）i→ j

としたとき，ニューラル
ネットワークは yk＝fk（αk+Σwjkfj（αj＋Σwijxi））j→k i→ j

で表わすことができる。このニューラルネッ
トワークは，荷重の大きいニューロンはより
太く，すなわち荷重が大に，自動で成長する6）。
　このような二者択一のデータ処理が質的選
択モデルと共通することから，ニューラル
ネットワークのモデルは，ノンパラメトリッ
ク分析の一手法として用いられるようになっ
た。そして，計算を始めるとモデルが自動成
長するため，人間に予想し難い法則の発見を
期待するデータマイニングに活用されるよう
になった。経済分野では，公定歩合予測（副島，
1966）や株価予測などの金融やマーケティン
グの分野を中心に利用されている。本学会会
員によるニューラルネットワークについての
研究成果には，中敷領（1995）がある。中敷領
は，ニューラルネットワークの方法と経済統
計学との関連を整理し，ニューラルネット
ワークによるロジットモデル，プロビットモ
デルの再現性についての簡単な実験を行って
いる。この他，データマイニングに関する本
学会会員による成果には池田（1998），芝村
（2005）がある。
　統計学におけるデータマイニングの位置づ
けは，探索的データ解析（EDA）の発展したも
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のと位置づけることができる（椿，2000）。探
索的データ解析は，データ自体を発見的に分
析しようとする手法（Tukey, 1977）であり，あ
らかじめ立案したモデルをデータにより検証
する仮説検証的データ解析（Confirmatory 

Data Analysis）の対極に位置するものである。
しかし，探索的データ解析はあくまで無作為
抽出や確率論に基づく統計学のフィールド上
での革新を試みてきたものである。これに対
しデータマイニングでは，後述するように統
計学的な抽出や確率論に基づく推定，検定の
プロセスを必ずしも踏むわけではない。この
点で，探索的データ解析の発展したものであ
るとは単純に言い切れない。そこで，データ
マイニングと統計学的データ分析との相違を
見てみることとする7）。
　両者の最も大きな相違は，抽出とプロセス
にある。抽出については，統計学的分析では
一般に，無作為抽出による標本調査を想定す
る。無作為抽出標本調査が行なえない場合や
有意抽出調査が行なわれた場合も，仮に無作
為抽出標本調査が行なわれた場合との比較に
より仮説の妥当性を評価する。これに対し
データマイニングでは，すでに蓄積されてい
る大量データを分析対象とし，その限定され
た分析対象についての法則を発見することが
目的である。そのため，そもそも標本調査を
必要とせず，全体（大量）を代表する標本の採
集という認識で新たに抽出調査が行なわれる
ことは殆どない。
　プロセスについては，統計学的分析では始
めに仮説の立案を行い，その仮説に沿ったモ
デルビルディングが行なわれる。それに従い，
データの取得，集計，解析，推定，検定など
が行なわれ，結果の解釈，評価から，はじめ
に立てた仮説の有意性を示すというのが一般
的なプロセスである。これに対しデータマイ
ニングでは，既に蓄積されている大量データ

を自動，半自動的に解析し，結果の解釈や評
価を行なう。そこから結果的に何らかの仮説
が導ければ分析は成功とされる。はじめに仮
説の立案やモデルビルディングありきの統計
学的分析と，最終的に何らかの仮説が導けれ
ば良いと考えるデータマイニングでは，その
プロセスに大きな違いがある。
　また，データマイニングの方法には，統計
学的分析の立場から，その理論的な意味付け
や再現性についての問題が指摘される。例え
ば，ニューラルネットワークによる分析は，
前述のとおりモデルが自動成長することで人
間には予想し難い法則の発見が期待できるが，
モデルの成長をどの時点で止めるかにより結
果が異なったものとなる。また，モデルが自
動成長を遂げるため，モデルの中身がブラッ
クボックス化する。この点が，仮説に基づく
モデルビルディングを指向する統計学的分析
とニューラルネットワークを用いたデータマ
イニングとの決定的な相違である。
　決定木についても同様のことがいえる。決
定木は，統計学的分析手法のクラスタ分析と
一見似ているが，実際は大きく異なるもので
ある。クラスタ分析では全ての変数によりク
ラスタ（分岐の作成）が行なわれるが，決定木
では1つの変数により1つの分岐がそれぞれ
作られる。この相違は単なる手法的な相違に
見えるが，それだけには留まらない。決定木
では，1つの変数により1つの分岐がそれぞ
れ作られるため，変数を与える順番により木
の広がり方が変わる。統計学的な方法論を重
視した場合，変数を与える順番にどのような
経済学的な意味があるかという問題が指摘さ
れる。また，変数を与える順番により結果が
全く異なってしまうことから再現性について
の問題も指摘される。
　さらに，相関分析，回帰分析，因子分析な
どの統計学的な分析手法を用いたデータマイ
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ニングについても，採用基準についての問題
が指摘される。一般的なデータマイニングで
は統計学的分析手法を用いる場合も，連関
ルール（Association Rule）に基づいて一定の基
準を上回る法則だけを機械的に採用すること
が一般的である。この基準となるものは，信
頼度（Confidence），支持度（Support），前提確
率などである。信頼度は条件付確率p（B│A）
のことであり，先の例では，ビールを買った
顧客（A）のうち紙おむつを買った顧客（B）の
割合である。支持度は同時確率p（A, B）のこ
とであり，ビール（A）と紙おむつ（B）を買っ
た顧客の全体の顧客に対する割合である。前
提確率は，この分析の前提となるビール（A）
を買った顧客の全体の顧客に対する割合であ
る。データマイニングでは，これらが一定の
基準を上回る法則だけを機械的に採用する。
統計学的分析の立場からは，これらを基に機
械的に採用することにどのような経済学的な
意味があるかという問題が指摘される。また，
これらの基準を上回らなかったものの中に意
味のある分析結果が見落とされていないかと
いう問題も指摘される。さらに，このように
機械的に抽出された法則の中には，見せかけ
の相関が多数存在する可能性も否定できない。

むすび

　本稿ではミクロデータを利用した代表的な
データ解析手法について概観した。これらの
手法に期待されることは，マクロ計量分析に
より示された理論や仮説がミクロデータ分析
によりさらに説得力を増すこと，新たな発見
が付加されること，マクロ分析では知ること
の出来なかった個人の行動についての詳細な
分析が行なわれること，個別効果を分離する
ことによりモデルの安定性が向上することな
どである。しかし，パネルデータにおける脱

落や，質的選択モデルにおける誤差項への期
待の混入など，調査対象を人間とすることに
よる新たな問題も発生している。
　また，データマイニングの手法からは，従
来の統計学的分析では予想し難い法則の発見
が期待される。しかし，データマイニングに
より発見された法則には，モデルがブラック
ボックス化することにより経済学的な意味付
けが明確でなくなることや，見せかけの相関，
低い再現性などの問題が指摘されている。
　これらの課題は，突き詰めれば自然科学の
方法を社会科学に移植したことによる問題，
理論とモデルとデータとの関係についての問
題といえる。情報技術の発達による近年の
データ解析法の展開は，これらの古くて新し
い課題を改めて問いかけているといえよう。

注

1．この章は情報化に伴うプライバシーや情報開示
についての問題を論ずるものであるが，当時の情
報化がどのようなものであったかについても知る
ことができる。

2．大量データの利用による統計手法の変化は，社
会科学分野だけでなく，自然科学分野でも，大量
データを利用した交差妥当化（Cross Validation）に
よる信頼性の検定，ブートストラップ（Bootstrap）
法などの研究が進んでいる。

3．ロジットモデル，トービットモデルについても，
同様のベイズ的な推定に基づく計算が可能である。
これらの詳細については，Tierney（1994），大森・
和合（2005）等を参照されたい。

4．現在では，データマイニングとKDD（Knowledge 

Discovery in Databases）はほぼ同義で用いられる
ようになっており，本稿でも区別しない。

5．心理学分野からの初期のアプローチも，ニュー
ラルネットワークの開発に貢献した。

6．ニューラルネットワークの詳細については，
McCulloch－Pitts（1943），Rumelhart et al. （1986），
豊田（1996）等を参照されたい。

7．本節では，データマイニングの方法のうち最も
一般的，伝統的な探索的データマイニングに限定
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して述べている。データマイニングの手法は近年
多様化しており，目的指向型データマイニングな
どにはこれに当てはまらないものもある。
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まえがき

　世界人口は2050年には90億人に達し，今
後25億人の増加が見込まれ（2004年国連人口
推計），依然としてその増大が最大の問題で
あるが，それとは対照的に，先進国では低出
生率と人口停滞，また，死亡率低下も加わっ
て進行する急速な人口高齢化が問題とされて
いる（Chamie, 2005）。本稿では現実に日本で
進行していてもっとも身近な出生率低下と人
口高齢化を対象に論じたい。子供人口の相対
的減少の意味を持ついわゆる少子化はここで
は出生率低下として扱うことにする。
　人口に関わる年齢構成などの人口構造や出
生・死亡・移動などの動態事象は，社会経済
の変動の影響を受けながらも，相互に数量的
な依存関係をもち，社会経済とは相対的に自
立的に運動する特性をもっているとされる。
したがって，人口の研究は社会経済との相互
関係を明らかにする実質人口学 substantial 

demographyと自立的な人口過程を数理的に
研究する形式人口学 formal demography，人
口分析demographic analysisに二分される（日
本人口学会2002，p.345）。
　出生率低下と人口高齢化についても，なぜ
進行しているか，どのように進展すると見通
され，どのような対策を立てるべきかを考え
る場合，当然この二方面から接近することに
なるが，後者，形式人口学的分析（人口分析）

の方がより基本的と考えられている。それは
第1に，どういう人口現象が進行しているか
を人口分析によって正確に捉えなければ，そ
れに基づく将来見通しや政策は意味を持たな
いからであり，第2に，人口変数が社会経済
的変数に比してより安定的で，将来の見通し
もより容易であり，とくに将来人口推計にお
いては社会経済的変数を用いたモデルでは，
社会経済的な変数の将来値を得ることがはる
かに困難で，多くの場合，成功することが難
しいと考えられているからである。本稿は，
少子化・高齢化を扱う形式人口学的分析を主
な対象として，その分析方法の妥当性と分析
結果の社会的影響を検討する。その上で，少
子化の社会経済分析にも補完的に触れ，上記
第2の人口分析独立説はどの程度合理的か検
討し，人口分析を中心とした人口統計研究の
今後の課題を検討したい。

１．少子・高齢化の人口分析

1.1　合計出生率とテンポ効果
　出生率として最も簡単なものは出生数を総
人口で除した粗出生率である。この指標は人
口の性・年齢構成の影響を受けるので，その
影響を除いた年齢別女子人口に対する年齢別
出生率がもっとも基本的な出生率といえる。
この年齢別出生率を合計した合計出生率
TFR1）は，本来女性1人あたりの平均出生児
数に相当し，年齢別出生率全体の水準を示す
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もっとも代表的な指標である。合計出生率が
出生率水準を代表する指標として日本で一般
に使われるようになったのは，いわゆる1.57

ショックと言われた1991年ごろからで，人
口動態統計の公表値および将来人口推計に用
いられ，その低下に社会的な関心が高まった
からである。
　これにともなって，合計出生率におけるテ
ンポ効果の問題が浮上した。1970年代半ば
から進行している合計出生率の低下が，コー
ホートの出生率（完結出生児数）だけでなく，
そのタイミングの遅れによって引き起こされ
ているということが認識されるようになった
からである（河野他 1983，稲葉 1986，阿藤
1992，大谷1993，廣嶋2000，岩澤2003，金
子2004）。ただし，その量が実際に計測され
たのはごく最近である（別府 2001，金子
2004）。すなわち，「1970－99年の30年間（合
計出生率低下の延べ総量の）34.5％がテンポ
（の遅れ）により，…65.5％が生涯出生率の低
下による」（廣嶋2000a，p.23）。
　このような分析の結果，日本の将来人口推
計において将来，出生テンポの遅れが止まり，
合計出生率が再上昇する（現時点における一
時的低下）と仮定されてきた。これはテンポ
効果によるものであり，実質的な（コーホー
トの）出生率上昇を意味しないと説明されて
いる2）。このようなコーホート出生率と年次
別の合計出生率の乖離をひき起こすテンポ効
果3）は，その複雑性もあって日本ではあまり
知られていないと思われるが，ヨーロッパ，
アジア各国で実際に観察され，家族政策の出
生率に対する効果を論じるときなどに欠かせ
ない要素となっている。
　テンポ効果とは，たとえば全員が最終的に
2人の子供を持つとしても，そのテンポが遅
くなる（晩産化）と，年次別に見た合計出生率
は2人より少なくなることである。この効果

は 1950年代から知られているが（Bongaarts 

& Feeney, 1998），その理論的性格が十分認識
されておらず，国際的にも人口学の弱点と
なっている。人口分析法の教科書・解説書（た
とえば，Preston et al., 2000，河野1996）でテ
ンポ効果を説明しているものはまったくない
といってよい。Bongaarts and Feeney（1998）
を初めとして多くの論文は，出生のテンポが
遅くなると1年に発生する出生数が少なくな
るのでテンポ効果が生じるとする。この見解
に従うと，「分子である出生数にテンポ効果
があるのだから，出生率を生命表形式［出生
未経験者について計算する出生確率］で表し
てもテンポ効果が現れる」とされる。
　テンポ効果の起こる理由は本来，簡単であ
る。合計出生率は年齢別出生率を基礎とする
が，その分母である年齢別女子人口には，出
生（出産）を経験した人も含まれている4）。も
し出生の仕方が遅れているとすると，ある年
齢の出生率の分母は過去の高い出生率によっ
て出生経験者を以前より多く含み，出生未経
験者の割合が小さくなるのでその年齢の出生
率は低くなってしまうのである。このように
合計出生率は過去の出生経験の影響を受ける
ことにより歪む。したがって，出生経験者を
含まない分母による出生確率で出生率を計算
するならばテンポ効果は現れない（廣嶋2000a，
2005，2006）。

1.2　結婚出生率の低下
　出生率低下について，その対策を考える際
に，合計出生率の低下を結婚率と結婚出生率
（夫婦出生率）の動きによって分析することは
重要な課題である。なぜなら，出生率低下の
要因が結婚にあるのか，あるいは夫婦の子供
数にあるのかによって，その政策や分析の対
象が異なるはずだからである。
　合計出生率低下について「有配偶率低下に
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よってすべて説明がつく」（阿藤1982），「有
配偶率の低下の影響がすべてで有配偶出生率
の変化はむしろ出生率を引き上げる方向に働
いている」（阿藤1992，p.51），「この期間の
合計特殊出生率の低下にみる少子化は，夫婦
の子どもの産み方が低調になったためではな
く，もっぱら20歳代の若者が結婚しなくなっ
たことによるということが示されている」（高
橋ほか1997，p.73－4）という結婚出生率低下
を無視・否定する議論（夫婦出生率維持説）が
つい最近まで主流となっていた（河野1995，
厚生省1998）。この夫婦出生率維持説は，結
婚出生率として年齢別有配偶出生率を用いた
要因分解法による分析結果に基づいている5）。
実際，この分析方法によると 1975年から
2005年の合計出生率の低下のすべてが年齢
別有配偶率の低下により，年齢別有配偶出生
率は出生率を逆に上昇させる効果を持ってい
ることになる（国立社人研2006，p.66）。年齢
別有配偶出生率を用いたこの分析に対しては
早くから批判があった（廣嶋 1986，1999c，
2000b，2001，Ogawa and Retherford, 1993，
鈴木2000）。現代出生力は年齢よりも結婚か
らの期間によって強く決められる性質をもっ
ているので，年齢別有配偶出生率は結婚年齢
が上昇しているとき見かけ上の上昇を示し，
夫婦出生率を計測するのに不適であり，より
適切な分析法によれば，夫婦出生率の低下の
影響も無視できない大きさ（およそ3割）であ
るという批判である。
　この年齢別有配偶出生率の問題性の認識が
広がるとともに，これ以外のコーホート有配
偶出生率を使ったシミュレーションによる分
析が行なわれ（廣嶋2000b，岩澤2002），次第
に夫婦出生率維持説は修正され，「90年代に
入り，徐々に夫婦の出生行動パターンの変化
が期間TFRの低下として現れるほどに進ん
でいることがわかった。」（岩澤2002）と，「90

年代低下開始説」へと変化したといえる。た
だし，その分析結果（図16）を見ると，1970

年代後半および1980年代後半に夫婦出生率
はすでに合計出生率低下の効果を示しており
（廣嶋 2000bの図 15，金子 2004の図 1－ 3も
同様），夫婦の出生率は，90年代に入ってか
らではなく，1970年代後半以後，1980年代
前半の一時期を除き，ほぼ一貫して合計出生
率に負の影響をもたらしてきたのである6）。
このことは，年次別の合計結婚出生率（結婚
後1年目から15年目まで夫婦の出生率の合計，
大谷1993）の動向（国立社人研1988，1993，
1998）とよく一致している。
　しかし，上記の要因分解法によって夫婦出
生率維持説を述べる論文や分析は，韓国，台
湾，香港（その例は，Hirosima, 2003, Suzuki, 

2003，廣嶋2004参照）を含め，現在も数多く
存在し（日本人口学会2002，p.191，415，426，
国立社人研2006，p.66），今後も当分繰り返
されていくことに注意しなければならない。

1.3　人口高齢化の要因分析7）

　近年，少子高齢化という言葉が作られて，
少子化と高齢化の両方を指すというより，高
齢化が少子化と強く結び付けられるように
なって，少子化の結果としてのみ高齢化を考
える傾向がみられる。しかし，実は出生率の
今後の変化によって高齢化の程度はあまり変
わらない（盛山2004）。将来人口推計（国立社
人研2002）によれば，将来の出生率が1.62と
比較的高く設定された場合，65歳以上人口
の割合は 2025年に 28.0％，2050年 33.1％で
あるが，出生率が1.12とかなり低く設定され
た場合でも，それぞれ29.5％，39.0％であま
り大きく変わるものではないといってよい。
その意味で，少子化対策を高齢化対策の代わ
りにすることはできないし，逆に，高齢化は
無限に進むわけでない。もし，仮に出生率が
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さらに高く約2.1と人口置換え水準（親世代人
口と子世代人口が1対1）まで回復するとした
場合，65歳以上人口割合は長期的には25％
（静止高齢人口割合T65）に達する（廣嶋1999）。
すなわち，たとえ出生率がもっとも理想的な
状態になり，少子化が止まっても現在よりも
さらに高齢化が進むことは避けられないので
ある。
　形式人口学において最重要視される安定人
口理論により，「年齢構造の差異をもたらす
主要な原因は死亡率ではなく，出生率である
ということができる」（岡崎1980，p.163）と
いう命題は，短期的な高齢化の進行の分析に
誤って適用されてはならないし，また，長期
的に見た場合でも，死亡率の影響を無視して
はならない。日本の将来の高齢化について戦
前水準から見て出生率と死亡率の影響は3：
1である（廣嶋1994，1999）。また，今後の先
進国における高齢化は死亡率低下の影響の方
が大きいと考えられる（小川2002）。
　2025年について，過去に発表された日本
の将来推計人口で65歳以上（高齢）人口と15

－64歳（生産年齢）人口がどのように見通さ
れてきたかを検討してみよう。1976年以後
2002年まで6回の将来人口推計が政府によっ
て発表されたが，見込まれた出生率と死亡率
はともに毎回下方に修正されてきた。合計出
生率2.10への回復を設定した1976年推計と
最新の2002年推計とを比較すると，2025年
の高齢人口は2485万人から3473万人に上方
へ，15－64歳人口は9027万人から7233万人
に下方へ修正されている。したがって，高齢
人口 /生産年齢人口（いわゆる老年従属人口指
数）は0.290から0.480へと1.66倍に上昇して
いる。この変化について，高齢人口の増大は
1.37倍，15－64歳人口減少は 1.21倍の効果
をもっている。このように，従属指数の伸び
は高齢人口の増大，つまりは死亡率の低下が

もたらした効果の方が，出生率低下による生
産年齢人口減少の効果より大きいのである。
（ただし，死亡率低下は15－64歳人口を増大
させ従属指数軽減の方にも寄与している。）こ
の状況は2040年頃まで変わらない。
　死亡率改善の影響が予想外に大きいという
高齢化に対する人口学の見方は国内的にも国
際的にも1980年代後半以後に起こってきた
比較的新しいものである（United Nations, 

1988，西村1996）。

1.4　先進国の平均寿命過大説
　死亡の動向は高齢人口と生産年齢人口の両
面から人口高齢化と関わっていて，十分注視
する必要があるが，その研究は日本で近年下
火となっている。ところが，死亡の分析につ
いて，先進国の平均寿命が過大に計算されて
いるという説が有力な人口学者によって主張
され，欧米の人口学の中で影響が広まりつつ
ある（Bongaarts and Feeney, 2002, Demographic 

Research誌2005－2006年の10数編の論文）。
この議論は，一般に使われている期間生命表
を基にする平均寿命とコーホート生命表を基
にするコーホートの寿命とが一致しないこと
をテンポ効果として問題にしている。テンポ
効果を「テンポの変化によって事象の発生数
が影響を受ける」（2.1参照，Bongaarts and 

Feeney, 1998）というずれたモデル化をし（廣
嶋2005，2006），このため，生命表の死亡確
率qxにテンポ効果が現れるという。このよう
な研究は生命表に基礎を置いた人口学の基本
概念を損なうものである。

２．少子化と社会経済要因

2.1　少子化の社会経済分析
　出生率低下がどのような社会経済的要因に
よって引き起こされたかを明らかにする分析
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は，その対策や今後の見通しを考察する上で
重要である。このような人口変数以外の社会
経済変数を扱う研究は形式人口学の中には含
まれないが，形式人口学の課題を考察するの
に必要な範囲でこの研究を取り上げる。
　第1に，出生率低下がなぜ生じたかを考察
するため，個人を対象にした調査データを用
いて社会経済要因を表す変数と個人の出生行
動や結婚の発生程度を表す変数との関係が分
析されるが，この種の研究でその原因が直接
明らかになるわけではない。たとえば高学歴
女性が結婚する確率や出生する確率が低い
（たとえば和田2004）としても，高学歴化に
よって少子化が起こったといえるとは限らな
い。たとえば低学歴者の少子化がより強く社
会の少子化を引き起こしたのかもしれない。
とはいえ，この種の研究はたとえば，非正規
就業女性の出生率が低いこと（岩澤2004）な
どを明らかにし，政策的に働きかけるべき対
象や方法を明らかにすることができる。
　第2に，女性の就業と少子化との間には相
互に因果関係があるので，分析に注意を要す
る。女性の就業が出生に与える予想されるよ
うな負の影響は国内外ともに容易には実証で
きず（岩澤2004，池2005），むしろヨーロッ
パなどの国別の女子労働力率，GDI（ジェン
ダー開発指数）と合計出生率の間に正の相関
関係がある（阿藤1996，八代2000）。また，
経済的要因などを用いた多くの実証分析が行
われている（大谷 1997，加藤 2004，永瀬
2004）が，相互に矛盾する結果や断片的な結
果を得ていて，現実の少子化の進行の社会経
済的要因を明らかにすることに成功している
とはいえない。
　1970年代以後の出生率低下の主要要因で
ある未婚率上昇について，その大きな部分が
女性の高学歴化，就業構造変化によるとして
も，どの社会経済要因も決定的でないとみら

れる。たとえば，巨視的な要因分解法によれ
ば，1970－90年においてもっとも顕著な25

－29歳の未婚割合の上昇（18.0→40.2％）の過
半は教育水準や各就業状態，職業におけるそ
れぞれの未婚割合が上昇したことによって説
明される（廣嶋1999a）。
　このことは，第1には晩婚化・未婚化がど
のような社会階層においても進行している一
般的な過程であることを意味する。すなわち，
基本的には日本においても欧米と共通する社
会の非権威主義化，平等化，女性の地位向上
等の社会意識の変化によるものと考えられる
（廣嶋2002，阿藤2005）。このように家族か
らの経済機能の分離，家族の個人主義化が進
行する一方で，伝統的家族の機能・意識およ
びそれを前提とした社会制度が弱化しつつも
残存するという過渡的な状況により結婚や子
育てを阻害する条件が生まれている。
　第2には，1990年代以後とくに，新自由主
義的改革の進行など，社会的に競争を強める
政策の影響が加わっている。男女雇用機会均
等法など男女の共同参画を目指す政策や少子
化対策が進行しているにもかかわらず，女性
の労働参加は有配偶者ではほとんど前進せず
（吉田2004，高橋2004），未婚者においても
後退している。育児休業制度の整備にともな
いその取得者は増えたにもかかわらず女性の
就業継続の割合はやや後退している（岩澤
2004）。また，雇用条件や生活条件の悪化に
ともない結婚や子育てにとっての種々の障害
が生み出され，晩婚化・未婚化，出生児数減
少が進行しているものと考えられる（山田
2005）。
　以上のように少子化の社会経済要因を捉え
るには，ミクロデータ（調査個票データ）を用
いた一時点の各人の属性と結婚年齢，出生児
数との関係による分析には限界があり，ミク
ロデータにおいて多時点あるいは多世代の比
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較に重点をおいた方法や上記例のような単純
な巨視的方法などによる歴史的な分析を重視
する必要があると思われる。

2.2　人口分析の社会的影響
　少子化・高齢化についての分析がどのよう
な社会的影響をもたらしたかを考察する。
　第1に，テンポ効果論は，出生率低下の見
通しにおいて必要な要素ではあるが，結果的
には楽観論を生んだ側面がある。たしかにテ
ンポ効果が現実に存在することが調整合計出
生率やシミュレーションによって確かめられ
たが，テンポ効果以上に実質的に出生率低下
が生じたことも判明した。テンポ効果につい
ては単に存在するか否かの議論ではなく，量
的に明らかにする分析が必要であった。もし，
テンポ効果の定量的分析がもっと早く行なわ
れていたら，少子化の程度に対する認識はよ
り強くなっていたと思われる。
　第2に，夫婦出生率維持説は，やはり出生
率低下の程度を楽観視する結果を生んだ面が
あることは否定できないだろう。また，少子
化対策のなかでも夫婦出生率に直接かかわる
子育て支援に否定的な影響を与えたかもしれ
ない。たとえば次のような言明がある。「子
育てに対する経済的な支援については，……，
近年の少子化は未婚率の上昇によるものであ
り，これらの少子化対策としての効果を疑問
視する考え方など様々な意見があることを踏
まえ，その有効性や少子化対策全体の中での
施策の優先順位，……を含めて，さらに，十
分な議論を行っていく必要がある。」（社会保
障構造の在り方について考える有識者会議
2000）
　しかし，2000年頃から有配偶出生率の低
下の認識が90年代低下説にしろ，曲がりな
りにも普及したことは，少子化の深刻さの認
識が深まり，2003年の次世代育成支援法，

少子化対策基本法の成立につながり，また，
2002年の将来人口推計にも反映され，さら
に低い出生率の将来値が設定される要因と
なったと考えられる（阿藤2005a）。
　第3に，高齢化の要因として少子化の進行
の要因が実際より強調されたことはどのよう
な影響があっただろうか。ひとつには，結果
的には上記の要因とあいまって少子化対策を
推進する効果があったのではないか。とどま
ることなく進行する現実の少子化と高齢化の
進行の統計とあいまって，とくに従来遅れて
いた企業の就業条件を改善するという面など
へ少子化対策が広がったとみられる。その一
方で，年金や医療についての危機感を煽り，
国民の側に負担増と給付の削減を招いた面が
あるのではないか。また，まだ現実の政策と
はなっていないが，子供を持たない人，少な
い人への税負担強化論などが力を持つ原因と
なったと考えられる（金子2003）。
　さらに，将来人口推計で想定された以上に
現実には出生率が低下してきたが，そのこと
から，「高齢人口が予想以上に増え，年金財
政等の見込み違いをもたらした」という誤解
も生んだものと考えられる。実際には，2.3

で見たように，出生率低下よりも死亡率改善
の方が社会保障制度にもたらした影響は大き
い。
　第4に，平均寿命過大説はすでに平均寿命
に対する専門家の信頼を揺るがせているが，
社会的影響はまだこれからと思われる。今後，
生命保険会社などが保険料を高目に設定する
理由として使われる可能性がある。

むすび－今後の課題

　最後に人口分析の展開過程を振り返ってそ
の教訓と課題を考察したい。
　出生率低下の分析について，とくにその重
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要な特徴となった夫婦出生率低下の認識が遅
れた理由は以下のことが考えられる。
　第1には，結婚と出生が密接であるという
日本（東アジア）の現代出生力の基本的性格に
遡って年齢別有配偶出生率を用いた分析法の
問題性を考察することがなおざりにされたこ
と。そこにはフランス以外の欧米の人口学者
からこの問題が指摘されていないこと
（Hirosima, 2003）が，影響したこと。
　第2に，調査データによる夫婦の完結出生
率の低下がほとんど見られないという事実が
認識され，この事実が年次別夫婦出生率（合
計結婚出生率）の（テンポ効果を含む）低下と
矛盾しないことが認識されなかったこと。
　第3には，年齢別有配偶出生率によらない
有配偶出生率を使った要因分解の方法は，そ
の開発が難しかったことと，結局は数値シ
ミュレーションによらなければならず，その
計算に多量のデータと労力が必要なため，そ
の実施が遅れたこと。
　第4に統計の要因として，1980年以後の国
勢調査の調査事項から出生力の項目が削除さ
れ，日本の既婚女性の出生率が地域的に直接
分析できなかったこと。
　第5に，最も基盤において，世界の人口学
者の多くが先進国の出生率についてこれほど
低下するものと予想できなかったこと。国連
の世界人口の将来推計が先進国の出生率が人
口置き換え水準に回復しないと見込んだのは
1988年版（1989年刊）からである。
　ここから学び取るべき教訓は，いくつかの
要因が重なってはいるが，結局根深い問いと
して現実の展開に対して人口学者は保守的な
傾向を持っているのではないかということで
ある。その結果，テンポ効果や夫婦出生率の
分析も出生率低下に関する楽観論につながっ
てしまったのではないだろうか。さらに考え
ると，形式人口学独立説にも原因があるよう

に思われる。人口過程には社会経済的要因と
は自立的な面があるにしても，将来人口推計
には，大局的には少子化の社会経済的要因の
分析結果が反映されており，今後，その分析
の対象や方法について検討しながら，成果を
より積極的に取り入れていく方向を目指すべ
きものと考えられる8）。
　次に，平均寿命過大説が生じた理由を考え
ると，生命表の軽視がある。テンポ効果の研
究はもっぱら出生について展開され，出生の
データの制約と現象の複雑性によって生命表
が十分利用されてこなかったからである。そ
の結果，形式人口学において，死亡と出生に
関する分析理論の分裂状況が放置されている。
このことは，人口研究において個人の行動に
関するミクロデータを用いた多変量解析など
の結果を論文として生産することに関心が偏
り，形式人口学，人口分析という巨視的な見
方が粗略にされていることと関連している。
今，生命表の基本概念にそって出生と死亡を
統一的に理論的に扱う形式人口学が求められ
ている。これが平均寿命過大説のもたらした
最大の課題と考えられる。

注

1．total fertility rate（TFR）は，合計出生率と訳され
ている（日本人口学会編『人口学用語辞典』1994年）
が，合計特殊出生率が厚生労働省の発表で使われ
るため，一般に使われることが多い。

2．国立社会保障・人口問題研究所の全国将来人口
推計では，1976年推計以後，最新の2002年推計まで，
すべてコーホートの完結出生率の不変または低下
が仮定される一方，年次別出生率の上昇が仮定さ
れている。1992年推計（中位）において，コーホー
ト出生率の低下（2.00→1.80）にもかかわらず年次別
合計出生率が1991年の1.53から将来1.80まで上昇
することが矛盾と見えるので，「出生タイミングの
晩産化によって見かけ上低下した出生率が本来の
（コーホートの）完結出生レベルに回帰する」（厚生
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省人口問題研究所1992，p.11）との説明が加えられ
た。

3．ここでいう乖離は直接的にはその2つの観察法
の違いではなく，年次別の年齢別出生率がその年
次の出生水準を表す上で歪んでいるということを
意味する（注4参照）。

4．つまり，t時点の年齢 x歳の年齢別出生率は，年
齢別出生数を年齢別人口（出生経験者を含む）で除
したものであり，コーホート生命表関数で表すと
年齢別発生密度 d（x, t）と表される（廣嶋 2005，
2006）。これに対して，年齢別死亡率は年齢別死亡
数を年齢別人口（死亡未経験者）で除したものであ
り，分母には死亡者は含まれていないので，生命
表関数で表すと年齢別死亡確率 q（x, t）に対応し，
両者は基本的に異なる。出生未経験者について計
算する出生確率q（x, t）にはテンポ効果が現れない。

5．合計出生率はつぎのように表される。
TFR＝Σ

x
B（x）/P（x）＝Σ

x
{B（x）/M（x）}{M（x）/P（x）}＝

Σ
x

f（x）n（x）。ただし，B（x），P（x），M（x）は女子x歳
の出生数，人口および有配偶者数。f（x）＝B（x）/M（x）
は年齢別有配偶出生率，n（x）＝M（x）/P（x）は年齢別
有配偶率（有配偶割合）。
　この定式化により，2つの地域（時点）0と tにお
ける合計出生率の較差ΔTFRは以下のように要因
分解される。ΔTFR＝TFRt－TFR0＝Σ

x
ft（x）nt（x）－

Σ
x

f0（x）n0（x）＝Σ
x

{ ft（x）－ f0（x）}{n0（x）＋nt（x）}/2＋
Σ

x
{ ft（x）＋ f0（x）}{nt（x）＋n0（x）}/2

　ここで，右辺の第1項は年齢別有配偶出生率較
差による，第2項は年齢別有配偶率較差による合
計出生率較差に対する寄与とされる。ここまでは
問題ないが，この二者が結婚出生率と結婚率に完
全に対応して分解されたものと解釈することは誤
りである。現代出生力は年齢ではなく結婚からの
期間によって強く決められるという性格から，結
婚年齢が変化している場合には，この二者はこれ
らに対応しない。

6．高橋（2004）は岩澤（2002）に基づき，1975－2000

年の合計出生率低下に対する結婚率と夫婦出生率
の影響を測定し，すべての期間の夫婦出生行動が
合計出生率に負の影響をもたらしたこと（p.138），
とくに90年代以後では夫婦出生率の低下の影響が
大きい（60％）ことを示している（表B差による計
算）。この測定法では，各要因が合計出生率にもた
らした影響量は各期の期首期末の差と考える。こ
れとは別に，基準となる合計出生率からの差を毎
年合計してその期間における影響とする方法があ

る（表A累積による計算）。これによると，1990年
代以後における結婚出生率低下の影響は6割では
なく3割となる。現在の出生率が1970年代半ばの
置換え水準より低いことを問題にするにはこの方
が妥当と考えられる。

7．高齢化に関する研究全般については，西村1996，
嵯峨座1997参照。なお，『人口学研究』20～23号
は人口学の各分野の20年間の研究動向を紹介して
いる。

8．同様な方向を目指す日本大学の将来人口推計で
は，未婚率が男女賃金格差などの経済変数に結び
付けられているが，有配偶出生率には経済動向が
組み込まれず，結局，出生率は政府の将来人口推
計より低く推移すると推計されている（日本大学
人口研究所2003）。
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はじめに

　本章の課題は，まず「産業」については，
産業統計の利用面から見た側面に論点を絞り，
企業統計と併せて論ずることである。第1節
では，産業構造変化と景気分析の傾向などの
統計的産業研究を概観するとともに，この間
の主に官庁統計における産業・企業統計の統
合，諸産業統計統合の動きをそれに関わる研
究動向にも言及する。また，企業統計，また
金融など他分野の統計利用との関連について
の課題を指摘する。
　次に「企業」については，1996年刊の『社
会科学としての統計学　第3集』で「企業統
計」について当時最大の関心事となっていた
95年3月答申の「統計行政の新中・長期構想」
（以下，「95年構想」）にふれる中で「長年，
緻密に『企業統計』の整備を主張してきた松
田の手腕に期待したい」と述べた1）ことを受
け，10年経過した現在，この点について飛
躍的な研究の蓄積がみられるので第2節では
まずこのことを概観する。次に，代表的企業
統計である財務省「法人企業統計」の活用状
況について述べ，最後に中小企業統計にかか
わる展開にふれる。

１．産　業

1.1　産業研究の変化と統計研究
　現在では，産業構造分析，景気動態分析は，
（伝統的な産業連関分析や生産性分析を別に
すれば）一方では個別企業の国際化・グロー
バル化，資本関係や格差の分析と深く結びつ
いており，他方では一般的な経済実証分析，
従って現代では金融主導の産業再編や景気循
環の分析との融合が顕著となってきている。
学会内外の研究動向としても，外国研究，個
別産業や個別企業の分析を除いては，この領
域固有の成果は限られている。その原因とし
ては，何より実体面での変化をあげることが
できるが，同時に，それに対して旧来の産業
別統計体系が十分に対応できていないという
ことも一因である。
　その結果として，一方ではSNAなどの一
般的経済統計や企業財務データの利用が進ん
でおり，その「産業統計」としての利用法に
ついての研究がみられるとともに，産業統計
を支える基礎調査の調査状況の検討やさらに
進んで官庁統計における包括的経済活動調査
いわゆる「経済センサス」の提起につながる
制度面へのアプローチも無視することはでき
ない。

1.2　産業構造および業況の研究
　80年代後半から90年代前半はサービス化，
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国際化をキーワードにしていた産業研究は，
ここ10年で多角化とグローバル化で象徴さ
れるようになった。製造業の衰退とサービス
業の拡大，あるいは経済のサービス化・情報
化の進展というより，多国籍企業のグローバ
ル戦略の中で，労働を含むアウトソーシング，
世界的立地と分業，その中での景気変動と事
業再編，といった企業行動の結果としてとら
えようとする流れが顕著である。
　溝口他（1996）は，企業情報化と呼ばれる現
象について様々な角度から検討したものであ
る。特に「第Ⅱ部　企業活動の情報化」「第
Ⅲ部　情報化の経済効果」では，産業の情報
化の実態について重要な指摘をみることがで
きる。溝口「第5章　情報産業の発展と見え
にくい情報生産総量の変化」は，「情報」の
生産量を推計して，いわゆる情報産業で生産
されるものは全情報生産量のせいぜい1割に
すぎないことを明らかにした。大藪和雄「第
6章　情報生産活動従事者の構造変化」では，
国勢調査により情報活動従事者の分析を行い，
直接の情報活動従事者人口はきわめて少ない
こと，事業所レベルでの産業分類と必ずしも
対応しないものの，やはり特定の産業に集中
していること，キーパンチャー，オペレーター，
プログラマーへの職種別構成の重点の変化，
つまり，より熟練を要し，他産業からの参入
が困難である職種の増加を指摘した。寺崎康
博「第7章　情報サービス産業の発展とその
要因」，新谷正彦「第8章　情報生産におけ
る労働生産性」は，「特定サービス産業実態
調査（情報処理サービス産業編）」を利用して，
情報サービス産業を分析したものである。こ
こではその成長をTFP分析により新規参入，
規模拡大，生産性向上と分解したとき，4分
の3は量的な拡大によって説明でき，4分の1

が生産性の拡大によること，資本規模に関す
る労働生産性格差が顕著で，その要因は（可

能性としてはあり得る従業員規模による格差
ではなく）もっぱら資本に帰着する総投入の
格差が大部分で，加えて全要素生産性格差の
存在が指摘された。これに対応する形で従業
員規模別の企業間労働生産性格差はみられな
いこと，また情報処理サービス産業企業での
アウトソーシング2）はむしろ生産性にマイナ
スであるとの指摘がなされた。
　ちょうどこの時期は，アメリカにおける情
報化と，いわゆるニューエコノミーの関連が
注目されていた。一般化すれば，高度情報化
技術の導入はマクロ的生産性を向上させるか，
ないしはマクロ的成長をもたらすかというこ
とになろう。同じ事態は長期不況下の日本に
おいても進行していたはずであるが，それを
どう考えるべきであろうか。「第Ⅲ部　情報
化の経済効果」はこうした観点からも注目さ
れる。栗山規矩「第9章　経済の高度情報化
と経済成長」は，産業連関分析を用いて
1985年までの分析を行い，高度情報化は価
格低下を通じて消費拡大と輸出増加をもたら
したと論じている。大平号声「第10章　経
済の情報化と雇用効果」では同様に雇用係数
の分析を通じて，1975年から85年の技術変
化によりおよそ1,870万人の雇用喪失があっ
たものと推計し，生産増と産業構造の変化3）

による雇用増と併せて結果として差し引き
640万人の雇用増となったことを明らかにし
た。
　なお，「第Ⅳ部　情報生産分析のための統
計」において技術革新への対応という点で情
報化関連統計が問題をはらんでいたことが指
摘される。
　これら一連の作業は，後述するミクロ統計
など統計そのものの革新に関わる議論をのぞ
き，既存の方法による統計的分析としては最
も注目すべきであったと言えよう。本学会内
では経済のサービス化を社会的分業の深化の



166　　　『統計学』第90号　2006年

一形態としてとらえ，マクロ的生産性や雇用
に与える影響に注目する視点を早くから持っ
ていたし，そのもとでの資本間の格差の視点，
把握すべき情報化の実態と統計のずれについ
ても指摘されていた4）。しかし，たとえば，
情報化による雇用創出効果が当時言われてい
たように大きくなく，むしろ，直接的には負
の効果を持つこと，生産性格差が資本規模の
異なる企業間できわめて大きく，縮小する傾
向にもないことを，具体的数値として統計的
に明らかにしたことは，経済理論に基づく統
計研究を唱える我々の立場として高く評価す
べきである5）。
　上の研究においても指摘されていた産業分
類の従業者，付加価値，事業所レベルでの不
一致の問題は，企業活動の多角化の結果であ
ると考えるのが自然である。小巻（2005）は，
事業所および企業が複数のアクテビティを結
合している「多角化」を，各調査対象レベル
により，また各種の統計により異なる格付け
基準を用いて考察した。これにより，企業の
多角化は事業所内ではアクティビティベース
と大差なく，あまり進んでいないと考えられ，
企業ベースになって専業率が急速に下がるこ
とが明らかにされた。しかし，これについて
は分社化によって企業専業率が高まる面があ
る一方で，事業所で行うアクティビティに変
化があった場合でも首位のアクティビティの
細分類が以前のものの大分類，中分類，細分
類のどれに一致するかにより格付けが異なる
などの問題を指摘することができ，企業行動
の変化の産業構造への影響を（この場合は，
集計，ミクロを問わず）産業統計によって検
証するという作業そのものの難しさを示して
いる。否応なく財務データの「統計的」処理
への関心が強まることになる。
　産業構造を企業行動面から裏付けようとす
れば，資金調達，投資，雇用といった側面を

個別データをもとに明らかにする要求が出て
くる。伝統的にはこれらは，経営学における
アンケートや訪問調査の領域であったが，そ
れだけでは個別事例の域を出ない。そこで，
財務データへの統計的方法の適用の重要性が
注目され，またこれと別に，政府統計のミク
ロデータ利用の要求が高まることになる。こ
れについては2節で改めて述べる。
　反対にマクロ経済の循環を研究する立場か
らしても，最近の平成不況の過程では何らか
の構造変化があると考えざるを得ない現象が
あり，企業の投資行動，金融部門の行動の影
響，家計の消費行動の変化などが注目されて
いる。
　その1つとして浅子・福田（2003）をあげる
ことができる。同書は統計的問題にもかなり
の重点を置いており，いくつかの論点が提起
されている。景気動向指数とGDPによる判
断の不一致，リアルタイムGDPの利用の拡
大とQE速報の改良，景気指標として株価そ
のものの利用可能性などである。
　産業統計利用において，企業行動研究（企
業統計利用を含む）との融合，金融経済と景
気動向の関係を中心とした業況分析（金融統
計利用を含む）が顕著になる傾向は今後いっ
そう強まると考えられる。本稿ではさしあた
り企業統計との関連を念頭に置いて，金融面
については別の章に譲り，2節の企業統計の
検討に移ることになるが，その前に，以上紹
介した研究の端々に言及されていたような，
官庁統計において経済アクティビティが十分
把握されていないという問題については言及
せざるを得ないであろう。
　アクティビティの性格の調査という面に限
れば，より生産工程管理者に近い者が調査に
回答するのが自然であり，現行の事業所ベー
スの産業統計もそれに基づくものである。し
かし，山田（2003c，2003d）が明らかにするよ
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うに，指定統計であるか否かを問わず，近年
企業・事業所を客体とする統計の回答率が低
下しており，特に事業所は間接部門人員が少
なく一般に回答能力が低い。この状況は回答
する企業，政府（そして利用者）双方の側から
問題とされるようになった。これに関連する
最大のトピックスはいわゆる「経済センサス」
実施の提言である。そこで1.3でこの間の官
庁統計調査の主な経常的変化について概観し
た後，1.4で「経済センサス」を含む内閣府
答申について若干の考察を行いたい。

1.3　官庁統計の主な変化
　この間の官庁統計調査の主な経常的変化に
ついて箇条書き的にまとめると以下のものが
ある6）。

⑴　事業所・企業統計調査
　96年以降，旧事業所統計が，企業に関す
る調査項目を充実して，企業単位での地域，
産業，規模，経営形態別集計などの形式でも
公表されることになった。利用者にとっては
企業活動分析資料としての利用可能性が高く
なり，資本関係や国際化の把握が容易となっ
た。
⑵　サービス業基本調査

　89年に旧産業分類における「L－サービス」
部門の包括的な調査として実施されたサービ
ス業基本調査は，5年に1度（国勢調査前年）
定期的に行われることになった。非営利サー
ビス業がいったん除かれた後，99年調査で
再び含められた。産業分類の変更にともない，
旧分類相当の中分類・小分類を踏襲して継承
されている。
⑶　効率的実施

　事業所・企業統計，工業統計，商業統計，サー
ビス業基本調査を始め，各省庁が縦割りで実
施する統計調査は，実施時期が不揃いで調査

項目が比較しにくい等，利用者にとっても使
いよいものでなく，かねてから経済センサス
の必要性が指摘されていた。近年，調査対象
である企業の負担が重すぎることと，効率的
行政の実施という観点から，同時期に行われ
る調査を同一の調査票で実施するようになり，
99年には商業統計と事業所・企業統計が，
2004年には事業所・企業統計，商業統計，サー
ビス業基本調査が同時実施された。

1.4　「経済センサス（仮称）」
　2004年1月に「経済センサス（仮称）の創設
に関する検討会」が設置され，翌年3月末，
主要な産業・企業統計を統合して2009年に
は行政記録を活用して事業所・企業の捕捉に
重点を置いた調査を実施し，それで整備され
た名簿等によってその2年後に経理項目の把
握に重点を置いた調査を実施する，という結
論が出された7）。2005年6月10日，内閣府経
済社会統計整備推進委員会の答申「政府統計
の構造改革に向けて」でも同様に経済センサ
スの必要性が確認された8）。
　内閣府経済社会統計整備推進委員会答申に
いう「経済センサス（仮称）」の特色は，第1に，
統計上の概念・用語の統一と加工統計の推計
への貢献，第2に，調査の統合簡素化という
流れの中に位置づけられていること，第3に，
SOHOや第3次産業の把握を念頭に，全事業
所・企業の母集団把握を目指していること，
第4に，そのため例外的に法人登記簿などの
行政記録を利用することが「必要不可欠」と
提案していることである。
　第1の点について言えば，研究者だけでな
く統計利用者が長く願っていたものである。
また第3の点についても，その目指すところ
は産業，経営形態にかかわらず，すべての経
済活動を調査統計として把握しようという，
統計整備の画期的な拡充である。
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　第4の点は，統計調査が他の行政行為のた
めの個別資料に用いられることなく，逆も同
様に抑制して，統計が統計として純化するこ
とにより信頼性を得ることを目指した，戦後
の統計法の原則を一部逸脱する面があり，こ
れを意識して，答申でもことさらに必要性が
強調されているようにも見える。現在のとこ
ろ専門委員の間ではあくまで1回限りの例外
的措置としてとらえられているように思われ
るが，たとえば，2005年6月に成立した，い
わゆる「新会社法」（2006年度より施行）に
より，資本金1円で株式会社を設立できるこ
ととなり，開廃業が活発となれば「行政記録
利用」の重要性がより継続的に高まるであろ
うこと等に留意すると，その恒常化が引き起
こす問題も考慮されなければならない。
　第2の点はそれ自身としては当然のことで
あるが，いわゆる「構造改革」の中で行われ
るという全体像を考えるときには，単に統計
家の理想を描いたものと読むだけでなく，提
言の後，公務員総人件費削減と関わって統計
職員の削減が現実的になっている問題や，答
申の全体が強調している「必要な統計」の性
格を合わせて考える必要があろう。現在は
もっぱら統計の調査客体としての面を重く感
じている企業が，自らの回答負担は減らしな
がら，自らは作成しえない「利用価値のある」
統計を要請しているように思われる部分もあ
り，実際に答申の積極面が生かされるかどう
か，「経済センサス」を含め，「統計改革」の
具体化には今後も注目していく必要がある。
　統計上の概念・用語の統一，網羅的な経済
活動センサスの必要性は我々が常々指摘して
きたことであるが，それは信頼できる統計を
作成・利用するためであった。回収率の向上
と信頼性確保のためには，単に回答者の負担
軽減だけでなく，統計結果の利用価値の高さ
の自覚が欠かせない。経済センサスによって

新たに小規模個人事業主体が大量に調査客体
になることになる。山田（2003c，2003d）が指
摘した，現在対象になっているような比較的
余裕のある企業でさえ起こっている回答状況
を考えるとき，この基本に立ち返った検討が
必要であろう。

２．企　業

2.1　ミクロデータの利用
2.1.1　ミクロ統計分析のプレリュード

　松田芳郎は，文科省研究費補助金特定領域
研究「統計情報活用のフロンティア：ミクロ
データによる社会構造解析」の成果として刊
行される「講座：ミクロ統計分析」の道案内
役として松田（1999）を著した。
　この書で松田は，「95年構想」はミクロ統
計の活用に路を開いたがその利用者には前準
備が必要だとして，「集計表だけでも，どの
ような解析が可能なのかを検討の上，さらに
ミクロデータが利用可能になるとしたら，ど
のような高度な解析が可能になるのか。原則
に戻って考えた」。そして，統計調査システ
ムの変化の中核にある事業所・企業概念がビ
ジネスフレームを軸としてどのように変わる
かを展望した。

2.1.2　 『講座ミクロ統計分析④企業行動の
変容』

　上記「講座：ミクロ統計分析」のうち，企
業・事業所のデータを利用した成果が本項タ
イトルの文献である（松田他（2003））。その中
のいくつかの論考について以下で概観するが，
まず章節順に執筆者・論文名を記す。
松田芳郎「企業分析のために必要なデータの
変容」

都留康・野田友彦・元鍾鶴「職能資格制度，
企業内賃金構造，労使関係」
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若杉隆平「イノベーションの計量分析」
徳井丞次・富山雅代「コーポレート・ガバナ
ンスと研究開発，特許出願，生産性」

木下宗七・山田光男「企業別レベルでみた自
動車産業の生産性」

根本二郎「ミクロデータによる在庫行動モデ
ルの推定と生産平準化仮説の検証」

清水雅彦・宮川幸三「工業統計ミクロデータ
を用いた事業所動態現象に関する実証分
析」

樋口美雄・新保一成「企業パネル・データに
よるわが国の雇用創出・雇用喪失分析」

舟岡史雄「企業行動の多角化の実態とその成
果」

冨浦英一「輸入競争が国内生産に与える影響
に関するミクロ計量分析」

新谷正彦・山田和敏「情報サービス企業の生
産関数分析」

小島平夫「情報サービス企業の費用関数分析」
　若杉は，「企業活動基本調査」を用いて親
子会社関係がイノベーションに与える効果を
研究開発のインプットとアウトプット，収益
率をもとに明らかにした。
　徳井・富山論文は「目的外申請」をしたも
のではないが，民間提供のものを含めて種々
のデータを用い，80年代後半から90年代前
半の機械産業・上場企業について資金調達構
造が研究開発支出にどのようなガバナンス機
能を果たしていたかをパネルデータ分析を含
めて検証したものである。
　木下・山田論文および根本論文は，主に『開
銀企業財務データ』と個別企業の財務データ
を用いた「ミクロ分析」である。
　清水・宮川は「工業統計調査」を基に事業
所パネルデータを作成して事業所の動態を実
証した上で，事業所データと企業データの接
続を推進しながら総合的な分析モデルを構築
し，さらに産業ベースのデータとの接続も必

要だとしている。
　舟岡は「工業統計調査」個票と「企業活動
基本調査」個票を利用して，事業所ベースで
は製造業内の多角化が進展しているほど付加
価値率が高い傾向があるのに対して，企業
ベースでは多角化と収益性は負の相関関係が
あることなどを明らかにした。
　新谷・山田は「特定サービス産業実態調査」
の集計公表データ，ミクロデータおよびミク
ロデータから作成した疑似パネルデータを用
いて情報サービス企業の投入・産出構造を数
量的に明らかにすることを試み，疑似パネル
データの有効性を示した。
　最後の小島論文も新谷・山田と同様に，ま
た，「開銀財務データベース」も利用して情
報サービス企業の費用関数を比較検証した。
そして官公庁が秘匿データに代わる資料とし
て疑似パネルデータを作成・公表すべきと主
張している。
　以上，紙幅の都合により割愛した論文があ
ることを含めてかなり大まかであるが，「95

年構想」によるミクロ統計を活用した企業分
析の嚆矢（上梓された研究書）を概観した。19

名の執筆陣によって様々な点が明らかにされ
た。しかし，松田（1999）で「人々がこの講座
を手懸かりにして，ミクロ統計データの解析
という豊穣な海への航海に出帆することを期
待すること切である」（p.42）と述べられてい
ることを考慮すると，「嚆矢」としては，公
表値だけでは明らかにできない理由およびミ
クロデータ利用の意義あるいは統計調査・個
票を加工する際の具体的な点を詳細には示し
ていない論考が見受けられることが惜しまれ
る。
　また，1.2に述べたように，山田茂は山田
（2003c，2003d）で，対事業所および企業の統
計調査の回収率に関して綿密に調べ，両者と
も最近の回収状況が悪化していること，相当
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数の統計調査が回収率を公表していない点を
指摘し，「ミクロデータ」とは別の意味での
情報開示を求めている。今後はこの山田の指
摘をも考慮した「ミクロデータの活用」が望
まれる。
　なお，経済産業研究所のウェブ上に発表さ
れているものとして，松浦・清水が「企業活
動基本調査」から作成されたパネル・データ
の信頼性の高さを確認している9）。また，同
じく経済産業研究所のウェブ上で新保らは，
「工業統計」のパネル・データ作成作業の実
際について詳述している10）。

2.2　「法人企業統計」の活用
　財務省「法人企業統計」は，今もなお財務
の機軸統計と言うべき位置を占める。業種別
かつ規模別に期首・期末値を得ようとする場
合，以前は費用あるいは膨大な時間がかかっ
たが，現在は http://www.mof.go.jp/1c002.htm

でデータ入手が非常に便利になった。
　この統計を利用した近年の分析として『法
人企業統計から見た日本の企業行動研究会報
告書』（財務省『フィナンシャル・レビュー』
第62号，2002年6月）がある。紙幅の都合に
より，章順に執筆者・論文名を記すが各々に
ついての論評は割愛する。
倉澤資成「はじめに」
長濱利廣「産業構造変化，規模の変化などの
概観」
花崎正晴・TRAN THI THU THUY「規模別
および年代別の設備投資行動」
真壁昭夫「資金調達と資本構成」
大和田雅英「資本と労働の効率」
原田泰・日野直道「労働と資本の分配，利益
処分」
水野温氏・高橋祥夫「企業行動の国際比較」
　倉澤は，この研究会の目的を，法人企業統
計を利用して財務指標を見ることから戦後日

本企業の行動を振り返るという作業を通して，
その行動を跡付けるとともに，法人企業統計
の意義と活用法についても議論を深めること，
としている。
　また，倉澤は，これまでの指摘された事実
の再確認という性格が強く，新しいファクト
も見られるがそれらを十分に掘り下げて考察
を加えるまでは至っていない，と述べている。
しかし，同時に倉澤が言うように「法人企業
統計」を用いて日本企業の行動を鳥瞰すると
いう目標設定ゆえにある程度はやむを得ない。
また，10年に1度は必ずこの報告書のような
質量の研究が必要であろう11）。ただ，この研
究会の目的であった「法人企業統計の意義と
活用法」については明確とは言いにくい。

2.3　中小企業統計
2.3.1　中小企業業況統計

　以上の研究は中小・零細企業については，
少なくとも十分には把握していない，あるい
は，しえないものである。企業統計を利用し
た研究が大企業あるいは上場企業に偏るのは，
売上高・設備投資額等でいわゆる大企業が大
半を占める12）こともあろうが，中小企業統計
が，特に定量的データが不十分なものしかな
かったからである。岩崎（1996）は，「95年構
想」について，「中小企業の経済活動の実態
を把握する統計の充実…への論及は弱く，不
満が残る」と述べ，そして「中小企業統計全
体の中にしめる景況統計の重要性」を指摘し
た。
　この中小企業統計景況統計については，中
小企業家同友会全国協議会『同友会景況調査
報告（DOR）』（以下，DOR）の分析を中心に
菊地進らによって研究が進められている。96

年以降の論考としては菊地（1996，1998，
1999，2001，2002，2003a，2003b），坂田（1996，
1997，1998，2000，2001）がある。
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　菊地（1996）では，景況調査は計数調査が困
難な中小企業統計にとって経営統計の側面も
あわせ持つものとして注目すべきとし，その
視角からDORについて検討を始めた。坂田
（1996）は，DORの90年第1四半期から95年
第4四半期までの23,896サンプルの個票につ
いて検討し，「業況判断」が他の全ての質問
項目と強い連関を示していることから，これ
が（中小企業の経営状況の）総括指標としての
性格を堅持していることを確認した。
　菊地（2003b）では，「中小企業の実態をあら
ゆる方法を通じて捉えていくという実体科学
の立場に立」ち，速報性で優れている点を含
めて景況統計の意義を説いた。そして中小企
業景況調査としては最大規模の中小企業庁
「中小企業景況調査」の業況判断DIの変化方
向とDORのそれとが対応していることを示
した。
　また坂田（2001）では，DORの個票を用い
て予想統計としての景況統計の回答特性を検
討し，ミクロベースの予測法のパーフォーマ
ンスは決して悪くはないとした。
　他方，山田茂は山田（2001，2002，2003a，
2003b）で，景況調査について非常に幅広い検
討を行っている。しかし，これらについては
紙幅の都合で割愛する。

2.3.2　中小企業統計研究の展望
　企業統計研究にとって「経済センサス（仮
称）」が現在，最も重要な論点であるが，こ
れについては1.4で述べたのでここでは中小
企業のデータにかかわる点を指摘する。
　2004年9月，中小企業庁が個人事業者を含
む中小企業を対象に，財務，設備投資などを
含んだ企業の基本的情報を把握する「中小企
業実態基本調査」を実施した。これは承認統
計調査であり，中小企業対象としては大規
模・広範な統計調査である。すなわち，「H13

年事業所・企業統計調査」の名簿に基づいて
10万社が選定され，法人企業については原
価内訳などが調査されており，「法人企業統
計」よりPL（損益計算書）部分は詳細である。
そして半年後の翌2005年3月に速報が，8月
には確報が公表された（有効回答率は約
46％）13）。
　もっとも，上場企業の諸データと比べれば
不十分である。また，98年に「工業実態基
本調査」と「商業実態基本調査」を統合し指
定統計第120号として登場した「商工業実態
基本調査」が1回実施されただけで中止され
（当初は5年に1度実施予定），「中小企業実態
基本調査」にその一部が統合された。しかし，
全部が吸収されたわけではないので，中小企
業の調査量が削減された点が惜しまれる。今
後は，「中小企業実態基本調査」の回収率等
が安定し，中小企業財務の機軸統計となるこ
とが望まれる。
　他方，調査統計ではないが，現在はCRD

協会（http://www.crd－office.net/CRD/index2.

htm）が集積している中小企業140万社の経営
データを利用して，企業金融についての分析
が始められている14）。（CRDはCredit Risk 

Databaseの略）。
　なお，数年前から中小企業庁などが中小企
業の会計の質の向上に向けた具体的取り組み
を始めており，2005年8月には日本税理士会
連合会，日本公認会計士協会，日本商工会議
所，企業会計基準委員会の連名で「中小企業
の会計に関する指針」が公表された15）。今後，
この指針が浸透して中小企業の財務データが
整備される一つの要因となることが期待され
る。

注

1．御園謙吉（1996）「企業統計」（経済統計学会『社
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会科学としての統計学　第3集』産業統計研究社．
2．ここでの外注化は情報産業企業のそれであって，
一般企業が情報部門を外注化することではない。

3．この時期には日本の産業構造はより労働集約的
に変化していたので，生産拡大に加え，産業構造
の変化も雇用増大に寄与したのである。

4．たとえば，長澤克重（1996）「産業構造の変化と統
計」経済統計学会『社会科学としての統計学　第3

集』産業統計研究社でも，簡単ながらその指摘が
されている。

5．これらは，分析された過去と異なり，情報産業
において労働集約性が弱まる条件の下では情報化
はマクロ的にも雇用削減効果を持つこと，きわめ
て大きい生産性格差の帰結としての情報企業間競
争における一極集中という現代の状況を予想させ
るものとなっていたのである。

6．加工統計としては鉱工業生産指数や，SNAの計
算方法の変更があり，サービス業を中心に拡充が
図られた調査統計についても言及すべきであるが，
紙幅の関係で省略する。

7．http://www.keizai－shimon.go.jp/explain/progress/

statistics/05/item3_2.pdf（2005年9月5日採録）より。
8．http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/050616/.pdf（2005

年9月5日採録）より。
9．松浦寿幸・清水耕造「『企業活動基本調査』パネ
ル・データの作成・利用について」（『RIETI Policy 

Discussion Paper Series 04－P－004』）。
10．新保一成・高橋睦春・大森民「工業統計パネルデー
タの作成」（『RIETI Policy Discussion Paper Series 

05－P－001』）。
11．もちろん松田他（2003）（p.20）で松田が言うよう
に，「これらの集計量による分析がミクロデータに
拡張されたときには，また別の視角からの分析が
可能である」。

12．2003年度の「法人企業統計調査」によれば，全
産業で，資本金 1億円以上層で売上では全体の
54％，設備投資では64％を占める（資本金10億円
以上層では同じく順に38％，58％）。しかし売上に
ついて逆に見れば，中小企業（資本金3億円以下）
が約半分の比重を占めている。

13．詳細はhttp://www.chusho.meti.go.jp/chousa/kihon/

index.htm参照。
14．上杉威一郎「日本の企業金融は非効率的か」
『RIETI Policy Analysis Paper』No. 4，2005年7月。

15．http://www.chosho.meti.go.jp/zeisei/050803.

kaikei_shishin.htm参照。
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はじめに

　わが国の雇用情勢は，バブル経済崩壊後の
平成不況が進展する中で，まるで出口の見え
ないトンネルの様な状況であると揶揄され，
失業率はついに一時5％を越え過去最高水準
を記録した1）。現在では経済情勢もやや好転
し，失業率は緩やかながらも若干の低下傾向
にあるとされるが，それでもその水準自体は
依然として決して低いものとは言いがたい。
そうした状況の中，近年急激に上昇した日本
の失業の構造を分析することが，今後の雇用
情勢の好転・安定化に向けた最重要課題であ
るとされ，雇用・失業問題について，様々な
方法論に基づく数多くの研究・分析がなされ
てきた。そこで本章では，労働問題という非
常に広範な分野の中から特に雇用・失業問題
に焦点をあて，バブル経済崩壊後の1990年
代半ば以降の約10年間の諸研究の動向につ
いて取り上げてみたい。
　ところで本学会では従来より，労働統計の
批判的検討にその分析視角の中心をすえた研
究が非常に数多くなされてきた。そこでの主
要な先行研究のサーヴェイは，今回は別稿2）

に譲ることとして，本章では，特に統計を公
表する政府サイドで失業統計に関してどのよ
うな統計分析がなされているのか，また，労
働経済学分野でどのような研究がなされてい
るかに焦点を絞り，主に本学会会員外の諸研

究の成果を整理検討することとする。

１．失業率の水準・変動を分析
対象とする諸研究

1.1　失業率の趨勢と変動，国際比較研究
　失業率の水準を過去から近年にいたるまで
計算し，その変動について特徴その他を論じ
ている研究は非常に多い。例えば黒坂（2000）
は1980年以降の失業率上昇について，岸野
（2004）は主に1990年代における失業率と雇
用者行動について計算，検討している。特に
黒坂は，一般的な失業率のみでなく年齢別・
性別失業率についてもとり上げられている。
　栗林（2000a）では，日本の失業率をみる指
標として「労働力調査による完全失業率」，「職
業安定業務統計による有効求人倍率」，「労働
力調査から計算される雇用失業率」の3つの
統計指標をとりあげ，それぞれの長期的な変
動について分析を行っている。それによれば，
完全失業率と雇用失業率はほぼ平行して変動
しており，いずれも右上がりのトレンド回り
を循環変動している。一方，有効求人倍率は
トレンドがなく循環変動のみを示していると
いう各指標の傾向を指摘している。また，年
齢別失業率や職業別・産業別失業率など，対
象集団を限定した失業率についても分析して
おり，若年者・高齢者の就業状況が失業率に
特に大きな影響を与えているとして，これら
の年齢層における産業構成比割合や特化係数
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を計算して，年齢別・産業別就業動向の特徴
を析出している点が注目される。なお，この
分析結果から，15歳から19歳という若年層
では製造業やサービス業への特化は見られず，
逆に90年代以降は建設業への特化が目立つ
こと，逆に65歳以上では従来同様第一次産
業の特化係数が極めて高いことから，現在の
労働市場を前提とすると高齢者の雇用機会の
創出のための新たな工夫が必要であると栗林
は指摘している。
　失業率の国際比較に関しても多くの研究が
ある。代表的なものとしてここでは，水野
（1998），栗林（2000b），笹島（1996）などをあ
げておく。水野は，アメリカ・イギリス・フ
ランス・ドイツ・カナダを比較対象国として，
6カ国間で各国の公表失業率を比較している。
栗林は，上記の比較対象国の他にさらにイタ
リアとスウェーデンを加えた8カ国での比較
を行うとともに，年齢区分別に見た失業率や
労働力率の国際比較も行っている。また笹島
は，比較対象国こそ少ないものの，各国の公
表失業率だけではなく，いわゆる「潜在的失
業」にも注目して，潜在的失業を示す指標と
して「求職意欲喪失者比率」と「非自発的パー
ト比率」を推計・国際比較している。比較結
果から，就職意欲喪失者比率は日本が最も高
く，逆に非自発的パート比率ではアメリカ・
イギリス・フランスで特に高いことを指摘し
ている。また，学歴と失業率との関係を示す
指標として，学歴が前期中等教育（中学レベ
ル）修了者の失業率と大学教育修了者の失業
率との比率を指標化して，性別の国際比較を
試みている点が評価される。
　失業率に限らず，国際比較研究の上で常に
問題となる点は，統計上の差異，すなわち依
拠する統計の違いや概念・定義の差異から生
じる，数値の比較可能性の問題である。例え
ばアメリカや日本では労働力調査のデータに

基づいて失業率が算定されているのに対し，
ヨーロッパ諸国では政府公表の公共職業安定
所に登録した失業者を基準に失業率を算出し
ている。また，各国で失業者・失業率概念が
微妙に異なるのも事実である。したがって，
各国公表値を単純に比較する際には注意を要
する。

1.2　失業率の変動要因，長期失業分析
　小野（1996）は，失業率の変化を「実質国民
所得の変化率」，「労働生産性の変化率」，「労
働力率の変化率」，「労働時間の変化率」，「15

歳以上人口の変化率」の5つの要因に分解し，
その時々にいずれの変化要因の寄与が大き
かったかを分析している。それによれば，
1970年代以降失業率が大幅に上昇した期間
として 1973～76年，1980～83年，1991～94

年の3つの期間があるが，1973～76年につい
ては労働時間短縮と労働力率の低下がオイル
ショック後の失業率の上昇を抑制していたこ
と，1980～83年には生産性成長率を上回っ
て実質所得が成長したことで労働サービスへ
の需要が増加し，失業率を低める効果を生じ
ていたこと，また1991～94年では，実質所
得成長率の増加が労働サービスへの需要を大
きく低下させたこと，等を指摘している。
　失業期間が1年以上にわたるいわゆる長期
失業問題を扱った研究は比較的少ない。その
ような中，篠崎（2004）は，この長期失業の問
題を主要テーマとし，長期失業者の特徴を年
齢，学歴，離職理由，地域別に検討している。
特に，年齢と学歴に関しては，長期失業率へ
の寄与度を計算し，さらに1994年から2004

年にかけての寄与度の差分を「失業率の変化
要因」，「長期失業者割合要因」，「労働力人口
シェアの変化要因」の3要因に分解して長期
失業率を分析している。このような要因分解
により篠崎は，「若年層で長期失業者割合が
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増加したことによる効果」と「高卒者の学歴
内失業率が上昇したことによる効果」がそれ
ぞれ長期失業率全体の変化に大きな影響を与
えていることを指摘している。
　笹島（1996）は，アメリカ，イギリス，フラ
ンス，ドイツ，日本の長期失業者率を国際比
較し，日本，アメリカに対してイギリス，フ
ランス，ドイツのヨーロッパ諸国では長期失
業率が増加してきていることを示している。
その理由として，日本については雇用機会が
比較的に多いこと，失業した女性の非労働力
化が頻繁に起こること，アメリカについては
短期的なレイオフが頻繁に行われること，労
働市場の需給調節機能が弾力的で再就職しや
すいこと，等を指摘している。なお笹島は，
長期失業者割合が失業率水準そのものとは必
ずしも比例関係にはないことも，あわせて指
摘している3）。

２．失業率の計量分析的アプ
ローチ

2.1　 VARモデル（多変量自己回帰モデ
ル）による分析

　失業率変動の要因を，労働移動のメカニズ
ムに求めて考察しようとする研究も近年では
活発に行われている。経済の各「部門」では
雇用機会の創造と消滅が絶えず発生しており，
必要な労働の再配分過程で生じる労働移動は，
失業率の変動に密接に関連している。このよ
うな中で，どのような経済部門からの就業減
退が失業増加に結びつきやすいかが時系列
データに基づいて検証されている4）。そこで，
VARモデル（＝多変量自己回帰モデル）5）によ
るインパルス応答関数が一般に用いられる。
インパルス応答とは，ある変数にショックを
与え時間の経過を経たときの，与えられた
ショックの波及効果を示す関数であり，ある

部門の雇用者が1単位減少（ショック）した場
合，将来の各時点における失業者数がどの程
度増加するかという波及効果を推定するもの
である。なお，VARモデル他に関する方法
については照山・戸田（1997）にその詳細が論
じられている。
　太田・玄田（1999）は，VARモデルにより，
中小企業，自営業，建設業といった部門の雇
用喪失（就業減退）が失業に直結しやすいが，
大企業やサービスといった部門からの就業減
退は失業につながりにくいこと，つまり，雇
用機会の喪失が失業に与えるインパクトが，
喪失部門によって大きく異なることを示して
いる。また，推計結果として，1990年代初
頭からの継続的な失業増加には自営業部門の
縮小が，90年代末からの急激な失業率上昇
には中小企業や建設業の停滞が大きく影響し
ていたことを指摘している。
　杉浦（2001）は，失業と就業に関する相互依
存関係の時系列分析に関するこれまでの諸研
究を詳しく紹介するとともに，太田・玄田
（1999）のVARモデルを男女別に拡張して男
女別のインパルス応答関数を推定している。
推計結果から男女の相違点を検討して，同性
の失業者の増加ショックに対するインパルス
応答と，異性の失業者の増加ショックに対す
るインパルス応答が男女間で異なっており，
女性は特に異性（つまり男性）の失業者増加か
ら長期にわたってショックを受けることが示
されている。また，男女別・産業別就業者減
少ショックに対しては，女性失業者のインパ
ルス応答のほうが応答期間が短いものの，波
及度は大きいことなども指摘している。

2.2　 UV曲線による構造的・摩擦的失
業の分析

　上記のVAR分析のほかに代表的な計量分
析的アプローチとして，『労働経済白書』や『経
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済財政白書』においてもしばしばとり上げら
れるUV分析がある。
　労働力供給を失業率（U），労働力需要を欠
員率（V）で表して，一般的に欠員率が低下（上
昇）すると失業率は上昇（低下）することから，
Uを縦軸，Vを横軸としてXY平面に表すと，
失業率（U）と欠員率（V）との関係は，右下が
りの曲線（UV曲線またはベヴァリッジ曲線）
として描くことができる。UV曲線と45度線
との交点は，労働力需要（欠員）と労働力供給
（失業）が一致した状態であることから，そこ
での失業率は，需要不足のない状況での失業
率，すなわち「構造的・摩擦的失業率6）」と
一般に呼ばれている。このようなUV曲線を
利用して，失業率を需要不足失業と構造的・
摩擦的失業（すなわち非需要不足失業）とに要
因分解することを通して構造的・摩擦的失業
率を推計するいわゆるUV分析が数多く行わ
れている。代表的なものは『労働経済白書』
や『経済財政白書』におけるUV分析であるが，
白書以外の研究では，北浦・原田・篠原・坂
村（2002），北浦・坂村・原田・篠原（2002），
大竹・太田（2002），樋口（2001）などがあげら
れる7）。推計結果をみると，例えば大竹・太
田は完全失業率4.7％に対して構造的・摩擦
的失業率3.2％（1999年），また樋口は，完全
失業率4.7％に対して構造的・摩擦的失業率
3.46％（2000年）としている。これに対して北
浦・原田・篠原・坂村は，構造的失業率，完
全失業率を循環要因（含む賃金要因），構造要
因に対して回帰分析を行い，UV分析による
構造的失業率の上昇は構造要因では十分に説
明ができないこと，また循環要因が相当程度
含まれることを示した上で，2001 年の構造
的失業率は若干の上昇は認められるものの，
2％台半ばから3％台程度であるとの結果を
示している。
　その他の研究例としては，佐々木（2004）が

『労働力調査』と『職業安定業務統計』の5

年齢階級別パネル・データを用いて，年齢階
級間ミスマッチがUV曲線のシフトや失業率
にどれだけ寄与しているかを検証し，失業率
の上昇が年齢階級間ミスマッチの拡大による
ものであるとは説明できないことを指摘して
いる。また，藤井（2004）は，近年のUV分析
に関する研究をめぐる様々な議論の詳細な
サーベイを行っている。
　このUV分析に関しては，すでにいくつか
の問題点・課題点が指摘されている。例えば，
玄田・近藤（2003）は，UV 曲線と 45 度線と
の交点は，あくまで労働市場の不完全性を測
定する一つの基準点にすぎず，構造的・摩擦
的失業率の指標となりうる理論的な根拠はな
いと指摘している。さらに，UV曲線のシフ
ト要因をモデルの説明変数の中に組み入れて
ない場合も多く，結果として，UV 曲線のシ
フト要因を特定化できずまた計測期間やモデ
ルの関数型によって構造的・摩擦的失業率の
推計結果が大きく違ってくる点も留意点とし
て指摘できる。また，北浦・原田・篠原・坂
村（2002）は，UV曲線が循環的な円運動を行っ
ていることを指摘し，UV分析による構造的
失業率には循環的失業をも含む可能性がある
ことを示している。
　推計に用いる統計データについていえば，
失業率は労働力調査から取られており，労働
市場全体の失業者を対象としているが，欠員
率は公共職業安定所の欠員数が用いられるた
め，労働市場全体の求人をカバーしていない
という欠点がある。このように，失業率と欠
員率のカバーする範囲が異なっているため，
その整合性が問題とされている。

2.3　 NAIRU型フィリップス曲線による
構造的失業率の推計

　日本ではUV分析曲線による構造的・摩擦
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的失業率の推計が一般的であるが，欧米では，
構造的・摩擦的失業率（すなわち自然失業率）
もしくは構造的失業率のみを示す指標として
NAIRU（Non－Accelerating Inflation Rate of 

Unemployment：「インフレ非加速的失業
率」）8）と呼ばれる指標が用いられる場合が多
い。
　NAIRUという指標が頻繁に利用される一
方で，なぜNAIRU が構造的・摩擦的失業の
代理指標となるのかについて明確に説明し得
たものは非常に少ないが，代表文献とされる
ゴードン（1998）は，失業を3 つの概念，すな
わち摩擦的失業，構造的失業，循環的失業，
に分類した上で，摩擦的失業は常時経済の中
で一定量発生し，構造的失業もまた短期間で
は改善不能な要因であると考え，両者が長期
的に安定していると考えられる自然失業率
（NAIRU）の構成要素となりうる（つまり摩擦
的失業と構造的失業は自然失業率を構成して
いる）としている9）。概念整理や理論のより
詳細な解説は田渡（2005）や北浦・原田・篠原・
坂村（2002）で示されている。また，廣瀬・鎌
田（2004）は「インフレ中立的なGDP の最大
GDPからの乖離率がNAIRUであり，NAIRU 

とは，「インフレ率を加速も減速もさせない
GDP ギャップ」であると説明されている。
　このNAIRU型のフィリップス曲線の分析
は，物価上昇率と期待物価上昇率が一致する
長期では垂直となり，短期的には物価上昇率
は，期待物価上昇率や需給ギャップで説明で
きるという関係を前提に，短期，長期の失業
とインフレーションの関係を分析するもので
ある。NAIRU の推計モデルは，インフレ率（π）
を期待インフレ率（πe），循環失業（＝失業率
（u）－NAIRU（Un）），供給ショック（v）のマク
ロの関数として定式化し推計するものである。
モデル式は期待修正フィリップス曲線π＝πe

－β（u－Un）＋vで与えられる。なお，供給

ショックとは，オイルショックや為替レート
の変動等の供給ショックを指す。実際の推計
では，期待インフレ率には前期インフレ率を
適用したり，供給ショックとして輸入物価指
数の変化率を導入して期待修正フィリップス
曲線を推計する。
　このようなNAIRU型フィリップス曲線を
活用した構造的失業率水準の推計が欧米では
盛んに行われている10）。日本では，上記の諸
研究のほか，労働政策研究・研修機構（2004）
でも非常に詳細に検討されている。
　労働政策研究・研修機構（2004）では，賃金
関数と物価関数を推計し，長期均衡状態では
期待物価上昇値と現実の物価上昇値が一致す
ると仮定してNAIRUを推計し，1972年以降
2003年までのNAIRU推定値は2.6～3.5％程度，
1980年以降のケースでは推計値2.4～6％程
度で，1990年代以降，NAIRUが高まってい
る可能性を示唆することを導き出している。
また，観測期間中にNAIRUが変動しないも
のとして推計される「固定NAIRU」や期間
中にもNAIRUが変動する「可変NAIRU」，
状態空間モデルを用いたNAIRUの推計など，
様々なケースのNAIRUの推計が行われして
いる。そこでは，NAIRUの推計値が実際の
失業率を上回っている場合が多いことを考慮
し，現状では「構造的・摩擦的失業の代替と
して用いるには問題が多い」と指摘されてい
る。

３．フローデータによる雇用・
失業分析

3.1　フロー分析の目的と意義
　労働力フローデータとは，労働者を就業
（E）・失業（U）・非労働力（N）として3つに区
分し，状態間の移動をE/U/NからE/U/Nへの
9つのケース（9種類のフロー）にそれぞれ分
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類して集計・推計したデータのことである11）。
例えば，就業→失業の状態の場合，E→Uの
フローは「フローEU」と表わされる。この
フローデータに基づいて，就業状態や失業状
態との行き来を把握するだけでなく，例えば，
ストックデータによる分析から明らかとなる
雇用のミスマッチ等が失業率の上昇に与える
影響を，就業・失業者のフローで検証しよう
とする考え方が，フローデータ分析である。
雇用のミスマッチが拡大することで市場が分
断されると，一方では失業から就業への確率
が低下し，一方では失業期間が長期化するこ
とが予想される。これについてはフローデー
タ分析によって，失業率の変動を①失業発生
率の変動と②失業継続期間の変動の要因に分
解することが可能になる。
　近年では『労働経済白書（労働白書）』にお
いてもフローデータの推計とともに，フロー
データを利用した様々な雇用・失業関連指標
が示されている12）。フロー分析の分析手法の
解説やその意義については，遠藤（1998），黒
田（2002），細越（2003）などが詳しい。特に黒
田（2002）は内外のフローデータ分析関連の
先行研究を網羅的に示している。
　労働力フローデータとしては，『労働力調
査』の集計結果をもとにした公表データが主
に利用される。これは『労働力調査』でサン
プルの半数が2ヶ月連続で調査されるため，
1ヶ月という短期間の位相の変化に限定して
ではあるが，連続調査サンプルを用いること
でその間の就業・失業状態間の移行を把握で
きることによる。さらに，労働省が集計・修
正し，労働白書に数年分ずつ分割掲載してい
る推計フローデータを利用することも可能で
ある。

3.2　 政府公表の集計データを利用した
フローデータ分析

　『労働力調査』の公表データ（既存の集計
データ）を利用した研究では，例えば遠藤
（1998）が，フローデータを用いることで失業
率の上昇に関する要因分解を行い，近年では
失業率の上昇は長期間の失業と低い失業参入
フローからもたらされているのではなく，失
業期間が短い反面失業プールへの参入フロー
率が高いことによってもたらされていること
を指摘している。これは，多くの人が短期間
失業をはさみながら頻繁に転職を行っている
ことによって失業率の上昇がもたらされてい
る可能性を示唆している。
　また，黒田（2002）は，白書のフロー分析同
様失業率の変動要因として失業頻度（失業発
生率）や失業期間を推計して，就業から失業
への流入確率が上昇しており逆に失業からの
就業確率は大幅に低下していること，失業か
ら非労働力化する傾向が弱まっているために
失業継続者が累積していることを指摘してい
る。また，非労働力から就業への移行確率が
低下する中で，1990年代半ばからは，男性
において非労働力から失業への参入が発生し
ており，1990年代末から2000年にかけては
女性にもこの傾向が観測されることを指摘し，
失職者の累積とともに，非労働力から失業へ
の流入という経路も，失業率を押し上げた可
能性を示唆していると論じている。
　以上の研究のほかにも，本川（1995，1996）
のように失業期間の推計を取り上げた研究も
ある。先に紹介した長期失業に関する諸研究
などは，基本的に政府が発表する公表統計
（『労働力調査特別調査』や『就業構造基本調
査』）のデータを利用しているが，数値が公表
されない年については，独自の推計が必要と
なる。その方法として，本川では，フローデー
タから失業継続確率と失業からの流出確率を
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計算して，継続失業期間ではなく，失業の完
結までの期間「期待完結失業期間」を推計し
ている。この方法は「フロー分析法による失
業期間の推計」として，労働経済白書でも紹
介・引用されている。

3.3　 フローデータ分析の課題とミクロ
データ利用

　現状では，フローデータ分析の課題の多く
は，その方法論よりも利用するデータ制約に
よるところが大きい。例えば，『労働力調査』
の集計データを利用したフローデータでは，
人の動きを理由別に区別することができない。
定年退職による非労働力化と，就業意欲喪失
による非労働力化は同じフロー（フローEN）
として集計され，その区別は不可能であるし，
一方で，女性の就業意識（社会的進出の意欲）
の上昇による労働力化と，配偶者の収入の減
少に起因する非積極的な労働力化も区別する
ことができない。
　さらに，データの信憑性の問題もあげられ
る。調査結果に全くの誤差がないならば，前
月の3つの就業状態（就業・失業・非労働力）
の公表値から流出入フロー純増分を差し引け
ば，今月の就業状態の公表値と一致するはず
であるが，実際には無視できないほどの食い
違いの存在が指摘されている。また，『労働
力調査』の抽出単位が世帯や人ではなく「住
戸」であることも問題視されている。調査対
象住戸に居住する世帯員に移動があっても，
調査は継続され，実際に移動があった場合は，
移動がなかった標本のみからフローデータを
作成するため，ストック統計との間に乖離が
生じる可能性があるからである。
　このような状況の中，近年では従来のよう
な集計量としてのフローデータに替わってミ
クロデータを利用することで，フロー分析に
関する研究の新たな可能性が広がりつつある。

　本来，雇用・失業分析に各種労働統計の調
査個票データを利用することで，上述のフ
ローデータの問題の改善や，より詳細な分析
が可能になるはずであるが，従来にはそのよ
うな手段がほとんど実現可能ではなかった。
しかし近年，一橋大学経済研究所社会科学統
計情報研究センターによって，秘匿処理を施
した政府統計ミクロデータを学術研究のため
に提供するシステムが試行され，その貸与さ
れたリサンプリングデータを利用することが
可能となってきている。
　そのようなミクロデータを利用した研究は
わが国ではまだ多くはないが13）。太田・照山
（2003）は，『労働力調査』の個票データを独
自に再集計したデータを利用し，1980年か
ら2000年までの間の失業変動をフローの観
点から分析している。そこでは，失業フロー
（EUフロー）に着目し年間の失業フローを推
計するとともに，様々な失業フローについて
詳細に推計している。例えば『白書』にある
年齢・性別のEUフローだけではなく，従業
上の地位別EUフロー確率や，企業規模別
EUフロー確率などが具体的に推計されてい
る。こういった詳細な分析は，ミクロデータ
を利用することではじめて可能となる分析で
ある。

むすび

　最後に，雇用・失業統計に関する研究につ
いての今後の課題をいくつか示したい。
　第一に，計量的分析手法に関連しては，よ
り積極的にNAIRUその他の分析手法を検討
して行くべきである。
　上にもすでに述べたように，日本における
これまでの失業分析の中心的な手法はUV分
析による構造的失業率の推計であった。しか
しそれについては，UV曲線を推計する際の
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問題点やUV分析の理論そのものの問題点が
指摘され，欧米などではむしろNAIRUによ
る構造的失業の推計へと研究の重点がすでに
シフトしつつある。とはいえ，NAIRUにつ
いても，その理論や推計方法そのものについ
て，現状では十分認知され議論が尽くされて
いるとは言いがたい。実際，わが国ではこの
NAIRUを利用した，あるいは検討した研究は，
非常に少ないのが現状である。本学会でもこ
れら構造的・摩擦的失業を推計する分析手法
を広く検討し，理論・方法論的に有効であれ
ばその有用性を，問題点があればその指摘，
および改善策を示していくべきではなかろう
か。
　第二に，ミクロデータを積極的に利用した，
フローデータ分析の手法が検討されるべきで
あると考える。
　従来のストックデータを主に利用した研究
手法からでは明らかにならなかった雇用・失
業構造の新たな一面がフロー分析から明らか
になった事実は，非常に意義のあることであ
るが，同時に既存のフローデータでは，本文
中に示したような様々なデータ上の問題点を
併せ持っている。それに対して，これらデー
タに依存する問題点のいくつかは，ミクロ
データを利用することで解決できる問題であ
る。また，ミクロデータを利用することで，
これまで考慮し得なかったより詳細な労働者
属性をフローデータに組み入れることが可能
となり，それを新たな研究成果に結びけるこ
とができる可能性がある。
　今後もこれらのような点を十分考慮した
様々な有用な研究が，主に本学会内から提起
されることを期待したい。

注

1．2001年6月に5.0％を記録し，2002年6月，2003

年1月には過去最高の5.5％を記録した。その後は
2004年3月に4.7％に下がって以降，4％台で推移
している。

2．本学会員による主要な研究成果は，第Ⅳ部「部
会における研究の成果と課題」の第21章「労働と
統計」の章を参照されたい。

3．失業率が高まる場合，一般的には短期失業者が
増大しているのであって，相対的に長期失業者割
合・長期失業率は低下するためである。

4．ここでの「部門」とは，産業や地域，企業規模
などによって細分化されたグループのことである。

5．VARモデルでは考察の対象とする各変数を被説
明変数とし，その変数および他変数のラグを説明
変数とした回帰分析を行う。推定法は通常の最小
二乗法である。

6．玄田・近藤（2003）や，労働政策研究・研修機構
（2004）らが依拠する失業の理論においては，失業
とは，その発生原因別に「需要不足失業」（景気後
退期に需要減少・供給過多することによって生じ
る失業），「構造的失業」（労働市場における需要と
供給のバランスは取れているにも関わらず，企業
が求める人材と求職者の持つ特性との違いのため
生じる失業），「摩擦的失業」（転職や新たに就職す
る際に企業と労働者の持つ情報が不完全であるこ
とや，地域間を移動するのに時間がかかるために
生じる失業）に区分されるとしている。特に構造的
失業と摩擦的失業については明確に区別すること
が困難なので，通常は両者をあわせて「構造的・
摩擦的失業」とよぶ（＝「非需要不足失業」とも呼
ばれる）。

　　労働市場の機能が完全ならば，労働需給の差が
すなわち失業者数や欠員数となり，したがって，
労働供給が需要を上回るときは需要不足失業のみ
が存在し，企業の欠員は存在しない。逆に需要が
供給を上回っていれば，企業の欠員だけ存在し，
失業は存在しないことになる。これに対して，労
働市場の機能が不完全であるときは失業と未充足
の欠員が同時に存在しうる。これが構造的・摩擦
的失業である。このとき，企業の求める労働者の
能力や，労働者の求める企業の雇用条件が厳しい
ほど，実際の失業者数や欠員数増加し，構造的・
摩擦的失業は大きく上昇することとなるとされる。

7．樋口（2001）では「構造的・摩擦的失業率」では
なく，「均衡失業率」と称されている。

8．スティグリッツは「政府が自然失業率以下の水
準に失業率を維持しようとするならば，インフレ
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率は上昇しつづけることになる。ひきつづいて生
じるインフレ率の上昇に適応して期待は改定され
るので，インフレ率はなおいっそう上昇を続ける。
このため現在では自然失業率はインフレ非加速的
失 業 率 non－accelerating inflation rate of unemploy-

ment あるいは略してNAIRU と一般には呼ばれる
ようになっている」と説明されている
（ジョセフ・E・スティグリッツ（2001）『マクロ
経済学第2 版』東洋経済新報社：
Stiglitz, Joseph E.（1997）Economics, 2nd Edition, 

New York, U.S.A, W.W. Norton.）。
9．詳細は，R.J. ゴードン（1989）『現代マクロエコノ
ミックス原著第4 版（永井進訳）』多賀出版（Gordon, 

Robert J.（1987）Macroeconomics, 4th Edition, Boston, 

U.S.A, Little, Brown and Company.）を参照のこと。
10．北浦・原田・篠原・坂村（2002）では，Congres-

sional Budget Office（CBO）（2000）, The Budget and 

Economic Outlook: Fiscal Years 2001－2010: Congres-

sional Budget Office,

　Gordon R.J.（1998）, “Foundations of the Goldilocks 

Economy: Supply Shocks and the Time－Varying 

NAIRU”, Brookings Papers on Economic Activity, 2: 

1998, pp.297－333

　Staiger D, Stock J H. and Watson M W.（2001）, “Prices, 

Wages and the U.S. NAIRU in the 1990s”, NBER 

Working Paper Series, No. 8320.などが紹介されてい
る。

11．本章を通じて，「フローデータ」とは本文中に説
明するように就業状態間の移動を示す「労働力フ
ロー」のデータのことを指し，「ストックデータ」
とは，ある1時点での集計データを意味する。

12．例えば失業の発生源別失業発生率，性・年齢別
失業発生率，失業からの流出先別流出率，失業継
続期間などである。

13．研究成果は非常に少ないが，代表的な研究とし
て本学会会員である坂田幸繁会員の坂田幸繁
（2005）「就業構造の変容と労働統計ミクロデータの
利用」『中央大学経済研究所年報』第35号　中央
大学社会経済ミクロデータ研究会をここに示す。
ミクロデータの利用に関しては，第Ⅰ部第3章「個
票データと統計利用」の章も参考にされたい。
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はじめに

　バブル崩壊以後の経済不況の長期化は日本
経済とその家計の構造を大きく変化させた。
終身雇用や年功序列などの日本的経営の崩壊
は企業を能力主義へ移行させ，従業員のリス
トラを進めたこともあり，家計部門に大打撃
を与えた。その結果，所得階層の二極化の構
造はますます強まっている。
　経済状況の変化にあわせて，家計経済，な
らびに家計統計をめぐる議論も，この10年
間で盛んに行なわれた。その代表的な研究業
績が橘木俊詔（1998）で，戦後の日本を支えて
きた一億総中流ともいわれる平等社会の崩壊
を指摘したものであった。その他，個人金融
資産の推計や物価指数の精度などをめぐって
多数の議論が展開された。
　本稿ではこの 10年間に及ぶ家計統計を
サーベイすることを目的としている。ただ，
家計に関する研究分野は非常に多岐に渡り，
枚数の関係上，それらすべてをまとめること
はできない。本章では会員の業績を中心に述
べていくこととするが，会員外の業績につい
ては重要度に応じて触れていくことにする。

１．所得格差・資産格差

　橘木（1998）は，従来の日本社会に広まって
いた平等神話を翻し，1980年代後半から
1990年代前半で見ると，日本は先進諸国の

中でも最高の不平等度であることを指摘した。
さらに，著書中で「資本主義国の中で最も貧
富の差が大きいイメージでとらえられている
アメリカの所得分配不平等度よりも当初所得
でみて我が国のジニ係数の方が高いという事
実は，にわかに信じがたいほどの不平等度で
ある」としている。
　橘木の著書は大きな反響を呼ぶことになっ
たが，その内容には疑義を唱える研究者も多
い。その中でも，大竹文雄（2005）は橘木がジ
ニ係数を計算する際に所得再分配調査の当初
所得を使用したことを取り上げ，この当初所
得が公的年金の受け取りを含まないが，退職
金や保険金の受け取りを含むため不平等度を
大きめに表すことを指摘した。さらに大竹は
所得再分配調査の所得概念を家計調査のそれ
に近づけて再計算した結果，ジニ係数が大き
く低下することも示した。
　一方で大竹も日本の所得不平等度は
1980・90年代を通じ，上昇してきているこ
とは認めている。ただし，年齢内賃金格差が
安定していることを示した上で年齢内所得・
賃金格差が年齢とともに大きくなり，その構
造が安定的である場合には，人口が高齢化す
れば，経済全体の不平等度は上昇していくと
して，このような状態を「みせかけの不平等
化」と名づけた。
　大竹の見解を支持するように，総務省統計
局（2001）はOECDで採用されている国際的
な枠組みに沿って，1999年の全国消費実態
調査結果から等価世帯人員で調整した可処分
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所得を使用したジニ係数を計算した。その結
果，日本はスウェーデン，ベルギーなどより
所得格差が大きいものの，アメリカ，カナダ
などより所得格差が小さいことを示した。
　橘木・大竹論争だけでなく，格差問題に関
する研究の成果は枚挙にいとまがない。主要
なところをあげると，樋口美雄・財務省財務
総合政策研究所（2003），宮島洋・連合総合生
活開発研究所（2002），佐藤俊樹（2000）などが
存在する。最近の所得格差に関する研究の総
括として，橘木のような急激な所得格差が進
展しているとはいいがたいが，一方で大竹の
「みせかけの不平等化」といわれるように，
所得格差の要因を高齢化のみにもとめるのも
実感とあわないというのが一般的である。こ
の種の論争は百花繚乱の状態にあり，さらに
現在では経済学に限らず，社会学や教育学に
まで広がりをみせている。
　一方で資産格差についてはバブル崩壊後，
株式市場や不動産市場の低迷により，国富全
体が減少傾向にあり，1980年代に広がった
「持てる者」と「持たざる者」の格差は縮小
の傾向にあるといわれている。
　このような所得格差や資産格差に対する経
済統計学会の会員の業績として，まず芳賀
寛・山口秋義（2000）が存在する。その内容は
1980・90年代の日本における家計所得と資
産の動向，格差問題について貯蓄動向調査と
全国消費実態調査を利用して，家計の状況を
とらえ，加えてジニ係数を計算している。ま
た世帯主の年齢階層別に全世帯をグループ分
けし，各年齢グループ内部や特定世帯（高齢
者世帯や母子世帯など）に着眼して，資産格
差の動向をまとめている。
　その結果，バブル崩壊が資産格差の縮小を
もたらしているが，今なお土地や住宅などの
実物資産格差が金融資産格差よりも大きいこ
とを指摘している。これには有価証券保有額

の減少と有価証券保有額格差の縮小，土地・
住宅のための負債額の増加を要因としてあげ
ている。また高齢者世帯については特別に資
産格差の大きいグループといえず，また人口
構成の高齢化が社会全体の資産格差の動向を
強く規定しているとはいえないと結論づけて
いる。一方で所得格差については1990年代
後半まで格差の拡大がみられ，その要因とし
て中年世代の収入の減少と，それにともなう
消費支出の減少をあげている。
　続いての会員の業績として，田中力（2002）
は，「みせかけの不平等化」という概念に疑
問を呈し，年齢別ジニ係数のコーホート視点
から不平等化の進展の世代的特徴を把握し，
ジニ係数の拡大の要素所得別の要因分解を計
測している。まず加齢にともなうジニ係数の
増加傾向の原因を探るため，全国消費実態調
査（二人以上普通世帯の全世帯）を使用して，
5歳年齢区分のコーホートによるジニ係数の
増大要因の寄与度分解を行っている。1979～
84年，1984～89年，1989～94年のそれぞれ
の変化から，30代や40代では低所得層であ
る第1，第2分位等での所得シェアの低下が
ジニ係数増大に寄与し，50代や60代につい
ては中高所得層（中間所得層の所得シェアの
減少，高所得層の所得シェアの増加）が寄与
していることを指摘した。
　ジニ係数の変化の要素所得別要因分解につ
いては，家計調査（世帯主の定期収入五分位
階級別1世帯あたり年平均1ヶ月の収入と支
出）を使用して，要素所得別の擬ジニ係数と
総所得に対する要素所得の割合から擬ジニ係
数の寄与度，寄与率を計算している。1980～
85 年，1985～90 年，1990～95 年，1995～
2000年の計算結果から，バブル期までは勤
め先収入の増加が擬ジニ係数の増加に寄与し
ていたものの，バブル崩壊後の不況下での所
得の停滞が影響し，擬ジニ係数は減少した。
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しかし，2000年にかけて再び擬ジニ係数は
増加している。この要因として勤め先収入が
格差拡大に寄与しているものの，一方で他の
経常収入が格差縮小に貢献しており，社会保
障給付の位置づけが大きくなっていることを
示している。なお，上記で使用されているジ
ニ係数の差の分位別寄与度分解や要素所得別
要因分解については関弥三郎（1992）の手法
を使用している。
　その他，この分野についての会員の業績と
して，前田修也（2000）は，オーストラリアに
おける不平等研究と貧困研究の現状をサーベ
イし，オーストラリアにおける所得分布は政
府のきわめて強い平準化政策の結果，他の
OECD諸国と比較して，不平等度が小さい状
態であることを明らかにした。さらに前田は
オーストラリアでも1980年代の所得不平等
は他の先進諸国と同様，再分配所得でさえ
徐々に悪化の傾向であることを指摘している。

２．家計消費・物価統計

　横本宏（2000）は，まず家計調査とそれ以外
の家計関連統計について体系的観点から整理
し，統計指標論的観点から家計統計について
2つの論点（「家計調査」の収支項目分類と家
計の個別化）を取り上げている。「家計調査」
の収支項目分類では目的分類の必要性を唱え
ている。家計の個別化については家計で把握
が困難なものとしてこづかいの使途不明が存
在していることをあげている。この研究内容
については，さらに横本（1997，2001）で詳し
く論じられている。そこでは全国消費実態調
査の「こづかい調査」から，こづかい収入の
源泉と，こづかい消費支出の内訳について「消
費支出」の10大費目に再分類している。そ
の結果，今日の勤労者世帯の平均的エンゲル
係数は実際には30％近い水準であることを

示唆した。
　さらに横本（2000）は戦後の家計の変遷と
して，第1期から第4期まで大きく四つの時
期に分け，それぞれの時期区分について特徴
をまとめた。特に第4期のバブル崩壊後から
1998年までの家計の状態について，消費税
の引き上げ，税金や社会保険料などの非消費
支出の増大，雇用や老後に代表されるように
生活不安の増大が消費の停滞を招き，その結
果，国民の生活の質を大きく脅かしていると
結論づけている。
　天野晴子（1998）は家計全体の変化を概観
した後，消費支出に非消費支出，実支出以外
の支出の一部も加えて，生活支出の試算を試
みた。その結果，社会的・公共的負担として
の義務的支出と，土地家屋借入金返済による
債務支出の増大および教育費の増加によって
現代家計が膨張していることを示唆した。さ
らに所得分位第Ⅰ階級と第Ⅴ階級の格差に注
目すると，バブル期において実収入，可処分
所得，消費支出の項目で格差が拡大するもの
の，1992年以降，その格差は縮小傾向にあ
るとしている。しかし，それらの項目におい
て1980年代初頭の数値と比較すると，今な
おバブル前の水準よりも格差が拡大している
ことを指摘している。
　山田茂（2002）は世帯を客体とする統計調
査実施の困難度が全般的にさらに高まってい
る中で，特に家計調査の結果に対する問題点
を指摘した。最近の家計調査を中心に家計関
連統計の結果について山田（1990）と同様の
方法で考察を行なっている。具体的に家計調
査・単身世帯収支調査については世帯属性お
よび収支金額に関する結果，貯蓄動向調査に
ついては貯蓄・負債の現在高，全国消費実態
調査については世帯属性，収支金額および耐
久消費財保有に関する結果についてそれぞれ
検討している。
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　次に，諸外国の家計統計研究における会員
の業績について紹介する。村上雅俊（2003）は
20世紀初頭にアメリカ連邦政府労働統計局
が算定した標準生計費の理論と作成方法の内
容を明示し，さらに標準生計費の問題点につ
いて考察している。その問題点によって20

世紀初頭の標準生計費が労働者の生活実態と
大きく乖離していることを指摘した。
　物価統計の分野では，山田（1996b）は消費
者物価指数作成過程における問題点を対象と
なっている品目の範囲・ウェイト，価格資料
としての採用品目・銘柄，調査時点，調査時
期，調査地域と店舗，業態間の価格差につい
て検討し，消費者物価指数が「デパートや一
般小売店で中旬の平日にセールではない価格
で大手メーカーの製品を中心に購入し，家計
簿を継続的に記帳している世帯員2人以上の
世帯の支出についての指数」という調査方法
に規定された性格であることを問題視してい
る。同時に支出パターンに関する世帯類型間
の共通性が低くなっているため，その代表性
も以前よりは薄れていることを指摘している。
　その後も，消費者物価指数の精度について
は日本銀行と，総務庁（現総務省）統計局の間
で議論が交わされた。消費者物価指数は卸売
物価指数や企業向けサービス価格指数と乖離
した動きがみられ，日本銀行はこの原因とし
て消費者物価指数の作成方法に問題があると
総務庁に改善を求める要望書を提出したとい
う論争である。
　これに対して総務庁は日本銀行の指摘に対
して指数に誤差が生じている証拠は乏しいと
反論した。具体的にはまず卸売物価指数には
一般消費者向けの商品以外に輸入原材料や最
終的な製品になる中間財，工場や事務所の設
備器具なども含まれること，第2に消費者物
価指数には，卸売物価指数が対象としていな
い鉄道運賃や大学の授業料など消費者向けの

サービスの価格が含まれること，第3に卸売
物価指数では耐久消費財のウェイトが高いな
どバスケットの相違があること，第4に小売
価格は卸売価格に比べて人件費や輸送費など
の流通経費が含まれているため卸売価格に比
べて下落率が小さくなることを指摘している。
　この10年間において，物価統計研究の分
野では，日本に限らずアメリカでも物価統計
の精度が問題となった。その代表としてボス
キンレポート（Boskin, 1996）があげられる。
ボスキンレポートでは消費者物価指数は生計
費の変化を測定するものと定義した上で，四
つのバイアス（代替バイアス，新店舗バイアス，
品質バイアス，新製品バイアス）が存在する
ことを指摘している。これらの4つから，年
率1.1％の上方バイアスが存在するとまとめ
られている。日本でもボスキンレポートを契
機として，上記のような消費者物価指数の精
度に関する問題提起が行なわれることになっ
た。
　家計統計をめぐる最近の動きとして，2000

年に貯蓄動向調査が廃止され，以後，貯蓄及
び負債については家計調査の貯蓄等調査票に
より調査されることになった。また，2001

年より IT関連の消費や購入頻度が少ない高
額商品・サービスなどへの消費の実態を安定
的に捉えることを目的として，家計消費状況
調査が開始された。

３．所得分布

　所得分布については，経済統計学会で，こ
の分野の第一人者であった田口時夫が逝去さ
れたことにより，吉田忠（2002）が追悼論文と
して田口の業績をサーベイしている。田口は
ローレンツ曲線ないし完全集中曲線の理論を
世界で初めて二次元以上のデータ分析方法に
拡大し，多次元のローレンツ曲面や完全集中
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曲面の求積をはじめ，その解析的把握に成功
した。吉田は田口の多次元集中曲面の統計学
の体系を再構築し，多次元集中曲面の統計学
におけるベクトル解析の意義と，「事物論理
と数論理の並行論」との関連性について述べ
ている。最後に吉田は今後の課題として，経
済統計学会会員による田口理論を使用した実
証分析研究に期待している。
　芳賀寛（1995a，1995b，1995c）は所得分配
の不平等に関する統計的研究は経済的リアリ
ティーに寄与する必要があるが，アトキンソ
ン以前の段階の所得分布研究が到達したのは，
分布全体の形状を表現する方法をめぐる数理
形式上の一般化であったと結論づけた。さら
にアトキンソン尺度の数理的特性をより拡張
した豊田尺度について，その数理的分解メカ
ニズムの要点を説明し，検討した。その結果，
豊田尺度による数理的分解による「要因分析」
の方法は所得分布の不均等度をジェンダーの
視点から計測することによって，国内外にお
けるジェンダー問題に対する実証分析への可
能性について言及している。この点について
は前回の記念号での芳賀・山口（1996）でも触
れられている。
　芳賀（1997）はさらに叙上の課題について，
豊田尺度の数値を参考指標として利用する可
能性に関して尺度の分解メカニズムを再度考
察することで検討している。その結果，所得
分配の不平等に関する社会科学的分析への豊
田尺度の適用は若干の留保が必要であり，参
考指標としての可能性に言及している。
　木村和範は19世紀中葉から20世紀初頭の
所得分布の統計的研究において，大きく3種
類の手法が研究・開発されたと述べている。
それらは，第一にジーニ係数に代表されるよ
うな単一の数量的指標の考案，第二にローレ
ンツ曲線を用いたグラフの提案，最後に所得
分布に関数関係をあてはめ，そのパラメータ

の値を計算し，それによって所得分布を時間
的空間的に比較しようとする試みに分けられ
るとしている。以下，それら3つの分野にお
ける木村の業績を紹介する。
　第1の研究について，木村（2004b）はジー
ニ理論をパレート理論と対比させながら，所
得分布の統計的計測のための理論としてのパ
レート理論を，ジーニがどのように発展させ
たかを検討している。ジーニはパレート・モ
デルの現実説明力の低さを問題視して，ジー
ニ・モデルを構想した。その上でジーニがパ
レート分布を前提とするときにパレート指数
αと集中指数δ（ジーニ指数）との間にδ＝
α という数学的関係があることを明らかα－1

にしたと指摘している。
　第2の研究について，木村（2004a）はロー
レンツ曲線が所得分布研究以外の分野での研
究を進展させ，新たなグラフ分析法を生み出
していることに注目している。ローレンツが
ゴッシェンやエリーなどの著名な研究者の業
績を検討して，ローレンツ曲線を構想するに
いたった理論的背景についてまとめている。
その上でローレンツ曲線の形状的特徴として，
第1に所得と人員とが所得階級とリンクされ
て表現されていること，第2に累積相対度数
を対数変換することなく，そのまま用いてい
ることをあげている。
　最後の研究について，木村（2005a，2005b）
は所得分布を特定の関数関係として把握する
貢献としてパレートの業績についてふれてい
る。まず，パレートの見解を所得分布モデル
とパレート指数の計算から考察し，さらにパ
レート指数の変動の数学的含意について述べ
ている。そこで木村はパレート指数αの増大
が不平等度の強化を意味すると考えたパレー
トの解釈は不適切であると結論付けた。また
木村（2004c）は所得分布の研究においてパ
レートとジーニをつなぐ環としての役割を果
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たしたベニーニの見解を取り上げている。そ
こでベニーニがパレート指数を正確に理解し
たことを評価し，パレート理論をイタリアの
統計学界に導入し，ジーニの先行研究者と
なっただけでなく，パレート理論の基本的性
格をめぐる論点を早い段階で取り上げた理論
家の1人としてベニーニを位置づけている。

４．家計金融資産・貯蓄率

　この分野については，残念ながら会員にお
ける目立った業績は見受けられないが，非常
に重要な論点であるので，学会外の研究動向
について一部紹介する。まず，家計資産を表
すものとして，「個人金融資産1,200兆円」と
いう数値が20世紀末になって注目される。
　この1,200兆円の根拠は日本銀行の「資金
循環表」であり，家計の金融資産残高として
1,183兆円が計上されたことによる。この点
について原田泰（1997）は1,200兆円が実感に
あわないと問題意識をもち，貯蓄動向調査，
全国消費実態調査，国勢調査からの家計金融
資産の推計（平均貯蓄額×世帯数）を行なった。
その結果，612兆円となり，1,183兆円との差
額はあまりに巨額で，この差額は個人企業を
含まない，過少申告，サンプルバイアスとい
う理由では説明できないと述べている。
　原田の問題提起に対して，日本銀行の吉野
克文（1998）は日本銀行の推計についてはほ
ぼ間違いないとし，原田の推定結果との違い
の原因について以下の3点を指摘した。まず
第1に過少申告が広範囲に行なわれているこ
とをあげている。その中でも郵便貯金におい
て資金循環勘定との乖離が大きいとしている。
第2に貯蓄動向調査の記入上の問題点として
5枚にわたる煩雑な調査票から世帯の金融資
産総額を洗いざらいチェックするのには大変
な労力が生じ，一部の世帯で思いつくものだ

けをピックアップして記入したのではないか
と推測している。最後にサンプルバイアスの
存在として相対的に金融資産の大きな世帯の
ウェイトが過少となっていた可能性を指摘し
た。
　この吉野の見解に対しては，当時総務庁統
計局の岡本政人（1998）が反論した。まず吉野
が指摘した過少申告の問題については，郵便
貯金には多くの法人や団体が加入しているの
で，郵便貯金＝個人資産と考えることは大き
な問題があり，郵便貯金と資金循環勘定との
乖離の原因にはならないとしている。第2の
貯蓄動向調査の記入上の煩雑さについては貯
蓄動向調査の記入部分は2枚程度であり，ま
た記入方法が簡単だからといって，必ずしも
正確性が保証されるとは限らないとしている。
第3のサンプルバイアスの問題については，
貯蓄動向調査は家計調査の付帯調査であるが，
家計調査は全国を網羅した国勢調査の調査区
を抽出枠として偏りなく調査単位区を選定し，
単位区内で無作為に調査世帯を抽出している。
さらに他の統計調査との整合性の観点からす
ると，その標本抽出が特に偏っているわけで
はなく，高い回収率を確保していると述べて
いる。
　最後に溝口敏行（1998）はこのような個人
金融資産をめぐる議論を総括している。まず，
家計の金融資産保有量についてのマクロ統計
とミクロ統計との間のギャップの存在を指摘
した上で，各統計の作成方法，金融資産の範
囲，ならびに標本調査からの推計と資金循環
勘定との齟齬を示す倍率の金融資産別の差異
について論点を取り上げ，それぞれの問題点
を整理している。最後に3者の議論によって
資金循環勘定や貯蓄動向調査の特性とその相
違が，ある程度整理できたとしている。
　続いて，この10年間の貯蓄率の議論につ
いて簡単にまとめる。岩本康志・尾崎哲・前
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川裕貴（1995，1996）は国民経済計算の家計貯
蓄率と家計調査の勤労者世帯黒字率の乖離の
原因を，主に4つの視点（概念の差異，標本
バイアス，回答上の誤差，推定方法）から明
らかにした。乖離の原因として，まず家計調
査とSNAに概念上の相違があり，それが乖
離の約4割を占めていること，さらに乖離の
2割程度は家計調査の貯蓄率が勤労者世帯の
みを対象にしていることを原因としている。
それ以外の乖離について家計調査の回答誤差
やSNAの推計誤差の存在をあげている。特
に家計調査において，記入もれによる消費の
過小記載が拡大していることが大きく，また
回答誤差は広い項目にわたっていることを指
摘している。
　その後も国民経済計算と家計調査の家計貯
蓄率の乖離は拡大する一方である。20世紀
後半からSNAベースの貯蓄率は急低下して
いるが，家計調査の貯蓄率は1980年代以降
おおむね上昇し続けていた。日本のSNAベー
スの貯蓄率は国際比較の上でもドイツやフラ
ンスよりも低い水準になり，アメリカの水準
に近づいている。このような状況から日本と
アメリカの貯蓄率の逆転の可能性とその弊害
についての分析も行なわれている。
　日本のSNAベースの家計貯蓄率の下落の
理由として，まず景気低迷やデフレが進行し，
所得が減少する一方で，消費支出は可処分所
得の減少ほどは抑制されなかったことが指摘
されている。いわゆるラチェット効果の存在
である。また高齢者世帯の増加による貯蓄率
の低下が指摘されている。従来からライフサ
イクルモデルにより，勤労時に蓄積した資産
を老後に取り崩して消費するため，高齢者層
の貯蓄率は家計全体よりも低めになることが
いわれていた。高齢化の進展が貯蓄率の低下
をもたらしているということである。
　しかし，このライフサイクルモデルの存在

に疑問を呈する実証研究も存在する。特に年
金などの社会保障の削減にともなって，逆に
高齢者世帯が予備的貯蓄を増加させているこ
とを一部の研究者が指摘している。さらにダ
イナスティモデルの存在も指摘されている。
このように貯蓄率の分野も所得格差の議論と
同様に，さらなる詳細な分析が必要である。

５．住宅・土地

　住宅・土地研究の分野では，1990年代中
盤以降，住居費負担や住宅取得能力を意味す
る「ハウジングアフォーダビリティ（Housing 

Affordability）」という言葉が一般的に使用さ
れるようになった。不動産不況により地価下
落，住宅価格・住宅ローン金利の低下により
住宅が買いやすくなったといわれているが，
同時に所得も減少していることもあり，住宅
ローン破産世帯は増加の一途を辿っている。
このような状況のもとで，家計における住居
費負担や住宅取得能力の実態を調べる必要性
が生じた。大井達雄（1997）は，アメリカにお
けるハウジングアフォーダビリティ統計指標
を紹介し，その手法を使用して，住宅取得層
の住宅取得能力の評価についての日本への適
用を試みた。その結果，おおむね住宅取得能
力は1990年代にかけて改善しているが，こ
れは住宅価格や所得の要因ではなく，低金利
によるところが大きいことが指摘された。た
だし，対象期間が1990年代中期までである
ので，最新のデータを使用した再計算が必要
である。
　山田（1995a，1995b，1997a，1997b，2000，
2001）は世帯を客体とする主要な統計調査の
結果の精度を概括的に考察した後，1993年
と1998年に実施された住宅統計調査の調査
結果の精度について検討している。まず
1993年の調査結果から，所属する区分の世
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帯総数（住宅総数）に対する「不詳」数の比率
（以下「不詳率」と呼ぶ）を計算し，1993年
調査において，不詳率の上昇がかなり大きい
ことを指摘している。その原因として他の世
帯類型よりも格段に不詳率が高い1人世帯の
増加や大都市中心部における調査の困難さを
あげている。加えて他の統計調査の不詳率と
の比較から住宅統計調査における調査世帯の
不在，調査拒否，無記入の多さを指摘し，住
宅統計調査の調査結果の精度に疑問を呈して
いる。
　さらに1998年の調査結果についても同様
の方法で分析を行った。その結果，集合住宅
や大都市居住世帯・少人数の世帯などの結果
において精度が低い傾向は1993年までの調
査とほぼ同様であること，また1998年の調
査結果でも「不詳率」の増大など精度が低下
する傾向や他の統計調査結果と比較して特定
の偏りが含まれている傾向が継続しているこ
とを指摘した。さらに調査項目の数が異なる
調査票を用いた調査が今回並行して実施され
たことにより，結果の精度が低下していると
し，1998年の住宅・土地統計調査結果の利
用には，1993年以前の調査よりも注意が必
要であると結論づけている。
　住宅・土地統計をめぐる最近の動きについ
ては，1998年から住宅統計調査の名称を住
宅・土地統計調査としている。これは調査内
容に土地に関する項目を加えたことによる。
さらに 1993年から「法人土地基本調査」，
1998年から「法人建物調査」がそれぞれ開
始された。これによって，法人の土地・建物
の所有状況や増減の推移をとらえることがで
きるようになった。「法人土地基本調査」，「法
人建物調査」，「住宅・土地統計調査」結果か
ら集計した「世帯に係る土地基本統計」をあ
わせたものを土地基本調査と呼んでいる。

まとめ

　最後に，家計統計研究をめぐる最近10年
間の特徴について触れて，本章を閉じること
にする。この10年間において，この分野に
おいてもパネルデータやミクロデータを使用
した実証分析が主流になりつつある。このよ
うな傾向は今後も継続すると思われる。この
ような個票レベルでの詳細なデータ分析が可
能となった一方で，その分析結果の評価につ
いては十分に定まっていない分野が多い。そ
の典型的な事例が所得格差の議論であろう。
　その理由として，各種統計指標を作成する
際，用語の定義，調査対象者の選定，調査時
期，作成方法の差異によって，その結果や解
釈が大きく異なるためである。山田（1996a）
が述べているように，この分野の統計調査は
実施上の困難が非常に大きいので，他の分野
以上に結果の吟味が必要であるが，そのよう
な吟味を十分に行なわずに，結果のみが一人
歩きしている感が否めない。
　ただ，このような統計作成方法をめぐる議
論は，従来から経済統計学会が得意とした分
野であり，このような問題について会員が中
心となって，積極的に研究成果を発表する必
要がある。しかし，前回の記念号で山田
（1996a）は「家計研究分野において会員外の
業績および関連統計調査をめぐる国内外の議
論は膨大に存在する一方で，会員によるこの
分野の業績はあまり多くはなく，資料の精度
の吟味に配慮した個別研究の積み重ねが今後
も必要となる」と述べている。この傾向は現
在も続いており，今後，さらなる会員の活躍
が望まれる。
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はじめに

　この数十年間を振り返ると，社会経済の構
造および統計を取り巻く環境は劇的に変化し
てきた。最近の10年間，それらの変化は加
速しており，今後も続くであろう。特に金融
構造の変化は著しく，財政についても大きな
転換点にある。日本では，不良債権問題，1

ドル80円台を割る円高，金融機関の国際競
争力の低下，金融機関の破綻，超低金利政策，
アジア通貨危機，財政赤字の拡大，社会保障
制度危機など金融・財政問題が噴出した。政
府は，「日本版ビッグバン」に始まる金融構
造大改革，財政再建を柱とした財政構造改革
を掲げ，今後改革を一層加速させる方針であ
る。当然，統計に現実を反映させるためには，
金融・財政統計を金融構造や財政構造の大き
な変化に対応させなければならない。金融・
財政統計が置かれている統計環境の変化から
も，データ収集・作成・公表・利用のすべて
の面にわたる見直しが求められてきた。
　本稿は，以上のような経済・金融構造と統
計環境の変化に伴って，金融・財政統計がど
のように整備されてきたのかを取り上げる。
筆者の能力と紙面の制約もあるので，日本銀
行および国際機関によって統計の整備や改善
が進展しているマクロの金融関連統計に焦点
を当てることにする。本稿の目的は，次の点
を検討することにある。第一に，どのように

金融統計の整備がなされてきて，どこへ向
かっていくのかである。第二に，統計の大幅
な改訂が進む中で，利用者であるわれわれに
どのような対応が求められているのかである。

１．日本銀行の統計整備のスタ
ンス

　日本銀行調査統計局は，1999年に「調査
統計局における統計整備に対する基本的な考
え方とこれまでの取り組み」を公表した。3

年後の2002年には，日本銀行が「金融経済
統計のさらなる改善に向けて　日本銀行の
基本的な考え方と最近の取組み　」を公表
した。こうした姿勢は，一つは統計審議会の
「統計行政の新中長期構想」（1995年 3月公
表）1）の提言を受けた対応であり，もう一つ
は1998年4月に施行された新日本銀行法の第
3条透明性の確保および第5条その業務及び
財産の公共性と効率的な業務運営に則ったも
のである。統計の作成者が自らの「基本的な
考え方」を示したことは，画期的なことと評
価できる。以下では，統計環境の変化と基本
的な考え方について整理する2）。

1.1　金融経済統計を巡る統計環境の変化
　日本銀行（2002）では，金融経済統計を巡る
統計環境のうち重要な変化として，経済のグ
ローバル化等に伴う金融経済構造等の変化，
情報技術革新の進行，報告者からの負担軽減
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要請の強まりを挙げている。詳しい説明はな
いが，次のように理解できよう。まず，金融
経済の構造変化は，新しい金融取引やクロス
ボーダー取引など従来の統計では実態を把握
できない事態をもたらしている。次に，情報
通信技術の飛躍的進歩は，グローバル化や金
融経済構造の変化をもたらした主因の一つで
ある。同時に，それは一方でデータ収集や統
計作成の方法の見直しを必然化させ，他方で
統計データの利用側にも作用して統計利用の
増大と統計ニーズの多様化を生み出した。報
告者からの負担軽減要請は，企業や金融機関
とって統計調査のための報告書の作成・提出
が許容しがたいコストとして意識され始めた
ことの現れである。より広く解釈すれば，民
間・市場重視型経済への移行に伴って，当局
と民間との関係が変化し，当局の権限だけで
は報告者の協力が得られない状況になったと
言うことである。

1.2　基本的な考え方
　日本銀行調査統計局（1999b）は，「統計は社
会の公共財」との認識で「信頼される統計」
を提供するように心掛けると述べている。ま
た，日本銀行（2002）は，統計の「透明性」と
「信頼性」を一層高めていくことの重要性を
強調している。考え方の具体的な内容は，次
の五点である。第一に，統計データに関する
透明性の向上である。「幅広いユーザーひい
ては国民」に対して，日銀が収集・集計して
いるデータは原則として公表し，かつ作成・
推計方法に関しても開示を充実させる。「報
告者」に対しては分かりやすく説明する体制
を整える。第二に，金融経済構造等の変化を
適切に反映した正確・的確な統計の提供であ
る。統計には継続性も重要であるが，継続性
と実態の的確な把握とがトレード・オフ関係
にあることから，両方のバランスに配慮しつ

つ，調査方法等を見直すとの考えである。第
三に，多様化・高度化するユーザー・ニーズ
を的確に把握し，利便性向上を図ることであ
る。例えば，統計の公表早期化，公表範囲の
拡大，ホームページによる統計データへのア
クセスの改善などである。第四に，統計収集・
作成事務の合理化・効率化，報告者負担の軽
減および機密管理の徹底である。報告者の理
解と協力を得るために，データ収集の絞り込
みやオンライン収集の拡大を図っている。最
後に，中立的な統計公表姿勢も盛り込まれて
いる。これは，「個々の統計の解釈については，
まずマーケットに委ねるべき」という考え方
に基づき，新たに公表された統計に政策的な
判断や解釈を加えないようにするというもの
である。
　そして，今後の課題の中で，「統計のユー
ザーおよび報告者，あるいは，学界との対話
を一層密にしていきたい」との考えを表明し
ている。

２．マクロ金融関連統計の整備

2.1　93SNAにおける金融関連の整備
　1993年に，国際連合統計委員会で新しい
国民経済計算の体系（以下93SNA）が採択さ
れた。その新しい社会会計の国際的な基準に
基づき，国際通貨基金（以下 IMF）による国際
収支統計や資金循環統計などの国民経済計算
関連統計のマニュアルを刷新する作業が進め
られた。これらのマクロ統計は膨大な統計の
加工の上に成り立っているから，93SNAの
採択が金融統計全般の見直す起点になったと
言っても過言ではあるまい。日本においては，
2000年10月から93SNAが導入された。今に
して思えば，1968年に採択された体系（以下
68SNA）は，金融面に関して生まれながらに
して問題を内包していたといえよう。すでに
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1968年にはアジャスタブル・ペッグ制度と
資本移動の制限を骨格とするブレトンウッズ
体制が動揺し，1971年のいわゆるニクソン・
ショックを経て，金融の自由化と国際化の時
代に入った。その結果，金融と経済のグロー
バル化が急速に進展し，金融市場が量的だけ
でなく新しい取引手法の出現など質的にも発
展した。加えて，制度の複雑化など経済社会
が成熟化した。これらの変化が，93SNAへ
の移行の背景となったのである。
　経済企画庁経済研究所国民経済計算部
（2000）と浜田（2001）を参考にして，金融に関
連する主な改定点をいくつか列挙すれば，次
の通りである。第一に，調整勘定がその他の
資産変動勘定，再評価勘定およびその他の三
つの勘定に要因別に細分化された。倉林
（2004）は，この改定を資金循環に関わる問題
に関する「93SNAの本質的な貢献」と評価
する。細分化された調整勘定の導入は，金融
勘定とバランスシート勘定との間の「伝統的
な切断」を回復し，つながりのある統合体系
を構築した。第二に，金融機関の内訳部門が
細分化され，新たに非仲介型金融機関が導入
された。第三に，現先取引やデリバティブな
どの新しい金融手段が識別され，金融資産と
して表彰されるようになった。第四に，国際
収支統計や資金循環統計との整合性が向上し
た。なお，松浦（1993）は 68SNAと対比しつ
つ93SNAの蓄積勘定の構造を手際よく整理
しており，小玉（1997）は金融勘定を解説する
とともに移行過程で93SNAへの具体的な課
題を明らかにしている。
　また，金融機関の生産活動を捉えるために，
93SNAでは「間接的に計測される金融仲介
サービス（FISIM）」の概念が紹介された。金
融仲介サービスについては68SNAのような
「帰属利子」としての扱いでよいのかを巡っ
て長く議論されてきたが，一応の決着が付い

たことになる。しかしながら，FISIMの生産
額と利用者への配分額に関して具体的な推計
方法が確立しておらず，議論されている最中
である3）。

2.2　国際収支統計および関連統計
　93SNAへの移行の背景として，経済のグ
ローバル化への対応が挙げられていた。その
93SNAが採択されたのと同じ年に，IMFによ
る「国際収支マニュアル第5版」が刊行された。
日本は1996年1月分から新統計に移行したが，
日本銀行（1996），日本銀行国際収支統計研究
会（1996，2000）は，改定内容や作成方法を詳
しく解説し，利用者の便宜を図っている。金
融面に関わる主な改定は，次のようである。
まず，資本収支における公表形式の変更は，
長短資本収支と外貨準備の増減以外の金融勘
定を統合して「投資収支」に一本化し，その
内訳として直接投資，証券投資，その他投資
に区分したことである。次に，金融派生商品
の項目が所得収支と証券投資の中に新たに設
けられて計上された4）。第三に，資本取引に
ついても部門分類を導入し，93SNAや資金
循環統計との連携を強化した。第四に，期末
残高の計数を把握できるようにして残高統計
を改善し，対外取引のストック面を整備した
ことである。加えて，地域経済統合への関心
が高まる中で，フローとストックの両面で地
域別統計が充実されたことも特筆に値しよう。
　さらに，財務省と日本銀行は，2005年1月
の取引分から資本勘定を中心に大幅な見直し
を行った（日本銀行国際局，2004）。国際収支
関連統計は，国際収支統計，対内外証券投資
統計，対外及び対内直接投資統計の三つのフ
ロー統計と対外資産負債残高，対外債務統計，
銀行等対外資産負債残高の三つのストック統
計から成り立っている。フロー統計は，対内
外証券投資統計の決済ベースと対外及び対内
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直接投資統計を廃止し，国際基準に準じて約
定ベースで国際収支統計に統合した。これは，
企業会計への時価会計の導入や金融商品の会
計基準整備によって，投資主体が証券取引を
約定ベースで管理するようになったことから，
報告者負担の軽減にもなる。また，直接投資
（地域別かつ業種別）と証券投資（地域別，発
行体部門別，通貨別など）に関する公表項目
を拡充した。ストック統計では，対外資産負
債残高が一層整備され，これについても証券
投資残高の資産について地域別かつ保有主体
別，通貨別かつ証券種類別の区分など公表項
目が拡充された。
　この他，国際的な資金取引に関しては，国
際機関からも質の高い統計へのニーズが高
まっている。一つの理由は，多発する通貨危
機や金融危機の経験を踏まえて，IMFなどの
サーベイランスに国際資本移動の正確で迅速
なデータの入手が不可欠であること。もう一
つは，金融危機の「第3世代モデル」と称さ
れるようになったバランスシートに基づく分
析が重視されるようになったことである（例
えばAllen, Rosenberg, Keller, Setser, and Rou-

bini, 2002）。対外資本取引を含む部門別バラ
ンスシートは，どの部門にどのようなミス
マッチ・リスクがどの程度あるかを知る手段
になる。そのために，詳しいストック統計の
需要が高まって，残高統計の整備や調査の拡
充が進められているのである。IMFは世界の
主要証券投資国の協力を得て，1997年末に
対外証券投資残高に関する調査（CPIS：Co-

ordinated Portfolio Investment Survey）を実施
した。国際決済銀行（以下BIS）等の国際機関
も国際与信統計と国際資金取引統計によって，
銀行の国際的な与信状況および銀行の国際部
門の債権・債務の動きを把握している。さら
に，BIS，IMF，経済協力開発機構および世
界銀行が共同して，発展途上国および移行経

済諸国の対外債務に関する統計を作成してい
る。国際収支関連の統計整備の動向を見ると，
国際資金循環統計・国際資産負債残高統計の
作成に向かっている。

2.3　資金循環統計
　資金循環統計も，93SNAと作成中であっ
た IMF金融統計マニュアルに準拠して，大
幅な見直し作業が行われた。IMFマニュアル
は2000年に IMFのホームページで公開され
たが，日本銀行は前年の1999年には新しい
資金循環統計を公表した。統計の公表に先
立って，1997年にユーザー等の意見を反映
させることを目的として，見直しの考え方，
概要および論点を公表し，意見や提案を募る
といった取り組みがなされた（日本銀行，
1997）。そして，統計の公表に合わせて，日
本銀行調査統計局（1999a）で統計を解説し作
成方法を公表する5）とともに，日本銀行調査
統計局経済統計課（2001）では見方や作成方
法のみならず分析の具体例や国際比較も掲載
して有効な活用を喚起している。こうした努
力は，第1節で紹介した日本銀行の統計整備
の基本的な考え方を反映するものである。こ
とに統計作成のための報告者への負担が強く
意識されているように思われる。「資金循環
統計が，一般の人にとってまだまだ身近な存
在になっているとは言い難い」という記述の
意味は，利用度が報告者負担に見合っていな
いということである。統計が有効に活用され
てベネフィットを高め，報告者負担のコスト
に応えたいという思いが伺える。
　周知のとおり，資金循環統計における金融
取引表，調整勘定，金融資産負債残高表は，
それぞれ93SNAにおける資本調達勘定の金
融勘定，調整勘定の再評価勘定，期末貸借対
照表の金融資産・負債と対応し，基礎データ
となっている。したがって，主な改定点は



198　　　『統計学』第90号　2006年

93SNAのそれとほぼ一致している。いくつ
かの点を補足すると，第一に部門分類が細分
化され，各部門の資産と負債が相殺されずに
両建て（グロスベース）で記録される点である。
これによって，ユーザーが利用目的に応じて，
統計を各ブロックで組み替え加工できるよう
になる。第二に，取引項目の分類では，金融
派生商品の新設のほか，貸出と有価証券の概
念が拡大されて，フィナンシャル・リースな
どが追加された。第三に，発生主義に基づき，
金融商品を時価で評価することである。時価
評価からストック計数に価格変化分が含まれ
ることになり，新設された調整勘定に記録さ
れる。
　もちろん，見直しによって新統計にまった
く問題がなくなったわけではない。債券現
先・債券貸借取引，割引債の利子所得，退職
給付債務，ストック・オプションの統計上の
取り扱いや記録方法に残された課題がある。
郵政民営化などの制度変更や新しい金融取引
の出現など，今後の金融の変化に対しても対
応していかなければならない。
　なお，資金循環統計はマネーサプライ統計
とも密接に関連しているが，マネーサプライ
統計の整備状況に関しては日本銀行調査統計
局（2004）を参照されたい。

2.4　BISデリバティブ統計
　1970年代からの金融自由化は，個々の主
体の金融取引のリスク管理の必要性を高めた。
1980年代後半頃からデリバティブの利用が
広がり，1990年代に入るとその取引は急拡
大した。それに伴って，デリバティブ取引に
関わった巨額の損失事件が頻発し，度重なる
通貨危機や金融危機でもデリバティブ取引と
の関連が疑われた。こうした問題への対応か
ら，マクロ・プルーデンス政策に関わるリス
ク把握の重要性が各国通貨当局の共通認識と

なり，BISがデリバティブ統計を新設した。
統計作成に至る経緯と統計のしくみについて
は伊藤（2001）とその参考文献を参照してい
ただくとして，その概要と論点を述べておく。
　デリバティブ取引とは，主に金融取引に付
随的して発生する市場リスクの移転あるいは
交換についての契約である。デリバティブ市
場は，取引所取引とOTC取引からなり，取
引所取引についてはデータの入手が可能であ
る。そこで，BISは実態が把握しにくいOTC

取引について，フォワード，スワップ，オプ
ションなどの取引高と残高を調査している。
調査は，1995年から3年に一度の包括的な調
査（「デリバティブ・サーベイ」）と1998年か
ら半年ごとの簡易調査（「定例市場報告」）との
二つが実施されている。
　本稿の目的との関係では，次の二点が指摘
できる。第一に，統計の作成が当初から国際
的統計として設計，整備されたことである。
というのも，1998年のデリバティブ・サー
ベイの取引高合計をみると，クロスボーダー
取引が金利関連でさえ50％を超え，国内取
引を凌駕しているのである。第二の論点は，
作成当局への報告者からの要請や批判に関わ
る点である。一つは報告内容の軽減要請であ
る。例えば，93SNAや資金循環統計の整備
の観点からすれば，当然制度部門分類はそれ
らに準拠することが望ましい。事実，取引所
からのデータとデリバティブ統計が，資金循
環統計の金融派生商品の推計をするための基
礎資料である。しかしながら，デリバティブ
統計では，「報告ディーラー」，「他の金融機関」，
「非金融機関」の三分類にして，報告者負担
を軽減している。作成者と報告者との関係に
ついて，より根本的な問題はリスクの計測方
法にある。1990年代前半に，BISはマーケッ
ト・リスク規制のあり方を検討し，規制案を
提案した。民間金融機関は，すでに独自にリ
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スク計測方法を開発しており，提案された時
代遅れの標準的方法を強制されることに反発
した。その結果，1995年の第二次提案では
リスク計測方法に各金融機関独自の内部モデ
ルを使うことが認められた。したがって，デ
リバティブ統計においても，リスクの市場価
値等の計測値は報告者独自のモデルによるも
のである。つまり，報告者と当局との力関係
が逆転し，リスク概念は同一でも個々の測定
方法が異なる値の集計値という事態が起きて
いる。

３．金融統計の整備と利用を
巡って

　ここまで，金融統計整備の経過を辿ってき
たが，本稿の目的に照らして，整理検討して
おこう。

3.1　 報告者と利用者からの要望による
整備

　金融統計を整備する上で，報告者と利用者
からの要望を聞き入れて整備・改善に生かす
ということは，一見すると非常によいことで
問題はないと思われる。しかしながら，報告
者やユーザーからの要望を受け入れる整備は，
肯定的な面と同時に否定的な面があることに
も注意しなければならない。報告者からの要
望から入り込む問題の一例が，BISデリバ
ティブ統計の個々に測定方法の異なる集計値
である。また，日本銀行（2002）では，報告者
負担の軽減のために約2万系列の収集データ
の削減を行ったとしているが，実際問題とし
てどのデータを削減するかは潜在的なユー
ザー・ニーズも考慮すると判断が難しい。で
は，逆にユーザー・ニーズの反映からは何の
問題も起こらないであろうか。広田（2004）は，
株価指数の作成を事例にして，利用者が望む

改善が統計の役割を変質させる危険性を指摘
している。本来，株価指数は株式市場全体の
株価動向を認識する手段であるはずである。
ところが，インデックス運用のターゲットに
利用されたり，デリバティブ取引の対象にな
るに至って，インデックス運用者や裁定取引
業者から流動性の高い銘柄のみからなる商品
として使い勝手のよい指数の作成を求められ
るようになり，民間の指数作成業者はその傾
向を強めている。株式会社化して競争が激し
くなった取引所もそのらち外ではないという
のである。そのような事態は官庁統計には及
ばない，とも言えない。経済団体連合会は，
利用者は「精度よりも速報性を重視するとい
う傾向が圧倒的に強い」というアンケート結
果を得ている6）。また，金融統計のユーザー
の圧倒的多数を金融機関や投資家が占めてい
て，かつ報告者でもある。報告と利用の両側
から作成者に働きかけが出来る立場にある。
彼らは社会科学的研究を目的としない，自ら
の利益追求のための情報収集が目的である。
金融統計整備はどこへ向かっていくのかにつ
いて，筆者の危惧は明らかであろう。金融統
計整備は，広く国民のため，社会科学的分析
のための改善がなされるとは限らないという
ことである。

3.2　社会科学的分析への利用と改善提案
　本稿のもう一つの目的は，利用者であるわ
れわれ研究者にどのような対応が求められる
のかである。まだ現在の統計整備に残された
課題があり，FISIMに関する研究や宇都宮・
萩野・長野（2001）など主に統計作成スタッフ
によって研究されている。その残された課題
の解決への研究者の貢献が必要である。また，
新しい統計を社会科学的分析に利用してみて，
問題点を発見し，改善の提案をしていくこと
である。産業連関表を用いた研究に比較する
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と，SNAおよび資金循環統計の基本構造に
立脚した金融分析はそれほど多くない。この
10年間は特に少なかったが，近年になって
辻村・溝下（2002）と辻村編著（2004）といった
本格的な資金循環分析の研究書が出てきてい
る。本学会員では張会員が張（1996）をはじめ
として精力的に研究している。張（1997）は
1992年分から作成が開始された中国の資金
循環表について解説し，他の論文では中国の
資金循環分析を行っている。さらに，張
（2004）および他の論文で東アジア地域の国
際資金循環の分析に取り組んでいる。
　資金循環統計は，大幅な見直しがなされ，
遡及は年ベースで1990年以降のデータまで
であるので，長期にわたる時系列での統計利
用に支障が生じるのは否めない。しかし，日
本銀行（1997）や日本銀行調査統計局経済統
計課（2001）で紹介されているように，新しい
金融データの入手と組み替えが可能になった
ことにより，これまでにない金融構造分析の
可能性が開かれた。かつ，国際基準に準拠す
ることで，金融面の国際比較も容易になった。
研究者が新しい資金循環統計を使って，資金
循環分析を発展させることが重要であろう。
逆に，実際に統計を分析に利用することに
よって，新統計の問題点が明らかになり，新
たな改善点の提案も可能となろう。これらの
研究の延長に，改善提案から進んで国際資金
循環統計の表形式など，望まれている新しい
統計の設計がある。
　要するに，社会・経済の問題を統計を使っ
て具体的に分析・考察することを通じて，統
計の特性や問題点を明らかにするということ
である。近・藤江（2001）の序文に記されてい
るように，このことは社会統計研究者や経済
統計研究者にとって当然の責務であり，これ
まで研究が積み重ねられてきたことである。
それをここで再確認した理由は，金融・財政

の分野に関してそのような研究の取り組みが
弱かったからである7）。
　ところで，本学会では統計利用に当たって，
「統計の吟味」あるいは「統計批判」という
ことを重視してきた。そして，どのような立
場や観点から統計を吟味するのか，批判的に
見るのかについて，「視座」の問題として議
論されてきた。新しい統計を利用して問題点
を解明するということは，その「視座」が定
まっていてこそ可能なのである。それゆえ，
利用者，作成者，報告者（調査対象者）の構図
を前提にして，再び「視座」の問題を真剣に
再考することが同時に不可欠の課題となるの
である。

４．財政統計の整備

　財政統計は，国や地方公共団体の予算書，
決算書，その他調書などが基礎資料となって
作成される。つまり，財政統計の前提が国や
地方公共団体などの公会計のあり方にある。
それゆえ，直接に財政統計の整備が論じられ
るのではなく，公会計の見直しや公会計制度
の充実として議論されている。
　財政制度等審議会（2003）8）は，現行公会計
制度に対して指摘されている問題点を次のよ
うに整理している。それは，資産・負債に関
するストック情報が不十分で資産状況や将来
の国民負担などが不明確であること，国と特
殊法人等との関係など公共部門全体の把握が
できないこと，予算・決算のフローと負債状
況などストックが連動していないこと，予算
執行による行政コスト・フルコスト・ライフ
サイクルコストが不明であること，事業ごと
の費用便益が把握できないことなどである。
これらの公会計の問題点は，同時に財政統計
の問題点である。これらの問題を解消する基
本的な方向は，貸借対照表・損益計算書など
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の民間の企業会計的手法を公会計制度に導入
するということであると考えられている。も
ちろん，民間企業と公共部門との活動の相違
や企業会計と公会計との目的の相違がある。
しかし，そうした相違を踏まえても，企業会
計的手法の活用が現行公会計制度の問題を克
服できる手段になりうると認識されている。
加えて，ニュー・パブリック・マネイジメン
トの考え方が取り入れられており，行財政活
動の効率化に役立つような財務情報の作成が
意図されている。
　これまでの国の取り組みとしては，次のよ
うなものがある。一般会計と特別会計とを連
結した国全体の貸借対照表の試案を1998年
度決算より作成・公表している。2000年度
版からは，特殊法人などを連結した表を作成
している。特殊法人などについては，2000

年度決算より民間企業と同様の活動を行って
いると仮定して，行政コスト計算書，民間企
業仮定貸借対照表，民間企業仮定損益計算書
などが作成されている。今後に関して審議会
の提案では，財務情報を議会に提出される予
算・決算と財務報告としての財務書類に分け
て検討されている。予算・決算は従来通りの
現金ベースとし，発生主義や将来推計をいか
に活用できるかの検討を進めていく。財務報
告書類は，発生主義など企業会計的手法を活
用して，これまでの取り組みをさらに強化す
べきとしている。
　公会計への企業会計的手法の活用は，地方
公共団体にも浸透してきている。2000年に
総務省（旧自治省）の地方公共団体の総合的な
財政分析に関する調査研究会が，普通会計に
関するバランスシート作成手法に関する報告
書を公表した9）。翌年，同研究会は行政コス
ト計算書と公営事業を含む各地方公共団体全
体のバランスシートに関する報告書を出し
た10）。同研究会によるそれら手法の提案は，

「地方自治体が自らの財政状況を総合的かつ
長期的に把握し，住民にわかりやすく公表す
る」ことを目的としたものである。1990年
代に独自にバランスシート作成に着手する自
治体もあったが，この二つの報告書を契機と
して多くの自治体で取り組みが加速した。総
務省の作成状況調査によれば，全都道府県と
56.7％の市区町村が2003年度版バランスシー
トを作成，作成中または作成予定である。と
りわけ東京都は積極的である。都の導入目的
は，「機能するバランスシート」・「東京都の
経営を改革する冷徹用具」の整備を足がかり
に，行財政に民間企業経営手法を導入するこ
とにある。
　国と地方ともに公会計へ企業会計的手法の
導入が完了し，財政統計に反映されるには，
まだ時間がかかるであろう。整備の過程にあ
るとはいえ，国と地方ともに行財政改革が避
けられない現状の下で，財政データはその利
用者が主権者・納税者である国民全般である
から，最も重要な情報である。公会計の見直
しや取り組みが，現行制度の問題点のいくつ
かを克服し，国民や住民により豊富な財政情
報を分かりやすく提供することは疑いない。
しかし，行政サイドの財政再建キャンペーン，
行財政改革の道具など作成者の利用目的に偏
る危うさを内包している。それゆえ，財政統
計はどうあるべきかについて，社会科学に基
づく統計学からのアプローチも必要なのであ
る。

おわりに

　本学会は，統計の調査・作成・利用の全プ
ロセスを対象にして，統計の批判的研究を通
じて，社会科学に基礎をおいた統計学を構築
することを目的にしてきた。本稿は，金融・
財政統計とりわけ金融統計の整備を題材に，
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この分野における本学会の活動を目的に照ら
して評価してきた。統計整備に精力的に関
わった一部の会員もいるが，金融・財政面で
の統計の批判的研究および統計改善への貢献
ともに不十であったと言わざるを得ない。し
かし，第3節で述べたような研究が活発にな
れば，本学会の存在意義は大きい。日本銀行
は利用者や学界との対話を密にしたい考えで
あるし，SNAや資金循環統計の改定作業に
携わってきた方の新たな加入もある。金融・
財政ともに経済における比重が増し，直面し
ている問題も多い中で，それに見合うような
研究体制の強化の好機ではなかろうか。

注

1．総務省ホームページhttp://www.stat.go.jpに掲載。
2．具体的な取り組みについては非常に多岐にわた
るので公表文に掲載された参考文献を参照された
い。

3．FISIMについての議論の詳細は，丸橋（1998），
山口（2004）および武野（2001）第7章を参照されたい。

4．IMFは2000年に金融派生商品に関する扱いにつ
いてマニュアルを改正した。金融派生商品に係る
利子を所得収支から投資収支へ移し替え，証券投
資の中の金融派生商品と一体にし，投資収支の独
立した項目として位置づけた。

5．日本銀行ホームページhttp://www.boj.or.jpに「資
金循環統計の解説」「資金循環統計の作成方法」が
掲載されている。特に，作成方法は詳細が記載さ
れている。

6．「わが国官庁統計の課題と今後の進むべき方向」
（1999年3月）。経済団体連合会ホームページhttp://

www.keidanren.or.jpに掲載。
7．近・藤江（2001）では，金融・財政関係の問題に
五つ章が割かれている。分析テーマは，第1章対
外直接投資の増大と国内経済（近昭夫），第2章ド
ル体制と日本（山田喜志夫），第3章日本経済の「成
熟」と金融資産の累積（居城弘），第4章銀行の不
良債権とその処理（伊藤国彦），第5章財政危機の
構図（藤江昌嗣）である。また，井口（1999）は，マネー
サプライ統計を利用した計量経済分析を行ってい

る。
8．財務省ホームページhttp://www.mof.go.jpに掲載。
9．総務省ホームページhttp://www.stat.go.jpに掲載。
10．総務省ホームページhttp://www.stat.go.jpに掲載。
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はじめに

　1993年，国連等5つの国際機関の手により，
68SNAの改訂版である93SNAが刊行された。
OECD加盟の国々は，2000年までに 93SNA

への移行作業が完了しつつある。日本では，
これまで68SNAに基づいた『年報』が1978

年以来公刊されていたが（経済企画庁経済研
究所編『国民経済計算年報（昭和57年版）』），
1992年から93SNAへの移行作業が着手され，
2000年10月，93SNAへの改訂作業が終了した。
平成13年版の内閣府経済社会総合研究所編
（2001）『国民経済計算年報（平成13年版）』以
降，93SNAに準拠した『年報』が公刊され
るようになった。
　上述のように，日本でも93SNAに基づい
て『年報』が出版されるようになったが，こ
のほかに93SNAの刊行以降，種々の統計が
作成されている。とりわけサテライト勘定関
係の統計がそれである。1．，2．では，93SNA

に対応する形で最近10年間に開発された統
計を中心に紹介する。
　はじめに，2000年10月93SNAへの全面的
改訂の終了した『国民経済計算年報』（日本
SNA）を概観する。日本SNAは，93SNAに基
づき改訂が行われたものであるが，93SNA

の考え方がそのまま反映されているわけでは
ない。日本の統計状況に応じて93SNAに基
づいた『年報』作成が行われている。ここで

は，主として日本SNAの特色をみてゆく。
93SNAの特徴の1つは，サテライト勘定にあ
るといわれている。日本においても種々のサ
テライト勘定の作成が試みられているのでそ
れを紹介する。次いで，当学会に於けるこの
分野に関連した主要な研究について取り上げ，
その次に，SNAの新たな改訂の動きについ
て解説する。なお，物価指数・デフレータ，
実質値に関する話題については，５．で取り
上げている。

１．日本の93SNAへの対応

1.1　『国民経済計算年報』の改訂
　日本では，2000年10月，93SNAへの改訂
作業が終了した。平成13年版の『国民経済
計算年報（平成13年版）』以降，93SNAに準
拠した『年報』が公刊されるようになった。
今回の改訂状況の内容を示したものが，経済
企画庁経済研究所編（2000）である。
　経済企画庁経済研究所編（2000）のほかに
日本SNAの改訂を扱ったものとしては，光
藤（2001），鈴木（2002）等があげられる。光藤
（2001），鈴木（2002）では，主として，日本に
おいて導入された93SNAの勧告，見送られ
た同勧告の面等から議論がおこなわれている。
この2つの論文では，（残念ながら）見送られ
た項目として，制度部門別生産勘定の作成，
活動別産出における基本価格評価表示の産出
の欠落等が上げられている。このほかに光藤
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（2001）では，改訂前と改訂後のGDP開差が
検討されているが，その差は，受注ソフトウェ
アの固定資本形成本形成への組替えと政府の
固定資本減耗増加分によるものとされている。
鈴木（2002）では，93SNAの勘定体系につい
て検討が施されているが，統合経済勘定に関
して「中でも，全体の概観には便利な表であ
る統合経済勘定が結局導入されなかったのは
残念である（注記：平成13年度の年報では，
1年次分だけ参考として示された）」との記
述がみられる（鈴木（2002）18頁）。
　93SNA全般の解説書としては，武野（2001），
浜田（2001），作間（2003）等があげられる。武
野（2001）では，フローとストックに関して
『年報』の数値が，統合経済勘定を用いて提
示されている。このほかに生産境界，間接的
に測定される金融仲介サービス（FISIM）の統
合経済勘定による記録方法，供給・使用表の
行列による一覧表示が試みられている。浜田
（2001）では，今回の『年報』全般に関する解
説が行われ，とりわけ社会保障関係の記述が
強調されている。作間（2003）では，日本SNA

の基本的勘定体系の導出，デフレーター，四
半期速報，サテライト勘定等に関するテーマ
が取り上げられている。巻末に詳細な用語解
説が添付されている。
　経済企画庁経済研究所（2000）では，今回の
改訂の主要な変更点として，次の5点が指摘
されている（経済企画庁経済研究所編（2000）
4～ 5頁）。
　①制度部門別所得支出勘定の細分化。旧『年
報』において1つの所得支出勘定としてまと
めて示されていた勘定が，4つの小勘定によ
り表示される。これらの小勘定を導入するこ
とにより，所得の分配，再分配，消費等一括
して示されていた勘定が，各経済活動ごとに
逐一表示されるように改正された。
　②調整勘定の細分化。旧『年報』の調整勘

定が，改訂『年報』では，「その他の資産量
変動」，「再評価」，「その他の変動」の3つの
勘定に分けて示される。最初の2勘定分割は，
93SNAの提案であるが，3番目の「その他の
変動」は固定資本減耗に関する，フローとス
トックの評価の違いから生じる差額を記す勘
定である。旧『年報』では，調整勘定の役割
は，期首ストック＋蓄積勘定＋調整勘定＝期
末ストックの関係式に示されているように，
蓄積勘定項目でうめきれない，期首ストック
と期末ストックの差額を調整するという消極
的な役割しか与えられていなかった。
　③消費概念の2元化。これまでの最終消費
支出に加えて，新たに現実最終消費の概念が
導入されている。これは，前者が負担の面か
ら導出されている集計値であるのに対して，
後者は，便益の面から導かれている集計値で
ある。現実最終消費は，調整可処分所得の使
用勘定において現物社会移転（現物社会給付，
個別的非市場財貨・サービス）を調整するこ
とにより得られるが，この集計値により，社
会保障関係の記録の充実がはかられる。
　④固定資本形成の範囲の拡大。従来，中間
消費として記録されていたコンピュータソフ
トウェア（受注型のもの），鉱物探査への支出
等を総固定資本形成として記録する。
　⑤一般政府の所有する社会資本に係る固定
資本減耗の計測。道路，ダム，防波堤等の一
般政府によって所有されている資産は減耗し
ないものとして扱われていたが，これらの資
産の固定資本減耗が記録されるようになった。
その結果，政府の産出および付加価値は，固
定資本減耗額だけ増額される。この④，⑤2

つの要因は，フローの概念変更に伴うGDP

の増加要因となる。

1.2　サテライト勘定
　サテライト勘定の採用は，93SNAの主要
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な特徴の1つと考えられる。93SNAのサテラ
イト勘定導入を反映して，わが国でも，種々
のサテライト勘定の作成が試みられている。

環境・経済統合勘定
　地球温暖化，環境汚染等の環境に関わる問
題が，地球的規模でひろがる今日の状況を反
映して，1993年，国連により環境・経済統
合 勘 定（System of Integrated Environmental 

and Economic Accounting: SEEA）の ハ ン ド
ブックが公表された（United Nations, 1993）。
この環境・経済統合勘定は，経済活動を記録
するSNAと関連付けながら，SNAで採用さ
れている資産の境界を拡大することによって
環境に関する負荷を記録する統計体系で，サ
テライト勘定の1つである。国際連合によっ
て提唱された環境・経済統合勘定を参考に，
わが国固有の環境・経済統合勘定の作成が進
められてきている。これは日本版SEEAと呼
ばれるもので，それを解説したものが深見
（1999），有吉（2002）である。また，経済活動
に関しては貨幣表示された国民勘定行列で示
され，環境負荷量を物量単位で表示する環境
勘定が関連付けられた形で統合された「経済
活動と環境負荷のハイブリッド型統合勘定」
が開発されている。有吉（2005），佐藤・杉田
（2005）はこのハイブリット型統合勘定を説
明したものである。日本版SEEAとハイブ
リッド型統合勘定の関係等の記述に関しては，
『統計学』本号，17章環境統計　2．環境・経
済統合勘定において取り上げられている。

無償労働の貨幣評価勘定
　SNAにおいては，「第3者基準」という基
準を用いて生産境界が定義されているが，そ
の生産境界内のすべての経済活動が記録され
ているわけではない。調理・洗濯・掃除，育
児，介護等の家計内で行われている活動，あ

るいはボランティア活動等はSNAの中枢体
系において記録の対象とされていない。この
ような家事やボランティアに従事する作業は
無償労働と呼ばれるが，無償労働の貨幣評価
額が1997年経済企画庁経済研究所により公
表されている。この「無償労働の貨幣評価」
に関する統計は中枢体系内で採用されている
生産境界を拡張することにより導かれるサテ
ライト勘定である。背景は，欧米諸国では，
無償労働の貨幣評価額を推計して，市場経済
活動との集計値の比較が試みられていること，
また家事労働においてこれまで主として女性
によって担われてきているが，その経済的価
値と女性の負担状況を他の経済指標と比較可
能な形で明かにすることは意義のあることと
述べられている（経済企画庁経済研究所国民
経済計算部，1998）。佐藤（1997）では，報告
書に基づき，市場と家計における労働生産性
の比較をすることにより，家庭内の活動ごと
の社会進出状況が説明されている。また無償
労働の推計結果を，対応する市場生産と比
較・検討することにより，女性の社会進出等
政策的側面から種々の貴重なデータが提供さ
れている。

NPIに関するサテライト勘定
　SNAにおいては，制度部門の1つとして対
家計非営利団体が設定されており，他の4つ
の制度部門同様，各経済活動の情報が提示さ
れる仕組みが整えられている。しかしながら
このSNAの対家計非営利団体を，非営利団
体（non－profit institution: NPI）と同一視する
ことは，NPIの活動を狭くとらえている，と
考えられる。NPIの活動を行う単位は，他の
4つの制度部門中にも含まれているとみなさ
れるので，これらの単位を拾い上げることに
よりNPI関係の範囲が確定されなければなら
ない。またNPIの活動を適切に表示する標準
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的な分類を作成する必要性等の課題が指摘さ
れている。このようにSNAによるNPIの統
計的把握は不十分なものであるので，その活
動状況の全貌を体系的，統計的に把握するこ
とを試みる作業が着手されている。ジョン
ズ・ホプキンス国際比較プロジェクト（Johns 

Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project: 

JHCNP）がそれである。このプロジェクトの
成果を踏まえて，国連から2003年に非営利
部門に関するサテライト勘定を作成するハン
ドブックが出版されている（United Nations, 

2003）。山内・柗永（2005）は，JHCNPの内容，
及び国連ハンドブックに基づくNPIサテライ
ト勘定の作成を紹介したものである。山内・
柗永・高橋（2005）では，NPO法人に関する
サテライト勘定の作成が試みられている。桂
（2000），作間（2005）では，68SNAと 93SNA

における対家計非営利団体の定義の相違に関
して検討が行われている。

２．日本に於けるSNAに関する
その他の研究動向

　その他の研究動向として，分布統計と中国
のGDP問題に関して取り上げる。
　ミクロデータとマクロデータの統合に関連
する研究として，家計部門の所得分布に関す
る研究があげられる。分布統計に関するガイ
ドラインとしては，United Nations（1977）が
『家計の所得・消費・蓄積に関する分布統計
のガイドライン』として発行されている。
SNAは，経済循環に関するマクロ経済統計
の基本的枠組を提供するものであるが，所得
概念等に関してもマクロ経済学分野で用いら
れる共通の概念としての資格を与えるもので
ある。分布統計は，SNAにおける家計部門
に関する所得の分配・使用勘定や所得集計値
との整合性をできるだけ維持しながら，家計

部門における所得階層，職業，産業，年齢階
層等種々の社会的属性に注目して，その属性
ごとに所得あるいは資産の分布状況をとらえ
ることを試みるものである。また分布統計は，
SNAの定義，概念等に基づきながらSNA本
体では提供できない情報を提供してくれると
いう意味でサテライト勘定の一種と考えるこ
とができる。浜田（2003）では，1994年と，
1999年に関して93SNAに基礎をおいた分布
統計の推計が行われている。浜田（2005）では，
1989年における分布統計の作成が行われて
いたが，これは，68SNAに基礎をおいたも
のであるので，1989年に関して，93SNAに
基づいた分布統計の推計を行い，1989年と
1999年における2時点間の分布統計に基づく
分析が行われている。
　分布統計以外に，ミクロデータとマクロ
データの統合に関連する研究として桂
（2004）をあげることができる。桂（2004）では，
二極分化しつつある社会においては，絶対水
準を表すデータよりも，構造ないし分布を表
すデータが必要であるとの認識に立ち，その
ためには，ミクロデータを積み上げることに
よってマクロデータを導出する必要性が主張
されている。現行93SNAのマクロデータと，
家計調査に基づいて得られたデータとの比較
検証をすることにより，マクロ・ミクロリン
クを可能にするミクロデータベースの構築が
模索されている。
　中国の経済成長はめざましく，その日本経
済はもちろん，世界経済に及ぼす影響は今ま
でとは比較にならないくらい大きなものと
なっている。このような状況下で，公表され
ている中国のGDP成長率は実態を反映して
いないとの指摘が行われた（その指摘に関し
てはたとえば張，2002参照）。それをうけた
形で本誌『統計学』83号では，「中国のGDP

統計」の特集が組まれている。許・張（訳）
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（2002）では，中国GDP統計の作成経過，中
国GDPの基本的な計算方法ならびに中国
GDPの問題点等が紹介されている。張（2002）
では，中国によって公表されたGDP成長率
は実態を反映したものではないと主張する論
文に対して統計的方法論の観点から批判的検
証が試みられている。また小川（2003）は，中
国GDPの問題点及び問題となっているエネ
ルギー消費とGDP成長率との関係を整理，
検討している

３．SNAの新たな改定の動きに
ついて

　2008年を目途に改定が予定されている
93SNAの改定状況を簡単に紹介する。
　1993年に93SNAが出版されたが，その後
の世界におけるすばやい経済状況の変化は，
93SNAを改定時のままとどめておくことを
許さないものであった。93SNAが，その社
会的妥当性を維持しつづけるためには，絶え
ざる93SNAの更新作業が必要とされていた。
そこで1999年3月の第30回国連統計委員会
で追加的改定メカニズムが合意された。しか
しながら，このような一時的，部分的改定で
は，システムの整合性を満たすことができな
いとの判断に基づき，93SNAを包括的に改
定する必要性が主張されるようになった。こ
のような見解をうけて，5つの国際機関から
構 成 さ れ る ISWGNA（the Inter－secretariat 

Working Group on National Accounts）は， 更
新手続を検討するよう要請された。2002年
10月の ISWGNAの会合で，93SNA改定の種々
の問題が検討され，2003年 3月，第 34回国
連統計委員会で，より包括的なアプローチを
用いて93SNAを改定する提案が ISWGNAに
より提出された。第 34回統計委員会は
ISWGNAによって提出された更新されるべき

問題点のリストを承認した。
　2003年開催の第34回国連統計委員会では，
新しい経済環境，方法論的研究の進展，ユー
ザーの需要を満たすべく，93SNAの更新が
承認された。委員会は，この改定は，特定の
問題を取り上げ，（多くの国で，93SNAがま
だ採用されていない段階で）93SNAの採用を
妨げかねないような，93SNAの基本的ある
いは包括的変更は行わない，また国際収支マ
ニュアル，政府財政統計マニュアルのような
関連した統計との整合性を重視するものであ
る，としている。また改定のために取り上げ
られるべき基準としては，新しい経済環境で
現れつつある問題，ユーザーに広く要求され
ている問題，93SNA改定プロセスの際議論
され，却下された問題でも，その経済的重要
性あるいはその問題点に関する異なった取扱
いを正当化する方法論的研究の進展の理由で，
新たな経済環境のもと検討する必要が生じた
問題等があげられている。
　ISWGNAは，プロジェクトマネージャーと
編者の助力を得て更新プロセスを管理・調整
する責任を負っている（プロジェクトマネー
ジャーと編者は，2004年12月 ISWGNAで，
Carol Carson，Anne Harrisonがそれぞれ指名
された）。この改定作業の透明性を高めるた
めに全世界の統計機関がこの作業に関与する
ことが望まれており，20カ国の専門家から
なるAEG（the Advisory Expert Group）が変更
の提案を行う主要な役割を演ずるとされてい
る。
　この改定作業における審議手続は以下の通
りである。AEGの第1回目の会合で承認され
た問題は最初種々の既存の専門家グループに
より審議される。その主要な検討グループは，
キャンベラⅡ，TFHPSA（the Task Force on 

Harmonization of Public Sector Accounts），
BOPCOM’s（The IMF Balance of Payments 
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Committee’s）である。キャンベラ2は，非金
融資産の検討を委ねられている。TFHPSAの
課題は，更新のための問題を準備することと，
国民経済計算と公共部門会計との調整である。
BOPCOM’sの主要な課題はBOPの改定であ
るが，その仕事はSNAと関連しながら進め
られなければならない。このほかに，EDG

（Electoronic Discussion Groups）等により問題
が検討される。これらの専門家グループによ
り行われた勧告はAEGにまわされ，最終決
定のために議論される。AEGは専門化グルー
プの勧告を審議し，各勧告に対し，93SNA

の明確化あるいは変更の最終勧告を提案する。
AEGの勧告は ISWGNAによって各国あるい
は地域検討委員会に議論のために回覧され，
最終結果が ISWGNAによってまとめられる。
　今改定において主要な役割を果たすAEG

の会合は，5回予定され，既に3回の会合が
開催されている。2004年2月の第1回会合で
AEGは，非金融資産，公共部門，金融部門
勘定そして国際収支表に関連付けられた問題
に焦点をあてながら，更新のために考慮され
るべき問題点の候補を提出した。ISWGNAに
より整理された後の44項目である。第3回目
の会合は2005年7月にバンコクで開催されて
いる。この会合の中間報告で，結論が出され
た問題点に関する勧告の一覧表が提示されて
いる（プロジェクトマネージャーの中間報告
The Project Manager to the Intersecretariat 

Working Group on National Accounts （ISWG-

NA） （2005b） pp.5－17）。2006年1－2月に開催
されるAEGの会合は，問題点を取り扱う段
階の最終会合となるもので，それはまた改定
計画の次の段階への移行を開始するものでも
ある。（93SNAの改定経過に関しては，ウェ
ブ（http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/

snarev1.asp）に経過資料が掲載されているが，
こ こ の 記 述 は，Inter－secretariat Working 

Group on National Accounts （ISWGNA） 
（2003）, The Project Manager to the Intersec-

retariat Working Group on National Accounts 

（ISWGNA） （2005a）, The Project Manager to 

the Intersecretariat Working Group on National 

Accounts （ISWGNA） （2005b）の資料による）

４．SNA関連分野における主要
な変化の意義について

　上述したように，最近10年間の日本にお
ける国民経済計算関連の統計作成状況は，主
として93SNAに対応する形で統計作成が行
われている。第1は，『国民経済計算年報』
の改訂で，第2はサテライト勘定の作成である。
　第1点目に関しては，この改訂により，統
計情報の充実がはかられている。
　旧『年報』では，一国経済と5つの制度部
門に関して所得支出勘定が一括して提示され
ていたが，改訂『年報』では，同勘定が4つ
の小勘定に分割されている。所得支出勘定が
細分化されることにより，各勘定に明示的に
各種のバランス項目が設定されている。たと
えば，第1次所得バランスは，制度部門別第
1次所得の配分勘定のバランス項目であるが，
これを5つの部門に関して合計すると一国経
済のそれである国民総所得（gross national 

income: GNI）が得られる。GNIは，これまで
GNPと呼ばれていた用語であるが，生産概
念ではなく，分配概念の用語として正確な名
称を付与された。旧『年報』の所得支出勘定
では，所得に関する種々の項目および最終消
費支出項目が混在しており，バランス項目は
貯蓄が得られるのみであったが，上記のよう
に細分化をはかることにより詳細な所得分配
に関する情報が入手可能となった。
　この所得支出勘定のもう1つの特徴は，現
物所得の再分配勘定と調整可処分所得の使用
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勘定の導入にある。それにともない，調整可
処分所得，現実最終消費のあらたな概念が導
かれたが，これにより便益に基づいた観点か
らの情報が利用可能になった。これは支出の
観点のみからの情報に対して，便益の観点と
いう新たな視角を提供するもので，社会保障
関係の統計の充実に資するものである（旧『年
報』の所得支出勘定から，現物所得の再分配
勘定が導出可能か検討したものとして桂，
1997 31－35頁参照）。
　旧『年報』において調整勘定が一括して示
されていたのに対して，改訂『年報』では，
それは，3つの勘定から構成されている。こ
のように調整勘定が細分化されたのは，取引
以外の要因による資産の変動要因が重要性を
増してきた今日の状況を反映するもので，日
本におけるバブル経済崩壊後の土地価格，株
価等の下落もここに記録される。調整勘定の
細分化により，各資産に関して，価格変化に
よる再評価によるものか，その他の資産量変
動によるものかの把握が可能になった。
　第2点目に関しては，SNA本体の中枢体系
では，分類，用語等の統一のために，特定の
経済活動に関して情報を求めることはなかな
か困難である。そこで中枢体系とは別にサテ
ライト勘定が提案されているわけである。日
本においては，環境・経済統合勘定，無償労
働の貨幣評価勘定，NPIに関するサテライト
勘定，家計に関する分布統計等のサテライト
勘定が作成されている。これらのサテライト
勘定に共通して言えることは，いずれも現在
生じている種々の問題，あるいは社会的に関
心のある領域に焦点をあてながら必要とされ
る情報の入手・提供を試みることである。一
連のサテライト勘定は，各関心領域ごとに統
計作成が行われるわけであるから，一見，ば
らばらに何の関連性もなく統計作成が行われ
ているような印象を与えるが，それらは少な

くともSNAから派生しているという共有の
特徴をもっている。しかしながらサテライト
勘定の作成が試みられるようになったのは，
最近10年のことで，まだ緒についたばかり
である。サテライト勘定は中枢体系では入手
困難な有益な情報を提供してくれるものでは
あるが，その統計作成には既存統計の利用・
組みかえのほかに，新たにデータを入手する
ために調査等を行う必要が生じ，多くの労力
と時間を要することも事実である。今後，サ
テライト勘定が継続的に作成されるのか，ま
たどのような種類の新たなサテライト勘定が
作成されるようになるのか，個別的なサテラ
イト勘定と同時に，サテライト勘定の進展は
興味深い問題である。

５．日本に於ける物価指数，デ
フレータ，実質値に関する
状況について

　この分野における2002年頃までの状況に
ついては，作間（2003年）の6章（松川太一郎
担当）に概要が記述されており，参考になる。
ここでは主として，そこでほとんど触れられ
ていないGDPデフレータと実質値計算方法
の連鎖方式への変更と交易条件に関する
Kurabayashi and Sakuma（2002）の業績につい
て述べることにしたい。
　2004年 12月公表の 2003年度確報，及び
2004年度7－9月期GDP2次速報から，GDP支
出系列のデフレータと実質値の計算方法が従
来の固定基準方式から連鎖方式に変更された。
この連鎖方式への変更は，93SNAで推奨さ
れていたものであるが，2000年に日本の国
民経済計算を93SNAに準拠したものに変更
した時には，本格的な変更が見送られ，実質
値の計算に際しては旧来のパーシェ式の価格
指数が用いられていた。今回の連鎖方式への
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変更は，1996年に導入した米国に続いて，
カナダ（2001年）イギリス（2003年）が導入す
るなど世界各国の動きに刺激されたものでは
ないかと推察されるが，筆者としては，もっ
と慎重であってもよかったのではないかと考
える。確かに，基準年がいつも前年になるこ
とでウェイトの構造変化が反映されやすくな
るという利点はあるが，加法整合性の不成立
による「開差」項目の導入やドリフトの問題
があり，データの利用者や学生には，デフレー
タや実質値の意味理解がより難しくなり，あ
やまった利用がなされる可能性が大きくなっ
たのではないかと考える。また，従来一つで
あった基準年が体系基準年，基準年，参照年
に区分されたが，この点も，従来のデータ利
用者には分かりにくいのではないかと考える。
なお，従来の固定基準年方式の数値も公表さ
れており，この点は評価したい。93SNAでは，
連鎖方式に加えて加法整合性のなさを補うた
めに，固定基準方式のデフレータも同時並行
して公表するように勧告しているが，日本で
もこの点をずっと遵守してほしい。
　さて，次に交易条件に関するKurabayashi 

and Sakuma（2002）の業績について述べたい。
93SNAでは，新たに16章で各国の推計当局
が交易条件効果を推定し，実質可処分所得を
公表することを推奨し，推計方法を記述して
いるが，それは，過去の研究成果を十分に反
映 し た も の で は な い。Kurabayashi and 

Sakuma（2002）は，G. ステューベルの業績が
反映されていないことを指摘し，それを反映
させた形で交易条件の推計方法をより明確に
提示するとともに，それと購買力平価との関
係を展開したものである。地味かもしれない
が，一つの世界レベルでの貢献といってよい
だろう。なお，作間は，当学会の46回全国
総会（2002年開催）で同じ内容の報告を行っ
ており，日本語の報告資料もある。

　最後に，購買力平価に関する研究もこの分
野の重要なテーマの一つであるが，ここでは
スペースの関係上基本的に取り扱わないこと
にする。ただし，現在進行中の，ICPプロジェ
クト2003－2006で行われている新たな試みに
ついて，少しだけ触れておきたい。Aten and 

Heston（2004）によれば，今回のプロジェク
トでは各国で都市（urban）と農村（rural）で
別々の価格指数を計算することができるよう
にデータが収集されており，貧困水準の国際
比較研究分野などで注目されている。
（本章の執筆に当たって，「はじめに，1．2．3．
4.」を金丸が担当し，「5.」を光藤が担当した。）
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はじめに

　産業連関研究は，産業連関表の作成・整備
が進められることによって，一方では，国際
的国内的な比較・実証分析が行われ，他方で
は，近年の環境問題の展開に対応して，環境
分析が多様化する。本章は，近年の産業連関
計算にかんする研究動向を，環境分析（2節
と3節），経済分析（4節から6節），および環境・
経済分析（7節）に区分して，その方向性を明
らかにする。

１．環境分析用産業連関表の開
発動向

　1970年，国際公害シンポジウム（東京）に
おけるレオンチェフの公演：「環境波及と経
済構造」（Leontief（1970））をきっかけとして，
産業連関表を環境分析に適用する研究が開始
され，それにもとづいて，わが国において，
通産省が昭和43年と48年を対象とする「産
業公害分析用産業連関表」を作成した（通商
産業省（1971），通商産業大臣官房（1976））。
その後，「公害分析用産業連関表」の作成は
行われなかったが，1990年代に入り，新た
な環境問題として，地球温暖化問題が脚光浴
び，経済活動とエネルギー消費量および環境
負荷の関係を詳細に分析することが必要に
なった。そのために，産業連関原表，物量表，
およびエネルギー関連統計等を利用し，「熱

量表」，「CO2発生表」，「CO2控除表」および
「CO2排出量表」を作成することによって，
産業連関表の国内生産額とCO2排出量の関
係を明示する「環境分析用産業連関表」が開
発された（例えば，朝倉他（2001））。慶應義塾
大学産業研究所の環境研究グループが作成し
た1985年環境分析用産業連関表は，エネル
ギーとCO2排出原単位の他に，SOxとNOx

排出原単位も計測・公表していたが，1990

年表以降は，エネルギー消費とCO2排出原
単位の計測を中心に環境表の作成を行ってい
る。また，電力中央研究所，国立環境研究所，
および日本建築学会等は，エネルギー消費と
CO2排出原単位以外の環境負荷についても作
成・報告しており，それについては，日本建
築学会（2003，表2.3.1）でまとめられている。
　環境分析用産業連関表の基本的な表章形式
が確定すると，それにもとづいて地域レベル
で環境表を作成する研究（例えば，濱砂・三
戸（2002））や海外表の作成・分析と比較研究
（例えば，Yoshinaga（2000），藤川（1996c），
李（2002b）等）が多数報告される1）。そして，
国際的な相互依存関係に対応して環境負荷分
析を行うために，WGⅠ（2002）は，東アジア
地域の 9カ国について，エネルギー消費，
CO2とSOx排出量の計測可能な環境分析用産
業連関表（「EDEN表」）を作成し，その作成方
法，表章形式と分析モデル，各国および各国
間の環境負荷の相互依存関係，外洋輸送時の
CO2負荷および技術移転のシミュレーション
分析の結果等を明らかにしている。ちなみに，
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各国表をリンクして国際表に展開する手順と
統計的な問題点については，新保（WGⅤ
（2002，第5章））がある。

２．新しい環境分析用産業連関
計算の展開

　産業連関表を利用した環境負荷計算は，「ラ
イフサイクルアセスメント（Life Cycle 

Assessment；LCA）」の概念によって整理さ
れる。それは，ある製品や技術システムにつ
いて，製造過程，運用過程および最終的な廃
棄過程において投入されるエネルギーや環境
負荷の排出量を精査し，環境影響を計測する
手法である。したがって，環境産業連関計算
においては，実態調査等によって技術アク
ティヴィティが作成され，産業部門に格付け
され，「単価表」等を利用して金額評価され，
それが最終需要ベクトルとして設定されるこ
とによって，直接間接CO2負荷量が計算さ
れることが分析の基本型である（例えば，吉
岡（完）他（1998c））。しかし，産業連関計算で
は捉えられない詳細な物財の技術情報や実態
的なフローを整理・追跡する工学系研究者の
影響と，今日的な循環型社会のモデル分析の
要請から，環境分析用産業連関計算も変容し
ており，それに関連する論点を整理してみる。
　環境負荷計算においては，レオンチェフ逆
行列として，（I－A）－1または（I－（I－M）A）－1が
利用されることが一般的であるが，本藤他
（1999a）は，海外輸入元の製造過程や洋上輸
送のエネルギー消費等を調査・計測すること
によって，環境負荷を計測し，近藤他（1994）
は，貿易データを利用して輸出入に関連する
CO2負荷を補完推計する。
　産業連関表を利用した環境負荷計算の特徴
は，レオンチェフ逆行列を媒介として，環境
負荷の直接間接効果を計測することであるが，

産業連関表の投入産出関係が中間財に限定さ
れていることから，野村他（1994）や日本建築
学会の関連論文においては，固定資本減耗や
資本形成等を考慮に入れたCO2負荷やエネ
ルギー原単位等が計測されている。
　技術過程の環境評価法の基本的な問題点と
して，「配分問題」がある。配分問題とは，1

つの生産過程が複数の財を生産する場合，環
境負荷を振り分ける方法的な問題点である。
産業連関表においては，1つのアクティヴィ
ティが結合生産する場合，主生産物とくず・
副産物に区分し，ストーン方式によって処理
されているが，財の実態的なフローを重要視
する観点から，それは「歪み」と捉えられて
いる。それについて，森口・近藤（1998）は，
石油精製過程等にかんして，配分方法の相違
によって環境負荷が大きく異なることを具体
的に明らかにする。吉田他（1998）は，結合生
産物を明示的に取り扱う「三次元産業連関表」
を開発し，松橋（WG2（2002，Ⅰ－第2～4章）），
松橋他（WG2（2002，Ⅰ－第5章））と吉岡（理）
他（1996）は，線形計画法を利用して，環境負
荷やエネルギー負荷の最適な配分方法を確定
する方法を開発する。松橋らの提示した環境
評価法の枠組みは，動学LCA，リサイクル
およびClean Development Mechanism；CDM

を含んでおり，それにもとづいて，多数の研
究事例が報告されている。また，廃棄物の環
境評価について，大平他（1998，1999）は，産
業連関表の付帯表として廃棄物の排出量と最
終処理量を作成する一方，中村（2002）は，産
業連関表の内生部門として，廃棄物の発生，
処理および再資源化の過程を把握可能なデー
タベースを付加し，「廃棄物産業連関表」を
作成する。そして，吉岡（完）・菅（1997）は，
1つのアクティビィティが複数の財・サービ
スを生産するケース，複数のアクティビィ
ティが1つまたは複数の財・サービスを生産
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するケース，財・サービス自体が代替的・補
完的関係を示すケース等につて，独自の技術
アクティビティと分析の想定を挿入可能な
「シナリオレオンチェフ産業連関表」を開発し，
実証分析に利用している。
　他方，技術工学的な観点から，産業連関表
を利用して計測される単位あたりの環境負荷
は，社会的な「平均値」であることが強く意
識され，特定の技術システムを環境評価する
時の産業連関計算の特徴点として取り上げら
れてきた。それについて，吉岡（完）・中島
（1998d）は，『工業統計調査』と『石油等消費
構造統計』のミクロデータを利用して，生産
額1単位あたりの燃料使用量とCO2排出量の
分布を明らかにし，それを契機として，本藤
他（2001），吉田他（WGⅡ（2002，Ⅰ－第11章））
と南斎他（2001）は，CO2排出原単位の変動係
数の計測，感度分析および誤差の計測を行な
う。また，産業連関表では，1つの財・サー
ビスの単価は，供給先が異なっても一定であ
ることが分析の仮定となっているが，本藤・
内山（1999b）は，電力の販売・供給単価の相
違を反映したCO2原単位の計測を行っている。

３．国際的な産業連関計算

　これまで，海外表や国際的な標準表につい
て，作表の経緯や基本的な表章形式が紹介さ
れ，標準表への組み替え作業や多数の分析結
果が紹介されてきており2），例えば，三浦
（2002，2004）による「食料を中心とした産業
連関表」の作成と国際比較，藤川（1999e，
2000，2001）による韓国表の基本構成の紹介，
ASEAN 4カ国の相互依存分析，および日韓
ワールドカップの国際間波及効果分析，泉他
（1998）による物量レベルでの日中比較表の
作成，良永（1998a，b）によるドイツの物的産
業連関表の紹介と分析，良永・泉（1994）によ

る日本表のEU標準表への組み替えと分析，
良 永（1995，1996，1997a，b，2003）と Yoshinaga

（1995a，b）によるEU全体やEU各国の経済分
析と日本との比較研究，ドイツ再統一前後の
構造分析，産業連関表の速報性を高めるため
のEURO推計法の紹介，接続EU国際産業連
関表の作成等が行われ，良永自身によるドイ
ツ産業連関計算を中心とした研究は，良永
（2001）にまとめられている。また，各国間の
相互依存関係を明らかにするために，国際産
業連関表が作成・公表されてきたが，各国の
価格評価として為替レートが採用されている
ことから，Izumi and Li（2001），Li et al.（1995），
Ren et al.（2001），泉・李（1999a），泉他（2003），
尹他（2002），木地他（2002），李（1995b，2001），
李・ 泉（1996，2002a）， 李 他（2000）， 梁 他
（1998）は，小売価格の実態調査の結果や価格
モデル等を援用しながら産業部門別の購買力
平価（PPP）を推計し，日本，韓国および中国
にかんする統一価格表の開発を推進している。
　一方，Fujikawa et al.（1995a），Fujikawa and 

Milana（1996）， 泉 他（2003）， 藤 川（1996a，
1999a，c），藤川他（1998b），藤川・ミラナ
（1997b），李他（1998）は，各国間の価格格差
を要因分解し，費用構造の相違を注視してお
り，そこでは，彼らが開発したPPPの利用
や指数論からの考察も行われている。他方，
生産量にかんしては，木下（2002），藤川
（1996b），二宮・藤川（1997）がアジア地域の
Deviation from Proportional Growth；DPG 分
析を行っている3）。

４．国内地域（間）産業連関表の
整備

　わが国の都道府県の地域産業連関表は，平
成2年を対象として，同一年の産業連関表が
整備された（総務庁（1995））。それに対応して，
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大平他（1997）は，都道府県産業連関表を足し
合わせて作成した全国表を総務庁が公表する
日本表等と比較し，移輸出入ベクトルの推計
精度の問題点を指摘する。また，公表される
大地域の産業連関表と推計対象の小地域の統
計と統計比率を利用して，研究者独自の小地
域（間）表を作成・利用する研究が多数行われ
ているが（例えば，金山（2002）），中澤（2002）
は，その推計方法を整理し，大地域の統計値
の分割・按分比率をもちいた推計値を工業統
計の組替え値と移輸出実態調査から積み上げ
た値と比較し，2つの方法の数量的な差異を
明らかにしている。そして，典型的な小地域
表の作成とは異なる研究として，井田（2000）
による規模別地域産業連関表や，人見（2000）
による重力モデル等を利用した電力供給区分
にもとづく全国9地域間産業連関表の作成と
分析がある。他方，地域間産業連関計算では，
いわゆる「跳ね返り需要」の経済影響を計測
することが可能であり，それについての図説
や理論的実証的研究も行われている（例えば，
片田他（1994，1996），安田（2000））。

５．波及効果分析と投入産出関
係にかんする基本的な論点

　近年，地域表をもちいたイベントや経済政
策等の波及効果分析や，少子高齢化社会に対
応するための医療，福祉と社会保障等の拡充
効果を従来型の公共投資の経済効果と数量的
に比較するために4），産業連関計算を利用す
る研究が多数報告され，そこでは，消費を内
生的に取り扱う2つのモデル操作が多用され
る。第1の方法は，波及効果分析の対象とな
る最終需要ベクトルを設定し，最終需要→（レ
オンチェフ逆行列）→「1次」波及効果量：X1

→付加価値→家計消費需要→（レオンチェフ
逆行列）→「2次」波及効果量：X2→……のよ

うに，家計消費需要を迂回した波及効果量（X2，
X3，……）を計測し，X1と合算する方法であり，
それは，例えば土居他（1996）に見られるよう
に，「分析の定番」となっていることがわかる。
そして，第 2の方法は，例えば小川・山下
（2001）が利用するいわゆる「消費内生化モデ
ル」である。そういった家計消費需要の内生
化と関連して，宮澤（2000）は，公共事業と福
祉関連事業の波及効果量の比較分析における
留意点を整理している。
　その一方，レオンチェフ逆行列の波及過程
を示す行列乗数を利用する研究として，シッ
ド他（2000）は，農業部門の自給率の高低との
関連性を明らかにし，鈴木（2000）は，統合度
が異なる産業連関表のレオンチェフ逆行列へ
の収束度合いを計測する。さらに，分析の前
提となる投入係数の安定性に関連して，中谷
（1995）は，産業連関計算にファジイ理論の適
用を検討し，釜（2001）は，投入係数にニュー
ラルネットワークにもとづく投入関数を設定
し，可変投入係数と固定投入係数をもちいた
産業連関計算の比較を行う。
　そして，レンチェフ逆行列によっては明示
できない産業部門間の投入産出関係について，
徳田（1998）は産業部門間の階層的なネット
ワーク図表を作成し，朝倉（1997a，b）と
Schnabl and Yoshinaga（2003）は「質的な産業
連関分析」を展開し，濱砂（1996，1997）は質
的分析法の起点となったCzaykaの構想の論
理構造を明らかにする。なお，質的分析法に
たいして，岩崎（2000，2003）の批判がある。

６．産業連関計算データの利用
方法の展開

　産業連関表に多変量解析を適用する研究と
して，大平（1994）は，変動成分分析によって，
投入係数の変化を「投入変動成分」と「産出
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変動成分」によって明らかにし，葛谷（1996）
は，投入係数と産出係数に多次元尺度法を適
用し，産業部門をグループ化する。
　また，泉が剰余価値率等を計測するために
もちいてきた労働価値計算の基本算式は，国
際的な不等価労働量交換の計測や労働生産性
の計測（Nakajima and Izumi（1995a，b），泉・
中島（1995），中島（章）（2001））へ展開してい
る。
　そして，経済成長の要因として，全要素生
産性（Total Factor Productivity；TFP）について，
計測算式は論者によって異なるが，Izumi et 

al（1999，2000），泉・李（1997，1999b），黒田
（1999a），黒田・野村（1999b），藤川・渡邊
（2002a），李（1997）等が計測しており，TFP

の計測研究は，黒田・野村（1997）によって，
レオンチェフ動学逆行列とユニットストラク
チャに接合され，動学的ユニットTFPの開
発が行われている。また，生産性の推計や多
部門計量モデルの構築には，時系列産業連関
表をはじめとする労働と資本等の詳細なデー
タベースが必要であり，それは，黒田他
（1996）によって報告されている。

７．産業連関モデルのクローズ
ド化

　第6節で概説したように，今日の産業連関
モデルでは，家計消費需要を内生化して波及
効果量を計測する事例が特徴的であるが，片
田（1997a）と片田他（1997b）による公共投資の
事業別誘発効果の時系列比較等に見られるよ
うに，消費需要と同様に投資需要を転換係数
を利用して内生的に取り扱う研究も行われる。
それは，外生需要を内生化していく過程で
あって，今日では，研究者や研究機関によっ
て，多部門計量経済モデルや計算可能な一般
均 衡 モ デ ル（Computable General Equilibri-

um；CGE）が構築され，そして，環境分析と
接合されておりモデルの基本構造と環境・経
済シミュレーションの結果が多数報告されて
いる（例えば，Nakano and Asakura（2002），朝
倉他（2000），中島（隆）他（2000，2001，2002），
藤川（2002c），藤川・渡邊（2003））。なお，多
部門モデルの構築と関連して，藤川（1999a）は，
レオンチェフ型生産関数と新古典派生産関数
における需給バランスの相違やオープンモデ
ルと多部門モデルの生産量の変容等を示し，
CGEモデルや多部門計量モデルの研究動向
を整理している。

８．小　括

　かつて，レオンチェフは，投入係数を，各
産業部門の投入量を産出量で割る（＝『上か
ら』の投入係数の算定）のではなく，技術工
学データを利用して，『下から』計測するこ
とを提案した。資源・エネルギー・環境問題
が大きな社会問題として注目を浴びる今日，
研究者によって，技術工学情報を利用した技
術係数が産業連関表に挿入され，環境・経済
分析が行われ，新しい産業連関計算が展開し
ていることが明らかになった。その一方，産
業連関計算の形成過程を振り返るならば，家
計消費需要や投資財需要が外生化され，経済
計画の策定過程に産業連関計算が組み込まれ
ることによって，オープン型産業連関計算が
現行産業連関計算として形成されていく。し
かし，昨今の産業連関研究者による利用方法
は，環境分析を除くならば，オープン型産業
連関モデルによる波及効果量の計測がやや陰
をひそめ，外生需要を内生化する手法が多用
されていることから，産業連関計算は，予測・
計画型モデルのなかに再び取り込まれつつあ
ると言えるかもしれない。とはいえ，今日，
大きな社会問題化した環境問題をきっかけに，
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これまで分析の前提となって問われることが
なかった諸仮定が再び考察の対象となってお
り，今後，あたらしい環境保全型の社会シス
テムが構想されることによって，これまでと
は異なる産業連関計算を展望する必要が生じ
ることも予想される。それは，産業連関研究
者にとって，大きな課題になるかと思われる。

注

1．2節と3節に関連して，環境分析用産業連関表を
利用した分析報告書として，たとえば，WGⅡ（2002）
や朝倉他（2001）がある。

2．世界各国の産業連関表の作成動向については，
木地（2001）がある。

3．わが国の地域表にDPGを適用した研究として，
藤川（1998a）がある。

4．福祉事業の経済効果については，例えば斉藤
（2001a，b，2002）が概説している。
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１．環境統計の現状

1.1　環境統計の現状
　本節では，まず環境統計の現状を概観した
後，制度的には統計ではないが環境に関する
情報を取り扱う諸制度の整備の動向について
述べる。
　現時点では，環境統計は，労働統計や産業
統計のような統計の分野として確立されてい
るとはいえない。環境省が所管する統計法制
上の統計調査はきわめて少数である。環境省
が所管する指定統計調査は存在せず，承認統
計調査としては「環境にやさしい企業行動調
査」「温泉利用施設実態調査」（温泉法に基づ
き，温泉は環境省の所管となっている）「水質
汚濁物質排出量総合調査」「大気汚染物質排
出量総合調査」（経済産業省との共管）の4件，
届出統計調査としては「産業廃棄物排出・処
理状況調査」「一般廃棄物処理事業実態調査」
の2件計6件があるに過ぎない。環境省が関
わる統計調査そのものが少ないことを反映し
て，これらの統計についての社会統計学的研
究といえる研究は松藤ほか（1993），仙田ほか
（2002），仙田ほか（2004）を挙げることができ
るのみである。
　なぜ，環境省が関わる統計調査がこれほど
少ないのだろうか。以下ではその原因を次の
4点にわたって考察する。
⒜　環境省の組織上の問題

⒝　環境行政の分散性の問題
⒞　環境行政の計画性の問題
⒟　被調査者側の問題
　環境問題は自然にかかわる問題だから，そ
の認識は統計調査ではなく自然科学的観測に
よる必要がある，と考える人がいるかもしれ
ない。しかし，環境問題は純粋な自然現象で
はなく，自然と人間社会が関わる中で発生す
る問題である（この点で，自然現象と見なす
ことはできない環境問題と，人間活動の影響
を受けるものの基本的には自然現象とみなせ
る自然災害を一応区別することができる）。
われわれにとっての環境のうち，人間活動の
影響を受けない原生自然は例外的であり，そ
の多くは棚田や里山のように人間活動の強い
影響を受けて成り立っている。したがって，
環境を認識するためには，自然そのものにつ
いて認識するだけでは不十分であり，環境を
改変し，保全し，ある場合には破壊する人間
社会のありようについて認識することが必要
である。そのためには統計調査が重要な役割
を果たすはずである。
　それにもかかわらず環境統計が少ないのは
なぜであろうか。その第一の理由として，環
境省に統計を担当する部署がなく，統計を専
門とする職員（いわゆる官庁統計家）もいない
ため，統計調査を行おうとしても困難である
という理由をあげることができる。環境省に
統計組織がないため，環境省はいくつかの「ア
ンケート調査」を公益法人等に委託・請負さ
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せて行っている。それらの「アンケート調査」
の中には毎年繰り返し行われるものも少なか
らず存在する。実際，「環境にやさしい企業
行動調査」は2004年度までは「アンケート
調査」として実施されていたが2005年度よ
り承認統計調査として実施されている（統計
調査の民間委託が認められるようになったた
め，委託によって実施している「環境にやさ
しい企業行動調査」を承認統計調査にするこ
とができるようになったものと考えられる）。
「環境にやさしい企業行動調査」の事例のよ
うに，他の「アンケート調査」も今後統計調
査に移行する可能性がある。
　これらの「アンケート調査」の中には，いっ
たん公益法人に委託・請負された後で，その
調査の一部が再委託等によって民間営利企業
によって実施されるものがある。例えば「産
業廃棄物処理施設状況調査」は，その報告書
によれば「本調査は環境省大臣官房廃棄物・
リサイクル対策部産業廃棄物課の企画に基づ
き，財団法人日本産業廃棄物処理振興セン
ターが環境省の請負業務として実施した」と
なっているが，少なくともその調査の一部を
民間営利企業が実施している。敏感な問題に
かかわるデータ（例えば焼却炉ごとのダイオ
キシン排出量の個票データ）を営利企業が調
査することは，調査の継続可能性，調査担当
企業が非公表の個票データを入手し得ること
によるデータの正確性・信頼性に及ぼす影響，
および調査者である民間企業が非公表データ
を入手可能になることにより市場競争上優位
な地位に立つ可能性があるという点など慎重
な検討を要するものと考えられる。
　しかしながら，「なぜ環境統計が少ないの
か」という問題に対しては，この第一の理由
は形式的な理由に過ぎない。もし環境省が多
数の統計を必要とするのなら，おのずから統
計を所管する組織が環境省内に設置されるは

ずだからである。逆にいえば，そもそも環境
省はあまり統計を必要としない官庁であった
ために，これまで統計組織をもたなかったの
である。では，次に問題になるのは，なぜ環
境省が統計をあまり必要としなかったのかと
いうことである。
　環境省が関わる統計調査が少ない第二の理
由として，環境行政がきわめて分散的である
ことを挙げることができる。分散・錯綜する
環境行政の総体を明らかにすることは別の機
会に譲らざるを得ないが，例を挙げれば環境
問題と密接なかかわりを持つ公害等調整委員
会は総務省に設置されており，2000年省庁
再編の前は旧総理府において旧環境庁と並立
する機関であった。経済産業省には産業技術
環境局がありそこに環境政策課とリサイクル
推進課が置かれ，農林水産省には大臣官房環
境政策課がある。国土交通省には「環境」と
いう名前がつく課が7局にまたがり8課存在
する。文部科学省は環境に関する研究予算を
所管するほか，環境と密接にかかわる文化財
行政（天然記念物等）を所管している。環境行
政の分散性は環境省内部にも及んでおり，一
例を挙げれば環境省の事務次官は財務省から
の出向者と厚生労働省からの出向者が着任す
る慣習になっている。
　また地方自治体との関係においても環境行
政は分散的である。これについてもここでそ
の総体を示すことはできないが，極端な例を
挙げれば一般廃棄物処理業の免許は各市町村
ごとに市町村長が行う。つまりA市の一般廃
棄物処理業の免許を持つ業者が隣接するB市
で事業を行おうとするときは，改めてB市長
から一般廃棄物処理業の免許を受けなければ
ならないのである。
　このような著しい環境行政の分散性に起因
して，各省庁や自治体ごとに「環境に関わる
統計」が作成されることになる。しかし，「環
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境に関わる統計」のうちのどこまでが「環境
統計」であるかという線引きは事実上不可能
である。一例として，アスベスト（石綿）問題
をみてみよう。アスベスト原料の輸入は財務
省の所管，製品の生産は経済産業省，労働災
害および工場内の環境は厚生労働省の所管，
建築物の建設・解体工事は国土交通省，学校
の屋内大気環境は文部科学省，建物外の大気
環境およびアスベスト含有廃棄物は環境省の
所管になっている。これに対応して，アスベ
ストの輸入は財務省「貿易統計」，労働災害
に関しては厚生労働省「労働災害統計」，関
連製品の生産量については経済産業省「生産
動態統計（窯業・建材工業）」，アスベスト含
有廃棄物の処分については環境省「産業廃棄
物排出・処理状況調査」というように，各省
が自分の「守備範囲」で統計調査を行ってい
る（現在ではアスベスト関連製品の生産が原
則禁止になったので，生産動態統計による調
査は廃止された）。ここでアスベストの輸入
や生産が「貿易統計」「生産動態統計」で調
査されているからといって，それらの統計が
「環境統計」であるということは不適当であ
ろう。つまり，「環境統計」であると断定で
きる統計はきわめて少ない一方で，各省庁に
おいて「環境に関わる統計」が膨大に作成さ
れるという状況が生じているのである。極言
すれば，人間の行うことは全て環境に何らか
の影響を与えるのだから，全ての統計が「環
境にかかわる統計」であると言うこともでき
る。
　環境統計の整備が遅れている理由はこれに
とどまらない。第三の理由として，環境政策
が分散的であるのみならずいわゆる「縦割り」
かつ「対症療法的」であって，総合的・計画
的に進められてこなかったことを挙げること
ができる。
　もし環境政策が計画的に推進されるならば，

計画策定および執行のための情報源として体
系的な統計調査が必要である。特に，中長期
の計画が策定され政策の数値目標が設定され
た場合には，施策の進捗状況を点検するため
に毎年くりかえされる統計調査が必須となる。
しかしながらこれまでのところ環境政策の分
野では各省庁別の「縦割り」行政が放置され，
総合的・計画的な行政が行われてこなかった
ので，統計も体系的に整備する必要性が乏し
かったといえる。
　環境政策の分野の基本計画として環境基本
計画が存在するが，これには施策の目標が文
章で記述されているだけであり，数値目標と
しては既存の環境基準等が「参考」として掲
げられているのに過ぎない。環境基本計画（第
2次）の策定作業の一環として，環境庁（当時）
は環境基本計画に数値目標を導入するための
総合的環境指標の検討を行った（環境庁
（1999）および松橋ほか（2000））が，実際に策
定された環境基本計画（第2次）に盛り込むこ
とはできなかった。現在，環境基本計画（第
3次）の策定に向けて再び数値目標の設定が
目指されており，「環境基本計画における目
標・指標のあり方に関する調査検討会」が組
織されて具体的検討を行っている。
　環境政策の分野でも，数値目標が設定され
実効性ある計画制度が利用されたときにはそ
れに対応する統計調査（もしくは「アンケー
ト調査」）が行われる。代表的な例として，京
都議定書で日本は1990年対比6％の温室効果
ガス（GHG）排出量削減を義務付けられてい
るが，これを実現するための国内計画として
数値目標を含む「京都議定書目標達成計画」
が2005年4月に閣議決定されている。目標達
成を明確にするため，各国がGHGの排出量・
吸収量（GHGインベントリ）推計のための国
内制度を2006年末までに整備することも京
都議定書で義務付けられている。それに対応
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するため環境省は2002年に「温室効果ガス
排出量・吸収量推計のための国内制度指針」
を発表しており，そこでは約50件の既存統
計調査等を二次利用してGHGインベントリ
を推計することとしている。
　また，リサイクルに関する基本法である循
環型社会形成推進法が2002年に制定され，
それに基づき基本計画である「循環型社会形
成推進基本計画」が2003年に策定された。「循
環型社会形成推進基本計画」には環境省（環
境庁）が 1980年代から進めてきたマテリア
ル・フロー分析研究の成果（国立環境研究所
によるマテリアル・フロー分析の成果が始め
て出版物として現れるのは環境庁リサイクル
研究会（1991）であり，1992年度から毎年『環
境白書』に日本のマテリアル・フロー推計値
が掲載されている。松野・森口（2003）も参照）
を具体化した3つの目標（「資源生産性」「循
環利用率」「廃棄物最終処分量」）と，6つの「取
組指標目標」および個別品目のリサイクルに
関する目標が定められている。これに対応し
て，各省庁において食品ロス統計調査（承認
統計調査，農林水産省）や建設副産物実態調
査（承認統計調査，国土交通省）など「循環型
社会推進基本計画」における個別品目のリサ
イクル目標にかかわる統計調査が整備されて
きている（唯是・三浦（2004a）（2004b）が食品
ロス統計について検討を行っている）。
　さらに環境基本法に規定された公害防止計
画や，容器包装リサイクル法制度の分別収集
計画・再商品化計画に関して，その数量的根
拠となる統計調査や「アンケート調査」が行
われている。『統計行政の新たな展開方向』
においてリサイクルに関する統計整備の必要
性が指摘されており，リサイクルの分野では
今後さらに統計が整備されていくものと予想
される。
　環境統計の整備が遅れている第四の理由と

して，被調査者側の問題を検討しておこう。
環境統計の調査対象は組織化が遅れており，
網羅的な名簿が作られていない事例が多い。
例えば廃棄物処理業者については一般廃棄物
処理業者と産業廃棄物処理業者が存在するが
（兼業することも可能），一般廃棄物処理業者
については前述の極端に細分化された免許制
度のため業界団体が存在できず全国的な名簿
も作られていない。そのため現時点では一般
廃棄物処理業者に対する統計調査を行うこと
は困難であり，また業界団体が民間統計を作
成することも期待できない。産業廃棄物処理
業者は都道府県および廃棄物処理法上の政令
指定市が免許を行うが，財団法人廃棄物処理
振興財団が2000年に免許データの提供を受
けて名寄せを行って網羅的な全国名簿を作成
し，その後も継続して名簿をメンテナンスし
ている。この名簿はインターネット上で検索
することができる（http://www.sanpainet.or.jp/

index3.cfm）。産業廃棄物処理業には業界団
体・社団法人全国産業廃棄物連合会も存在し，
民間統計の作成も試みられている（例えば
2003年3月に公表された「在宅医療廃棄物実
態調査」など）。
　また環境保護に関わる非営利団体について
は，環境再生保全機構（旧環境事業団）地球環
境基金と環境省が財団法人日本環境協会に委
託して2003年12月から2004年1月にかけて
「環境NGO総覧作成調査」を行い，その結果
をインターネットで公開している。ただしこ
れまでの経緯による行政機関との相互不信感
などの理由もあり，この名簿は網羅的なもの
には程遠い。特に公害被害者団体や廃棄物処
理施設反対運動団体等はこの名簿にほとんど
登載されていない。
　環境問題が深刻化すると，「公害」と総称
されるさまざまな被害が発生する。公害の被
害者は集団として認識されており（「公害」と
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いう用語そのものが，個人的な被害ではなく
「公」の被害であることを示している），公害
被害者集団の状況を明らかにするための統計
調査の必要性がかねてより強く叫ばれてきて
いるものの，実現していない。被害者団体や
研究者による社会調査の手法による公害被害
の調査は多数存在する（藤岡（2002）を参照）。
公害健康被害補償法に基づく公害健康被害認
定者数が業務統計として公表されており，か
つては一定の留保をつけた上でこれを環境汚
染による公害健康被害者数の指標として用い
ていた。しかし，1988年以降大気汚染によ
る公害健康被害の認定が中止されているので，
現在では公害健康被害認定者数は公害健康被
害者数の指標として全く役に立たない。よっ
て現時点で利用できる公害被害者数の指標と
なる統計値は存在しない。また被害者認定が
行われていた時期でも被害者として認定され
るか否かを区別する規準があいまいであると
いう問題があり，認定の可否をめぐって多数
の裁判が起こされた。水俣病の認定をめぐっ
ては現在も裁判が続いている。
　環境に関わるビジネスや環境保護運動団体
がひとまとまりのグループとして認識されて
いないため，これらは日本標準産業分類上に
明確な位置づけをもっていない。例えば環境
保護の非営利団体は，標準産業分類上では「細
分類9199　他に分類されない非営利的団体」
に分類されてしまっている。OECDとEuro-

statは「環境ビジネス」の分類を定義してい
るが（OECD/Eurostat（1999）），これを日本標
準産業分類と対応付けることは容易ではない。
環境省はOECD/Eurostat分類を参考にして
「わが国の環境ビジネスの市場規模及び雇用
規模の現状と将来予測についての推計」を行
い2003年5月に発表している（環境省（2003c））。

1.2　環境統計に隣接する制度
　ここまで述べてきたように統計制度として
の環境統計がかなり深刻な問題点を抱えてい
る一方で，近年では，統計ではないが環境に
関する情報を取り扱う制度が目覚しく整備さ
れてきている。それらの環境情報制度は，大
きく⑴一定の基準に従って収集された環境情
報を内部的な環境管理に使用する制度（情報
を一般には公開しない）と，⑵一定の基準に
従って収集された環境情報を内部的な環境管
理に使用するのみならず，一般社会へ向けて
公開する制度の2種類に分けることができる。
前者のタイプ（一般への公開なし）の環境情報
制度のうち法律に根拠を持つものとしては産
業廃棄物管理票（廃棄物マニフェスト）制度が
あり，後者のタイプ（一般への公開あり）の制
度としてはPRTR制度，環境報告書制度，環
境影響評価制度がある。これらの制度はいず
れも統計でいえば個票レベルの情報を取り扱
う制度である。以下ではこれらの諸制度につ
いてごく簡単に述べる。

⒜　廃棄物処理法のマニフェスト制度
　産業廃棄物のマニフェスト制度は，7枚つ
づりの廃棄物管理票（マニフェスト）と呼ばれ
る書類を用いて，廃棄物が適正に処理されて
いることを確認する制度である。1991年の
廃棄物処理法改正で特別管理産業廃棄物にマ
ニフェスト制度が義務化され，その後1998

年廃棄物処理法改正で全ての産業廃棄物にマ
ニフェスト制度が拡大された。
　マニフェスト制度の概要を説明すれば次の
ようになる。廃棄物の排出者はマニフェスト
に必要事項を記入して収集運搬業者に交付す
るとともに写しを控えておく。収集運搬業
者・中間処理業者・最終処理業者は廃棄物を
適正に処理した後，マニフェストに必要事項
を記入して排出者へ返送する。排出者は，保
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存しておいた管理票の写しと，収集運搬業
者・中間処理業者・最終処理業者から返送さ
れてきた廃棄物管理票を照合することにより，
排出した廃棄物が適正に処理されたことを書
類上で確認することができる。（説明の簡略
化のため，厳密にいえばこの説明は不正確に
なっている）
　マニフェスト制度は当事者が適正に廃棄物
を処理するための制度であり，一般への公表
は考えられていない。またマニフェストの虚
偽記載等には罰則があるが，現状では環境行
政機関にマニフェストを検査する権限がない
ため実際にマニフェストの不正や偽造を発見
することは困難である。そのこともあって現
在インターネット技術を使った電子マニフェ
ストへの移行が進められており，マニフェス
ト作成・管理負担の低減に加えて信頼性向上
にも貢献するものと期待されている。

⒝　PRTR制度
　PRTR 制 度（Pollutant Release and Transfer 

Register：化学物質排出移動量届出制度）とは，
各事業所が354種の有害化学物質について，
それをどれだけ環境中（大気・水質・土壌）に
排出したか，あるいは廃棄物として排出した
かというデータを把握・報告する制度である。
報告されたデータは個別各事業所ごとに公表
されている。この制度は，1999年に制定さ
れた「特定化学物質の環境への排出量の把握
等及び管理の改善の促進に関する法律」（化
管法）によって制度化され，2002年度から報
告・公表が開始された。
　届出されたデータの公表は年度末になるの
で，現在のところ2002年度・03年度・04年
度の3年分のデータが公表されている段階で
ある。まだ公表されたデータの蓄積が薄いた
めPRTRデータの利用方法の研究は進んでい
ないが，PRTRデータ（試行時のもの）と大気

汚染測定データを対比することでPRTRデー
タの信頼性を検証する研究がある。（伏見ほ
か（2001））

⒞　環境報告書制度
　環境報告書とは，「企業等の事業者が，環
境保全に関する方針・目標・計画，環境マネ
ジメントに関する状況，環境負荷の低減に向
けた取組の状況等について取りまとめ，一般
に公表するもの」である（環境省（2003b）によ
る）。2004年に「環境情報の提供の促進等に
よる特定事業者等の環境に配慮した事業活動
の促進に関する法律」（環境配慮促進法）が制
定され，独立行政法人および国立大学法人に
環境報告書の発行が義務付けられたほか（第
9条），事業者に環境報告書発行の努力義務
が課せられた（第4条）。2003年度に行われた
「環境にやさしい企業行動調査」によれば，
調査回答企業数2795社のうち743社が環境報
告書を作成していると回答している。（この
設問は2004年度調査では削除されてしまっ
た）

⒟　 環境アセスメント制度（環境影響評価
制度）

　環境アセスメント制度は，ある程度以上の
規模の開発事業を行う際に，その開発事業に
よる環境への悪影響をあらかじめ調査・予
測・評価し，その結果を公表して住民等の意
見を聞き，それらを踏まえて事業計画を改善
する制度である。1969年に制定されたアメ
リカ国家環境政策法（NEPA）において世界で
初めて連邦政府が行う開発事業について環境
アセスメントが義務付けられ，その後各国で
制度が導入されていった。日本でも，1981

年に環境影響評価法案が国会に提出されたが
成立せず，継続審議を繰り返した挙句1983

年に一度廃案になっている。その後，世界的
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な環境アセスメント制度整備の流れを受けて，
1997年に再び環境影響評価法案が国会に提
出されて成立した。当時，OECD加盟 27カ
国のうち，日本は唯一環境アセスメントに関
する法制度を持たない国になっていた。
　なお，環境影響評価で示された環境情報（環
境影響評価書など）には著作権があるとされ
ており，その使用は著作権法の制限を受ける。

⒠　その他の環境情報制度
　本節では，環境情報に関わる制度のうち法
律に根拠を持つ制度のみ簡単に説明した。こ
れ以外にも事業者の環境活動評価，LCA（ラ
イフサイクルアセスメント），環境資源勘定，
マテリアルフロー分析など多数の環境情報に
関わる制度の研究が進められている。
　これらの制度の発展と，インターネットに
代表される情報処理・コミュニケーション技
術の発展があいまって，環境情報の入手可能
性は飛躍的に向上した。しかしその一方で，
提供された情報をどのように利用するかとい
う研究には見るべきものが乏しいといわざる
をえない。そもそも，環境情報を利用する側
の立場から見ると，必ずしも欲しい情報が公
開されているわけではないという問題もある
（一例を挙げれば，産業廃棄物マニフェスト
が公開されないなど）。これまでは環境情報
を提供する側が主導する形で制度整備が進め
られてきたということを否定できないが，今
後は情報を利用する側のニーズを踏まえて制
度整備を進めていくことが必要であろう。

２．環境・経済統合勘定について

　この10年における環境・経済統合勘定に
関する研究動向を述べる際に最初に取り上げ
ないといけないのは，SEEAの最終草稿（In-

tegrated Environmental and Economic Accoun-

ting 2003：通称SEEA2003）が発表されたこ
とであろう。日本では，これまで，SEEA93（暫
定版）の維持費アプローチによるヴァージョ
ンⅣ－2が有望視され，その開発に力をいれ
てきたが，それが国際的な標準とはならず，
オランダ統計局が開発したNAMEAを母体と
するハイブリッド勘定が環境・経済統合勘定
の標準的なスタイルとして最終草稿に組み込
まれた。
　Keuningなどのオランダ統計局メンバーは，
SEEA93が発表直後の1994年に，環境政策担
当者が政策目標作成時に利用する諸指標との
関連を強く意識して，現実的な使用に耐えら
れる環境・経済統合勘定を開発した（de 

Haan, M. and Keuning, S.J., 1996）。それが，
NAMEAであり，経済活動は金額で表示し，
環境負荷は，CO2の排出量のような環境問題
の分野別に異なった物量による集計量で表示
し，汚染物質の部門別排出量などの政策担当
者が必要とする問題分野別の指標をも同時に
提供するものだった。
　NAMEAは，その後，1996年に開催された
国際所得国富学会（IARIW）の環境勘定特別会
議（東京），ヨーロッパの統計関係部局などで
高い評価をうけ，次々に各国のNAMEAが推
計されていった。そして，SEEA2003（United 

Nations, 2004）の第4章ハイブリッド勘定など
に基本的な内容がそのまま組み込まれている。
そして，ハイブリッド勘定の評価の高まりは，
裏を返せば，維持費アプローチによる環境・
経済統合勘定の評価の低下を意味し，
SEEA2003には，維持費評価法による帰属環
境費用の推計を体系的に記述した章はなく
なっている。
　なお，NAMEAの他に，ドイツ統計局のシュ
ターマーなどによる物量表示の産業連関表の
開発，ヨーロッパ統計局（EUROSTAT）による
環境保護支出勘定（EPEA，Environment pro-
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tection expenditure accounts）などが今回の最
終草案に大きな影響を与えたと考えられる。
ドイツの物量表示の産業連関表の成果につい
ては，Stahmer. C.（2000），良永康平（2001），
に詳しい紹介があるが，SEEA2003の「第3

章物的フロー勘定」などに組み込まれている。
なお，森口祐一などは，第1節で触れている
ように，長年マテリアルフロー分析として，
物量表示の産業連関表を推計してきており，
OECDの会合で注目を浴びたようだ（Ariyoshi, 

N. and Moriguchi, Y., 2003）。なお，環境保護
支出勘定の（EPEA）の開発については，深見
（1999），Steurer, A.（1995）を参照されたい。
　さて，第2に取り上げるべきことがらは，
日本の内閣府経済社会総合研究所が，2004

年に，SEEA93ヴァージョン4.2の基づく推
計を断念し，NAMEAを原型とするハイブ
リッド統合勘定の推計を公表したことであろ
う。
　維持費評価法の問題点と日本版ハイブリッ
ド勘定に関する解説は，その開発に携わった
有吉によるもの（有吉範敏，2005a）がある。
それによると，維持費評価法の問題点として，
「①想定する対策如何によって評価額に大き
な差がでる可能性がある，②ゼロエミッショ
ン基準で計算しているため評価額が過大とな
る，③環境負荷対策費用の非線形性が考慮さ
れていない。」という指摘ができるようだ。
なお，この問題点についてのより詳しい議論
は，日本総合研究所（2004）を参照されたい。
これらの問題点は克服が難しく，内閣府社会
総合研究所としては，環境負荷については分
野別の物量表示に止めるハイブリッド勘定を
採用することにしたようだ。
　日本版ハイブリッド勘定については，佐藤
勢津子，杉田智禎（2005）及び有吉範敏（2005a）
を参照されたい。なお，日本版ハイブリッド
勘定は，オランダNAMEAそのものではなく，

幾つかの改良点を持っている。国民勘定行列
（NAM）関連では，以下の2点が挙げられるよ
うだ。「①最終消費の変更：家計消費からの
汚染物質の排出に加えて，オランダNAMEA

で対象とされていなかった政府消費からの汚
染排出も対象とした。②ストック勘定の導
入：環境保護関連資産，社会資本，およびそ
の他の分類で，ストック勘定を導入。」（有吉
範敏，2005a）また，環境勘定（EA）関連では，
以下の点が挙げられるようだ。「③自然資源
勘定の項目追加：エネルギー資源として石炭
を加え，エネルギー資源以外の自然資源とし
て森林資源，水資源および漁業資源を導入。
④土地利用勘定（用途別）の導入：環境問題と
の関連性に鑑みて導入。⑤隠れたマテリアル
フロー勘定の導入：資源輸入国として重視し
て導入。⑥ストック勘定の導入：環境問題表
にストック勘定を導入。⑦海外環境への負荷
表の導入：資源輸入国として環境への蓄積表
に導入。」（有吉範敏，2005a）。
　ところで，日本版ハイブリッド勘定では，
SEEA93ヴァージョン4.2に基づく推計にお
いて推計していたEDPを廃止し，新たに次
のような環境効率改善指標（ディカップリン
グ指標）を導入した。
　環 境効率改善指標＝（1－（期末の環境負荷/

期首の環境負荷）/（期末の経済的駆動力/

期首の経済的駆動力））×100

　筆者は，かって，EDPの算出には反対で
あるが，異質なものを対立比の形で表示する
のは良いと述べたことがあるが，環境効率改
善指標は対立比の変化率の形で表示すること
になっており，それ自身は問題ないと考える。
しかし，単に環境問題の分野別「環境効率改
善指標」だけでなく，分野別環境負荷の変化
率とセットにし，かつ，汚染物質の排出部門
別に環境負荷排出量を表示した数値も同時に
公表することが望ましいと考える。それに
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よって，各分野での排出量の削減の目標値を
設定し，責任を明らかにすることが可能にな
ると思う。
　なお，作間逸雄（1997b）は，SEEA93ヴァー
ジョン4.2の基づく帰属環境費用の推計は，
「環境規制を組み込んだ経済勘定」であるとし，
規制の経済効果推計の点から意義があると主
張しているが，私も賛成である。維持費アプ
ローチによる帰属環境費用の推計は，日本固
有の独自なものかもしれないが，問題点を克
服して，そのものを改良するとともに，規制
の波及効果推計も付け加えて，政策的に利用
価値のある資料になるように努力を続けるべ
きではないかと考える。
（本章の執筆に当たって，「1．」を吉田が担当
し，「2.」を光藤が担当した。）
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はじめに

　『社会科学としての統計学』において農業
問題・農業統計が論じられたのは第2集の小
田・田中（1986）が最後であり，第3集ではそ
れらを扱った論文はない。また，食料問題・
食料統計は，これまで同論文集では取り上げ
られてこなかった。よって，本来的には，20

年ないしは30年といった長期にわたる文献
渉猟が望ましいのかもしれないが，本稿では，
いくつかの領域における統計的研究に対象を
絞り，その最近の動向をサーベイすることで
責を果たしたこととさせていただきたい。本
稿が取り上げなかった領域・期間における研
究動向については，泉田編（2005），地域農林
経済学会編（1999），長編（1993），中安・荏開
津編（1996）などを参照1）。
　以下，食料消費の変化を軸としながら食料
問題に関する研究を紹介し，その後，農業経
営問題や農業構造問題といった農業問題の統
計分析を見ていくが，その際，食料消費の変
化が他の食料・農業問題にどのように影響し
てきたのかを意識しながら論を進めたい。わ
が国では，高度経済成長期以降，食料消費の
量的・質的変革が生じたが，このことが食料
輸入を促進させるとともに国内農産物価格や
流通の仕組みにも影響を及ぼし，結果，個別
農業経営の経営問題や農業構造問題を激化さ
せたといわれている（𠮷田，1987，p.56）。

　よって，食料消費の変化は今日の食料・農
業問題の起点の一つであり，その変化方向に
は今後の食料・農業問題を展望する際の重要
なヒントが潜んでいるといえる。本稿が，食
料消費の変化から出発し，関連する問題を
順々に取り上げていく構成をとっているのは，
この点を意図してのことである。もちろん，
現実の食料・農業問題は個々の問題がより複
雑に絡み合っており，一方が因，他方が果で
あるといったことはないが，論理を展開して
いくための一つの見方としては有効だろう。

１．食料消費の変化に関する統
計分析

　食料消費の量的・質的な変化は，計数的に
は食料消費パターンの変化として捉えられる。
わが国の食料消費パターンが国際的にみてど
のような特徴を有しており，それがどのよう
に変化してきたのかに関しては，主に主成分
分析を用いた解明が試みられてきた（その他
の分析手法による研究については，香川，
2002を参照）。最近の代表的な研究としては，
上岡（1997，1998，2000），清水・上岡（1999，
2000），伊庭（2001，2002）などがある。これ
ら研究が提示した成果は以下のように要約で
きる。
　①わが国の食料消費パターンは1970年代
半ばを境として劇変した。②わが国では食の
洋風化に伴い摂取量も増加してきたが，近年
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その増加速度は停滞している。また，全体的
に洋食型，中・外食中心の食生活に移行して
きているが，その程度は年齢層によって差が
ある。③国際的にみると同一地域内の国々の
食料消費パターンの類似性は強まる傾向にあ
る。この結果，食料消費に関する地域間格差
が広がり，地域特性が強調される。④各国に
おける穀物と肉類の種類別の組み合わせは維
持される傾向がある。
　このように，各先行研究は今後の食料消費
パターンの変化を展望するにあたり，極めて
重要な情報を提供しているといえる。しかし，
ここでは，これら諸研究をあえて批判的に検
討し，問題点を導出することで，このカテゴ
リにおける研究深化の方向を探ってみたい。
主成分分析を用いた食料消費パターン研究の
基本的な問題点については香川（2002），上岡
（2004）が指摘しているので，ここではそれを
補完する点を中心にみていこう。
　第一は，分析に利用する統計数値に関して
である。各研究では，『家計調査年報』の質量，
金額，『食料需給表』の供給純食料，FAO『Food 

Balance Sheet』の消費カロリー量が各々利用
されている。しかし，何故，その数値を利用
するのかに関する説明は先行研究ではなされ
ていない。異なる性状を有する食材の消費量
を共通して示す標識として，何が合目的的で
あるかは一概にはいえないはずである。質量
ベースで分析を行う場合には「食料の量的な
組み合わせパターン」が，熱量ベースの場合
には「必要な栄養のうち，どの程度をどのよ
うな食品から摂取しているのかに関するパ
ターン」が，金額ベースの場合には「何に食
費を費やしているのかに関するパターン」が
検出されるはずであり，各々の結果は食い違
う可能性がある。いかなる目的で分析を行う
のかを明記した上で，それに見合う数値選択
を行い，必要ならば他の数値で得られた結果

との比較を行うべきである。
　第二は，国際比較研究に関することだが，
こうした分析が，かつての同種の分析ほど明
瞭な傾向を検出できなくなっている点である。
時代が変化し，先進国などの食料消費パター
ン変化が停滞してきたことが原因かもしれな
いが，その場合には，今日の食料消費に関す
る傾向変化を掴むための手法として主成分分
析が必ずしもマッチしないということにもな
る。新たな手法の開発や既存手法の改良が求
められよう。また，例えば，特定時点におけ
る各国の食料消費パターンの相違を検出する
という分析では，より単純な食料の組み合わ
せ比率である第二エンゲル係数やPFC比率
の方が，はるかに明瞭な傾向を示していると
みることもできる。この種の問題領域におけ
る，単純だが強力な新指標の開発も我々に残
された重要課題である。
　さて，「家計費に占める飲食費の割合は家
計費総額が大きいほど低下する傾向がある」
というエンゲル法則が，高所得層において当
てはまらなくなりつつあることからも明らか
なように，食料消費の変化を所得や価格と
いった経済的要因のみで捉えることが難しく
なってきている。こうした中，盛んに行われ
ているのが，消費者の嗜好の相違を示す代理
変数として年齢や世代を分析に組み込んだ研
究である。例えば，各種食品の消費量変化を
年齢階層別に分析した石橋（1997，1998，
2000），世帯主年齢階層別にみた食料消費支
出における品目別構成の相違を分析した仙
田・𠮷田（2001，2002），世帯主年齢階層別の
米消費量の変化をベイズ型コウホートモデル
で分析し，その変化要因を時代効果，年齢効
果，コウホート効果に分解した松田・中村
（1993）などがある。
　なお，食料消費の変化をコウホート分析で
解明するという試みは，森・稲葉（1996），森・
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稲葉・田中（2001）や森編（2001）などに引き継
がれているが，そこで導出された「若者の果
物離れ」に関して興味深い議論が展開されて
いる。例えば，小田（1999）は従来の研究は消
費サイドの情報のみに依拠しており，供給面
の情報が反映されておらず問題があるとし，
小田・伊庭・野路他（2003），小田（2003）など
で再検証を試みている。
　園芸部門はわが国農業においては比較的良
好かつ有望な部門だといえる。よって，「将
来の若者は現在の若者よりも果物を食べない
のか」，「現在の若者は，将来（加齢して）果物
を食べるようになるのか」という問題は，将
来の農業問題を検討する上でも重要である。
今後，人口減少や高齢化といった要素をも考
慮しながら議論が発展することを期待したい。
また，同様の分析を他の食品について行うこ
とも重要である。
　なお，ここで，この種の分析を行う際のデー
タ制約について触れておきたい。石橋の一連
の研究は統計作成のもととなるミクロデータ
を活用しているが，統計法の制約によりミク
ロデータの利用は一般には困難であり，通常
は『家計調査年報』や『全国消費実態調査報
告』を利用せざるを得ない。これらの統計は
世帯主年齢別の世帯単位データであり，年齢
別の食料消費の実像に真に接近するためには，
本来ならば，既存統計の世帯構成員を年齢別
にバラして再構成するという非常に難しい推
定作業を行う必要がある。この点に関し，小
田（1999），小田・伊庭（2003）は『全国消費実
態調査報告』リサンプリング・データや通常
の統計資料から利用可能な情報を最大限引き
出すためのモデル開発を行っており，参考に
なる。また，『家計調査年報』や『全国消費
実態調査報告』の表示形式の変更についても，
今日的に必要とされる情報との兼ね合いで検
討していく必要があろう。

　以上，食料消費パターンの変化に関連した
代表的な先行研究をサーベイしてきたが，最
後に，この種の領域において今後重要と思わ
れる課題を提示しておく。
　既に見たように，食料消費の変化を経済的
要因のみで説明することは難しくなりつつあ
る。しかし，経済的要因の役割が減退したこ
とは事実かもしれないが，まったく機能しな
くなったわけではないように思われる。例え
ば，昨今のような，いわゆる格差社会におい
ては種類としては同じで消費量も同等であっ
ても，富裕層は高価格・高品質の食材を消費
し，貧困層はその逆ということも十分にあり
得る。そして，貧困層には思いもつかないよ
うな高額な（量としては少数の）食品の売上高
が，農産物販売金額全体の中で無視できない
シェアを占めるような可能性もないわけでは
ないだろう2）。
　その場合，例えば「肉類にカネをかける食
料消費パターンへのシフト」，「高額な果実や
魚介類を食する消費パターンへのシフト」，
「高額な食材と組み合わせて消費される食材
は何か」などを掴むことが非常に重要になる
と思われる。これにより，高くても売れる食
材・伸びる食材は何であるのかを見極めるこ
とができるようになる。また，価格による国
際競争力確保が困難な状況にあるわが国農業
は，品質によってその劣位性をカバーしよう
としているが，どの作物に力点を置くかを判
断する際にも，こうした分析は役立とう。
　このように，この問題は，今後のわが国農
業の展開方向を検討する上で非常に重要であ
る。この種の問題解明に有効な分析手法を開
発しながら本格的に取り組む必要がある。
　次に，節を改めて，食料消費の変化を起点
とした場合に浮かび上がってくるいくつかの
問題に関して，最近の研究動向を概観しよう。
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２．食料問題の分析と統計

⑴　食料需給問題
　人口増加率と食料増産率のギャップが引き
起こす将来的な食料危機に関しては，マルサ
ス（1967，p.30）の命題が有名だが，現状はよ
り一層深刻だと考えられる。マルサスが問題
にしたのは主に量の問題であり，当時の食料
消費パターンの継続が暗に前提されていると
みていい。しかし，実際には各国の食料消費
パターンは大きく変化してきており，特に，
肉類の消費増に伴って食料の欠乏は急テンポ
で現実味を帯びてきているようにみえる。
　こうした中，食料需給の長期的な展望研究
が内外の研究機関や研究者によって行われて
いる（サーベイ論文としては，大賀，1998，
大賀・小山，1995，加古，1998などがある）。
先行研究の中には楽観的な将来展望を示すも
のも少なくないが，今後，食料が武器として
の機能を強める可能性が低くないこと，中国
やインドといった人口が非常に多い国　し
かも，食料消費の変化に対する経済的要因の
影響が低下する段階には未だ到達していない
と思われる国　が急速な経済発展を遂げて
いるのを考慮すると，楽観論の妥当性に対し
て疑問を抱かざるを得ない3）。こうした変化
を組み込んだ推計作業が必要だろう。
　ただし，この種の推計では，結局のところ
シナリオによって結果は左右される感がある。
例えば，楽観論では耕地の増加，単収の向上，
消費の停滞が前提されているのに対し，悲観
論ではその逆が推計の前提である。つまり，
シナリオを立てた段階で結果の大枠は推計し
なくとも分かるともいえる。この点を，方法
論上どう考えるのかを詰める必要がある。ま
た，この観点に立てば，推計そのものよりも
現実味のあるシナリオを客観的に作ることの

方がむしろ重要ともいえる。統計資料が内包
している情報を不偏的かつ精確に引き出すと
いう作業が役立つだろう。

⑵　 食料自給率の低位性に関する新たな捉
え方

　世界の食料需給から視点を日本のそれに移
そう。わが国の農業は戦後に生じた食料消費
の変化に適応できず，食料供給を海外に依存
せざるを得なかった。わが国の食料需給状況
が歪んだ状態にあることは明らかであり，そ
れは食料自給率の低さに如実に現れている。
　従来，食料自給率は重量ベース，カロリー
ベース，金額ベース等で算定されていたが，
昨今，それとは異なる測度でわが国の食料の
外部依存状況とそれに伴う問題を示そうとし
た研究が行われている。例えば，日本が農産
物輸入を通じて海外から間接的に輸入してい
る土地サービスの量を計測した金田（2001）
がある。また，加賀爪（1996）は農産物貿易に
よる窒素収支を利用した分析を試みている。
この種の研究を発展させながら新たな指標開
発を行うことも重要だろう。

⑶　食品廃棄物問題
　わが国の食料自給率はカロリーベースで約
40％と非常に低い。こうした中，農林水産省
（1997，p.83）は，食事時の食べ残しを減らせ
ば自給率は最大3割程度上昇すると試算して
いる。この試算がやや乱暴であることは明ら
かだが，輸入した食料を廃棄することの矛盾，
外食や中食・加工食品への依存に伴って拡大
した食品関連産業が排出する食品残渣の顕在
化，いわゆる循環型社会に対する問題意識か
ら食品ロスに対する注目が高まっている。
　社会・経済問題の認識と考察にはその量的
側面の観察が不可欠だが，食品ロスに関する
統計整備は遅れている。こうした状況を受け
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て，この種の研究領域における基盤整備とし
て食品ロス量を推計する作業が活発に行われ
ている。例えば，梅沢編著（1999），唯是・三
浦（2004a，2004b）などがあるが，廃棄物の計
量・分類方法が実は未確立であるなど問題は
少なくない。今後，確実に重要性を増す領域
である故に，統計整備に関しても十分な理論
的検討を行う必要があろう。

補論Ⅰ
　以上の研究との関連で最近のトピックを紹
介しておこう。今後の食料需給の見通しとし
て悲観的な展望を否定することはできない。
こうした中，倫理的な問題は別として注目さ
れるのが遺伝子組換え食品である。ただし，
遺伝子組み換え食品に関する基本的情報であ
る生産量・流通量などは，アメリカに関して
把握が試みられている（立川・井上，2000）が，
わが国の輸入量の実態把握は進んでいない。
食料の多くを海外，特にアメリカに依存して
いるわが国では，この種の情報こそが真に求
められているといえる。統計整備について議
論するとともに，各種統計の加工・組替えに
よる推計作業を行う必要がある。
　さて，遺伝子組替え食品の登場やBSE等
の家畜疾病の発生，企業による偽装表示・食
中毒問題の発生等を背景として，食品安全性
問題が注目されている。ここでの主な関心事
の一つは「安全ないしは安心の値段」の評価
である。「消費者は安全と思われる食品に対
していくら追加的に支払ってもよいと考える
か」に関するアンケート調査結果を数理統計
学的な手法を用いて加工し，安全・安心の値
段を計測する類の研究が活発に行われている。
例えば，佐藤・岩本・出村（2001），金子（2004），
澤田編著（2004）などを参照。

３．農業問題の分析と統計

⑴　農産物の流通
　消費者が求める食材の変化や農産物輸入に
よる国内農産物の地位低下によって農産物の
生産，加工，流通に関わる主体間のバランス
は変化した。例えば，藤島（2004）は，輸入加
工野菜の増大が野菜流通に与えた影響を卸売
市場経由率を用いて分析している。その他，
量販店による市場外取引の増加，加工食品等
の増加，輸入農産物の増加とそれらの影響な
どに関しては小山・梅沢編（2004）や高橋
（2002）などが詳しい。
　なお，昨今，話題の食品安全性問題につい
ても，こうしたバランス変化に因るところが
小さくないと考えられるが，この視点にたっ
た本格的な研究は行われていない。この関連
を見定めることも今日的な課題の一つだろう。
また，安全性との関連で注目されるのは，い
わゆる有機農産物に類する食材だが，その生
産量や流通量は十分正確には把握されていな
い。この種の統計の一層の整備・充実も必要
だろう。
　最近の話題としては，流通・加工段階にお
けるHACCPやトレーサビリティのあり方
論・制度論などもあるが，その他では農産物
先物取引に関する研究がある。主な研究は笹
木・中谷・出村（1997），中谷・伊藤他（1997），
金山・伊藤（2002），延・伊藤・樋口（1997），
延（1998）などだが，いずれの研究も先物価格
の変動に関する時系列的なモデル分析が中心
であり，プレイヤーの影は薄い。次に取り上
げる農業経営問題とより一層関連付けながら
研究を行う必要があろう。

⑵　農業経営問題
　輸入農産物の増加や食生活の変化により，
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国内農産物価格は低迷している。特に，コメ
に関しては，昨今のコメ需要量激減もあって
低米価が続いており，稲作経営は深刻な打撃
を受けている（小野，2000，三島・佐藤，
2000などを参照）。さて，わが国農業経営の
大半を占める稲作経営における最近の特徴的
な変化は，後継者不足や高齢化，投資資金回
収能力の低下に伴って，個別経営による自己
完結的な生産担当が分断され，機械作業を中
心とした農作業受委託が進展していることで
ある。経営問題として農作業受委託を扱った
研究としては，作業受委託の収益性・経済性
を検証した木南・石田（1995），梅本（1997），
作業料金の適正な水準を分析した香川
（2003）などがある。また，香川（2002）は，各
種の経営統計において作業受委託関連の調
査・表記が不十分であることを論じている。
　さて，安価な海外農産物の輸入量が増加す
る中，「農業の国際競争力確保」が今後の目
標としてしばしば叫ばれている。しかし，土
地条件や労賃水準等を考慮すれば，わが国農
業のコスト低減には残念ながら限界があると
いわざるをえない。その場合，今後の展開方
向の一つとして考えられるのは高付加価値，
高品質，信頼度の高い農産物を生産し，海外
農産物との差別化を図ることである。ここで
重要となるのは，既存農産物とは異なる高品
質農産物・有機農産物等の収益性分析や新た
な営農形態である環境保全型農業経営・循環
型農業経営などの経営分析である。また，市
場変化への対応という側面からは，農産物先
物取引が農業経営に及ぼす影響なども興味深
い課題だが，それらの研究は端緒についたば
かりである。

⑶　農業構造の変容
　わが国農業の構造問題の基本は都府県の稲
作部門だが，専業的・主業的な大規模層ほど

低米価による深刻な打撃を受けていることも
あって稲作生産構造の再編は遅々として進ん
でいない。かつて，「低米価が農地流動化を
促進させ，農業構造の再編に寄与する」とい
う議論もあったが，現在のところ，そうした
事態は起こっていない。
　さて，構造問題は農業問題の中でも本質的
かつ最も重要な課題であり，統計資料に基づ
く農業構造の実態把握分析は非常に多い。農
業構造全般に関する現状分析として，宇佐美
編著（1997），田畑（1997），橋詰・千葉編著
（2003），門間（2000），将来予測とそのための
モデル開発に関する研究として，小田（2002），
橋詰（2001）がある。昨今，わが国農業では，
数は少ないものの農家以外の多様な担い手が
出現してきている。これら担い手を中心に
扱った研究として，江川（1998），張・泉田
（1997）がある。また，香川（2001）は近年にお
ける農作業受委託の進展に着目し，作業単位
の担い手構造を推計している。さらに，農業
構造の変容を生産要素の側面から考察した研
究として，耕作放棄地問題を取り上げた仙田
（1998），槇平（1996），担い手経営への農地集
積状況を分析した荒幡（1998），農業労働力の
側面から農業構造をみようとした松久
（1997）などがある。
　これら諸研究は農業構造の現状や将来方向
に関し，数多くのすぐれた成果を提出してい
る。しかし，これまでの農業構造統計は，農
家以外の農業事業体や生産組織等については
「農家調査のつけたし」程度の調査しか行っ
ておらず4），資料制約が分析精度の向上を阻
んできたきらいがある。2005年の農林業セ
ンサスでは，これまで別々に行われてきた「農
家調査」，「農家以外の農業事業体調査」，「農
業サービス事業体調査」が一本化され，農業
生産に携わる経済主体が一元的に把握される
こととなったが，その評価も含めて，農業セ
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ンサスをはじめとした構造統計の改革・整備
について理論的な検討が必要である。
　なお，現在の農業構造統計の信頼性に関す
る検証としては，総論として𠮷田（1995），農
作業受委託の進展と農業構造の変容に関する
香川（1997），農地面積の把握における統計上
の問題点を指摘した橋口（1999），農業センサ
ス上の農家数と実農家数との乖離を示した内
田（2003）がある。また，諸外国の農業センサ
スの特徴について検討した研究として，加藤
（1999），農林水産省大臣官房統計情報部
（2002），世界農林業センサスの仕組みや意義
について論じた研究として高橋（2000）があ
る。今後のわが国の構造統計のあり方につい
て検討する際には，これらの成果を組み込む
べきである。さらに，粕谷（1999，2003）が指
摘するようなジェンダー視角も今後は重要に
なってくるだろう。

補論Ⅱ
　農業構造の再編は遅々として進んでいない。
また，労賃や生産資材も高額であり，わが国
における農業生産の効率は向上しない。結果，
国内農産物は国際的にみて高い水準にならざ
るを得ない。こうした中，農産物の市場開放
が国際的に要求されるようになり，農業保護
政策を正当化するための論理として「農業の
多面的機能」がクローズアップされることに
なる。農業の多面的機能を評価した研究の詳
細については，出村・吉田（1999），田中（2004）
などのサーベイ論文を参照。また，農業その
ものではないが，環境の価値評価を行った業
績としては赤沢・村松（2005），友野（2000）な
どがある。

むすび

　以上，食料消費の変化を起点とした一つの

流れに沿って，食料・農業問題の統計分析に
関する先行研究を概観してきた。今回，サー
ベイを行った領域において優れた研究が提出
されていることは事実だが，まだ，改良の余
地はあるし，手つかずの課題も残されている。
その意味では，「豊富な」農業統計，食料統
計を十分に活用できているとはいえないので
はないか。それが，統計の質によるものなの
か研究者の問題意識によるものなのかに関す
る解明は今後の課題としたい。

注

1．計量経済学的な生産関数分析や需要関数分析も
統計を活用した研究であり，論文数も多いが，こ
れらについても割愛する。上記サーベイ論文集や
神門（2001），松田（2001）などを参照。

2．これとは逆に，決して裕福ではない世帯であっ
ても，ある特定の食材には金をかけるという行動は，
もちろんありうる。この視点からも，高額・高品
質食品の消費動向の把握が重要だといえる。なお，
ここでの含意は，日本農業の生き残りを模索する
上での一つの方向として高額・高品質食品に着目
する必要があるというものであり，一般消費者が
食する通常の食料・農産物を軽視しているのでは
決してない。

3．なお，楽観論による推計でも，結局，途上国は
食料不足となっている点に注意すべきである（例え
ば，加古，1998，p.43を参照）。先進国が輸出を止
めれば，途上国は楽観論の結果をもってしても飢
える。世界レベルの今日的な食料問題は食料の物
理的不足という問題よりも，政治問題としての性
格が強いともいえる。

4．農家以外の農業事業体に関する調査を「農家調
査のつけたし」と評したのは𠮷田（1987，p.119）だが，
その評価は少なくとも2000年農業センサスまでに
関しては通用するといえる。
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はじめに

　「ジェンダー」は重要な分析概念として，
社会科学・自然科学を問わず広範な分野で使
われ，ジェンダー研究は深化している。一方
で，アメリカや日本などではジェンダー概念
に対する攻撃があり，伝統的な男女役割を強
調する風潮もある。こうした中，男女が置か
れた状況を把握し，男女平等の進捗状況の確
認・監視を可能にするジェンダー統計への関
心は，国内外で着実に高まっている。
　ジェンダー統計に関する論議および研究は，
この10年間活発である。しかし他方で，ジェ
ンダー統計を，単に性別に区分された統計，
ジェンダー問題に特化した統計，あるいは性
別を変数に加え高度に加工した数理・計量統
計分析，と理解している人も少なからずいる。
　そこで，本稿では，①ジェンダー統計とは
何かについてこれまでの論議を踏まえながら，
再規定し，②世界と日本の1995年以降のジェ
ンダー統計活動・研究の発展経過を概説し，
到達点を示し，最後に③日本におけるジェン
ダー統計の今後の課題を提示したい。

１．ジェンダー統計とは何か
　再規定　

1.1　ジェンダーの概念について
　ジェンダー（gender）とは，生物学的な性差

（sex）とは違う，社会的，歴史的，文化的に
形成された性差・性役割をさす。
　身体の性と自己が認識する性の不一致が起
こる「性同一性障害」1）者や，「女性」「男性」
に区分されないインターセックスである人は
少なからずいる2）。男女の性の境界線は不明
瞭で，様々なセックスが存在するが，これま
で無視・軽視されてきた。他方で，ジェンダー
は，女 /男と二項に区分した社会通念であり，
かつ1つの非対称的な階層秩序，権力的な支
配・被支配関係を内包し，性差別に深く関連
している。ジェンダーによる差別や格差の問
題，すなわちジェンダー問題は，人々の生活
や社会のあらゆる分野に浸透し，ほとんどす
べての分野で見出すことができる。個人には
直接関わらないと考えられるマクロレベルの
問題やジェンダーに中立と考えられる制度な
どにも，ジェンダー問題は存在する。ジェン
ダー問題は，人種，民族，階級・階層，年齢
などによる格差・差別と相互に連動している。
　ジェンダーの視点で統計を見直すと，統計
調査，統計資料，統計利用・分析が男女の状
況をより正確に示していないこと，ジェン
ダーによる歪みがあることが，明らかになる。

1.2　ジェンダー統計の再規定
　ジェンダー統計論議は，国際的には，政府
統計家が中心に行ってきた（例えば B. 

Hedman, et al. 1996，UNECEのウェブサイト）。
日本では，アカデミックの立場から，国際統
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計学会の最先端の動向を察知した伊藤陽一
（1994，2001，2005a）が，早くから精力的に，
社会統計学を基盤にジェンダー統計論を強
化・発展させてきた。筆者なりに，これまで
のジェンダー統計に関する論議を踏まえ，
ジェンダー統計を規定すれば，統計生産過程
のすべての段階　理論的・組織的準備過程
から，実施過程，統計資料の公表および貯
蔵　，そして分析においても，ジェンダー
の視点が組み込まれた統計活動，統計生産，
統計利用といえる。
　より具体的に，ジェンダー統計を規定する
場合には，次の諸点が考慮されるべきである。
第一に，性別区分をもつ統計であること。ジェ
ンダー問題の分析，男女平等に向けた政策の
策定，その進捗状況の正確な把握のためには，
すべての統計データが性別に示されなければ
ならない3）。ただし，「男性」と「女性」の
単なる二区分は，上述のようなジェンダーの
階層性や権力構造の軽視・無視につながり
（Elson 1992, Baden and Goetz 1998），「ジェ
ンダー統計」とは言えない。ジェンダー統計
であるためには，以下の諸点が含まれる必要
がある。
　第二に，ジェンダー統計は，ジェンダー問
題を取り上げる統計である。ジェンダーの性
質からして，ジェンダー統計で対象とする領
域は，個人に関わる領域だけではなく，個人
に直接関わらないもの（例えば，SNA，予算，
制度・政策など）をも含み，きわめて横断的
である。第三に，ジェンダー課題を明確にし，
解決すべき課題あるいは問題の原因や要因，
そしてそれがもたらす結果を含め，トータル
に取り上げる統計である。これが，ジェンダー
分析の一層の深化につながる。第四に，性別
だけではなく年齢，その他の関連する重要な
属性で統計データが表彰されなければならな
い。第五に，利用者にとって便宜をはかった

（ユーザー・フレンドリーな）統計である。こ
こで統計利用者とは，政府関係者や学者だけ
ではなく，一般市民も含まれる。普段統計に
触れない一般の人々が，統計にアクセスし，
利用しやすい，わかりやすい統計の提示が求
められている。
　こうした諸条件を確保するために，統計局
にジェンダー統計担当課や担当者を配置する
こと，女性統計家の意思決定レベルへの登用，
生産者と利用者との協力などの，制度的な措
置も同時に必要とされている。
　以上見てきたように，ジェンダー統計論は，
単に統計のデータ分析だけにとどまらず，統
計生産・提供論，統計体系・指標論，統計利
用論，統計品質論，統計資料論，統計制度論
という，社会統計学が長くにわたって論じて
きた点と重なる。ジェンダー統計論は，社会
統計学を理論的基礎におくことで，他方で社
会統計学は，ジェンダー視点を導入すること
で，相互に強化されるのである。

２．世界・日本におけるジェン
ダー統計活動および研究の
現段階

　国際的にも，国内的にも，ジェンダー統計
活動および研究は進展・深化し，対象とする
分野も拡大している。本節では北京女性会議
から2005年までの10年間に，ジェンダー統
計活動および研究が世界と日本でどこまで到
達したのかを概観する。

2.1　 世界におけるジェンダー統計活動
および研究の現段階

　1980年代のジェンダー統計に関する理論
的・組織的準備を踏まえて，1995年の北京
女性会議を契機に，国際的ジェンダー統計活
動は活発化した。この10年間は，北京行動
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綱領で取り上げられたジェンダー統計関係の
指針が順次実践に移されつつある過程といえ
る。重要なジェンダー統計活動を紹介しなが
らこの時期を特徴づけよう。

2.1.1　 各地域・各国におけるジェンダー
統計集の作成

　北京女性会議前後に，世界各地域および多
くの国でジェンダー統計集（小冊子など）の作
成の広がりがある（杉橋 1996）。とりわけ
ESCAPやUNECEなど国連地域経済委員会の
統計部がこの推進に大きな役割を果たした4）。
ESCAPでは，各国の男女の状況を統計で示
すCountry Profileを約 20冊，UNECEでは，
2冊のジェンダー統計書を出版した（UN 1995, 

2000b）。

2.1.2　『世界の女性』の2回の刊行
　1995年の北京女性会議で，国連出版のベ
ストセラーになったWorld’s Womenを，5年
ごとに出版することが「北京行動綱領」で決
まり，第3版が2000年，第4版が2006年1月
に出版された（United Nations 2000a, 2006）。
これらは世界の男女の状況を統計で示す重要
な書である。最新版では，国連ミレニアム開
発目標（MDGs）も意識しながら，分野別に性
別統計データと統計調査が困難だと思われる
領域（暴力，意思決定や人権など）の統計の入
手可能性について，各国の状況を報告してい
る。後述するが，必要なデータの入手可能性
の検討は，ジェンダー統計発展のための最初
のステップである。これが，国際規模で行わ
れたことは画期的である。

2.1.3　Engendering Statisticsの刊行
　1990年代前半からジェンダー統計の国際
的な旗手的存在であるB. ヘッドマンやF. ペ
ルーチらによるEngendering Statistics: Tools 

for Changeが1996年に出版された。本書は，
初めて体系的にジェンダー統計を説明した国
際標準な文献である。ジェンダー統計を，ジェ
ンダー平等にむけた「社会変革の道具」であ
り，ジェンダー問題の原因－現状－結果も示
す統計と位置づけ，生産者と利用者の協力を
組み込んだジェンダー統計の生産過程を図式
化した。出版後 4年以内に 4ヶ国語（日本語
［1998］，スペイン語［1999］，ロシア語［1999］，
中国語［2000］）に翻訳され，今でもジェン
ダー統計では頻繁に引用される書である。

2.1.4　 指標体系や指標開発に関する論議
の深化と作業の活発化

　北京行動綱領や各国のジェンダー平等政策
の評価のため，ジェンダー問題の分野別状況
を，統計指標で示すことがますます重要な課
題になっている。とりわけ国連機関を中心に
ジェンダー統計指標（体系）の提議と実際数値
を示す作業は1990年代後半から活発化した。
とはいえ，理論的指標の設計・確定，既存統
計における指標の有無を調べ，ない場合には
代替統計指標を提起するなどの一連の過程が
必要である。このような作業の内容や進度は，
分野，国，地域によって大きく異なる。
　例えば国際的に共通する指標体系には，北
京行動綱領，Engendering Statistics（pp.54－56），
World’s Women，MDGsなどがある。
　MDGsは，貧困・飢餓撲滅，ジェンダー平
等，環境など，21世紀の国際社会が果たす
べき共通目標である。目標は8つあり，それ
らを監視するために48の指標が設定された。
世界・地域・国が達成すべき目標の進捗状況
を評価する道具として指標が設定された意義
は大きい。MDGsは，同時に，統計の質への
国際的な関心を呼び起こしている（伊藤 

2003b）。
　World’s Womenの2005年版では，世界・国
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際地域・各国における性別統計の有無や深刻
なジェンダー問題に関する統計の有無を調べ
ており，国際的なジェンダー統計指標の発
展・開発に欠かせない重要な作業といえる。
　先進国版の全分野に渡る総括的な指標体系
としては，UNECE（2001）が現在の先進事例
である。全般的指標に加え，中核指標，支援
指標，背景となる指標，将来提示すべき指標
に分けて，指標体系を提示している（伊藤 

2001）。アジア・太平洋地域に関しては，
UNESCAP（2003b）がある。アジア地域の理
論的指標体系を提議し，かつ統計指標の意義
と限界についても触れている。

2.1.5　 UNDPのGDI，GEM指標の開発と
批判

　国連開発計画（UNDP）が，北京会議開催の
1995年にジェンダーを特集し，人間開発指
数（HDI）にジェンダーの視点を加えたジェン
ダー開発指数（GDI）を提唱し，1997年には
ジェンダー・エンパワーメント尺度（GEM）
を発表した。こうしたUNDPの指標に類似し
て，世界経済フォーラムから，ジェンダー・
ギャップを測った報告書も出ている（Lopez－
Claros and Xahidi 2005）。GDIやGEMは，様々
な報告書で引用されるなど，世界規模でジェ
ンダーへの関心を呼び起こした。しかし，他
方で，統計界からこの指標の妥当性について
は厳しい批判がある。すなわち，異質な指標
を総合し平均する問題，総合化することで逆
に解決すべき課題が見えなくなること，構成
する指標自体や総合化する方法の妥当性など，
である（伊藤 1996，Ryten 2000，伊藤 2003b）。
とはいえ，指標のあり方や妥当性をめぐる論
議の活発化は，ジェンダー統計論議の分野の
広がりを示している。

2.1.6　 ジェンダー統計関連ウェッブサイ
トとデータベースの充実　UNECE

を中心に　
　『世界の女性』のデータをバックアップし
ているWistat（Women’s Indicators and Statis-

tics Database）第4版が2000年に発売された。
また，この10年間，国際的にジェンダー統
計のウェブサイトやデータベースは急速に充
実している5）。とりわけ，UNECEのそれは
先進的事例である。2002年にウェブが公開
され，2003年5月にヨーロッパと北アメリカ
のジェンダー統計データベースも公開された。
一般市民を含む幅広い統計利用者に対して，
ジェンダー統計に関わる専門用語や生産過程
についてわかりやすく説明し，性別データを
ジェンダー平等政策に関わらせようと，総合
的な情報を提供している点に特徴がある。

2.1.7　無償労働の把握と生活時間調査
　女性の労働をより正確に把握・評価するた
めに，アンペイドワーク（無償労働）の測定お
よび貨幣評価について活発な論議が世界規模
で展開している。その有力な統計源泉であり，
男女の生活全体を把握でき重要な情報源であ
る生活時間調査が，先進諸国だけではなく開
発途上国においても実施された。EU諸国で
は統一生活時間調査が行われ，経済発展度，
社会や文化，生活様式の異なる国々の比較を
可能にする統一した行動分類の難しさを露呈
した。また，途上国においては，タイやカン
ボジアなどESCAP地域の国々でも，国際機
関の援助のもと生活時間調査を実施したが，
統計の品質の問題はなおざりにされたままで
ある（伊藤・橋本 2001，UNESCAP 2003a，
中山 2005）。
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2.1.8　 その他の分野でのジェンダー統計
活動・研究の深化

　様々な分野でジェンダー統計活動および研
究は一層深まった。たとえば，女性の起業家，
女性の経済的エンパワーメント，HIV/AIDS，
女性に対する暴力，ICT，ジェンダー予算，
影響調査などがある。それぞれ，実質科学の
研究蓄積に依拠して，使用する概念，統計調
査の方法や分析方法などが開拓されている
（伊藤 2004a，b，2005c）。

2.1.9　 世界女性会議などにおけるジェン
ダー統計の指針と論議

　1995年の「北京行動綱領」以降の2000年
と2005年に採択された指針では，ジェンダー
統計活動についての総括はなく，インスト
ロー（INSTRAW）の強化が強調された以外は，
北京行動綱領の追求を主眼においていた。と
はいえ，この2回の会議の文章でも，ジェン
ダー統計の整備・充実は世界各国が取り組む
べき課題であると明記された。2000年に
NGOの会議でジェンダー統計のセッション
が，2005年にはハイレベル会議でジェンダー
統計のパネルディスカッションが開催された
（Sugihashi and Ito 2000）。

2.1.10　 ISIや IAOSでのジェンダー統計の
取り上げ

　ISIや IAOSにおいて，ジェンダー統計セッ
ションが常置されている。とりわけ，IAOS 

2000年会議「統計と人権および開発」では，
ジェンダー統計が人権統計に位置づけられ，
アラブ諸国やアジアなどを含む世界各地から
発表者が招待され，活発な議論が行われた。

2.2　 日本におけるジェンダー統計活動
および研究の現段階

　日本では，男女の状況を統計で批判的に分

析する研究は早くからあったが，ジェンダー
統計論が意識されたのは国際的な論議による
影響が大きい。しかし，日本においてジェン
ダー統計論は社会統計学をベースに強化され
てきた。とりわけ，日本では統計家よりも研
究者の間でジェンダー統計がまず意識され，
その後政府の指針などにジェンダー統計が含
まれたという経緯がある。ジェンダー統計に
対する認識が一層広がり深まっている。ジェ
ンダー統計研究においては，経済統計学会
ジェンダー統計研究部会（GSS: Gender 

Statistics Section）の会員による貢献が極めて
大きい。この10年間の日本でのいくつかの
主要な項目に注目し，現段階を特徴づけてみ
よう。

2.2.1　 統計資料（第一次資料）における
ジェンダー統計性

　ジェンダーの視点から改善された統計資料
は，主に以下の3点である。⑴内閣府で家庭
内暴力の調査が実施・強化された。⑵社会生
活基本調査が2001年調査で，アフターコー
ド方式を導入，家事・育児・介護など62種
類の詳細な行動分類を採用，主行動と同時行
動を調査した。⑶2005年の賃構で，労働者
区分に労働時間，正規・非正規，有期雇用の
有無の基準を加えたことで詳細になり，改善
された。
　しかし，不払い残業時間，児童虐待，高齢
者虐待などについての調査はない。性別表示
は，在留外国人，児童福祉・障害者福祉や介
護保険の利用状況など，業務統計，事業所統
計などにおいて依然として不足している。ま
た，家計関連調査では，収入が性別に区分さ
れつつあるが，それぞれ全世帯数で割った平
均値であるため，統計の品質に問題がある6）。
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2.2.2　 ジェンダー統計に関する政府指針
の拡充

　男女共同参画に関わる国の法律，計画，地
方の条例の多くがこの10年間に制定された。
国レベルでは，1996年の「男女共同参画ビ
ジョン」，同年の「男女共同参画2000年プラ
ン」を受け，1999年に「男女共同参画社会
基本法」の公布・施行，それに基づく2000

年の第一次，2005年の第二次「男女共同参
画基本計画」の策定がある。国や地方の男女
共同参画計画に男女の状況を把握するために
統計の整備が謳われ，数値目標なども採用さ
れている。ただ，第二次男女共同参画基本計
画では，無償労働の言及とその貨幣評価の取
組みが削除された。これは無償労働の可視化
を軽視していることの反映であり，ジェン
ダー統計の後退と関わる大きな問題であるこ
とに注意。
　また，統計審議会が企画機能を失った後に，
各府省統計主管部局長等会議で「新しい統計
行政の新たな展開方向」が取り決められ，
「ジェンダー統計の整備」が取り上げられた。
　これらが，顕在的・潜在的にジェンダー統
計への関心を広げている。

2.2.3　 中央政府でジェンダー統計問題が
検討され，ジェンダー統計の整備を
提案する報告書が閣議決定された

　⑴男女共同参画局が2001年度に「主要政
府統計における性別表示の状況」調査を独立
行政法人国立女性教育会館（NWEC）に委託し，
報告書がだされた（国立女性教育会館 2002）。
⑵男女共同参画会議の苦情処理・監視専門調
査会で，2002年10月から，男女共同参画基
本計画の重点目標2に掲げる「男女共同参画
にかかわる情報の収集・整備・提供」の実施
状況を監視するため，政府統計のジェンダー
統計性の有無が検討され，報告書にまとめら

れた（男女共同参画会議　苦情処理・監視専
門調査会 2003）。⑶⑵と同様，2002年度の
重点的監視事項に指摘された「地球社会の『平
等・開発・平和』への貢献」の検討で，ジェ
ンダー統計の整備の支援が謳われている。

2.2.4　 ジェンダー統計データベース構築
とウェブサイトを通じた統計デー
タの公開

　NWECが1992年～1996年に行った研究懇
談会の報告書を受けて，1998年にデータベー
スを公開した。技術上の制限から，1枚の表
が複数に分割されるなどの大きな制約があっ
た（国立婦人教育会館 1997），1999年にウェ
ブサイトに移行し，Excelデータのダウンロー
ドが可能となり，一部データが更新され，一
定の改善が図られた。都道府県表や国際比較
表の欠落や数値の誤りがあるなど，内容的問
題は残されている。とはいえ，世界と比較し
ても早い時期に，全主要分野を網羅した日本
で唯一のジェンダー統計データベースである。
　その他，男女共同参画局をはじめ，ほとん
どの省庁で管轄している分野の統計の提供も
ウェブ上で行い，さらに統計データ・ポータ
ルサイトができ，充実しつつある。しかし，
全分野で性別表示が徹底されているわけでは
ない。

2.2.5　 ジェンダー統計資料（二次資料）の
充実

　⑴『男女共同参画白書』をはじめ，男女の
状況を統計で示す白書が豊富化しつつあるが，
性別表示がなかったり（例えば『労働経済白
書』），あるいは「女性についての統計」から
「ジェンダー統計」への移行を意識していな
い白書などもまだある。⑵NWECから，ジェ
ンダー統計書ともいえる『男女共同参画統計
データブック2003』が刊行され7），それを基
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に作られたリーフレット「日本の女性と男性
2002－2003年」（英文あり）が作成された。⑶
研究者中心や民間組織からも複数のジェン
ダー統計書も引き続き出版されている（例え
ば，民主教育研究所・橋本 2003，井上・江
原 2005，日本婦人団体連合会 2005）。

2.2.6　 ジェンダー問題に関する統計分析
の一層の深化

　上述のようにジェンダー統計への需要の急
増，男女平等の政策的課題，そしてジェンダー
研究の深化と呼応しながら，ジェンダー統計
研究が進展した。⑴ジェンダー問題の統計分
析の進展。⒜統計によるジェンダー問題の分
析はマクロのレベルに広がり，様々な分野で
一層深化した。例えば，影響調査やジェンダー
予算などである（影響調査事例研究ワーキン
グチーム 2003，雑賀 2004，村松 2005）。⒝
統計指標の検討と分析。性別職務分離指数や
GDIやGEMなど既存の統計指標が，批判的
に検討された（小川 1995，伊藤 1996，
2003b）。⒞無償労働に関わる貨幣評価および
地域通貨の可能性，無償労働を含む全労働時
間の分析，その元となる生活時間調査の実施
など，生活時間統計および無償労働評価の研
究は急速に進んでいる（経済企画庁経済研究
所 1997，作間 1997，伊藤・橋本 2001，伊
藤他 2002，斉藤 2002，伊藤 2004，橋本
2005，水野谷 2005，中山他 2005）。⒟ミク
ロデータを用いた詳細な分析も行われた。例
えば，性別所得格差の要因分析，労働時間の
分析，性別職業分離等がある（Iwai, et al. 2002，
伊藤・水野谷 2003，金子他 2005）。⑵上述
の2.2.3の動きと連動しながら，生活全般に
関わる様々な分野で政府統計が，ジェンダー
統計視角から，検討された。また，背景－現
状－結果の図式の活用，および利用者本位か
どうかを基準にして，労働，教育，家計，福

祉，農業，障害者，ボランティア活動，多重
債務，マイノリティや外国人移住労働者など
の分野で研究が広く行われた（杉橋 1997，伊
藤・伊藤 1999，2001，伊藤 2001，天野
2002，福島 2003，粕谷 2003，水崎・橋本
2003，齋藤 2005）。⑷科学研究費補助金によ
るジェンダー統計研究は，⒜2001～2002年
と⒝2005～2006年の2回行われ，⒜の研究活
動がGSSの設立に，また⒜と⒝ともNWEC

と協力しつつ政府統計のジェンダー統計性の
検討に貢献した（芳賀 2003，天野 2004）。

2.2.7　 大学や地域，団体などでのジェン
ダー統計学習会の広がり

　大学学部や大学院，地域や女性団体，総務
省統計局統計研修所などでも，ジェンダー統
計を取り上げる講義・学習会などが広がって
いる。

2.2.8　 国際協力・海外技術援助の強化
　特にESCAP地域　

　ジェンダー統計に関する国際協力がこの
10年間に増えた。日本国内で途上国の人を
対象にジェンダー統計研修を主催する機関に
は，⑴JICAと男女共同参画局，⑵JICAと
NWEC，⑷JICAと外務省，⑸JICA独自など
があり，途上国現地への派遣は⑹JICAによ
る（大竹 2001）。このうち，恒常的なのは
⑴，⑵，⑸である。ODAにジェンダー統計支
援が盛り込まれたこともあり，研修が充実し
つつある。とりわけ，⑵の中で，カンボジア
政府職員に対する約5週間ジェンダー統計に
関する講義とジェンダー統計リーフレットの
作成を課題とした研修が，2004年度から続
き既に2回行われている8）。
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2.2.9　 ジェンダー統計研究部会の発足と
活動の強化

　GSSは，2002年3月に承認・設置された研
究部会で，2005年12月現在42名の会員がいる。
GSSの目的は次のとおりである。①ジェン
ダー問題，ジェンダー統計理論，ジェンダー
統計運動等に関する国内外での研究成果もふ
まえて，ジェンダー統計研究をさらに進展さ
せる。②国内外の統計学その他の研究分野お
よび学校教育や社会教育でジェンダー統計視
角の拡大をはかる。③中央および地方の政府
機関の統計活動におけるジェンダー統計視角
の拡大，普及，定着（メインストリーミング）
に連携，協力する。GSSの活動予定は，①国
内外のジェンダー統計の理論と運動に関する
情報と意見の交換，②研究会の企画，研究報
告，③学会全国総会でのセッションの企画，
研究報告，④ジェンダー統計講師活動の研究，
講師の育成と講師の派遣，⑤国内外の機関，
組織，研究グループ，研究者，運動家等との
交流，共同研究，である。GSSは，掲げられ
た目的に沿い活動をしっかりと進めている。
すなわち，⑴2002年からメーリングリスト
の開設，⑵2004年度以降年3回のニュースレ
ターの発行，⑶学会総会でジェンダー統計
セッションの設置は，1994年に遡り，その
後も関連報告が引き続きあり，部会設立以降
は毎年部会セッションを設置している9）。⑷
GSS会員は，2.2.7や2.2.8に示した講師活動
の多くを担い，社会的貢献度は大きく10），⑸
国内では，政府や政府関連機関と協力し，ま
た地方自治体の男女共同参画関係の委員を引
き受けながら，ジェンダー統計活動・研究・
交流を展開している。海外においても，統計
や家政関係での国際学会での研究報告・交流，
研修や講師を担当した人もいた。

３．日本におけるジェンダー統
計の課題

　国際的な取組みとの連携を強化し，日本の
国際貢献も視野に入れながら，日本において
より一層ジェンダー統計研究・活動を進める
ために必要な主な課題を列挙する11）。

3.1　研究と統計作業の充実
　⑴政府統計の第一次資料から要約統計表，
ウェブサイトに掲載される統計などすべての
統計で性別表示が徹底されなければならない。
いわゆる「第3の性」の統計区分も慎重に検
討される必要がある。⑵ジェンダー問題，と
りわけ焦眉の課題については，詳細な背景，
原因，現状把握のための指標が用意されるべ
きである。⑶調査されず，プライバシーや個
人に分離することが難しい項目（例えば，DV，
幼児虐待，世帯内での資産分有など）につい
て調査方法が順次開拓されるのが望ましい。
⑷影響調査の方法の確立も必要である。⑸ア
ンペイド・ワークの妥当な貨幣評価方法や国
民経済計算との関連なども課題は多くある。
⑹従来指標のジェンダー統計視点からの批判
的検討と代替指標の開発，および必要に応じ
て新指標の開発が検討されるべきである。そ
の際，国際的な統計の品質論議に即して吟味
する必要がある。GDIやGEMなどに代わる
指標が，実質のジェンダーの学際的研究の蓄
積と現実問題に即して，開発されるべきであ
ろう。⑺地方のジェンダー統計作成の現状を
把握し，今後の課題や発展方向・ガイドライ
ンなどを提示する。

3.2　 ジェンダー統計充実を保障する恒
常的体制の整備

　⑴中央政府機関では次の体制が整備される
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必要がある。すなわち，⒜横断的なジェンダー
問題を，分散型の統計制度による障壁を取り
除くために，省庁横断的な機関あるいは会議
などを設置すること，⒝責任を明確にするた
めにも，統計機関にジェンダー統計の担当官
（focal point）を任命すること，である。⑵地
方自治体においては，地域の女性センターと
協力し，ジェンダー統計の作成を進めるのが
よいだろう。それにより，女性や利用者の意
見を反映し，内容の改善につながる。⑶民間
や大学において比較的大規模な調査も行われ
ている。これら機関と政府が統計生産におい
ても協力し，ジェンダー統計を充実させるこ
とも必要だろう。⑷統計生産者，統計利用者，
一般市民などがジェンダー統計について交流
できる場の設置が必要不可欠である。⑸国際
的連携を通じジェンダー統計の国際比較を強
化し，国際的なジェンダー統計，とりわけ，
アジア地域での統計能力の向上の一環として
ジェンダー統計の発展に寄与することが国際
的にも求められている。その際に，Engen-

dering Statisticsに代わる，日本でのジェンダー
統計の蓄積を反映したジェンダー統計の英語
版テキストの作成も，1つの課題であるとい
える。

注

1．英語ではGender Identity Disorderという。日本
語の「障害」という表現は不適切だと筆者は考える。

2．外性器の概観や性染色体などの点で，身体の性
が明瞭でない新生児は2,000人に1人いるといわれ
る。

3．性同一性障害者特例法の施行（2004年）とともに
トランスジェンダーなどを考慮し，一部の自治体
で文章の性別記載を撤廃する動きがある。トラン
スジェンダーの人権に配慮しつつ，ジェンダー統
計研究・活動の展開が求められている（GSSニュー
スレターNo. 2，p.9－11参照）。

4．ESCAPは，ジェンダー統計関連のワークショッ

プを開催するなど，非常に活発であったが，2005

年前後からは停滞気味である。統計部長をはじめ
とするスタッフの大きな入替わりと予算制限の影
響があると思われる。

5．国連機関の主要なジェンダー統計ウェブサイト
を紹介すると，UNSDの“Statistics and Indicators 

on Women and Men”，世界銀行の“Genderstats”，
UNECE の“Gender Statistics Website for Europe 

and North America”，西アジア経済社会委員会
（ESCWA）のGender Statistics Programmes，国連ラ
テンアメリカ・カリブ経済委員会（ECLAC）の
“Gender Statistics”，FAO の“Gender and Food Se-

curity Statistics and Maps”，UNESCO の“Women 

and Gender Equality Statistics”などがある。
6．より詳しくは，独立行政法人国立女性教育会館・
伊藤陽一編（2006）『男女共同参画統計データブック
2006』の各章の統計解説を参照。

7．2006年版が刊行された。2006年版では，データ
の更新だけではなく，ジェンダー問題の最近の状
況を捉えるように取り上げる項目の変更や都道府
県表を追加するなどの工夫がなされている。

8．講師活動報告については，GSSニュースレター
No. 4とNo. 6を参照。

9．セッションのテーマは，次のとおりである。
2002年「ジェンダー統計のメインストリーミング」，
2003年「男女共同参画とジェンダー統計」，2004

年「統計におけるジェンダー主流化」，2005年「男
女共同参画の現段階とジェンダー統計論の反省と
課題」。

10．これまでのGSSニュースレターの活動報告や行
事予定（部会員の活動を含む）を参照。

11．伊藤（2003a）に今後の課題が網羅されているので，
ここではそれに基づきつつ補足的説明を加える。
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はじめに

　1985年の円高を契機としたバブル経済へ
の突入とその崩壊，グローバリゼーションの
もとでの国際的な競争激化は，いわゆる「日
本的経営」を揺るがせるものであった。バブ
ルの崩壊とその後の不況の深刻化に，規制緩
和・労働力のフレキシビリティー化の一層の
進展が加わることで，労働者の状態は悪化し，
それは失業者・不安定就業者の増大，労働条
件（賃金・労働時間等）の切り下げとして顕れ
た。また，近年では，フリーター，ニートと
いう新たな若年層の雇用・失業・不安定就業
問題も生み出している。
　本学会では，2002年に労働統計研究部会
が発足し，全国研究総会でセッション（2003

年「非正規労働の拡大と労働統計」，2004年
「労働・生活・健康と社会統計」，2005年「社
会の構造変化と人口・労働・生活・家計の変
容　総括と展望　」）が設定され，労働と生
活全般にわたる論点をテーマとして討議がな
されてきた。労働統計研究分野での集団的成
果である岩井他（2000）は，従来の研究を総括
し，今後の研究方向を示すものとして意義を
持つものであった。加えて，本学会員による
翻訳（イギリスのラディカル統計学）D. ドー
リング他（2003）における統計の批判的研究，
とりわけ貧困，福祉，健康・生活，雇用・失
業指標の批判的研究は，今後の日本における

社会統計，労働統計の研究に大きく貢献する
であろう。
　本稿では，労働統計とともに，関連分野と
しての社会保障統計についても以下に取り上
げる。

１．労働者階級の構造

1.1　労働者階級の規模と構成
⑴　産業・職業別の就業構造の分析

　現代の労働力の雇用編成，就業構造変動の
分析の視点は，サービス化・情報化に規定さ
れた社会的分業と企業内分業の進展およびそ
の変動を分析することにある。この視点から，
2部門（財貨生産部門と非財貨生産部門）別雇
用・就業構造が分析されてきた。岩井（2003）
は，「就業構造基本調査」を2部門別の産業
別従業上地位区分，産業別雇用形態別区分に
再分類し，非財貨生産部門において急速に増
大する不安定就業層の大多数が女性であると
いうことを明らかにした。また，藤岡（2000b）
は，就業者の変動の中に少子化・中高齢就業
者の増加・死亡の影響があることを指摘し，
「人口動態調査」の個票から死亡数を再集計し，
詳細なクロス分析，コーホート分析，SPA法
を用いて労働力移動の特徴を明らかにした。
そして，センサスデータによる労働力移動の
推計も行っている（藤岡2001）。つぎに，就
業構造の国際比較研究として，2部門別産業
分類，職業分類基準によって公表集計データ
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を組み替えた田原（1997），イギリスのセンサ
スミクロデータ（SARs）を組み替えた渕本
（2003）がある。さらに，SARsとイギリスの
労働力調査ミクロデータを用いた日英の失
業・不安定就業構造の比較研究として Iwai, H. 

et. al（2005）がある。ここでは，日本の中高
年齢女性の求職意欲喪失者層の大きさと，若
年層の失業・不安定就業層の増大が指摘され
た。また，Iwai, H. et. al（2002）は，SARsを
用いて，雇用構造の性別格差要因を分析して
いる。

⑵　労働者階級の構成
　労働者階級の構成の研究では，情報化・サー
ビス化の急速な進展のもとでの労働者階級の
構造の変化にともない，労働者階級が社会変
革の中心を担うという歴史的社会的意義と役
割の変化を認識し，新たな枠組みと測定方法
を提示することが必要になっている。橘木
（1998）が発表されて以降，SSM調査データ
から階級・階層の固定・変動を捉える研究が，
橋本（1999）を始めとし，おもに学会外でなさ
れた。なお，橋本（1999）に対する評価が，岩
崎（2000）によってなされ，変革主体形成の論
理に関わる問いへの回答，SSMデータの客
観性の検討などを橋本に求めている。

⑶　外国人労働者
　この分野の学会員の研究成果としてMori, 

H.（1997b），森（2000）がある。制度の改正，
経済状況の変化の中での外国人の就労状況を
分析しつつ，外国人の就労に関する日本の公
式統計の意義と限界を明らかにしている。森
も指摘するように，この分野の研究には，デー
タ制約による研究の困難さがつきまとうが，
現在の日本では，外国人労働者の受け入れ問
題についての論議が活発になっており，今後，
複雑な様相を持った国際的な労働移動の実態

をより正確に把握する必要性は増すと言えよ
う。また，森（1997a）は，人口動態統計の保
管統計表から外国人の死因分析を行っている。
なお，最近になって，『人口動態統計特殊報告』
に外国人の人口動態事象が掲載されるように
なった。

1.2　労働力の需給関係
　本学会の失業・不安定就業の研究では，労
働力統計における失業概念規定とその現実反
映性の問題が研究対象とされ，顕在的失業指
標の問題とともに，非労働力人口中の求職意
欲喪失者などの潜在的失業指標の問題が取り
上げられた。バブルの崩壊と長期不況期にお
いて錯綜する日本の顕在的・潜在的失業の実
態の分析，失業率を補足・代替するU指標等
の試算，失業の代替指標の国際比較研究が岩
井を中心に進められた（岩井1996，2000，渕
本 2000，2002）。また，岩 井（2003，2004a，
2004b）は，現代のイギリスの失業統計論争と
失業の代替指標の試算を考察し，さらに，イ
ギリスにおける失業登録統計（請求者登録統
計）の形成を，19世紀末～20世紀初頭の労働
者福祉政策との関係において分析している。
　つぎに，「求職者に関する国際比較調査研
究会」の失業調査（岩井2002，小澤2002，坂
田2002，坂田他2002，松丸2002）は，職安求
職者の回答から，雇用保険（失業保険）受給者
の失業実態を明らかにした先駆的な実態調査
である。なお，同研究は対象が職安求職者に
限定されるという限界も指摘している。
　また，福島（1999）は，パートタイムに関す
る国内的・国際的動向（法律・政策を含む），
パートタイムの定義を整理した上で，「短時
間」，「非正規労働」，「低賃金」，「女性労働」
という点から「日本型」パートタイムを分析
し，その特殊性を明らかにしている。
　さらに，坂田（2003，2005）は，「行動の種類」



260　　　『統計学』第90号　2006年

を分析の中心に据え，フローとストックの両
面から就業構造の変容を把握することを試み，
調査の集計概念外での統計利用における論点
を述べている。調査の集計概念外での統計利
用であるため，調査から得ることの出来ない
情報についての推計は不可避となり，それは，
ミクロデータを利用する場合にも同様である
ため，分析の理論的枠組みと推計手法の具体
化が必要であることが述べられている。
　つぎにまた，森（2005a）は従来の統計利用
が静態的性格であったことを指摘し，これに
対して縦断的データを重視する点から，雇用
形態と就業行動について分析している。
　最後に，現在，日本において，フリーター
やニートに代表される若年層の就業問題が注
目されているが，フリーター・ニートの推計
方法についての一致は見られない。例えば，
厚生労働省と内閣府のフリーターの推計結果
は異なる。この分野の学会員の研究成果とし
て，『就業構造基本調査』のリサンプリング
データを利用したフリーターの規模の推計が
ある（森2005b，森他2003a，2003b，2005）。

２．労働諸条件

2.1　賃　金
　この分野の学会員の研究成果として，伊藤
陽一（1993）を発展させた小野寺（1997，2000，
2003）の研究がある。また，伊藤の論考を詳
細に検討した海野（1997）は，賃金の国際比較
におけるアメリカ労働統計局（BLS）資料の重
要性を指摘した。これに対して小野寺（2000）
が，BLS資料には経営者側の観点からのコス
ト比較に主眼がおかれていること，推計に利
用した原統計の情報が具体的でない等の限界
があることを指摘した。
　賃金水準の測定，その国際比較研究の主な
論点の第1は，賃金概念の問題である。第2は，

「時間当たり賃金」を推計する場合に利用す
る統計データの労働時間の問題である。第3

は，賃金の国際比較に用いられる購買力平価
のバスケットの内容の決め方，各国の調査の
仕方の問題である。第4は，賃金指標が性別
区分を欠いていることや，各国の賃金制度や
労使関係を捉えていないという問題である。
　小野寺（2000）は，EU諸国，日本，アメリ
カについて時間あたり実収賃金・労働費用の
推計を行い，それを国際比較している。分析
の結果，日本の賃金が国際的に見てトップレ
ベルにないことが指摘された。ここでは，日
本の賃金格差についても検討している。それ
とともに小野寺（2003）は，ILOが定義する実
収賃金・間接賃金の内的構成を検討し，「修正」
実収・間接賃金を提起している。
　また，賃金格差研究では，「就業構造基本
調査」のリサンプリングデータを用い，男女
間の所得格差の要因を分析した研究として，
金子他（2003，2005），杉橋他（2004）がある。

2.2　労働時間
　労働時間研究は，この10年間で最も研究
蓄積の大きかった分野の一つである。なかで
も注目されるのは，共同研究も含めた水野谷
（1996，1999，2000，2001a，2001b，2004a，
2004b，2005a，2005b，2005c）の一連の研究
成果である。また，種々の統計により労働時
間の実態を検証し，国内法と国際法の変遷を
追った戸塚（1995，2001）の研究は，労働時間
問題に関わる論点を網羅している。
　労働時間研究における論点は，第1に，労
働時間の推計・国際比較の問題であり，第2に，
生活時間の中での労働時間と，その男女間の
配分についての検討に関わる問題である。
　水野谷（2000）は「労働力調査」を用いて，
「毎月勤労統計調査」に含まれないサービス
残業・不払い労働時間を反映した労働時間を
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推計・国際比較している。調査回答者による
労働時間の申告の不正確さという「労働力調
査」の問題点も指摘されている。水野谷
（2005b）では，「就業構造基本調査」のリサン
プリングデータを用いた多重クロス表から，
労働時間が検討されている。また，論点の第
2点目に関して，水野谷（2000）では，「社会
生活基本調査」とカナダの個票データが用い
られ，生活時間の国際比較が行われている。
さらに，水野谷（2004b）では，「社会生活基本
調査」のリサンプリングデータが用いられ，
雇用労働者夫妻の生活時間配分が分析されて
いる。生活時間配分から見て日本が長時間労
働であり，それが日本の夫の家事労働の少な
さに影響を与えていることが指摘された。

2.3　労働災害・職業病
　この分野では，既存の労災・職業病統計が，
対象疾病・傷害範囲を限定している等，制約
が大きく，国際比較および実態分析に利用で
きないことから，労働と健康の実態把握のた
めに，職業別死亡統計が用いられる。また，
日本の場合，職業別死亡統計にも一定の限界
（在職死亡のみを対象とする点や調査方法の
違い）がある。藤岡（2000a，2000c）を始めと
した本学会内における一連の研究成果は，
種々の指標の吟味，個票の再集計等を行うこ
とで日本の職業別死亡統計の限界を越え，多
様な側面から労働者の健康実態を把握するこ
とに成功している（Fujioka, M. et. al, 2002，森
他2000，良永1999）。

３．社会保障

3.1　貧困問題と貧困をめぐる統計
　社会保障の前提である近年の国民生活の変
化としては，「貧困の発見」，より正確には「貧
困，生活不安，不平等の発見」が挙げられる。

また，貧困問題は世界的なレベルでの大きな
課題でもある（天野，2000）。国連は1996年
を「国際貧困撲滅年」，1997年からの10年を
「国際貧困撲滅の10年」とし，さらに，2000

年の国連総会で発せられた「国連ミレニアム
宣言」では，世界の最貧困層を2015年まで
に半減させることを決議している（伊藤陽一
2003）。

⑴　貧困概念の検討
　貧困概念の論点としては，絶対的貧困と相
対的貧困，所得上の貧困とそれ以外の貧困，
人間の発達可能性の欠如・権利侵害，社会環
境との関係性などがある。これらは，人間自
身の能動性，発達可能性を拡大するエンパ
ワーメントや社会環境自身も改革するノーマ
ライゼーションの視点などの貧困の克服方法
にもつながる。
　所得分配に焦点をあてた従来の「貧困」概
念も依然として重要であるが，それ以外に，
①タウンゼントが提起した，社会的に標準の
生活ができていない「相対的剥奪」ないし「社
会的剥奪」（デプリベーション）（D. ドーリン
グ他2003），②市民としての権利を行使でき
ていない「社会的排除」（対概念は「社会的
統合」ないし「社会的包摂」）（鈴木2005），
③センが提起した，生活を相互に関連した機
能の集合とみなし，それらの機能の組み合わ
せとしての人間の「潜在能力（ケイパビリ
ティ）」の欠如を貧困と把握するなどがある。

⑵　貧困の測定方法の検討
　第1に，貧困尺度としての「貧困人口率」（全
人口における貧困者の割合，ヘッドカウント
比率）は貧困の広がりの程度を表すが，所得
の不足の程度や貧困層内部での所得分布が明
らかでない。これに対して，貧困の深度を表
す指標としては，「所得ギャップ指数」（貧困
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ギャップ率）がある。さらに，この「所得ギャッ
プ指数」を発展させたものが，センの提起し
た指標であって，それは所得分布の順序に応
じてそれぞれの所得に付けられた加重所得
ギャップ指数の一つである（豊田1997，前田
2003，村上2002）。
　第2に，世界銀行『世界開発報告書』は，
1日 1ドル以下で生活している所得貧困が
1998年で約12億人と推定する。同時に，消
費水準に基づく貧困の計測を，栄養，平均寿
命，5歳未満の幼児死亡率，就学率などの指
標で補完する。伊藤陽一（2001）は，所得指標
の限界として，自給的生活等で市場価格のな
い物財を入手して生活している場合の貨幣的
貧困線の設定の妥当性，各国家計調査の真実
性，ドル換算での消費購買力平価の妥当性，
消費伸び率での延長推計の問題，構造調整政
策の強制による不平等拡大等の世界銀行の基
本政策自体への反省がみられないことなどを
指摘する。また，村上（2001，2003）はアメリ
カでの貧困基準についての検討をそれ以前の
標準生計費の研究と合わせて行っている。
　第3に，国連開発計画『人間開発報告書』は，
1997年版で人間貧困指数（HPI）を提起した。
その要素は，1）寿命，2）知識，3）人並みの
生活であり，具体的指標は，1）40歳未満死
亡割合，2）成人の非識字率，3）①保健医療
サービスを利用できる人の割合，②安全な水
が利用できる人の割合，③5歳未満栄養失調
児の割合である。
　つぎに，1998年版で先進国向けとして登
場したHPI－2の要素は，1）長命の剥奪：60

歳まで生きられない人の割合，2）知識の剥
奪：OECDの定義による機能的非識字（薬ビ
ンに書かれた指示を読むなど，現代社会で求
められる最も基本的な要求を満たすことので
きる識字能力）者の割合，3）人並みの生活水
準の剥奪：個人可処分所得の中位数の50％

とした所得貧困線に満たない人の割合，4）
参加できないか，あるいは阻害されている状
態：労働力人口の12か月以上の長期失業率
である。
　HPIの問題点として，原データの真実性，
指標構成項目選択の妥当性，政治的・市民的
自由要素の欠落，さらに，総合化とウェイト
選択の恣意性，ランキング・順位崇拝志向，
経済指標の捨象による先進国の途上国支配の
過小評価，GDPランキングに比べて国別格
差を過小評価，各国の内部での格差や貧困を
過小評価，総合指数化は政策形成との結びつ
きを弱めるなどを，伊藤陽一（2001）は指摘し
ている。

3.2　社会保障
　社会保障の分野としては，所得保障（年金，
生活保護，児童手当等）と現物給付（医療，介
護，高齢者・障害者・児童への対人社会サー
ビス等）がある。これらとともに，社会保障
全体にかかわる負担と給付の問題が挙げられ
る。

⑴　社会保障の負担と給付
　第1に，社会保障の負担と給付をめぐっては，
いわゆる「国民負担率」の検討が重要になっ
ている。これは，租税・社会保障負担の対国
民所得（NI）比率の俗称である。この「国民
負担率」には内容上の問題点とともに，用語
法自体の虚偽性があるとして，福島（1997，
1999）は以下の点を指摘している。まず，「国
民負担」の二つの意味（①日常用語としての
「国民の個人負担」，②英語のNationalの訳語
としての「国民」（一国の，公的な）の「負担」
を意味し，その内容は「個人負担」あるいは
「家計負担」だけではなく，「企業負担」も含
む）が意識的に混同されている。
　同じく，「国民所得」には，広義の「一国
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の経済活動の規模とフローを表示する概念の
総称」と，狭義の「要素費用表示の国民純生
産」（NI）とがある。一般に，「対国民所得比」
という表現で分母として使用されているのは，
狭義の「国民所得」（NI）である。これは相対
的な尺度であって全体に占める部分の比率で
はないが，「国民所得に占める比率」という
誤解表現が多い。また，「国民負担率」の分
子を構成する租税には間接税が含まれている
が，狭義の「国民所得」（NI）には間接税が含
まれていないことも見逃されることが多い。
　つぎに，「国民負担率」の「負担」と「給付」，
ならびに「公的負担」と「私的負担」はワン
セットである。「負担」のみの強調は，全体
の構図を無視した一部分でしかないし，双方
向の循環を無視した一方向でしかない。昔か
ら，国民経済全体の循環構造あるいは再生産
機構の構成要素の相互関係をどう表現するか
ということは経済学の一大テーマであった。
以上から，「国民負担率」という用語は使用
すべきでないと福島は強調している。なお，
公的部門の比重を表現するという意味では，
「公的負担率」という表現の方がまだましで
ある。そして，「公的負担率」の低いほうが，
個々の家計の「私的負担」が大きくなるので，
国民生活は不安定にならざるをえない。
　第2に，最近，財政赤字を加えた「潜在的
国民負担率」が登場し，負担抑制の歯止めと
して超えてはならないとする基準の50％も
同時に移動している。「潜在的国民負担率」
の問題点として，①現在の「国民負担率」に
将来負担を織り込んでおきながら，将来に増
税されればそのときはその時点の「国民負担
率」に再び計上するという二重計上，②現在
の単年度の国債発行額の半分近くは国債利払
い等に費やされ，行政サービス等に実際に使
用されるのは，残りの半分強という過大表示，
③赤字財政はこれまでの政権の責任の問題で

あるのにその反省がない，などを会員外の里
見（2003）が挙げている1）。

⑵　 社会保障分野の統計をめぐる若干の課
題

　社会保障の各分野の改革が大きな課題と
なっているが，年金を始めとして，それらの
統計に関する検討は不十分であり，ここでは
若干の課題のみを取り上げる。
　第1に，高齢者の所得保障としての老齢年
金と同じく，子どもの所得保障としての児童
手当が存在する。日本では厳しい所得制限，
年齢制限，低金額など何重にも矮小化されて
おり，普遍的な児童手当制度としては存在し
ていない。そのために，国際比較を行う場合
には，単なる量的な違いにとどまらず，むし
ろ質的な違いに注意が必要である（福島，
2000）。
　第2に，ジェンダー問題である。現行の社
会保障制度は男女不平等の実態と社会規範を
前提とし，その枠組みを再生産している。ジェ
ンダー視点を意識した社会保障と社会福祉に
関わる統計の取り扱いはまだ不十分である。
近年になって，社会保障・社会福祉に関する
統計の分野で，生活保護，年金，児童手当，
児童福祉，高齢者福祉，障害者福祉等のジェ
ンダー視角による見直しが始まっている（伊
藤 純 他 1999，2000，2001，2002a，2002b，
伊藤セツ 2001，中野他 2001，福島 2002，
2003）。

４．労働運動

　政府の労働政策と資本の労務管理と対峙し，
労働条件を守る労働者階級の主体的運動とし
ての労働運動および社会運動の動向の研究は，
労働統計研究にとって重要な課題である。労
働運動の統計的研究では，労働組合の組織率，
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労働争議などの労働組合統計の研究に加えて，
労働組合の実態調査や自営業者・消費者によ
る実態調査の研究が重要な課題となる。本学
会においては水野谷（1998）の研究があるの
みで，さらに活発な議論が待たれる。

労働統計研究の到達点と今後の
課題

　本稿は，学会員の研究成果の総括が中心で
あり，今日の労働問題研究の対象と課題を網
羅するものではない。本学会の労働統計研究
の到達点と課題は以下のようになろう。
　第1に，労働統計成立史の研究である。労
働統計成立の原型，基本的形態の解明は，労
働統計批判の原点を明らかにする。現在の到
達点として，岩井（2004a，2004b）がある。
　第2に，労働問題研究を生活との関わりに
おいて進めることである。学会員の共同研究
である岩井他（2000）は，この課題に応えた現
在の到達点である。労働統計研究の対象領域
の拡大と個別統計の批判的研究の深化がある
が，政府の労働政策との関係の分析は不十分
である。不安定就業指標の研究では，派遣労
働の研究が一層重要な課題となっている。ま
た，若年層の就業問題の原因と対策に関わる
統計の批判的研究の深化も必要である。
　第3に，ミクロデータ利用による労働統計
の批判的研究の深化である。日本のミクロ
データ提供に制約がある中でも，学会員の研
究成果は，日本・欧米のミクロデータを利用
した分析に至っている。ミクロデータの利用
によって公表集計表による分析の限界を超え
ることができ，学会員の自由で自主的な研究
課題の設定とデータ分析が可能となる。
　第4に，国際比較研究の一層の進展である。
国際機関・各国の労働統計資料の批判的検討
と利用は重要な課題である。各国の産業構

造・労働条件の急速な変化の中，日本の労働
者状態の特性を明らかにするためにも，労働
統計の国際比較研究を深めることは重要であ
る。
　第5に，学会に部会が設置されたように，
ジェンダー視点からの労働統計研究の深まり
がある（杉橋1997，杉橋他2004，独立行政法
人国立女性教育会館他2003）。労働諸条件の
研究で可能な限り性別の指標を取り入れた分
析がなされた。さらなる研究が期待されてい
る。
　第6に，独自のデータ収集と加工分析である。
独自の実態調査とデータ分析として，藤岡の
SPA法は，重要な成果を上げている（Fujioka, 

M. et. al, 1997）。また，「求職者に関する国際
比較調査研究会」の職安求職者に対する失業
調査が，労働組合の協力を得て実施された。
労働者状態に関する自主的な調査活動の進展
は，政府の調査活動に作用し，公表される統
計の信頼性，正確性を向上させる。労働組合，
消費者団体，NPO等による調査活動の活発
化に加え，そこに研究者が積極的に加わるこ
とは，今後の重要な課題である。最後に，現
在進んでいる政府の一連の統計改革論議の中
で，労働統計にも大きな変革が迫られている。
それらを検討し，対案を提示していくことも
緊急の課題である。
　第7に，広く学会外では，人権の擁護を基
礎にした総合的な生活保障の一環として，ナ
ショナル・ミニマムの制度的な整備が改めて
提起されている（黒川他2002）。生活保護，
最低保障年金，最低賃金制の水準・基準をど
うするかという問題である。これには，ヨー
ロッパ諸国などでさかんに議論されている，
「すべての人に無条件に支給される所得」と
してのベーシック・インカム（「基礎所得保
障」）の水準（小沢（2002）の試算では，月額8

万円）の問題も関係する。ここでも，統計に
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研究所  No. 30．
岩井浩（1996）「労働力統計と不完全就業論⑴」『経済
論集』関西大学経済学会  45巻3号．

　　　（1999）「失業の代替指標と失業・不安定就業」
『経済学研究』九州大学経済学会  66巻3号．
　　　（2000）「現代の失業・不安定就業の構造的変化」
岩井浩・福島利夫・藤岡光夫編著『現代の労働・
生活と統計』北海道大学図書刊行会．

　　　（2002）「失業統計の吟味・批判と失業の代替指
標　国際的論議　」『研究所報』法政大学日本統
計研究所  No. 29．

　　　（2003）「イギリスの失業統計批判と失業の代替
指標」『経済論集』関西大学経済学会  52巻4号．

　　　（2004a）「イギリスの失業救済と失業統計　請
求者登録統計の原型の形成　」『経済論集』関西大
学経済学会  54巻1号．
　　　（2004b）「失業救済・失業保険と請求者登録統
計　基本的概念と方法の形成　」『統計学』経済
統計学会  87号．
岩井浩・福島利夫・藤岡光夫編著（2000）『現代の労働・
生活と統計』北海道大学図書刊行会．
岩崎俊夫（2000）「書評　橋本健二『現代日本の階級構
造』（東信堂，1999年）」『女性労働研究』女性労働
問題研究会  38号．
海野博（1997）『賃金の国際比較と労働問題』ミネル
ヴァ書房．
小澤薫（2002）「離職失業者とその世帯の生活状態につ
いて」『研究所報』法政大学日本統計研究所  No. 

29．
小沢修司（2002）『福祉社会と社会保障改革　ベー
シック・インカム構想の新地平　』高菅出版．

小野寺剛（1997）「アメリカ合衆国労働省労働統計局
『報酬費用の国際比較』」『統計研究参考資料』法政
大学日本統計研究所  No. 52．

　　　　（2000）「賃金・労働費用の国際比較と日本に
おける賃金格差」，岩井浩・福島利夫・藤岡光夫編
著『現代の労働・生活と統計』北海道大学図書刊
行会．

　　　　（2003）「日本とEU諸国における実収賃金，
間接賃金の比較」『経済学年誌』法政大学大学院経
済学会  38巻．

金子治平・杉橋やよい（2003）「就業構造基本調査によ
る日本の男女所得格差の要因分解」『神戸大学農業
経済』神戸大学  36巻．

金子治平・杉橋やよい・山下裕歩（2005）「雇用形態別
にみた男女間所得格差の変化－リサンプリング・

よる検討が今後の大きな課題として残されて
いる。
　（本章の執筆に当たって，「はじめに，1，2，
4，5の第1から第6まで」を村上が担当し，
「 3，5の第7」および全体の調整を福島が担
当した。）

注

1．「潜在的国民負担率」のあいまいさは，総務庁編
『高齢社会白書』における「国民負担率」の定義の
変遷にも現れている。1997年版での「租税負担と
社会保障負担を合わせた国民負担率」が，1998年
版と1999年版では「租税負担，社会保障負担及び
財政赤字を合わせた国民負担率」といつのまにか
変化し，さらに2000年版では「国民負担率（租税
負担及び社会保障負担の対国民所得比）」と「財政
赤字を合わせた潜在的な国民負担率（対国民所得）」
との二つに区分されている。
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第21章　中国統計
　　社会統計学は中国経済研究に貢献したか　　

矢　野　　　剛

はじめに

　本稿は筆者の研究上の立場　統計を利用
して中国経済の実証分析をおこない実態解明
をすることに興味を持つ立場　からのレ
ビューである。その観点から経済統計学会会
員による中国統計研究および数量的手法によ
る中国経済研究の成果が他にはない特色と強
みを持ちうる可能性を論じ，次の10年にお
いて経済統計学会が日本の中国経済数量分析
をリードする一角となる未来を展望する。
　数量的手法を用いた中国経済研究には，既
に世界中に分厚い蓄積があり，現在も日々業
績が重ねられつつある。殊に経済学系英文学
術誌の世界では，中国経済研究のほぼ100％
が数量的手法を用いたものとなっている。地
域研究の色合いが強く必然的に記述的分析に
比重のかかっていた日本の中国経済研究でも，
中国の高度経済成長に刺激された他分野の経
済学研究者の新規参入が増えている。その結
果，日本の中国経済研究においても数量的手
法による研究の絶対量および割合が増加しつ
つある。このような分野状況であるため，経
済統計学会会員による中国統計研究および数
量的手法による中国経済研究（日中比較等を
含む）の業績は，量的には当該分野の一部を
占めるに過ぎない。しかし，その中には経済
統計学会が伝統的に蓄積してきた強みを活か
した研究も決して少なくない。また上記の理

由により相対的に立ち後れてきた日本の数量
的手法による中国経済研究の水準を押し上げ，
世界的水準に迫る努力をおこなっていると評
価できる業績も散見される。そこで本稿では，
強みの発揮とキャッチアップへの努力という
観点から，中国経済研究における経済統計学
会会員の業績の位置づけとその意義を振り返
り，今後の課題を明らかにしてみたい。

１．統計方法論および統計制度論

　統計方法論および統計制度論，いわば統計
そのものに関する議論は，経済統計学会が伝
統的に強みを持ってきた分野である。また近
年の中国GDP統計（信憑性）論争にみられる
ように，中国統計研究においても大変重要な
分野である。そのため，この節では強みの発
揮という観点から，近10年経済統計学会会
員がこの分野においてどのような学術的貢献
を成し遂げてきたのかをみていきたい。

1.1　中国統計方法論
　まず過去10年間で5回にわたって開催され
た日中経済統計学シンポジウム（1995年北京
会議，1997年大阪会議，1999年浙江省嘉興
会議，2001年東京会議，2004年広西省桂林
会議）における最大のテーマである中国統計
方法論をめぐる議論を取り上げなくてはなら
ない。議論の骨子は次のようなものである。
従来社会統計学が中国統計学界の主流派をな
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してきたが，近年国際的に通用する先進的科
学として数理統計学の進出が目覚ましい。当
初，すなわち社会統計学派と数理統計学派の
勢力が未だ拮抗していた時代，両派を併せて
「大統計学」として括られるべきであるとい
う議論から始まったが，その後「大統計学」
内部で両派統計学のどちらが主流であるべき
かという議論の中で社会統計学派は後退を続
ける。そして最近年に到っては，数理統計学
が事実上主流派の座を占めるという現実の下
で，中国の統計学としては数理統計学だけが
あれば十分であり社会統計学を包含した「大
統計学」なるものは不要であるというという
議論が出るまでに社会統計学の劣勢が進んで
いる。その中で社会統計学の存在理由やアイ
デンティティを基礎づけられる社会統計学方
法論はないものかというのが基本的な問題意
識である。それに対し同様の弱体化過程を危
惧する日本の社会統計学派が上記の問題意識
を自らのものとしても捉え，日中の社会統計
学派で議論がおこなわれてきた。この問題に
対し日本側から最も明確な提案をおこなって
いるのが大西（2000，2003），Ohnishi（2004）
である。まず大西（2000）においては，経済学
理論（主流派経済学およびそれの摂取によっ
て発展したマルクス経済理論）を重視した統
計学として社会統計学を再定義すべきである
という提案がおこなわれている。それを踏ま
えて，大西（2003），Ohnishi（2004）は経済学
理論重視統計学の自らの実践として，計画経
済期から現在に至る改革期までの中国経済を
「社会主義」や「移行経済」と捉えるよりも，
低開発下での国家主導資本蓄積（資本主義育
成）体制すなわち「国家資本主義」と捉える
方が，正確でかつ視野を中国一国に限定させ
ない普遍性を持っているという認識枠組みを
提示している。従って，一種の資本主義経済
であったし今もそうである中国経済を分析す

る理論枠組みとしては，伝統経済から資本主
義経済への転換という経済開発における普遍
的な（計画経済に限定されない）過程を取り
扱ってきた開発経済学が適合的であるし，そ
れに整合的な実証分析手法として計量経済学
分析その他の数量分析手法を使用した中国経
済分析が推奨される。この議論を中国統計方
法論を離れてもっと普遍的な言い方に敷衍し
てみると，次のようになるだろう。現存の経
済体制は（生産力に規定されて）何らかの段階
にある資本主義経済であり，その現実経済＝
資本主義経済分析の理論として主流派経済学
とマルクス経済学は本来同根なのである。前
者は多くの研究者が参加した一大プロジェク
トであり，その中で緻密で論理無矛盾な体系
やアイデアが蓄積された点に長所があるのに
対し，後者は出発点から持っている歴史的視
野の長さを長所としているという違いだけが
あると考えた方がよい。ということは，何を
主流派経済学とよび何をマルクス経済学とよ
ぶかは通常思われているよりも固定的ではな
く，主流派経済学の分析装置（経済主体の最
適化行動やその社会的帰結としての均衡）に
全面的に依存したマルクス経済学も可能であ
る。当然分析対象を観察し情報を集約する道
具である統計的手法，数量分析手法の採用に
関しても，両派で何らかの区別をすべき合理
的な根拠はないだろう。ここまで敷衍すれば，
中国統計方法論を超えて社会統計学の一般的
な方法論，すなわち経済統計学会全体の方向
性の提案となる。この提案に対する中国社会
統計学派の反応は必ずしも明確ではない。ま
た彼らが提示する方法論でも，社会統計学の
意義を強調したいというモチーフは十分に伝
わるものの，今後の社会統計学はどのような
ものであるべきかという方向性は明確ではな
い。従って，本稿では個別の報告内容に立ち
入る紹介はしないことにする。それに替えて，
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過去10年間の日中経済統計学シンポジウム
における中国側報告の変質を指摘し，それに
関する私見を述べてみたい。
　実はこの中国統計方法論問題への中国側の
熱意は近年冷めてきているように思われる。
最近の桂林会議（2004年）は他の日中統計学
国際会議との共同開催であるという理由によ
り，中国社会統計学系統の参加者の顔ぶれが
従来とは相当変わっている。そのためこの桂
林会議は時系列変化の比較対象とはしないが，
それでも前回東京会議（2001年）ではそれ以
前の3回の会議と比して方法論に関する中国
側報告が顕著に減少している。それに代わり
通常の計量経済学的実証分析の増加が目立つ。
つまり，中国社会統計学派は数理統計学・計
量経済学に関する一定の技術的キャッチアッ
プを果たしつつあり，その成果を披露したも
のと捉えられる1）。そして自分たちも数理統
計学に関する技術的キャッチアップをして国
際的な科学の装いをとれるようになった以上
は，もはや社会統計学独自の意義を考える方
法論は不要である，という言明を行動で示し
たものと解釈することは自然であろう。この
ような変化を当然のこととして看過してよい
だろうか。中国統計方法論問題の本来の目的
意識　統計作成や統計利用に際しては数理
統計学のような狭義の技術学以外にも考える
べき問題がある　は，個々の研究者が如何
なる技術を習得したかということとは独立に
今でも有効な問いである。むしろ，技術を習
得し無用の複合感情に毒されることが無く
なった条件の下でこそ，上記の問題により発
展的な回答を与えることが出来るであろう。
これは中国社会統計学派に対する疑念に留ま
らず，日本社会統計学派への提言でもある。
繰り返せば次のようになる。現在基本的な数
理統計学や計量経済学ディシプリンの普及は
経済統計学会内部でも相当程度進んでいる。

そのディシプリンの基礎の上に立ってこそ有
益な社会統計学方法論論議がなされるという
ことがもっと強調されてもよいと筆者は考え
る。

1.2　中国GDP統計論争
　次に近年一般世論をも巻き込んだ中国統計
に関する中国GDP統計論争に対する経済統
計学会員の貢献に触れよう。論争の発端は米
国における中国経済研究の老大家Rawskiが
中国経済研究専門学術誌China Economic 

Review2）に公表したRawski（2001）である。そ
の趣旨は次のようなものである。1990年代
末からの中国GDP統計は実態より明らかに
過大推計されている。その根拠は，例えばエ
ネルギー消費がマイナス成長なのにGDPは
高い成長率を実現しており（GDPのエネル
ギー消費弾力性がマイナス），このような統
計間の不整合の原因はGDPの過大推計にあ
る。そこでRawski（2001）は独自のGDP代替
推計を提示しており，そこではエネルギー消
費がマイナス成長（－6.4％）を記録した1998

年のGDP成長率は－2％～2％，エネルギー
消費が僅かにプラス成長（1.1％）であった
2001年でもGDP成長率は3％～4％といずれ
も中国公式統計よりは遙かに低い成長率が推
計されている。この論文自体は中国経済（あ
るいは開発経済学）研究者のみが講読するで
あろう専門誌に掲載されたものだが，米国お
よび日本に存在した中国警戒ムードや反中的
心情をおそらく背景として，News Week（April 

8, 2002），Business Week（April 1, 2002），『 文
藝春秋』（2002年8月号）といった一般メディ
アにまでその論旨が取り上げられ広く世人の
注目を集めた。この問題に対して統計の品質
を吟味する伝統を持つ経済統計学会は日本の
中でもいち早く反応している3）4）。『統計学』
第 83号（2002年 9月）で「特集　中国のGDP
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統計」が組まれ許（2002），張（2002），大西
（2002）が見解を寄せている。そこで許（2002）
は中国GDP統計作成にあたる国家統計局の
立場からGDP統計の歴史，作成・公表の仕方，
問題点を紹介し，張（2002）はRawski（2001）
の中国GDP統計批判自体を統計的に検証し
ている。また大西（2002）は各方面からの
Rawski（2001）への反論の論点を紹介してい
る。特に，そこで中国国家統計局に属する許
（2002）は中国GDP統計作成プロセスを相当
程度詳しく紹介しており，この問題に関心を
寄せる研究者に貴重な情報を提供している。
また張（2002）はRawski（2001）GDP代替推計
に対してかなり詳細な統計手法上の検証と批
判をおこなっており，Rawski（2001）GDP代
替推計に対して「やや極端である」（大橋，
2005，41ページ）とする研究者の一般的な感
覚を理論的に基礎付ける重要な作業であろう。
この特集の後も『統計学』誌上で，小川（2003）
はRawski（2001）が論じたエネルギー消費と
GDP成長率問題の更なる検討を試み，張
（2005）も現在の中国統計の品質を吟味して
いる。現在，世上あるいは中国研究界では通
例のごとく中国GDP統計問題に対する一過
性の関心が薄れかけているが，中国マクロ
データ使用時にこの問題を考慮する必要性が
低いことが証明されたわけではない。今後は
中国マクロデータの実際の利用者，特に計
量・数量分析（マクロモデル・CGE分析，時
系列分析）をおこなう実証家達に向けて，件
のマクロデータ推計誤差問題が実際の分析に
及ぼす影響や対処法を探っていくことが有益
であろう。そこまで到達すれば，中国マクロ
データの問題点を指摘することにより中国統
計利用を萎縮させるという後ろ向きの効果を
克服し，社会統計学の観点から中国経済の実
証分析を進歩させるという発展的な貢献がな
されたという評価を広く得られると確信する。

1.3　中国統計作成および制度論
　様々な中国統計作成および制度論において
も，近10年間に経済統計学会会員による様々
な成果が上がっている。
　その中でも一橋大学経済研究所と京都大学
農業経済学グループが深く関与した中国農
家・農村データ作成を最初に紹介しよう。こ
れは辻井博（京都大学農学部），松田芳郎（東
京国際大学経済学部），寶劔久俊（アジア経済
研究所），仙田徹志（香川大学農学部）の4名
を中心として，中国で収集されてきた農村マ
イクロデータの重要性を認識し，中国では各
年の横断面データとしての取り扱いのみをさ
れてきた農村マイクロデータを，パネルデー
タとして連結・再構成することにより更に高
度な分析をおこなおうとする研究プログラム
である。対象となった原データは中共中央政
策研究室と農業部農村固定観察点弁公室に
よって調査が実施されてきた固定観察点調査
データである。そこから20％サブサンプル
が抽出され各種データのパネルデータ化がお
こなわれている。中心となるのは農家マイク
ロデータであり，その規模は54村・約4000

～5000戸に及んでいる5）6）。この研究プログ
ラムは，経済主体のミクロレベルの行動を明
示的に分析枠組みに取り込みその枠組みに整
合的なマイクロデータを用いて実証作業をお
こなう「開発のミクロ経済学」の台頭を意識
しており，国際的な場への学術的貢献を意図
したものだと思われる。その農家パネルデー
タの規模や質，払われている注意の細密さか
らみてそこからの実証成果は国際的な公表を
狙いうるであろう。また当データを用いた実
証分析が既に試行的に始められている。その
成果の紹介は下段のミクロ計量分析の箇所で
おこなう。
　産業連関表作成作業においての貢献もある。
泉弘志（大阪経済大学経済学部），李潔（埼玉
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大学経済学部）を中心としたグループでは，
日中間での産業別購買力平価を推計し，それ
に基づき日中間で統合・連結された産業連関
表実質値データを作成している。1985年，
1987年，1990年，1995年の 4時点において
の統合・連結作業がおこなわれている。作業
の 詳 細 は Li et al.（1995）， 李（2005a）， 李
（2005b）等で紹介されている。この日中産業
連関表統合・連結の狙いは様々な日中比較を
産業連関分析の枠組みの中でおこなうことに
あるだろう。日中間に限定されず国際的に産
業連関表を統合・連結し，その上で様々な分
析をおこなうことは当グループの一大プロ
ジェクトと言うにふさわしく，系統的な論文
が公表されている。それらについては下段の
産業連関分析の箇所で紹介したい。
　直接の統計作成ではなくても統計作成に関
わる制度の吟味もまた重要な作業であるし，
それは経済統計学会の伝統に棹さす領域の仕
事でもあろう。未だ十分な公表論文としては
発表されていないものの，北倉公彦（北海学
園大学経済学部），孔麗（北海学園北見大学商
学部）らは中国農業センサスの吟味をおこ
なっている7）。経済統計学会第46回全国大会
（2002年，於北海学園大学）での両名の報告
「第1回中国農業センサスに関する考察　調
査方法，調査項目とその定義等に関する日本
との比較　」（第1セッション）を経て，翌年
経済統計学会第47回全国大会（2003年，於松
山大学）の北倉報告「第1回中国農業センサ
スにおける正確度の確保措置　日本との比
較において　」（第6Aセッション）では中国
農業センサスの正確度確保措置の吟味にまで
踏み込んでいる。引き続き中国農業統計作成
に関わる制度あるいは統計自体に関する吟味
を進め，実際の統計利用をおこなう中国農
業・農村研究者が実証分析をおこなう際に如
何なる点に留意すべきで，その留意がおこな

われない場合に具体的にどのような悪影響が
生じるか，その際の対応策は何かといった点
を明らかにする水準にまで研究を到達させる
ことを筆者は希望する。そのためには，純粋
な制度論に留まらず中国農業・農村実証分析
を実際におこなう研究者との連携，あるいは
自ら計量・数量分析に関わっていく姿勢が必
要であろうと考える。
　川副延生（名古屋商科大学）もまた中国各種
統計作成やそれに関わる制度の吟味を続けて
いる。川副（1995，2002）は中国物価統計を巡
る問題を取り扱っている。川副（1995）では，
小売物価指数作成の対象となる品目規定の都
市間での相違と時系列上で変更について考察
している。また，川副（2002）では中国消費者
物価指数作成方法について，都市の選定状況
と指数計算法の二点の適切性を検討している。
物価統計の他にも，川副（1998）では，中国家
計調査における都市選定方法について検討を
行い，より統計的学的に望ましい都市選定方
法への修正提案をおこなっている。更に近年
は，経済統計学会第47回全国大会（2003年，
於松山大学）の川副報告「中国における医療
費の増加とその影響」（第6Aセッション）や
日中経済統計学シンポジウム2004年広西省
桂林会議での報告Kawazoe（2004）において中
国医療統計の問題を追求している。この一連
の研究に関しても筆者が希望することは上と
同じで，今後の継続的な研究の成果が実際に
データを使用する実証家達に明確な注意や警
告を与えるものとなることを願うものである。
　以上みてきたように中国統計方法論，そし
て統計作成および統計制度論分野においては，
経済統計学会員の業績は日本における当該分
野の研究をリードしているといって良いだろ
う。しかし，これは経済統計学会が社会統計
学を専門とする学会である以上当然のことと
も言える。すなわち比較的狭いある特定分野
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では，経済統計学会が優位性を示してきたと
する慎重な評価が妥当であろう。問題はそれ
がより広い中国経済研究全体をリードできる
成果に結びついている否かである。以下では
その中国経済研究の有力な一部をなす中国経
済数量分析分野における会員の貢献を振り
返ってみよう。

２．統計を用いた数量分析

　ここでは近年日本でも増加しつつある数量
的手法による中国経済研究の中で，経済統計
学会会員による中国経済の数量分析が，どの
ような学術的貢献や独自性の発揮を成し遂げ
てきたを振り返る。いわば，世界水準への
キャッチアップという観点から，会員の業績
の位置づけを探る。

2.1　産業連関分析
　現在中国経済研究（もっと広くとれば移行
国経済研究ないしは開発経済学研究）分野の
代表的経済学系英文学術誌では産業連関分析
による論文を見受けることは殆どない。それ
に比して日本の中国経済研究では，産業連関
分析が相対的に盛んである8）。例えば近年で
は，産業連関表の作成成果として Institute of 

Developing Economies－ JETRO（2003），産業
連関表による分析としてはOkamoto and Ihara

（2004），市村・王（2004）のような代表的な成
果が公表されている。特に地域間産業連関分
析に対する関心が高い。これは，第一に中国
が広大な国土を有していることから各地域が
一つの自立的な経済を形成しており，研究者
としては地域経済間の依存関係・中国経済全
体の空間構造への関心をかき立てられること
に起因している。第二に中国内部での地域間
経済格差の大きさが，先進地域と後進地域間
の経済構造上の関連を解明すべき重要課題と

していることが挙げられる。上に紹介した4

つの代表的成果のいずれもが地域間産業連関
分析に関するものである9）。経済統計学会に
おいても雪合来提（2004）が新彊ウイグル自
治区を中心とした地域間産業連関分析をおこ
なっている。これは，Institute of Developing 

Economies－JETRO（2003）の 8地域間産業連
関表を更に分割して9地域間産業連関表を作
成し分析をおこなうもので，その発展・応用
を目指したものと言える。李（2004）もまた省
レベル集計（マクロ）データを用いて中国地域
間経済格差の分析をおこなっている。ただし
これは経済学ベースの分析手法である産業連
関分析や回帰式を用いた計量分析によるもの
ではなく，社会学ベースの因子分析や相関分
析を中心としたものである10）。
　もちろん地域格差問題以外にも，各分野で
産業連関表を用いた分析が試みられている。
任・黄（2003）は産業連関分析の枠組みを用い
て中国のエネルギー効率改善効果の大きさを
計測している。環境問題への産業連関分析か
らのアプローチである。また木下（2002）は，
産業連関分析の一つのバリアントである
DPG（比例的成長からの乖離）分析を用いて，
中国成長主導産業の成長要因を需給両面から
明らかにすることを試みている。
　先に紹介した泉・李グループの国際的産業
連関表統合・連結作業からも，多数の成果が
生まれている。1990年日中統合産業連関表
からは日中価格差要因分析（李，2005c）およ
び日中産業別TFP（全要素生産性）比較（李，
2005d）という成果が，1995年日中統合産業
連関表からも日中エネルギー消費構造比較
（李，2005e）が生み出されている。1990年日
中価格差要因分析（李，2005c）の1995年版で
ある1995年日中価格差要因分析は戴（2004）
に引き継がれている。この戴（2004）は独自推
計した1995年日中統合産業連関表を使用し
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ているが，その推計作業自体が泉・李グルー
プの系統的な作業成果の一環であろう。
　今後も盛んにおこなわれるであろう中国経
済に関する産業連関分析に対する希望を述べ
ておく。産業連関分析には，線型モデルとい
う大変に制約的な理論的仮定がある。この仮
定こそが産業連関分析の計算作業を簡便化し
ているのであるが，その制約の強さすなわち
短所が産業連関分析の長所を損なわないこと
を確認できる分析テーマ選択やモデル設定を
する必要があろう。例えば地域や産業部門を
細かく分割した非常に多数の部門からなるモ
デルによるシミュレーション分析をおこなう
ことは，計算量問題からマクロ計量モデルや
CGEモデルでは現実には実行困難であるこ
とが多く，計算量を節約できる産業連関分析
の長所が十全に活かせるテーマである。更に
言えば，産業連関分析の長所と短所を踏まえ
るということは，他のシミュレーション分析
ツールであるマクロ計量モデル分析やCGE

モデル分析の長所と短所を理解するというこ
とと同じである。それらシミュレーション分
析手段を必要に応じて産業連関分析と代替的
に採用できるような技量を身に付けることに
より，「産業連関分析の専門家」という狭い
技能枠から，中国経済の実証分析を志す「シ
ミュレーション分析の専門家」に成長される
ことを筆者は待望する。

2.2　 マクロ計量モデル・CGEモデル分析
　産業連関分析とマクロ計量モデル・CGE

モデル分析はシミュレーション分析を主体と
する点では共通している。ただし上でも少し
触れたように，経済理論的な観点からは産業
連関分析より制約的な仮定の少ないマクロ計
量モデル，更にはCGEモデルによる分析の
方が望ましいことは確かである。ここでは，
経済統計学会員が関与したそれらの試みを紹

介してみよう。日本学術振興会未来開拓学術
研究推進事業「アジア地域の環境保全」の一
環として中島他（2002）は，環境シミュレー
ションのため，地域特性を考慮した中国マク
ロモデルを開発している。同モデルは工学的
情報をもモデル内に反映させた独自性の高い
ものであり，30省・数十産業への分割をお
こなった大規模なモデルでもある。中島他
（2002）は，同モデルを使用して幾つかの環境
新技術の環境・経済への影響をシミュレート
している。中国の環境問題へのシミュレー
ションアプローチとして，今後同分野のベン
チマークとなる重要な貢献であろう。黄
（1998）もまた中国環境シミュレーション分
析（エネルギー課税効果分析）をおこなってい
る。ただしそこで用いられているのは，市場
における需給均衡とそれをもたらす均衡価格
を明示的にモデル内に取り込んだCGEモデ
ルであり経済理論への基礎付けは一層厳密な
ものとなっている11）。財政・金融といった中
央政府にとっての中心的政策課題を分析する
ためのマクロ計量モデル分析としては尹
（2003）があり，そこでは中国の20数年間に
わたる漸進的経済改革の政策効果分析がおこ
なわれている。尹（2003）が中国国内マクロ計
量モデルであるのに対して，大西他（2003）は
中国を中心とした国際連結マクロ計量モデル
を用いて中国の国際経済関係を分析している。
その他，中国国内労働力移動（「民工潮」）とい
う特定の問題をマクロ計量モデルを構築して
分析したものとしてOhnishi and Mao（2001）
があり，中国全体ではなく新彊ウイグル自治
区という1省についてのマクロ計量モデル作
成の試みとして大西（2000）がある。
　日本国内での産業連関分析とマクロ計量モ
デル・CGEモデル分析の一定の蓄積を考え
ると，今後は準備作業としての様々な産業連
関分析をおこない，その土台の上に立った大
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規模かつ現在の中国経済の特徴を織り込んだ
中国国内CGEモデル分析プログラムがあっ
ても良いと筆者は考える。海外ではLloyd 

and Zhang eds.（2001）が相当体系的なCGEモ
デル分析を展開しており，中国国務院でも開
発研究中心のLi and Zhai（2000）が独自のCGE

モデルを作成し分析をおこなっていることを
情報として付加しておく。
　以上の2.1および2.2はシミュレーションを
中心とした数量分析の紹介であったが，計量
分析の伝統的な使用法　推測統計学により
推定結果から仮説をテストする　をマクロ
データを用いておこなった分析もある。井
上・木下（2000）は中国主要産業の生産性に対
する外資の影響を省レベル集計（マクロ）デー
タを用いた回帰により分析しており，任
（2000）は中国TFP成長率の要因分析をおこ
なっている。しかし，これらの論文が追求し
た課題は，データの使用可能性がそれを許せ
ばミクロデータによる分析がより望ましい性
質のものである。そして現在の経済学実証分
析における標準的水準を考えるなら，データ
使用可能性の追求も含めミクロデータによる
再検討が推奨されるものであろう12）。
　その他に数量モデル分析とは異なるがマク
ロデータを用いた分析の一つとして資金循環
分析があり，張南（広島修道大学商学部）は張
（2000）等で中国経済に関する資金循環分析
を活発に公表している13）。

2.3　ミクロ計量分析
　英文学術誌での中国経済研究では（のみな
らず，開発経済学あるいは経済学実証研究全
体において），ミクロデータを用いて経済主
体の行動レベルから計量分析をおこなうアプ
ローチが有力になっており，ほぼ実証研究の
主流を占めると言って良い。日本でも，この
アプローチが散見されるようになってきてい

るが，その中で会員がどのような学術的貢献
を果たしているかを検証する。
　上記1.3で紹介した固定観察点調査20％サ
ブサンプル農家パネルデータからは，例えば
仙田（2005）のような成果が上がっている。同
論文は中国農村における農地地代決定要因を，
様々な確度から注意深くかつ農家ミクロデー
タの利点を活かしつつ分析したものである。
そして，これは農家経済行動に関するミクロ
計量分析への世界的な流れを明らかに意識し
たものであり，国際的な場への学術的貢献を
意図しているだろう。大西他（2005）も同じく
農家ミクロデータを用いて新彊ウイグル自治
区の貧困地区の分析をおこなっている。農業
分野以外では，白石（2002）がミクロレベル企
業データを用いて中国公営企業の利潤決定要
因を考察している。これも実態への目配りの
上に，企業ミクロデータから詳細に情報を引
き出したものである。木下（2000）もまたミク
ロレベル企業データを用いて，中国に進出し
た外資系企業から地元企業へ向けての技術ス
ピルオーバー（漏れだし）の可能性を探ってい
る。陳（2000）は同様に企業ミクロデータを用
いているが，分析の対象となったのは企業が
直面する流動性制約という企業金融の問題で
ある。その他筆者自身が関わったものとして
Yano and Shiraishi（2004），Shiraishi and Yano

（2004）等があり，いずれも国際的な研究の展
開を十分に意識している。
　以上みてきたように，この分野においても
未だ数は少ないものの経済統計学会員による
着実な貢献が蓄積されている。またそれらの
多くは国際的な場への公表を意識しており，
その可能性をも持つものである。冒頭の語句
を借りれば，日本の数量的手法による中国経
済研究の水準を押し上げ，世界的水準に迫る
努力をおこなっているのである。しかし現在
の到達水準は冷静に認識されなくてはならな
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い。上に紹介した各業績（あるいは日本の当
該分野の業績の殆ど）は基本的に，既に一定
の評価を受けた先行研究の改良版・発展版で
あり，アイデア・分析枠組みの新規性が乏し
いという弱点がある。世界をリードする水準
に到達するには，理論や計量技法の習得，当
該分野の研究状況の理解，独自データの作成
といった最低限の到達事項を踏まえた上で，
それを超えて研究のアイデアや枠組みにおけ
る新規性を打ち出すあるいは創造することが
必須であろう。そのためには第一に，分析の
アイデアや枠組みをつくる基礎作業となる現
地調査を周到なプログラムのもとで徹底的に
おこなうことが推奨される。そして第二に，
ここでも統計方法論・制度論分野における知
見と連携することが新規性を持ったアイデア
や枠組みにつながる可能性がある。
　総括すれば，数量的手法による中国経済研
究分野においても，経済統計学会員の貢献は
日本国内においては一定の水準に達している
が，統計方法論・制度論ほどのアドバンテー
ジはないと考えるのが正当な評価であろう。

今後の課題

　経済統計学会から日本の中国経済数量分析
をリードする成果を生み出す一つの道筋は，
本稿第1節でみた統計方法論・制度論におけ
る蓄積あるいは強みが，統計を使用した実証
研究上如何なる利点に転化するのかを明確に
することであろう。一言で表現すれば，統計
自体に強い数量分析へ，である。この作業を
一人の研究者がやり遂げるのは理想的である
が現実には難しい，あるいは率直に言えば殆
ど不可能であろう。それにはおそらく統計方
法論・制度論を得意とする研究者と経済理
論・計量経済学に強みを持ち実際の実証分析
に従事する研究者とのコラボレーションが欠

かせない。これこそが今後の課題である。

注

1．とは言えその分析は不正確な運用をしばしば含
むものであり，技術的な完成度は未だしというの
が筆者の正直な感想であった。

2．China Economic Review同 号（vol. 12 no. 4）で は
Rawski（2001）も含めた中国統計に関する特集が組
まれた。

3．筆者の知る限り『統計学』以外の日本の学術誌
中で中国GDP統計問題を正面から取り上げたもの
は，Kojima（2002），Movshuk（2002），小島（2003），
梶谷（2003）であり，これらは全て『統計学』第83

号の中国GDP統計特集（2002年9月）の後に公表さ
れている。

4．また趙（1998）は，既に1998年段階で中国政府統
計に存在する質の問題を論じている。

5．同データの意義，パネル化手続き，他の中国農
家データの中での位置づけについては松田・寶劔
（2005），寶劔・仙田（2005a，2005b）が詳細に述べ
ている。

6．その他村データ，郷村企業データも含まれている。
7．一部は孔麗（2003）として公表されている。
8．また，他の国・地域の分析ではマクロモデル・

CGE「計算可能な一般均衡モデル（Computable Gen-

eral Equilibrium model）」）モデル分析を用いるケー
スでも産業連関分析で代用することも多いように
思う。

9．地域間産業連関問題以外の視点に立つ中国産業
連関分析の業績としては，滕鑑（2001）が体系的な
ものとして挙げられる。

10．しかし，問題の立て方や認識枠組みは経済学の
それに近いように思われる。

11．その他のCGEモデル分析としては，尹（2002）が
自由貿易協定の効果を評価するために中国経済
CGEモデルを構築し分析をおこなっている。ただし，
紙面の制約からかそのモデルの詳細は紹介されて
いない。

12．省レベル集計（マクロ）データを用いて国有企業
における過剰雇用推計をおこなった秦（2004）につ
いても同様の課題を指摘できる。

13．その他，本来なら時系列分析についても述べな
ければならなかったであろう。海外では為替レー
ト・株式市場の分析を中心として，かなり活発に
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中国経済データを用いた時系列分析がおこなわれ
ている。経済統計学会員中には，時系列分析によ
る中国経済研究の業績は数少なく陳（1997）のECM

による貨幣需要関数の研究が見受けられる程度で
ある。
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第５部　社会科学としての統計学
──その伝統と継承──



はじめに

　統計史とは字義通り「統計」の歴史を表す
用語であるが，その意味内容は必ずしも明確
ではない。そのためか，「統計史」という言
い方はこれまであまり使用されてこなかった。
例えば「統計学＝数理統計学」の立場におい
ては，「統計」の歴史とは「統計的方法」の
歴史であり，従って形式的には「統計学史」
と「統計史」は同義語となるが，そもそも独
自の「統計」概念が存在しているわけではな
いので「統計」の歴史それ自体成り立ちよう
がない。事実，数理統計学における歴史研究
で「統計史」という用語を使用した事例を筆
者は寡聞にして知らない。翻って，様々な考
え方があるとは言え「統計学＝社会統計学」
の立場においては，統計史は統計学に一つの
研究領域を確保しているとは思われるが，統
計学史研究に比べ統計史研究の不明瞭性は否
定し難い。
　察するところそれは「統計」概念の多義性
が大きく影響しているように思われる。筆者
の考えでは，統計史研究の不明瞭性とは，「統
計とは何か」という問題が，少なくとも「統
計」の歴史研究では「どこまでを統計に含め
るか」という問題として再現せざるを得ない
ことに起因している。そうして結局のところ，
この「統計」を巡る概念規定の多義性故に統
計史の研究対象もまた一定の範囲に収束せず，
従って統計史の意味するところも不明確にな

らざるを得ないという結果に帰着する。それ
故本稿では統計史の範囲を可能限り広げ，本
学会員の業績とその特徴を評価していきたい。
更に会員以外の，特に統計学以外の分野にお
ける統計史研究の業績についても評価する。
近年，統計調査に関する研究は，歴史学や文
化人類学等の分野で国際的にも国内的にも広
がりつつある。これらの分野の業績を検討し
つつ統計学における業績との相違点を明らか
にし，統計学の立場から統計史研究の今後の
課題について改めて考えてみたい。

１．統計史研究の目的と対象

　管見の限りでは，「統計史」という用語を
初めて明確に定義し統計史研究の重要性を指
摘したのは蜷川虎三である。少々長くなるが，
統計史研究を巡る一つの見方を示している点
で重要と思われるため必要当該部分を引用し
ておこう。
　先ず蜷川（1934）は，「統計史は，統計調査
の発達を問題にする。社會の發展に伴ひ，大
量を問題にすることが多くなるとともに，統
計調査が發達し，社會の地盤の推移に從ひ統
計調査の方法内容も異なり，從つて，統計に
關する問題の仕方にも變化を生ずる。學問と
しての統計學は，此等の社會的・經濟的・政
治的な下部構造の上に建てられるのであるか
ら，統計方法を問題にするに就いても，此等
の事情並にその推移がとらえられてゐなけれ
ばならぬ。此の意味に於いて，統計學の研究

第22章　統計史
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上，統計史は非常に重要な意義をもつもので
ある」（309～310頁，なお傍点は筆者による）
と述べ，統計史研究とは即ち統計調査史であ
ると定義する。そうして統計史研究の目的と
は，統計方法，就中，統計調査法の研究に貢
献することであるとされる。
　一方，蜷川（1932）は，国家が行政上，統計
調査を通じて統計を作成することは「近世國
家成立以来の歴史的事實であり，統計史の語
る所である」（2頁，なお傍点は筆者による）
と述べ，国家による統計調査の歴史的必然性
を指摘している。蜷川（1932）は，官庁統計（政
府統計，公式統計）と区別して民間で作成さ
れたデータを「私統計」と呼んではいるもの
の，この引用からも明らかなように蜷川が重
視し且つその理論体系で前提としている「統
計」とは即ち官庁統計である。故に蜷川の定
義する「統計史＝統計調査史」とは官庁統計
の調査史を指す。これは，国家科学としての
ドイツ社会統計学の知的伝統を批判的に発展
させた蜷川統計学の，ある意味では必然的帰
結として看ることができ，統計史研究の目的
と対象を考える上で重要な示唆を与えてくれ
る。例えばこのような蜷川の統計学からは，
社会調査史のようなテーマが統計史研究の俎
上に上ることは先ずあり得まい。
　私見では，この蜷川の引用が示すように，
統計史研究の目的と対象は，少なくとも統計
学研究の一分野として看做す場合，「統計学」
のパラダイムと「統計」の概念規定が明確に
あって初めて成立するものである。例えば「統
計」を官庁統計として定義し，統計学のパラ
ダイムに統計行政の諸問題を含めようとする
立場を採るならば，統計史研究の対象は統計
調査史（統計事業史・統計作成史）のみならず
統計制度史，統計体系史，統計法規史などへ
展開していくことは不可避である。あるいは
「統計」を官庁統計に限定せず広く社会的集

団を対象にした調査データとして定義するの
であれば，社会調査史も統計史研究の領域に
含まれよう。
　このように統計史の分野では，研究の目的
と対象が，よって立つ統計及び統計学の意味
内容に大きく依存する。しかし見方を変えれ
ば，本学会員による統計史研究の動向から，
本学会が「統計概念」および「統計学のパラ
ダイム」をどのように捉えているかをある程
度理解することも可能であろう。以下，この
点に留意しつつ会員の業績を見ていくことに
しよう。

２．本学会における統計史研究
の主な業績とその特徴

　実のところ『記念号』で統計史が取り上げ
られたのは第3集以来今回で2回目である。
このこと自体が統計史の不明瞭性，即ち統計
史の意味内容が学会内で十分に認識されてい
ないことに対する一つの表象であると思われ
る。実際，統計史を専門とする研究者の層は
薄く学会全体としての研究業績も多いとはい
えないという現状がそれを傍証している。し
かしそのような状況の中でも，統計史研究の
新たなフロンティアを開拓した独創的な研究
が生産されていることも事実である。そこで
これらの特徴を見るため，ここ10年間の本
学会員による業績を研究の内容別に分類して
みたい。
　本学会員の業績は，先ず官庁統計史と非官
庁統計史に大別できる。官庁統計史では，第
一に統計調査史・統計作成史に関するものと
して，船木（1997），金子（1995，1996，1997，
1998），村上（2003），長屋（1999a，1999b，
2000，2001a，2001，2002a）， 藪 内（1995，
1999，2002），吉田（1995）が挙げられる。第
二に統計行政史に該当する研究としては，統
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計制度史に関するものとして大屋（1997a），
長屋（2002b，2002c，2003），藪内（1995），山
口（2003）があり，統計法規史に関するものと
して大屋（1997a），工藤（1997），森（2005a，
2005b）がある。またこれらの研究と性質は異
なるが，第三に「統計」概念それ自身の歴史
を 追 及 し た 長 屋（1997a，1997b，1998a，
1998b，1999a）の研究がある。他方，非官庁
統計史について見ると，先ず民間の統計組織
の歴史，即ち統計活動史とも言うべき研究と
し て 成 島（1998a，1998b，1999a，1999b，
2000，2001）が挙げられ，社会調査史の業績
としては廣岡（1999）を挙げることができよ
う。
　これら一連の研究の特徴を幾つか指摘して
おくと，やはり先ず本学会では官庁統計を主
要な研究対象にしていることが挙げられる。
とは言えそこには従来には見られなかった新
たな取り組みがあることも確かである。例え
ば従来から統計史研究の本流であった統計調
査史においても，金子（1995a，1996，1997，
1998）のように，日英の国勢調査と作物統計
を取り上げ，比較史的方法で国家行政と統計
作成の関連を追及するという斬新な試みも展
開されていることは指摘しておかなければな
らない。
　しかしながら近年特に顕著な動向として，
統計制度史や統計法規史が統計史研究の一翼
を担う重要な分野なりつつあることを挙げな
ければならない。殊に長屋（2002b，2002c，
2003），藪内（1995），山口（2003）は，ドイツ，
日本，ロシアといった様々な国家の統計制度
を対象にして，単なる統計制度の編年史に留
まらず，社会的・歴史的背景との関連で統計
制度の展開を追求した重厚な研究を示してい
る。また長屋（1997a，1997b，1998a，1998b，
1999a）は，R.v. Mohlの「社会」の発見と「統
計」概念の関連性を考察し，それを前述の統

計制度史の研究へと発展させている。長屋
（1999a，1999b，2000，2001a，2001b，
2002a）によるドイツにおける営業統計の作成
史研究と併せ，これら一連の統計史研究は，
統計史と統計学史の融合を試みた歴史研究の
一つとして，統計と統計学の歴史研究に新し
いアプローチを提供している。
　そうした中，W. Farrの衛生調査を取り上
げた廣岡（1999）やマンチェスター統計協会
の統計活動史を取り上げた成島（1998a，
1998b，1999a，1999b，2000，2001）の研究は，
官庁統計を直接の研究対象にしていないとい
う点で前述の諸研究とは性質を異にしている。
しかしながら統計学史研究との関連性からす
ると，これらの研究で取り上げられた研究対
象の重要性は強調しておく必要がある。例え
ば廣岡（1999）の研究は，社会調査史の一齣と
して看ることもできるが，医学史・医学統計
学史へと展開していく可能性も十分に含まれ
ていることは看過できない。また，成島（1998a，
1998b，1999a，1999b，2000，2001）によって
示された一連の研究は，マンチェスター統計
協会という民間の一統計組織の活動を分析し
たものではあるが，そこで示された研究の方
向性は，今後の統計史，統計学史研究におい
て更に発展させていくべきであると指摘して
おきたい。統計の研究者共同体の組織化，統
計家・統計学者の再生産システムの普及等を
一つの社会現象として捉え，それら一連の知
的営為を社会科学的に分析し，社会の中で果
たす統計及び統計学の役割を再検討すること
は，今後の統計学の方向性を見定める上でも
重要な貢献をなしうるものと期待されよう。

３．本学会以外における統計史
研究の主な業績とその特徴

　本学会員以外の統計史研究については，官



286　　　『統計学』第90号　2006年

庁統計家と官庁統計に深く関与した統計研究
者が主要な担い手として先ず挙げられる。藤
田（1995），伊藤（2000），小山（1997），溝口
（2003），大内賞委員会事務局（2004）等がこれ
に相当するが，官庁統計作成の備忘録的性格
を持つ資料として意義あるものが多い。しか
しここ近年，最も特徴的な研究動向は統計学
以外の分野で統計史が研究対象として取り上
げられている点である。
　そもそも官庁統計にせよ非官庁統計にせよ，
調査という社会的実践行為に係っているとい
う事の性質上，統計学以外の分野においても
統計史は研究の対象になり得る可能性を有し
ている。殊に官庁統計の場合は，本来，調査
が国家行政遂行の道具である統計の作成を目
的として行われるという意味で一つの政治的
行為でもあるため，より一層その可能性が高
くならざるを得ない。他方，1970年代以降
に見られたポストモダニズムの知的文脈の中
で，I. Hacking流の表現を使用すれば「人々
を作り上げ，社会を統制する」，謂わば西欧
近代合理主義の産物である官庁統計調査，特
に国勢調査が，文化人類学や社会学等におけ
る研究対象として取り上げられたことは，あ
る意味では当然の帰結であるとも言える。こ
のような研究としては，青柳（2004），Curtis

（2001），Kertzer－Arel（2001），松山（2001）等
があり，また出版物として具体的な研究成果
は未公刊ながら，2004年度より進められて
いる国立民俗学博物館連携研究「センサスの
比較研究：欧米と日本を中心に」もまたこう
した研究動向に連動しているものと看做され
る。当然のことながらこれら一連の研究は統
計学における統計史研究とは大きくその目的
が異なっている。例えば青柳（2004）の目的は，
国勢調査その自体よりも，レイス（race）やエ
スニック集団（ethnic group）が如何に国勢調
査の中で規定され分類されてきたかという点

を明らかにすることであり，統計学研究者に
よる統計史研究とは全く目的が異なっている。
　同様に歴史学や社会学の分野でも様々な統
計研究が生産されている。経済史・政治史・
科学史を含む歴史学分野では，Cohen（1999），
Crawford（2003），Foster（2001），Klep－
Stamhuis（2002），佐藤（2002），Tooze（2001），
Worton（1998），安元（2002）等が挙げられる。
これらの研究の中には，地域史研究の一助と
して国勢調査における記録資料の性格を持つ
Crawford（2003），Foster（2001），Worton（1998）
等の研究もあるが，一方で本格的な歴史研究
を展開したものもある。例えば佐藤（2002）は，
調査者・被調査者双方の同時代的な認識を視
点において，我が国における国勢調査の普及
過程を追及し，近代国家における国勢調査の
社会的意義を評価しようとする試みであるが，
調査史の枠組みを超えて統計活動史の要素を
も含んだ稀有な研究であると言えよう。
　社会学の分野では，言うまでもなく社会調
査史が主内容となる。例えば川合（2004），村
上（2005）の研究がそれに相当するが，そこで
は社会調査を一つの社会的営為と見て，その
社会的文脈を理解することを目的としている。
もっとも社会調査史を統計史に含めるべきか
否かは一つの問題ではある。しかし少なくと
もこの種の社会学者による社会調査史研究に
は官庁統計調査も含まれる場合が多いことは
指摘しておかなければなるまい。つまり社会
学では，調査という点で，民間による社会調
査と官庁による統計調査に本質的な差異性を
認めない場合が多いということであろう。
　見たように，このような統計学以外の分野
における統計史研究の共通した特徴は，統計
調査それ自体よりも統計調査の持つ社会性や
政治性を問題にしていることである。そうし
てこのような視点は，統計学分野における統
計史研究においても十分検討に値するもので
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あることを付言しておきたい。

４．統計史研究の今後の課題

　結びに代えて，統計史研究の今後の課題に
ついて簡単に私見を述べておきたい。それに
先立ち，金子（1996）が一つの見解を述べてい
るのでこれを検討しておこう。
　金子（1996）は，統計資料の真実性を歴史的
に検証するといった本来の統計史研究に加え
て，「統計調査環境の悪化の視点を統計史研
究に活かすこと」（84頁）の必要性を指摘する。
その上で「統計史は，統計調査の過程を分析
することによって，広義の統計調査環境を歴
史的に明らかにすることも目的とする。…統
計調査過程としての鏡は，当時の社会状況を
反映しているのであり，この点をも明らかに
することが統計史の課題」（88頁）であり，「統
計作成という「場」において，統計と国家形
態や社会構造の関連性を明らかにすることを
目的」（94頁）とする旨を述べている。
　明らかに金子（1996）の見解は官庁統計を
想定した統計史を構想している。このこと自
体は，これまで見てきたように本学会に伝統
的な考え方である。しかし肝要な点は，調査
過程を問題とし，その検討を通して「統計と
国家形態や社会構造の関連性」を明かにしよ
うとする点である。つまり調査結果としての
統計ではなく，調査過程の社会性や政治性を
問題としているところが従来見られなかった
新しい視点であると評価できる。前節で見た
ように，統計調査の政治性や社会性を問題に
する試みは，文化人類学や社会学における統
計史研究で既に行われてきてはいる。しかし
これらの研究は，当該分野に関連する問題（例
えば青柳（1999）のように「レイス」や「エス
ニック集団」の国勢調査での扱われ方）を検
討することが目的であった。これに対して金

子（1996）の見解は，同じく統計調査の政治性
や社会性を問題にしながらも，統計学に関連
する問題，特に統計調査を巡る諸問題（調査
環境や統計の真実性）の検討を目的としてお
り，その必然的帰結として「調査過程」が問
題になるものと思われる。敷衍すれば，これ
は社会統計学における現代的課題に対して統
計史研究が十分意義あるものでることを示そ
うとした論考であり，今後，本学会において
このような視点からの統計史研究が多く成果
を挙げることを期待したい。
　しかしながら筆者はまた，金子（1996）のよ
うに「統計＝官庁統計」とし，この前提に基
づいて統計行政の諸問題をも視野に含めた社
会統計学を構想するという立場に立つならば，
「調査過程」に加えて，官庁統計の利用を巡
る歴史研究も統計史の重要課題として加える
べきであることを指摘しておきたい。言うま
でもなく官庁統計の第一義的な目的は行政利
用であるから，対象とする統計を行政が如何
なる目的の下に如何なる方法で利用し且つそ
れによってもたらされた社会的な結果や効果
を歴史的に検証しようとすれば，当然その利
用を巡る社会性や政治性が問題とならざるを
得ない。こうした統計史研究は，今のところ
筆者が知る限りでは皆無に等しいが，今後検
討に値する研究課題であることを強調してお
きたい。殊に近年，統計調査の環境悪化が一
層進む中，統計が行政施策と如何に関係して
いるのか具体的に歴史的検証を行い，その研
究成果を広く一般に公表していくことは，統
計史だけに留まらず社会統計学全体にとって
も社会的に意義を有することになろう。本稿
ではこの点の重要性を指摘して擱筆すること
としたい。
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長　屋　政　勝
コメント：統計史研究の課題をめぐって

　 1．いまだ統計の歴史研究＝統計史の対
象・範囲が不明瞭であるとする点では上藤会
員と同意見である。例えば，すでに経済学研

究では経済史や経営史が独立の研究領域をな
しているのに較べ，統計学では統計史研究が
立ち遅れている現状は不可解といわねばなら
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ない。それは統計学という理論的構成物の本
性に由来するものなのか，それとも研究者層
の薄さ，あるいはわれわれの無関心や怠慢の
せいなのか。統計の多義性に原因があるとす
る上藤会員とは異なり，これは統計調査が国
民生活や経済的下部構造と関係するものの，
出てきた結果が数量形態をとり統計表という
形式に収縮され，このことによって統計獲得
に絡む社会的要因の痕跡が希薄になっている
ためとするのが私見である。
　統計理論の展開をフォローする統計学史
（理論史の他に思想史・方法論史をも含む）が
あれば，統計作成過程の歴史的発展を解明す
る統計史研究も統計学には不可欠な領域とな
ろう。統計が国家運営と社会経済・国民生活
の全体的数量像獲得に不可欠な基礎資料であ
ることが認知され，さまざまな方向からの要
請を受け，しかも特定の行財政機構の枠組み
の中で生産されてきた社会的数量ということ
を理解できれば，国家機構や社会構造とのか
かわりで統計資料の「生産史」を追及するこ
とは社会統計学にとっては避けられない研究
課題になる。国家・社会・市民，この三者の
絡合いの中で統計が製造され続けてきた歴史
過程が厳然とした事実領域としてそこにある
からである。その過程自体の展開を理論的に
分析し，そこを貫く道筋＝法則性を解明する
仕事は間違いなく統計学研究の一分野となる。
また，こうした観方は統計に社会性と歴史性
をみることの少ない数理統計学には疎遠なも
のとなろう。統計史研究は社会統計学にとっ
て独自の研究領域となるはずである。
　 2．統計とはデータ一般に還元されるもの
ではなく，組織的調査という主体的行為を介
して社会的集団現象・過程を継続的かつ体系
的に数量表示した結果である。とすれば，集
団現象そのものの形成・発展にともない調査
の組織体制，調査様式，実施過程，結果表示

がどのような契機に促されて変化・展開して
きたのか，各段階にみられる構造的特徴とそ
れらを通貫する発展傾向は何か，これらを解
明することが必要となる。例えば，住民名簿
や戸籍簿などの既存資料から把握可能な国家
臣民や局所住民（都市人口や郡人口）のレベル
をこえて，「国民」という巨大で流動的・多
層的集団が形成されることによって初め人口
センサスが必須のものとなり，国家統計局と
いう独立機関の主導による直接調査によって
しかそれが実現されえない必然性を解明する
ことである。さらに，資本主義的社会経済圏
の深化・巨大化にともない，人口調査が定常
化・組織化され，社会構成体の人的構造を悉
皆把握する点で他にはない効用をもつものと
して制度化される過程，しかし現代に至って
揺籠から墓場まで国民ひとりひとりが情報
ネットに括られ，市民生活がおびやかされる
状況下にあって，そうした情報網に加担する
ものとしてセンサス自体が必要悪とみなされ
かけている事態を分析することである。社会
的に枠組みされた統計，すなわち統計作成を
制約する構造的特質と統計の帯びる社会的性
格（＝社会性）を歴史的に明らかにすること
が統計史研究の主題になるであろう。
　統計史研究の課題を明確に規定したものと
して蜷川理論がとり挙げられているが，統計
調査の方法内容の歴史をもって統計史と規定
したその狭隘さを問題しなければならない。
いうところの「方法内容」の言葉の中には，
調査の時代的背景，組織，法的規制や実施様
式，実施過程，その中での調査者 /被調査者
の関係，等々のことが集約して含まれている
のかどうか。蜷川自身が統計の歴史をその『統
計学研究』の続編でまとめたいとする希望を
もっていたとは伝聞するところであるが，上
の諸契機を含めて統計調査史の対象と範囲を
考えていたのかは不明である。しかし，統計
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学を社会科学方法論とみるところから，そこ
では調査の方法的展開史が中心問題と想定さ
れていたのではないか。私見では蜷川理論に
おける統計史研究は範囲の狭いものであった
とみている。蜷川理論に拠るべき統計史研究
の基礎を求めることはできまい。
　 3．統計史にかかわるものとして統計調査
史，社会調査史，統計事業史，統計作成史，
統計制度史，統計体系史，統計法規史，官庁
統計史，非官庁統計史，統計行政史，統計活
動史といった言葉が並べられている。これら
はどのような相互関係にあるのか，それらを
整理して用いるべきではなかろうか。統計の
根幹的部分かつ圧倒的分量は行政（官庁）統
計の形で作成されている。とすれば，統計史
とはこの行政統計の歴史的展開をあとづける
ことを最優先させねばならない。これは国家
機構下における統計作成体制の変遷を明らか
にし，その中から産み出される人口，商業，
営業，工業，農業，労働・雇用といった個別
統計の生産史をあとづけることである。しか
も，まずは人口や商業流通といった社会構成
体の表象場面の調査から始まり，次いで営業，
工業や農業，家計や物価，雇用，さらに救貧
や労働者問題などの社会問題へと社会経済の
深部にまで統計の網の眼が拡大していった発
展過程を解明することである。そして，そう
した統計作成を支える調査組織，法的根拠，
人的・予算的措置，またそこに含まれる調査
企画と実査過程，分類コード，獲得された帰
結（統計表示），こうしたものの特質を明ら
かにすることであろう。なによりもまず，統
計史は国家行政統計生産史という形をとらざ
るをえない。これを基線にして，いうところ
の統計の事業，制度，体系，法規，行政，活
動といった契機をウエイトをつけて特定の統
計生産史と関連づける必要があろう。
　また，上にある社会調査史に関しては次の

ように考えられる。国家統計とは別の目的と
様式をもって実施されるが，社会に対する実
証研究という点では同じ志向をもつ社会調査
（実態調査，アンケート調査，社会踏査）の
展開もまた統計史研究の課題になる。社会経
済と国民生活のグローバルな把握としてある
国家行政統計，そこに現われる重要問題に対
する局所的調査，この双方は車の両輪の形で
社会的実証研究を支えている。ただ，後者は
社会学，社会心理学や文化人類学などの研究
課題のひとつとなっており，われわれが入り
込む余地は少ない。しかし，行政統計との共
存関係（場合によっては対抗関係）の中で社
会調査が展開し，両者が相互関連を保ちつつ
社会的実証研究を推進させていった歴史的経
過はそうした側からは看過されており，この
ような全体的関連を解明することは統計史研
究の一枠を構成するものとみなされる。
　 4．統計調査に対する国家・自治体の姿勢，
世論動向と国民諸階層の反応，調査をとりま
く条件（環境）の変化，こういったさまざま
な要因をも組み入れて統計調査の社会的変動
を見てゆくことが今後必要になるのではない
か。いってみれば統計の社会史的研究である
が，これはいままでまったく断片的なものに
終わり，一貫した方向性と総合性をもった研
究はまだ現われてはいない。統計学，社会学
や政治学，また社会心理学や人類学といった
関連分野の綜合的研究を待たねばならない。
また近時，統計学以外で統計調査史を論ずる
動きが見られ，これらの中には傾聴に値する
研究成果もあるが，しかし切り口が統計学の
ものとは異なり，統計成立・展開の社会的構
造を歴史的に明らかにするという観点は希薄
である。ハッキング『偶然を飼いならす』に
あるプロイセン統計局史などがその例である。
　最後に，利用のあり方，利用様式や形態の
時代的変遷，そこにみられる方向性・規則性
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の解明も統計史の研究課題になる，いわば統
計利用史が成立するのではないかというのが
上藤会員の考えであるが，同意見である。統
計利用にはその方法論理的特質，利用様式・
形態の構成とその歴史的変化，利用の社会的
政治的含意といった問題が含まれるが，利用
史はまだ手つかずの分野とはいえ，今後調査
史と併行する研究領域となろう。
　経済史研究を欠いた経済学がありえないよ
うに，統計史研究をもたない統計学とは研究

対象そのものの歴史的展開への理解をもたず，
従い社会科学として重大な欠陥をかかえたも
のといえるのではなかろうか。数量科学隆盛
というここ半世紀に近い風潮のもと，社会科
学としての統計学のレゾンデートルが問われ
る昨今，統計をとりまく近時的諸課題との格
闘と併行して，約2世紀に及ぶ近代統計史を
上で挙げた諸要因を絡めて解き明かす必要は
大である。



はじめに

　以下では，第1に，1996年刊行の『社会科
学としての統計学　第3集』以降に行なわれ
た最近10年間の統計学史研究についてサー
ベイし，第2に，経済統計学会における統計
学史研究50年間を回顧した上で，本学会に
おける統計学史研究の意義と課題について，
学会外の統計学史研究の動向や統計学の現代
的課題と関わらせて私見を述べる。

１．最近10年間の統計学史研究

　前回の記念号でも指摘されたとおり，本学
会における統計学史の研究者層が手薄である
状況は未だ改善されていないが，それでも最
近10年間を振り返ると，数理統計学，ドイ
ツ社会統計学，確率論など本学会の伝統的な
研究対象に関する研究が着実に積み重ねられ
てきている。また本学会外ではこの10年で
統計学史の書籍が数多く出版され，統計学者
や数学者はもちろん科学史・思想史の研究者
によっても統計学史の研究が一層盛んに行な
われてきている。以下では，この10年間の
学会内外における統計学史研究を⑴数理統計
学，⑵確率論，⑶ドイツ社会統計学，⑷政治
算術・国状論・ケトレー統計学，⑸日本の統
計学，⑹ロシア・中国の統計学，⑺その他，
の7つに分類して，その内容を簡潔に解説する。

⑴　数理統計学
　まず，本学会会員による成果を紹介する。
池田（2000）は，品質管理において統計的思考
が果たした役割を考察し，統計的品質管理が
20世紀前半期にアメリカの産業界に受容さ
れる中で当初品質管理に持ち込まれた統計的
思考が変容し，衰退した過程を描いている。
上藤（1996，1999）は，F.ゴールトンやK.ピア
ソンが展開した記述統計学と優生学との関連
を捉え，ピアソンのχ2検定の検討を通じて，
ピアソンの統計学が観測値の誤差処理法で
あったガウス誤差論以来の伝統から脱却し，
変異・変動の分析法へ転化したことを明らか
にすることでピアソンの記述統計学と
R.A.フィッシャーの推測統計学との連続性を
強調している。木村（1999，2001a，2001b，2002，
2003b）は，1895年のノルウェー中央統計局
A.N.キエールによる代表法から，ドイツ標本
調査論争，標本の抽出法を有意抽出とするか
任意抽出とするかを巡って対立した1925年
ISI大会におけるデンマーク統計局長A.イェ
ンセンとA.L.ボーレーの論争，そして現在の
標本調査法を基礎づけた1934年の J.ネイマ
ン論文までを取り上げて，以上の議論が任意
抽出法であるネイマンの標本調査論に帰結す
るまでの過程を当時の社会状況と関連づけて
検討している。芝村（2004a）は，フィッシャー
の実験計画法と有意性検定の成立過程を応用
の場であった農事試験の特質と関連づけて検
討し，また誤差論からネイマン－E.S.ピアソ
ン理論に至るまでの検定論を中心とした推測
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統計学の展開を各理論の社会的背景から特徴
づけることによって，フィッシャー理論の社
会性とその基本的性格を明らかにしている。
芝村（2004b）は，イギリス数理統計学研究ゆ
かりの地であるロンドン大学ユニバーシ
ティーカレッジ，ローザムステッド農事試験
場，ケンブリッジ大学キーズカレッジへの著
者の訪問記であり，各拠点の過去と現在の状
況を知る上で参考になる。
　つぎに，本学会外の研究を紹介する。優生
学・生物測定学に端を発するイギリス数理統
計学の歴史では，Brookes（2004）が，優生学
の創始者ゴールトンが博学で多才な才能を生
かして遺伝学のための分析手法を生み出す一
方で，それを人種差別主義的な計測に用いて
しまった彼の研究人生の功罪を克明に描いて
いる。またBulmer（2003）は，ゴールトンに
よって優生学・生物測定学が誕生する過程を，
科学専門職が活躍する素地が出来，ダーウィ
ニズムが影響力を誇ったビクトリア朝の社会
状況から説明する。Doring and Simpson（1999）
では，Statistics in Britainの著者であるD.マッ
ケンジーが，優生学は専門職に就いた中産階
級の利害が強く反映された学問であり，その
学問的な背景がイギリス数理統計学の展開の
方向を決定したと考えて科学社会学の立場か
ら考察を進めている。Gillham（2001）は，ゴー
ルトンの優生学研究を取り上げて，相関・回
帰の概念が形成され，定量的な精密科学が誕
生するまでの過程を跡づけている。そして
Porter（2004）では，K.ピアソンの社会主義思
想やフェミニズムに傾倒した彼の一面が優生
学研究や記述統計学の形成に与えた影響が論
じられている。
　最近のベイズ統計学の隆盛を受けて，ベイ
ズ理論を題材にした歴史研究が進められてい
る。園（2001）は，ベイズ統計学を展開した
L.J.サベッジの主観確率に関する見解の独自

性について考察している。美添（1996）は，近
年のベイズ統計学が興隆する背景およびベイ
ズ統計学の意義と限界について論じている。
2002年にはT.ベイズが生誕して200周年を迎
えたが，知名度の割には資料が少く，ベイズ
の生涯についてはこれまでほとんど知られて
いない。Dale（2003）は，資料を丹念に掘り起
こして書かれた初めてのベイズに関する伝記
であり，研究の全貌と彼の生涯の一端を知る
ことが出来る。Swinburne（2002）は，ベイズ
統計学の方法論に関する論文集であるが，こ
こにはベイズの定理の起源とされるT.ベイズ
の1763年論文（ベイズの死後に友人のR.プラ
イスが原典を加筆修正し王立統計協会で発表
した論文）とそれに対するG.A.バーナードに
よる注釈が掲載されている。
　その他の数理統計学に関連する研究では，
細谷（1995）が，K.ピアソン，フィッシャー，
ネイマン－ピアソンの検定論の性格と問題点
を原典に触れながら考察している。また
David（2002），Howie（2002），Royall（1996）は，
統計的推測における立場を三分させているネ
イマン－ピアソン理論，フィッシャー理論，
ベイズ理論を取り上げて，統計的検定によっ
て臨床試験などの実験データを解釈する際に
生じる問題を多様な角度から論じており，各
理論の展開の過程と限界を知る上で参考とな
る。David and Edwards（2001）は，入手困難
な17世紀から20世紀に執筆された推測統計
学の古典論文を収録し，それぞれに注釈を加
えている。Hald（1998），Chatterjee（2003）は，
誤差論からイギリス数理統計学の形成までを
扱う詳細な通史である。Juran（1995）は，米
英における統計的品質管理の展開とそれが普
及する歴史を豊富な資料に依拠して説明して
いる。Salsburg（2001）は，K.ピアソンから今
日までの推測統計学の発展の歴史を扱い，リ
サンプリング法や現代の臨床試験の問題など
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近年の理論研究や応用の話題を豊富にとりあ
げている。Spanos（1999）は統計学の歴史や思
想の解説が詳しい数理統計学のテキストであ
る。Stigler（1999）は，確率論やケトレー統計
学からネイマン－ピアソン理論に至るまでの
統計学史上で重要な分析方法や概念が生成さ
れる過程やそれらの命名の由来を説明し，著
名な統計学者達の人物像を描いた論文集であ
る。

⑵　確率論
　本学会員による確率論に関する研究には，
吉田（1999，2001，2005，2006）がある。これら
一連の研究では，地理的にも時代的にもフラ
ンスの確率論とイギリスの政治算術の影響を
受けた17世紀中葉のオランダを舞台に活躍
したC.ホイヘンスの研究が対象となってい
る。彼の確率論は人口統計・年金問題といっ
た社会問題に適用されたが，こうした研究の
意義が当時世界有数の海洋通商国家であった
オランダの社会的背景と関連づけて考察され
ている。
　本学会外の研究では，安藤（1995b，2001），
Sheynin（2004a）が，P.－S.ラプラス，K.F.ガウ
スらの誤差論研究を題材に分布論，最小二乗
法，推定論が整理される過程を詳細に解説し
ている。またFarebrother（1998）ではラプラス，
ガウス，F.Y.エッジワースらの研究が取り上
げられ，最小二乗法など観測値を線形モデル
に当てはめる諸技術の展開が原典に注釈を付
して描写されている。Dunnington（2004）はガ
ウスの，Gillispie（1997）はラプラスの伝記で
あり，それぞれ彼らの生涯と確率論研究の全
貌が克明に記されている。

⑶　ドイツ社会統計学
　本学会では最近10年間でドイツ社会統計
学に関する業績が多数発表された。長屋

（1998a）は，1860年代以降の初期ドイツ社会
統計学の形成に多大な影響を与えた
G.リューメリンの研究をとりあげている。
ここでは，リューメリンの統計理論の意義と
役割が考察され，ドイツ社会統計学の確立期
における特徴と性格，さらにはその限界が明
らかにされている。長屋（1997a，1997b，
1998b）では，1830年代から70年代に活躍し
たドイツの国法学者R.モールの研究が考察
の対象である。これらの論文では，モールの
社会概念や社会の数量的認識の手段としての
統計に対する考えが検討され，それらが国状
学からドイツ社会統計学を生む理論的素地を
与えたことが解明されている。長屋（1999a，
1999b，2000，2001b，2001c，2002a，2002b，2002c，
2003）では，プロイセンの営業調査，国家統
計表，ドイツ関税同盟の営業調査等を取り上
げて，政府統計が整備・拡充され，プロイセ
ン統計局など統計作成機関が創設されたこと
を背景に，ドイツ社会統計学研究に帰結する
過程が明らかにされると同時にその理論的特
質が検討されている。
　戸塚（2004）は，国状論を論断し，ワグナー
らドイツケトレー統計学派に影響を与えたK．
クニースの統計学研究から，19世紀の後期
ドイツ社会統計学の歴史をまとめたU.シェ
－ファーの研究，F.フーレによるナチス期の
社会統計研究，R.ヴァーゲンフュールやG.メ
ンゲスら第2次大戦後のフランクフルト学派
における社会統計研究までを対象として，各
論者の所論を検討し，それらの意義を探って
いる。

⑷　政治算術・国状論・ケトレー統計学
　まずは当分野における本学会員の業績を紹
介したい。浦田（1997）は，H.コンリングや
G.アッヘンヴァールらの国状論研究を扱っ
た論文集である。大屋（1997）は，地域統計を
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題材にA.ケトレー統計学を回顧する。佐藤
（1999）は，大数観察によって社会現象から数
量的な規則性を導き出すという社会物理学を
構想したケトレーの統計学研究と，それに類
似するA.コントの社会物理学やM.コンドル
セの社会数学とを比較することによって，ケ
トレーの統計学と社会物理学との関係を再検
討している。多尾（1995）は，F.ナイチンゲー
ルによる衛生改革活動とケトレー統計学との
関連を資料で裏付けている。長屋（2001a）は，
政治算術学者である J.P.ジューズミルヒの著
作『神の秩序』の関係資料を紹介し，近年の
ジューズミルヒ研究の動向を解説している。
吉田（1996）も同じくジューズミルヒ『神の秩
序』における死亡表分析を検討している。成
島（1995）は，ケトレー以降の平均論をめぐる
議論を検討し，成島（1998a，1998b，1999a，
1999b，2000，2001）は，W.S.ジェヴォンズの統
計研究の意義をヴィクトリア期の統計運動と
の関係から探っている。広岡（1999）も，同じ
くヴィクトリア期の統計運動を対象とするが，
こちらはW.ファーによるコレラ疫学調査と
その統計分析の特徴を考察している。
　つづいて学会外における研究を紹介しよう。
Hacking（訳書1999），Porter（訳書1995，1995），
重田（2003）によって，思想史研究の立場から
政治算術やケトレー統計学の理論と思想の成
立が，各時代の社会認識や社会思想と関連づ
けられて描かれている。これと関連した文献
にHacking（1990）の日本語訳を受けて現代社
会と統計学との関係を議論している竹内他
（2000）がある。またCurtis（2000），Desrosières

（1998），Patriarca（2003），Poovey（1998），
Rusnock（2002）では，政治算術，ケトレー流
の大数観察がイギリスやフランスにおける人
口，疾病，貧困など様々な社会経済現象に適
用され，それらの規模や水準などが数量的に
把握される過程とその意義が検討されている。

⑸　日本の統計学
　本学会員による日本の統計学に関する研究
では，井出（2000）が，米英における標本調査
論の歴史とそれが日本に導入された経緯と問
題点について概説している。また薮内・伊藤
（2002）は，明治から昭和までの日本の統計学
や統計の発達史についての対談である。濱砂
（1997）では，江戸時代末期に日本に滞在した
シーボルトの西洋科学が紹介され，彼の日本
での調査活動と杉亨二の統計学研究との関わ
りが探られている。
　学会外では，伊藤（2000）によって，日本の
統計学研究・統計教育・統計調査の先駆者で
ある杉亨二と呉文聰の活動および人物像が語
られ，岡部（1996）では，呉文聰の活動を中心
に明治初期の統計学と統計調査が成立する過
程が検討されている。また，杉（2005）は杉亨
二の自伝の復刻版である。岡部（1997）は，福
沢諭吉が翻訳した『万国政表』を取り上げて，
統計学が彼の哲学に対して与えた影響を考察
し，日本に統計学や統計的思考が導入される
際に福沢が果たした役割についても言及され
ている。特集（1999）では，大内兵衛，蜷川虎
三，有澤廣巳，R.A.フィッシャー，W.E.デミ
ングなど日本の統計学研究に影響を与えた主
要な人物24名の写真と略歴が掲載されてい
る。竹内（2000）・森田（1999）は，政治算術，
国状学，確率論，ドイツ社会統計学の歴史を
概観し，日本で統計学の研究が開始された経
緯について解説を加えている。

⑹　ロシア・中国の統計学
　ロシアと中国の統計学については，本学会
では，近（2005）によって，旧ロシアの代表的
な統計学者で大陸数理派に位置づけられる
A.A.チュプロフとその学派の文献が紹介され，
また近年のチュプロフ研究の動向についても
簡潔に紹介されている。また王（2001）と大西



第23章　統計学史　　　297

（2002）は，中国の社会統計学者と数理統計学
者との間で展開された論争の論点とその歴史
的経緯を明かにしている。
　ロシアの統計学を扱った学会外の業績のう
ち英語で執筆されている文献を紹介すると，
Sheynin（2004b）によるロシアの確率論・統計
学の古典論文の英訳と，Sheynin（1996）によ
るチュプロフ研究がある。どちらもロシアの
統計学について研究する上で貴重な資料であ
る。

⑺　その他
　その他の分野の歴史研究については，本学
会内外を問わずに分野毎に紹介していく。
　計量経済学については，木村（1996，2000a）
が，多重共線性や識別の問題など，同時方程
式体系から構成されるマクロ計量モデルが抱
える問題点を歴史的に回顧しつつ，マクロ計
量モデルによる政策効果の測定の有効性に疑
問を呈す。また菊地（1995，1996）は，計量経
済学の分析手法が，マクロ計量モデル分析か
ら，時系列モデル分析，ベイジアン計量モデ
ル分析へと変遷する過程を各手法の限界を整
理 し て 説 明 す る。McCloskey（2000），
McCloskey and Ziliak（1996），Ziliak（2005）は，
アメリカの経済学史研究者による計量経済学
の批判的研究であり，そこでは計量経済学に
よって見出される統計的な有意性が必ずしも
経済学的に意味を持たないことが指摘される。
　計量経済学以外の経済分析の方法について
は，木村（2000b，2003a，2004a，2004b）がロー
レンツ曲線やジニ係数の成立過程を考察し，
岩崎（2000，2003）には産業連関分析の展開と
その背景についての考察が含まれる。多変量
解析では，安藤（1997）が詳細な通史を描き，
また森本（1997，1999，2005）が林知己夫の数
量化理論の成立と普及について実際の応用例
を紹介しながら解説する。また近年利用が進

んでいるパネルデータ分析法の歴史が，太田
（2005），北村（2003），永井（2005）によって
素描されている。Klein（1997）は17世紀から
20世紀前半までの時系列解析の歴史を扱っ
ている。
　近年，実験計画法や統計的検定など統計的
推測の方法の導入が著しい医学・疫学の分野
からは，Gehan and Lemak（1994）によって，
イギリスの臨床試験に対してFisherの実験計
画法・有意性検定が導入された経緯が明らか
にされている。また，柳本（1998，2003，2005）
は，薬剤・食品の安全性評価などに用いられ
る統計的証拠の意味をその受け手である社会
との関わりから検証し，臨床試験における統
計分析の問題点を緻密に検討している。安
田・小森（2003）は，統計学の歴史の流れを簡
潔に紹介し，医学における推測統計学ユー
ザーの立場から数理統計学の問題点を議論し
ている。
　その他には，統計学史上著名な統計学者の
経歴と業績について概説する伝記として，
Heyde and Seneta（2001），Johnson and Kotz

（1997）がある。また，安藤（1995a），上藤（1995），
長屋（1995），福井（1997）は，政治算術・国状
学から J.W.テューキーの探索的データ解析ま
で長大な統計学の歴史の流れを簡潔に紹介し
ている。

２．統計学史研究の課題

　統計学史研究は本学会の伝統的な研究テー
マであり，学会創設以来50年間，統計学史
研究を重視してきた姿勢と継続的に成果を積
み重ねてきた実績を有する点は経済統計学会
を特徴付ける大きな要因の1つといえる。本
節では，経済統計学会における50年間にわ
たる統計学史研究を回顧し，その特徴を指摘
する。そして，経済統計学会における統計学



298　　　『統計学』第90号　2006年

史研究の課題を，近年，学会外で認められる
統計学史研究の主要な研究動向と統計学の現
代的課題とを関わらせて提示したい。

⑴　学会外の主な研究動向
　前節のサーベイからも明らかなように，最
近10年に統計学史研究の成果が数多く発表
された。本節では，学会外の研究者がどのよ
うな問題に関心を持ち，そしてどの分野を研
究対象にして統計学の歴史を研究しているの
か，その主な動向を紹介する。
　第1に，数理統計学者・数学者による統計
学史研究の多くに共通する基本的関心事は，
数理統計学，確率論の発展の歴史をその内的
論理の展開から検討または説明することにあ
るといえよう。つまり，数理統計学や確率論
が時代を経て論理的に緻密化，体系化されて
きたプロセスを描き出すことによって，現在
の数理統計学，確率論の科学としての正当性
を立証することがこれらの人たちの基本的な
スタンスである。ただし，近年新たに認めら
れる動向として，ネイマン－ピアソン理論に
基礎付けられた主流の数理統計学の問題点を
検討するための歴史研究が出始めていること
が新たな動向として注目される。これには主
に2つの背景があるものと思われる。1つが，
数理統計学におけるベイズ統計理論の台頭で
ある。近年のコンピュータの計算能力の向上，
マルコフ連鎖モンテカルロ法（MCMC法）の
発見によって，計算可能性の問題から複雑な
モデルへのベイズ統計の応用を難しくしてい
た限界が解消され，今日では計量経済学を含
めてその適用範囲が劇的に拡大している。こ
れを受けて，とりわけアメリカの統計学界で
はこれまで主流派であったネイマン－ピアソ
ン理論の位置が明確に相対化されているとい
われており，各理論を支持する研究者が双方
の理論的問題を捉え直し，それぞれの立場の

違いを明確にする研究が行なわれている。も
う1つは，情報科学，データマイニング，分
子遺伝学，リスク分析といった分野において
数値や確率の計算法の開発が，数理統計学の
成果とは一線を画して発展していることであ
る。これは，幅広い科学分野において統計的
モデルの利用が定着したために数理統計学者
がその研究の進展を統制できなくなった皮肉
な現象といえる。そのために，上記の数理統
計学の問題点を検討する観点からの統計学史
研究に加え，他分野の研究者や一般の読者向
けに統計学の歴史について啓蒙する書籍が数
多く刊行されている。
　第2に，科学史，思想史など他分野でみら
れる研究動向を幾つか紹介しておこう。
　科学史や思想史の分野では，前回の記念号
でも紹介された動向が継続しているように思
われる。つまり，第1章で紹介した I.ハッキ
ングやT.M.ポーターのように，確率論や統
計学の発展のプロセスを明らかにすることよ
りも，それらの概念や思想を生み出し発展さ
せた科学，経済，宗教など社会的な基盤を解
明することを重視した研究が多く見られるの
が同分野の特徴である。
　最近では，クローン技術や遺伝子工学の発
達を受けて，胎児の段階で先天的な異常を発
見する出生前診断やデザイナーベイビーの登
場が現実味を帯びるようになり，優生学思想
が別の形で復活する懸念が出てきている。こ
うした現代的問題を背景にゴールトンや
K.ピアソンの優生学・生物測定学の歴史研
究が増加しつつある。
　また近年，医学・疫学分野における推測統
計学の利用が飛躍的に増加している。現代医
学では，医師の知識，経験や勘に頼るのでは
なく，臨床試験と疫学調査から得られたデー
タを科学的な証拠とみなして，その蓄積によ
り医療行為を改善させる考え方が主流になっ
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ている。これはEBM（Evidence Based Medi-

cine：科学的証拠に基いた医療）と呼ばれるが，
このEBMにおける科学的証拠の獲得と分析
の基礎は，R.A.フィッシャーの実験計画法と
有意性検定で与えられている。そのために，
EBMの普及と進展に伴って推測統計学に対
する関心が高まっていることがあって，
フィッシャー理論の再評価など歴史研究も増
えてきている。

⑵　 数理統計学，社会統計・政府統計をめ
ぐる近年の問題と統計学史

　1998年から2005年にかけてアメリカ統計
学会や王立統計学会など海外の学会の雑誌で
20世紀の統計学研究を総括した企画が多く
設けられた。ここで議論された数理統計学が
直面する課題は，①大規模なデータに適用で
きる統計的推測の方法，②高次元 /ノンパラ
メトリックなモデルの構築方法，③ネイマン
－ピアソン理論とベイズ統計理論の融合の3

点に要約できよう。R.A.フィッシャー以降，
数理統計学は小標本によって母集団の基本
的・平均的な特性を推測する理論として発展
してきたが，今日では数百万規模のデータを
数千のパラメータから構成されるモデルに
よってその特徴を記述・推測するニーズが高
まっており，規範的な数理統計学のパラダイ
ムの見直しが求められている。また，確率を
頻度論的に理解するネイマン－ピアソン理論
と主観説に基づくベイズ理論はそれぞれ別個
に論理的一貫性を備えているが，双方とも理
論的に一長一短があるため，両理論を統合し
て上記の新しいニーズにも適応可能な理論の
構築が求められている。
　次に，周知の通り，社会統計学・政府統計
の分野でも，統計調査環境の悪化に伴うセン
サス実施の困難化，情報通信技術・コンピュー
タの高度化，経済社会のグローバル化等，統

計を取り巻く環境の変化に起因して，世界的
な政府統計改革が進行し，またミクロデータ
の利用が進展するなど，これまでの統計体系，
統計調査論，統計利用論の全面的な捉え直し
が始まっている。
　つまり，現在は数理統計学，社会統計学・
政府統計ともに大きな転換期にあるといえる。
このことは，統計学をめぐる現代的な課題を
即時的に議論するだけでは限界があり，それ
を統計学研究の歴史の中に位置づけた上で展
望を開く研究がより一層重要性を増している
ことを意味している。現在はまさに統計学史
研究が統計学研究の進展に寄与できる絶好の
機会なのである。

⑶　 経済統計学会における統計学史研究の
特徴と課題

　経済統計学会外における統計学史研究と比
較したとき，本学会における50年に及ぶ統
計学史研究の特徴は，①戦後の推計学論争を
契機とする，推測統計学や計量経済学に対す
る批判的な観点からの歴史研究，言いかえる
と社会統計学の正当性の主張につながる研究
が多いこと，②とりわけドイツ社会統計学の
歴史研究を豊富に蓄積していること，③単な
る理論的系譜を記述するのではなく，理論の
展開を社会的な形成要因との関わりから解明
しようとする研究が多いこと，の3点にまと
めることが出来よう。いずれの点でも本学会
の成果はユニークであり，また世界水準を越
える研究も少なくなく，他の統計関連学会が
有しない経済統計学会の重要な資産といえる
であろう。その反面，現在では経済統計学会
において数理統計学ないしは計量経済学的な
アプローチを支持する会員が多数存在してお
り，また歴史研究を軽視する風潮も強まって
いて，本学会の統計学史研究の成果が会員内
で十分に共有・活用されていないことも事実
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である。そこで，最後に経済統計学会におけ
る統計学史研究の課題について私見を提示し
ておきたい。
　前項で指摘したとおり，数理統計学の現状
に鑑みれば，推測統計学や計量経済学に対す
る批判的な観点からの歴史研究は全く時宜に
かなったものである。したがって，経済統計
学会における統計学史研究の課題の第1は，
推計学批判の伝統を発展させて現代の数理統
計学・確率論が抱える問題に即した学史研究
を進めることにあるだろう。第2の課題は，
本学会の社会統計学史の豊富な成果を山積す
る現代の統計利用，統計作成・調査の課題と
関わらせて展開することである。第3の課題は，
学界および社会でユニークな意義をもってい
る本学会における統計学史研究の蓄積を学会
外，とりわけ海外に対して積極的に発信し，
学会外のグループと交流をもつことで研究の
より一層の展開を目指すことである。
　上述の通り，現在は，統計学・統計の課題
に対して統計学史的にアプローチする重要性
がこれまでになく高まっている時期である。
本学会における統計学史研究が進展し，その
成果が学会全体で積極的に活用されることに
よって，本学会の存在目的である「社会科学
に基礎をおいた統計理論の研究」がより高度
に展開されることを期待する。
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コメント
木　村　和　範

1．現実の社会が提起する問題とそれにかん
する先行研究（学説史研究）とが交差すること

によって社会科学的研究は深められる。一般
に社会科学の研究において学説史が重んじら
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れるのは先行研究のなかに現代の問題を解く
ヒントが潜んでいるからである。芝村良会員
が指摘しているように，本学会は学説史研究
を重視してきたが，それは，本学会が「社会
科学を基礎におく統計学」の名のもとに創設
された，社会科学的研究を志向する学術団体
だからである。その理論的発展を願う統計学
が社会科学に属する学問である以上，学説史
の研究をしかるべく位置づけるのは，経済学
を含むその他の社会科学関連の学術団体と同
様である。しかし，他方で，学説史研究は直
接的に現実の問題と切り結ぶことが希薄であ
る場合もあり，当面する問題の研究から見れ
ば迂遠なものと誤解されたり敬遠されたりす
ることも少なくない。機関誌『統計学』の創
刊50周年を祝う節目で，これまでの記念号
と同様に「統計学史」が独立の章として位置
づけられ，それに応える形で芝村会員の原稿
が掲載されたことは，この後も，本会が学説
史研究に意義を認める学会であり続けたいと
いう願いの発露である。この願いの実現を率
直に喜ぶ。

2．膨大な関連文献を7つの分野に分類整理
したことについて，評者は芝村会員にたいし
て感謝と敬意を表する。本学会会員の業績に
偏することなく，国の内外における関連文献
をできるだけ多く渉猟した芝村会員の努力は
尊い。収録された外国語文献は基本的には英
文単行本に限定されているが，紙幅の制約上，
やむを得ないことであろう。この後，それぞ

れの分野にかんする学説史的研究を深めよう
とすれば，それらの著作に収録されている文
献目録を参照することになる。一般に，海外
での研究動向はこの国における研究のあり方
を反省的に思索するときの刺激となる。統計
学も同様である。分野によって濃淡はありつ
つも，アメリカやイギリスは元より，ドイツ，
フランス，イタリア，ロシア（旧ソ連），中国，
北欧諸国などの諸外国あるいはアジアの国々，
さらにはさまざまな国際機関や海外の学術団
体で展開された統計理論を見極めながら，本
学会会員の研究が進展してきたというこれま
での経緯に思いを馳せるとき，海外における
学説史研究の動向に継続的に注意を払うこと
の重要性は明らかである。芝村会員の手にな
る文献目録は，そのような研究に手がかりと
なる。

3．芝村会員は今後の学史研究の課題のとし
て，①現在受容されている数理統計や確率の
諸理論にかんする学説史的研究の深化，②現
代社会が提起する社会問題・経済問題との関
連が鮮明となるような学説史研究の展開，③
本会の特徴の一つと目される学説史研究を，
国や学会の内外を問わず，積極的に発信する
ことの3点を指摘している。どれ一つをとっ
ても一朝一夕には実現しないであろう。しか
し，この課題を意識して学説史を研究するか
しないかでは，その結果がずいぶんと異なる
ことは明らかである。芝村会員が提起する課
題は，誠に大きく重い。



はじめに

　社会事象の実践的な課題が社会科学の研究
方法を規定することは，社会科学としての統
計学の現代的な展開にとっても成立する基本
命題である。本章では，先進主要国における
伝統型人口センサスの危機的な状況と新しい
様式の人口センサスの出現・展開状況に眼を
むけることによって，人口センサスの方法転
換（Methodenwechsel）問題が，政府の統計政
策と統計研究に迫っている実践的理論的な意
義と課題を考察する。それは，第1に人口セ
ンサスが社会統計体系の歴史的論理的な基本
型であって，社会統計学も，ドイツ社会統計
学や蜷川理論に見られるように，センサス統
計の生成と確立を実践的な契機として体系的
に成立しているからである。さらに，人口セ
ンサスの方法転換過程は，これまでの伝統的
な全数調査型センサスとは統計情報の生成過
程が基本的に異なるセンサス様式を生成する。
それは，一方では，人口センサスの情報的技
術的な性格と社会的な適合性にかかわる問題
点を内包し，他方では，これまで自明の前提
として顧みられることがなかった統計目的と
統計情報の社会認識論的な特質をきわだたせ
ている。したがって，方法転換問題が提起す
る社会統計学の基本論点を考察することは，
センサス統計（悉皆大量観察）を考察の対象と
して成立した蜷川虎三『統計利用における基

本問題』と大屋祐雪『統計情報論』の方法的
な有効性を問う好個の機会を提供している。
本章は，社会科学としての統計学の「継承と
発展」をはかるための一試論である。

１．伝統型人口センサスの社会
的な限界とセンサス様式の
転換方向

　周知のように，人口センサスは，人口事象
を規定する基本的な要因を総体的で構造的に
把握する統計調査である。したがって，それ
は，人口の規模と構成にかんする一定の自然
的社会的標識を系統的にそなえていなければ
ならない。そして，人口センサスの基本原則
（一般性，完全性，同時性）として定立されて
いるセンサスの「基本的な特徴」は，つぎの
ようである。
　「『Redfern報告』は，調査型センサスの『主
要な特徴』＝『センサス方法の本質的な長所」
として，①センサス情報が全国的な同時性と
全面性，および細密な地域区分性をそなえて
いること，②『いろいろな個別単位（個人，
家族，世帯，単位住宅，ときには建物）間の
関係が明確であること』，および③包括的な
調査標識が統計単位（個人，世帯，単位住宅，
建物）において組織的に結合されていること
を指摘している。したがって，調査型センサ
スは，人口規模と人口構成および住宅事情に
かんする『統計の基本フレーム』を与え，『す
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統計学研究の課題
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べての地理的な単位にたいする統計の基石』
を設定することによって，『その利用（財政計
画，国家資源の配分，選挙区と議員定数の確
定等，地方自体の公式人口の推定等）は政治
的に注目され』，また『年々増加する」新し
い統計需要に答えてきている」（濱砂2005a，
p.10－11）
　人口センサスの基本原則は，近代の統計史
において確立されてきたセンサス統計の要件
である。しかし，基本原則を充足する調査員
実査による全数調査型の人口センサスは，こ
んにち国際的な政府統計関係者の世界では，
伝統型人口センサス（traditonal or convention-

al census）と呼称されている。それは，北欧
諸国やベネルックス3国はもとより，2010年
までに，先進主要国のなかで，英米両国，フ
ランスおよびドイツが，それとは大きく異な
るセンサス様式に転換することが明らかに
なってきているからである。われわれは，セ
ンサス革命（Census Revolution）（UNE. Statisi-

tics Division, 2004, p.5）と形容されるような人
口センサスの方法転換（Methodenwechsel）過
程を，欧州共同体統計局のRedfern報告『15

カ国の人口・住宅センサスにおける最近の経
験と将来計画にかんする調査研究』（1983年，
85年，86年）（Redpern, P.1986）に遡ることが
できる。Redfern報告の社会的な背景である
統計事象は，オランダとドイツにおける
1981・83年センサス中止問題と北欧諸国に
おける行政登録簿型センサスの出現・展開で
あって，それが，同報告に問題意識の大きさ
と深刻さを与えている。
　Redfern報告が先進的に指摘しているよう
に，人口センサスの社会的な存立基盤を脅か
すことによって，その方法転換を迫っている
社会経済的な動因は⑴統計調査環境の悪化現
象，⑵センサス経費の増大と地方統計機構の
脆弱化，および⑶政府各省庁における行政登

録簿情報の集積とその処理システムの電子工
学的な自動化である。欧米諸国の伝統型人口
センサスは，1980年代から1990年代にかけ
て危機状況に直面し，わが国においても，そ
れは，1970年代から表面化し，今回の国勢
調査（2005年 10月 1日）は，これまで経験し
なかったような統計調査環境の悪化状況と調
査員調査の難航状況にみまわれている。そし
て，このような伝統型センサスの社会経済的
な限界状況に対応するために，人口センサス
の新しい実践的理論的な課題について，わが
国の政府統計の関係者や統計研究者によって，
つぎのような指摘がなされ，欧米諸国では，
方法的な改善・変更措置がとられ，また新し
いセンサス様式への転換が進められている
（濱砂，2005c）。

1.1　 世帯構成を把握する困難性と世帯
概念の変容

　現行の生計世帯概念（Economical Haushold）
は，核家族（夫婦子供4人の標準世帯）が設定
の基準である。しかし，統計調査環境の危機
的な状況と家族生活の著しい多様化は，調査
員調査の「実査能力」にたいする社会的制約
と相まって，世帯構成を正確に把握すること
を困難にしている。わが国では，世帯概念の
検討を求める発言がなされ，欧米諸国のセン
サスでは，さらに生計世帯概念を放棄し，居
住世帯概念（Housing Haushold：同一住宅の
居住者全員が一つの世帯を形成）に移行する
傾向が見られる。また，統計登録簿型センサ
スも，住民登録簿の行政的な関心が世帯構成
ではなく，個人の居住関係と親族関係におか
れているために，居住世帯概念をもちいてい
る。いずれにしても，世帯概念の変容は，既
存の社会統計群との整合性を確保する問題点
を提起している。
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1.2　 常住地概念と人口の過少・過大把
握問題（実査の困難化と調査漏れ）

　人口過少・過大把握の社会的な要因につい
ては，わが国では，これまで大きな論点には
なっていないが，欧米諸国では，「常住地」
概念では捉えがたい社会層の拡大が，地理的
な単位と人口の概念規定（法定人口等）の検討
を迫っている。
　とくにアメリカでは，「根強い差別的な過
小把握問題（differential underaccount）は，セ
ンサスの最も重要な挑戦的な課題であって」，
2010年人口センサスでは，全数調査的な性
格を徹底する方途が計画されている（Preston, 

J.W., 2000）。それは，調査事項を，人口学的
標識（現行センサス基本票（short form）の6項
目）に極限し，精密な地理・住所リストの精
製と実査体制の IT化によって，対象世帯の
所在を精査する「未回答者追跡システム
（Form Tracking System）」である。また，ド
イツの統計登録簿型センサスでは，常住地概
念から居住権者（住民登録簿や外国人居住者
名簿の被登録者）概念に移行するが，複数住
宅居住者層と外国移住者層の過大把握を除去
することが方法的な課題となっている（濱砂，
2000）。

1.3　 産業・就業構造の複雑化と経済分
類の有効性

　今回の国勢調査では，雇用関係と就業形態
が乖離する派遣労働者の職業・産業を正確に
捉えることが要望されている。また，地方自
治体段階の詳細集計のためには，職業と産業
の格付け作業が，予算の制約から容易でない
と報告され，通学者や職業兼業者の回答方法
の説明を改善する要求も提出されている。他
方，欧米諸国でも，「第4次産業」や「第5次
産業」の発生に見られるような産業構造の高
度化にたいして，「産業・職業にかんする情

報を与える分類の次元」において検討するこ
とが進められている。

1.4　 統計調査環境の悪化と調査員調査
型人口センサスの社会的な限界

　欧米諸国では，データ保護問題に見られる
ように，調査非協力・拒否意識の浸透が伝統
型センサスにたいする市民の受容度（Public 

Relation）を低下させていることが，センサス
方法の基本的な転換を迫る社会的な動因であ
る。平成17年国勢調査のための第3次試験調
査でも，「調査困難な世帯数」が23.5％であっ
て，調査不能世帯数の大きさにたいして，行
政記録（登録簿）の活用や調査方法の検討も議
論に登っていた。そして，国勢調査にたいす
る社会的受容度を高めるための措置が精力的
に展開されたにもかかわらず，実査過程は難
航し，総務省は調査方法を「基本的に見直す」
という声明を発表している。

1.5　 センサス経費の増大と統計機構
（地方自治体）の脆弱化

　わが国では，調査環境の悪化現象を反射し
て，実査体制の組織化，とくに調査員の選任・
配置と実査の補完，さらには安全確保措置が
地方自治体の大きな課題となっている。欧米
諸国では，調査環境の悪化を反映する実査経
費の増大が財政の硬直化・緊縮化問題を背景
として，人口センサスの「機構・体制（logis-

tics）」，とくに地方統計機構を脆弱化させる
社会経済的な動因となっている。1980年代
におけるオランダとドイツの人口センサスの
中止ないし破綻は，その劇的な典型事例であ
る（濱砂1990）。また，英米両国では，調査
経費を圧縮するために，郵送調査法を重用し，
調査事項を圧縮することがセンサス改編の基
調である。さらにフランスでは，センサス経
費の節減と時間的な平準化をはかるために，
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すでに2003年に輪番標本調査型のセンサス
が開始されている（Vitrano F.A., 2005，西村，
2004）。

1.6　 センサスの社会的コスト（秘密保
護措置の厳密化）の重圧と全数性
確保の困難化

　平成17年国勢調査では，調査票を調査員
の審査・整理手続きを経ないで返送する封入
用封筒が本格的に導入された。とくに大都市
部におけるその全面的な採用（例：横浜市の
全世帯封入封筒提出方式），さらには未回答
を容認し，「空白票」を「調査拒否」として
再調査しない措置によって，全数性を確保す
ることが危ぶまれている。欧州諸国では，ド
イツの1987年センサスにおいて，国民の「防
衛的な行動」が発生させた大量の郵送返却票
が，地方自治体の労力的組織的な負荷と実査
経費の負担を急増させることによって，伝統
的型センサスが断念される「衝撃的な要因」
となっている。そして，センサスにたいする
「国民感情のような予測できない問題」を回
避し，センサス経費を節減するために，統計
登録簿型センサスへの移行が進められている。
それは，センサスにたいする社会的な受容度
を確保するための法制的技術的な措置そのも
のが，調査型センサスの社会経済的限界を顕
在化させる誘因となったことを物語っている
（濱砂，1990，第7章，2005a）。

２．人口センサスの方法転換過
程が提起する理論的実践的
な課題

　人口センサスの方法転換過程における
Redfern報告の先進的な意義は，伝統型人口
センサスの社会的な存立基盤を脅かす三つの
社会経済的動因（①統計調査環境の悪化現象，

②センサス経費の増大と地方統計機構の脆弱
化，および③政府各省庁における行政登録簿
情報の集積とその処理システムの電子工学的
な自動化）を指摘するだけでなくて，それを，
センサス様式の「自己変革」ないしは転換を
うながす統計作成論と統計政策論の理論的実
践的な課題として再措定していることである。
すなわち，三つの動因は，それぞれ⑴人口セ
ンサスの社会的受容性（Problem der Gebiete 

Public Relation, Akzeptanz），⑵センサスの機
構・体制的な条件（Problem der Gebiete Logis-

tik），および⑶行政登録簿型センサスが成立
する情報的技術的な条件（①統一的な個人識
別番号制，②行政登録簿の統合システム，③
住所情報の経常的な更新性）に定式化されて
いる。そして，課題⑶は，調査型センサスと
登録簿型センサスがまったく異質の統計作成
過程であることから，センサスの統計目的（以
下ではセンサス目的と略称）と情報性格をセ
ンサス研究の基本的な論点として提起する。
また，それは，課題⑴と⑵をあわせて考慮す
ると，センサス目的とその情報性格にふさわ
しい統計システム（統計作成と統計制度）の内
実，さらにはその社会システムへの適合性を
明らかにすることを統計研究に迫っている。
センサス（悉皆大量観察）を「統計調査の基本
形態」として成立した蜷川理論と大屋理論の
社会的な意義と理論的な有効性を検証する所
以である。

＊　　　　　＊　　　　　＊
　はじめに，センサス目的の内容とセンサス
統計の情報性格を考察するための手掛かりと
して，EUの2001年人口センサス指針（Euro-

stat, 1997）を見てみよう。指針は，統計登録
簿型センサスを人口センサスの一つの方法と
して公認するとともに，センサスがそなえな
ければならない 3つの基本原則，①一般性
（Universalität），②完全性（Vollständigkeit），
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および③同時性（Gleichzeitigkeit）の原則を設
定する。それが，伝統型センサスを「一般的
なセンサス（Allgemeine Volkszählung）」とし
て，統計登録簿型センサスに要請すべき基準
として提示されていることは，それまでの
ECの人口センサス指針（1991年，1981年）と
比較することによって明らかである。しかし，
基本原則が，指針にもりこまれるに至った経
過と，原則の内容については記述されていな
いから，それを明らかにするために，国際連
合「人口センサスにかんする原則と勧告」が
挙示する「センサスの本質的な特徴」と対照
し て み よ う（U.N. Statisitics Division, 1998, 

p.18－19）（別表参照）。対照によって，完全性
の原則は，後者の「個別調査（全数性と完全
性）」と「領土内一般性（全数性）」の原則に
対応しているから，「一定の調査事項を，領
土内のすべての個人・世帯・住宅単位につい
て各個に調査」し，また，同時性の原則は，「一
定の時点（調査時点）を定めて，その時点にお
ける実態を即時的に把握する」調査方法的な
基準であることが確認できよう。
　一般性の原則については，EU指針を策定
するための方法プロジェクトの報告や議事録

等において，行政登録簿における個別情報の
「有効性（Validität）」と「概念調整や概念の一
貫性の確保」，さらには「個人や世帯にかん
する記載情報が実態の変化に対応する」可能
性等が，統計登録簿型人口センサスの課題と
して討論されている（Casimiro, F.S., 1996）。
したがって，一般性の原則では，センサス目
的が「特定の個体の特殊性」を把握すること
にはないから，センサスの対象＝社会事象に
たいする行政政登録簿の実態反映性が問われ
ている。それは，センサス目的とその対象規
定そのものにかかわる原則論的な課題である。
（註）　総務省統計局のホームページ：Census Parkに
掲載されている「近代人口センサスの基本的な要
件」が示唆に富むから，それを別表に付している。

　つぎに，センサスの基本原則が提起する社
会認識論的な方法論理を明確にするために，
行政登録簿とセンサス統計を比較して考察す
る。比較考察によって，両者の情報の性格と
機能が，それぞれの目的に応じて異なること
を明らかにし，統計登録簿型人口センサスの
方法的な問題点を浮き彫りにすることができ
るとおもわれるからである。ここでは，具体
的な技術的組織的な原則である同時性の原則
から論述して行こう。
　センサス統計は，センサス目的にそって社
会事象の規模と構造に接近するために，一定
の期間存続する社会的個体の総体を全体集団
と部分集団として把握する。個人・世帯や企
業のような社会的個体を統計単位として，特
定の基本標識によって集団的に総括すること
によって，その自然的社会的属性が静態量と
して計量される。そのためには，社会事象の
存在が歴史的社会的に規定された空間領域に
おいて，全数調査が一定の時期＝調査時点を
設定して，全国的に一斉に実施されなければ
ならない。被調査者の回答＝申告も，調査時
点の実態について行われるから，申告期間が，

別表：人口センサスの原則（EU指針と国連勧告）

AEU2000年PC指針（97年） B国連原則・勧告（98年）

⑴一般性　　　　？
　（Allgemeinheit）

⑴個別調査（全数性）
　（individual enumeration）

⑵完全性（Vollständigkeit）
　全数性
　完全性

⑵一定の領土内での一般性
　（Universality within
　a defined territory）（全数性）
　（→05年勧告では包括性）

⑶同時性（Gleichzeitigkeit）　⑶同時性（Simultaneity）

⑷一定の周期性
　（defined periodicity）

参考資料：（総務省統計局HP：Census Parkより）
　㈢近代人口センサスの基本的な要件
⑴ 特定の個々のものをコントロールするものではないこと（一
般性）
⑵調査対象のすべてを数え上げること（全数性）
⑶特定の時点における調べであること（同時性）
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調査時点の近傍期間に斉一的に設定されるこ
とによって，申告情報の同時的な実態性が確
保される。センサスにおける申告の同時性＝
静態性は，センサス統計が成立する技術的組
織的な要件である。
　統計登録簿型人口センサスの同時性は，登
録簿に記載されている個別データセットを定
められたセンサス期日に斉一的に抽出＝転写
することによって形式的には確保される。し
かし，行政登録簿の登録様式は，実態的な同
時性を実質的に保障しない。行政登録簿の基
本的な課題は，社会的個体の個別的な政治的
経済的な権益関係と義務関係を公的に確認し，
それを証明，保障ないしは履行することであ
る（例えば徳永，高橋，1965，Griffin, T.，1999）。
政治的経済的な権益・義務関係が，社会的個
体ごとに区々に発生，ないしは消滅し，その
申告・登録行為も個別的かつ散発的に生起す
ることは，同時性の原則を妨げることにはな
らない。しかし，申告すべき権益・義務関係
の発生と申告行為，および申告行為と認証手
続きの間には時間差があって，情報技術の革
新によって短縮されるけれども，全く解消さ
れることはあり得ない。それは，統計調査と
は異なる行政登録簿の申告様式に起因する問
題点であって，行政登録簿情報をセンサス情
報に転化するために克服しなければならない
方法的な課題である。また，行政登録簿によっ
て申告時点と申告期間が相違することは，登
録簿型センサスが同時性の原則を確保するこ
とを困難にする一層大きな行政的な要因であ
る。
　つぎに，完全性の原則については，どうで
あろうか。
　センサスの調査対象は，調査目的に対応す
る社会事象の規模と構造である。したがって
センサスは，目的規定にしたがって，社会事
象が歴史的に規定される空間領域を境界づけ，

社会事象を担うすべての社会的個体と，その
自然的社会的な属性を把握しなければならな
い。一般に，社会的個体が存在する対象地域
とそれに属する調査標識が，それぞれ調査の
範囲と調査内容と呼称されている。両者を完
全かつ正確に把握することが，それぞれ全数
性（Vollzähligkeit）の原則と狭義の完全性
（Vollständikeit）の原則であって，両者が，完
全性の原則を構成する。したがって，センサ
スの調査標識群が，社会事象の総体性と構造
性を統計的に反映するためには，それなりの
実態的な系統性を備えていなければならない。
しかし，個人名や出生日（年齢ではなく）等の
個人識別標識は，センサス目的に対応する調
査標識となることはほとんどなく，調査手続
きが円滑に進行するための補助標識にすぎな
い。また，センサス情報の完全性を確保する
ために，すべての調査標識にかんする申告が
要請されるが，調査不能や調査拒否によって
発生する未回答者と未回答項目は，「分類不
詳」として処理される。それは，センサス目
的が社会事象全体の把握にあって，個別的な
権益・義務関係を確認・証明することではな
いからである。
　他方，社会的個体の個別的な権利・義務関
係を記録し，公証することが，行政登録簿の
必要かつ十分な機能であるから，特殊な行政
目的に対応して，特定の行政手続きと行政措
置を執るために必要な個別情報が記載される。
それは，登録対象者を一義的に判別するため
に，記載に曖昧さ，多義性や不明さは認めら
れないから，「不明」な事案であっても，職
務権限によって，登録者と登録事項が個別的
に「完全に確定」されなければならない。し
たがって，社会認識のためには重要性をもた
ない個人名や出生日（年齢ではなく）等が，識
別情報としては決定的に重要であって，逆に
所得等その他の社会的に重要な属性でも，登
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録簿情報としてもちいられるときには，行政
目的に応じて，社会的な実態性を喪失してい
ることも少なくない。
　また，調査範囲についても，行政登録簿の
記載対象者は，特殊な行政目的によって限定
された社会層である。したがって，行政登録
簿の集計計算によって生成する数量的な社会
概念が，それに対応する統計概念の定義およ
び範囲と著しく異なっていることも，稀では
ない。ゆえに，登録簿情報の即自的に個別的
な性格を，それを媒介して社会認識に総括さ
れる統計単位情報に転換するためには，統計
目的の観点から，登録簿の個別情報を審査し
統合することが必要である。これは，「方法
転換」の基本的課題の一つである。
　最後に，センサス目的は，「特定の個々の
ものをコントロール」することではないから，
特定の政治的経済的な権利・義務関係とは分
離して設定されなければならない。したがっ
て，センサス統計は，特殊な行政目的と行政
手続きには直接的にとらわれないで，社会事
象の総体にかんする全体認識として，一般性
の原則をそなえていなければならない。他方，
行政登録簿では，行政目的の特殊性と，それ
に対応する行政手続きが特定の政治的経済的
な権利関係や義務関係によって規制されるか
ら，同一の個別情報であっても，異なる情報
性格と情報機能を具有する。例えば，人口セ
ンサスでは，基本的な調査標識として性別が
設問されているが，それは個々人の性に関心
があるからでもなく，また個人の識別に利用
するためでもなく，性別・性差がもたらす社
会問題に基本的な関心があるからである。こ
こでは，個人は性差的な社会事象の担い手と
して匿名的である。他方，住民登録簿では，
個人の性がその者を確認する基本的な識別情
報であり，また個人の性によって異なる個別
的な権利義務関係の発生と消滅を確定する判

定情報である。同様に，個人の生年月日につ
いても，センサスの基本的な関心は人口の年
齢別構成であって，それが個人の識別情報と
して機能しないことは，内外のセンサスの設
問内容から明らかである。しかし，行政登録
簿では，それが重要な個人識別情報であって，
個人の権利・義務関係の存否にかかわる判定
情報である。
　もちろん，特別な行政目的に沿って，行財
政政策を実施するための行政登録簿が設定さ
れるときには，その前段として，行財政政策
が行使される対象領域を包摂する社会事象の
全体認識が得られていなければならない。し
かし，そのような全体認識にもとづいて，行
政目的と政策的な措置・手続きが法制的に規
定されると，それが逆に，行財政政策が行使
される社会的個体を確定する基準となって，
該当性を確認するための名簿＝登録簿が設定
される。そのために，行政登録簿の設定では，
行政目的とそのための手続き・措置にたいす
る適用性を即自的かつ機械的に判定するため
に，社会的個体の自然的社会的な属性が登録
事項として規定される。それは，行財政政策
が成立する社会事象全体にかんする認識情報
ではなく，政府の政策行為が直接的にかかわ
る社会的個体の権利と義務を，形式的一義的
に確定するための識別情報である。したがっ
て，特殊な行政目的に対応する行政登録簿で
は，行政目的を措定させた社会経済的な事象
にたいする全体的な社会認識は後景に退き，
行政措置と行政手続きを取るために必要な個
別的な識別情報が配列されている。このよう
な観点から，記載情報の一義性が求められ，
「不明」な事案であっても，職権による記載
が行われることは，上述の通りである。
　また，行政登録簿は，社会的個体の政治経
済的利害関係にかかわっているから，登録簿
に記載されている個別情報が社会的な実態性
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を歪めたり，それから乖離することによって，
系統的な「誤差」をはらむことも少なくない。
さらに登録対象者の社会的な実態にそぐわな
い記載情報でも，それを「既成の事実」とし
て，政治的経済的な権利・義務関係が積み重
ねられていくことは，日常的な社会現象であ
る。したがって，行政登録簿の個別情報を統
計単位情報に転化するためには，登録簿の記
載情報が，センサスが対象とする社会事象の
実態次元において，その「客観性」を検証さ
れなければならない。
　ところで，統計情報も，行政過程としての
統計機構によって，しかも行政の基礎情報と
して作成されるかぎり，特殊な行政情報であ
る。それが政府の政治目的によって規定され
る調査目的を実現する社会情報であるからで
ある。しかし，統計情報の統計たる根拠は，
特殊な行政執行や行政手続きに直結する個別
情報ではなく，社会事象全体にかかわる集団
的な情報であって，行財政政策の「基礎情報」
となる社会認識的な性格を情報性格として帯
びていることである。統計情報の総体的な社
会性については，さらに次節において考察を
深めるが，行政登録簿情報とは異なって，セ
ンサス統計が特殊な行政目的と行政手続きに
直接的にとらわれないところに，社会認識情
報としての「一般性」と「実態性」がある。
したがって，行政登録簿における特殊行政的
な個別情報を，社会事象の全体認識にかかわ
る統計単位情報に転化するために，行政登録
簿情報の特殊目的性をぬぐいさり，より客観
的な実態性に接近させる認識行程が必要であ
る。

３．人口センサスの方法転換問
題と統計研究

　本節では，人口センサスにおける方法転換

過程の理論的実践的な意義を確認するために，
センサスの基本原則と，蜷川理論および大屋
理論との関連性を考察する。蜷川理論は，社
会科学的な統計利用方法論を構築するための
特定の観点から，大量観察法に接近している。
それにたいして，大屋理論は統計調査論の観
点から，センサス目的とセンサス情報の関連
性を構造的に洞察することによって，方法転
換過程を正面から把握する視座を与えている
から，ここでは大屋理論と方法転換問題の関
連性から明らかにしていこう。
　『統計情報論』（大屋，1995）では，人口セ
ンサスの情報性格は，①人口事象の問題性（対
象性），②センサス目的，③統計情報の表形
式および④統計調査環境によって規定される。
人口事象の指標にかかわる調査標識の体系は，
積極的には人口事象の対象性とセンサス目的
にそって設定される。
　「社会経済的属性にもとづく指標概念を総
体像の側面として人口モザイクを構成するこ
とは，複雑多岐な社会経済の連関性のゆえに，
きわめて高度な思考を必要とする。したがっ
て人口にかぎらず総体としての社会現象の統
計的把握には，その総体像と指標概念をめぐ
る理解の対抗がつねにともなう。
　調査計画にさいして統計家は，理論と経験
にもとづいて，…＜中略：指標概念による理
論的模像をつくるための認識作業の具体的記
述＞…。彼はこうして統計の対象になるであ
ろう社会現象の目的像を精神的にわがもにし
ていく。したがって彼が選び用いる諸概念が
現象の本質面をどれだけ内包したものである
かに応じて，またそれらの諸概念で総体像を
再現するときの複合が調査目的にとって適切
妥当な裁量であるかどうかによって，彼が構
想した理論的模像とが対象的存在（社会現象）
のよい目的像であるかどうかがきまる。
　ここで対象的存在を規定する諸概念はいう
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までもなく社会科学のそれであるから，その
複合である模像も援用される社会科学の理論
的性格を不可避的にもつことになる。統計の
理論的性格はここにその源を発する」（大屋，
1995，p.42）。
　人口事象は総体的な社会過程であるから，
それを全体的に認識するためには，社会科学
的な概念把握が必要である。ゆえに，調査対
象である人口事象の構造的な総体性を，調査
目的にしたがって調査標識に媒介するすため
には，調査対象を把握する概念の複合操作が
思考過程として措定されている。そのことが，
調査標識の系統的な組織性を，合目的的に，
ないしは客観的に確保する調査方法的な根拠
であって，センサスの基本原則（とくに一般
性と完全性の原則）の理論的な内実を形作る。
したがって，概念複合論は，人口センサスに
おける方法転換過程の理論的技術的な方向性
（調査事項の削減，伝統型センサスの輪番標
本型センサス化等）と人口センサスの3原則
の関連性を考察するための視点を与えている。
具体的には，調査標識の削減は，概念複合の
思考過程によって導かれる指標概念の組織・
系統性にたいして，断片的で恣意的な「間引
き」であってならず，調査標識群（①人口学
的標識，②社会経済的標識，，③住宅，④教育，
⑤交通，⑥その他（人種等））の調査目的にた
いする合目的性と人口事象にたいする対象性
にそくして進められなければならない。この
ように考えてくると，アメリカの2010年セ
ンサス計画は，同時性の確保に難点があると
はいえ，方法転換の社会経済的動因に対応す
るための現代的な人口センサスの一つの方向
性として評価されなければならないであろう。
それは，センサスの調査標識を人口学的標識
に限定することによって全数性を確保し，そ
の他の調査標識群を経常的な大規模標本調査
（American Community Survey：25万標本世

帯で2ヶ月周期）に委ね，それを基本標識型
センサスと結合することによって，センサス
の「再構築（re－engineered census）」をはか
る試みである（Vitrano, F.A., 2005，エリス，
2004）。他方，フランスの輪番標本型センサ
スは，全国を5つの調査区に区分し，年々一
つの調査区群ごとに「センサス」を実施して
いくローリングセンサスである。それは，セ
ンサスの基本原則（全数性・同時性）を完全に
放棄するから，人口センサスのあり方に大き
な問題点を提起している（西村，2004）。われ
われは，その成り行きに，アメリカやイギリ
スのセンサスとは異なる意味において，注目
しなければならないであろう。
　つぎに，統計登録簿型人口センサスは，ど
のようであろうか。
　センサス情報と行政登録簿情報の差異性は，
人口統計登録簿の社会認識論的な論理構造を
明らかにすることを，統計研究の新しい理論
的実践的な課題として提起する。行政登録簿
型人口センサスでは，人口統計登録簿の設定
が決定的な統計作成過程であって，情報的技
術的かつ社会的制度的に統計システムに内装
されなければならないからである。登録簿型
センサスでは，行政登録簿に記載されている
個別データセットを，所定のセンサス期日に，
斉一的に抽出＝転写することによって，「統
計集団」が形式的には生成する。しかし，先
節において明らかにしたように，人口センサ
スの基本原則を確保するためには，行政登録
簿情報をセンサス情報に転換する方法的な過
程が必要である。その情報的技術的な困難性
を，「流動的で多様な実態」にかかわる調査
標識については，全数調査を含む補足調査が
実施されていることが物語っている。ここで
は，データ連結（Data Linkage）の指導理論と
技術的な方法手続きが，登録簿型センサスに
特有な方法として展開されるためには，とく
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に一般性の原則について，統計調査論におけ
る概念複合論が導きの糸として踏まえなけれ
ばならないであろう（Redfern, P., 1986）。また，
北欧諸国と先進主要国では，行政登録簿をめ
ぐる政治的社会的な事情が大きく異なるから，
「個人を登録化し目録化」する人口統計登録
簿が統計システムとして受容される社会的な
条件を析出することが，社会科学的な統計研
究の重要な実践的課題となってこよう。
　ところで，大屋理論によると，センサスの
主要な規定的要因は，センサス目的であって
それは，基本的には，『国家目的』によって
基礎づけられる。
　「国家目的とはなにか，それは国家論の課
題であって，わたくしがよく説明できること
ではないが，政府が国家目的の担い手として
現行の社会体制を維持，発展させるべく，もっ
ぱら努めていることは，まぎれもない歴史的
事実であり，そのために政府が支配領域にか
んする各種の情報を必要としていることも疑
いのないところである。政府の統計調査もそ
のような情報の一形態としての統計の獲得を
目的とするものであるから，政府統計の調査
目的は国家目的の統計における現われとみな
ければならない。換言すれば社会的顕著事項
にたいする国家目的に沿う統計需要の形式が
統計家を規制する調査目的の社会体制的側面
であり，需要される統計形態，すなわち関心
がもたれる特定の集団と部分集団について，
それらの数量的特徴を特定の統計的表章に
よって獲得すること，この後者がすなわち調
査目的の抽象的一般的側面の規定にほかなら
ない」（大屋，1995，p.58）
　他方，行政登録簿の策定目的も，基本的に
は国家目的によって規制されるから，人口セ
ンサスの目的を実現するセンサス統計にふさ
わしいセンサスシステムを構想するためには，
センサス目的の具体的な内実が考察されなけ

ればならない。さらに人口センサスを基点と
する社会統計群のいろいろな調査目的が各個
に相互関連性をもって明らかにされることに
よって，センサス体系を規定するセンサス目
的の具体的な体系相が浮き彫りにされなけれ
ばならない。それは，センサス統計の目的体
系に対応する合理的な統計システムを構想す
るための統計体系論的な現代的な視角を与え
ている。さらに，センサスシステムの政治制
度的な条件と社会経済的な条件にたいする適
合性が検証されることによって，統計制度論
を展開する展望を得ることができよう。とく
に人口センサスの現代的な社会的受容度を確
保するためには，人口センサスだけでなくて，
社会統計体系，さらには統計制度の公共的な
客観性が問われていることは，人口センサス
の基本原則およびその対象性と合目的性に内
発する統計政策論の大きな課題である。国際
連合のCore National Data Set構想が人口セン
サスと統計体系の再編成論において提起され
ていることは，その証左である（U.N. 

Statisitics Division, 2004, p.4）。また，統計登
録簿が行政登録簿群から分離され，統計登録
簿群の統合的な遮蔽化によって，統計機構の
政治的な「独立性と中立性」が確保されなけ
ればならない統計登録簿型統計機構の出現は，
統計政策の方向性に大きな示唆を与えている。
そして，行政登録簿と統計登録簿の作成目的
と情報性格が大きく相違することは，デン
マークの統計機構のように，統計官庁が一般
の政府省庁から独立する根拠を，プライバ
シー問題にかかわる法律的制度的な側面から
だけでなくて，センサス目的やその情報性格
の側面からも考察することを要請している
（工藤，1989，1995）。それはひるがえって，
伝統型センサスが模索する方法転換の方向性
を問う統計政策の現代的な課題でもある。
　つぎに，人口センサスの方法転換問題と蜷
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川理論の関連性にかんする考察に進もう。
　蜷川理論では，悉皆大量観察＝センサスの
過程が，理論的過程と技術的過程に分かって
て総括される。とくに，前者では，大量の理
論的把握と大量観察の要素規定を基礎づける
統計調査者の社会理論にたいして，その科学
性を問う信頼性が，統計批判の基準として措
定される。
　「すでに述べたように，大量観察はできる
だけ多数を調べるという意味での大数観察で
はなく，特定の存在としての大量を認識し，
その上でそれを数量的に把握することを目的
している。したがって，なにをどのように大
量として認識するかがそこでの根本問題であ
るが，これは一般に社会認識の問題であって，
とくに大量だからという理由で区別して論じ
られるべきものではない。そのかぎりにおい
て，大量の認識は調査者の社会的立場とその
認識方法に依存している。すなわち，社会関
係をどのように解剖し分析し把握しているか
によって大量それ自体の認識はおのずから異
ならざるをえない。それゆえ，統計は根本的
にはまず調査者のイデオロギーにおいて批判
されなければならない。調査者としてのイデ
オロギーは，なにを大量として認識するかを
規定するとともに，大量をについてどのよう
な集団性を問題にするかを規定するからであ
る」（蜷川，1932，p.73－74）
　ここでは，大量の理論的な把握を方向づけ
る統計調査者の社会的な立場と社会認識に基
本的な関心が向けられている。そのために，
大量（例：失業者集団）を発生させ，大量の社
会的存在を規定する社会関係を内包する社会
事象（例：失業現象）は，統計の対象としては，
考察の枠組みからはずれている。大量＝社会
的集団が統計の対象として捉えられているた
めに，社会的集団に定在を与える複合的な社
会事象が社会科学的な概念によって把握され，

それが大量，さらには大量観察の要素規定に
媒介される概念操作が示されていない。「大
量それ自体の認識」をもたらす統計調査者の
イデオロギーに統計批判の焦点がおかれ，統
計の認識論的な技術構造に意識的な関心が向
けられていないために，大量観察の要素規定
が与えられているにもかかわらず，社会事象
の把握が大量の規定に転形する理論的方法的
な思考過程は考察の後景に退いている。した
がって，蜷川理論は，統計学が社会科学研究
方法論として構想されているにもかかわらず，
社会事象の総体的な構造規定と大量（大量観
察）の要素規定の関係性を問う方法的論理的
な契機をそなえていない。
　センサス統計は，調査対象である社会事象
の構造的な総体性にたいして，調査標識の体
系性をもって対応する。しかし，それは，調
査目的の政治的な指向性にそう概念複合に
よって，指標概念に転形される統計目的像で
ある。概念複合は，社会事象に科学的な抽象
によって接近する認識過程ではないから，「そ
の認識は科学が理想とする対象的存在の総体
性を反映する全一的な模像ではなく，統計目
的を通して選ばれた総体像の局部ないしは局
面にかんする，しかもそれだけに局限された
模像＝概念複合である。総体像のこの理論的
性格から統計の経験批判論的認識性格が不可
避的に派生する」（大屋，1995，p.40）。した
がって，統計情報はそれ自体の具象化と解析
によっては，その対象的な原像を再現するこ
とはできない経験批判論的な認識情報である。
原像＝社会事象の複合的な分析にたいして，
統計情報を有効に利用するためには，社会事
象にかんする「事物論理」的な構造認識が必
要である。ゆえにセンサスの基本原則，とく
に一般性と完全性の原則は，概念複合論に
よって，その理論的な内実性を与えられると
ともに，古くて新しい社会統計学の課題であ
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る統計的認識と社会科学的認識，さらには統
計的検証と歴史的な検証の関連性を改めて問
うている（濱砂，1996）。
　ところで，蜷川理論は，統計調査者とは社
会的な立場が異なる統計利用者の社会科学的
な統計利用を強く意識して構築されているか
ら，統計対象である大量の認識・把握は，①
統計調査者の社会理論・イデオロギー論に
よって規定されると同時に，②統計利用者の
批判・利用目的に耐えうる認識・把握でなけ
ればならない。したがって，センサス目的と
センサス情報は，言うなれば「公共的な客観
性」を備えていなければならず，それにふさ
わしいセンサスシステムと統計制度が構想さ
れなければならない。このような立論は，セ
ンサス目的が基本的には国家目的によって規
定されることをあわせて考慮すると，今日の
統計法や統計制度にかんする改革にたいして，
重要な示唆を与えている。それは，人口セン
サスが，統計調査環境の変容によって，これ
まで依拠してきた社会的な基盤（公権力的な
権威，地域社会の地縁・血縁的な関係）を足
がかりとして統計実査を進めることはできな
くなっているからである。換言すると，伝統
型人口センサスが，政府と国民の現代的な法
律的関係＝申告義務に存立の根拠を求めるた
めには，センサス目的の公共性が，それを支
える政治的な前提条件である。伝統型人口セ
ンサスの危機的な状況において，センサスの
公共的な必要性にかんする社会的な合意が問
われていることは，現代的な統計体系と統計
システムのあり方を問う社会経済的な条件が，
十分に成熟していることを物語っている（濱
砂，1990）。
　われわれは，これまで，人口センサスの方
法転換過程が，統計論，統計作成論および統
計利用論に提起している理論的実践的な課題
を考察してきた。本章の考察は，問題点にか

んする試論的な展開の域を出ていないが，現
代社会における統計実践の国際的な規模と深
刻さは，統計学研究の基底にかかわる論点を
内包していることを予感させる。それを本格
的に解明するためには，文字通り国際的な視
野から，統計実践の現実的な課題と原理探求
的な基本理論を往復する思考作業の重要性が
改めて痛感される。
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「記念号」に欠かせない学問的
性格論

　本「記念号」はこの10年の経済統計学会
の活動を総括するもので，その本学会が経済
統計研究会としての設立当初から続けてきた
学問的性格論争の現在をどう規定するのかが
一切論じられずに「記念号」が成立するわけ
にはいかない。日本統計学会と区別された経
済統計学会としては，である。
　とりわけ，本テーマは日常的な論争の難し
いものであるだけに，この「記念号」という
場は特別に重要な位置を占めている。そして，
もしそうであれば，今回もここで議論を行な
う出発点は前号の到達点をどう評価するかと
いうこととなろう。今号掲載の浜砂論文には
前号「記念号」への言及が一切ないが，それ
でも本テーマと接続可能な内容が含まれてい
る。したがって，ここでは，浜砂論文におい
て本テーマと連続する部分を先に論じ，その
後に前「記念号」での本テーマの諸論文に言
及することとしたい。その筋で双方の関係，
位置づけについて論ずることができるように
思われるからである。

大屋理論と蜷川理論の接続と統合

　そこでまず，今号の浜砂論文であるが，そ
の後段で浜砂は，人口センサスにおける方法

転換問題をどう考えるかを考える上で統計調
査の目的や担い手の統計への規定性を詳しく
分析した大屋理論の蜷川理論に対する優位性
を主張しつつも，しかもなお蜷川理論でも以
下のような立論で今日の統計制度改革への重
要な示唆を発見できるのではないかと主張し
ている。すなわち，統計対象の認識・把握は，
①調査者のイデオロギーの規定を受けると同
時に，②利用者の批判や利用目的に耐えうる
ものでなければならないから「公共的な客観
性」が不可欠との結論を導くからとされてい
る。あるいは，浜砂はより人口センサス問題
にひきつけて，伝統型人口センサスの危機か
らの脱出にはこれまでの権力的な「国家目的」
から自由となり，よって「公共的な必要性」
に関する社会的な合意を形成することが不可
欠とのインプリケーションを持つとしている。
蜷川理論を「統計調査者」より「統計利用者」
をより強く意識した理論体系であるとしつつ
も，その延長で統計調査論をブラッシュアッ
プさせることができるのだと説く，きわめて
興味深い主張となっている。この意味で，本
浜砂論文も十分に方法論上の問題提起として
の意味を持っていると小生は理解している。
　が，その上で，浜砂論文がこのように展開
なさるなら，それと関わって前号「記念号」
のふたつの論文への言及が不可欠であったよ
うに思われる。そのひとつは山田満論文であ
り，もう一方は杉森滉一論文である。
　というのはこういうことである。まず，前

第25章　実質社会科学説の「勝利」とその後
　　新実質社会科学説とマルクス主義への前進　　

大　西　　　広
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号「記念号」で山田論文は，本来ありえない
「批評の客観性」に拘るのではなく，形態変
容した社会批判の運動と結びついたもっと自
由な社会批評をすべきであると主張している。
「公共性」や「社会的合意」をいわば真っ向
から否定するこの議論は科学社会学の現代的
到達点をふまえたものである。浜砂はこれを
どう批判されるのであろうか。
　他方の杉森論文は逆に浜砂論文に非常に近
い次のような主張を行なっている。すなわち，
統計調査論としての信頼性・正確性問題抜き
に統計をどう利用できるかという統計利用論
が論じられないのと同様，利用者が誰である
か，どのように利用しようとしているかと
いった統計利用論上の問題抜きに統計調査の
現実の分析＝統計調査論を議論できない。こ
うして，蜷川の統計調査論の枠組みは統計利
用論を含むものに拡張されなければならない
と主張しており，これは浜砂の主張と基本的
に同一である。「蜷川理論」と「大屋理論」
の接続と統合をめざす本学会の喜ばしい到達
点であると小生は理解するが，浜砂もそれに
同意するのであろうか。

前号「記念号」における大屋説
の「勝利」

　実際，こうした大屋理論と蜷川理論の「接
近」は，前号「記念号」における吉田忠と野
澤正徳の大屋説への肯定的言及によって一種
劇的に進んだということもできる。吉田は第
一章の「コメント3」で，1964年以来の大屋
による実質社会科学説の提出の影響の大きさ
を認め，「社会科学方法論に立つ会員も，そ
の対象を統計資料の作成・利用の過程と方法
に広げざるをえなくなっている」と述べてい
る。また，野澤もその「コメント2」におい
て大屋の「視座の転換論」を評して「私は，

視座の転換ではなく，相互補完性を主張した
が，実際上，2人の差異は定義上の違いだけ
になってくる」と述べ，ほぼ同意見であるこ
とを認めている。小生が同じ前号「記念号」
で「新実質社会科学説」を唱えたのも同じ文
脈で捉えられるかも知れない。
　これは同号山田論文における大屋説登場の
必然性の説明であるが，実質科学と方法科学
の未分化状態で出発したドイツ国情学も実質
社会科学の発展でその後方法科学としての性
格を強く求められることになる。これは日本
社会統計学における社会科学方法論説の成立
をも説明する。が，そうなればなるほど，「社
会科学としての方法論」とは何かという困難
な問いに迫られることから，自身の社会科学
的基礎を鋭く問われるようになる。そして，
この問いが「社会科学のための統計学」（内海）
から「社会科学としての統計学」へと向かわ
せ，最後には「統計現象の社会科学」にまで
到達する。大屋説の成立である。この意味で，
前号「記念号」での大屋説の「勝利」はある
種の必然的な帰結であったというのが小生の
評価である。

しかし，なお残される問題

　しかし，もちろん，こうした大屋理論の歴
史的「勝利」も学会内のすべての不同意を一
掃しえているわけではなく，そうした批判者
の論点を検討することはなおも重要性を保っ
ている。たとえば，前号「記念号」で大屋説
への「接近」を示した吉田・野澤の両氏につ
いても，その直前に発行された大屋『統計情
報論』九州大学出版会，1995年の付論で紹
介された大屋批判の論点がある。そこでは，
吉田の大屋批判は「大屋理論では“あるべき
（統計の）利用方法”が明らかにならない」と
いうものであり，同じく野澤の大屋批判は「統
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計調査を行なう身の者にとって“客観の視座”
と“主体の視座”は分離されない」というも
のであった。これらはともに，利用者の主体
的行動にとって大屋「客観の視座」論の客観
主義が役に立たないという文脈のものと理解
することができる。小生自身も以前には野澤
らの指導の下で「民主的改革モデル」の作成
に関与したから，その経験からも理解できる
批判である。
　しかし，ここで大屋はそうした主体的利用
が最善のものであるかどうかは客観の視座な
しに判断できないこと，あるいはそうした主
体的利用行為自体を客観的に観察することの
重要性を説く（p.282，284）。そして，この論
点は同じく大屋批判の側に位置する前号「記
念号」の山田論文の立場とも半面で共通して
いて非常に興味深い。
　というのはこういうことである。山田の主
張する「社会批評としての統計学」は，利用
者が行なう統計データ処理の研究過程に対し
て「客観的距離」を置くべきというものであ
るから，この限りでは極めて「客観主義的」
でもあるからである。この類似性をよりわか
り易くするために，大屋の「主体の視座」，「客
観の視座」の馴染みの図を次のように簡略
化・概念化してみたい。すなわち，

調査者の「主体の視座」→調査者の統計調査
利用者の「主体の視座」→利用者の統計利用

↑
客観の視座

　ただし，ここでは「客観の視座」で観察さ
れている統計活動は「統計利用」であるか「統
計調査」であるかが問われていないから，こ
れをさらに次のようにより一般化することも
できよう。すなわち，

統計に関わる主体Aの主体的行動（認識活動を含む）
統計に関わる主体Bの主体的行動（認識活動を含む）

…

↑
客観の視座

　そして，もしここまで来ると，山田の認識
論上の立場，すなわち，

主体A→認識A
主体B→認識B

…

↑
批評者の視座

と根本的なところで同一であることが分かる。
これはまさしく認識論上の構成説であって，
ドイツ以来の社会統計学がカントから受け継
いだ立場である。言うまでもなく，この延長
に社会科学理論の認識上の構成作用を重視す
る社会科学方法論説が成立した。この意味で
この枠組みは社会科学方法論説のものであり
つつ，しかもなお，そうした社会的認識行動
の観察は客観的になされなければならない。
そして，この観察の客観性が大屋説のポイン
トであったのである。
　したがって，山田の枠組みは大屋のそれと
非常に近い。なのに，どうしてその大屋を批
判することとなるのであろうか。その理由は，
山田が重視する科学社会学が科学の客観性を
否定しているところにある。批評者の「客観
性」はカギカッコ付きのものでしかなく，原
理的には認められない。「批評者」の科学な
るものをさらに批評する＝客観的に観察する
とそれが主観的なものであることが分かる。
こうして山田が大屋から学んだ客観主義はそ
れを徹底させることによって客観主義の批判
者に変わっている。これは，吉田や野澤によ
る批判の論点を超えた，別次元の論点提起と
して評価しなければならないように思われる
のである1）。
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山田の批判から「新実質社会科
学説」へ

　ただし，それでも，実はこの山田の「科学
社会学」にも問題がないわけではない。とい
うのは，それではここで様々な「客観の視座」
＝「批評者の視座」が主観的であるという科
学社会学者たちの見解が客観的であるのかな
いのかと問うとき，彼らの見解もまた主観的
と自身で表明できないからである。つまり，
それらが「主観的である」という見解は「客
観的」でなければならない。その意味で，彼
らとて「客観性」を全面的に否定できないの
であって，ここにこそ実は「主観を対象とし
た科学」としての社会科学の本質が存在する。
そして，少なくともマルクス主義の史的唯物
論＝社会構成体概念は諸階級の諸主観2）の運
動法則を解明せんとしたものとして「主観を
対象とした科学」のもっとも純化されたもの
であった。この意味で，上述の「客観の視座」，
「批評者の視座」は「マルクス主義の視角」
と言い換えられなければならない。小生が「認
識論は史的唯物論」といい続けてきた主旨は
ここにあり（たとえば，前号「記念号」論文），
その史的唯物論が実質社会科学であるという
意味で小生は自説を「新実質社会科学説」と
しているのである。
　もうひとつ，この山田の提起をめぐって言
わなければならないことに統計利用それ自身
は主観的だとしていることがある。研究過程
から「客観的距離」を取る「批評」はカギカッ
コ付きではあれ「客観的」とされているが，
データ処理に始まる各種の研究それ自身は決
して「客観的」なものとは看做されない。こ
れは，カント以来の構成説としては当然の理
論的帰結であるが，しかし，もし，我々が上
記のような史的唯物論的な社会認識をしてい

たとしたらどうなるだろうか。
　たとえば，ある階級はその経済的地位の変
動に応じて政治的行動を変化させる。また，
別の階級も同様に行動する。となると，これ
は「経済的地位」の代理変数が「政治的行動」
の代理変数を決定するという二変数間の因果
関係として表現することができ，それは回帰
方程式とすることができる。あるいは，そう
した方程式が二本あれば，それを「連立方程
式体系」として表現することもできる。もち
ろん，代理変数の選び方や推計上のバイアス
の排除など多くの関門を通過しなければなら
ないが，もしそれができるなら，そうした「統
計利用」は「客観的」と評さざるをえなくな
るであろう。なぜなら，各階級の主観から「客
観的距離」を置き，客観的にそれらを表現す
ることとなっているからである。この意味で，
もし認識論において史的唯物論が採用される
なら，統計利用においても史的唯物論を採用
した「モデル」は成立する。
　実のところ，吉田にも野澤にもそして山田
にも存在する問題点は，統計現象全般の「客
観の視座」からの観察は許容しても，統計利
用は必ず「主体」＝主観的でなければならな
いかのように考えていることである。とりわ
け，山田が「科学の客観性」を否定し，その
上で「社会批判の運動に結びつ」いた「統計
の闘い」を無限定的に評価するとき，統計学
が非科学化され，単なる運動の道具とされて
しまう危険性を感じる。「統計の闘い」との
スローガンはその意味で極めて危険である。

マルクス主義への前進の意味

　と考え進めると，こうして提出されている
各種の議論も，我々経済統計学会が持ってい
るいくつかのルーツの間の闘いであるのかも
知れない。すなわち，ドイツ社会統計学的な
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構成説の伝統とマルクス主義の客観主義の伝
統との闘いであり，この意味では，向坂逸郎
などを生み出した九州大学の良き伝統を汲む
大屋には後者の伝統が流れていたということ
もできる。「マルクス主義」は現在，社会民
主主義より「左」に位置する政治的立場と誤
解され，それが人々をしてそれから遠ざけて
いる。ので，小生がここでそれを強調するの
も何か時代錯誤のように思われる読者も多か
ろう。が，マルクス主義こそ上述のように，
主観と主観の渦巻く社会をいかに客観的に認
識するかについての科学主義的立場であった。
　たとえば，ここで参考のために小生が過去
に開発し，また現在開発中の「マルクス主義
モデル」について紹介しておこう。そのひと
つは，『環太平洋諸国の興亡と相互依存』京
都大学学術出版会，1998年でまとめた「レー
ニン・モデル」である。これは，途上国の成
長が永遠に圧しとどめられるという左翼理論
を排し，国際資本による国際資本移動が途上
国成長を必然化するという歴史法則をモデル
化したものであった。その批判対象は左翼主
義にあった。
　また，小生が山下裕歩などと現在開発して
いる「新古典派成長論的マルクス・モデル」3）

は，産業革命という技術変化が資本主義を必
然化するものの，その長期にわたる資本蓄積

の進行がある時点から資本主義の継続を不要
にすることを表現している。特に，ここで言
われている「資本主義を必然化する」との中
身には，階級分裂や開発独裁もが含まれ，そ
こでは，なぜある時期に階級分裂や開発独裁
を人類は必要としたのかについての説明を行
なっている。「資本主義批判」ではなく，現
に存在する，あるいは存在した暴力や不正に
「抗議する」のではなく，科学として「説明
する」理論の枠組みである。この意味で，本
学会に期待したいのは，「客観の視座」をよ
り一層重視し，マルクス主義を上記のように
再度見直すことである。

注

1．ただし，この基本的主張は山田の1984年の『千
里山経済学』第17巻第2号論文以来のものであり，
藤江昌嗣の『統計学』第48号論文（1985年）によっ
て注目されてきたものである。小生も『「政策科学」
と統計的認識論』昭和堂，1989年などで重視して
来た。

2．これは階級利益で説明されるから構成説的である。
3．たとえば，大西「市場と資本主義の関係につい
ての史的唯物論的理解について」『季刊　経済理論』
第42巻1号，2005年，山下・大西「マルクス理論
の最適成長論的解釈　最適迂回生産システムとし
ての資本主義の数学モデル　」『政経研究』第78号，
2002年。



はじめに

　記念号第1集（1976年）に三潴会員の「経済
統計研究会小史（未定稿資料）」が掲載されて
以降，その後の第2集（1986年），第3集（1996

年）には，ベテラン会員の想い出や学会への
注文があったが，研究会・学会の歴史に関す
る記述はなかった。新会員も増える中で，「三
潴小史」以降の歴史をつないでもらいたいと
いうのが，編集部の意向であったかと思う。
　ここで改めて，経済統計学会史を書くこと
を考えてみると，資料を用意して会の活動を
丁寧に把握することが必要になる。この場合，
全体的には，日本社会・国際社会の動向を背
景にして，ときどきの日本の学術の，特に社
会科学での問題関心，これを受けた統計学－
社会統計学的課題の推移，そして研究の対応
の成果・弱点を振り返ること，また，学会と
しての組織的対応の推移が，中心におかれる
だろう。その上で，主要な共通関心事項以外
のテーマをふくめて，全国の支部・地域での
各会員による研究その他の活動をふくめて振
り返ることも必要かと思う。しかし，これは
膨大な作業である。全国事務局を中心とした
動きを中心にすると，支部連合的色彩を持ち
ながら支部活動を重視してきたこの学会の経
過としては部分的に過ぎない。さらに，共通
関心事項への取り組みの評価は単純ではない。
筆者自身は，各動向に一定の評価を持って対
応してきたが，それは，評価に固有の視角が

入った個人的見解にすぎない。
　執筆を個人として依頼された後の自身の怠
慢もあって，歴史編纂チームをたちあげるな
どの手だてを講じないままできた筆者として
は，まず，今後の学会史編集に向けての資料
の収集を継続中である。しかし，これは今日
ではかなり後手に回ったというべきで，学会
創始期の多くの一次資料が失なわれている感
がある。本稿は，当初，三潴小史にある学会
創始期を他の資料によって追加的記述をする
こと，記念号第1集の編集（1973－76年），研
究会から学会へ（1984－85年）の移行，の三
つをとりあげて任を終えたもの考えた。しか
し，編集者から，現在継続中の学会改革につ
ながる2000年代の学会改革にもふれてもら
いたいとの追加要請を受けた。これをとりあ
げると1980年代末から1990年代の動きを飛
ばして2000年代に入ることになるのだが，
これを加えて四つの動きを紹介する。あくま
で組織的な動きを中心に，かなりは筆者の概
説と広くは公表されていない資料を合わせて
収録して経過の概略を示すことにし，「おわ
りに」で，個人的な想いをふくめた叙述を付
すことにしたい。資料の一部をそのまま説明
に代えているので〔資料を（説明）とした〕読
みにくい点はご寛恕いただきたい。なお，特
に学会創設期の資料収集の呼びかけに応えて，
野村良樹会員から寄せられた写真のうちから，
第1回（1958年），第7回（1963），第10回（1966），
第17回（1973）総会時の今では貴重な4枚を掲
載させていただいた。
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１．研究会設立前後 

（1950～1960年）

⑴　記念号第1集で三潴会員は，創立期につ
いて次のようにまとめられた。
　「経済統計研究会の前身は1952年（昭和27）
ごろすでに蜷川虎三先生門下生たちによって
はじめられていた研究会－のちの経統研関西
支部－であった。その活動が関東にも波及し，
1954年（昭和29）8月24日に東京での第1回打
合会，同年9月2日の第2回打合会開催となり，
同年10月1日には法政大学で丸山会員（当時，
東京在住）によって研究報告会が開催された
のである。こうして，関西支部と関東支部（し
ばらく関東東北支部と称していた）が，それ
ぞれに研究例会をかさねていったのである。」
　この小史には，統計懇談会の項目がある。
これらをふくめて立ち入った動向が読み取れ
ないところがある。
　現在の若い会員は，当時の状況は大昔の話
として想像できない可能性がある。時代状況
をごく簡単に記すとともに，いくつかの資料
で，三潴「小史」を補っておきたい1）。
⑵　1950年代という時代。経済統計研究会
の設立を促す時代背景・統計情勢としては，
第二次大戦直後の5年間にわたる占領，戦地
からの復員・食糧危機，傾斜生産方式の実施，
ドッジラインの施行などを経て，日本が対ソ
包囲網の一角に組みこまれながら，占領統治
を離れて，朝鮮特需に刺激されて経済復興が
進み始める過程である。この間，国民の生活
難を背景に，エネルギー転換や平和からの逆
コースへの危機感から，労働運動は日鋼室蘭，
苫小牧王子製紙，三井三池，国鉄などそれな
りの強さを持ち，市民運動も原爆反対，教員
の勤務評定や警職法反対から安保闘争に向け
て発展していた。

　統計分野では，戦後の政府統計制度の再建
が1946～52年にかけて進められ，標本調査
の政府統計活動への導入が始まった。標本理
論－統計的推論とその経済学分野への適用で
ある計量経済学の一面的な過大評価が行われ
るなどの混乱状況の中で，その検討が重要な
問題となり，他方で労働運動側からの統計批
判等が展開された。この一部を【資料1－1】
年表に示したが，推計学批判の大橋論文や上
杉会員や総評の文献が社会的に影響を及ぼし
ていた2）。
⑶　今回提示しあるいは基礎にした資料に基
づいて，三潴小史を筆者なりに補足すると以
下のようになる。「経済統計研究会の設立と
統計学発刊と継続につながる主要な動きは，
おそらく京都大学を中心にまとまりやすかっ
た関西で進んだ。一方で，標本理論の評価を
ふくめて社会・経済統計研究の必要性への思
いは，政府統計関係者を多く擁する関東では
更に一段と強かった。1952年2月に正木千冬
会員（森田優三統計局長のもとで統計局次長，
その後商工省統計局長を経て，参議院予算専
門委員時代）の主唱による統計懇談会が発足
し（1957年まで継続した痕跡がある。三潴資
料⑩－但し，「52年の初回」という言い方は，
その前に会があったと思わせる表現である），
多様なメンバーの多様な志向がある中で，そ
の会員の一部が，関西の動きに同調して
1953年の経済統計研究会の設立に連携した。
これとともに懇談会は，経済統計研究会の外
郭的組織といった位置づけになる（これを主
催した正木会員の表現。「外延的組織」－三潴
会員の表現。関東では統計懇談会の翌日に関
東地区研究会を催したりしている）。しかし，
経済統計研究会の目的，名称，会則等の検討
は，関西，関東をふくめて，その後，継続し
て行われており，関東地区が研究会の関東支
部として固まるには，研究会設立後なお時間
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を要した。機関誌『統計学』の発行は，当初
関西を中心にして行われ，支部間の交代編集
制に向けて関東が担当したのは1958年4月の
第6号，北海道が1960年4月の第8号である」。
1960年3月の会員数は111名であった。
⑷　さらに筆者なりに幾つか記しておきたい。
　第一に，メンバーの状況3）。この研究会創
設や第一回総会開始にいたる過程でのメン
バーの努力は大変だったと思われる。創設に
参加した人々を第一世代ということにすれば，
この第一世代の多くは戦前・戦中の時期の学
部・大学院時代に，左翼運動での逮捕・投獄，
追放状態，戦争への応召，戦争・敗戦，そし
て抑留その他で研究の中断（一部の者は古典
の翻訳だけを許された）を余儀なくされ，敗
戦後も復員が遅れ，食糧難の中で，生活自体
が容易でなく，多くは結核その他の病に冒さ
れるなどしていた。20代から30代にかけて
の貴重な時期に落ち着いて研究する余裕はな
かっただろう。1950年前後の統計問題に取
り組みながら，研究会創設に動いたのは，30

歳後半から40歳前半にかけてのことになる。
創設に参加したか，会の初期に参加したひと
つ若い世代であるいわゆる第二世代にも，戦
時中にすでに軍隊あるいは士官学校等を経由
して大学へ戻った人々がいる。研究会創設に
動いている時期にこの世代は30歳前後とい
う計算になる。20歳代後半から40歳代にい
たる集団による激動下の努力であったことを
留意したい。
　第二に，統計関連の他団体との連携。アカ
デミーだけでなく広く政府統計家を含めての
研究活動を重視していた。創立前後の統計懇
談会がそうであったし，特に，関東が初めて
編集を担当し，特集「戦後日本における統計
の諸問題」を組んだ号には，有沢広巳，中山
伊知郎や白石徳夫氏からの寄書があり，編集
後記には，後藤憲章・米沢治文・松川七郎・

三潴信邦・広田純の名で特段の感謝のことば
が掲載されていた。そして，経済統計研究会
自体は，日本統計学会について，研究会会員
は日本統計学会会員であることをほぼ前提し
て，全国総会は日本統計学会の前後，ときに
はこれを挟んで開催された。日本統計学会自
体が，経済統計研究会の創立者のさらに一代
前のドイツ社会統計学の流れを受け継いだメ
ンバーによって創設されたものである。した
がって，数理統計学的思考が一段と強まりつ
つあった日本統計学会であったが，これに関
わっていくこともこの当時の研究会では当然
視されていた。三潴小史の資料②【第2回打
合会議議事録】に「この研究会は，日本統計
学会と組織的に対立する関係にないという点
を明確にすることについては，全員の意見が
一致した。なお，この会の会員は，なるべく
学会へ加入することが望ましいという意見が
だされた」とされている。
　第三に，国際交流の必要は当初から指摘さ
れ，設立当初以降ソ連あるいは東ドイツ，そ
して中国の統計家・研究者との交流は折に触
れて行われてきた。特にソ連の統計の動向の
研究は，戦時期に一般の研究者にとっては文
献入手の不可能あるいは研究の禁止，そして
そもそも研究する余裕がない生活の下に長く
置かれた後だっただけに，解放感とともに大
きな関心事になった。ソ連と中国の統計の翻
訳・紹介と検討は，経済統計学会創立後しば
らくの主要なテーマであったし，機関誌『統
計学』は，中ソの主要統計誌の目次の紹介な
どにエネルギーをさいた。中国，ソ連，東独
に偏らずに，欧米諸国の統計の紹介・検討が
必要であるとの指摘もあった。その後も会と
して組織的ではないが，外国研究者との交流
は個人ベースで行われていた。機関誌の「支
部便り」などを振りふりかえればわかる。
　第四に，研究会名称。三潴小史でも「本会
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の名称については，社会経済統計研究会とす
べきだという意見が創立当初からあり，今日
でもまだその意見がある」とされている。資
料②の第二回打合せ会の議事録では，3．この
会の名称について，で，「『経済統計研究会』
という名称は，制限的であってこの会の性格
を包含的に表現せず，またこの会の目的にも
マッチしていない，との意見が多く出た。具
体的な案として『社会経済統計研究会』はど
うか，という意見があった」とされており，6．
で，「以上のように討議されたこの会の名称，
目的，ならびに会員の問題については，来る
10月8，9日，東京で開かれる日本統計学会

の総会にさいして，経済統計研究会関西支部
の人々と会合し，意見の調整をはかることに
した」とされている。しかし，その後，「経
済統計」名称での決着に至る論議を示す資料
はない。これと関連して，「社会諸科学」か「社
会科学」かの問題がある。前者は創刊のこと
ばに，後者は会則第2条にうたわれている。
この会則の「社会科学に基礎を置く」をめぐっ
て社会諸科学とする方が良いという意見が会
則をめぐる論議においてあった。これは「『諸』
は実質的に含意されているという前提で解決
された」といわれる4）。
　本稿の3でとりあげる学会化のときに再度，

【資料1－1】　初期年表
年 依拠資料 事項，主要文献

1949.2　大橋隆憲「近代統計学の社会的性格」，1950　上杉正一郎『マルクス主義と統計』，1952　統計研究会訳編『ソヴェ
トの統計理論　Ⅰ』
1952 経済統計研究会に先立って，関西では1952年頃から研究会，関東で

は統計懇談会（2.25）
資料⑧ 独立（講和条約）発効

1953 会則（10.9） 創刊号 労働運動の高揚
ご案内－経済統計研究会を設置（11.26） 資料⑥

1954 ▼第1回打ち合わせ（8.24）。▼第2回打ち合わせ－会の名称，目的な
ど（9.2）。▼名称，目的，ならびに会員の問題について，関西支部の人々
と会合し，調整（10.8－9）

資料② 日本労働組合総評議会『官庁統
計の欺瞞をつく統計の闘い』
第二福竜丸（死の灰）被爆

会則一部改正（12.5） 創刊号
1955 創刊のことば（4月17日の編集委員会で決定。会員にこれをアンケー

ト4月26日締め切り）
創刊号 広田純・山田耕之介「計量経済

学批判」
統計学創刊号（6.1）（関西支部担当－発行人：足利）　編集委員：有田，
上杉，内海，大橋，馬場，松川，宗籐，森下。編集事務局：足利，辻，
野村，

創刊号 統計懇談会会則（3.1）
（資料⑪）

在京会員中約10人が集まり，創刊号の発刊祝賀会兼感想交換会－ま
とめ：後藤，広田，松川，三潴（7.7）

第3号 経済成長の出発（曲がり角）
基地反対闘争。原水爆禁止世界
大会開始第1巻第2号（関西支部担当－）編集員に高木，高岡が参加（9.1） 第2号

1956 第1巻第3号（関西担当）常任編集委員：宗籐，松川，高岡（4.15）。 
第1巻第4号（第3号と同じ体制）（10.10）

　第3号，
第4号

フルシチョフによるスターリン
批判⑵
ハンガリー動乱⑽
有沢編『統計学の対象と方法』

関東・東北地区総会。関西支部の野村会員の出席を得て，研究会の
今後の方針や雑誌「統計学」の発行等について懇談（12.20）

第5号

1957 ▼第5号（第2巻・第1号）（6.5） アジア・アラブ（AA）諸国の民
族独立運動経済統計研究会第一回会員総会（関西大学）（7.10）。37名参加 資料⑭

第6号
1958 ▼No. 6（第2巻・第2号）（4.1）　支部だより北海道，関東東北，関西，

九州▼経済統計研究会第二回会員総会（東京神田　学士会館）（6.25），
31名参加

第6号 警職法反対闘争
第7号

1959 ▼経済統計研究会第三回会員総会（広島大学，立命館大学）（11.11，
15・16）．41名参加。▼統計学編集輪番体制（関西，関東，北海道）
定着

第8号 安保条約反対闘争の高まり

1960 経済統計研究会第四回会員総会（東京市ヶ谷　私学会館）21名参加
（7.9）

第9号 安保条約再締結。岸内閣退陣
三井三池争議
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「経済」か「社会経済」かが浮上する。この
研究会－学会の動きの中で，現会員の構成・
研究内容からみて，さらに広く社会科学系分
野と研究交流あるいは会員に迎えての論議の
活発化に照らして，「経済統計学」名称が狭
すぎるという考えは，底流として継続してい
る。

【資料1－2】 抜粋。（1981）『日本における統
計学の発展』第37巻  （話し手：上杉正一郎，
聞き手：広田，三潴，伊藤，山田耕，田沼）
pp.101～104。
「広田  その経統研のことを，もう少し聞
きたいんですけれども，東京へ上杉さん
が来られて，政経研究所の会議室で，関
西でこういうのを始めた，東京でもやら
ないかというのが，東京での始まりなわ
けですね。あれが29年9月2日でした。
その前に，上杉さんとか，松川さんとか，
丸山さんなんかで，下相談されたわけで
しょう。

上杉  松川さんが，京都へ来られたことが
ありますよ。丸山さんは覚えていない。
有田さんあたりも病気だったかな。足利
君と，野村君と，私と，有田さんもいて，
馬場さんという方も入っていたけれども，
実際上来られなくなった。そんなところ
かしら。雑誌はまだ出ていないんでしょ
う。

広田『統計学』の創刊は30年，第1回の全
国総会が32年だったと思います。これ
は関西大学でやった。高木さんがあいさ
つをして……。東京では，途中から，統
計懇談会というふうになるんですね。な
るというか，そこのところがデリケート
なんで，三潴さんの「小史」でもぼかし
てあるわけですけれども。

山田  あれは2本立てだったんだよ。統計

懇談会というのと経統研が，並列して
あった。
広田  経統研の東京支部というのに，相原
さんとか，内藤さんとか，反対したんで
しょう。それで，そういう人まで含めて
やろうというので，統計懇談会というふ
うにして，正木さんが座長格になって，
それとは別に経済統計研究会には，東京
在住会員ということで，個人として参加
した形になった。ところが，統計懇談会
の方は，やっていくうちにだんだん参加
者が減ってきて，経済統計研究会のメン
バーだけになっちゃったから，いつの間
にかそれが経済統計研究会東京支部とい
うことになったわけですね。だから，東
京支部がいつできたかというのは，はっ
きりしないんです。
上杉  京都としては，それは知らないたて
まえになっていた。私なんか，大体あん
まり知らなかったね。
広田  松川さんなんかが，かなりはっきり，
反対する人たちを含めてという幅広論
だったと記憶しています。『統計学』の
第3号だったか，初めて東京からの便り
というのが載る。東京でやった創刊号の
合評会の報告ですが，それに「東京在住
会員」とあって「東京支部」という言い
方はしていないんですね。京都ではいつ
ごろからですか。趣意書に書かれている
のは，28年ですが，そのときにできて
いたわけですね。
上杉  会でない形で，実際に勉強していた
のは，もうちょっと前から，25～26年
じゃないかな。……27年からかな。26

年は早過ぎる。28年に会の形をとった
んじゃなかったかしら。私は，わざわざ
東京から行った覚えはないのですから，
大阪へ勤めてからのことと思います。
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第１回　全国大会（1957.7.10）関西大学

第７回　全国総会（1963.7.9－10　京都市農林年金会館）写真は京都国際ホテル
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第10回　全国総会（1966.10.5－6　八王子セミナーハウス）

第17回　（1973.7.22－23　高野山金剛三昧院）
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……東京からわざわざ人が来てというの
は，松川さんのことしか私は覚えがない
けれども，かなり期待して，松川さんに
も話をして，相談してと思っていたよう
に思います。松川さんも，かなりそのつ
もりで出ておられたんじゃなかったかな。
丸山先生は，もうちょっと後じゃないか
な。

広田  東京でも，丸山さんは厚生省ですか
ら，最初から非常に熱心な会員で，発起
人にもなっている。どういう関係か，丸
山さんと松川さんとが打ち合わせてやっ
ていたと思います。事務局長役，初期に
足利氏から野村君にかわりますね。あれ
はどういう事情だったんですか。

〈中略〉
広田  事務局長的な仕事をする人がいなく
なっちゃって結局野村君が引き受けた。
しばらく雑誌が出ない時期がありますが，
また野村事務局長という形で出始めたわ
けです。」

【資料1－3】 抜粋。（1981）『日本における統
計学の発展』第53巻  （話し手：木村太郎，
内海庫一郎，聞き手：大屋，森，佐藤，坂本）
pp.78～85。
「森  話は変わりますけれども，経統研を
つくろうという話があったのはいつです
か。

内海  あれは東京と関西と違うんですよ。
初めは関西だけでやっていたんです。

〈中略〉
木村  そもそも経済統計研究会の出発と言
うのは，ぼくはそのころ忙しくて実際に
はやらなかったけれども，やっぱり標本
調査論の批判以来のその当時の潮流に対
する，何とか少し整理しなきゃいけない
という役所の主張がかなりあったんです

よ。丸山さんとか，労働省なんかにもあっ
たし，正木さんとか統計委員会，そうい
う人たちが東京でも集まって，統計理論
の1つの刺激になったとぼくは思うんで
す。けれどものね。やはりそういう形で
統計調査論をもう一度ここできちっとし
なきゃダメだということで……」

２．記念号第1集（1976年3月31

日発行へ）

　『統計学』創刊20年記念号は，1974年度の
全国総会（7月20－21日：上野東京文化会館）
での会員総会による出版決定の後，2年間弱
の作業を経て発行された。
⑴　1970年代前半のこの時期は，高度経済
成長の末期で，成長第一主義の大規模地域開
発の弊害が累積されて，日本は「公害列島」
とも称されていた。『くたばれGNP』（1972）
が出版されて，このタームが広く使われた。
1960年代後半からのベトナム反戦運動や沖
縄返還運動，そして1960年安保闘争にあっ
た大衆性を失ってはいたが，70年安保と称
される安保改訂問題をめぐっての運動の高ま
りがあった。1950年以来継続していた京都
府蜷川知事（1978迄）に加えて，美濃部東京
都知事が1967年に，正木鎌倉市長が1970年に，
黒田大阪府知事が1971年に誕生して，いわ
ゆる革新自治体の広がりがあった。
　経済統計研究会の周囲では，東京都生計費
指数作成への会員の参加があり，大橋隆憲編
（1971）『日本の階級構成』（岩波新書）の出版
や統計指標研究会による『統計日本経済分析』
の雑誌掲載が1973～74年（著書としては1977

－78年に出版）にあった。全国総会でも，森
永砒素ミルク（1970，71），サリドマイド
（1970），自治体統計（1973）や地域階級構成
（1968，73），東京都生計費指数（1973，76）
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がとりあげられ，1973年の全国総会では「現
代資本主義と統計」が共通論題とされた。
　この時期には，いわゆる第二世代を実質の
リーダーとして，いわゆる第三世代といわれ
る学会創立期の第一世代の指導下で大学院教
育を受けたメンバーが会活動の中心部分を順
次分担し始めていた。1975年11月の会員数
は162名であった。
⑵　これらを背景に，記念号の企画・編集作
業がはじまった。編集委員は，北海道：是永
純弘，高岡周夫，東北：米沢治文，関東支部：
伊藤陽一，内海庫一郎，上杉正一郎，大吹勝
男，北川豊，木村太郎，坂元慶行，中村浩，
広田純，松川七郎，三潴信邦，山田耕之介，
山田貢，横本宏，関西支部：安藤次郎，大橋
隆憲，高木秀玄，野村良樹，丸山博，九州支
部：大屋祐雪であった。第一世代からいわゆ
る第三世代とさらに若い会員が参加していた
が，企画・実務とも第一世代は参加せず，中
心となった関東支部では広田会員をほぼ統括
役にして，三潴，山田（耕）会員が知恵を出し，
山田貢，横本会員が分担して，伊藤がペーパー
ワークの全体を担当した。支部では，北海道
では是永，関西では野村（野沢と一部相談し
ながら），九州では大屋が，意見提出等で参
加していた。この作業の記録文書は，広くは
公表されていないが，アンケートへの返信は
がきをふくめて資料が手元にファイルとして
残されている。当時はまだワープロなどはな
く，コピー器が出現しはじめた頃で，配布文
書のかなりが手書きの青焼きである。
⑶　経過は以下のとおりであった。
（説明）【資料2－1】　抜粋。「統計学創刊20

周年記念号についての経過報告と今後の作業
への協力のお願い」［1975.5.30  関東支部運
営委員会］から。
「 1  ．75年度総会の決定にもとずき，編別構

成案を各支部討議を経て運営委員の間で

作成（74年末～75年2月）
2  ．この案についての意見，および執筆希望
〔自せん，他せん）を，全会員にアンケート
（運営委員・事務局には全項目について執
筆者すいせんを依頼）（2月末～3月15日締
切り）

3  ．アンケート回答を検討の結果，次の選定
基準を設定のうえ，執筆候補者（複数）
　第 1次案を作成  ［選定基準  ①年齢制
限－原則として上限を50歳前後とする（50

歳以上のベテラン会員の業績が総括の対象
となること，この機会に若手会員の発言を
強めて，経統研での論議を活発化しよう等
の主旨），②アンケートの執筆希望（自せん）
をできるだけ優先，③アンケートの他薦を
参考に，④経統研での研究活動の有無，⑤
研究暦，⑥1人一項目担当］

4  ．第1次案について運営委員間アンケート
（3月末～4月4日締切）

5  ．アンケート結果にもとづき最終案作成
（4月半）

6  ．運営委員間で了解・執筆候補者との交
渉・了承獲得（4月末～

7  ．執筆者決定
8  ．経統研小史（成立前史をふくめて）を載せ
るべきとの意見に対応して，企画，執筆候
補者アンケート→決定

9  ．「統計学の今後の課題」について7月の
全国総会でシンポジューム，主報告者と討
論者の自せん，他せんを募集

10 ．記念号執筆項目に対してコメンテータ
の自せん，他せんを募集［運営委員会での
選定基準，①重要項目については複数のコ
メンテータをたててよい，他方必ずしも全
項目に立てる必要はない，②年齢制限はせ
ず，特にベテラン会員の登場を重視する，
③コメントは本文を補足する意味をもつ
ので，執筆者と見解の違う人を重視する。
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この見地から本文執筆者からのコメン
テータ推薦を重視する］

11 ．執筆要綱案
12 ．本論執筆の締め切り・各支部編集音への
提出とコメンテータへの提出  8月31日

13 ．コメンテータの各支部への提出締め切
り  9月20日

14 ．各支部から関東編集委員会への提出  9

月末
15 ．ゲラ11月半，戻し12月初，二校  1月中
（筆者注－しかし，上の12以降の日程には，
遅れが出て，出版日は1976年3月31日と
しながら，2ヶ月ほど後と記憶する）

⑷　編集方針は以下のとおりであった。
（説明）【資料2－2】　抜粋。「『統計学』創刊
20周年記念号についてのアンケート」（これ
は，広田純会員が討議を集約した手書きの原
稿）から。
「編集方針  1）統計学および関連分野の全体

について，戦後30年の研究成果を総括し，
論争点を整理し，今後の課題を提起する。

2）教科書的な体系化をめざすのではなく，
論争のあった点，論争はなくともとくに
問題になる（と思われる）点，また従来の
研究で空白になっていた点などを重点的
にとり上げる。

3）どの論点をとり上げるかは結局執筆分
担者の立場によることであり，またこの
機会に積極的に自説を展開していただい
て結構であるが，すくなくともその前提
として経統研会員を中心とする過去の研
究動向をまとめていただく（できるだけ
主要文献の目録も）。

4）この企画を経統研内部の共同研究や討
論の機会として活用したい。この趣旨か
ら各章の執筆分担はできれば複数の会員
による共同執筆が望ましい。しかし，こ
の点はテーマにもよることでいちがいに

はいえない。個人による執筆希望ももち
ろん歓迎する。また執筆者にはできるだ
け今年の総会（7月）で大筋を報告してい
ただき，その報告をもとにして何人かの
人にコメントをつけていただく。

5）第一回以来の総会の報告者とテーマの
一覧，創刊以来の『統計学』の総目次を
載せる。

6）年内の刊行を目標とする。原稿締切は
8月末日。」

⑸　補足的コメント  本論執筆者では第一世
代はコメントにまわり（統計教育など他に論
者が不足している場合など一部は石倉など第
一世代が担当した），さらに第二世代－50歳
前でも山田（耕）会員はコメント担当であった
し，広田純会員は専ら編集作業を担当して執
筆者にはなっていない。全体として各世代が
登場しているという点で，当時の研究会のか
なりのエネルギーが結集されていたとみうる。
その中で，第二世代を執筆の中心に据えると
いう意見がある中で，第三世代ないし第四世
代にあたる（一部20代をふくめて）30代の若
手にかなりの主要テーマの執筆を委ねている
点は，大胆な方針をとったといえるだろう。
　さて，この記念号第1集はどのような意味
を持ったか。これは世にかなり広く受け入れ
られた。2刷りに進み，印刷部数も3,600に
及んだという。まず，木村太郎会員の言をひ
いてみる。「この記念号出版の意義は，基本
的に経統研内部における研究成果の総括とい
う点にあったのであるが，結果的には“社会
科学としての統計学”に対する世間一般の関
心を喚び起し，ひいては同調者層の拡大に大
きく役立ったのである。この記念号出版の対
外的な影響効果は，経統研会員の間では必ず
しも充分に評価されていないようであるが，
当時『社会科学としての統計学なるものが，
どんな内容と問題を持つものかが，はじめて
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よく解った』といった賛辞や同調の声を少な
からずきくことができた。しかもそれらが，
外部の社会科学者や官庁統計家層の人々から
のものだっただけに殊更力強く感じたもので
ある」5）。
　これを，全体的評価として良いかどうかは
わからない。しかし，筆者にとってはサーベ
イと総覧的な文献リストが，その後，大変重
宝であったし，戦後統計学の一端を探るには
今でも役に立つ。現在，古本でも入手は困難
である。

３．研究会から学会へ（1984年）

⑴　記念号第1集が出版されて8年後の1984

年の全国総会時の会員総会において，経済統
計研究会は，「経済統計学会」へと名称変更し，
一定の組織替えをした。この転換は，学会の
歴史をふりかえってみて，ひとつの注目点で
あろう。この変更は，外的には学術会議の活
動への参加の条件としての学会要件の要請，
内的には，学会化を望む会員の動向とに規定
されていた。この改革によって，対外的に会
を代表する者として代表運営委員というポス
トを設けられ，連絡先（事務所）を産業統計研
究社におかれた。この過程では学会化の是非
と，学会の名称を変更するかどうかの論議が
重なる。以下に示すように，学会名を付すこ
とを是とする意見と，これに反対ないし消去
的な意見があった。いずれも，経済統計研究
会の従来の活動の継承を重視することを共通
認識としながら，今後の発展をどうはかるか
－変質への危惧と，研究活動の発展により多
くを求める－に関しての意見の違いがあった
とみてよいだろう。
⑵　時代と学会周囲の状況。1960年代初め
からの中ソ対立，1960年代半ばから1970年
代前半にいたる中国の文化大革命，79年の

ソ連によるアフガン侵攻，東欧の民主化の活
発化によって社会主義圏の停滞・揺らぎは明
確化する。ゴルバチョフ書記長の登場は84

年である。79年にはイランのホメイニ革命，
イギリスでのサッチャー首相の登場，80年
には米国のレーガン大統領の当選があった。
国内的には，高度経済成長は1974年の石油
危機とともに終わり，第三次産業のウエイト
が就業人口で半分を超え，経済のサービス
化・ソフト化が進み，雇用労働者の非正規化
も表れ始めた。79年4月の東京都知事選での
太田候補の敗北によって，いわゆる革新自治
体の後退が始まり，1982年に中曽根首相が
誕生し，政府の行革・臨調路線（第二［土光］
臨調）が本格化しつつあった。国際的・国内
的状況も複雑で，新しい構造への移行の時期
だったといえよう。
　経済統計学会と周囲の研究についてふれる
と，経済・社会構造における新しい傾向への
統計研究の対応が問われた。研究会において
も，SNAをふくめて国際統計や各国統計研
究がひろがり，統計環境の悪化や情報機器の
普及が広がりはじめ，統計環境・統計制度研
究の必要性が広い認識となった。理論的には，
制度研究の主張者であった大屋会員の所説へ
の賛成・摂取と批判がひとつの論点となって
いる。他方で，民主的改革の政策提起におい
て，計量モデルを使用するべきという論議が，
研究会会員を一部参加するグループから提出
された6）。これまで計量モデルへの批判的傾
向が大勢であった研究会においての論議の分
岐・多様化である7）。また機関誌『統計学』
出版を引き受けていた産業統計研究社から，
大屋・広田・野村・是永編著で，その他の研
究会メンバー16名を執筆者としてテキスト
（1984）『統計学』（テキスト）が出版されてい
る。
⑶　学会化への経過。まず，1983年の倉敷
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での総会での論議の結果，「学術会議の動向
に対応して，次年の総会で決定する」という
判断があり，関東支部運営委員会が各支部運
営委員会から経過報告や各支部の意向を集約
して1984年の総会に備えるものとされてい
た。1984年の総会時にも会員総会は第一日
から第二日へ継続開催となり，運営委員会は
前日と第一日の会員総会前，第二日の会員総
会前に開かれた。そして学会化が決定され，
その後の措置がはかられた。
　関係資料としては，関東運営委員会からの
発信と各支部運営委員会からの返答，そして
1984年総会時の記録文書はほぼ存在する。
この中で学会化決定後の1984年9月付け「『経
済統計学会』への名称変更等第28回総会で
の決定についてのお知らせ」（経済統計学会
全国運営委員会）のみが活版印刷であり，そ
の他は，手書きをコピーしたものである。ち
なみに，筆者の記憶では，一般利用者向けワー
ドプロセッサー専用機（文豪ミニ，3.5インチ
フロッピー使用）は，1985年に登場し，1980

年代半ば以降にデスクトップ・コンピュータ
（PC98シリーズ）でワープロ（一太郎：5イン
チ）が使用されはじめたかと思う。多くの文
書は事務を統括していた筆者の手書きをコ
ピーあるいは青焼きしている。内容の重複は
あるが，学術会議の状況も示しており，2005

－6年における学術会議会員選挙方式の変更
との対比にも役立つので，引用していく。
⑷　以下にその要点部分を示す諸資料によっ
て会員の対応を筆者なりにまとめると，いわ
ゆる第一世代は，学術会議会員であった高木
会員は学会化の強い支持者であったが，他の
会員は，あるいは消極的だが異論はとなえず，
若い世代にまかせる，というスタンスであっ
た。第二世代のうち関東の有力会員は当初，
現行どおりか，一歩ひいても社会経済学会案
は守りたい意向であったようだ。他方でこの

世代にも学会化支持はあった。第三世代以下
にも，逡巡する部分はわずかにあったが，特
に運営委員層は強く学会化支持であり，さら
に若い層になれば一層支持は強かったろう。
この第一世代が抱いた危惧は記念号第 2集
（1986）の末尾の「『経統研』30周年を迎える
に当たって」の第一世代のメンバーによる寄
稿に，また記念号第3集の第6部におけるい
わゆる第二世代のメンバーの自由論題的寄稿
に一部の意向が示されている。1986年10月
の会員数は213名であった。

【資料3－1】　「経済統計研究会」の学会化に
向けての第 1次案  関東支部運営委員会
（83.12.28）
「Ⅰ．経過等。

1．年来の学会化を求める意見と学術会議
の会員選定方式の変更（選挙方式から学
会・研連推薦方式へ）の動きがあって，
1983年7月の全国運営委員会・総会の際
に，「学会化を求める強い意見があった
ことを考慮しながら，諸動向に注意を払
いつつ，次の総会（1984年）で最終決定」
することになり，関東運営委員会が検討
素材を用意することが決定しました。

2．その後，12月はじめに変則的な国会
の情況下，学術会議法改定案は参議院を
通過・成立いたしました。これによって
現学術会議会員の任期が1年半延期され，
その間，この会員によって会員推薦方式
の検討が行われる運びになっています。
学術会議は84年1月18～20日に臨時総
会を開いて，改定法成立後の体制づくり
を行い，4月総会，10月総会を通じて，
会員推薦方式の具体化をはかろうとして
います。学術会議の反対意見をおしきっ
ての法案成立であっただけに，今後の体
制と推薦方式の決定までには紆余曲折が



第26章　経済統計学会の歴史の四齣　　　335

予想されますが，大きな方向としては「学
会・研連推薦方式」に変化はなかろうと
見込まれます。

3．学術会議にかかわっての「学会」とは，
学会の要件①代表者，②恒久的な事務局
所在地の明確化，③機関誌の定期発行，
であり，これらの要件を満たしたうえで，
学会としての届出をすることです。
　さらに，経統研がこのように学会化し
た場合，直ちに学術会議会員を推薦でき
るとは限らないことにご注意下さい。ⅰ
会員数210名を1～7部とさらに各部の
中の専門分野にどう割り振るか（現在，
経統研関係は，第3部①経済学，②経営・
商学，③経済統計学のうち③に属してい
ます。部と専門についての組みなおしの
可能性もあります－），ⅱまたこの定員
に対応しての推薦母体の学会の強弱をど
う評価・順序づけるか，に依存するから
です。ⅱにおいては会員規模が中心基準
になることが予想され，経統研（200名）
は小規模といえます。

4．以上の諸点を考慮に入れて，次のⅡの
「提案趣旨と改定内容」の第1次原案を
提起します。ご検討下さい。各支部から
の意見をうけて，調整し，再度はかると
いう形で，84年総会に向けての原案を
かためていきたいと考えています。

Ⅱ　「経済統計研究会」の学会化へ向けて
〈趣旨〉今次の学術会議法改定はいくつかの
問題をふくむと考えるが，学術会議が，今
後も日本の文教政策（海外交流，研究費配
分等）に関与する学術研究者の期間である
以上，会員選出その他を通じて，経済統計
研究会も連携をもつことが望ましい。この
ための手だては具体的には「学会」の要件
を作り上げることである。学術会議をめぐ
る動きとは別に，数年来，経済統計研究会

の学会化を求める声があり，総会にはから
れたこともあった。
　このときの否定論と賛成論（筆者注  次
項Ⅲ  参考・検討点参照－），そして上述
の学術会議関連の動向に鑑み，学会化に向
けて次のように会則を変更したい。
〈改訂内容〉

1．会則の変更
新第5条　本会に代表運営委員を1名お
く
新第6条　本会の事務所を産業統計研究
社におく
旧6条→新7条  （中略－以下順に旧9条
→新10条まで，数送り）

2．内規
〈代表運営委員について〉
①　「代表運営委員」とは，学会要件の
代表者にあたる

②　代表運営委員は全国運営委員会が総
会に推薦し，承認をうける

③　任期は2年とし，再任を妨げない
④　代表運営委員は，所属支部の運営委
員となり，全国運営委員となる。この
ため代表運営委員の所属支部の全国運
営委員数は，通常の数より1名プラス
となることがありうる。

⑤　会の対外的・対内的実質的権限は，
現行どおり，全国運営委員会ないし総
会におかれる。

〈事務所について〉
①　郵便等の連絡場所としての機能にと
どめ，実質的対応は，現行どおり，全
国運営委員会が担う。

Ⅲ　参考・検討点
1　以上，1，2の改訂にあたっての考え
方の基本原則は「実質には，最大限  現
行方式を維持し，形式的にだけ，情況に
対応する」におかれている。会名も「経
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済統計研究会」のままにすえおく。
2　前回の学会化賛成論は，会名を「学会」
とすることを含み
㋑　機関誌の論文が学会誌論文とカウン
トされない

㋺　参加学会名として経統研をあげられ
ない

㋩　学会旅費を請求できない
㋥　会員規模も大きくなったので学会と
し，この機会に会の運営を民主的なも
のにする

反対論は，
㋑　現行どうりで不都合はない。（上述
賛成意見の）㋑～㋩はマイナー

㋺　学会化によって，会長の選出その他
で，わずらわしいこと，官僚主義化が
おこる恐れがあり

㋩　参加規模者が増大して，肥大化し，
変質を来たす恐れあり

㋥　「日本統計学会」と並立するかたち
になって疎遠になる恐れ

3　今次の学会化にあたっては，
　上記反対論の㋩と㋥に留意する必要が
ある。㋩については，現行入会条件を維
持し，研究を活発化することに勤めれば
それでよいという考えに立つ。
　この点とは別に学術会議の会員推薦母
体として，規模が考慮されること（の可
能性）との関連で，将来会員増要請が出
てくるかもしれない　　原則として排
除
㋥同じく学術会議との関連で，他の社会
科学系学会を含めて，一定の連携の必要
が出てくることも考えられるので，「学
会化」の後も，適宜友好的に。

4　その他　会名を「学会」とすることあ
りうるか。

［筆者－以下，事務所等についてなどを略］」

【資料3－2】　抜粋。「『経済統計研究会の学
会化』の問題について－緊急提案」関東支部
運営委員会（1984.4.5）から。

1  前回文書配布囲碁の経過，2  提案， 

3  提案趣旨説明
「④の三  学会名称について
○83.12.28文書では，名称については，現
行どおり「経済統計研究会」のままとす
る，という提案をした。
○12月末と3月11日の関西支部運営委員
会ではこのさい「社会経済統計学会」と
してはどうかの意見が強かった。
○その後高木会員，是永会員の判断では，
学術会議との対応では，経統研は第3部
「経済学」の中（別紙『第3部』参照）の「経
済統計学」に位置づけられており，一定
の経過があるので，「社会」を付すとま
ずい，高木会員の見解では「経済統計学
会」名を具体化すべきということであっ
た。是永会員も学会名称とするなら「経
済統計学会」or「経済統計研究学会」
○学会名称については，これまでの長い議
論があり，学術会議への対応において，
決定的要件とは，当面見られない（高木
会員は学会名称の方が都合がよいという
判断）と考えられるので，しばらく留保
する。そして夏の総会の判断にゆだねる
ことにしたいが，状況に緊急性が生じれ
ば，改めてはかりたい。
○なお，3月30日，関東支部運営委員会で
は，「社会統計学」の立場からして，「社
会経済」の名称は捨てがたいなどの意見
も出ている。
⑤　提案が承認された次第，学術会議事務
局に説明する。提案に異論があり調整不
能の場合は順次持ち越し夏の総会まで」。

【資料3－3】　抜粋。全国運営委員会－会員
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総会提案資料  いわゆる学会化をめぐって－
No. 4（全国運営委員会各位（宛） 関東支部運
営委員会  1984.7.15）から。
「B　学会名称問題について

1　以前からの経統研を学会にしようとす
る動きと，今次の改定学術会議法下の会
員選出方式にかかわって，特に求められ
た学会化とには，名（称）と実（質）［ⅰ学
術会議の言う「登録学会要件」を整える。
ⅱ会の大規模化にそくして，会の運営等
に変更を加える］の両側面の変更が合意
されていた。

2　昨年（1983）総会での一定の検討と学
術会議法改定及びその後の動向に照らし
て，全国運営委員会レベルでとった処置
は上述中，実質のⅰについて学会要件を
整えるためのものであった。これによっ
て，各種の詳細な登録書類を用意する必
要があるとはいえ，登録学会要件は整え
たと考えられる。

3　以前からの学会化を求める動きの中
で，合意されていた「学会」名称採用と，
今次の学術会議がらみの動向のなかで，
全国運営委員会では，名称も学会とすべ
きと考えた。この場合，名称としては，
経統研の実質活動内容を示す「社会経済
統計学会」案と従来名称をうけつぎ，さ
らに学術会議動向をも考慮した「経済統
計学会」案とが検討された。
　7月21日，22日の全国運営委員会で，
いずれかに絞ることができれば，今次総
会での決定，あるいは学会登録時（9月
29日）までに決定としたい。」

⑸　名称変更決定時の総会の経過。これにつ
いて総会時の動きを筆者（関東支部のペー
パーワークを担当）が私的に記した「学会名
称採用決定への経過（後の歴史のためのメ

モ）」によって，個人名の一部の表示は避け
つつ，抜粋する形で追ってみよう。
（説明）【資料3－4】　「⑴7月22日総会前夜
の全国運営委員会（総評会館第5会議室：6

時分～8時30分）。座長は広田会員で，実
質的にも統括していた。ここでは，学会化
はほぼ一致していたが，その際の名称に関
して，経済統計学会と社会経済統計学会と
の2つの意見があった。学会化の承認には，
社会経済統計名が必要という強い主張があ
り，当初経済統計説であったが，「学会」
を最優先とするためには，社会経済でも良
いとの論議も出た。名称で一致しなければ，
来年度まわしであるというのが当初の考え
であったが，学会化には一致していて，経
済か社会経済かの対立で，次年度持ち越し
にするのかどうかが問題となったが，時間
切れになった。2次会があったが，そこで
は論議はされなかった。

⑵7月23日総会第一日昼に全国運営委員会。
朝の時点で，関西支部は「経済統計学会」
案にまとまっていた。広田会員は「学会名
称決定を第一義において，社会経済をひっ
こめる」という方向を用意していた。

　運営委員会では，広田会員から，統一した
案を運営委員会として提案する必要がある
として，経済統計学会案が出され，これを
了承。反対意見に対しては各運営委員が積
極的に説得すべきことが申し合わされた。

⑶会員総会。議長は広田会員で，名称問題に
関しては，第二～第三世代の有力な会員か
ら，①学術会議という外的条件に動かされ
ること，学会目あての者が多数加入して研
究会の変質をもたらす，会則検討の中で本
来主旨にも変更が加えられる怖れがある，
したがって現行経済統計研究会のままであ
るべき。②これまで「社会科学に基礎をお
く」という方法論の同一性，が維持されて
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きた。これに変質が加えられるおそれがあ
る。妥協しても「社会経済統計学会」であ
る。経済統計学というと狭い近経的なイ
メージでとらえられる危険がある。全会員
へのアンケートをとってはどうか，等の発
言があった。また運営委員の1人からのも
「意見統一に反するのだが」として，「社会
経済統計学会案」がだされた。これに対し
て広田，伊藤，木下からの説明があり，最
後に広田会員が「説明によっても反対論者
において意見の変更がないならば，重要な
問題であるので，結論はださない。全国運
営委員会で取り扱い方をはかり，改めて総
会（継続）に提起する」，として総会は閉じ
られた。これに対応して24日昼休みに運
営委員会，午後冒頭に継続の会員総会があ
ることが予告された。
⑷7月24日昼  全国運営委員会。広田会員か
ら「再提案して，ひきつづき反論があれば，
本年決定を見送る。うらみっこなしにする」
の提案。異論なし。
⑸会員総会（午後1時5分～15分）。広田議長
から「長い経過があり，学術会議がひとつ
の契機となっている折，ここで決着をつけ
たいというのが運営委員会の意向である。
『経済統計学会』の承認か，これへの強い
異論が引き続きある場合には来年送りにす
る。昨日異論を提出した人も，ひとまず意
見を表明し危惧がどこにあるかかが伝えら
れたということで，再度の異論提出は控え
るということにしていただければ有難い」
という旨のかなり強い形での提起があった。
会場からは意見がなかったので「それでは，
支持されたことと了解して，決定としたい。
これに伴って，会則の一部が変更される」
旨を宣言して総会は終了した。前日の有力
な異論提出者は欠席するか発言を控える形
をとった。

【資料3－5】　抜粋。「『経済統計学会』への
名称変更等第8回総会での決定についてのお
知らせ  経済統計学会全国運営委員会  1984

年9月（全会員に配布）から。
「 4  会の名称を「経済統計学会」に変更す
ることが決定しました。名称問題は永くに
わたって懸案でした。このためとくにこの
件をめぐって全国運営委員会が，まず7月
22日，23日の両日にわたって総会への原
案を検討し，23日の会員総会に「名称を『経
済統計学会』に変更することを」を提案し
ました。これに対しては，学会名称を採用
することによって，会活動内容が変質する
ことへの危惧からする「現行名称存続」案，
また会の創立以来の目的に照らして活動内
容が変質することへの「社会経済統計学会」
案が提出されました。これをめぐって運営
委員側から，会の目的は，研究と活動をこ
の目的にそって活発にする各自の努力に
よって継承されるべきこと，また統計学創
刊の辞，会則にうたう会の目的に変更を加
えるものではないこと，「経済統計」の名
称を引き継ぐことは妥当であると考えると
の説明があり，討議となりました。そして
運営委員会としてもこの件は慎重に扱うべ
きものとの判断から，再度全国運営委員会
を開き，24日の継続会員総会に改めては
かることとされました。24日には全国運
営委員会から，原案（経済統計学会案）につ
いてとくに異論がなければ決定したい，と
の提案があり，異論なしで，総会決定とな
りました。」

４．学会改革の推進（2000年以
降）

⑴　1985年の学会化の後，機関誌の大版化
が1988年の決定を受けてNo. 56から実現され，
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1987年にレフェリー制度が整備された。機
関誌掲載の論文については，それまで編集委
員会が論文を査読していたが，2名のレフェ
リーの審査を受けて，編集委員会が判断をす
る体制を明確にしたのであった。その後，
1995年に記念号の第3集が発行された。この
間，会員数は300名の手前まで増加していた。
会員数の増加の下で，学会事務の増大と会員
の顕在的・潜在的要求に応えるための学会の
組織体制の見直しの論議は継続していた。学
会改革が加速したのは，2000年代に入って
からと見うるかと思う。1990年代後半以降
のこの時期には，学会創設に名を連ねた第一
世代は多く逝去されていた。第二世代メン
バーについてみれば，少数のベテラン会員の
熱心な会活動への参加はあったが，多くは学
会活動の第一線からは離れられていた。
　以下の⑶に示す改革は，基本的には，第一
に，会員構成の世代的変化，また統計学非専
攻会員の参加などの変化を経て，学会の創設
期と第一・第二世代メンバーを知らない会員
が増える中で，統計研究の深化・普及と他方
で実質諸科学や実際界での統計をふくむ関連
諸問題を受け止めながら研究活動を活性化す
ること，第二に，学会の活動が会員に対して
だけでなく，対社会的にも透明性を持ち，重
要・有効なことをアピールすること，をめざ
していた。そしてこの具体策は，国内の隣接
諸学会で1990年代に進められた改革や1990

年代に経済統計学会からも参加者が増加した
ISIや IAOSをはじめ国際学会の組織や研究総
会の持ち方（効率的で内容が濃い場合がある）
から学びつつ提起された。
⑵　経過的には以下のようになる。「学会化」
の際の申し合わせによって，代表運営委員の
仕事は，学会登録時に形式的にのみ会の代表
者となることと，全国総会の際に開かれる全
国運営委員会と会員総会の議長を務めること

であった。この議長役は実質的に重要なこと
もあったが，概していえば名目的であり，全
国運営委員会での論議と通常事務は，関東支
部事務責任者がその大半を担っていた。これ
に加えて，学会の中枢的機能の支部持ち回り
あるいは支部分担体制は，学会全体の運営へ
の確固とした責任体制としては幾つかの空隙
を持っていたというべきであろうか。2000

年の阪南大学で開催された第44回会員総会
で，以後2年間伊藤が代表運営委員を担うこ
とになったが，これに至る全国運営委員会の
論議においては組織的弱点があらわになって
いた。そこで，伊藤はこの運営委員会では，
代表運営委員として名目的存在としてとどま
るのでなく，実質的に学会改革に乗り出すこ
とを表明し，会員総会後の懇親会での挨拶で
もこの点を示唆した。
　改革は阪南大学の総会終了後，2000年末
から2001年9月の中央大学での第45回総会
に向けて準備された。関東の事務局担当の福
島会員によるこれまでの学会組織改革をめぐ
る整理文書に基づいて，関東支部運営委員会
が全国運営委員会に問題を提起し，各支部運
営委員会からの意見を受けて，論議を進める
形で進められた。その後，中央大学での全国
運営委員会と会員総会での論議と決定があり，
2002年9月の北海学園大学での第46回総会
に向けて更に論議が進行する。2002年の会
員総会で幾つかの組織改革の決定があったの
が第一段階である。この第一段階の改革の動
きは，『統計学』の総会記事，及び2001年総
会の決定を受けて発行されるようになった
『経済統計学会ニュースレター』の特に第1

号から第4号に記されている。この背後には，
特に2001年の総会に向けて，関東支部運営
委員会内部と各支部運営委員会から意見をふ
くめて長時間にわたる，そして一部には意見
対立をふくむ論議があり，連絡文書やメール
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はかなりの量にわたる。
　2003年以後，現在に至るまでは，実際活
動の中で，改革を一層具体化し，諸組織の関
係の明確化が進み，会則・内規その他が大幅
に変更される第二段階といえようか。代表運
営委員の会長名称，本部事務局が明示・設定，
全国運営委員の理事名称化，さらに編集委員
会規程の改訂・明確化，やホームページ管理
運営委員会規程の正式決定等々である。
　振りかえってみると，2000年の阪南大学
の全国総会は，18報告（討論者を除く）で参
加者86名であったのに対して，2001年の中
央大学の全国総会は，研究総会で平行セッ
ション方式が幅広く採用され，ジェンダー統
計セッションや保健・福祉セッションが新た
に設けられた。討論者を除く28報告があり，
参加者は133名（うち女性45名）であった。こ
の総会時には学会終了の翌日から法政大学多
摩キャンパスで2日間にわたって日中経済統
計学国際会議が開かれた。学会の懇親会には
中国側研究者も参加した。2002年の北海学
園全国総会は，さらに平行セッション方式が
強化され，報告者39名，参加者111名（うち
非会員7名）があった。その後の全国（研究）
総会は，外国からのゲストによるセッション，

共通論題セッション，あるいは記念講演が設
定される中，報告者数はほぼ30後半を数え
ている。この間，2000年6月の会員数が239

名（うち女性21名で8.1％）から，2002年9月
には314名（うち女性81名，25.8％）へと変化
した。（2000年代に入って年次が進むととも
に高齢会員の退会があり，これに2003年以
降は短期の会員の退会が重なっている）。
⑶　ここでは，学会改革に関わる問題を広く
見るために，2001・2002年の全国運営委員
会で提起された論点にそって一覧表にしてみ
る。全国運営委員会での論議のうちには，運
営委員会で決定し，会員総会に提起して承
認・決定を見込む事項と，近い将来，あるい
は長期の継続審議に委ねることを見込んだ事
項がある。また，2003年以降さらに改正さ
れたがここには記していない事項もある。

おわりに

　以上，約50年にわたる学会史のうちの四
齣をとりあげた。改めてこれらをふりかえっ
た個人的コメントを許していただきたい。
　第一に，特に会の創設前後をふりかえると
き，学会化直後の最初の代表運営委員を務め

事項（大） 内容 決定と具体化
1 会員，入会申
込書と入会承
認手続き

入会申込書 書式改訂 第45回総会で決定
手続き 支部承認で有効
会員資格① 無職者，高齢者優遇，除名規定 関西支部担当で1年間の検討による第45

回総会で決定
会員資格② 法人・団体，外国人会員 第46回総会で報告

2 名簿管理 一元的管理 各支部ではなく全国的一元管理とする 第45回総会で決定。法政大学日本統計研
究所で担当

3 学会連絡先の
固定

産業統計研究社から学会部署へ移動し
てできるだけ固定

第45回総会で決定。法政大学日本統計研
究所で担当

4 新しい活動 ニュース発行 学会執行部からの情報や研究総会や機
関誌発行事務の進捗度の通知や意見・
情報交換に必要と考えられた

発行要領（案）。第45回総会で発行を決定。
ニュースレター担当委員選定の上，No. 1
を2002月1月12日に発行

ホームページ構
築

学会の存在・活動内容を会員のみなら
ず国内外に公開するための手段とする

第45回総会で承認。検討・準備グループ
たちあげ－掲載内容予告
2002年8月10日オープン。運用規定（案）。
第46回総会時全国運営委員会に提起



第26章　経済統計学会の歴史の四齣　　　341

部会設置 研究分野が多様化する中で，問題別に
関心のある会員が部会に集って研究を
深め，情報を交換し，その成果を研究
総会に反映することが望まれた

部会設置に関する申し合わせ（案）提起。
第45回総会で承認。日中統計，ジェンダー
統計，生活・健康統計，ミクロ統計の 4
部会発足（02年 3月まで）学会ニュース
No. 2で部会設置手続き（案）。

5 これまでの懸
案

業績一覧 会員の業績を会員が相互に知り合う必
要に照らして，過去に記念号以外の時
期にも業績リストを作成する試みがし
ばしばあった。これをどうするかの問
題である

会費変更 運営委員会，編集委員会，プログラム
委員会などがの設置等により役員の旅
費一部補助をふくむ経費の増大の中で
野会費値上げの必要

第47回総会で6,000円から8,000円に値上
げ

6 総会の持ち方 総会内容 共通論題，特定テーマ，自由論題セッ
ションの設定とセッション平行方式の
採用

開催支部の運用で，平行セッション方式
は第44回総会で一部実施され，第45回総
会以降に本格化した。

プログラム委員
会

全国プログラム委員会による企画へ。
プログラム企画と開催担当者との分離

第46回総会で承認

ゲスト・非会員
報告者の処遇

研究総会を内容豊富にするため共通論
題と個別セッションで非会員のゲスト
を招くことの是非と条件

第46回総会時運営委員会に提起

7 統計学編集体
制

編集体制 地域バトンタッチ型から恒常的編集委
員会型へ

第47回総会で承認

審査基準等の明
確化

第47回総会時運営委員会に提起

紙面改善 第47回総会時運営委員会に提起
運営委員・役
員体制

運営委員数
諸役員と事務局
等の機能分離と
連携の明確化

8 支部連合から
全国組織へ？

全国運営委員会
その他役員・委
員会等
役員選出方法 第47回総会で承認

会費と会計方
式

会費変更
会計方式 各支部会計への納入という従来方式を

一元化方式とする
9 他学会，政府
統計家との協
力・連携の強
化

特に，日本統計学会への参加・協力・
連携

10 国際交流 会員の海外交流者の紹介と公式交流の
模索。ISI－IAOSへの少なくない会員
参加・発表がある。SCORUSとの連携
もある

この改革論議以前から継続していた日中
経済統計学会議が，日中統計研究部会が
所管することになり，学会の形式的バッ
クアップを得る形になった

11 学会名称 「日本」 第45回総会で，英文表記の改訂方向を決定。
運営委員会での検討によって，2002年に
決定。Japan Society of Economic Societyを
機関誌に記載

「社会経済」 取り上げている問題が経済に限らず広
く社会問題に及んでいるという学会創
設以降の論議。学術会議の研連等との
関連で，変更しないできた

12 会則・内規の
改定・設定

会則改定 上述の諸改革に伴って関連条項の追
加・改訂

第46回総会以降ほぼ継続

内規や運営規則 上述の諸改革に伴って関連規定（案）の
提起・確認等

第46回総会以降ほぼ継続
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られた喜多克己会員の記念号第2集の「刊行
のことば」の一部を想い起こしたい。「『経済
統計研究会』は，あの忌まわしい大戦争の中
を生きぬいた先輩の方々の学問的情熱と批判
的精神がエネルギーとなって，1953年に創
立された。草創のころの理想と活気は，年と
ともに失われがちになるのが世の常であり，
われわれのもっとも心しなければならないこ
とである。……」8）。
　第二に，創刊のことばや会則にこの学会が
よってたつものとして表明している「社会科
学」の内容の理解について。まず，社会科学
に関しては，先にふれたように社会「諸」科
学とするべきという論議があったが，この社
会科学の内容についての論議はない。そこで
字義どおりに解釈すれば，自然科学を基礎に
する統計学，言い換えると数理統計学ではな
いということを意味する。そして確かに，歴
史的に，日本統計学会がドイツ社会統計学の
流れのもとに成立していたし，経済統計研究
会は，いわゆる推計学の数理形式主義への厳
しい批判をふくみながら，政府統計が抱える
統計調査や統計制度の諸問題そして労働統計
などを中心とする社会分析への大きな関心に
促されて，政府統計関係者をふくめて創設さ
れた。そして創設以来，その会員の拠ってた
つ経済理論は多様であったといえる。
　とはいえ，この研究会創設期以降の活発な
会員の多くのよって立つ経済学は，濃淡の差
はあれ，マルクス経済学であり，その傾向は，
階級構成分析が盛んであった1960－70年代
に特に強く，1980年代近くまで影響は大き
かったといえる。学会員による任意のグルー
プやテキストではマルクス経済学を前提する
ものもあった。この中で，会則にいう「社会
科学」とは「マルクス経済学」であるとする
表明する者もいた。しかし，会はその創設以
降，非マルクスの会員を増やしていたし，『統

計学』掲載論文や総会での研究発表では，マ
ルクス経済学とは無関係のものもあった。こ
れは，（社会）統計研究が，統計数理の方法や
政府による統計調査（生産）過程の現実やこれ
を支える統計制度等について，その論理や事
実関係を正確に把握することが大前提となり，
そこでの研究成果が求められていたからだろ
う。事実把握の上で，これをどう評価するか
において，説得力（理論の深さ）が問われる。
社会主義陣営と呼ばれていたソ連邦が崩壊し，
中国が「市場社会主義」の道を進む中で，マ
ルクス主義の相対化が進み，マルクス学派の
中でのマルクス理解や限界付けも多様である。
更に，そもそもマルクス経済学をふくむ経済
学がこれまで主なテーマとしなかった地球環
境問題や無償労働・NPO・NGOさらにはボ
ランティアその他が，社会の存続・発展に不
可欠な柱や要因として論じられるのが現代で
ある。ここでは，マルクス主義に部分的ある
いは全面的に依拠する論議と非マルクス的論
議の相互間や，経済学以外の広い潮流との間
で，それぞれの理論と実証の力量が問われる。
そしてこのことは，諸論議が共存しての競い
合いと論争を求めているといえる。
　ここで，再度，記念号第2集から木村太郎
会員の言を引用しよう。「繰り返すようであ
るが，社会科学としての統計学は，決して経
済統計のみを対象とするものではない。法律，
行政，社会学，社会衛生学，歴史研究等広汎
な社会科学諸領域と交渉を持つものである。
経統研の研究活動の経済学分野偏重が過ぎれ
ば，社会科学としての統計学の裾野を自ら狭
めるものといわなければならない。とはいえ
そのことは，経済学専攻の統計学者に，他の
社会科学分野の統計研究をやるべきだという
ことではもちろんない。社会科学としての統
計学に賛成する諸他の社会科学分野の人々に
対して，経統研の窓口を広げる努力をもっと
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積極的にしなければならないというだけのこ
とである」9）。これは大学をふくむ教育にお
ける「社会科学としての統計学」の締め出し
を強く危惧しながらの言である。
　第三に，本稿がとりあげたこの時期までの
学会の活動を省みると，さらに補っておくべ
きいくつもの点がある。①政府と地方の統計
家との深い交流がある。会員の中に政府統計
家出身者（統計委員会時代の関係メンバーや
元統計局長や基準部出身者）を多数持ち，ま
た特に関東支部例会では，政府統計家からの
報告を年に数回をお願いしてきた。また地方
統計家との交流や懇談会は関東，関西，九州
にわたって折々に行われてきた。②統計の国
際交流がある。③統計学周辺の社会科学系諸
学会との相互交流がある。④本稿では，研究・
活動内容には立ち入らなかったが，この間，
主要な論点・争点の推移があり，最終的な整
理は棚上げの問題もかなりある。ⅰ統計的推
論，特に標本調査法の位置づけ，ⅱ計量経済
学あるいは確率的手法の評価と位置づけ，
ⅲ統計学について社会科学であることを前提
した上での学問的性格論　社会科学方法論
説，統計対象説，統計制度論的理解，実質統
計学説など　，ⅳこれ関連して蜷川統計学
の評価－統計的法則論の位置づけが関わる，
ⅴ第二義統計（業務統計）論，ⅵ統計制度研究，
ⅶ国民所得・国民経済計算の位置づけ，ⅷ
CPI・生計費指数論，ⅸ階級構成表や剰余価
値計算などの組み換え計算，ⅹ地方統計論，
ⅺ統計教育，等々である。同時に研究会会員
は，統計研究以外に，中央や地方で労働組合
運動や市民運動との連携の下に統計の批判や
利用の活動にも従事した。10年ごとの記念
号が，これらを振り返っているが，通観して，
どうみるかについては，集団的な作業，そし
て特に，多様な立場からの多様な論評が必要
になってくるだろう。

　第四として最後に，この原稿を執筆するた
めに資料を振りかえる中で，学会改革に従事
した2年間の任期を終える時点でのニュース
レターNo. 4（2002年8月8日）に記した文章を
発見した。思いは今も変わらないので，これ
を引用して，むすびとさせていただく。
　「ふりかえると，『経済統計研究会』（「経統
研」として馴染まれた）という名称を持った
時代と比べてこの学会がおかれている状況は
大きく違います。一方では国際的な統計学界
が取り上げるにいたった環境，人権，男女平
等，貧困の克服等の課題，他方では自らが生
活している地域の経済や生活基盤の崩壊を防
ぎ，持続的発展をめざすという課題を深くき
ざみこむ必要をもち，批判だけでなく代替案
の提起を求められて，既に着手されています。
また組織的には，会員数が大きく異なり，新
しい入会者を迎える等の下では，旧来の狭い
仲間関係や意識から脱して，会の組織を制度
的に明確化し，会の運営を内外に対して透明
なものにする必要があります。この場合，め
ざす方向は，新しい会員や若い会員が，国内
外の他の多くの学会や活動経験で常識と考え
ていることを配慮し，会員相互の論議が活性
化する方向であろうと思います。勿論，支部
連合という本学会のユニークな長所（と短所）
を考えながらです。……代表運営委員として
は，組織改革は速やかに済ませ，研究内容を
時代に対応して多様，かつ充実したものにし
たいと考え，このための環境づくりとしての
組織改革にこの2年間努めました。順次着手
されていること，また運営委員会で提起され
ていることで，組織的な主要問題の多くはと
りあげたかと考えています。この学会の運営
と研究・論議の発展に関して，若い世代の進
出を期待したいと思います」
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注

1．三潴「小史」には歴史の本格的編集の必要を痛
感すると述べ，そのために少なくとも以下の資料，
すなわち，1）各支部の研究活動史及び史料，2）全
国総会の史料，3）各支部所属会員の年々の名簿，4）
『統計学』創刊号からの再版をふくむバックナン
バーの整備等，が必要としていた。このうち，①
第1回海員総会共通論題，報告および討論要旨「日
本の現段階における統計学の基本問題」，②統計学
の創刊号～3号（版を縮小）は，それぞれ復刻された。
さらに③「第1～34回経済統計学会全国プログラム」
が1981年7月に発刊され，その後『増補版』が，
第1～34回（1990年）までに拡大され，また特に，
第1回会員総会討議資料をふくめて1991年10月に
発行されている。

2．当時の統計事情に関しては，①大橋隆憲（1959）
「日本における統計研究の発達，現状，課題」（『現
代統計思想論』有斐閣，第Ⅳ章に所収）と②特に
p.201の一連の文献が重要，③日本統計研究所編
（1960）『日本統計発達史』東京大学出版会，④大橋
隆憲（1965）『日本の統計学』法律文化社，⑤大屋祐
雪（1974）「社会統計」（第三部  統計学）日本経済学
会連合会編『経済学の動向  上』，⑤工藤・大屋・
山田・森（1993）「官庁統計制度と統計調査の現状」
『日本統計学会誌』（学会活動60周年記念事業－統
計学の現段階の展望）第22巻第3号，⑥次項3の文献，
⑦広田純（1976）「推計学批判と社会統計学」竹内啓
編『統計学の将来』第2章，などが参考になる。

3．日本統計学会の創立50周年の事業として西平重

喜氏を代表者として，1980～83年に科学研究費プ
ロジェクトとして行われた日本の統計学会の創設
期から第二次大戦前後に研究をされた統計関係者
へのヒアリング『日本における統計学の発展』に
おいて経済統計研究会創設期のメンバーが対象に
なっている。青盛和雄（第11巻），高木秀玄（24），
正木千冬（25），丸山博（29），安藤次郎（32），上杉
正一郎（37），米沢治文（38），坂本平八（48），大橋
隆憲（51），木村太郎・内海庫一郎（53－54）。聞き
取りなので，年次等の記憶間違いがあったりするが，
クロスチェックをするならば，重要な史料である。
『統計学－社会科学としての統計学  第2集［創刊
30年記念号］』（1986年）での創立当初の思い出記。
その他に，三潴信邦（1982）「正木さんを偲ぶ」『統
計学』第43号他の『統計学』での追悼文，個人的
な思い出書き，あるいは追悼文集，さらに広くは，
日本の統計関係者の回想の書などもある。

4．木村太郎（1976）「社会科学としての統計学の擁護
のために」『統計学No. 49・50合併号  社会科学と
しての統計学  第2集［創刊30年記念号］』，p.402。

5．同上  p.399

6．置塩信夫・野沢正徳編著（1983）『日本経済の数量
分析』大月書店

7．この時期の問題意識等は，記念号第2集，特に
第5章「統計学の今後の課題」の伊藤，浜砂，川
口の論を参照。

8．喜多克己（1976）「刊行のことば」『統計学
No. 49・50合併号  社会科学としての統計学  第2

集［創刊30年記念号］』
9．木村太郎，前掲，p.402。
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　2003年6月23日に岩井浩代表運営委員より，『統計
学』創刊50周年記念号の発行に向け委員会を設置す
るので内諾をいただきたいとの要請があり，表記メ
ンバーが委員候補に指名された。記念号発行をこれ
までもっぱら担ってきた伊藤陽一会員が加わらない
で発行できるのかと不安であったが，全員ともかく
了解をした。
　そして，2003年9月14日の第47回全国総会（於；
松山大学）にて『統計学』創刊50周年記念号編集委
員会が正式に設置された。この時点では，まだ切迫
感もなく比較的のんびりしたスタートとなった。
　しかし，よく考えてみると，創刊50周年という節
目の記念号である。しかも，21世紀に入って最初の
記念号である。そうなれば，単に10年間の総括をす
るというだけでなく，創設以来半世紀の総括をしな
ければならないのではないか。半世紀の総括をする
ということは，次の半世紀に向かう方向を確立しな
ければならないのではないか。そのように考えると，
身が引き締まるというよりは，気が重くなる一方で
あった。
　それでも，ともかく動き出すには話し合う以外な
いと考え，立教大，神戸大で3度ほどの会合を重ね，
2004年9月4日の第5回委員会（於；花巻市大沢温泉）
でようやく原案らしきものに到達することが出来た。
長時間にわたる議論の末の原案作成であり，会場と
もどもなつかしく思い出されるところとなっている。
　この原案作成に向けて，記念号作成に関する会内
アンケートを実施した。また，会員業績リストを作
成し，執筆者への便宜を図る用意もした。発行形態は，
会員の執筆機会が減じることのないよう，合併号と
せず単独号とすることとした。経費捻出のため，継
続的な積み立てもすることとした。
　こうした議論を経て，2004年9月11日の第48回全
国総会（於；熊本大学）において，編別構成ならび
に発行計画が決められた。そして，その後ただちに，
執筆依頼を行うこととなった。

　3集までは，「統計学の学問的性格」をトップに据え，
方法論的問題を踏まえながら各論へと入る構成がと
られてきた。しかし，今回は，これを全体のまとめ
の位置に移し，「社会科学としての統計学　その今
日的課題　」を第1部に据えることとした。ここには，
本学会としての研究蓄積が十分でないところも含ま
れる。しかし，一歩踏み出そうと考えたわけである。
　また，統計改革の議論が同時進行となったため，「統
計作成と統計制度をめぐる新たな展開」を第2部に
据え，その新たな動きを追った。その上で，第3部
に「統計利用をめぐる諸問題」を取り上げ＜統計解
析＞ならびに＜個別領域＞の統計を取り上げた。こ
こはこれまでの構成と同様となっている。
　記念号3集以降の本学会内の新たな動きに，研究
部会の設置がある。今回は「部会における研究の成
果と課題」を新たに取り上げた。部会の充実が期待
される。そして，最後に設けたのが「社会科学とし
ての統計学　その伝統と継承　」である。半世紀の
成果を継承しながら一歩を踏み出したいという思い
からである。
　執筆会員には，2005年9月3・4日の立教大学での
第49回全国総会でご報告いただいた。そこでフロアー
から出された意見を踏まえて再執筆された論文がこ
こに収められている。今回は次代を担う若手会員に
大胆なまでの執筆要請をした。それが負担になった
ことは想像に難くない。しかし，彼らはこの要請に
応えてくれた。
　この委員会は本号の発行をもって解散するが，こ
れらの会員を含めた若い世代の会員がこの後，第5集，
第6集と節目節目の号を重ね，「社会科学としての統
計学」を点検し，前へと進めてほしい。その担い手
として，若い会員に多くを期待したい。

2006年7月　　
『統計学』創刊50周年記念号編集委員会

（菊地　　進）

記念号編集委員会（支部順，50音順）
木村　和範（北海道支部），岡部　純一（東北支部，現関東支部），菊地　進，坂田　幸繁，
森　博美，山田　満（以上，関東支部），小川　雅弘，金子　治平，藤岡　光夫，光藤  昇
（以上，関西支部），西村　善博（九州支部）
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朝　倉　啓一郎 （流 通 経 済 大 学）
井　口　泰　秀 （愛 知 大 学）
池　田　　　伸 （立 命 館 大 学）
泉　　　弘　志 （大 阪 経 済 大 学）
伊　藤　国　彦 （兵 庫 県 立 大 学）
伊　藤　陽　一 （法 政 大 学）
岩　井　　　浩 （関 西 大 学）
岩　崎　俊　夫 （立 教 大 学）
上　藤　一　郎 （鈴 鹿 国 際 大 学）
大　井　達　雄 （藍 野 大 学）
大　西　　　広 （京 都 大 学）
岡　部　純　一 （横 浜 国 立 大 学）
小　川　雅　弘 （大 阪 経 済 大 学）
小野寺　　　剛 （法 政 大 学・ 非 常 勤）
香　川　文　庸 （京 都 大 学）
金　丸　　　哲 （鹿 児 島 大 学）
金　子　治　平 （神 戸 大 学）
菊　地　　　進 （立 教 大 学）
木　村　和　範 （北 海 学 園 大 学）
坂　田　幸　繁 （中 央 大 学）
佐　藤　智　秋 （愛 媛 大 学）
佐　野　一　雄 （福 井 県 立 大 学）
芝　村　　　良 （日 本 大 学）
杉　橋　やよい （お茶の水女子大学）
田　浦　　　元 （拓 殖 大 学）
長　澤　克　重 （立 命 館 大 学）
長　屋　政　勝 （京 都 大 学）
西　村　善　博 （大 分 大 学）
濱　砂　敬　郎 （九 州 大 学）
廣　嶋　清　志 （島 根 大 学）
福　島　利　夫 （専 修 大 学）
藤　井　輝　明 （大 阪 市 立 大 学）
藤　江　昌　嗣 （明 治 大 学）
松　川　太一郎 （鹿 児 島 大 学）
水野谷　武　志 （北 海 学 園 大 学）
御　園　謙　吉 （阪 南 大 学）
光　藤　　　昇 （松 山 大 学）
村　上　雅　俊 （関西大学・大学院生）
森　　　博　美 （法 政 大 学）
矢　野　　　剛 （徳 島 大 学）
山　田　　　茂 （国 士 舘 大 学）
山　田　　　満 （高崎商科大学短大部）
吉　田　　　央 （東 京 農 工 大 学）

執筆者紹介
（50音順，所属は2006年7月1日現在）
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